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手
形
行
為
の
原
因
関
係
（
丹
羽
）

一
一

一　

は
じ
め
に

　

手
形
制
度
の
起
源
は
、
中
世
ベ
ニ
ス
、
ゼ
ノ
ア
等
の
地
中
海
沿
岸
に
お
け
る
諸
商
業
都
市
間
に
行
わ
れ
た
商
取
引
に
お
け
る
送
金
の
用

具
と
し
て
両
替
商
が
発
行
し
た
証
書
か
ら
発
生
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
手
形
・
小
切
手
に
関
す
る
法
制
の
多
く
は
慣
習
法

に
委
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
六
七
三
年
ル
イ
十
四
世
の
商
事
勅
令
（O

rdonnance sur le com
m

erce

）
第
五
・

六
・
七
章
に
み
ら
れ
る
手
形
に
関
す
る
規
定
が
、
近
代
的
成
文
手
形
法
の
最
初
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
手
形
法

が
一
八
〇
七
年
の
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
（Code de com

m
erce

）
の
一
部
と
し
て
制
定
さ
れ
、
小
切
手
法
は
、
か
な
り
遅
れ
た
一
八
六
五
年

に
成
文
の
法
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
小
切
手
法
が
制
定
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
世
紀
中
頃
、
各
都
市
に
よ
っ
て
手
形
法
は
分
か
れ
て
い

た
が
、
一
八
四
七
年
の
普
通
ド
イ
ツ
手
形
条
例
（A

llgem
eine D

eutsche W
echselordnung

）
に
よ
っ
て
、
国
内
統
一
法
が
成
立
し
た

（
１
）。

日
本
の
現
行
「
手
形
法
」
成
立
前
の
商
法
（
手
形
編
）
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
手
形
条
例
に
依
拠
し
て
い
た

（
２
）。

こ
の
た
め
、
日
本
の
手
形
法
に

　

手
形
行
為
の
原
因
関
係

　
　
電
子
記
録
債
権
と
関
連
し
て
　
　

丹
　
　
羽
　
　
重
　
　
博



一
二

関
す
る
問
題
の
多
く
は
、
ド
イ
ツ
で
の
学
説
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
き
た
。
そ
の
中
の
一
つ
に
手
形
行
為
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
手
形
理
論
と
い
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
手
形
理
論
と
は
、
手
形
上
の
債
務
が
い
か
な
る
要
件
で
生
ず
る
か
に
つ
い
て

の
法
律
構
成
上
の
議
論
で
あ
る

（
３
）。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
手
形
用
紙
に
要
件
事
項
を
記
載
し
て
手
形
を
作
成
し
、
振
出
署
名
を
し
て
受
取
人
に
交
付
す
る
と
、
手
形
行
為
の
効

果
と
し
て
受
取
人
が
手
形
振
出
人
に
請
求
で
き
る
権
利
を
取
得
す
る
関
係
を
、
ど
の
よ
う
に
法
律
構
成
す
る
か
と
い
う
、
理
論
上
の
争
い

を
手
形
理
論
あ
る
い
は
手
形
学
説
と
呼
ん
で
い
る
。

　

仮
に
、
手
形
債
務
の
発
生
原
因
と
し
て
手
形
の
交
付
行
為
を
必
要
と
す
る
と
解
す
れ
ば
、
手
形
面
上
の
記
載
を
終
え
た
者
で
も
交
付
を

し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
用
紙
は
手
形
債
務
を
い
ま
だ
表
章
し
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
そ
の
用
紙
を
紛
失
・
盗
難
等
の
事

由
で
直
接
取
得
し
た
者
は
も
ち
ろ
ん
、
善
意
の
第
三
取
得
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
振
出
署
名
者
は
手
形
責
任
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る
（
物

的
抗
弁

（
４
））。

　

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
振
出
し
と
い
う
手
形
行
為
に
か
ぎ
ら
ず
、
債
務
負
担
を
生
ず
る
裏
書
等
の
他
の
付
属
的
手
形
行
為
に
つ
い
て

も
当
て
は
ま
る
問
題
で
あ
る
。

　

手
形
・
小
切
手
の
法
律
関
係
は
、
抽
象
的
な
金
銭
債
権
と
い
う
法
律
関
係
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
法
律
関
係
の
形
成
は
、

手
形
・
小
切
手
外
に
存
在
す
る
実
質
的
な
法
律
関
係
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
手
形
・
小
切
手
の
実
質
関
係
と
し
て
は
、
原
因
関
係
、

資
金
関
係
、
手
形
・
小
切
手
予
約
の
三
つ
が
あ
る
。
こ
こ
に
原
因
関
係
と
は
、
手
形
・
小
切
手
授
受
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
直
接
の
当
事

者
間
の
実
質
的
な
法
律
関
係
（
売
買
、
金
銭
消
費
対
借
等
）
を
い
う
。
通
常
、
手
形
の
授
受
に
は
反
対
給
付
（
対
価
）
の
授
受
が
あ
る
の
で
、

対
価
関
係
と
も
い
わ
れ
る
。
資
金
関
係
と
は
為
替
手
形
お
よ
び
小
切
手
に
お
け
る
振
出
人
（
資
金
義
務
者
）
と
支
払
人
と
の
間
の
実
質
的



手
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行
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の
原
因
関
係
（
丹
羽
）

一
三

な
法
律
関
係
を
い
う
。　

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
手
形
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
の
原
因
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
を

一
定
の
基
準
に
よ
り
区
別
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
手
形
と
同
様
に
無
因
債
権
と
さ
れ
て
い
る
「
電
子
記
録
債
権

（
５
）」

に
も
関
連
さ
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　

手
形
行
為
（
電
子
記
録
債
権
）
と
原
因
関
係
の
分
離
（
無
因
性
）

　

手
形
（
小
切
手
）
と
い
う
有
価
証
券
上
に
な
さ
れ
る
法
律
行
為
を
手
形
行
為
（
小
切
手
行
為
）
と
い
う
。
民
法
上
の
法
律
行
為
と
い
う
概

念
と
は
別
に
手
形
行
為
・
小
切
手
行
為
（
以
下
手
形
行
為
と
略
す
る
）
と
い
う
概
念
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
手
形
行
為
に
は
民
法

上
の
法
律
行
為
と
異
な
る
性
質
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

手
形
法
は
、
為
替
手
形
の
手
形
行
為
に
つ
い
て
は
振
出
し
、
裏
書
、
引
受
け
、
保
証
、
参
加
引
受
け
の
五
種
類
の
手
形
行
為
を
、
約
束

手
形
で
は
振
出
し
、
裏
書
、
保
証
の
三
種
類
の
手
形
行
為
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
小
切
手
法
は
、
振
出
し
、
裏
書
、
保
証
、
支
払
保
証

の
四
種
類
を
小
切
手
行
為
と
し
て
る
。

　

手
形
行
為
で
あ
る
振
出
し
あ
る
い
は
裏
書
は
、
売
買
代
金
支
払
の
た
め
あ
る
い
は
金
銭
の
借
入
れ
の
た
め
な
ど
の
、
当
事
者
間
の
実
質

的
な
関
係
を
前
提
に
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
手
形
行
為
者
と
そ
の
直
接
の
相
手
方
と
の
間
に
存
す
る
、
手
形
授
受
の
原
因
を
な
す
実
質
的
な

法
律
関
係
を
原
因
関
係
（
対
価
関
係
）
と
い
う
。
た
と
え
ば
約
束
手
形
の
振
出
し
の
原
因
関
係
は
、
売
買
取
引
に
お
け
る
債
権
債
務
関
係
、

金
銭
消
費
貸
借
に
お
け
る
債
権
債
務
関
係
、
手
形
の
割
引
に
お
け
る
法
律
関
係
が
そ
の
原
因
関
係
の
例
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
手
形
行
為
は
原
因
関
係
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
が
、
原
因
関
係
と
手
形
関
係
と
は
経
済
的
に
は
目
的
と
手
段
の
関
係
に

あ
る
。
し
か
し
、
法
律
的
に
は
、
手
形
上
の
権
利
は
原
因
関
係
と
は
無
関
係
に
、
手
形
行
為
自
体
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い



一
四

る
（
無
因
証
券
・
抽
象
証
券
・
非
要
因
証
券

（
６
））。

し
た
が
っ
て
、
原
因
関
係
が
無
効
あ
る
い
は
不
存
在
で
あ
っ
て
も
、
手
形
そ
の
も
の
は
有
効

に
成
立
し
て
存
続
す
る
。
し
か
し
、
手
形
関
係
と
原
因
関
係
の
分
離
は
、
第
三
者
た
る
手
形
取
得
者
の
手
形
に
対
す
る
信
頼
を
保
護
し
、

手
形
の
流
通
性
を
高
め
る
た
め
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
形
授
受
の
直
接
の
相
手
方
ま
た
は
悪
意
の
第
三
者
取
得

者
に
対
し
て
は
、
手
形
債
務
者
は
原
因
関
係
の
欠
缺
や
瑕
疵
を
人
的
抗
弁
と
し
て
主
張
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
手
形
金
請
求
を
拒
む
こ
と

が
で
き
る
（
手
七
七
条
一
項
一
号
・
一
七
条
）。
し
か
し
、
善
意
の
第
三
取
得
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
（
同
条
但
書
）。
こ
れ
を
、
人
的
抗
弁
の
切
断
と
い
う
。
そ
し
て
、
最
判
昭
和
三
五
年
一
〇
月
二
五
日
（
民
集
一
四
巻
一
二
号
二
七
二
〇

頁
）
は
、
債
務
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
手
形
所
持
人
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
重
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
、
そ
の
前
者
に
対

す
る
人
的
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
し
得
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
手
形
上
の
債
務
と
原
因
取
引
上
の
債
務
と
が
、
相
互
に
影
響
し
な
い
こ
と
を
、
手
形
債
務
の
無
因
性
あ
る
い
は
抽
象
性

と
い
う
。
手
形
行
為
は
、
売
買
契
約
、
金
銭
の
消
費
貸
借
契
約
な
ど
の
実
質
関
係
を
前
提
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
手

形
行
為
に
よ
っ
て
発
生
す
る
手
形
債
務
は
、
手
形
上
の
書
面
行
為
の
み
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
因
債
務
で
あ
る
売
買

代
金
支
払
債
務
な
ど
と
は
別
個
の
、
そ
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
債
務
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
形
・
小
切
手
の
原
因
関
係

に
無
効
・
取
消
な
い
し
は
解
除
原
因
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
手
形
・
小
切
手
関
係
に
影
響
を
与
え
な
い
結
果
、
第
三
者
は
そ
の
手

形
・
小
切
手
上
の
権
利
を
有
効
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
電
子
記
録
債
権
も
、
原
因
債
権
の
存
否
、
有
効
無
効
の
影
響
を

受
け
な
い
無
因
債
権
と
解
さ
れ
る
。
電
子
記
録
債
権
は
、
電
子
記
録
に
よ
り
発
生
す
る
金
銭
債
権
で
あ
る
か
ら
（
電
子
債
権
二
条
、
一
五
条
・

三
一
条
・
三
五
条
）、
電
子
記
録
債
権
を
発
生
さ
せ
る
原
因
関
係
と
は
別
個
・
独
自
の
金
銭
債
権
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
電
子
記
録
債
権
の
内
容
は
、
債
権
記
録
の
記
録
に
よ
っ
て
定
ま
る
（
電
子
債
権
九
条
一
項
）
の
で
あ
る

（
７
）。

そ
し
て
、
手
形
用
紙
に



手
形
行
為
の
原
因
関
係
（
丹
羽
）

一
五

代
わ
る
新
た
な
決
済
手
段
と
し
て
、
電
子
債
権
に
よ
る
決
済
サ
ー
ビ
ス
が
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
二
月
一
八
日
か
ら
始
ま
っ
た

（
８
）。

手

形
債
務
あ
る
い
は
電
子
記
録
債
務
が
無
因
的
で
あ
る
こ
と
は
手
形
行
為
者
・
電
子
記
録
債
務
者
の
意
思
に
反
し
た
法
的
効
果
で
あ
る
。
し

か
し
電
子
債
権
取
引
・
手
形
取
引
に
お
い
て
は
、
記
録
あ
る
い
は
証
券
を
信
頼
し
て
権
利
を
取
得
す
る
第
三
者
の
利
益
を
徹
底
し
て
保
護

し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
流
通
性
を
強
化
し
、
経
済
的
作
用
を
保
護
し
、
社
会
経
済
の
発
展
を
図
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
、
行
為
者
の
利

益
を
犠
牲
に
し
て
で
も
行
な
わ
れ
る
べ
き
法
的
処
理
な
の
で
あ
る

（
９
）。

　

電
子
記
録
債
権
法
一
二
条
一
項
は
、
特
則
を
設
け
て
、
第
三
者
が
善
意
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
け
れ
ば
保
護
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

手
形
債
務
が
無
因
で
あ
る
こ
と
を
定
め
た
明
文
規
定
は
な
い
が
、「
単
純
な
る
支
払
委
託
」（
手
一
条
二
号
、
小
一
条
一
号
）、「
単
純
な
る

支
払
約
束
」（
手
七
五
条
二
号
）
が
手
形
証
券
上
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
無
因
性
の
条
文
上
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
実
質
的
根
拠
と
し
て
は
手
形
行
為
は
、
売
買
そ
の
他
の
原
因
関
係
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
が
、
手
形
行
為
は
別
個
独
自
の
書
面

行
為
で
あ
る
か
ら
、
原
因
関
係
と
は
別
個
に
手
形
の
作
成
（
作
成
交
付
）
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
し
か
も
、
手
形
は
設
権
証
券

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
書
面
行
為
た
る
手
形
行
為
よ
り
前
に
、
後
に
手
形
上
に
表
章
さ
れ
る
権
利
が
原
因
関
係
上
成
立
す
る
こ
と
も
な
い

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
手
形
の
記
載
文
言
に
よ
れ
ば
、
手
形
は
一
定
の
金
額
を
支
払
う
べ
き
旨
の
単
純
な
る
委
託
又
は
約
束
で
あ
り
、
原
因

の
記
載
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
手
形
は
文
言
証
券
で
あ
っ
て
、
手
形
行
為
の
内
容
は
も
っ
ぱ
ら
手
形
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
、
手
形
債
権
は
原
因
債
権
の
存
否
、
有
効
無
効
の
影
響
を
受
け
な
い
の
で
あ
る）

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
手
形
行

為
あ
る
い
は
電
子
記
録
債
権
の
無
因
性
に
よ
っ
て
、
手
形
・
電
子
記
録
債
権
の
取
得
者
は
、
原
因
関
係
の
存
否
な
い
し
効
力
を
ま
っ
た
く

顧
慮
し
な
く
て
も
よ
い
た
め
、
手
形
・
電
子
記
録
債
権
の
流
通
が
よ
り
促
進
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
手
形
授
受
の
当
事
者
間
に
あ
っ

て
は
、
原
因
関
係
上
の
法
律
関
係
が
無
効
・
取
消
な
い
し
は
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
手
形
・
小
切
手
上
の
権
利
を
行
使
さ
せ
る
必
要
が



一
六

な
い
の
で
、
相
手
方
が
そ
の
支
払
を
請
求
し
て
き
た
な
ら
ば
、
こ
の
原
因
関
係
上
の
無
効
・
取
消
な
い
し
は
解
除
を
抗
弁
と
し
て
主
張
し
、

そ
の
悪
意
の
相
手
方
の
支
払
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
（
手
一
七
条
・
七
七
条
一
項
一
号
、
小
二
二
条
）。
ま
た
、
第
三
者
も
こ
の
原
因
関

係
上
の
抗
弁
事
由
の
存
在
を
知
っ
て
取
得
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
者
の
支
払
請
求
を
保
護
す
る
必
要
は
な
い
の
で
、
同
様
に
そ
の
支
払
を
拒

絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
手
一
七
条
但
書）

（（
（

・
電
子
記
録
債
権
一
二
条
一
項
）。

　

と
こ
ろ
で
、
原
因
債
務
の
支
払
の
た
め
に
手
形
を
振
出
交
付
し
た
後
、
原
因
関
係
が
取
消
あ
る
い
は
解
除
さ
れ
て
原
因
債
務
が
遡
及
的

に
消
滅
し
た
場
合
に
、
手
形
上
の
権
利
は
誰
に
帰
属
す
る
か
に
つ
き
説
が
分
か
れ
て
い
る
。
手
形
行
為
の
権
利
移
転
面
に
お
い
て
も
無
因

性
を
認
め
る
判
例
・
通
説
は
、
原
因
債
務
の
消
滅
に
よ
っ
て
も
、
い
っ
た
ん
移
転
し
た
手
形
上
の
権
利
は
影
響
を
受
け
ず
、
依
然
、
受
取

人
に
帰
属
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
手
形
行
為
を
証
券
の
作
成
行
為
と
証
券
の
交
付
行
為
と
か
ら
成
る
複
合
的
行
為
で
あ
っ
て
、
第
一

段
の
証
券
作
成
行
為
は
無
因
行
為
で
あ
る
が
、
第
二
段
の
証
券
交
付
行
為
は
有
因
行
為
で
あ
る
と
解
す
る
、
い
わ
ゆ
る
二
段
階
行
為
説
で

は
、
原
因
関
係
の
無
効
・
取
消
・
解
除
に
よ
り
、
手
形
小
切
手
の
交
付
者
は
原
状
回
復
請
求
権
を
有
す
る
と
解
し
て
い
る）

（1
（

。

三　

手
形
関
係
が
原
因
関
係
に
及
ぼ
す
影
響

　

手
形
（
以
下
、
原
則
と
し
て
電
子
記
録
債
権
を
含
む
）
は
、
そ
の
支
払
い
が
確
実
で
あ
り
、
か
つ
流
通
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
既
存
の
債
務

を
決
済
す
る
手
段
と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
ば
約
束
手
形
が
振
り
出
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
が
原
因
関
係
上
の

債
権
・
債
務
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
が
次
の
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
、
原
則
的
に
は
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
問

題
で
あ
る
。



手
形
行
為
の
原
因
関
係
（
丹
羽
）

一
七

　
⑴
　
支
払
に
代
え
て

　

既
存
債
務
の
内
容
と
異
な
る
手
形
の
交
付
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
既
存
債
務
が
消
滅
す
る
と
き
は
、「
支
払
に
代
え
て
」

交
付
さ
れ
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
当
事
者
の
特
別
の
合
意
に
よ
り
既
存
債
務
の
支
払
と
し
て
手
形
が
授
受
さ
れ
た
と
き
は
、
支
払
に

代
え
て
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
既
存
債
務
が
消
滅
し
、
た
と
え
、
そ
の
後
に
手
形
が
不
渡
り
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
既
存
債
務
が
復
活
す

る
こ
と
は
な
い
。
手
形
・
小
切
手
の
授
受
が
い
わ
ば
現
金
の
授
受
が
あ
っ
た
の
と
同
様
の
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
銀
行
振
出
し
の
小
切
手
、
銀
行
引
受
の
為
替
手
形
、
銀
行
の
支
払
保
証
の
あ
る
小
切
手
な
ど
が
、
原
因
関
係
上
の
債
務
者
か
ら
交

付
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
事
者
間
の
明
示
の
合
意
が
あ
る
か
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
証
券
の
授
受
に
よ
っ
て
、
原
因
関
係

上
の
法
律
関
係
は
当
然
に
消
滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
因
関
係
上
の
担
保
権
等
も
消
滅
す
る
と
解
す
る
。
こ
の
場
合
の
法
律
関
係
に
つ

い
て
、
民
法
旧
五
一
三
条
二
項
は
「
債
務
ノ
履
行
二
代
ヘ
テ
為
替
手
形
ヲ
発
行
ス
ル
亦
同
シ
」
と
規
定
し
更
改
と
し
て
い
た
が）

（1
（

、
代
物
弁

済
（
民
四
八
二
条
）
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、
銀
行
振
出
し
の
小
切
手
、
銀
行
引
受
の
為
替
手
形
、
銀
行
の
支
払
保
証
の
あ
る
小
切
手
以
外
の
手
形
・
小
切
手
が
当
事
者
間
に

お
い
て
交
付
さ
れ
た
場
合
に
、
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
っ
て
、
原
因
関
係
上
の
法
律
関
係
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な

る
。
当
事
者
間
に
こ
の
よ
う
な
合
意
が
存
在
す
る
限
り
、
当
然
に
原
因
関
係
は
消
滅
す
る
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る）

（1
（

。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
合
意
は
、
原
因
関
係
上
の
債
権
者
に
不
利
益
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
手
形
の
授
受
に
あ
た
っ
て
当
事
者
間
に
明

確
な
意
思
が
表
示
さ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る）

（1
（

。
な
ぜ
な
ら
、
原
因
債
権
が
消
滅
す
れ
ば
、
そ
れ
に
伴
っ
て
原
因
債

権
に
つ
い
て
の
担
保
も
消
滅
す
る
と
考
え
ら
れ
る
う
え
、
取
得
し
た
手
形
も
支
払
わ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
大
審
院
大
正
九
年
一
月
二
九
日
判
決
（
民
録
二
六
号
九
四
頁
）
は
、「
當
事
者
ノ
一
方
カ
他
方
ニ
對
シ
負
擔
セ
ル
債
務
ノ
爲
メ



一
八

約
束
手
形
ヲ
振
出
シ
タ
ル
場
合
之
ヲ
代
物
辨
濟
ト
見
ル
ヘ
キ
カ
將
又
單
ニ
原
債
務
ノ
辨
濟
ヲ
確
保
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
手
形
ヲ
發
行
シ
タ
ル

モ
ノ
ト
見
ル
ヘ
キ
カ
ハ
當
事
者
ノ
意
思
ヲ
解
釋
シ
テ
決
定
ス
ヘ
キ
事
實
問
題
タ
ル
コ
ト
寔
ニ
所
論
ノ
如
シ
ト
雖
モ
其
意
思
ニ
シ
テ
前
者
ニ

在
ル
コ
ト
明
白
ナ
ラ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
原
債
務
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
代
物
辨
濟
ト
觀
ン
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
原
債
務
ヲ
存
續
セ
シ
ム

ヘ
キ
後
者
ノ
趣
旨
ニ
解
ス
ル
ヲ
相
當
ト
ス
本
件
ニ
於
テ
原
判
決
カ
反
證
ナ
キ
限
リ
代
物
辨
濟
ニ
非
サ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
當
ト
ス
」
と

判
示
し
て
い
る
。

　
⑵
　
支
払
い
の
た
め
に

　

既
存
債
務
の
支
払
の
方
法
と
し
て
手
形
が
授
受
さ
れ
た
場
合
、
言
い
換
え
れ
ば
手
形
が
原
因
関
係
上
の
既
存
債
務
の
弁
済
手
段
と
し
て

授
受
さ
れ
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
「
支
払
い
の
た
め
に
」
な
さ
れ
た
も
の
で
、
手
形
債
権
と
既
存
債
権
と
が
併
存
す
る
と
解
す
る
の

が
通
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
審
院
大
正
七
年
十
月
二
十
九
日
判
決
（
大
審
院
民
事
判
決
録
二
四
号
二
〇
七
九
頁
）
も
通
説
と
同
様
に
、「
旣

存
ノ
債
務
ニ
付
キ
約
束
手
形
ヲ
發
行
シ
タ
ル
場
合
旣
存
債
務
ハ
更
改
ニ
因
リ
消
滅
シ
タ
リ
ヤ
否
ヤ
ハ
之
カ
決
定
ヲ
當
事
者
ノ
意
思
ニ
求
ム

ヘ
ク
當
事
者
ノ
意
思
不
明
ナ
ル
ト
キ
ハ
旣
存
債
務
ノ
辨
濟
ヲ
確
保
ス
ル
爲
メ
約
束
手
形
カ
發
行
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
へ
ク
其
發
行
ニ

ヨ
リ
當
然
債
務
ノ
更
改
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
爲
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
…
…

　

…
…
上
告
人
ハ
原
審
に
於
テ
疊
表
問
屋
ト
荷
主
ト
ノ
取
引
ニ
於
テ
商
品
代
金
ヲ
決
濟
ス
ル
爲
メ
ニ
約
束
手
形
ヲ
發
行
シ
タ
ル
場
合
ニ
於

テ
ハ
賣
掛
代
金
ハ
消
滅
シ
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
賣
掛
代
金
ノ
債
權
ト
約
束
手
形
ノ
債
權
ト
兩
立
併
存
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
之
レ
問
屋
ト
荷
主

ト
ノ
取
引
上
商
慣
習
ヲ
爲
ス
モ
ノ
ナ
レ
ハ
（
此
事
柄
ハ
被
上
告
人
申
請
鑑
定
事
項
ノ
正
反
對
ノ
事
項
也
）
鑑
定
人
選
任
鑑
定
ヲ
命
セ
ラ
レ
ン
コ

ト
ヲ
申
請
シ
タ
リ
然
ル
ニ
原
院
ハ
此
申
請
ヲ
却
下
シ
（
大
正
七
年
一
月
十
五
日
辯
論
調
書
及
ヒ
上
告
人
鑑
定
申
請
書
參
照
）
其
判
決
說
明
ニ
於
テ
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九

「
尙
ホ
控
訴
人
ハ
商
品
代
金
債
務
ニ
付
約
束
手
形
ヲ
振
出
ス
ト
キ
ハ
商
品
代
金
債
務
ハ
手
形
債
務
ニ
更
改
セ
ラ
ル
ル
商
慣
習
ア
リ
テ
本
件

ノ
場
合
ハ
此
商
慣
習
ニ
依
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
抗
爭
ス
ル
モ
原
審
鑑
定
人
濱
田
高
藏
ノ
鑑
定
ニ
ヨ
リ
如
此
商
慣
習
ノ
存
在
セ
サ
ル
事
明
瞭

ナ
ル
カ
故
ニ
此
點
ニ
關
ス
ル
控
訴
人
ノ
抗
辯
ハ
失
當
ト
爲
ス
可
ク
松
田
嘉
市
カ
被
控
訴
人
ニ
對
シ
前
記
商
品
代
金
を
辨
濟
シ
タ
ル
事
實
ノ

認
ム
ヘ
キ
ナ
キ
本
件
ニ
於
テ
ハ
被
控
訴
人
ハ
訴
外
松
田
嘉
市
ニ
對
シ
尙
前
記
商
品
代
金
債
権
者
ト
シ
テ
本
件
取
消
ヲ
求
ム
ル
適
格
ヲ
有
ス

ル
モ
ノ
ト
認
定
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
ト
說
明
シ
被
上
告
人
ノ
申
請
ニ
依
リ
任
命
シ
タ
ル
第
一
審
ノ
鑑
定
ヲ
採
用
シ
反
對
事
實
ヲ
立
證
ス
ル

爲
メ
上
告
人
ノ
申
請
シ
タ
ル
鑑
定
ハ
取
調
ス
シ
テ
之
ヲ
却
下
シ
而
カ
モ
判
決
ノ
資
料
ヲ
上
記
ノ
鑑
定
ニ
採
リ
タ
ル
ハ
頗
ル
不
公
平
ノ
審
理

ニ
シ
テ
證
據
法
則
ニ
違
背
シ
反
證
ヲ
杜
絶
シ
以
テ
立
證
者
ニ
不
利
益
ナ
ル
判
斷
ヲ
爲
シ
タ
ル
違
法
ア
リ
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
場
合
、
併

存
す
る
両
債
権
行
使
の
優
先
順
位
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
二
つ
の
場
合
に
分
け
る
べ
き
で
あ
る
。
一
つ
は
、
手
形
債
権
を
先
に
行
使
す
る
こ

と
を
要
す
る
と
き
は
「
取
立
て
の
た
め
に
」
授
受
さ
れ
た
と
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
手
形
に
よ
る
呈
示
支
払
が
拒
絶
さ

れ
た
後
に
は
じ
め
て
、
原
因
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
は
、
債
権
者
が
併
存
す
る
両
債
権
の
う
ち
、
そ
の
い
ず
れ
で

も
任
意
に
選
択
し
て
行
使
し
て
も
よ
い
と
き
は
「
担
保
の
た
め
に
」
手
形
が
授
受
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
。
こ
の
場
合
、
債
務
者
は
債
権

者
に
対
し
手
形
上
の
権
利
を
先
に
行
使
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
原
因
債
権
の
弁
済
期
が
到
来
す
れ
ば
、
手

形
の
呈
示
に
よ
る
請
求
が
な
く
と
も
原
因
債
務
の
履
行
停
滞
と
な
る
（
民
法
四
一
二
条
一
項
）。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
原
因
債
務
履
行
の

場
所
は
、
手
形
債
務
履
行
の
場
所
と
同
一
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
判
例
で
あ
る）

（1
（

。

　

そ
し
て
、
こ
の
区
別
の
基
準
に
関
し
、
現
実
的
に
は
当
事
者
は
明
示
の
合
意
を
す
る
こ
と
な
く
漠
然
と
手
形
の
授
受
が
行
な
わ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
通
説
は
、
当
事
者
間
に
明
示
の
合
意
が
あ
る
と
き
は
そ
の
合
意
に
依
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
意
思
が
不
明
で
あ
る
と
き

は
、
①
そ
の
交
付
さ
れ
た
手
形
が
、
原
因
関
係
上
の
債
務
者
以
外
の
者
に
よ
っ
て
第
一
次
的
に
支
払
わ
れ
る
手
形
で
あ
る
場
合
に
は
、「
支



二
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払
い
の
た
め
に
」
交
付
さ
れ
た
も
の
と
し
、
ま
た
、
②
そ
の
交
付
さ
れ
た
手
形
が
、
原
因
関
係
上
の
債
務
者
と
手
形
上
の
債
務
者
が
同
一

人
で
あ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
い
ず
れ
の
権
利
を
行
使
さ
れ
て
も
、
別
段
の
不
利
益
を
被
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
支
払
い
の
「
担
保
の

た
め
に
」
交
付
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る）

（1
（

。
し
か
し
、
現
在
発
行
さ
れ
て
い
る
手
形
は
、
銀
行
を
支
払
場
所
（
支
払

担
当
者
）
と
す
る
手
形
で
あ
り
、
原
因
関
係
上
の
債
務
者
と
手
形
上
の
債
務
者
と
が
同
一
人
で
あ
る
場
合
に
も
、
手
形
の
発
行
者
は
そ
の

支
払
担
当
者
で
あ
る
銀
行
を
通
じ
て
支
払
を
す
る
意
思
で
発
行
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
原
因
関
係
上
の
債
務

者
と
手
形
上
の
債
務
者
と
が
同
一
人
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
銀
行
が
支
払
担
当
者
と
な
っ
て
い
る
第
三
者
方
払
の
手
形
が
発

行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
が
明
示
の
意
思
表
示
で
も
っ
て
反
対
の
意
思
を
表
さ
な
い
限
り
、
そ
の
手
形
は
、「
支
払
い
の
た
め
」
発

行
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る）

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
手
形
の
授
受
に
あ
た
っ
て
、
当
事
者
の
意
思
が
明
確
で
な
い
場
合
に
は
、
原
因
債
務
は
消
滅
せ
ず
、
原
因
債
務
と
手
形

債
務
と
が
併
存
す
る
も
の
と
推
定
す
べ
き
で
あ
る
。
判
例
も
「
右
手
形
は
他
の
権
利
と
共
に
被
上
告
人
か
ら
株
式
会
社
四
国
銀
行
に
対
し
、

債
務
担
保
の
た
め
裏
書
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
は
ま
た
原
判
決
の
確
定
す
る
と
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
既
存
債
務
の
支
払
確
保
の
た
め
に
振
出

交
付
さ
れ
た
手
形
は
、
債
権
者
債
務
者
間
に
裏
書
禁
止
の
特
約
の
な
い
場
合
に
は
、
債
務
者
か
ら
既
存
債
務
の
履
行
の
な
い
か
ぎ
り
、
債

権
者
に
お
い
て
該
手
形
を
第
三
者
に
対
し
更
に
担
保
の
た
め
裏
書
譲
渡
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
く
、
し
か
も
、
右
裏
書
の
事
実
に
よ
っ
て
直

ち
に
債
務
者
は
既
存
債
務
の
支
払
を
免
れ
る
も
の
で
な
く
、
債
権
者
に
お
い
て
右
手
形
の
裏
書
人
と
し
て
の
償
還
義
務
を
免
れ
る
ま
で
は

債
務
名
に
対
す
る
既
存
の
債
権
は
消
減
す
る
も
の
で
な
い
と
解
す
べ
き
こ
と
は
原
判
示
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
所
論
の
よ
う
に
、
債
権
者

は
償
還
義
務
の
履
行
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
右
手
形
を
自
己
に
回
収
す
る
ま
で
は
既
存
債
権
を
行
使
し
得
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
根
拠

は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

も
っ
と
も
、
か
か
る
場
合
債
務
者
は
、
特
段
の
事
由
の
な
い
か
ぎ
り
、
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既
存
債
務
の
支
払
は
手
形
の
返
還
と
引
換
に
す
る
旨
の
同
時
履
行
の
抗
弁
を
為
し
得
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
昭
和
二
九
年
オ
第
七
五

八
号
、
同
三
三
年
六
月
三
日
第
三
小
法
延
判
决
、
民
集
一
二
巻
九
号
一
二
八
七
頁
参
照
）
け
れ
ど
も
、
上
告
人
は
原
審
に
お
い
て
か
か
る
抗
弁
を

提
出
し
た
形
迹
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
原
判
決
の
認
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
件
当
事
者
間
に
は
、「
本
件
五
十
万
円
の
債
務
を
決

済
し
た
後
、
被
上
告
人
か
ら
右
手
形
が
無
効
に
帰
し
た
旨
の
証
明
文
書
を
手
交
す
る
」
旨
の
特
約
が
成
立
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

既
存
債
務
の
履
行
と
手
形
の
返
還
と
が
同
時
履
行
の
関
係
に
立
つ
も
の
で
な
い
こ
と
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。」
と
説
示
し
て
い
る）

（1
（

。

　

手
形
の
授
受
が
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
そ
の
支
払
が
な
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
原
因
関
係
上
の
権
利
が
消
滅
す
る
と
、
債
権
者

は
そ
れ
に
つ
い
て
の
担
保
権
を
失
う
と
い
う
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
手
形
の
授
受
だ
け
で
原
因
関
係
上
の
権
利
が
消
滅
す

る
と
い
う
の
は
、
手
形
授
受
の
当
事
者
の
通
常
の
意
思
に
も
合
致
し
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
原
因
関
係
上
の
債
務
者
が
約
束
手
形

の
振
出
人
で
あ
っ
て
、
他
に
手
形
上
の
義
務
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
手
形
は
「
担
保
の
た
め
に
」
授
受
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
判
例）

11
（

は
「
手
形
が
そ
の
原
因
關
係
た
る
債
務
の
支
拂
確
保
の
た
め
振
出
さ
れ
た
場
合
に
、
當
事
者
間
に

特
約
そ
の
他
別
段
の
意
思
表
示
が
な
く
債
務
者
自
身
が
手
形
上
の
唯
一
の
義
務
者
で
あ
っ
て
他
に
手
形
上
の
義
務
者
が
な
い
場
合
に
お
い

て
は
、
手
形
は
擔
保
を
供
興
す
る
趣
旨
の
下
に
授
受
せ
ら
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
を
相
當
と
す
べ
く
、
従
っ
て
債
務
者
は
手
形
上
の
權
利

の
先
行
使
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
の
を
相
當
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
債
權
者
は
兩
債
權
の
中
い
ず
れ
を
先
に
任
意
に

選
擇
行
使
す
る
も
差
支
え
な
い
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
本
件
手
形
は
前
述
の
ご
と
く
支
拂
場
所
を
被
上
告
人
宅
と
し
た
上

告
人
振
出
の
約
束
手
形
で
あ
り
、
授
受
の
際
特
約
そ
の
他
別
段
の
意
思
表
示
が
な
く
、
旣
存
の
貸
金
債
務
者
と
手
形
上
の
義
務
者
と
が
い

ず
れ
も
同
一
人
た
る
上
告
人
な
の
で
あ
る
か
ら
債
權
者
た
る
被
上
告
人
は
本
件
貸
金
と
右
手
形
債
權
と
の
い
ず
れ
を
選
擇
行
使
す
る
も
差

支
え
な
い
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
と
明
白
に
判
示
し
て
い
る
。
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原
因
債
権
と
手
形
債
権
の
い
ず
れ
を
先
に
行
使
さ
れ
て
も
、
債
務
者
の
利
害
に
格
段
の
影
響
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
の

と
お
り
、
手
形
面
上
の
支
払
場
所
に
銀
行
の
本
支
店
名
（
第
三
者
方
払
文
句
）
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
第
三
者
た

る
支
払
担
当
銀
行
に
手
形
の
支
払
資
金
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
手
形
債
権
を
先
に
行
使
す
べ
き
で
あ
る）

1（
（

。
逆
に
、
約
束
手
形

の
発
行
者
が
当
座
勘
定
取
引
契
約
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
手
形
は
「
担
保
の
た
め
に
」
発
行
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
支
払
呈
示
期
間
経
過
後
は
、
第
三
者
方
払
文
句
の
記
載
は
効
果
を
失
い
、
そ
れ
以
降
の
支
払
い
請
求
は
本
則
（
商
法
五
一
六

条
二
項
）
に
戻
り
「
債
務
者
の
現
在
の
営
業
所
（
営
業
所
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
住
所
）
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
す
る

の
が
判
例）

11
（

で
あ
る
の
で
、
支
払
呈
示
期
間
経
過
後
は
、
債
務
者
に
は
手
形
債
権
を
先
に
行
使
す
る
こ
と
を
求
め
る
利
益
は
な
く
な
る
と
思

わ
れ
る
。
も
っ
と
も
小
切
手
に
つ
い
て
は
、
支
払
呈
示
期
間
経
過
後
で
あ
っ
て
も
、
振
出
人
か
ら
支
払
委
託
の
取
消
し
が
な
い
か
ぎ
り
、

銀
行
は
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
小
切
手
法
三
二
条
二
項
）。
し
た
が
っ
て
債
権
者
は
呈
示
期
間
経
過
後
も
、
先
に
小
切
手
に
よ
る
債

権
行
使
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
支
払
の
た
め
に
約
束
手
形
が
振
り
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
受
取
人
は
、
原
則
と
し
て
手
形
上
の
権
利
と
原
因
関

係
上
の
権
利
を
併
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
先
ず
、
手
形
に
よ
っ
て
支
払
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
手
形
振
出
し
の
目
的
を
果
た
し

た
こ
と
に
よ
り
原
因
債
務
も
共
に
消
滅
す
る
。
反
対
に
、
原
因
関
係
上
の
債
務
が
先
に
履
行
さ
れ
た
と
き
は
、
手
形
の
無
因
性
に
よ
っ
て

手
形
を
受
け
戻
さ
な
い
か
ぎ
り
、
手
形
債
権
は
消
滅
し
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
原
因
債
務
の
消
滅
は
、
人
的
抗
弁
事
由
に
な
る
と

思
う
（
手
一
七
条
）。

　

受
取
人
が
対
価
を
得
て
手
形
を
他
に
譲
渡
と
し
た
と
き
は
、
原
因
債
権
は
当
然
に
は
消
滅
し
な
い
。
受
取
人
が
後
者
か
ら
償
還
請
求
を

受
け
る
お
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
、
対
価
を
決
定
的
に
収
め
た
と
き
に
、
振
出
人
に
対
す
る
原
因
関
係
上
の
権
利
が
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。



手
形
行
為
の
原
因
関
係
（
丹
羽
）

二
三

た
と
え
ば
、
売
買
代
金
債
務
の
支
払
確
保
の
た
め
手
形
の
振
出
を
受
け
た
債
権
者
が
、
担
保
の
た
め
第
三
者
に
こ
れ
を
裏
書
譲
渡
し
て
も
、

裏
書
人
と
し
て
の
償
還
義
務
を
免
れ
る
ま
で
は
、
債
務
者
の
右
代
金
債
務
は
消
滅
し
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る）
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手
形
所
持
人
の
手
形
債
権
が
時
効
に
よ
っ
て
（
七
七
条
一
項
八
号
・
七
八
条
一
項
・
七
〇
条
一
項
）
先
に
消
滅
し
た
場
合
に
、
後
に
原
因
債

権
が
時
効
に
よ
っ
て
（
民
一
六
七
条
一
項
、
商
五
二
二
条
参
照
）
消
滅
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
行
使
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
、
原
因
債

権
が
時
効
に
よ
っ
て
（
民
一
七
三
条
以
下
な
ど
）
先
に
消
滅
し
た
場
合
に
も
、
や
は
り
手
形
の
無
因
生
に
よ
っ
て
手
形
債
権
は
消
滅
し
な
い
が
、

原
因
債
権
の
時
効
消
滅
は
人
的
抗
弁
事
由
に
な
り
、
そ
の
支
払
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
判
例
で
あ
る）

11
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も
っ
と
も
、
こ
の

よ
う
な
妥
当
性
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
結
果
を
避
け
る
た
め
に
、
判
例
は
、
債
務
の
支
払
の
た
め
に
手
形
の
交
付
を
受
け
た
債
権
者
が
債
務

者
に
対
し
て
手
形
金
請
求
の
訴
を
提
起
し
た
と
き
は
、
原
因
債
権
に
つ
い
て
も
消
滅
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
と
解
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
最
高
裁
昭
和
六
二
年
一
〇
月
一
六
日
判
決
（
民
集
四
一
巻
一
一
号
一
四
九
七
頁
）
は
、「
債
務
の
支
払
の
た
め
に
手
形
が
授
受
さ
れ
た

当
事
者
間
に
お
い
て
債
権
者
の
す
る
手
形
金
請
求
の
訴
え
の
提
起
は
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
を
中
断
す
る
効
力
を
有
す
る
も
の
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
か
か
る
手
形
授
受
の
当
事
者
間
に
お
い
て
は
、
手
形
債
権
は
、
原
因
債
権
と
法
律
上
別
個
の
債
権
で
は

あ
っ
て
も
、
経
済
的
に
は
同
一
の
給
付
を
目
的
と
し
、
原
因
債
権
の
支
払
の
手
段
と
し
て
機
能
し
こ
れ
と
併
存
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
債

権
者
の
手
形
金
請
求
の
訴
え
は
、
原
因
債
権
の
履
行
請
求
に
先
立
ち
ち
そ
の
手
段
と
し
て
提
起
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
ま
た
、
原
因

債
権
の
時
効
消
滅
は
右
訴
訟
に
お
い
て
債
務
者
の
人
的
抗
弁
事
由
と
な
る
と
こ
ろ
（
最
高
裁
昭
和
四
三
年
オ
第
六
三
八
号
同
年
一
二
月
一
二
日

第
一
小
法
廷
判
決
・
裁
判
集
民
事
九
三
号
五
八
五
頁
参
照
）、
右
訴
え
の
提
起
後
も
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
が
進
行
し
こ
れ
が
完
成
す
る
も
の
と

す
れ
ば
、
債
権
者
と
し
て
は
、
原
因
債
権
の
支
払
手
段
と
し
て
の
手
形
債
権
の
履
行
請
求
を
し
て
い
な
が
ら
、
右
時
効
完
成
の
結
果
を
回

避
し
よ
う
と
す
る
と
、
更
に
原
因
債
権
に
つ
い
て
も
訴
え
を
提
起
す
る
な
ど
し
て
別
途
に
時
効
中
断
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
余
儀
な
く



二
四

さ
れ
る
た
め
、
債
権
者
の
通
常
の
期
待
に
著
し
く
反
す
る
結
果
と
な
り
（
最
高
裁
昭
和
五
二
年
オ
第
八
六
七
号
同
五
三
年
一
月
二
三
日
第
一
小
法

廷
判
決
・
民
集
三
二
巻
一
号
一
頁
参
照
）、
他
方
、
債
権
者
は
、
右
訴
訟
係
属
中
に
完
成
し
た
消
滅
時
効
を
援
用
し
て
手
形
債
務
の
支
払
を
免

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
不
合
理
な
結
果
を
生
じ
、
ひ
い
て
は
簡
易
な
金
員
の
決
済
を
目
的
と
す
る
手
形
制
度
の
意
義
を
も
損
な
う
結
果
を

招
来
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
以
上
の
諸
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
前
記
当
事
者
間
に
お
け
る
手
形
金
請
求
の
訴
え
の
提
起
は
、
時
効

中
断
の
関
係
に
お
い
て
は
、
原
因
債
権
自
体
に
基
づ
く
裁
判
上
の
請
求
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
中
断
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
の

が
相
当
だ
か
ら
で
あ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
手
形
債
権
の
確
定
と
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
に
つ
き
判
例
は
、
手
形
授
受
の
当
事
者
間
に
お
い
て
は
、
手
形
債
権
が
仮
執
行

宣
言
付
支
払
命
令
に
よ
り
確
定
し
、
そ
の
消
滅
時
効
期
間
が
一
〇
年
に
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
期
間
も
そ
の
時
か

ら
一
〇
年
に
変
ず
る
と
解
し
て
い
る）
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四　

お
わ
り
に
（
原
因
債
権
の
行
使
と
手
形
の
返
還
）

　

手
形
上
の
権
利
の
行
使
は
手
形
と
引
換
え
に
な
さ
れ
、
手
形
金
額
の
支
払
を
命
ず
る
判
決
も
、
た
と
え
判
決
文
に
手
形
と
引
換
え
に
支

払
う
べ
き
旨
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
手
形
と
引
換
え
に
支
払
う
べ
き
旨
の
引
換
給
付
の
効
力
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

手
形
が
原
因
債
権
の
担
保
の
た
め
に
授
受
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
支
払
の
方
法
と
し
て
授
受
さ
れ
た
が
手
形
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
債
権
者
は
手
形
債
権
で
は
な
く
原
因
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
原
因
債
権
の
行
使
の
場
合
に
つ
い
て
の
手
形

の
返
還
の
要
否
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

　

債
務
者
と
し
て
は
、
原
因
債
権
の
弁
済
に
際
し
て
手
形
の
返
還
を
受
け
て
お
か
な
け
れ
ば
、
①
原
因
債
権
と
手
形
債
権
の
二
重
弁
済
の



手
形
行
為
の
原
因
関
係
（
丹
羽
）

二
五

危
険
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
②
弁
済
者
に
手
形
上
の
前
者
が
い
る
場
合
に
は
そ
の
前
者
に
対
す
る
遡
求
権
の
行
使
が
で
き
な
く

な
る
不
利
益
が
あ
る
か
ら
で
あ
る）
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⑴　

原
因
関
係
上
の
債
権
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
は
約
束
手
形
の
返
還
は
不
要
で
、
債
務
者
は
原
因
債
務
を
弁
済
し
た
後
に
手
形
の
返

還
を
請
求
で
き
る
（
民
四
八
七
条
参
照
）
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
、
広
島
高
等
裁
判
所
判
決
昭
和
二
七
年
一
〇

月
一
四
日
（
高
裁
民
集
五
巻
一
一
号
五
三
六
頁
）
は
、「
請
負
代
金
の
支
払
の
方
法
並
び
に
確
保
の
た
め
約
束
手
形
が
振
出
さ
れ
た
場
合
は
、

約
束
手
形
金
請
求
権
と
請
負
代
金
請
求
権
と
は
併
存
し
、
原
因
関
係
に
よ
り
請
負
代
金
の
請
求
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
請
負
代
金
の
支

払
と
引
換
に
約
束
手
形
を
返
還
す
る
こ
と
は
要
し
な
い
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
も
っ
と
も
請
負
代
金
の
支
払
の
あ
っ
た
後
約
束

手
形
の
所
持
人
か
ら
手
形
金
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、
振
出
人
は
手
形
所
持
人
に
対
抗
し
う
る
抗
弁
事
由
の
な
い
限
り
こ
れ
が
支
払
の

責
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
二
重
払
の
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
は
控
訴
人
主
張
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
事
例

は
手
形
振
出
人
が
手
形
金
の
支
払
を
拒
絶
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
が
通
常
で
あ
っ
て
、
売
買
代
金
の
支
払
確
保
の
た
め
約
束
手
形
を
振

出
し
た
振
出
人
と
し
て
は
止
む
を
得
な
い
危
険
負
担
と
い
う
べ
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
後
日
債
権
者
に
対
す
る
不
当
利
益
返

還
請
求
乃
至
損
害
賠
償
請
求
に
よ
り
回
復
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
（
約
束
手
形
の
受
取
人
が
担
保
の
た
め
手
形
を
第
三
者
へ
裏
書
譲
渡
し
て
金
融
を

受
け
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
一
旦
手
形
を
取
戻
し
て
こ
れ
と
引
換
で
な
け
れ
ば
原
因
関
係
に
よ
る
債
務
の
弁
済
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

れ
ば
、
約
束
手
形
の
円
滑
な
流
通
を
阻
害
す
る
結
果
を
生
ず
る
）。」
と
説
明
し
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
の
説
で
は
、
二
重
弁
済
の
危
険
の
不
利
益
は
解
消
で
き
な
い
の
で
、
債
務
者
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
と
な
る
。

⑵　

手
形
上
の
権
利
行
使
と
同
じ
よ
う
に
、
債
権
者
は
手
形
を
呈
示
し
て
初
め
て
原
因
関
係
上
の
債
権
を
行
使
で
き
る
が
、
手
形
は
原
因

債
権
の
弁
済
と
引
換
え
に
受
け
渡
せ
ば
足
り
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
債
権
者
の
原
因
関
係
上
の
債
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
手
形



二
六

の
呈
示
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
債
権
者
に
先
ず
原
因
債
権
の
行
使
を
認
め
る
意
味
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
が

あ
る）
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⑶　

債
権
者
の
原
因
関
係
上
の
債
権
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
手
形
の
返
還
は
要
件
で
は
な
い
が
、
債
権
者
に
手
形
と
引
換
え
に
の
み
支
払

う
と
い
う
一
種
の
同
時
履
行
の
抗
弁
権
を
認
め
、
債
権
者
が
訴
訟
上
に
お
い
て
こ
の
抗
弁
権
を
行
使
す
れ
ば
、
手
形
と
引
換
え
に
支
払
う

べ
き
旨
の
交
換
的
給
付
判
決
を
な
す
べ
き
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
判
例
と
し
て
は
、
先
ず
最
高
裁
判
所
昭
和
三
三
年
六
月

三
日
（
民
集
一
二
巻
九
号
一
二
八
七
頁
）
が
、「
原
審
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
…
…
Ｙ
は
、
支
払
確
保
の
た
め
、
Ⅹ
に
対
し
…
…
小
切
手
一
通
を

交
付
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
借
金
債
務
確
保
の
た
め
に
小
切
手
が
交
付
さ
れ
た
場
合
、
債
務
者
は
債
権
者
か
ら
の
、

貸
金
請
求
に
対
し
て
は
、
特
段
の
事
由
が
な
い
か
ぎ
り
、
右
小
切
手
の
返
還
と
引
換
に
支
払
う
べ
き
旨
の
抗
弁
を
な
し
得
る
も
の
と
解
す

る
を
相
当
〔
と
〕
す
る
（
大
審
院
昭
和
一
三
年
一
一
月
一
九
日
言
渡
判
決
参
照
）。
と
こ
ろ
で
、
Ｙ
は
原
審
に
お
い
て
、
本
件
⑵
の
貸
金
〔
合

計
金
五
万
三
〇
〇
〇
円
と
、
月
一
割
の
遅
延
利
息
金
〕
に
つ
い
て
は
、
右
小
切
手
の
返
還
を
受
け
る
の
と
引
換
に
支
払
う
べ
き
旨
の
同
時

履
行
の
抗
弁
を
提
出
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
原
判
決
は
、
右
小
切
手
に
つ
い
て
は
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
事
実
を
認
定
し
、
そ

の
結
果
、
右
貸
金
債
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
小
切
手
の
返
還
と
の
引
換
を
要
請
す
べ
き
理
由
は
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
Ｙ
の

前
記
抗
弁
を
排
斥
し
た
こ
と
は
、
判
文
上
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
判
示
の
よ
う
な
時
効
完
成
の
事
実
は
、
原
審
に
お
い
て
、
な
ん
ら

Ⅹ
の
主
張
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
は
当
事
者
の
主
張
し
な
い
事
実
を
認
定
し
た
違
法
が
あ
り
、
右
違
法
は
原
判
決
の

主
文
に
影
響
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
論
旨
は
理
由
が
あ
り
、
原
判
決
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
一
部
破
棄
を
免
れ
な
い
」

と
し
、
主
文
で
「
Ｙ
は
Ⅹ
に
対
し
、
Ⅹ
か
ら
『
金
額
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
昭
和
二
五
年
一
二
月
三
一
日
附
、
Ａ
信
用
組
合
振
出
』
の
小

切
手
一
通
の
返
還
を
受
け
る
の
と
引
換
に
、
金
五
三
、
〇
〇
〇
円
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
昭
和
二
七
年
一
月
一
日
以
降
完
済
ま
で
年
一
割
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の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
う
こ
と
」
と
判
示
し
た
。

　

続
い
て
最
高
裁
判
所
昭
和
三
五
年
七
月
八
日
（
民
集
一
四
巻
九
号
一
七
二
〇
頁
、
判
例
時
報
二
二
九
号
三
七
頁
）
も
、「
既
存
債
務
の
支
払
確

保
の
た
め
に
振
出
交
付
さ
れ
た
手
形
は
、
債
権
者
債
務
者
間
に
裏
書
禁
止
の
特
約
の
な
い
場
合
に
は
、
債
務
者
か
ら
既
存
債
務
の
履
行
の

な
い
か
ぎ
り
、
債
権
者
に
お
い
て
該
手
形
を
第
三
者
に
対
し
更
に
担
保
の
た
め
裏
書
譲
渡
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
く
、
し
か
も
、
右
裏
書
の

事
実
に
よ
っ
て
直
ち
に
債
務
者
は
既
存
債
務
の
支
払
を
免
れ
る
も
の
で
な
く
、
債
権
者
に
お
い
て
右
手
形
の
裏
書
人
と
し
て
の
償
還
義
務

を
免
れ
る
ま
で
は
債
務
者
に
対
す
る
既
存
の
債
権
は
消
滅
す
る
も
の
で
な
い
と
解
す
べ
き
こ
と
は
原
判
示
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
所
論
の

よ
う
に
、
債
権
者
は
償
還
義
務
の
履
行
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
右
手
形
を
自
己
に
回
収
す
る
ま
で
は
既
存
債
権
を
行
使
し
得
な
い
も
の

と
解
す
べ
き
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
か
か
る
場
合
債
務
者
は
、
特
段
の
事
由

の
な
い
か
ぎ
り
、
既
存
債
務
の
支
払
は
手
形
の
返
還
と
引
換
に
す
る
旨
の
同
時
履
行
の
抗
弁
を
為
し
得
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
昭

和
二
九
年
オ
第
七
五
八
号
、
同
三
三
年
六
月
三
日
第
三
小
法
廷
判
決
、
民
集
一
二
巻
九
号
一
二
八
七
頁
参
照
）
け
れ
ど
も
、
上
告
人
は
原
審
に
お
い

て
か
か
る
抗
弁
を
提
出
し
た
形
迹
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
原
判
決
の
認
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
件
当
事
者
間
に
は
「
本
件
五
〇
万

円
の
債
務
を
決
済
し
た
後
、
被
上
告
人
か
ら
右
手
形
が
無
効
に
帰
し
た
旨
の
証
明
文
書
を
手
交
す
る
」
旨
の
特
約
が
成
立
し
た
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
既
存
債
務
の
履
行
と
手
形
の
返
還
と
が
同
時
履
行
の
関
係
に
立
つ
も
の
で
な
い
こ
と
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。

　

⑶
の
説
が
通
説
・
判
例
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
原
因
関
係
上
の
債
権
の
行
使
の
場
合
に
は
、
債
権
者
は
手
形
と
引
換
え
に
原
因

債
務
を
支
払
う
と
い
う
同
時
履
行
の
抗
弁
権
を
主
張
し
な
い
と
、
無
条
件
の
原
因
債
務
の
履
行
を
命
ず
る
判
決
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
手
形
振
出
人
が
裏
書
禁
止
手
形
以
外
の
手
形
を
振
出
し
た
場
合
に
は
、
二
重
払
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
利
益
が
残
る
の
で

あ
る
。
こ
の
点
で
、
こ
の
同
時
履
行
の
抗
弁
権
を
主
張
し
な
く
と
も
当
然
に
手
形
と
引
換
え
に
支
払
う
べ
き
手
形
上
の
権
利
行
使
の
場
合



二
八

と
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
債
務
者
が
債
権
者
の
原
因
債
権
の
行
使
に
対
し
て
、
手
形
返
還
の
同
時
履
行
の
抗
弁
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
、
原
因
関
係
上
の
債
務
が
履
行
遅
滞
に
陥
る
こ
と
と
は
、
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
債
権
者
は
手
形
上
の
債
権

と
原
因
関
係
上
の
債
権
の
ど
ち
ら
の
債
権
を
行
使
す
る
か
の
選
択
権
を
有
し
て
い
て
、
債
務
者
は
原
因
関
係
上
の
債
務
に
つ
い
て
も
、
履

行
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
債
務
者
に
一
種
の
同
時
履
行
の
抗
弁
権
を
認
め
る
実
定
法
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
民
法
五
三
三
条
の
基
礎
に
あ
る
信
義
衡
平
の

原
則
（
民
一
条
二
項
）
に
基
づ
い
て
認
め
る
説）

11
（

と
、
民
法
五
三
三
条
の
対
価
関
係
か
ら
認
め
ら
れ
た
抗
弁
権
と
は
そ
の
趣
旨
が
異
な
る
こ

と
か
ら
、
民
法
五
三
三
条
に
は
該
ら
ず
、
当
事
者
間
の
「
公
平
の
維
持
」
の
理
念
か
ら
こ
の
よ
う
な
抗
弁
権
を
認
め
る
説）

11
（

な
ど
が
主
張
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
債
務
者
が
手
形
の
返
還
と
引
換
え
に
原
因
関
係
上
の
債
権
を
支
払
う
べ
き
旨
の
同
時
履
行
の
抗
弁
権
を
行
使
し
う
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
原
因
関
係
上
の
債
権
に
つ
い
て
履
行
期
を
徒
過
し
て
い
れ
ば
履
行
遅
滞
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に

関
し
、
最
高
裁
判
決
昭
和
四
〇
年
八
月
二
四
日
（
民
集
一
九
巻
六
号
一
四
三
五
頁
、
判
時
四
二
一
号
四
〇
頁
、
判
タ
一
八
一
号
一
一
五
頁
、
金
融
法

務
四
二
二
号
六
頁
）
は
、「
原
判
決
が
、
本
件
準
消
費
貸
借
に
基
づ
く
金
員
の
支
払
請
求
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
債

権
者
は
右
支
払
確
保
の
た
め
振
り
出
さ
れ
た
本
件
各
手
形
の
返
還
と
引
換
え
に
支
払
う
べ
き
旨
の
抗
弁
を
な
し
う
る
旨
を
判
示
し
、
本
件

各
手
形
と
引
換
え
に
右
金
員
お
よ
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
命
じ
て
い
る
こ
と
は
、
所
論
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
右
金
員
の
支
払
請
求
権

と
本
件
各
手
形
の
返
還
請
求
権
と
の
関
係
は
、
民
法
五
三
三
条
に
定
め
る
対
価
的
関
係
に
立
つ
双
務
契
約
上
の
対
立
し
た
債
権
関
係
ま
た

は
こ
れ
に
類
似
す
る
関
係
に
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
単
に
、
債
務
者
に
対
し
、
無
条
件
に
原
因
関
係
で
あ
る
債
務
の
履
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行
を
さ
せ
る
と
き
に
は
、
債
務
者
と
し
て
、
二
重
払
の
危
険
に
陥
ら
せ
し
め
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、
と
く
に
、

本
件
各
手
形
と
引
換
え
に
右
金
員
の
支
払
を
命
じ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
に
す
ぎ

な
い
場
合
に
は
、
債
務
者
に
お
い
て
原
因
関
係
の
債
務
に
つ
い
て
そ
の
履
行
期
を
徒
過
し
て
い
る
以
上
、
債
権
者
か
ら
本
件
手
形
の
交
付

を
受
け
な
く
て
も
、
債
務
者
に
お
い
て
履
行
遅
滞
の
責
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
と
説

明
し
た
。

（
１
）　

大
塚
龍
児
・
林
竧
・
福
瀧
博
之
『
商
法
Ⅲ
・
手
形
・
小
切
手
』
第
四
版
（
有
斐
閣
・
平
成
二
三
年
）
二
九
頁
以
下
。

（
２
）　

拙
著
『
手
形
・
小
切
手
法
概
論
』
第
三
版
（
法
学
書
院
・
平
成
一
九
年
）
五
頁
。

（
３
）　

金
子
宏
・
新
堂
幸
司
・
平
井
宣
雄
編
集
代
表
『
法
律
学
小
事
典
』
第
四
版
補
訂
版
（
有
斐
閣
・
平
成
二
〇
年
）
八
九
六
頁
―
手
形
（
小
切
手
）

行
為
。

（
４
）　

兼
子
一
『
民
事
訴
訟
法
体
系
』
増
補
版
（
酒
井
書
店
・
昭
和
四
〇
年
）
二
〇
七
頁
は
、
こ
の
物
的
抗
弁
に
つ
い
て
民
事
訴
訟
法
上
「
被
告
の
請

求
を
争
う
理
由
と
し
て
の
陳
述
が
、
否
認
に
な
る
か
抗
辯
に
な
る
か
は
、
結
局
そ
の
事
實
に
つ
い
て
、
原
告
被
告
の
何
れ
が
主
張
責
任
及
び
擧
證
責

任
を
負
う
か
に
よ
っ
て
區
別
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

（
５
）　

電
子
記
録
債
権
は
、
事
業
者
の
資
金
調
達
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
制
度
と
し
て
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
施
行
）
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
電
子
記
録
債
権
の
意
義
は
、
そ
の
発
生
ま
た
は
譲
渡
に
つ
い
て
、
電
子
記
録
債
権
法
に
よ
る
電
子
記
録
を
要

件
と
す
る
金
銭
債
権
を
い
う
（
電
子
債
権
二
条
一
項
）。

（
６
）　

鈴
木
竹
雄
＝
前
田
庸
『
手
形
法
・
小
切
手
法
』
新
版
（
有
斐
閣
・
平
成
四
年
）
一
五
頁
。
何
ら
か
の
手
形
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
に

か
く
手
形
債
務
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
手
形
行
為
を
「
手
形
上
の
債
務
の
発
生
原
因
た
る
要
式
の
法
律
行
為
」
と
す

る
の
が
通
説
で
あ
る
。



三
〇

（
７
）　

電
子
商
取
引
に
関
す
る
準
則
に
つ
い
て
は
、
中
山
信
弘
・
具
部
聡
・
西
江
昭
博
、
河
野
太
志
・
池
谷
香
次
郎
編
『
電
子
商
取
引
に
関
す
る
準
則

と
そ
の
解
説
』
商
事
法
務
・
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
№
73
）
三
七
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
８
）　

全
国
銀
行
協
会
が
一
〇
〇
％
出
資
す
る
「
全
銀
電
子
債
権
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
、「
で
ん
さ
い
ネ
ッ
ト
」
の
サ
ー
ビ
ス
名
称
で
運
営
す
る
も
の
で
、

四
九
〇
の
金
融
機
関
が
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
電
子
記
録
債
権
は
支
払
の
手
段
お
よ
び
信
用
の
手
段
と
し
て
い
っ
そ
う
の
利
用
が
促
進

さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
９
）　

濱
田
惟
道
『
手
形
法
小
切
手
法
』（
文
真
堂
・
平
成
四
年
）
二
六
頁
以
下
。

（
10
）　

大
塚
龍
児
・
林
竧
・
福
瀧
博
之　

前
掲
注
（
１
）
四
八
頁
。

（
11
）　

過
失
を
含
む
か
否
か
の
判
断
に
つ
き
、
最
高
裁
昭
和
三
五
年
一
〇
月
二
五
日
（
民
集
一
四
巻
一
二
号
二
七
二
〇
頁
、
判
例
時
報
二
四
一
号
三
七

頁
）
は
、「
手
形
法
一
七
条
は
、
同
法
一
六
条
二
項
が
、
そ
の
意
に
反
し
て
手
形
の
所
持
を
失
っ
た
手
形
権
利
者
と
手
形
所
得
持
者
と
の
間
の
権
利

帰
属
を
決
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
の
と
は
異
り
、
手
形
債
務
者
が
自
己
の
負
担
す
る
手
形
債
務
に
つ
き
人
的
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
し
得
る
場
合
を

限
定
し
よ
う
と
す
る
規
定
で
あ
り
、
手
形
流
通
の
安
全
の
た
め
ひ
ろ
く
善
意
の
手
形
所
持
人
を
保
護
す
る
こ
と
を
法
意
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
右

一
七
条
は
、
債
務
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
手
形
の
所
持
人
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
重
大
な
過
失
が
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
そ
の
前

者
に
対
す
る
人
的
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
し
得
な
い
も
の
と
し
た
趣
旨
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
原
審
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
。

手
形
の
所
持
人
と
な
る
に
つ
き
重
大
な
る
過
失
あ
る
場
合
に
、
同
法
一
六
条
二
項
を
類
推
適
用
し
、
も
し
く
は
同
法
一
七
条
但
書
を
拡
張
解
釈
す
べ

き
も
の
で
あ
る
と
す
る
論
旨
は
当
を
得
な
い
。」
と
判
示
し
て
い
る
。

（
12
）　

鈴
木
竹
雄
「
手
形
法
の
基
礎
理
論
」
講
座
一
巻
一
四
頁
、
竹
内
昭
夫
『
判
例
商
法
Ⅱ
』（
弘
文
堂
・
昭
和
五
一
年
）
一
九
七
頁
、
前
田
庸
『
手

形
法
・
小
切
手
法
入
門
』（
有
斐
閣
・
昭
和
五
八
年
）
五
〇
頁
。

（
13
）　

民
法
五
一
三
条
二
項
後
段
の
規
定
は
、
平
成
一
六
年
の
民
法
改
正
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
。

（
14
）　

前
田
庸　

前
掲
注
（
12
）
一
〇
二
頁
、
木
内
宣
彦
『
手
形
法
小
切
手
法
（
企
業
法
学
Ⅲ
）』
二
版
（
勁
草
書
房
・
昭
和
五
七
年
）
二
八
三
頁
。

鈴
木
竹
雄
『
手
形
法
・
小
切
手
法
（
法
律
学
全
集
）』（
有
斐
閣
・
昭
和
三
二
年
）
二
二
二
頁
。

（
15
）　

大
塚
龍
児
・
林
竧
・
福
瀧
博
之　

前
掲
注
（
１
）
五
九
頁
。
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（
16
）　

大
審
院
昭
和
一
三
年
一
一
月
一
九
日
判
決
（
法
律
新
聞
四
三
四
九
号
一
〇
頁
）
は
、「
甲
第
十
五
號
證
ノ
二
ノ
約
束
手
形
ハ
本
件
自
動
車
賣
買

代
金
ノ
殘
額
五
千
四
百
五
十
六
圓
ニ
對
ス
ル
昭
和
一
二
年
八
月
分
ノ
月
賦
金
百
五
十
六
圓
八
十
五
錢
ノ
支
拂
方
法
ト
シ
テ
振
出
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
斯
ノ
如
ク
債
務
ノ
支
拂
方
法
ト
シ
テ
約
束
手
形
カ
振
出
サ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
特
段
ノ
事
由
ナ
キ
限
リ
債
權
者
ハ
右
手
形
債
權
ヲ
行
使
ス
ル
ト

否
ト
ハ
其
ノ
自
由
ニ
シ
テ
常
ニ
必
ス
シ
モ
先
ツ
手
形
上
ノ
債
權
ヲ
行
使
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
做
ス
能
ハ
サ
ル
コ
ト
寔
ニ
所
論
ノ
如
シ
ト
雖
旣
ニ
約
束
手
形

ノ
振
出
ア
ル
以
上
債
務
者
ト
シ
テ
ハ
縦
令
右
手
形
債
務
ノ
履
行
ヲ
求
メ
ラ
レ
タ
ル
ニ
非
ス
シ
テ
本
來
ノ
月
賦
金
債
務
ノ
履
行
ヲ
求
メ
ラ
レ
タ
ル
場
合

ト
雖
右
手
形
ト
引
換
ニ
非
サ
レ
ハ
辨
濟
ヲ
爲
ス
ヲ
要
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
當
ト
ス
ヘ
シ
然
ル
ニ
本
件
ニ
於
テ
原
審
ノ
確
定
シ
タ
ル
事
實
ハ
上

告
人
ハ
右
約
束
手
形
ノ
満
期
タ
ル
昭
和
十
二
年
八
月
三
十
一
日
支
拂
場
所
タ
ル
羽
陽
銀
行
寒
河
江
支
店
ニ
出
頭
シ
テ
手
形
ノ
呈
示
ヲ
爲
サ
サ
リ
シ
ト

謂
フ
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
反
對
ノ
約
旨
ノ
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
存
セ
サ
ル
限
リ
本
件
月
賦
金
ノ
支
拂
場
所
モ
亦
右
羽
陽
銀
行
寒
河
江
支
店
ト
定
メ
ラ
レ
タ
ル
モ

ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
相
當
ト
ス
」
と
判
示
し
た
。

（
17
）　

伊
沢
孝
平　
『
手
形
法
・
小
切
手
法
』（
有
斐
閣
・
昭
和
二
四
年
）
四
九
頁
、
鈴
木
竹
雄
前
掲
注
（
14
）
二
二
一
頁
、
木
内
宣
彦　

前
掲
注

（
14
）
二
八
五
頁
。

（
18
）　

前
田
庸　

前
掲
注
（
12
）
一
〇
六
頁
。

（
19
）　

最
高
裁
昭
和
三
五
年
七
月
八
日
判
決
（
民
集
一
四
巻
九
号
一
七
二
〇
頁
）。

（
20
）　

最
高
裁
昭
和
二
三
年
一
〇
月
一
四
日
判
決
（
民
集
二
巻
一
一
号
三
七
六
頁
）。

（
21
）　

伊
沢
孝
平　

前
掲
注
（
17
）
二
五
二
頁
、
大
隅
健
一
郎
＝
河
本
一
郎
『
注
釈
手
形
法
・
小
切
手
法
』（
有
斐
閣
・
昭
和
五
二
年
）
四
九
三
頁
、

木
内
宣
彦
「
手
形
の
授
受
が
原
因
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
」
商
法
の
争
点
・
三
一
七
頁
、
酒
巻
俊
雄
・
手
形
小
切
手
判
例
百
選
〈
第
四
版
〉・
一
八
一
頁
、

高
窪
利
一
『
現
代
手
形
・
小
切
手
法
』（
経
済
法
令
研
究
会
、
改
訂
版
、
平
成
元
年
）
四
四
三
頁
。

（
22
）　

最
高
裁
昭
和
四
二
年
一
一
月
八
日
判
決
（
民
集
二
一
巻
九
号
二
三
〇
〇
頁
、
判
時
四
九
八
号
六
頁
、
判
タ
二
一
五
号
九
六
頁
）
は
、「
支
払
場

所
の
記
載
は
そ
の
手
形
の
支
払
呈
示
期
間
内
に
お
け
る
支
払
に
つ
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
支
払
呈
示
期
間
経
過
後
は
支
払
場
所
の

記
載
の
あ
る
手
形
も
、
本
則
に
立
ち
か
え
り
、
支
払
地
内
に
お
け
る
手
形
の
主
た
る
債
務
者
の
営
業
所
ま
た
は
住
所
に
お
い
て
支
払
わ
る
べ
き
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
支
払
の
呈
示
も
そ
の
場
所
で
手
形
の
主
た
る
債
務
者
に
対
し
て
な
す
こ
と
を
要
し
、
支
払
場
所
に
呈
示
し
て
も
適
法
な
支
払
の
呈



三
二

示
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
手
形
債
務
者
を
遅
滞
に
附
す
る
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
来
、
手
形
は
支
払
呈
示
期
間
内
に

お
け
る
手
形
金
額
の
支
払
を
た
て
ま
え
と
し
、
そ
れ
を
予
定
し
て
振
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
支
払
場
所
の
記
載
も
ま
た
か
か
る
手
形
の
正
常

な
経
過
に
お
け
る
支
払
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
、
こ
れ
を
記
載
す
る
当
事
者
の
意
思
に
合
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、
手
形
取
引

の
在
り
方
か
ら
見
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
け
だ
し
、
手
形
に
支
払
場
所
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
手
形
の
主
た
る
債
務
者
は
、
支

払
呈
示
期
間
中
、
支
払
場
所
に
支
払
に
必
要
な
資
金
を
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
が
、
も
し
支
払
呈
示
期
間
経
過
後
も

そ
の
手
形
の
支
払
が
支
払
場
所
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
手
形
債
務
者
と
し
て
は
、
手
形
上
の
権
利
が
時
効
に
か
か
る
ま
で
は
、

何
時
現
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
手
形
所
持
人
の
支
払
の
呈
示
に
そ
な
え
て
、
常
に
支
払
場
所
に
右
の
資
金
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ

て
、
不
当
に
そ
の
資
金
の
活
用
を
阻
害
さ
れ
る
結
果
と
な
る
し
、
さ
り
と
て
右
の
資
金
を
保
持
し
な
け
れ
ば
、
自
己
の
知
ら
な
い
間
に
履
行
遅
滞
に

陥
る
と
い
う
甚
だ
酷
な
結
果
と
な
る
の
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
手
形
債
務
者
は
手
形
金
額
を
供
託
し
そ
の
債
務
を
免
れ
る
途
が
な

い
で
は
な
い
が
、
し
か
し
手
形
金
額
の
供
託
は
、
手
形
債
務
者
の
資
金
の
活
用
を
阻
害
し
て
取
引
の
実
情
に
そ
わ
な
い
点
で
は
、
支
払
呈
示
期
間
経

過
後
も
支
払
場
所
に
支
払
に
必
要
な
資
金
を
保
持
さ
せ
る
の
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
叙
上
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
手
形
所
持
人
が
支

払
呈
示
期
間
経
過
後
に
支
払
の
呈
示
を
す
る
場
合
に
多
少
の
不
便
を
生
ず
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
支
払
呈
示
期
間
を
徒
過
し
た
手
形

所
持
人
と
し
て
当
然
忍
ぶ
べ
き
不
利
益
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
…
…
手
形
の
主
た
る
債
務
者
と
支
払
場
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
第
三
者
と
の
間
の

関
係
は
、
当
事
者
間
の
手
形
外
の
契
約
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
契
約
を
も
っ
て
支
払
呈
示
期
間
経
過
後
も
支
払
場
所
に
お
い

て
支
払
を
な
し
う
る
旨
を
定
め
る
こ
と
は
差
支
え
な
く
、
こ
の
場
合
に
は
、
支
払
呈
示
期
間
経
過
後
の
支
払
場
所
に
お
け
る
支
払
も
有
効
な
手
形
の

支
払
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
手
形
債
務
者
の
手
形
上
の
義
務
は
消
滅
す
る
が
、
そ
れ
が
手
形
上
に
お
け
る
支
払
場
所
の
記
載
が
支
払
呈
示
期
間
内
に

お
け
る
支
払
に
つ
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
と
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。」
と
、
そ
の
理
由
を
詳
し
く
述
べ
て

い
る
。

（
23
）　

同
旨
、
大
塚
龍
児
・
林
竧
・
福
瀧
博
之　

前
掲
注
（
１
）
六
一
頁
。

（
24
）　

最
判
昭
和
三
五
年
七
月
八
日　

前
掲
注
（
19
）
一
七
二
〇
頁
。

（
25
）　

最
高
裁
昭
和
四
三
年
一
二
月
一
二
日
判
決
（
判
時
五
四
五
号
七
八
頁
、
判
タ
二
三
〇
号
一
八
二
頁
、
金
融
法
務
五
三
六
号
二
二
頁
）
は
、「
上
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三
三

告
会
社
の
被
上
告
人
安
藤
豊
明
に
対
す
る
売
掛
代
金
債
権
が
本
訴
提
起
前
に
民
法
一
七
三
条
所
定
の
二
年
の
時
効
期
間
の
満
了
に
よ
っ
て
消
滅
し
、

同
被
上
告
人
は
右
事
由
を
も
っ
て
上
告
会
社
か
ら
の
本
件
為
替
手
形
金
の
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
原
審
の
判
断
は
正
当
で
あ
り
、
原
判

決
に
所
論
の
違
法
は
存
し
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
26
）　

手
形
債
権
の
行
使
と
原
因
債
権
の
時
効
に
つ
き
最
高
裁
昭
和
五
三
年
一
月
二
三
日
判
決
（
民
集
三
二
巻
一
号
一
頁
）
は
、「
手
形
授
受
の
当
事

者
間
に
お
い
て
は
、
手
形
債
務
者
は
原
因
関
係
上
の
抗
弁
を
主
張
し
て
手
形
債
務
の
履
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
仮
執
行
宣
言
付

支
払
命
令
に
よ
り
手
形
債
権
が
確
定
し
た
場
合
に
、
右
支
払
命
令
の
送
達
前
に
完
成
し
た
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
を
手
形
債
権
者
が
送
達
後
に
援
用

し
、
こ
れ
を
右
支
払
命
令
に
対
す
る
請
求
異
議
の
理
由
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
は
、
民
訴
法
五
六
一
条
二
項
に
い
う
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
の
送

達
後
に
異
議
の
原
因
を
生
じ
た
場
合
に
あ
た
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
ま
た
、

原
因
債
権
の
消
滅
時
効
が
右
送
達
前
に
完
成
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
手
形
は
そ
の
授
受
の
当
事
者
間
で
は
原
因
関
係
に
対
す
る
手
段
で
あ

り
、
手
形
債
権
者
が
右
手
段
を
行
使
し
て
支
払
命
令
を
申
し
立
て
、
そ
の
確
定
を
得
て
手
形
債
権
の
時
効
を
中
断
し
、
更
に
民
法
一
七
四
条
ノ
二
に

よ
っ
て
そ
の
時
効
期
間
が
延
長
さ
れ
た
の
に
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
完
成
に
よ
っ
て
債
務
名
義
の
執
行
力
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
も
し
手

形
債
権
者
が
そ
の
結
果
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
更
に
、
原
因
債
権
に
つ
い
て
訴
を
提
起
す
る
な
ど
の
方
法
を
講
じ
て
そ
の
時
効
を
中
断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
、
手
形
債
権
者
の
通
常
の
期
待
に
著
し
く
反
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
同
条
の
規
定
に
よ
っ
て
手
形
債
権

の
消
滅
時
効
機
関
が
支
払
命
令
の
確
定
の
時
か
ら
一
〇
年
に
延
長
せ
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
て
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
期
間
も
同
じ
く
そ
の

時
か
ら
一
〇
年
に
変
ず
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

（
27
）（
28
）（
29
）　

大
塚
龍
児
・
林
竧
・
福
瀧
博
之　

前
掲
注
（
１
）
六
一
頁
～
六
二
頁
。

（
30
）　

稲
田
俊
信
『
手
形
法
・
小
切
手
法
講
義
』（
有
信
堂
・
平
成
元
年
）
三
四
頁
。



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

三
五

序
章　

問
題
意
識
と
理
論
骨
子

１
．
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
実
践
と
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
にA

pproved Persons

制
度

　

本
論
文
の
問
題
意
識
と
理
論
骨
子
に
つ
い
て
、
冒
頭
で
あ
る
が
、
全
体
の
大
き
な
枠
組
み
を
概
観
す
る
共
に
、
私
見
を
述
べ
て
お
き
た

い
。
以
下
、
英
国
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
改
訂
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
二
〇
一
四
年
九
月
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
を
、
ま
た
英
国
会
社
法
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
六
年
改
正
内
容
を
主
た
る
考
察
対
象
と
す
る
。

　

安
部
晋
三
内
閣
の
成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
、
我
が
国
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
推
進
す
る
べ
く
、
長
期
的
観
点
か
ら
の
企
業
価
値

向
上
を
目
指
し
、
二
〇
一
四
年
六
月
会
社
法
改
正
と
合
わ
せ
て
、
既
に
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
導
入
さ
れ
、
更
に
二

　

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践

　
　

英
国
に
お
け
る
新
た
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
と
非
業
務
執
行
取
締
役
な
ら
び
に

　
　

我
が
国
の
導
入
に
向
け
て　
　

藤　
　

川　
　

信　
　

夫
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〇
一
五
年
株
主
総
会
に
お
け
る
導
入
を
視
野
に
入
れ
、
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
が
金
融
庁
に
よ
り
進
め

ら
れ
て
い
る
。
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
英
国
に
進
出
し
て
い
る
我
が
国
企
業
の
現
地
法
人
に
適
用
さ
れ
、

特
にA

pproved Persons

制
度
の
適
用
が
近
時
注
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved Per-

sons

制
度
に
関
し
て
は
、
既
に
別
稿
に
お
い
て
一
定
の
考
察
、
見
解
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
１
）。

　

A
pproved Persons

制
度
に
よ
り
、
英
国
に
お
け
る
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（Chief Executive O

fficer

）、
取
締
役
（D

irectors

）
な
ど
の
経
営
陣
に
は
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
み
な
ら
ず
、
戦
略
面
（Strategy

）
等
の
判
断
能
力
に
つ
い
て
、
英
国
金
融
当
局
（
Ｆ
Ｒ

Ｃ
）
に
よ
る
直
接
の
面
談
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
適
格
性
を
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
よ
う
な
経
営
の
効
率
性

に
つ
い
て
失
敗
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
消
極
的
妥
当
性
の
測
面
の
み
な
ら
ず
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
が
採
っ
た
経
営
戦
略
が
最
善
の
策
で
は
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
も
っ
と
上
手
く
経
営
・
決
定
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
企
業
価
値
最
大
化
を
図
る
義
務
に
つ
い
て
、
そ
の

遂
行
能
力
を
具
備
し
て
い
る
か
、
か
か
る
積
極
的
妥
当
性
も
含
め
、
当
該
人
物
の
潜
在
的
能
力
も
包
摂
し
て
財
務
報
告
評
議
会
（Financial 

Reporting Council FRC

）
が
総
合
的
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
チ
ェ
ッ
ク
項
目
な
ど
は
、integrity

、

説
明
可
能
な
機
能
と
し
て
のskill

、care and diligence
、
市
場
規
範
の
遵
守
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
・
Ｐ
Ｒ
Ａ
な
ど
規
制
機
関
と
のopen

、co-op-

erative

なdeal

、
情
報
の
適
切
な
開
示
な
ど
が
あ
り
、
専
門
性
や
説
明
力
な
ど
多
岐
に
亘
る
が
、
米
国
法
に
お
け
る
注
意
義
務
や
忠
実

義
務
の
内
容
と
も
類
似
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
法
制
度
よ
り
も
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
と
し
て
規
範
的
概
念
の
要
素
が
強
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
米
国
の
忠
実
義
務
は
利
益
相
反
禁
止
義
務
に
限
定
さ
れ
ず
、
会
社
利
益
の
積
極
的
増
進
に
専
念
す
べ
き
こ
と
を
取

締
役
に
求
め
、
積
極
的
作
為
義
務
（
自
主
開
示
の
義
務
な
ど
）
を
含
む
こ
と
が
学
説
、
判
例
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
たA

pproved Persons

制
度
の
嚆
矢
は
、
英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
発
展
に
窺
い
知
る
こ



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

三
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と
が
で
き
、
就
中
、
非
業
務
執
行
取
締
役
（N

on Executive D
irectors N

ED

）
の
概
念
の
展
開
の
延
長
に
あ
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
こ

の
意
味
で
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
係
る
忠
実
義
務
、
注
意
義
務
等
の
考
察
が
重
要
と
な
る
。A

pproved Persons

制
度
は
、
英
国

の
コ
ー
ド
の
展
開
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
非
業
務
執
行
取
締
役
に
親
和
性
・
共
通
性
が
あ
る
が
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
止
ま
ら
ず
、
対

象
を
経
営
層
、
更
に
直
近
で
は
従
業
員
層
に
ま
で
拡
大
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
り
、
従
来
の
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
わ
る
議
論
と
は
異
な
る

面
も
あ
る
。

　

A
pproved Persons

制
度
導
入
は
監
査
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
に
よ
る
改
革
に
も
通
じ
る
。
二
〇
一
四

年
改
正
会
社
法
で
は
社
外
取
締
役
の
社
外
要
件
も
厳
し
く
な
る
が
、
法
文
に
書
き
込
ま
れ
る
形
式
面
主
体
の
厳
格
化
と
合
わ
せ
て
、
非
業

務
執
行
取
締
役
中
心
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
る
上
で
実
質
面
か
ら
の
必
要
条
件
に
も
な
り
得
る
。

　

英
国
に
お
け
る
こ
う
し
た
傾
向
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
お
い
て
、
中
長
期
的
企
業
価
値
の
向
上
に
向
け
て
、
株
主
に

経
営
陣
と
の
対
立
で
な
く
、
対
話
とEngagem

ent

作
り
を
求
め
る
主
旨
と
合
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
株
主
自
身
が
担
う
会
社
に
対

す
る
忠
実
義
務
の
顕
現
化
と
も
い
え
る
。

　

本
邦
の
英
国
進
出
企
業
か
ら
み
れ
ば
、
従
来
の
日
本
的
慣
行
で
あ
る
本
社
に
お
け
る
年
功
序
列
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
的
人
事
の
否
定
で

あ
り
、
今
後
、
我
が
国
の
長
期
的
雇
用
、
企
業
慣
行
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
側
面
を
有
す
る
。
既
に
、
最
近
に
お
い
て
、
株
式
会

社
三
井
住
友
海
上
火
災
保
険
の
英
国
現
地
法
人
がA

pproved Persons

に
不
適
合
と
し
て
摘
発
さ
れ
、
行
政
処
分
を
受
け
た
事
案
が
生

じ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
業
務
を
行
っ
て
い
る
金
融
業
界
に
大
き
な
波
紋
を
呼
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
事
案
の
分
析
、
域
外
適
用
と
法
的
考
察
に

つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
て
き
た
。

　

今
後
は
、
経
営
陣
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
企
業
価
値
最
大
化
の
努
力
義
務
が
求
め
ら
れ
る
。
法
制
度
面
で
は
、
英
国
二
〇
〇
六
年
会
社



三
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法
改
正
に
お
け
る
取
締
役
の
一
般
的
義
務
、
米
国
の
忠
実
義
務
の
判
例
形
成
に
お
け
る
規
範
化
概
念
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当

該
領
域
に
関
し
て
も
、
別
稿
で
私
見
を
述
べ
て
き
た

（
２
）。

　

こ
う
し
た
英
国
の
コ
ー
ド
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
、
あ
る
い
はA

pproved Persons

の
理
念
を
我
が
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
移
植
す
る
に
つ
い
て
、
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
に
盛
り
込
む
こ
と
が
大
き
な
課
題
と

い
え
よ
う
。
英
米
に
お
け
る
上
記
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
討
し
、
我
が
国
に
適
合
し
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
導
入
を

図
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
系
譜
な
ら
び
に
非
業
務
執
行
取
締
役
の
研
究
、
米
国
に

お
け
るGood Faith

義
務
、
あ
る
い
はRed Flag

遵
守
義
務
な
ど
の
先
行
研
究
と
も
関
連
づ
け
、
既
に
一
定
程
度
の
整
合
性
の
あ
る
考

察
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

A
pproved Persons

制
度
自
体
は
、
社
外
取
締
役
選
任
に
お
い
て
中
心
を
な
し
て
き
た
独
立
性
要
件
な
ど
の
形
式
性
重
視
の
弊
害
を

正
す
べ
く
、
本
人
の
専
門
性
や
経
営
・
判
断
能
力
な
ど
の
実
質
的
内
容
の
具
備
を
要
求
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
独
立
性
強
化
と
専
門
性
の

相
克
な
ど
の
新
し
い
問
題
点
に
対
処
し
う
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
他
、
本
邦
本
社
に
行
政
処
分
な
ど
の
影
響
が
及
び
か
ね
な
い
こ
と
、

各
国
が
内
容
の
異
な
る
コ
ー
ド
を
導
入
し
て
き
た
場
合
の
国
際
私
法
的
考
察
な
ど
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
域
外
適
用
に
関

す
る
多
重
・
重
畳
適
用
リ
ス
ク
へ
の
対
処
も
問
題
と
な
ろ
う
。

　

米
国
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
か
ら
の
脱
却
を
図
り
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
中
心
の
英
国
型
市
民
社
会
ル
ー
ル
重

視
の
経
営
モ
デ
ル
へ
の
転
換
を
目
指
す
も
の
と
い
え
る
。
二
〇
一
四
年
改
正
会
社
法
に
お
い
て
新
た
に
導
入
さ
れ
た
監
査
等
委
員
会
設
置

会
社
と
も
親
和
性
、
整
合
性
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
にA

pproved Persons
制
度
の
考
察
を
深
め
つ
つ
、
我
が
国
法
制
の
あ
り
方
を
重

ね
合
わ
せ
て
考
察
を
進
め
て
き
た
こ
と
に
本
研
究
の
独
創
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
更
に
、
我
が
国
に
お
け
る
二
つ
の
コ
ー
ド
の
策
定
・



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

三
九

導
入
、
企
業
側
の
取
り
組
み
の
実
践
に
つ
い
て
も
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

２
．
積
極
的
妥
当
性
と
監
査
等
委
員
会
制
度　

業
務
監
査
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は
監
査
役
の
担
う
監
督
の
内
容
は
、
適
法
性

（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
と
著
し
く
不
当
（
善
管
注
意
義
務
）
に
限
定
さ
れ
、
妥
当
性
の
領
域
は
監
査
委
員
会
監
査
委
員
で
あ
れ
ば
担
え
る
も

の
と
す
る
の
が
通
説
の
立
場
で
あ
る
。
著
し
く
不
当
の
領
域
は
、
監
査
役
の
監
督
対
象
で
は
あ
る
が
、
妥
当
性
と
の
境
界
領
域
と
し
て
監

査
委
員
あ
る
い
は
監
査
等
委
員
の
方
が
把
握
し
や
す
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
領
域
は
、
内
部
統
制
の
対
象
外
で
あ

り
、
著
し
く
不
当
な
領
域
に
つ
い
て
は
、
内
部
統
制
の
範
囲
内
で
、
か
つ
経
営
判
断
原
則
の
適
用
が
及
ぶ
部
分
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
近
接
し
た
領
域
で
あ
り
、
そ
の
不
当
に
関
し
て
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
も
準
じ
て
検
討
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
に
お
け
る
米
国
の
判
例
法
理
で
あ
るRed Flag

遵
守
義
務
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
示
し
て
き
た

（
３
）。

　

本
稿
に
お
け
る
企
業
価
値
最
大
化
義
務
は
、
こ
う
し
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
お
よ
び
消
極
的
妥
当
性
に
か
か
る
領
域
で
は
な
く
、
戦
略

面
の
是
非
を
含
め
た
積
極
的
妥
当
性
領
域
を
問
題
意
識
の
対
象
と
し
て
い
る
点
に
独
創
性
が
あ
る
と
信
じ
る
。
監
査
役
よ
り
も
、
あ
る
い

は
監
査
委
員
以
上
に
監
査
等
委
員
の
方
が
か
か
る
監
督
機
能
を
担
う
に
適
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
も
、
今
後
の
我
が
国
経
済
活

性
化
に
向
け
た
成
長
戦
略
の
鍵
と
し
て
、
監
査
等
委
員
会
制
度
や
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
あ
る
い
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
挙
げ
ら
れ
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
。
株
主
に
対
し
て
は
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
経
営
陣
に
対

し
て
は
改
正
会
社
法
が
適
用
さ
れ
、
今
後
の
我
が
国
企
業
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
こ
の
両
輪
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
ま
た
監
査
等
委
員
を
中
心
と
す
る
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
に
お
い
て
は
、
社
内
・
非
業
務
執
行
取
締
役
の
専
門
的
業
務
の

蓄
積
を
活
用
で
き
、
監
査
等
委
員
会
の
内
部
に
お
い
て
、
更
に
は
取
締
役
会
内
の
業
務
執
行
取
締
役
（Executive D

irectors ED

）
と
も

協
調
し
て
、
協
働
化
を
図
る
こ
と
が
可
能
な
点
で
も
、
消
極
的
妥
当
性
の
み
な
ら
ず
、
積
極
的
妥
当
性
の
判
断
を
下
し
得
る
強
味
が
あ
る
。



四
〇

こ
の
点
で
は
監
査
等
委
員
は
監
査
委
員
と
も
相
異
が
あ
る
。
資
格
業
務
な
ど
の
単
な
る
具
備
を
も
っ
て
専
門
性
と
す
る
こ
と
は
、
米
国
型

の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
で
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
強
化
の
点
で
有
効
で
あ
ろ
う
が
、
戦
略
面
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
専

門
的
な
業
務
経
験
、
経
営
者
と
し
て
の
指
揮
を
執
っ
た
経
験
な
ど
を
求
め
ら
れ
る
。
専
門
性
と
独
立
性
の
相
克
と
し
て
述
べ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
米
国
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
で
は
社
外
独
立
性
を
強
化
す
る
と
こ
ろ
に
制
度
の
根
幹
、
存
在
意
義
が
あ
る
。
こ
の
た

め
、
こ
う
し
た
企
業
価
値
向
上
を
上
位
概
念
と
し
て
株
主
と
経
営
陣
が
協
調
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
に
は
、
基
本
的
に
馴
染
み
難
い
面
が
あ

ろ
う
。
も
っ
と
も
、
近
時
米
国
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
理
念
を
取
り
入
れ
る
動
き
が
起
こ
っ
て
い

る
こ
と
は
別
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
最
終
的
に
は
到
達
の
ル
ー
ト
は
違
え
ど
目
指
す
べ
き
目
標
は
共
通

し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
（
収
斂
）
に
も
繋
が
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

３
．
企
業
価
値
最
大
化
義
務
と
株
主
の
忠
実
義
務　

A
pproved Persons

に
は
、
取
締
役
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｏ
Ｏ
な
ど
の
業
務
執
行
役
員

の
み
な
ら
ず
、
近
時
は
従
業
員
一
般
に
ま
で
拡
大
傾
向
を
み
せ
、
英
国
金
融
当
局
の
恣
意
性
が
危
惧
さ
れ
る
。
こ
のA

pproved Per-

sons

の
役
割
と
機
能
に
つ
い
て
、
企
業
価
値
最
大
化
を
図
る
積
極
的
義
務
と
し
て
、
忠
実
義
務
が
想
起
さ
れ
る
（
異
質
説
の
立
場
）。
注
意

義
務
と
い
う
よ
り
も
、
企
業
価
値
向
上
の
義
務
は
忠
実
義
務
に
馴
染
み
や
す
く
、
単
な
る
利
益
相
反
回
避
義
務
に
止
ま
ら
ず
、
忠
実
義
務

の
領
域
を
規
範
化
概
念
に
よ
り
、
判
例
・
解
釈
な
ど
で
拡
大
し
て
き
た
米
国
の
理
論
面
の
蓄
積
が
あ
る
。
英
国
で
は
、
一
般
的
義
務
と
し

て
規
定
さ
れ
、
忠
実
義
務
の
内
容
は
注
意
義
務
に
包
摂
さ
れ
る
感
が
あ
る
。

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
根
幹
と
し
て
、
我
が
国
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
は
、
株
主
に
対
す
る
経
営
陣
の
忠
誠
心
に
や
や
も
す
れ

ば
欠
け
る
面
も
あ
り
、
米
国
の
よ
う
な
信
認
義
務
あ
る
い
は
受
託
者
責
任
と
い
っ
た
構
成
で
な
く
、
善
管
注
意
義
務
の
中
に
忠
実
義
務
を

含
む
考
え
方
が
通
用
し
て
き
て
い
る
（
同
質
説
）。
米
国
で
は
、
株
主
が
所
有
者
と
し
て
上
位
概
念
に
存
在
し
、
そ
の
受
託
者
責
任
の
中
に
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四
一

注
意
義
務
、
忠
実
義
務
、
公
正
義
務
な
ど
が
併
存
す
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
導

入
は
、
我
が
国
よ
り
も
む
し
ろ
米
国
に
お
い
て
必
要
な
側
面
も
あ
り
、
我
が
国
で
は
寧
ろ
経
営
陣
に
対
す
る
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
の
必
要
性
が
高
い
と
私
見
な
が
ら
思
料
す
る
。
米
国
で
は
、
こ
う
し
た
コ
ー
ド
概
念
の
欠
缺
を
忠
実
義
務
な

ど
の
規
範
化
概
念
の
判
例
に
よ
る
形
成
を
通
じ
て
対
応
し
て
き
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
我
が
国
が
、
今
後
二
つ
の
コ
ー
ド
概
念
を
導
入
・

実
践
す
る
に
お
い
て
、
法
制
度
そ
の
も
の
の
作
り
込
み
は
米
国
法
制
度
を
移
植
し
て
き
て
い
る
た
め
、
英
国
の
コ
ー
ド
の
蓄
積
を
調
査
す

る
と
共
に
、
米
国
に
お
け
る
判
例
法
の
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
存
在
す
る
。

　

英
国
で
は
コ
ー
ド
に
よ
る
規
定
が
さ
れ
る
が
、
内
容
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
適
用
対
象
な
ど
拡
大
傾
向
に
あ
り
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
共
に
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
コ
ー
ド
内
容
の
域
外
適
用
が
危
惧
さ
れ
る
こ
と
も
述
べ
て
き
た
。
そ
う
し
た
内
容
面
の
明
確
化
を
図

る
に
は
、
ミ
ニ
マ
ム
ラ
イ
ン
の
法
整
備
と
共
に
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
に
よ
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
コ
ー
ド
の
柔
軟
性
を
生
か
し

つ
つ
、
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
業
界
自
主
団
体
な
ど
に
よ
る
ひ
な
形

（boiler-plate

）
に
依
拠
す
れ
ば
、
遵
守
す
べ
き
最
低
ラ
イ
ン
を
示
す
こ
と
と
な
り
、
コ
ー
ド
の
主
旨
を
達
成
で
き
な
い
。
英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
い
て
も
安
易
な
ひ
な
形
作
り
は
指
弾
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
４
）。

従
っ
て
、
機
関
投
資
家
な
ど
の
自

主
的
な
意
識
改
革
、
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
内
部
統
制
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）
に
お
け
る
統
制
環
境
（Control Environm

ent

）
の
醸
成
が

大
き
な
成
功
の
鍵
と
な
る
。

　

即
ち
、
対
象
の
拡
大
な
ど
法
定
立
に
は
馴
染
み
に
く
い
側
面
が
あ
り
、
柔
軟
性
の
あ
る
運
用
の
観
点
か
ら
は
コ
ー
ド
規
範
に
よ
る
規
律

が
模
索
さ
れ
よ
う
。
反
面
、
柔
軟
性
を
重
視
し
て
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
の
依
拠
を
強
め
れ
ば
、
規
制
当
局
に
よ
る
恣
意
性
発
揮
が
問

題
と
な
る
た
め
、
一
定
の
合
理
性
を
備
え
た
適
用
ル
ー
ル
作
り
が
課
題
と
な
る
。



四
二

　

特
に
、
著
し
く
不
当
、
と
い
っ
た
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
限
界
領
域
の
扱
い
が
一
つ
の
鍵
と
な
る
。
明
確
な

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
領
域
で
な
く
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
も
考
え
ら
れ
、
恣
意
性
も
入
り
込
み
や
す
い
と
い
え
る
。
消
極
的
妥
当
性
の

対
象
領
域
と
す
れ
ば
、
米
国
に
お
け
るRed Flag

（
危
険
の
徴
候
）
遵
守
義
務
に
よ
る
規
律
づ
け
が
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、
ス
チ
ュ
ワ
ー

ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
機
関
投
資
家
に
積
極
的
妥
当
性
を
求
め
る
も
の
で
、
株
主
自
身
の
担
う
べ
き
対
会
社
の
忠
実
義
務
の
内
容
と
な
る
。

消
極
的
妥
当
性
で
あ
れ
ば
、
監
査
役
の
監
督
機
能
の
内
容
に
入
り
う
る
が
、
積
極
的
妥
当
性
で
あ
れ
ば
、
監
査
等
委
員
に
委
ね
る
し
か
な

い
。
し
か
も
、
消
極
的
妥
当
性
と
積
極
的
妥
当
性
の
線
引
き
は
実
際
に
は
困
難
な
事
例
も
少
な
く
な
か
ろ
う
。
改
正
会
社
法
に
お
け
る
監

査
等
委
員
会
制
度
の
積
極
的
意
義
付
け
と
な
る
所
以
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
取
締
役
に
お
い
て
、
注
意
義
務
よ
り
も
、
忠
実
義
務
、
あ

る
い
は
一
般
的
義
務
の
範
疇
と
な
ろ
う
。A

pproved Persons

に
は
、
取
締
役
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
広
く
経
営
陣
を
包
含
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
が
、Com

petance

な
ど
を
保
持
す
べ
き
能
力
の
一
つ
に
掲
げ
、Strategy

な
ど
の
積
極
的
妥
当
性
に
関
す
る
専
門
的
能
力
の
具
備
が

求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
我
が
国
に
お
け
る
内
部
統
制
で
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
共
に
、、
効
率
性
・
妥
当
性
に
関
し
て
は
「
損

失
の
危
険
」
と
し
て
損
失
を
発
生
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
ま
た
経
営
判
断
原
則
の
免
責
に
し
て
も
然
り
で
あ
る
た
め
、
内

部
統
制
・
経
営
判
断
原
則
で
対
処
し
に
く
い
部
分
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
領
域
に
お
け
る
責
任
・
義
務
を
い
か
に
構
築
・
追
求
し
、
ま
た

事
前
の
差
止
請
求
を
図
る
か
、
ま
た
無
効
の
訴
え
の
要
件
な
ど
の
検
討
に
馴
染
む
の
か
、
が
検
討
さ
れ
よ
う
。

　

我
が
国
に
お
い
て
は
、
成
長
戦
略
に
か
か
る
企
業
価
値
最
大
化
を
図
る
上
で
、Approved Persons

制
度
を
含
む
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
が
急
が
れ
る
。
英
国
で
は
、
現
地
法
人
な
ど
に
お
い
て
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
就
任
が
拒
否
さ
れ
、
あ
る
い
は
戦

略
面
の
失
敗
な
ど
を
Ｆ
Ｒ
Ｃ
が
指
摘
し
て
い
る
。
消
極
的
妥
当
性
と
積
極
的
妥
当
性
の
判
断
の
線
引
き
も
、
実
際
に
は
容
易
で
な
く
、
監

督
当
局
に
よ
る
恣
意
性
が
危
惧
さ
れ
る
要
因
の
一
つ
で
も
あ
ろ
う
。
我
が
国
の
コ
ー
ド
策
定
に
お
い
て
は
、
積
極
的
妥
当
性
の
責
務
を
担
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四
三

え
る
人
材
と
し
て
、
取
締
役
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
含
め
た
経
営
陣
に
関
す
るA

pproved Persons

制
度
を
位
置
付
け
、
日
本
経
済
活
性
化
に
向

け
、
機
能
・
役
割
・
対
象
・
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
な
ど
を
明
確
化
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
米
国
、
英
国
に
お
け
る
法
制
度
、
判

例
蓄
積
を
考
察
す
る
と
共
に
、
恣
意
的
な
域
外
適
用
の
歯
止
め
と
し
て
の
統
一
ル
ー
ル
形
成
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
な
る
が
故
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス

メ
ン
ト
の
強
化
、
恣
意
性
の
排
除
な
ど
の
観
点
か
ら
訴
追
と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
分
離
、
実
効
性
の
観
点
か
ら
両
罰
規
定
導
入
な
ど
、

検
討
す
べ
き
課
題
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
他
、
会
社
法
と
金
商
法
の
仕
組
み
に
関
す
る
コ
ー
ド
の
影
響
な
ど
も
別
稿
で
考
察
を
進
め
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
大
き
な
問
題
意
識
と
理
論
骨
子
の
下
で
、
既
に
別
稿
に
お
い
て
示
し
て
き
た
考
察
、
見
解
も
踏
ま
え
、
英
国
に
お

け
る
従
前
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
、
非
執
行
業
務
取
締
役
、

A
pproved Persons

制
度
等
の
観
点
か
ら
そ
の
系
譜
と
展
望
を
研
究
し
、
導
入
さ
れ
た
ば
か
り
の
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー

ド
の
理
論
と
実
践
を
中
心
に
と
り
ま
と
め
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
紙
幅
の
制
約
の
関
係
で
、
論
点
の
一
部
は
別
稿
に
委
ね
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
部　

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
な
ら
び
に
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド

第
一
章　

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
意
義
と
論
点
―
利
益
相
反
、
域
外
適
用
な
ど
―

１
．
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
目
的
な
ら
び
に
意
義　

英
国
の
財
務
報
告
評
議
会
（Financial Reporting Council FRC

）

に
よ
る
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（T

he U
K

 Stew
ardship Code 

二
〇
一
〇
年
制
定
、
二
〇
一
二
年
改
訂
）
は
、FRC

の
英
国
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
二
〇
一
〇
年
制
定
、
二
〇
一
四
年
九
月
改
訂

（
５
））

を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る

（
６
）。



四
四

先
ず
、
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

　

二
〇
一
二
年
改
訂
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
お
い
て
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
概
念
等
の
明
確
化
が
図
ら
れ
、
効
果
的
な

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
は
会
社
、
投
資
家
お
よ
び
経
済
全
体
の
利
益
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
投
資
家
に
と
り
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
は
議

決
権
行
使
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
経
営
を
監
督
し
、
企
業
戦
略
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
リ
ス
ク
、
資
本
構
成
、
企
業
文
化
や
報
酬
を
含
む

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
き
会
社
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
は
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ

お
よ
び
株
主
総
会
の
決
議
事
項
に
つ
い
て
会
社
と
目
的
を
持
っ
て
対
話
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

２
．
英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
特
徴

⑴　

英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
特
徴　

①
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
え
を
明
確
化
し
て
お

り
、
取
締
役
会
が
第
一
次
的
責
任
を
負
う
が
、
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
特
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
の
み
な

ら
ず
、
機
関
投
資
家
に
も
認
め
る
べ
き
と
い
う
考
え
方
を
採
っ
て
い
る
。
②
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
合
わ
せ
て
機
能
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
③
株
主
（
機
関
投
資
家
）
の
行
為
規
範
、
と
り
わ
け
短
期
的
な
リ
タ
ー

ン
の
み
を
追
求
す
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
経
営
者
と
の
批
判
的
対
話
を
重
視
し
て
い
る
。
④
③
の
考
え
を
義
務
化
す
る
の
で
は
な
く
、
遵

守
せ
よ
、
さ
も
な
け
れ
ば
説
明
せ
よ
、
と
い
う
ソ
フ
ト
ロ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
。
⑤
機
関
投
資
家
に
つ
い
て
は
定
義
を
置

か
な
い
が
、
資
産
保
有
者
と
資
産
運
用
者
と
を
区
別
し
、
適
用
規
範
を
異
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
（
議
決
権

行
使
助
言
会
社
、
投
資
助
言
会
社
）
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
な
お
、
英
国
で
認
可
さ
れ
た
資
産
運
用
者
に
対
し
て
は
、

同
コ
ー
ド
の
適
用
を
受
け
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
決
定
を
Ｆ
Ｒ
Ｃ
（T

he Financial Reporting Council   

財
務
報
告
審
議
会
）
に
届
け
る

こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
⑥
定
期
的
な
見
直
し
を
定
め
て
い
る

（
７
）。
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⑵　

英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
概
要　

英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
は
以
下
の
７
原
則
が
あ
る
。

１
．
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
責
任
を
ど
の
よ
う
に
果
た
す
か
に
つ
い
て
の
方
針
を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
に
関
す
る
利
益
相
反
を
管
理
す
る
こ
と
に
関
す
る
穴
の
な
い
強
固
な
方
針
を
策
定
し
、
公

表
す
べ
き
で
あ
る
。

３
．
機
関
投
資
家
は
、
投
資
先
企
業
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
べ
き
で
あ
る
。

４
．
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
行
動
を
強
化
す
る
時
期
と
方
法
に
つ
い
て
、
明
確
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
べ
き
で

あ
る
。

５
．
機
関
投
資
家
は
、
適
切
な
場
合
に
は
進
ん
で
他
の
投
資
家
と
共
同
し
て
行
動
す
べ
き
で
あ
る
。

６
．
機
関
投
資
家
は
、
議
決
権
行
使
と
議
決
権
行
使
活
動
の
開
示
に
つ
い
て
の
明
確
な
方
針
を
策
定
す
べ
き
で
あ
る
。

７
．
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
行
動
と
議
決
権
行
使
活
動
に
つ
い
て
定
期
的
に
報
告
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

　

原
則
５
は
、
我
が
国
の
制
度
に
馴
染
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
他
の
原
則
は
、
基
本
的
に
日
本
版
ス

チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

３
．
受
託
者
責
任
（fiduciary duty

）
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
関
係

⑴　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
意
味
づ
け
と
受
託
者
責
任
（fiduciary duty

）　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ツ
プ
の
意
味
づ
け
に
つ
い
て
、
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
（Stew

ard

）
は
領
主
館
な
ど
の
執
事
・
財
産
管
理
人
に
由
来
し
、
英
国
に
お
い
て
長
い
歴
史
を
有
す
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
は
、
他
人
の
資
産
を
管
理
す
る
と
い
う
関
係
性
が
核
心
に
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
他
人
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

現
象
を
と
ら
え
る
概
念
で
あ
る
。
行
政
の
財
務
運
営
、
個
人
の
資
産
運
用
、
株
主
の
出
資
に
基
づ
く
取
締
役
に
よ
る
会
社
経
営
等
、
形
態
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は
異
な
っ
て
い
て
も
種
々
の
状
況
で
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
関
係
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
機
関
投
資
家
に

よ
る
資
産
運
用
に
つ
い
て
、
顧
客
、
最
終
受
益
者
の
最
善
の
利
益
の
た
め
、
資
産
を
注
意
深
く
管
理
し
、
投
資
先
企
業
に
対
し
て
監
視
、

対
話
等
の
行
動
を
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
受
託
者
責
任
（fiduciary duty

）
で
な
く
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
概
念
に
依

拠
す
る
理
由
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
背
景
に
は
、
投
資
環
境
の
変
化
が
あ
る
。
機
関
投
資
家
の
責
任
に
つ
い
て
、
受
託
者
責
任
の
範
疇

内
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
投
資
連
鎖
（investm

ent chain

）
の
複
雑
化
、
関
係
当
事
者
の
拡
大
の
中
で
受
託
者
責
任
の
概

念
で
把
握
し
き
れ
な
い
要
因
が
出
て
き
た
。
第
一
に
、
受
託
者
責
任
の
限
界
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
受
託
者
責
任
は
契
約
上
、

法
律
上
、
ま
た
は
実
態
に
基
づ
く
明
確
な
信
認
関
係
を
基
礎
に
し
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
投
資
連
鎖
、
そ
の
周
辺
で
は
受
託
者

責
任
の
概
念
で
網
羅
で
き
な
い
関
係
も
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
例
示
と
し
て
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー（
年

金
基
金
等
）
に
対
し
受
託
者
責
任
を
負
い
、
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
は
受
益
者
（
年
金
受
給
者
等
）
に
対
し
受
託
者
責
任
を
負
う
こ
と
は
明

白
で
、
疑
い
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
Ｉ
Ｓ
Ｓ
（Institutional Shareholder Services Inc.

）
の
よ
う
な
議

決
権
行
使
助
言
機
関
を
採
用
し
た
場
合
に
、
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
は
議
決
権
行
使
助
言
機
関
と
は
直
接
の
接
点
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
の
背
後
の
最
終
的
な
受
益
者
の
関
係
を
み
て
も
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
議
決
権
行
使
助
言
機
関
と
の
間
に

は
直
接
の
関
係
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
た
め
、
受
益
者
に
対
す
る
責
任
の
所
在
が
不
明
確
な
状
態
が
現
出
す
る
。

　

第
二
に
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
に
よ
る
広
範
囲
の
関
係
性
の
網
羅
が
述
べ
ら
れ
る
。
即
ち
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
と
い
う
関
係
性

が
曖
昧
な
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
投
資
連
鎖
に
お
け
る
広
範
か
つ
複
雑
な
関
係
を
把
握
し
、
上
場
会
社
の
価
値
向
上
を
通
じ
て
ア
セ
ッ

ト
・
オ
ー
ナ
ー
、
最
終
受
益
者
の
利
益
に
資
す
る
こ
と
を
最
終
目
的
と
し
、
そ
の
の
達
成
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
第
三

に
、
そ
こ
で
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
用
語
の
理
解
が
問
題
と
な
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
用
語
は
定
義
、
概
念
が
曖
昧
で
、
Ｉ
Ｃ
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四
七

Ｇ
Ｎ
（International Corporate Governance N

etw
ork

）
の
二
〇
一
三
年
機
関
投
資
家
原
則
に
お
い
て
は
、
英
国
以
外
で
は
十
分
理
解
さ

れ
て
お
ら
ず
、
無
用
な
混
乱
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
用
語
を
用
い
な
い
で
、
機
関
投
資
家
の
責
任
、

あ
る
い
は
受
託
者
責
任
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

４
．
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
二
〇
一
二
年
改
訂
と
内
容
の
明
確
化

⑴　

二
〇
一
二
年
英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
改
定　

二
〇
一
二
年
英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
改
定
の

内
容
は
二
〇
一
〇
年
版
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
踏
ま
え
て
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
内
容
が
細
か
く
具
体
的
に
解
釈
さ

れ
た
。
二
〇
一
二
年
版
で
は
企
業
戦
略
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
リ
ス
ク
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
対
話
、
と
よ
り
明
確
な

定
義
に
な
っ
て
お
り
、
私
見
で
あ
る
が
英
国
に
お
い
て
伝
統
的
に
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
戦
略
的
リ
ス
ク
の
融
合
化
が
図
ら
れ
て
き
た

こ
と
を
受
け
て
、
一
層
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
あ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
と
の
一
体
的
な
理
解
が
進
め
ら
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
か
。

⑵　

意
義
の
明
確
化　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
意
味
が
不
明
確
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
二
〇
一
二
年
コ
ー
ド
改
訂
に
お
い
て
、
定
義

の
明
確
化
が
図
ら
れ
た
。
諮
問
文
書
の
中
で
、
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
に
つ
い
て
市
場
の
混
乱
が
生
じ
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
の
目
的
が
責
任
あ
る
投
資
（relational investm

ents

）
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
し
か
な
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
国
際
的
な
機
関
投
資
家
団
体
の
Ｉ
Ｃ
Ｇ
Ｎ
の
二
〇
一
三
年
六
月
機
関
投
資
家
原
則
で
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
は
英

国
以
外
で
は
十
分
理
解
さ
れ
て
い
な
い
旨
を
述
べ
、
こ
れ
を
採
用
し
な
か
っ
た
。
二
〇
一
二
年
の
コ
ー
ド
改
正
で
は
、
原
則
１
の
指
針
に

お
い
て
具
現
化
さ
れ
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
を
述
べ
、
用
語
の
意
味
、
目
的
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
関
連
を
明
確
に
説
明
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
二
〇
一
二
年
コ
ー
ド
改
正
に
よ
り
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
目
的
、
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
記
述
は
追
加
さ
れ
た
が
、
概
念
自

体
の
説
明
は
十
分
と
は
い
い
難
い
面
も
な
お
あ
る
。
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⑶　

ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
な
ら
び
に
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
役
割
・
責
任
の
明
確
化　

二
〇
一
二
年
改
訂
に
お
い
て
は
、
ア
セ
ッ

ト
・
オ
ー
ナ
ー
と
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
役
割
・
責
任
を
整
理
し
、
当
事
者
が
明
確
に
こ
れ
ら
を
認
識
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
は
立
場
に
よ
り
相
違
が
あ
り
、
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
委
託
す
る
場
合
も
、
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
は
引

き
続
き
受
益
者
に
対
す
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
負
う
こ
と
を
明
確
化
し
た
。
改
正
後
の
コ
ー
ド
で
は
、
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
、

ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
投
資
家
の
み
を
対
象
と
す
る
場
合
、
改
正
前
コ
ー
ド
に
お
け
る
機
関
投
資
家
の
用
語
に
つ

き
、
内
容
に
応
じ
て
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
に
置
換
え
て
概
念
の
明
確
化
を
図
っ
た
。
ま
た
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ

ジ
ャ
ー
、
ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
の
双
方
を
含
む
場
合
に
は
機
関
投
資
家
の
用
語
を
用
い
る
。
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー

ナ
ー
に
つ
い
て
法
律
上
は
株
主
と
し
て
認
定
さ
れ
る
の
か
、
と
の
議
論
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
株
主
で
は
な
く
投
資
家
と
し
て
扱
い
、
ア
セ
ッ

ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
対
す
る
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
役
割
、
責
任
の
範
囲
を

明
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑷　

機
関
投
資
家
の
利
益
相
反
の
管
理
の
強
化　

機
関
投
資
家
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
果
た
す
役
割
が
重
要
に
な
り
、

そ
の
中
で
利
益
相
反
問
題
の
対
処
が
課
題
と
な
っ
て
き
た
。
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
巡
っ
て
、
こ
の
利
益
相
反
問
題
が
現
出
し
、
そ

の
規
律
付
け
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
金
融
機
関
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
場
合
に
グ
ル
ー

プ
会
社
の
関
係
で
顧
客
、
投
資
先
企
業
の
間
で
利
益
相
反
が
生
じ
る
こ
と
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
各
顧
客
利
益
が
異
な
る
場
合
に

顧
客
間
で
利
益
相
反
が
生
じ
る
。
二
〇
一
一
年
一
二
月
公
表
の
調
査
報
告
書
で
は
、
署
名
機
関
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
利
益
相
反

の
管
理
方
法
に
関
す
る
説
明
が
不
十
分
な
場
合
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

コ
ー
ド
の
二
〇
一
二
年
改
訂
の
内
容
を
み
る
と
、
機
関
投
資
家
内
部
の
利
益
相
反
管
理
、
説
明
が
不
十
分
と
い
う
批
判
に
対
応
す
べ
く



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

四
九

利
益
相
反
管
理
の
強
化
、
情
報
開
示
の
充
実
を
奨
励
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
改
正
に
お
い
て
、
原
則
２
本
文
に
つ
い
て

は
変
更
は
な
い
が
、
同
指
針
に
関
し
て
は
大
幅
改
正
が
行
わ
れ
、
利
益
相
反
管
理
の
実
務
に
与
え
る
影
響
は
少
な
く
な
い
。
即
ち
、
改
正

コ
ー
ド
の
原
則
２
の
指
針
に
お
い
て
、
機
関
投
資
家
は
顧
客
、
受
益
者
の
利
益
を
第
一
と
し
、
顧
客
、
受
益
者
の
た
め
に
行
動
す
る
義
務

が
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
利
益
相
反
問
題
は
不
可
避
的
に
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
顧
客
、
受
益
者
の
利
益
を
最
優

先
に
合
理
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
利
益
相
反
管
理
の
方
針
を
作
成
、
開
示
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

⑸　

集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
情
報
開
示
の
強
化　

集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
情
報
開
示
強
化
の
内
容
に
つ
い
て
、
従

来
の
コ
ー
ド
に
対
す
る
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
批
判
と
し
て
は
、
い
か
な
る
グ
ル
ー
プ
が
活
動
を
行
う
か
と
い
う
組
織
編

制
関
連
の
開
示
が
主
で
あ
り
、
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
開
始
時
期
・
状
況
に
関
す
る
説
明
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
原
則
５
で
は
、
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
開
示
が
求
め
ら
れ
る
趣
旨
と
し
て
、
投
資
先
企

業
の
重
大
局
面
に
お
い
て
署
名
機
関
が
他
の
投
資
家
と
協
調
し
て
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
、
ま
た
は
協
力
体
制
構
築
が

可
能
で
あ
る
旨
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
二
〇
一
二
年
改
正
内
容
と
し
て
は
、
原
則
５
指
針
に
お
い
て
、
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ

メ
ン
ト
を
行
う
投
資
家
集
団
の
構
成
に
関
す
る
情
報
の
ほ
か
、
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
対
す
る
取
組
方
法
に
関
す
る
説
明
・
開
示

を
強
化
す
る
文
言
の
追
加
を
図
り
、
投
資
家
は
い
か
な
る
状
況
下
で
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
参
加
す
る
か
等
に
つ
い
て
明
確
化
を

図
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
投
資
家
グ
ル
ー
プ
の
組
織
編
制
の
開
示
に
加
え
、
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー

ジ
メ
ン
ト
行
動
を
選
択
す
る
条
件
、
背
景
等
の
実
質
的
開
示
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

⑹　

議
決
権
行
使
助
言
機
関
の
利
用
に
関
す
る
情
報
開
示
強
化　

議
決
権
行
使
助
言
機
関
の
影
響
力
が
拡
大
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、

相
応
す
る
情
報
が
開
示
さ
れ
な
い
と
す
る
批
判
が
あ
り
、
機
関
投
資
家
に
よ
る
議
決
権
行
使
助
言
機
関
の
利
用
方
法
に
関
し
て
、
一
層
の



五
〇

情
報
開
示
を
要
請
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
〇
一
二
年
改
正
コ
ー
ド
の
原
則
６
指
針
に
お
い
て
開
示
内
容
拡
充
が
図
ら
れ
、
署
名
機
関
は

議
決
権
行
使
助
言
機
関
の
利
用
の
有
無
の
み
な
ら
ず
、
利
用
す
る
議
決
権
助
言
機
関
の
名
称
等
を
明
確
に
し
て
、
議
決
権
行
使
助
言
機
関

か
ら
い
か
な
る
種
類
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
か
、
賛
否
の
推
奨
に
準
拠
、
依
存
・
活
用
し
た
程
度
な
ど
に
つ
い
て
説
明
が
要
請
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　

議
決
権
行
使
助
言
機
関
を
利
用
す
る
場
合
の
機
関
投
資
家
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
機
関
投
資
家
は
議
決

権
行
使
助
言
機
関
に
外
部
委
託
す
る
場
合
も
自
身
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
が
軽
減
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
確
化
し
た
。
二
〇
一
二
年

改
正
後
の
コ
ー
ド
の
原
則
１
指
針
に
関
し
て
、
署
名
機
関
に
よ
る
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
機
関
投
資
家
の
責
任
、
投
資
連
鎖
に
お
け
る
立
場

を
反
映
さ
せ
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
が
外
部
委
託
さ
れ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に
機
関
投
資
家
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
適
切
な

実
行
に
合
致
す
る
か
、
署
名
機
関
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
定
め
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
一
致
し
た
方

法
で
実
行
さ
せ
る
た
め
に
投
資
家
は
い
か
な
る
行
動
を
と
る
べ
き
か
、
に
つ
い
て
説
明
す
べ
き
旨
を
定
め
て
い
る
。

５
．
コ
ー
ド
の
適
用
範
囲
の
再
確
認
と
域
外
適
用

⑴　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
適
用
範
囲　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
制
定
の
主
な
目
的
は
、
英
国
の
上
場
会
社
の
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
の
た
め
に
機
関
投
資
家
と
上
場
会
社
と
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
た
め
コ
ー

ド
の
第
一
義
的
な
適
用
対
象
と
し
て
は
英
国
上
場
株
式
を
運
用
す
る
英
国
に
お
い
て
登
録
さ
れ
た
機
関
投
資
家
と
な
る
。

⑵　

機
関
投
資
家
の
ア
セ
ッ
ト
・
ア
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
資
産
の
多
様
化　

し
か
し
な
が
ら
、
英
国
内
の
機
関
投
資
家
よ
り
も
海
外

機
関
投
資
家
が
英
国
株
式
市
場
に
お
け
る
保
有
比
率
が
高
い
状
況
が
あ
る
。
英
国
機
関
投
資
家
の
ア
セ
ッ
ト
・
ア
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（
８
）に

お
い

て
、
英
国
株
式
以
外
の
資
産
比
率
が
高
く
、
二
〇
一
〇
年
以
降
は
運
用
資
産
で
み
れ
ば
英
国
株
式
よ
り
海
外
株
式
比
率
が
高
い
状
況
と
な
っ



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

五
一

て
い
る
。
大
手
機
関
投
資
家
で
は
、
英
国
株
式
同
様
に
海
外
株
式
に
対
し
て
も
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
行
い
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
表
し

て
議
決
権
を
行
使
し
、
結
果
を
公
表
す
る
投
資
家
も
存
在
す
る
。
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
と
し
て
は
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
英
国

株
式
以
外
に
つ
い
て
も
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
が
、
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
側
か
ら
は
署

名
機
関
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
コ
ー
ド
原
則
を
運
用
資
産
の
一
部
あ
る
い
は
全
体
に
適
用
し
て
い
る
か
、
不
明
瞭
と
い
う
意
見
も
出
さ
れ

る
。

⑶　

改
正
内
容
と
域
外
適
用　

二
〇
一
二
年
改
正
の
内
容
と
し
て
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
変
更

は
な
い
。
第
一
義
的
に
は
英
国
上
場
会
社
株
式
を
保
有
す
る
機
関
投
資
家
を
対
象
に
す
る
こ
と
を
明
確
化
し
、
序
論
第
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
、

英
国
内
外
の
国
際
投
資
家
に
対
す
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
適
用
の
あ
り
方
を
規
定
し
た
。
海
外
投
資
家
に
対
す
る
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
英
国
株
式
を
所
有
す
る
海
外
投
資
家
に
つ
い
て
は
、

コ
ー
ド
の
適
用
の
第
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
以
外
の
他
国
あ
る
い
は
国
際
的
な
規
範
・
原
則
等
を
採

用
す
る
場
合
は
尊
重
し
、
英
国
コ
ー
ド
の
採
用
は
要
求
し
な
い
旨
を
指
摘
し
て
い
る
。
海
外
の
ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
に
対
し
、
ア
セ
ッ
ト

マ
ネ
ジ
ャ
ー
採
用
に
お
い
て
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
署
名
を
条
件
と
す
る
等
に
よ
り
、
実
質
的
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・

コ
ー
ド
の
対
象
と
す
る
べ
く
議
論
の
継
続
を
図
っ
て
い
る
。

　

対
象
資
産
の
範
囲
と
し
て
、
序
論
コ
ー
ド
の
適
用
の
第
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
英
国
投
資
家
に
対
し
可
能
な
限
り
英
国
以
外
の
株
式
投
資
に

つ
い
て
も
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
良
好
な
実
務
慣
行
を
拡
大
適
用
す
る
こ
と
を
奨
励
し
た
。
第
一
〇
パ
ラ
グ
ラ

フ
で
は
、
署
名
機
関
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
適
用
に
関
す
る
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
中
で
、
英
国
株
式
フ
ァ
ン
ド
、
金
融
商
品

の
う
ち
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
対
象
と
な
る
資
産
に
つ
い
て
の
説
明
を
奨
励
し
、
英
国
株
式
以
外
の
資
産
に
対
し
て



五
二

も
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
適
用
す
る
場
合
は
そ
の
旨
の
開
示
を
行
う
こ
と
を
奨
励
す
る
。
私
見
で
あ
る
が
、A

pproved 

Persons
な
ど
の
域
外
適
用
に
繋
が
る
部
分
と
い
え
よ
う
。

⑷　

ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
内
部
統
制
に
関
す
る
保
証
報
告　

内
部
統
制
に
関
す
る
保
証
報
告
に
関
し
て
、
二
〇
一
一
年
三
月
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
勅
許
会
計
士
協
会
（ICA

EW

）
は
、
業
務
委
託
先
（service organisations

）
の
内
部
統
制
の
保
証
報
告

書
に
関
す
るA

A
F01/06

指
針
に
関
連
し
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
適
用
す
る
補
足
文
書

（Stew
ardship Supplem

ent
）
を
公
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
業
務
委
託
先
の
内
部
統
制
に
つ
い
て
形
式
主
義
的
な
干
渉
を
最
小
限
に
抑
え
、

ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
、
受
益
者
に
対
し
て
独
立
性
の
あ
る
保
証
を
提
供
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
原
則
７
に
つ
い
て
、
ア
セ
ッ

ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
保
証
報
告
書
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
顧
客
が
要
請
す
れ
ば
保
証
報
告
書
が
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
の
文
言
を
追
加
し
た
。
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
保
証
報
告
書
の
提
供
を
拒
否
す
る
こ
と
が
あ
り
、
提
供
に
あ
た
っ
て
追
加

料
金
を
取
ら
れ
る
こ
と
に
懸
念
を
示
す
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
が
存
在
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
内
部
統
制
に
関
す
る
保
証
を
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
に
拡
大
で
き
る
か
、
が
問
題
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
が
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
に
よ
り
内
部
（
イ
ン
ハ
ウ
ス
）
で
実
行
さ
れ
る
場
合
、
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
自

身
が
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
を
利
用
し
て
実
行
す
る
場
合
、
ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
自
身
の
内
部
統
制
に
関
す
る
保
証
も
必
要
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
適
用
さ
れ
るA

A
F01/06

指
針
の
枠
組
み
は
、
第
一
義
的
は
ア
セ
ッ
ト
・

マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
顧
客
の
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
の
た
め
に
行
う
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
に
つ
い
て
保
証
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
も
拡
大
適
用
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
改
正
後
の
、
コ
ー
ド
の
適

用
、
の
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
、
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
は
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
対
し
て
独
立
し
た
保
証
を
受
け
る
よ
う
に
検
討
す
る
こ
と



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

五
三

が
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
拡
大
適
用
は
、
コ
ー
ド
本
文
で
な
く
序
論
部
分
で
述
べ
ら
れ
、
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
保
証
の

取
得
を
義
務
付
け
る
も
の
で
は
な
い
と
解
釈
さ
れ
る

（
９
）。

第
二
章　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
導
入
と
実
践

　
　
　
　

―
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
とCom

ply or Explain

な
ど
―

１
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
概
要

⑴　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
概
要　

今
般
導
入
さ
れ
た
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
７
原
則
は
以
下

の
通
り
で
あ
る）

（1
（

。

１
．
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
果
た
す
た
め
の
明
確
な
方
針
を
策
定
し
、
こ
れ
を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
果
た
す
上
で
管
理
す
べ
き
利
益
相
反
に
つ
い
て
、
明
確
な
方
針
を
策
定
し
、
こ
れ

を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。

３
．
機
関
投
資
家
は
、
投
資
先
企
業
の
持
続
的
成
長
に
向
け
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
適
切
に
果
た
す
た
め
、
当
該
企
業
の
状
況

を
的
確
に
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。

４
．
機
関
投
資
家
は
、
投
資
先
企
業
と
の
建
設
的
な
「
目
的
を
持
っ
た
対
話
」
を
通
じ
て
、
投
資
先
企
業
と
認
識
の
共
有
を
図
る
と
と
も

に
、
問
題
の
改
善
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

５
．
機
関
投
資
家
は
、
議
決
権
の
行
使
と
行
使
結
果
の
公
表
に
つ
い
て
明
確
な
方
針
を
持
つ
と
と
も
に
、
議
決
権
行
使
の
方
針
に
つ
い
て



五
四

は
、
単
に
形
式
的
な
判
断
基
準
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
投
資
先
企
業
の
持
続
的
成
長
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
工
夫
す
べ
き
で

あ
る
。

６
．
機
関
投
資
家
は
、
議
決
権
の
行
使
も
含
め
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
ど
の
よ
う
に
果
た
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
原
則
と

し
て
、
顧
客
・
受
益
者
に
対
し
て
定
期
的
に
報
告
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

７
．
機
関
投
資
家
は
、
投
資
先
企
業
の
持
続
的
成
長
に
資
す
る
よ
う
、
投
資
先
企
業
や
そ
の
事
業
環
境
等
に
関
す
る
深
い
理
解
に
基
づ
き
、

当
該
企
業
と
の
対
話
や
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
に
伴
う
判
断
を
適
切
に
行
う
た
め
の
実
力
を
備
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

原
則
１
、
２
、
４
、
５
、
６
に
つ
い
て
は
二
〇
一
二
年
英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
原
則
３
は
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
で
独
自
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
原
則
７
も
日
本
版
独
自
の
も
の
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
原
則
５
に
関
し
て
は
投
資
先
企
業
別
、
議
案
別
の
個
別
開
示
ま
で
求
め
る
か

に
つ
い
て
、
英
国
で
は
六
五
％
の
機
関
投
資
家
が
何
ら
か
の
形
で
開
示
を
し
て
い
る
が
、
資
先
企
業
別
、
議
案
別
開
示
ま
で
行
っ
て
い
る

機
関
は
四
四
％
に
過
ぎ
な
い
。
コ
ー
ド
案
で
は
、
議
決
権
の
行
使
結
果
を
議
案
の
主
な
種
類
ご
と
に
整
理
・
集
計
し
て
公
表
す
べ
き
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

第
三
章　

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
比
較
考
察

１
．
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定　

今
次
策
定
・
導
入
さ
れ
た
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
英

国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
比
較
考
察
を
図
り
た
い
。
英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
述
べ
る
場
合
、
二
〇
一

二
年
版
コ
ー
ド
に
依
拠
す
る
こ
と
と
す
る
。
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
、
従
前
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

五
五

ド
が
我
が
国
に
は
存
在
せ
ず
、
英
国
の
よ
う
に
同
一
主
体
が
策
定
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
リ
ン
ク
し
た
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
は
異
な
る
。
企
業
側
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
発
揮
す
る
責
務
と
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
に
定
め
る
機
関
投
資
家
の
責
務
と
は
車
の
両
輪
で
あ
り
、
両
者
が
適
切
に
相
ま
っ
て
質
の
高
い
企
業
統
治
が
実
現
さ
れ
、
企

業
の
持
続
的
な
成
長
と
顧
客
・
受
益
者
の
中
長
期
的
な
投
資
リ
タ
ー
ン
の
確
保
が
図
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

２
．
短
期
的
リ
タ
ー
ン　

二
〇
一
二
年
英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
で
は
短
期
的
リ
タ
ー
ン
を
優
先
す
る
こ
と
を
批
判
的
に

と
ら
え
て
い
る
が
、
中
長
期
的
な
リ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
特
別
に
意
識
し
て
い
な
い
。
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
で
は
中

長
期
的
リ
タ
ー
ン
を
強
調
し
て
い
る
特
徴
が
あ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
こ
の
特
徴
は
英
国
が
濫
用
的
買
収
者
と
し
て
の
グ
リ
ー
ン
・
メ
ー

ラ
ー
を
意
識
し
て
い
る
の
に
対
し
、
我
が
国
で
は
敵
対
的
買
収
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
は
盛
ん
で
な
い
こ
と
か
ら
に
生
じ
た
相
違
と
も
考
え
ら

れ
よ
う
。
英
国
コ
ー
ド
は
、
株
主
で
あ
る
機
関
投
資
家
の
行
為
規
範
と
し
て
短
期
的
な
リ
タ
ー
ン
の
み
を
追
求
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が

前
提
と
さ
れ
、
経
営
者
と
の
批
判
的
な
対
話
を
重
視
す
る
。
日
本
版
コ
ー
ド
は
、
中
長
期
的
な
リ
タ
ー
ン
を
め
ざ
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。
資
産
保
有
者
と
し
て
の
機
関
投
資
家
は
、
資
産
運
用
者
と
し
て
の
機
関
投
資
家
の
評
価
に
当
た
り
、
短
期
的
視
点
の
み
に
偏

る
こ
と
な
く
、
本
コ
ー
ド
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
評
価
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
る
。

３
．
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
明
記　

英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
で
は
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
・
ア

プ
ロ
ー
チ
の
手
法
が
採
ら
れ
、
形
式
や
文
言
を
満
た
し
て
い
れ
ば
よ
い
と
せ
ず
、
実
質
面
や
精
神
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
我
が

国
の
コ
ー
ド
も
ソ
フ
ト
ロ
ー
的
考
え
方
を
柔
軟
に
修
正
、
適
用
で
き
る
長
所
が
あ
る
と
の
理
由
か
ら
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
機
関

投
資
家
が
取
る
べ
き
行
動
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
す
る
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（
細
則
主
義
）
で
は
な
く
、
機
関
投
資
家
が
各
々

の
置
か
れ
た
状
況
に
応
じ
て
、
自
ら
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
実
質
に
お
い
て
適
切
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
プ
リ
ン
シ



五
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プ
ル
・
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（
原
則
主
義
）
を
採
用
し
て
い
る
。
コ
ー
ド
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
英
国
で
は
三
年
ご
と
、
我
が
国
で

は
二
年
ご
と
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

４
．
原
則
３
関
係
―
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
、A

pproved Persons

と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
有
機
的

関
連
―　

原
則
３
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
文
言
に
つ
い
て
、
英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
で
は
企
業
の
業
績
、
現
状
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
整
合
性
、
な
ど
と
具
体
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
で
は
具
体
的
に

示
さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
よ
り
広
範
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
、

原
則
の
み
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
英
国
コ
ー
ド
で
は
、
列
挙
さ
れ
た
機
関
投
資
家
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
な
る
よ

う
希
望
す
る
こ
と
も
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
希
望
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
に
な
っ
て
も
構
わ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

意
思
・
方
法
を
明
示
す
べ
き
、
と
の
記
載
が
あ
り
、
特
定
株
主
に
選
択
的
開
示
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
日
本
版
コ
ー
ド
の
下
で

は
、
株
主
平
等
な
ど
の
観
点
か
ら
我
が
国
の
機
関
投
資
家
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
り
、

日
本
版
コ
ー
ド
で
は
か
か
る
記
載
を
行
っ
て
い
な
い）

（（
（

。

　

私
見
で
あ
る
が
、
英
国
コ
ー
ド
に
お
い
て
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
当
た
り
、
会
社
業
績
の
最
新
状
況
の
な
ど
の
把
握
、
実
効
的
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
が
存
在
す
る
こ
と
の
確
認
、
取
締
役
等
と
の
面
談
を
通
じ
た
会
社
の
取
締
役
会
・
委
員
会
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー

ド
と
の
整
合
性
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
後
述
す
るA

pproved Persons

制
度
の
議
論
に
通
じ
る
も
の
と
い
え
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー

と
し
て
規
制
当
局
側
か
ら
は
こ
う
し
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
策
定
・
導
入
が
あ
り
、
一
方
、
受
け
入
れ
る
機
関
投
資
家
あ

る
い
は
そ
の
投
資
先
企
業
側
に
お
い
て
は
、
規
範
た
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
沿
っ
たA

pproved Persons

と
し

て
の
資
質
を
備
え
る
人
材
の
配
置
お
よ
び
自
主
的
な
取
締
役
会
・
委
員
会
の
社
内
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
が
求
め



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

五
七

ら
れ
、
こ
れ
ら
が
一
体
と
な
っ
て
整
合
性
を
保
ち
機
能
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
英
国
の
コ
ー
ド
と
実
務
の
関
係
を
最
善
と
す
る
も
の

で
も
な
く
、
我
が
国
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
独
自
の
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
が
目
標
と
な
る
が
、
有
機
的
一
体
と
な
っ
て
機
能
を
発
揮
す
る
に

諸
々
の
点
で
課
題
が
残
さ
れ
て
い
よ
う
。

５
．
原
則
５
の
協
働
原
則
の
不
採
用
―
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
共
同
行
動
―

⑴　

協
働
原
則
不
採
用　

英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
原
則
５
で
は
、
機
関
投
資
家
は
、
適
切
な
場
合
に
は
進
ん
で
他
の

投
資
家
と
共
同
し
て
行
動
す
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
が
、
我
が
国
の
制
度
に
馴
染
ま
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
り
採
用
さ
れ
て
い
な

い
。

⑵　

集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
共
同
行
動
―
我
が
国
の
金
融
持
株
会
社
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
―　

協
働
原
則
が
導
入
さ
れ
る
場
合
に
は
、

英
国
と
同
様
に
金
融
商
品
取
引
法
上
の
共
同
行
為
（acting in concert

）
規
制
の
適
用
関
係
が
問
題
と
な
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
集
団

的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
共
同
行
動
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
と
な
る）

（1
（

。

イ　

共
同
行
動
の
定
義　

共
同
行
動
の
定
義
は
、
欧
州
で
は
Ｔ
Ｏ
Ｂ
指
令）

（1
（

、
透
明
性
指
令）

（1
（

に
お
い
て
制
定
さ
れ
、
加
盟
国
は
各
々
定
義
を

行
う
。
オ
ラ
ン
ダ
は
金
融
監
督
法
（W

et op het financieel toezicht

）
五
：
四
五
条
で
定
め
ら
れ
、
英
国
で
はT

akeover Panel

）
（1
（

に
お

い
て
実
務
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
増
加
に
伴
い
、
共
同
行
動
の
定
義
は
大
量
保
有
制
度
と

関
連
し
て
重
要
性
が
増
加
し
て
お
り
、
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
進
展
に
よ
り
Ｔ
Ｏ
Ｂ
規
制
に
該
当
す
る
場
合
も
生
じ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。

　

現
在
の
指
令
に
お
い
て
は
定
義
が
不
明
確
で
投
資
家
同
士
が
共
同
し
て
行
動
す
る
場
合
に
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
存
在
す
る
と
批
判
さ
れ
る
。

英
国
で
は
共
同
行
動
と
判
断
さ
れ
る
境
界
線
に
つ
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
り
、
投
資
家
自
身
は
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
と
の
意
見
も



五
八

あ
る
が
、
市
場
の
国
際
化
に
お
い
て
明
確
な
基
準
の
策
定
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
阻
害
す
る
こ
と
な
く
プ
リ
ン
シ

プ
ル
・
ベ
ー
ス
で
判
断
し
て
欲
し
い
こ
と
、
投
資
家
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
増
加
と
合
わ
せ
て
欧
州
委
員
会
で
共
同
行
動
に
関
す
る
明
確

な
定
義
を
確
立
し
て
欲
し
い
こ
と
な
ど
の
要
望
が
出
さ
れ
る
。
欧
州
委
員
会
も
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
投
資
家
に
よ

る
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
共
同
行
動
の
定
義
に
お
け
る
検
討
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る）

（1
（

。

　

共
同
行
動
の
判
断
基
準
に
関
し
て
、
実
務
的
と
し
て
は
頻
度
、
深
度
の
観
点
か
ら
判
定
さ
れ
、
頻
度
は
一
回
の
み
の
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー

ジ
メ
ン
ト
は
共
同
行
動
に
は
該
当
し
な
い
が
、
複
数
回
を
共
同
行
動
す
る
場
合
は
該
当
す
る
。
深
度
は
、
投
資
先
企
業
の
間
で
共
同
会
合

を
開
く
程
度
は
集
団
行
動
と
な
ら
な
い
が
、
株
主
総
会
で
共
同
株
主
提
案
を
行
う
等
の
協
力
・
関
与
の
程
度
が
強
い
場
合
、
集
団
行
動
と

さ
れ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
英
国
で
は
一
人
の
取
締
役
解
任
・
選
任
は
共
同
行
動
基
準
に
該
当
し
な
い
が
、
取
締
役
会
支
配
に
通
じ
る

場
合
は
規
制
を
受
け
る
と
い
う
実
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
策
定
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
実
際
は
個
別
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ

う
。
ま
た
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
つ
き
、
投
資
家
同
士
が
協
定
、
契
約
を
締
結
す
る
場
合
、
明
確
に
共
同
行
動
に
該
当
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
こ
う
し
た
協
定
等
を
締
結
す
る
場
合
は
少
な
く
、
面
談
、
議
論
は
共
に
行
い
つ
つ
、
議
決
権
行
使
等
の
意
思
決
定
は
個
別
投

資
家
が
独
自
に
判
断
す
る
形
式
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
二
日
欧
州
証
券
市
場
監
督
局
（
Ｅ
Ｓ
Ｍ
Ａ
）
は
、
Ｅ
Ｕ
企
業
買
収
指
令
に
つ
い
て
、
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン

ト
に
お
け
る
共
同
行
動
の
定
義
を
明
確
に
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト）

（1
（

を
公
表
し
て
お
り
、
共
同
行
動
に
該
当
し
な
い
ホ
ワ
イ

ト
・
リ
ス
ト
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
共
同
行
動
の
認
定
に
つ
い
て
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
を
排
除
し
て

定
義
を
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
務
上
も
意
義
が
大
き
い
。
例
え
ば
、
取
締
役
指
名
の
関
連
は
共
同
行
動
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
確

に
な
っ
た
と
い
え
る
が
、
報
酬
、
会
社
資
産
の
譲
受
・
処
分
、
資
本
政
策
等
の
取
締
役
指
名
以
外
の
問
題
は
株
主
提
案
、
臨
時
総
会
の
招
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集
、
議
決
権
の
共
同
行
使
を
行
っ
た
場
合
も
共
同
行
動
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

ロ　

集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
実
務　

集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
実
務
に
つ
い
て
、
投
資
家
団
体
主
導
の
場
合
、
任
意
の
投
資

家
グ
ル
ー
プ
が
行
動
す
る
場
合
に
大
別
さ
れ
る
。
英
国
ロ
ン
ド
ン
を
み
る
と
、
投
資
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
関
係
が
強
く
、
多
く
の
非

公
式
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
、
任
意
の
投
資
家
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
が
活
発
に
行
わ
れ
る
。
投
資
家
グ
ル
ー
プ

に
よ
る
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
方
法
は
、
事
案
毎
に
期
間
に
応
じ
て
相
違
が
あ
る
。
短
期
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
で
は
リ
ー
ド
・

ス
ポ
ン
サ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
が
多
い）

（1
（

。
一
年
超
の
長
期
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト）

11
（

は
毎
年
リ
ー
ダ
ー
が
変
わ
っ
た
が
、
定
期
的
会
合
な
ど

投
資
家
側
に
努
力
が
必
要
と
な
る
。

　

英
国
の
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
対
す
る
企
業
側
の
対
応
は
、
報
酬
制
度
変
更
等
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
重

要
問
題
に
つ
い
て
、
報
酬
委
員
長
等
の
職
に
あ
る
独
立
取
締
役
が
主
要
株
主
と
面
会
す
る
こ
と
も
あ
る
。
重
要
で
は
な
い
問
題
に
は
カ
ン

パ
ニ
ー
・
セ
ク
レ
タ
リ
ー
が
対
処
す
る
。
報
酬
問
題
で
は
、
株
主
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
べ
く
、
主
要
機
関
株
主
を
集
め
て
会
議
を
開
催

す
る
等
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
効
果
は
小
規
模
運
用
会
社
に
お
い
て
大
き
く
、
規
模

の
小
さ
い
運
用
会
社
は
投
資
先
企
業
と
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
構
築
で
き
ず
、
情
報
も
得
ら
れ
な
い
た
め
、
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー

ジ
メ
ン
ト
参
加
の
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
。
反
面
で
は
、
一
部
投
資
家
に
よ
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
活
動
の
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
（
た
だ
乗
り
）
問

題
も
指
摘
さ
れ
る
。

ハ　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
我
が
国
の
金
融
持
株
会
社
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー　

私
見
で
あ
る
が
、
米
国
型
の
取
締
役
会
内
部
委
員

会
の
中
で
、
報
酬
委
員
会
等
の
関
連
は
非
該
当
と
な
る
も
の
の
、
指
名
委
員
会
関
連
は
共
同
行
動
に
当
た
る
と
し
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
の
制
約
に
服
す
る
。
当
然
な
が
ら
原
則
５
の
協
働
原
則
の
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
適
用
が
な
さ
れ
る
。
必
要



六
〇

が
あ
れ
ば
、
機
関
投
資
家
が
公
式
・
非
公
式
の
集
団
形
成
に
よ
っ
て
他
の
機
関
投
資
家
な
ど
と
協
調
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
種
の
外
部
か

ら
の
役
員
人
事
介
入
と
も
い
え
る
。
我
が
国
で
は
、
こ
の
協
働
原
則
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
二
〇
一
四
年
四
月
み
ず
ほ
フ
ァ
イ

ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
が
委
員
会
設
置
会
社
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
る
場
合
、
指
名
委
員
会

委
員
全
員
を
社
外
取
締
役
で
構
成
し
、
委
員
長
は
旧
富
士
銀
行
の
有
力
企
業
の
元
経
営
ト
ッ
プ
を
招
聘
し
て
い
る
。
見
方
に
よ
れ
ば
、
他

の
指
名
委
員
会
委
員
と
も
共
同
し
て
、
事
実
上
の
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
、
有
力
株
主
た
る
機
関
投
資
家
の
善
意
か
つ
良
識

あ
る
影
響
力
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
一
方
で
、
報
酬
委
員
会
委
員
長
は
元
最
高
裁
判
事
の
弁
護
士
が
就
い
て
い

る
が
、
不
正
融
資
事
案
が
改
革
の
発
端
で
あ
る
だ
け
に
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
襟
を
正
す
べ
く
、
法
曹
出
身
者
に
委
員
長
職
を
委
ね
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
よ
る
外
部
干
渉
は
、
む
し
ろ
排
除
す
る
方
向
性
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
委
員
会
共
に

役
員
の
昇
進
、
報
酬
の
査
定
で
あ
り
、
内
部
の
逐
年
の
業
績
の
集
大
成
と
し
て
の
総
合
評
価
で
り
、
月
一
回
程
度
の
出
社
で
複
雑
な
金
融

業
務
に
も
精
通
し
て
い
な
い
社
外
取
締
役
に
は
荷
が
重
い
面
が
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｏ
Ｏ
な
ど
の
社
内
出
身
者
の
取
締
役

兼
務
者
が
少
数
な
が
ら
委
員
会
構
成
メ
ン
バ
ー
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
ソ
ニ
ー
な
ど
で
は
指
名
委
員
会
に
力
点
を
入
れ
、
従
前
よ
り
社
内

出
身
者
も
含
め
つ
つ
法
定
最
低
数
三
名
を
大
き
く
上
回
る
七
名
で
構
成
し
て
い
る
。
業
況
不
振
に
呻
吟
す
る
近
時
の
ソ
ニ
ー
の
改
革
は
、

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
二
つ
の
主
旨
の
内
、
経
営
の
妥
当
性
・
効
率
性
向
上
が
主
眼
で
あ
り
、
対
し
て
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン

シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
の
改
革
は
健
全
性
で
あ
る
違
法
性
排
除
が
主
目
的
で
あ
る
と
い
え
、
事
実
、
メ
ガ
バ
ン
ク
三
行
は
近
時
最
高
利
益
の
更

新
を
す
る
な
ど
業
績
面
の
問
題
は
な
い
。
違
法
性
排
除
に
関
し
て
は
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
は
な
い
と
さ
れ
、
こ
の
点
か
ら
も
経
営
業

績
面
の
精
通
よ
り
も
、
違
法
性
排
除
の
専
門
家
が
報
酬
委
員
長
と
な
る
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
他
の
報
酬
委
員
会
委
員
の
構
成

は
、
日
立
製
作
所
の
前
会
長
、
Ｊ
Ｘ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
名
誉
顧
問
で
あ
り
、
報
酬
査
定
に
関
し
て
は
十
分
な
意
見
を
述
べ
う
る
人
材
が
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六
一

揃
っ
て
お
り
、
ま
た
大
株
主
と
し
て
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。

６
．
原
則
６
関
係
に
つ
い
て
―
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
内
部
統
制
に
関
す
る
保
証
報
告
―　

英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー

ド
の
原
則
６
に
つ
い
て
、
機
関
投
資
家
は
、
議
決
権
行
使
と
議
決
権
行
使
活
動
の
開
示
に
つ
い
て
の
明
確
な
方
針
を
策
定
す
べ
き
で
あ
る
、

と
し
て
お
り
、
内
容
と
し
て
保
証
報
告
書
が
あ
る
。
公
認
会
計
士
の
監
査
よ
り
、
簡
素
で
平
易
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ

ジ
ャ
ー
は
自
ら
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
議
決
権
行
使
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
独
立
し
た
意
見
を
取
得
す
る
。
保
証
報
告
書
を
取
得
す
る

場
合
、
そ
の
旨
を
開
示
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。
英
国
で
は
利
用
さ
れ
ず
、
機
能
し
て
い
な
い
と
さ
れ
、
日
本
版
コ
ー
ド
で
も
同
制
度
は
取

り
入
れ
て
い
な
い
。

７
．
原
則
７
関
係
に
つ
い
て　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
原
則
７
に
つ
い
て
、
当
該
項
目
は
日
本
版
コ
ー
ド
独
自
の
も

の
で
あ
り
、
コ
ー
ド
を
教
育
的
・
啓
蒙
的
な
水
準
ま
で
引
き
上
げ
よ
う
と
い
う
試
み
が
伺
え
る
。
英
国
コ
ー
ド
に
お
い
て
も
エ
ン
ゲ
ー
ジ

メ
ン
ト
に
よ
り
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
向
上
す
る
の
は
、
対
話
の
対
象
に
つ
い
て
の
相
互
理
解
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と

さ
れ
、
コ
ー
ド
は
機
関
投
資
家
等
が
自
己
の
役
割
を
再
考
す
る
た
め
の
触
媒
で
あ
る
と
称
さ
れ
る
。
英
国
に
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
コ
ー
ド
が
存
在
す
る
が
、
我
が
国
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
補
完
機
能
を
果
た
し
て
い
る

も
の
と
も
い
え
よ
う
か
。

８
．
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
とCom

ply or Explain

の
交
錯

⑴　

プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
とCom

ply or Explain　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
、
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
・
ア

プ
ロ
ー
チ
（
細
則
主
義
）
に
慣
れ
て
き
た
我
が
国
に
お
い
て
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（
原
則
主
義
）
を
採
用
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
そ
の
意
義
は
、
抽
象
的
な
プ
リ
ン
シ
プ
ル
（
原
則
）
に
つ
い
て
、
趣
旨
・
精
神
を
確
認
・
共
有
し
、
各
自
が
形
式
的
文
言
・



六
二

記
載
で
な
く
、
趣
旨
・
精
神
に
照
ら
し
て
真
に
適
切
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
あ
り
、
機
関
投
資
家
が
コ
ー
ド
を
踏
ま
え
て
行
動
す
る

に
当
た
り
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意
義
を
十
分
に
踏
ま
え
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
（
前
文
10
））

1（
（

。

　

両
者
の
組
み
合
わ
せ
は
一
見
す
る
と
規
制
の
仕
方
と
し
て
は
緩
い
感
が
あ
る
が
、
詳
細
を
ル
ー
ル
と
し
て
規
定
す
る
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
・

ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
自
ら
判
断
せ
ず
、
決
め
ら
れ
た
細
則
を
遵
守
（
ボ
ッ
ク
ス
・
チ
ェ
ッ
キ
ン
グ
）
し
て
形
式
を
満
た
す
こ
と
で
済
む
も
の
と

も
い
え
る
。
日
本
版
コ
ー
ド
で
は
受
入
れ
を
表
明
し
た
機
関
投
資
家
は
、
形
式
的
な
文
言
・
記
載
で
な
く
、
趣
旨
・
精
神
に
照
ら
し
て
真

に
適
切
か
否
か
（
前
文
10
）
を
自
ら
が
判
断
す
る
責
任
が
課
さ
れ
る
。
原
則
を
実
施
し
な
い
場
合
は
、
実
施
し
な
い
原
則
に
係
る
自
ら
の

対
応
に
つ
い
て
、
顧
客
・
受
益
者
の
理
解
が
十
分
に
得
ら
れ
る
よ
う
工
夫
す
べ
き
（
前
文
12
）
で
あ
り
、
そ
の
状
況
は
金
融
庁
が
、
一
覧

性
の
あ
る
形
で
公
表
（
前
文
14
）
す
る
こ
と
等
を
通
じ
、
可
視
化
（
前
文
14
）
さ
れ
、
顧
客
・
受
益
者
を
含
む
市
場
評
価
・
判
断
に
委
ね
ら

れ
る
。
即
ち
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
とCom

ply or Explain

の
組
み
合
わ
せ
は
、
金
融
庁
が
情
報
の
媒
介
と
な
り
、

機
関
投
資
家
の
説
明
責
任
を
明
ら
か
に
し
、
責
任
の
遂
行
を
市
場
原
理
で
競
い
合
わ
せ
る
と
い
う
機
関
投
資
家
に
お
い
て
は
実
質
的
に
厳

し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
ろ
う
。

⑵　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
補
完
の
試
み　

英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
一
九
九
八
年
策
定
の
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
統
合
規
範）

11
（

か
ら
枝
分
か
れ
し
、
企
業
経
営
陣
に
関
し
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
分
離
し

た
後
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
存
在
す
る）

11
（

。
こ
の
た
め
、
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
で
は
英
国
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
触
れ
る
個
所
が
あ
る
。
我
が
国
で
は
、
東
証
上
場
会
社
向
け
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則

は
あ
る
が
、Com

ply or Explain

は
適
用
さ
れ
ず
、
海
外
か
ら
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
原
則
で
あ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

コ
ー
ド
設
定
を
提
案
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る）

11
（

。
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
で
は
、
企
業
の
責
務
を
、
経
営
の
基
本
方
針
や
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業
務
執
行
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
取
締
役
会
が
、
経
営
陣
に
よ
る
執
行
を
適
切
に
監
督
し
つ
つ
、
適
切
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
発
揮

す
る
こ
と
に
よ
り
、
企
業
価
値
の
向
上
を
図
る
責
務
（
前
文
５
）
と
定
義
し
、
企
業
側
の
こ
う
し
た
責
務
と
本
コ
ー
ド
に
定
め
る
機
関
投

資
家
の
責
務
と
は
、
車
の
両
輪
で
あ
り
、
両
者
が
適
切
に
相
ま
っ
て
質
の
高
い
企
業
統
治
が
実
現
さ
れ
、
企
業
の
持
続
的
な
成
長
と
顧
客
・

受
益
者
の
中
長
期
的
な
投
資
リ
タ
ー
ン
の
確
保
が
図
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
（
前
文
５
）
と
明
記
し
て
お
り
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
存
在
し
な
い
点
を
補
充
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
同
様
の
定
義
と
し
て
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
が
議
決
権
の
行
使
の
み
を
意
味
し

な
い
こ
と
（
前
文
６
）、
資
産
運
用
者
と
し
て
の
機
関
投
資
家
と
資
産
保
有
者
と
し
て
の
機
関
投
資
家
で
は
期
待
さ
れ
る
役
割
が
異
な
る
こ

と
（
前
文
７
）、
我
が
国
上
場
株
式
に
投
資
す
る
機
関
投
資
家
（
海
外
機
関
投
資
家
も
対
象
）、
機
関
投
資
家
か
ら
業
務
の
委
託
を
受
け
る
議

決
権
行
使
助
言
会
社
等
が
コ
ー
ド
の
対
象
で
あ
る
こ
と
（
前
文
８
）
等
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

今
後
の
展
開
と
し
て
、
英
国
に
お
い
て
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
連
関
性
を

有
し
て
補
完
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
我
が
国
で
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
を
取
り
入
れ
て
い
な
い
た
め
、
ス
チ
ュ
ワ
ー

ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
独
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
英
国
版
と
異
な
る
独
自
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
。

第
四
章　

日
本
版
コ
ー
ド
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
関
わ
る
法
的
考
察
な
ら
び
に
実
践

１
．
金
融
商
品
取
引
法
の
大
量
保
有
報
告
制
度
―
重
要
提
案
行
為
と
投
資
先
企
業
の
対
話
―　

日
本
版
コ
ー
ド
は
、
機
関
投
資
家
に
対
し

投
資
先
企
業
の
間
で
建
設
的
な
対
話
を
行
う
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
各
機
関
投
資
家
は
投
資
先
企
業
と
の
対
話
の
一
層
の
充
実
を
図
る
た

め
本
コ
ー
ド
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
主
体
的
な
取
組
み
が
期
待
さ
れ
る
。
対
話
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
既
存
の
法
制
度
と
の
関
係
で
疑
義
が
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生
じ
な
い
よ
う
に
法
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
も
整
理
が
必
要
と
指
摘
も
さ
れ
、
大
量
保
有
報
告
制
度
、
公
開
買
付
制
度
等
に
係
る
法
的
論

点
に
つ
い
て
解
釈
の
明
確
化
が
図
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

大
量
保
有
報
告
制
度
で
は
、
大
量
保
有
報
告
書
の
提
出
頻
度
、
期
限
等
を
緩
和
す
る
特
例
報
告
制
度）

11
（

が
設
け
ら
れ
、
機
関
投
資
家
の
多

く
が
利
用
し
て
い
る
。
大
量
保
有
報
告
制
度
の
趣
旨
を
損
な
う
よ
う
な
利
用
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
株
券
等
保
有
者
が
投
資
先
企
業
に

対
し
て
重
要
提
案
行
為
を
行
う
場
合
は
利
用
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
機
関
投
資
家
が
投
資
先
企
業
と
対
話
を
行
う
場
合
、
具
体
的
に
い
か

な
る
行
為
が
重
要
提
案
行
為
に
該
当
す
る
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
が
さ
れ
て
い
た）

11
（

。

　

発
行
者
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
株
主
が
受
動
的
に
自
身
の
意
見
を
陳
述
す
る
行
為
、
発
行
者
が
主
体
的
に
設
定
し
た
株
主
と

の
対
話
の
場
面
（
決
算
報
告
会
、
Ｉ
Ｒ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
ス
モ
ー
ル
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
含
む
））
に
お
け
る
意
見
陳
述
等
は
、
株
主
の
意
見
を
聴

取
し
参
考
に
す
る
べ
く
、
自
社
業
績
や
戦
略
等
に
つ
い
て
対
話
を
通
じ
株
主
の
理
解
を
深
め
支
持
を
得
る
な
ど
の
発
行
者
の
主
体
的
意
思

に
基
づ
く
要
請
な
ら
び
に
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
為
で
あ
る
た
め
、
重
要
提
案
行
為
に
該
当
す
る
可
能
性
は
低
く
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。

２
．
公
開
買
付
制
度
―
大
量
保
有
報
告
制
度
に
お
け
る
共
同
保
有
者
・
公
開
買
付
制
度
に
お
け
る
特
別
関
係
者
と
他
の
投
資
家
と
の
協
調

行
動
―　

大
量
保
有
報
告
制
度
・
公
開
買
付
制
度
で
は
、
株
券
等
の
保
有
割
合
・
所
有
割
合
を
算
出
す
る
に
お
い
て
、
他
の
投
資
家
と
共

同
し
て
株
主
と
し
て
の
議
決
権
そ
の
他
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
者
の
保
有
分
・
所
有
分
を
共
同
保
有
者
・
特
別
関
係

者
と
し
て
合
算
対
象
と
す
る
た
め
、
機
関
投
資
家
が
他
の
投
資
家
と
協
調
し
て
個
別
投
資
先
企
業
に
対
し
行
動
を
起
こ
す
場
合
、
い
か
な

る
場
合
に
共
同
し
て
株
主
と
し
て
の
議
決
権
そ
の
他
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
者
に
該
当
す
る
か
、
具
体
的
に
明
確
に

す
る
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
共
同
す
る
株
主
と
し
て
の
議
決
権
そ
の
他
の
権
利
と
は
議
決
権
、
株
主
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提
案
権
、
議
事
録
・
帳
簿
閲
覧
権
、
役
員
等
に
対
す
る
責
任
追
及
訴
訟
の
提
訴
請
求
権
な
ど
株
主
と
し
て
の
法
令
上
の
権
利
を
指
し
、
そ

れ
以
外
の
株
主
と
し
て
の
一
般
的
行
動
に
つ
い
て
の
合
意
に
過
ぎ
な
い
場
合
は
、
基
本
的
に
当
該
合
意
の
相
手
方
で
あ
る
他
の
投
資
家
は

共
同
保
有
者
に
該
当
し
な
い
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。

３
．
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
等
―
未
公
表
の
重
要
事
実
と
投
資
先
企
業
と
の
対
話
―　

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
等
（
情
報
伝
達
・
取

引
推
奨
規
制
を
含
む
）
に
関
し
て
、
企
業
側
の
立
場
か
ら
、
機
関
投
資
家
に
未
公
表
の
重
要
事
実
を
伝
達
す
れ
ば
情
報
伝
達
・
取
引
推
奨
規

制
に
抵
触
す
る
怖
れ
が
あ
る
こ
と
、
機
関
投
資
家
の
立
場
か
ら
、
企
業
か
ら
未
公
表
の
重
要
事
実
を
受
領
し
当
該
事
実
の
公
表
前
に
売
買

を
行
う
と
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
抵
触
す
る
怖
れ
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
回
避
の
た
め
対
話
に
お
い
て
未
公
表
の
重
要
事
実
を
伝

達
あ
る
い
は
受
領
し
な
い
と
す
れ
ば
踏
み
込
ん
だ
対
話
が
行
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
さ
れ
、
通
常
の
場
合
に
は
重
要
事
実
の
公

表
前
に
機
関
投
資
家
に
売
買
等
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
他
人
で
あ
る
機
関
投
資
家
に
利
益
を
得
さ
せ
る
等
の
目
的
を
欠
く
と
考
え
ら
れ
、

基
本
的
に
情
報
伝
達
・
取
引
推
奨
規
制
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
規
制
が
あ
る
こ
と
を
ロ
実
に
、
企
業
側
が
対
話
を

拒
絶
す
る
対
応
は
法
の
想
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
機
関
投
資
家
が
投
資
先
企
業
と
の
対
話
に
お
い
て
未
公
表
の
重
要
事

実
を
受
領
す
る
こ
と
に
つ
き
、
基
本
的
に
は
慎
重
に
考
え
る
べ
き
と
し
、
投
資
先
企
業
と
の
特
別
な
関
係
等
に
基
づ
き
未
公
表
の
重
要
事

実
を
受
領
す
る
場
合
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
関
す
る
抵
触
防
止
措
置
を
講
じ
た
上
で
対
話
に
臨
む
べ
き
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て

お
り
、
日
本
版
コ
ー
ド
（
原
則
４
）
も
同
旨
の
記
載
が
さ
れ
る
。

４
．
機
関
投
資
家
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
役
割
分
担　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
で
は
機
関
投
資
家
、
投
資
先
企
業
、

顧
客
・
受
益
者
が
相
互
に
好
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
機
関
投
資
家
内
の
役
割
分
担
と
し
て
、
日
々
の
対
話
は
資
産
運
用
者

と
し
て
の
機
関
投
資
家
が
行
い
、
最
終
受
益
者
に
接
近
し
た
資
産
保
有
者
と
し
て
の
機
関
投
資
家
は
資
産
運
用
者
と
し
て
の
機
関
投
資
家
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の
行
動
を
通
じ
て
寄
与
を
期
待
す
る
と
い
う
現
実
的
な
提
案
が
さ
れ
る
（
前
文
７
）。
そ
の
上
で
、
資
産
保
有
者
と
し
て
の
機
関
投
資
家
は

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
果
た
す
べ
く
基
本
的
方
針
を
示
す
こ
と
、
資
産
運
用
者
と
し
て
の
機
関
投
資
家
に
対
す
る
コ
ー
ド
の
趣
旨

を
踏
ま
え
た
評
価
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

５
．
コ
ス
ト
負
担　

コ
ス
ト
負
担
の
問
題
は
、
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
形
骸
化
を
防
止
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
り
、

機
関
投
資
家
と
顧
客
・
受
益
者
に
お
い
て
投
資
の
た
め
に
必
要
な
コ
ス
ト
と
し
て
の
認
識
の
共
有
化
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
前
文
７
）。
実

際
の
対
応
と
し
て
は
、
他
の
投
資
家
と
の
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
や
そ
の
た
め
の
場
を
設
け
る
こ
と
に
よ
る
コ
ス
ト
分
担
（
原
則
７
指
針
３
）、

二
〇
一
二
年
七
月
英
国
ケ
イ
報
告
（K

ay Review

）
が
提
言
す
る
集
中
型
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
よ
り
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
対
し
支
払
わ

れ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
引
き
上
げ
る
こ
と）

11
（

が
想
定
さ
れ
よ
う
。

６
．
グ
ロ
ー
バ
ル
対
応
の
仕
様　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
、
海
外
投
資
家
に
つ
い
て
意
識
し
、
日
本
の
上
場
株
式
に

投
資
す
る
機
関
投
資
家
を
念
頭
に
置
き
（
前
文
８
）、
定
義
付
け
に
つ
い
て
も
丁
寧
な
説
明
と
共
に
グ
ロ
ー
バ
ル
慣
行
を
活
用
し
、
内
外
双

方
に
向
け
た
発
信
力
の
強
化
に
努
め
て
い
る
。
我
が
国
の
実
状
を
考
慮
し
て
独
自
性
追
求
の
あ
ま
り
、
形
骸
化
に
陥
る
こ
と
を
懸
念
し
て

い
る
。

７
．
定
期
的
見
直
し
と
形
式
主
義
防
止　

陳
腐
化
、
形
骸
化
の
防
止
の
観
点
か
ら
、
前
文
一
五
に
お
い
て
定
期
的
な
見
直
し
に
関
す
る
記

載
が
な
さ
れ
、
見
直
し
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
予
め
可
視
化
し
、
実
務
的
に
も
有
効
な
手
段
と
い
え
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
効
果
に
つ

い
て
は
定
量
評
価
が
難
し
く
、
機
関
投
資
家
に
お
い
て
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
欠
如
し
が
ち
で
あ
る
。
定
量
化
に
こ
だ
わ
れ
ば
形
式
主
義

に
陥
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
。
本
コ
ー
ド
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
評
価
に
つ
い
て
、
評
価
す
る
主
体
、
対
象
と
も
に
説
明
責
任
と
判
断
が
問

わ
れ
る
。
機
関
投
資
家
は
安
易
な
形
式
主
義
は
認
め
ら
れ
ず
、
適
切
に
評
価
す
る
実
力
を
備
え
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

六
七

８
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
委
託
者
の
評
価
・
選
別
、
利
益
相
反
と
受
益
者
―　

資
産
運
用
者
と
し

て
の
機
関
投
資
家
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
委
託
者
の
資
産
保
有
者
で
あ
る
機
関
投
資
家
が
評
価
・
選
別
を
行
う
。
評
価
が
形
式
主
義
に
堕
す

こ
と
な
く
、
利
益
相
反
の
発
生
を
前
提
に
顧
客
・
受
益
者
の
利
益
を
第
一
と
す
る
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
か
（
原
則
２
指
針
２
）

も
含
め
、
短
期
的
視
点
の
み
に
偏
ら
ず
、
コ
ー
ド
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
評
価
（
前
文
７
）、
知
見
の
構
築
が
望
ま
れ
る
。
適
切
な
評
価
と
選

別
、
自
発
的
な
事
後
検
証
を
踏
ま
え
て
機
関
投
資
家
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
の
改
善
が
進
む
こ
と
に
繋
が
る
。
機
関
投
資
家
と
企

業
が
両
輪
（
前
文
５
）
と
な
り
、
経
済
全
体
の
成
長
に
も
つ
な
が
る
好
循
環
の
実
現
に
よ
り
企
業
価
値
向
上
と
持
続
的
成
長
が
促
進
さ
れ
、

顧
客
・
受
益
者
の
中
長
期
的
な
投
資
リ
タ
ー
ン
の
拡
大
を
図
る
と
い
う
機
関
投
資
家
の
役
割
の
拡
大
が
期
待
さ
れ
る
。

第
五
章　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
今
後
の
問
題
点
の
考
察

１
．
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
問
題
点
の
考
察　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
全
体
的
な
問
題
点
と
し
て
、
①

株
主
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
に
対
す
る
消
極
的
評
価
が
あ
り
、
実
証
研
究
で
は
結
論
は
一
致
し
な
い
。
経
営
者
に
対
し
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け

る
株
主
が
経
営
の
欠
陥
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
す
機
能
が
あ
る
こ
と
自
体
を
評
価
す
る
向
き
も
あ
り
、
株
式
保
有
の
形
態
と
し
て
分
散
・

集
中
保
有
、
間
接
保
有
証
券
の
形
態
・
態
様
な
ど
に
依
存
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
②
議
決
権
行
使
の
パ
タ
ー
ン
が
必
ず
し
も
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
関
心
事
と
相
関
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）

11
（

。

　

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
は
効
率
性
を
欠
き
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
係
る
コ
ス
ト
と
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
比
較
で
多
数
の
会
社
の
株
式
を
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
に
組
み
込
む
機
関
投
資
家
に
お
い
て
は
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
こ
と
に
係
る
コ
ス
ト
が
大
き
い
。
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
の
問

題
も
あ
り
、
運
用
機
関
に
よ
る
経
営
へ
の
過
度
の
関
与
、
一
律
の
方
針
に
よ
る
形
式
的
議
決
権
行
使
も
問
題
視
が
さ
れ
る）

1（
）（
11
（

。
フ
リ
ー
ラ
イ



六
八

ド
に
関
し
て
は
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
と
機
関
投
資
家
の
間
で
既
に
裁
定
が
働
き
つ
つ
あ
り
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
機
能
が

発
揮
さ
れ
る
条
件
が
整
っ
て
き
た
と
す
る
報
告
も
さ
れ
て
い
る
。

２
．Com

ply or Explain

ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
点　

Com
ply or Explain

（
遵
守
せ
よ
、
さ
も
な
け
れ
ば
説
明
せ
よ
）
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意

義
に
関
し
て
は
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
で
あ
り
、
①
原
則
と
し
て
の
行
動
規
範
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
多
様
性
・
個
別
性
に
対
応
が
可
能
と
な
る
こ
と
、
②
グ
ッ
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
密
着
し
た
規
範
の
定
立
と
見

直
し
が
で
き
、
実
務
と
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
図
れ
る
こ
と
、
③
開
示
・
説
明
に
よ
る
透
明
性
の
確
保
、
④
適
用
範
囲
に
つ
い
て
も
柔
軟

性
を
確
保
し
得
る
こ
と
、
⑤
定
期
的
か
つ
柔
軟
な
見
直
し
、
⑥
法
的
拘
束
力
の
あ
る
規
範
と
し
て
は
定
立
困
難
な
事
項
を
対
象
と
し
う
る

こ
と
、
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

か
か
るCom

ply or Explain

ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
点
と
し
て
、
①
有
効
性
に
乏
し
く
、
説
明
に
よ
り
十
分
な
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い

な
い
と
す
る
批
判
（
二
〇
〇
九
年RiskM

etrics Group

）
が
出
さ
れ
る）

11
（

。

　

Com
ply or Explain

ア
プ
ロ
ー
チ
を
指
示
し
つ
つ
も
、
実
証
研
究
の
結
果
、
必
ず
し
も
有
効
に
機
能
し
て
お
ら
ず
、
遵
守
し
な
い
理

由
の
過
半
数
が
説
明
不
十
分
で
有
用
な
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
批
判
、
提
供
さ
れ
た
説
明
を
投
資
家
が
十
分
居
理
解
し
て
評

価
で
き
る
か
と
い
う
疑
問
な
ど
が
出
さ
れ
て
い
る
。
②
対
象
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
海
外
投
資
家
は
含
ま
れ
て
い
る
か
、
最
終
投
資
家

の
声
は
反
映
さ
れ
た
か
、
国
内
機
関
投
資
家
に
限
定
す
る
根
拠
は
十
分
か
、
等
が
出
さ
れ
る
が
、
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー

ド
で
は
、
海
外
投
資
家
も
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
株
式
保
有
形
態
に
つ
い
て
は
我
が
国
の
法
制
度
上
の
株
式
振
替
制
度
に

お
い
て
直
接
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
③
株
主
以
外
の
利
害
関
係
者
を
会
社
と
の
対
話
か
ら
排
除
し
て
い
る
こ
と
、
④
最

終
投
資
家
と
会
社
の
間
に
仲
介
機
関
が
介
在
す
る
シ
ス
テ
ム
の
複
雑
化
・
肥
大
化
に
よ
る
株
主
と
会
社
の
対
話
の
困
難
化
（
所
有
と
所
有



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

六
九

の
分
離
）
が
問
題
点
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

３
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
日
本
型
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
概
要
、
問
題
点
な
ど
を
み
て
き
た
が
、
今
後
の
課
題
の
一
つ
は
対
話
の
新
し
い
枠
組
み
の
確
立
で
あ
り
、
日
本
型
エ
ン
ゲ
ー
ジ

メ
ン
ト
と
し
て
の
我
が
国
に
適
合
し
た
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
ス
タ
イ
ル
を
策
定
す
る
こ
と
で
あ
る）

11
（

。

　

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
株
主
に
よ
る
議
決
権
行
使
を
前
提
に
し
た
発
行
会
社
の
経
営
陣
と
株
主
と
の
対
話
で
あ

り
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
で
な
い
機
関
投
資
家
に
と
っ
て
意
思
決
定
の
主
体
で
あ
る
経
営
陣
に
対
す
る
交
渉
力
の
確
保
が
議
決
権
行
使
の
目

的
と
な
る
。
交
渉
の
緊
張
感
の
中
で
対
話
を
進
め
る
の
が
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
い
え
る
。
歴
史
的
に
は
、
英
国
の
主
要
機
関
投
資
家
に

よ
る
発
行
会
社
の
経
営
陣
へ
の
働
き
か
け
を
指
し
、
強
い
株
主
権
限
や
特
有
の
株
式
保
有
構
造
を
背
景
に
主
要
機
関
投
資
家
が
大
き
な
交

渉
力
を
有
し
て
い
た
。
英
国
に
お
け
る
成
立
条
件
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
状
況
を
み
る
と
、
①
株
主
の
強
い
法
的
権
限
が
あ

り
、
強
力
な
取
締
役
選
解
任
権
、
株
主
提
案
権
を
持
ち
、
こ
の
た
め
取
締
役
は
罷
免
の
リ
ス
ク
に
曝
さ
れ
て
い
た
。
②
株
式
保
有
と
運
用

の
集
中
化
が
あ
り
、
主
要
機
関
投
資
家
で
あ
る
保
険
会
社
、
年
金
、
投
信
が
株
式
の
半
分
以
上
を
保
有
し
、
委
託
先
の
運
用
会
社
も
国
内

数
十
社
に
集
中
化
し
て
い
た
。
③
緊
密
な
投
資
家
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
存
在
が
あ
り
、
意
見
の
集
約
化
・
共
同
歩
調
が
容
易
で
、
こ
れ

を
支
え
る
法
制
度
も
存
在
し
て
い
た
。
④
株
主
価
値
を
強
調
す
る
資
本
市
場
の
文
化
も
背
景
に
あ
る
。
も
っ
と
も
英
国
で
は
一
九
九
〇
年

代
後
半
以
降
、
株
式
保
有
構
造
が
変
化
し
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
担
う
国
内
機
関
投
資
家
・
運
用
会
社
の
保
有
割
合
が
低
下
し
、
外
国

投
資
家
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
保
有
比
率
が
上
昇
し
た
た
め
、
主
要
機
関
投
資
家
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
活
動
を
支
え
て
い
た
条
件
が

崩
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

我
が
国
に
お
け
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
条
件
を
検
討
す
る
と
、
③
、
④
の
条
件
が
不
十
分
で
あ
り
、
こ
の
た
め
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト



七
〇

の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
必
要
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
法
制
面
整
備
、
情
報
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
資
源
投
入
、
機
能
す
る
た
め
の
対
話
フ
ォ
ー

ラ
ム
構
築
な
ど
で
あ
る
。
建
設
的
対
話
を
促
進
し
、
資
本
市
場
の
考
え
方
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
、
発
行
会
社
の
ト
ッ
プ
主
導
の
決
断
・
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
重
要
と
な
る
。
出
資
者
の
不
安
・
懸
念
を
軽
減
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
、
情
報
発
信
強
化
の
問
題
意
識
も
必
要
と
な
る
。

差
別
化
の
機
会
と
位
置
づ
け
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
投
資
家
へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
図
り
、
機
関
投
資
家
は
情
報
発
信
を
助
る
こ
と
が
で
き
る
。
企

業
側
は
Ｓ
Ｒ
（Shareholder Relations

株
主
対
策
）
と
Ｉ
Ｒ
（Investor Relations

投
資
家
対
策
）
を
連
動
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

上
場
会
社
に
お
け
る
Ｓ
Ｒ
と
Ｉ
Ｒ
の
連
携
・
融
合
に
つ
き
、
Ｓ
Ｒ
の
視
点
の
み
に
拠
る
こ
と
で
議
案
に
関
係
の
な
い
開
示
に
及
び
腰
に

な
ら
ず
、
縦
軸
の
Ｉ
Ｒ
視
点
を
活
か
し
て
自
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
全
体
像
を
積
極
的
に
打
ち
出
し
、
株
主
・
投
資
家
の
理

解
を
促
進
す
る
こ
と
を
通
じ
、
議
案
賛
成
率
の
み
な
ら
ず
市
場
評
価
に
対
す
る
積
極
的
な
影
響
も
期
待
で
き
る
と
さ
れ
る）

11
（

。

第
二
部　

英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
系
譜
と
非
業
務
執
行
取
締
役
な
ど
の
考
察

第
一
章　

英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
系
譜
と
非
業
務
執
行
取
締
役

１
．
非
業
務
執
行
役
員
の
役
割
の
考
察

⑴　

非
業
務
執
行
役
員
の
役
割
と
分
担　

英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
、
従
前
の
転
換
点
と
な
る
も
の
を
検

討
し
、
最
新
版
で
あ
る
二
〇
一
四
年
九
月
改
訂
コ
ー
ド
を
み
て
い
き
た
い
。

　

我
が
国
の
二
〇
一
四
年
六
月
改
正
会
社
法
に
お
け
る
監
査
等
委
員
会
制
度
導
入
に
つ
い
て
、
英
国
型
の
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）

を
念
頭
に
置
き
、
今
後
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
る
場
合
、
社
外
役
員
を
含
む
非
業
務
執
行
役
員
の
役
割
の
考
察
が



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

七
一

重
要
と
な
る）

11
（

。
社
外
性
で
な
く
、
非
業
務
執
行
性
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
、
問
題
点
の
指
摘
を
行
う
。
英
国
で

は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
と
す
る
場
合
、
専
ら
社
外
取
締
役
を
念
頭
に
置
く
が
、
こ
こ
で
は
非
業
務
執
行
役
員
に
つ
い
て
は
社
外
取
締
役

の
み
な
ら
ず
、
非
業
務
執
行
の
社
内
取
締
役
、
社
外
取
締
役
お
よ
び
我
が
国
の
監
査
役
を
含
む
広
い
概
念
と
し
て
検
討
を
深
め
る
。

　

社
外
取
締
役
を
含
む
非
業
務
執
行
役
員
が
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
、
特
に
社
外
取
締
役
を
活
用
し
実
効
的
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
検
討
す
る
上
で
、
非
業
務
執
行
役
員
は
業
務
執
行
に
対
す
る
監
督
を
担
う
機
関
に
属
す
る
者
で
あ
り
、
健
全

で
持
続
的
な
成
長
の
た
め
に
は
業
務
執
行
を
担
う
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
関
が
責
務
を
適
正
に
果
た
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
非
業
務
執
行
役

員
を
含
む
監
督
機
関
の
あ
り
方
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
関
と
の
役
割
分
担
に
留
意
し
た
上
で
整
理
が
必
要
で
あ
る
。

　

検
討
課
題
と
し
て
は
、
①
社
外
役
員
を
含
む
非
業
務
執
行
役
員
に
期
待
さ
れ
る
役
割
と
そ
れ
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
監
査
役

会
設
置
会
社
の
場
合
、
ⅰ
社
外
役
員
を
含
む
非
業
務
執
行
役
員
に
期
待
さ
れ
る
役
割
が
あ
り
、
会
社
役
員
は
、
業
務
執
行
を
行
う
業
務
執

行
役
員
と
業
務
執
行
役
員
に
対
し
て
監
督
の
役
割
を
担
う
非
業
務
執
行
役
員
（
社
内
取
締
役
、
社
外
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
）
と
に
峻
別
で
き

る
こ
と
の
整
理
が
求
め
ら
れ
る
。
社
内
取
締
役
は
、
所
管
事
項
以
外
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
の
構
成
員
と
し
て
他
の
業
務
執
行
取
締
役
を

監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
場
合
は
非
業
務
執
行
役
員
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
社
外
役
員
と
非
業
務

執
行
役
員
の
役
割
の
関
係
が
検
討
課
題
と
な
る
。
ま
た
非
業
務
執
行
役
員
が
監
督
に
お
い
て
果
た
す
役
割
と
し
て
期
待
さ
れ
る
も
の
は
何

か
執
行
の
利
益
相
反
行
為
の
チ
ェ
ッ
ク
、
平
時
の
経
営
判
断
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
機
能
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
役
割
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
さ

れ
る
。
ⅱ
非
業
務
執
行
役
員
の
中
で
監
査
役
と
取
締
役
と
の
役
割
分
担
が
問
題
と
な
る
。
③
監
査
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
分
担

も
問
題
と
な
る
。
非
業
務
執
行
役
員
の
中
で
、
社
外
取
締
役
と
社
外
監
査
役
の
役
割
分
担
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
④
企
業
の
態
様
に
応

じ
た
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
が
論
点
と
な
り
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
に
つ
い
て
企
業
の
置
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
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二

な
相
違
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
か
、
が
検
討
さ
れ
る
。
⑤
非
業
務
執
行
役
員
の
人
選
も
問
題
と
な
る
。
⑥
非
業
務
執
行
役
員
の
役
割
を

支
え
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
非
業
務
執
行
役
員
が
役
割
を
全
う
す
る
た
め
に
有
効
な
企
業
シ
ス
テ
ム
・
企
業
の
取
り
組
み
と
し
て
、
具

体
的
に
い
か
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
、
が
検
討
さ
れ
る
。
⑦
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
自
主
性
と
多
様
性
が
尊
重
さ
れ
る
べ

き
と
こ
ろ
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
実
現
の
た
め
の
方
向
性
、
必
要
な
方
策
に
つ
い
て
考
察
が
必
要
と
な
る
。

⑵　

英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
お
よ
び
有
効
性
―
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
―　

上
記
の
検
討
を
行
う
上
で
、
米
国
型
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
と
も
異
な
り
、
我
が
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
親
和
性
を
有
す
る
と
も
い
わ
れ
る
英
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
お
け
る
非

業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
お
よ
び
有
効
性
の
議
論
を
み
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の

役
割
お
よ
び
有
効
性
に
関
す
る
検
討
が
参
考
と
な
る）

11
（

。

　

英
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
お
い
て
は
、Com

ply or Explain

規
定
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
全
般
に
及
ぶ
通
則
と
し

て
機
能
し
て
お
り
、
同
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
最
善
慣
行
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
き
た
い
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

あ
り
方
に
関
す
る
報
告
書
の
系
譜
を
み
る
と）

11
（

、
①
一
九
九
二
年
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
報
告
書
（
発
案
者
は
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
（
Ｌ
Ｓ
Ｅ
）、
財

務
報
告
評
議
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｃ
））
は
、
財
務
の
透
明
性
の
確
保
（
監
査
委
員
会
の
設
置
、
会
計
監
査
）、
最
善
の
行
為
規
範
の
順
守
（
取
締
役
会
の
役
割
、

社
外
取
締
役
の
選
任
、
機
関
株
主
）
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
②
一
九
九
五
年
グ
リ
ー
ン
ブ
リ
ー
報
告
書
（
英
国
産
業
連
盟
（
Ｃ
Ｂ
Ｉ
）
を
通

じ
た
英
国
政
府
か
ら
の
要
請
）
は
、
取
締
役
の
報
酬
決
定
（
報
酬
委
員
会
の
設
置
、
報
酬
方
針
、
雇
用
契
約
）、
情
報
開
示
と
承
認
手
続
き
、
民
営

化
公
益
事
業
会
社
と
報
酬
制
度
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
③
一
九
九
八
年
ハ
ン
ベ
ル
報
告
書
（
発
案
者
は
Ｆ
Ｒ
Ｃ
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
、
Ｌ
Ｓ
Ｅ
、
会

計
士
団
体
）
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
、
取
締
役
会
議
長
と
最
高
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）、
取
締
役
報
酬
、
株
主
の

役
割
、
説
明
責
任
お
よ
び
監
査
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
④
一
九
九
九
年
タ
ー
ン
ブ
ル
報
告
書
（
発
案
者
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
＆
ウ
ェ
ー
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ル
ズ
の
勅
許
会
計
士
協
会
）
は
、
内
部
統
制
に
関
す
る
取
締
役
の
た
め
の
指
針
（
内
部
統
制
の
範
囲
の
拡
大
、
責
任
体
制
の
強
化
な
ど
）
に
つ
い

て
ま
と
め
て
い
る
。

　

ハ
ン
ペ
ル
委
員
会
（
九
五
年
一
一
月
―
九
七
年
一
二
月
）
は
、
財
務
報
告
、
報
酬
問
題
に
関
す
る
見
直
し
を
含
む
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
に
関
す
る
議
論
を
行
い
、
一
九
九
八
年
六
月
集
大
成
し
た
最
終
報
告
書
を
公
表
し
た
。
こ
れ
に
よ
りLSE

の
統
合
規
範
（the 

Com
bined Code

）
が
策
定
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

二
つ
の
報
告
書
で
勧
告
さ
れ
た
が
、
ハ
ン
ペ
ル
委
員
会
が
盛
り
込
ま
な
い
論
点
の
う
ち
、
独
立
し
た
内
部
監
査
組
織
の
設
置
強
制
、
内

部
統
制
に
関
す
る
開
示
の
充
実
に
つ
い
て
、
一
九
九
九
年
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
＆
ウ
ェ
ー
ル
ズ
勅
許
会
計
士
協
会
を
中
心
に
策
定
さ
れ
た
タ
ー

ン
ブ
ル
委
員
会
勧
告
と
し
て
統
合
規
範
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
二
元
取
締
役
会
制
度
採
用
、
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
義
務
づ
け
、

取
締
役
会
会
長
と
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
兼
任
禁
止
、
会
社
の
規
模
別
規
制
、
株
主
代
表
と
し
て
の
取
締
役
会
の
選
任
、
取
締
役
報
酬
プ
ラ
ン
の
考
え

方
お
よ
び
具
体
的
内
容
を
株
主
承
認
決
議
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
内
容
と
す
る）

1（
（

。

　

米
国
の
エ
ン
ロ
ン
の
経
営
破
綻
を
契
機
に
英
国
貿
易
産
業
省
（T

he D
epartm

ent of T
rade and Industry

）
は
、
主
管
す
る
会
社
法
改

正
作
業
を
一
九
九
七
年
か
ら
進
め
、
併
せ
て
英
国
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
体
と
対
策
を
示
す
べ
く
、
二
〇
〇
二
年
四
月
ヒ
ッ
グ
ス
委
員

会
を
設
置
し
、
二
〇
〇
三
年
一
月
「
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
と
効
果
に
関
す
る
検
討
」（Review

 of the role and effectiveness of 

non-executive directors

）
を
公
表
し
た
。
こ
の
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
で
示
さ
れ
た
勧
告
は
Ｌ
Ｓ
Ｅ
（
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
）
の
統
合
規
範
に

新
た
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
現
状
を
踏
ま
え
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割

を
中
心
に
統
合
規
範
等
の
修
正
を
勧
告
し
て
い
る
。
ま
た
監
査
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
Ｒ
・
ス
ミ
ス
報
告
書
が
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
と
同
日

に
公
表
さ
れ
、
委
員
会
は
三
名
以
上
の
独
立
社
外
取
締
役
か
ら
構
成
さ
れ
、
少
な
く
と
も
一
名
は
財
務
に
関
す
る
相
当
程
度
の
経
験
が
あ



七
四

る
こ
と
な
ど
が
勧
告
さ
れ
る
。

　

ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
は
社
外
取
締
役
の
役
割
を
明
確
に
し
、
実
効
性
あ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
推
進
の
た
め
に
必
要
な
勧
告
を

行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
社
外
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
明
確
な
区
別
、
社
内
取
締
役
で
あ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
存
在
に

つ
い
て
の
詳
細
な
論
及
は
十
分
と
は
い
え
な
い
感
も
あ
る
が
、
我
が
国
に
お
け
る
監
査
等
委
員
会
制
度
の
将
来
像
の
検
討
に
向
け
て
参
考

と
な
ろ
う
。

　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
と
し
て
、
日
常
の
業
務
執
行
に
当
た
る
経
営
陣
の
監
視
、
戦
略
策
定
の
貢
献
の
二
つ
の
基
本
的
要
素
が
あ

る
と
説
明
す
る
。
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
報
告
書
、
ハ
ン
ペ
ル
報
告
書
で
は
経
営
陣
の
監
視
、
戦
略
策
定
の
貢
献
に
は
緊
張
関
係
が
あ
る
と
認
識

さ
れ
、
そ
の
後
の
統
合
規
範
に
も
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
に
つ
い
て
の
指
針
は
示
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
、
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
で
は
、

社
外
取
締
役
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
踏
ま
え
、
二
つ
の
要
素
間
に
緊
張
関
係
は
あ
る
も
の
の
本
質
的
な
矛
盾
は
な
く
両
立
し
う

る
こ
と
を
認
め
、
非
業
務
執
行
取
締
役
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
二
つ
の
要
素
を
踏
ま
え
明
確
に
統
合
規
範
に
盛
り
込
む
べ
き
こ
と

を
勧
告
し
て
い
る
。

　

同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
の
中
核
的
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
戦
略
（
戦
略
策
定
に
建
設
的
に
取
り
組

み
貢
献
す
る
こ
と
）、
業
績
（
経
営
陣
が
合
意
さ
れ
た
会
社
の
目
標
を
ど
の
程
度
達
成
し
て
い
る
か
を
評
価
し
達
成
度
に
関
す
る
業
績
報
告
を
監
視
す
る

こ
と
）、
リ
ス
ク
（
財
務
情
報
が
正
確
で
あ
る
こ
と
、
財
務
管
理
や
リ
ス
ク
管
理
体
制
が
健
全
か
つ
防
衛
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
）、
人
物
（
執

行
取
締
役
の
報
酬
水
準
を
適
切
に
決
定
す
る
こ
と
。
上
級
経
営
陣
や
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
指
名
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
解
任
を
す
る
こ
と
。
そ
の
場
合
に
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の

後
継
計
画
に
つ
い
て
主
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
）
で
あ
る
。
報
告
書
で
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
少
な
く
と
も
一
年
に
一
回
取
締
役
会
議
長
、

執
行
取
締
役
の
同
席
な
し
に
他
の
経
営
幹
部
ら
と
経
営
に
関
す
る
会
合
の
場
を
も
つ
こ
と
、
年
次
報
告
書
に
会
合
の
開
催
に
つ
い
て
記
載
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七
五

す
る
よ
う
こ
と
が
勧
告
さ
れ
て
い
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
が
こ
の
役
割
を
効
果
的
に
果
た
す
た
め
に
は
、
当
面
の
問
題
に
つ
い
て
取
締

役
会
で
検
討
が
で
き
る
よ
う
に
十
分
な
情
報
を
正
確
か
つ
明
瞭
、
タ
イ
ム
リ
ー
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
、
非
業
務
執
行
取
締
役
も
情
報
を
求

め
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
候
補
者
が
、
取
締
役
会
に
積
極
的
に
貢
献
で
き
る
だ
け
の
知
識
、
技
能
、
経
験
、
時

間
を
有
し
て
い
る
か
の
観
点
か
ら
、
非
業
務
執
行
取
締
役
職
を
受
諾
す
る
こ
と
が
適
切
か
を
自
ら
事
前
に
確
認
し
、
会
社
の
財
務
状
況
、

重
要
な
関
係
、
取
締
役
会
の
構
成
、
メ
ン
バ
ー
の
実
績
な
ど
に
関
す
る
デ
ュ
ー
・
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
適
正
評
価
）
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る

と
す
る
。

　

私
見
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
英
国
に
お
け
る
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
の
人
物
評
価
、
事
前
確
認
、
適
正
評
価
に
関
す
る
項
目
は
、A

p-

proved Persons

の
制
度
と
も
関
連
が
あ
ろ
う
。
監
督
官
庁
に
よ
るapproval

を
必
要
と
す
る
に
せ
よ
、
先
ず
は
自
発
的
に
適
合
し
た

人
物
を
選
任
す
る
こ
と
が
非
業
務
執
行
取
締
役
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
。
我
が
国
の
監
査
等
委
員
会
制
度
に
お
い
て
、
監
査
等
委
員
が
指

名
・
報
酬
委
員
会
の
機
能
を
一
部
担
う
こ
と
も
同
一
の
理
解
と
な
ろ
う
。

⑶　

ソ
フ
ト
ロ
ー
、
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
の
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
お
よ
び
有
効
性
と
統
合
規
範
の
改
正

イ　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
に
お
け
る
補
完
性
と
柔
軟
性
な
ら
び
に
ソ
フ
ト
ロ
ー
―
米
国
と
英
国
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
異
同
、

強
制
力
の
存
在
―　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
に
お
け
る
補
完
性
と
柔
軟
性
な
ら
び
に
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
関
し
て
、
ア
イ
ゼ
ン
バ
ー

グ
教
授
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
伝
統
的
形
式
の
法
を
基
礎
と
し
、
法
を
補
完
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る）

11
（

。

　

か
か
る
補
完
性
の
機
能
に
つ
い
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
は
、
独
立
し
た
取
締
役
会
お
よ
び
取
締
役
会
委
員
会
の
構
成
に
関
す
る
条

項
が
存
在
せ
ず
、
米
国
で
重
要
な
ソ
フ
ト
ロ
ー
法
源
で
あ
る
証
券
取
引
所
上
場
規
則
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
。
英
国
に
お
い
て
も
取
締
役
会

の
構
成
お
よ
び
取
締
役
会
、
取
締
役
の
役
割
に
つ
い
て
制
定
法
は
ほ
と
ん
ど
規
定
を
し
て
い
な
い）

11
（

。
こ
う
し
た
事
項
は
統
合
規
範
（com

bined 



七
六

code
）
11
（

）
に
代
表
さ
れ
る
私
的
な
実
務
団
体
が
作
成
し
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ
る
最
善
慣
行
（best practice

）
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る）

11
（

。

　

補
完
性
の
面
で
米
国
と
英
国
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
機
能
に
類
似
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
両
国
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
は
異
な
る
側
面

が
存
在
し
、
米
国
で
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
上
場
規
則
は
会
社
が
証
券
取
引
所
に
上
場
す
る
限
り
適
用
を
強
制
さ
れ
る
。
英
国
も
ソ
フ
ト
ロ
ー

で
あ
る
最
善
慣
行
は
上
場
規
則
を
通
じ
て
適
用
を
強
制
さ
れ
る
が
、
最
善
慣
行
自
体
は
、
上
場
規
則
で
は
な
く
、
任
意
の
実
務
慣
行
と
し

て
遵
守
を
推
奨
す
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
最
善
慣
行
は
、
適
用
に
つ
い
て
一
律
に
遵
守
が
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
上
場
会
社
は
最

善
慣
行
を
遵
守
す
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
の
理
由
を
開
示
す
るCom

ply or Explain

規
定
が
上
場
規
則
で
採
用
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

同
規
定
は
、
会
社
が
最
善
慣
行
の
特
定
条
項
を
遵
守
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
理
由
を
開
示
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
各
会
社
の
事
情
に
即
し

た
最
善
慣
行
の
柔
軟
な
適
用
を
可
能
に
し
（
柔
軟
性
の
機
能
）、
こ
れ
に
よ
り
遵
守
す
る
か
し
な
い
か
の
自
由
な
勧
告
よ
り
、
一
定
の
強
制

力
が
働
く
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
最
善
慣
行
、Com

ply or Explain

規
定
の
組
み
合
わ
せ
は
、
英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
規
制
に
補
完
性
と
柔
軟
性
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
方
式
は
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
嚆
矢
と
な
っ
た
キ
ャ
ド
バ
リ
ー

報
告
書
（Cadbury Report

）
11
（

）
で
採
用
さ
れ
、
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
も
、
最
善
慣
行
とCom

ply or Explain

規
定

の
組
み
合
わ
せ
の
導
入
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
の
主
張
も
存
在
す
る）

11
（

。
我
が
国
に
お
い
て
、
英
国
型
改
革
と
親
和
性
の
あ
る
監
査
等
委
員

会
制
度
導
入
を
柱
と
す
る
会
社
法
改
正
な
ら
び
に
機
関
投
資
家
に
対
す
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
二
つ
の
柱
に
よ
り
、
ソ
フ

ト
ロ
ー
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
今
後
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
善
を
図
る
場
合
、
補
完
性
と
柔
軟
性
、
一
定
に
強
制
力

確
保
の
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
最
善
慣
行
に
つ
い
て
は
、
英
国
で
は
統
合
規
範
か
ら
、
二
〇
一
〇
年
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
分
離
し
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
先
行
的
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・

コ
ー
ド
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
化
を
図
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
版
最
善
慣
行
の
確
立
に
向
け
て
、
既
に
存
在
す
る
東
京
証
券
取
引
所
が
発
出
し
た



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

七
七

上
場
会
社
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
（
二
〇
〇
四
年
三
月
）、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
報
告
書
（
二
〇
一
三
年
七

月
）
等
に
よ
り
、
内
容
面
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
な
ど
が
我
が
国
企
業
の
現
状
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
適
合
し
、
あ

る
い
は
十
分
な
も
の
で
あ
る
か
、
一
層
の
検
討
が
進
め
ら
れ
よ
う
。

　

英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
の
方
式
は
Ｅ
Ｕ
で
も
採
り
入
れ
ら
れ）

11
（

、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
会
社
法
の
調
和
を
目
的
と
す
る
会

社
法
指
令
（com

pany law
 directive

）
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
Ｅ
Ｕ
会
社
法
指
令2006/46/EC

）
1（
（

に
お
い
て
は
、
上
場
会

社
は
年
次
報
告
書
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
情
報
を
記
載
し
た
年
次
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ス
テ
ー

ト
メ
ン
ト
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
。

ロ　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
お
よ
び
有
効
性
と
統
合
規
範
の
改
正
―
エ
ン
ロ
ン
事
件
の
影
響
と
対
応
―　

二
〇
〇
三
年
一
月
公
表
の

ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
は）

11
（

、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
お
よ
び
有
効
性
を
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
統
合
規
範
の
改
正
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
た）

11
（

。
背
景
に
は
、
米
国
に
お
け
る
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
の
エ
ン
ロ
ン
、
ワ
ー
ル
ド
・
コ
ム
等
の
破
綻

が
あ
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
大
な
欠
点
が
破
綻
の
主
な
原
因
の
一
つ
と
さ
れ
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
有
効
性
と
監
査

機
能
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
た
。
エ
ン
ロ
ン
事
件
で
は
、
非
倫
理
的
で
詐
欺
的
な
行
為
を
発
見
す
る
こ
と
が
困
難
で
な
か
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
非
業
務
執
行
取
締
役
お
よ
び
外
部
会
計
監
査
人
は
こ
れ
に
注
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
。
米
国
で
は
、
二
〇
〇
二
年
七
月
三

〇
日
会
社
の
情
報
開
示
お
よ
び
財
務
報
告
書
類
の
作
成
手
続
の
正
確
性
お
よ
び
信
頼
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
サ
ー
ベ
ン
ス
・

オ
ク
ス
レ
ー
法
（Sarbanes-O

xley A
ct: Public Com

pany A
ccounting Reform

 and Investor Protection A
ct of 2002

）
が
成
立
し
た）

11
（

。

　

ま
た
二
〇
〇
二
年
九
月
に
監
査
お
よ
び
会
計
問
題
に
関
す
る
調
整
グ
ル
ー
プ
（Coordinating Group on A

udit and A
ccounting is-

sues

・CGA
A

）
の
要
請
か
ら
、
Ｆ
Ｒ
Ｃ
に
付
託
さ
れ
、
ロ
バ
ー
ト
・
ス
ミ
ス
卿
に
よ
り
二
〇
〇
三
年
一
月
監
査
委
員
会
に
関
す
る
報
告



七
八

書
が
公
表
さ
れ
て
い
る
（
ス
ミ
ス
報
告
書）

11
（

）。
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
お
よ
び
ス
ミ
ス
報
告
書
の
勧
告
を
受
け
て
、
統
合
規
範
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

　

ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
に
お
い
て
勧
告
さ
れ
た
統
合
規
範
の
改
正
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
取
締
役
会
会
長
を
除
き
、
取
締
役
会
の
半
数
を
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
で
構
成
す
る
（A

3.5

）。

②
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
に
つ
い
て
新
し
い
定
義
が
提
案
さ
れ
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
特
質
・
判
断
が
独
立
し
て
い
る
も
の
と

取
締
役
会
で
判
断
さ
れ
、
取
締
役
の
判
断
に
影
響
し
う
る
と
思
わ
れ
る
関
係
や
事
情
が
な
い
場
合
、
独
立
性
を
有
し
て
い
る
と
定
義
す

る
（A

3.4

）。

③
上
級
非
業
務
執
行
取
締
役
は
年
次
報
告
書
で
特
定
す
る
が
、
株
主
が
懸
念
を
抱
く
場
合
、
取
締
役
会
会
長
ま
た
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
通
じ
て
の

通
常
の
方
法
に
よ
る
接
触
が
不
適
切
、
あ
る
い
は
そ
れ
で
は
問
題
が
解
決
し
な
い
場
合
、
株
主
は
上
級
非
業
務
執
行
取
締
役
を
利
用
す

る
（A

3.6

）。

④
上
級
非
業
務
執
行
取
締
役
は
株
主
の
問
題
や
懸
念
を
理
解
し
、
他
の
非
業
務
執
行
取
締
役
に
株
主
の
見
解
を
伝
え
る
た
め
、
主
要
な
株

主
と
共
に
定
期
的
に
経
営
陣
会
議
に
出
席
す
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
主
要
株
主
と
の
定
期
的
会
合
に
出
席
す
る
（C1.2

）。

⑤
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
定
期
的
に
業
務
執
行
取
締
役
が
出
席
し
な
い
会
合
を
開
き
、
一
年
に
一
回
は
取
締
役
会
会
長
が
出
席
し
な
い

会
合
を
開
催
す
る
。
会
合
は
上
級
非
業
務
執
行
取
締
役
主
導
で
行
わ
れ
る
（A

1.5

）。

⑥
指
名
委
員
会
は
、
取
締
役
会
会
長
で
な
く
独
立
・
非
業
務
執
行
取
締
役
が
委
員
長
と
な
る
（A

4.1

）。

⑦
業
務
執
行
取
締
役
は
、
主
要
企
業
（FT

SE100

社
等
）
の
非
業
務
執
行
取
締
役
職
、
取
締
役
会
会
長
職
の
い
ず
れ
も
二
社
以
上
は
就
く

こ
と
が
で
き
な
い
。
い
か
な
る
個
人
も
主
要
企
業
の
取
締
役
会
会
長
職
に
二
社
以
上
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
（A

4.8

）。

⑧
最
高
経
営
責
任
者
は
、
現
在
の
会
社
の
取
締
役
会
会
長
に
続
け
て
就
任
で
き
な
い
（A

2.3

）



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

七
九

⑨
一
人
の
非
業
務
執
行
取
締
役
は
三
つ
の
取
締
役
会
委
員
会
を
兼
ね
ら
れ
な
い
（A

3.7

）。

　

も
っ
と
も
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
に
よ
る
統
合
規
範
の
改
正
提
案
に
つ
い
て
は
、
企
業
側
等
か
ら
反
発
が
出
さ
れ
、
取
締
役
会
内
の
分
裂
を

引
き
起
こ
す
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た）

11
（

。

⑷　

会
社
法
規
制
、
最
善
慣
行
規
範
の
関
係
、
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
規
定

イ　

真
実
か
つ
公
正
な
概
観
規
定　

次
に
、Com

ply or Explain

規
定
が
英
国
会
社
法
の
会
計
規
定
で
あ
る
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
（true 

and fair view

）
規
定
に
類
似
性
を
有
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
規
定
が
英
国
に
導
入
さ
れ
た
の
は
一
九
四
八

年
会
社
法
で
あ
る
。
計
算
書
類
監
査
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
規
定
で
あ
り
、
計
算
書
類
作
成
に
直
接
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

計
算
書
類
作
成
に
お
い
て
最
優
先
さ
れ
る
規
定
で
あ
り
、
法
の
不
整
備
等
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
を
補
い
、
作
成
者
に
一
定
の
範
囲
で
裁
量

の
余
地
を
認
め
る
意
図
が
あ
っ
た
。
会
計
規
制
に
お
け
る
補
完
性
と
柔
軟
性
の
機
能
を
果
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
九
七
八
年
Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
四
指
令
が
採
択
さ
れ
、
指
令
を
国
内
法
化
し
た
結
果
、
会
計
お
よ
び
監
査
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
制
定

法
を
中
心
と
し
た
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
等
の
大
陸
法
の
影
響
を
受
け
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
真
実
か
つ
公
正

な
概
観
規
定
は
維
持
は
な
さ
れ
た
が
、
同
指
令
に
よ
り
修
正
が
加
え
ら
れ
、
離
脱
規
定）

11
（

を
明
文
化
す
る
こ
と
で
、
真
実
か
つ
公
正
な
概
観

規
定
の
優
先
性
が
明
確
に
な
り
、
柔
軟
な
法
の
運
用
に
も
資
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
法
の
裏
付
け
が
な
い
会
計
基
準
に
お
け
る

不
遵
守
が
多
発
し
、
一
九
八
九
年
会
社
法
は
会
社
法
規
定
に
の
み
求
め
ら
れ
て
い
た
離
脱
に
よ
る
説
明
を
会
計
基
準
に
も
要
求
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

ロ　

英
国
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
会
に
対
す
る
法
規
制　

英
国
会
社
法
の
特
色
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
の
中
心
で

あ
る
取
締
役
会
に
対
す
る
規
制
が
小
さ
い
こ
と
で
あ
り
、Com

ply or Explain
規
定
の
適
用
対
象
で
あ
る
最
善
慣
行
の
進
展
を
導
い
た
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と
考
え
ら
れ
る
。
取
締
役
会
の
構
造
に
つ
い
て
英
国
会
社
法
は
会
社
が
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
取
締
役
の
最
低
人
数
を
明
記
す
る
の
み

で
、
取
締
役
が
誰
に
任
命
さ
れ
る
べ
き
か
を
規
定
し
い
。
任
期
に
つ
い
て
も
規
定
は
な
く
、
五
年
を
超
え
る
期
間
の
取
締
役
の
任
用
契
約

（contract of service

）
は
株
主
総
会
承
認
が
要
求
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
る）

11
（

。

　

英
国
会
社
法
は
一
層
制
か
二
層
制
か
、
取
締
役
会
に
内
部
委
員
会
を
置
く
か
、
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｅ
Ｄ
）
と
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ

Ｅ
Ｄ
）
の
混
合
・
バ
ラ
ン
ス
、
同
一
人
物
が
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
取
締
役
会
会
長
（chairm

an

）
の
地
位
を
兼
ね
る
か
、
取
締
役
が
有
す
べ
き
特
定

の
属
性
（
専
門
的
資
格
、
独
立
性
）
に
つ
い
て
も
明
記
し
て
お
ら
ず
、
こ
う
し
た
事
項
は
最
善
慣
行
で
あ
る
統
合
規
範
が
定
め
て
い
る
。
取

締
役
会
の
役
割
に
つ
い
て
も
会
社
法
は
主
と
し
て
沈
黙
し
て
い
る
と
さ
れ
、
取
締
役
会
全
体
の
役
割
と
し
て
、
取
締
役
会
の
経
営
権
限
は

デ
フ
ォ
ル
ト
条
項
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
（
Ａ
表
第
七
〇
条）

11
（

）。

　

英
国
で
は
取
締
役
会
に
対
す
る
法
規
制
は
非
常
に
緩
や
か
な
も
の
で
、
取
締
役
会
は
広
範
な
業
務
執
行
の
権
限
を
有
し）

11
（

、
か
か
る
法
規

制
の
状
況
の
下
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
に
お
け
る
最
善
慣
行
、
こ
れ
に
適
用
さ
れ
るCom

ply or Explain

規
定
が
形
成

さ
れ
、
適
用
範
囲
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
の
領
域
に
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

我
が
国
に
お
い
て
は
、
英
国
で
は
最
善
慣
行
規
範
な
ど
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
委
ね
ら
れ
る
部
分
に
つ
い
て
、
相
応
の
会
社
法
規
制
が
あ
り
、

強
制
法
規
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
依
拠
す
べ
き
領
域
が
相
対
的
に
は

多
く
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
補
完
性
・
柔
軟
性
の
乏
し
さ
に
繋
が
る
と
い
え
よ
う
か
。Com

ply or Explain

ル
ー
ル
に
よ
る
強
制
性

の
発
揮
す
る
余
地
が
少
な
い
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
こ
は
、
近
年
は
会
社
法
制
が
原
則
自
由
で
規
律
の
緩
い
方
向
性
に
あ
る
こ
と
は
つ
と

に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ト
ー
タ
ル
で
み
れ
ば
、
そ
の
分
を
強
制
力
を
一
定
程
度
備
え
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
部
分
の
充
実
に
よ
り
、
実
効
性
を
確

保
し
て
来
つ
つ
あ
る
と
も
い
え
る
。
国
際
競
争
力
強
化
の
観
点
も
あ
り
、
各
社
の
自
由
な
機
関
設
計
を
認
め
つ
つ
、
長
期
的
視
点
か
ら
の
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コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。

第
二
章　

英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
新
た
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　
　
　
　

―
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
結
合
―

１
．
英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
Ｅ
Ｒ
Ｍ

⑴　

英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
Ｅ
Ｒ
Ｍ　

英
国
で
は
、
上
記
の
通
り
、
一
九
八
〇
年
―
九
〇
年
代
初
め
の
大
企
業

の
不
祥
事
、
倒
産
な
ど
を
背
景
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
必
要
性
が
議
論
さ
れ
た
。
か
か
る
前
提
の
下
に
、
英
国
に
お
け

る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
新
た
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
結
合
に
議
論
を
進
展
さ
せ
て
い
き
た
い
。

　

英
国
で
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
全
社
的
・
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
あ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（Enterprise Risk M

anage-

m
ent

）
の
基
礎
が
築
か
れ
た
。
一
九
九
八
年
に
キ
ャ
ド
バ
リ
ー
報
告
書
、
グ
リ
ー
ン
ブ
リ
ー
報
告
、
ハ
ン
ペ
ル
報
告
書
の
三
つ
が
統
合
さ

れ
、
統
合
規
範
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
の
上
場
企
業
が
統
合
規
範
の
要
求
を
充
た
し
、
内
部
統
制
構
築

を
図
る
こ
と
を
助
け
る
た
め
、
一
九
九
九
年
タ
ー
ン
ブ
ル
報
告
書
が
発
表
さ
れ
、
同
報
告
書
は
上
場
企
業
の
取
締
役
会
が
統
合
規
範
の
内

部
統
制
に
関
す
る
原
則
、
条
項
を
遵
守
す
る
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
示
し
て
お
り
、
株
主
保
護
と
企
業
資
産
保
全
に
役
立
つ
健
全
な
内
部

統
制
シ
ス
テ
ム
の
確
立
、
有
効
性
の
レ
ビ
ュ
ー
に
際
し
て
リ
ス
ク
指
向
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
適
切
な
判
断

を
下
す
こ
と
を
取
締
役
会
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
統
合
規
範
で
は
企
業
経
営
が
正
し
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
が
述
べ
ら
れ
、
取
締
役
が
株
主
に
対
し
て
持
つ
説
明
責
任
の
一
部
と
し
て
内
部
統
制
が
定
義
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け

タ
ー
ン
ブ
ル
報
告
書
は
健
全
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
要
素
と
し
て
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
重
要
性
を
述
べ
る
。
同
報
告
書
で
は
取
締
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役
会
の
主
要
な
責
任
は
企
業
グ
ル
ー
プ
全
体
の
内
部
統
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
、
健
全
な
内
部
統
制

シ
ス
テ
ム
は
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
具
体
的
に
は
取
締
役
会
に
対
し
て
、

企
業
の
重
大
な
リ
ス
ク
を
洗
い
出
し
、
評
価
・
管
理
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
実
施
と
見
直
し
の
活
動
が
取
締
役
会
の
期
待
に
応
え
た
も
の
か
に

つ
い
て
開
示
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
る
。

⑵　

我
が
国
に
お
け
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ　

我
が
国
で
は
、
市
場
の
要
求
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
発
達
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
説
明
責
任
の
た

め
の
Ｅ
Ｒ
Ｍ
導
入
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
市
場
主
導
の
シ
ス
テ
ム
に
比
べ
弱
く
、
今
後
の
普
及
に
は
Ｅ
Ｒ
Ｍ
導
入
を
求
め
る
監
督
機
関
の

法
規
制
を
必
要
と
す
る
面
も
あ
ろ
う
か
。

　

欧
米
の
市
場
主
導
シ
ス
テ
ム
と
我
が
国
の
相
違
は
、
組
織
に
密
着
し
た
共
同
体
の
重
要
性
を
強
調
す
る
内
部
主
義
の
気
質
の
存
在
が
あ

り
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
お
い
て
外
部
と
の
関
わ
り
合
い
の
支
持
が
拡
が
ら
な
い
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
市
場
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
を
背
景
に
、
我
が
国
も
市
場
主
導
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
向
か
っ
て
進
み
つ
つ
あ
り
、
透
明
性
と

説
明
責
任
を
是
認
す
る
段
階
に
入
っ
て
い
る）

1（
（

。
新
し
い
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
構
築
の
た
め
に
は
企
業
経
営
の
透
明
性
、

特
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
リ
ス
ク
の
評
価
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
も
説
明
責
任
を
担
保
す
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
重
要
性
が
増

大
し
よ
う
。

　

英
国
は
市
場
主
導
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
推
進
し
、
タ
ー
ン
ブ
ル
報
告
書
の
準
拠
を
嚆
矢
と
し

て
、
実
用
的
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
実
現
を
達
成
し
て
い
る
。
英
国
の
Ｅ
Ｒ
Ｍ
導
入
の
経
験
を
我
が
国
の
内
部
統
制
関
連
の
法
規
制）

11
（

と
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
実
践

の
間
の
齟
齬）

11
（

を
埋
め
る
解
決
策
と
し
て
活
用
で
き
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

２
．
タ
ー
ン
ブ
ル
報
告
書
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
結
合
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Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
関
し
て
、
特
に
タ
ー
ン
ブ
ル
報
告
書
で
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
結
合
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
タ
ー
ン
ブ
ル
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
構
成
は
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
、
健
全
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
維
持
、
内

部
統
制
の
有
効
性
の
審
査
、
内
部
統
制
に
つ
い
て
の
取
締
役
会
の
説
明
、
内
部
監
査
、
付
録
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
「
内

部
統
制
と
リ
ス
ク
管
理
の
重
要
性
10
」
に
お
い
て
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
は
会
社
の
事
業
目
的
の
実
現
に
重
要
な
リ
ス
ク
の
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
を
行
う
際
、
重
要
な
役
割
を
担
う
。
健
全
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
は
株
主
の
投
資
と
会
社
の
資
産
の
保
護
に
貢
献
す
る
。「
内
部
統
制

と
リ
ス
ク
管
理
の
重
要
性
13
」
で
は
、
会
社
の
目
的
や
会
社
の
内
部
組
織
と
事
業
展
開
す
る
外
部
環
境
は
絶
え
ず
進
展
し
て
い
る
た
め
、

会
社
が
直
面
す
る
リ
ス
ク
は
絶
え
ず
変
化
し
て
い
る
。
従
っ
て
健
全
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
は
、
会
社
が
直
面
す
る
リ
ス
ク
の
性
質
と
規

模
を
詳
細
か
つ
恒
常
的
に
評
価
す
る
こ
と
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
。
利
益
は
、
部
分
的
に
は
事
業
リ
ス
ク
を
適
切
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ

り
得
ら
れ
る
報
酬
で
あ
る
。
こ
の
た
め
内
部
統
制
の
目
的
は
、
リ
ス
ク
を
無
く
す
よ
り
、
む
し
ろ
適
切
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
い
、
統
制

し
易
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
健
全
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
維
持
・
責
任
17
」
で
は
、
内
部
統
制
の
政
策
（
そ
の
政
策
に
よ
っ
て
会
社
固

有
の
状
況
下
で
健
全
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
評
価
す
る
）
を
決
定
す
る
際
、
取
締
役
会
は
次
の
要
素
を
審
議
す
べ
き
で
あ
る
。
会
社
が
直
面

し
て
い
る
リ
ス
ク
の
性
質
と
大
き
さ
、
会
社
が
許
容
可
能
と
し
た
リ
ス
ク
、
憂
慮
さ
れ
る
リ
ス
ク
の
実
現
可
能
性
・
発
生
頻
度
、
事
故
削

減
の
会
社
の
能
力
お
よ
び
リ
ス
ク
が
顕
現
し
た
場
合
の
業
務
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
減
ら
す
能
力
、
関
連
リ
ス
ク
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

よ
り
得
ら
れ
る
利
益
に
関
係
す
る
特
定
の
統
制
を
行
う
費
用
。「
健
全
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
維
持
・
責
任
18
」
で
は
、
リ
ス
ク
と
統

制
に
関
す
る
取
締
役
会
の
政
策
を
実
行
す
る
こ
と
は
経
営
者
の
役
割
で
あ
る
。
経
営
者
は
そ
の
責
任
を
果
す
場
合
、
会
社
が
直
面
す
る
リ

ス
ク
で
取
締
役
会
の
検
討
対
象
と
な
る
リ
ス
ク
を
認
識
、
評
価
し
、
取
締
役
会
が
採
用
し
た
政
策
を
実
行
す
る
内
部
統
制
の
適
当
な
シ
ス

テ
ム
を
設
計
、
操
作
し
、
モ
ニ
タ
ー
す
べ
き
で
あ
る
。



八
四

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
結
合
に
つ
い
て
、
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
上
場
企
業
の
経
営
者
は
内
部
統

制
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
①
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
論
の
中
に
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
た
こ
と
、
②
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
，
損
失
も
利
益
も
生
ず
る
リ
ス
ク

も
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
③
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
行
す
る
に
つ
い
て
重
大
な
役
割
を
担
う
も
の
と
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
①
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
関
係
が
希
薄
で
あ
っ
た
従
来
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
画
期
的
な
変
容

と
い
え
る
。
③
は
、
米
国
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
管
理
手
法
と
し
て
の
内
部
統
制
を
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
基
礎
で
あ
る
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
支
え
る
手
法
と
し
て
採
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
経
過
を
経
て
英
国
に
お
い
て
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
結
合
し
た
と
い
え
よ
う
。「
タ
ー
ン
ブ
ル
の
実
践
：
取
締
役
会
へ
の
説
明
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
で
詳
し
い
実

行
方
法
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　

我
が
国
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
中
心
の
負
の
リ
ス
ク
（only dow

nside 

risk

）
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
解
説
書
が
多
く
、
内
部
統
制
と
結
び
つ
い
た
組
織
全
体
を
業
績
の
向
上
に
向
け
て
方
向
付
け
す
る
Ｅ

Ｒ
Ｍ
は
言
葉
で
は
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
実
行
方
法
に
つ
い
て
は
各
企
業
の
自
主
性
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
実
情
と
い
え
る
。

「
タ
ー
ン
バ
ル
の
実
践
：
取
締
役
会
へ
の
説
明
」
で
、
い
か
に
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
内
部
統
制
を
事
業
目
標
に
結
び
つ
け
る
か
に
つ

い
て
留
意
事
項
が
具
体
的
に
分
か
り
易
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
し
て
は
、「
新
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
と
し
て
、
二
〇
〇
二
年
九
月
英
国
の
三

大
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｒ
Ｍ
（T

he Institute of Risk M
anagem

ent

）、A
IRM

IC

（T
he A

ssociation of Insurance 

and Risk M
anagers

）、A
LA

RM

（T
he N

ational Forum
 for Risk M

anagem
ent in the Public Sector

）
がA

 Risk M
anagem

ent 



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
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・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）
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Standard

を
発
表
し
た）
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（
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こ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
は
下
記
の
特
徴
が
あ
る
。
①
対
象
リ
ス
ク
の
範
囲
をupside

とdow
nside

の
両
リ
ス
ク
と
し
、
対
象
と
す

る
リ
ス
ク
の
範
囲
を
損
失
も
利
益
も
発
生
す
る
リ
ス
ク
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。
米
国
の
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
２
の
リ
ス
ク
の
定
義
は
、
組
織
の
戦

略
や
目
的
達
成
に
影
響
す
る
よ
う
な
内
的
・
外
的
事
象
を
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
。
正
の
影
響
を
与
え
る
イ
ベ
ン
ト
を
機
会
（opportunity

）、

負
の
影
響
を
与
え
る
イ
ベ
ン
ト
を
リ
ス
ク
（risk

）
と
い
う
、
と
さ
れ
、
機
会
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
対
象
外
と

思
料
さ
れ
る
。
②
内
部
統
制
を
意
識
し
た
規
定
を
詳
し
く
入
れ
て
い
る
。
ⅰ
リ
ス
ク
対
策
は
こ
れ
を
行
う
組
織
に
少
な
く
と
も
次
の
よ
う

な
事
態
を
も
た
ら
す
必
要
が
あ
る
。
効
果
的
、
効
率
的
な
業
務
、
効
果
的
な
内
部
統
制
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
。
ⅱ
取
締
役
会
の
役
割
は
、

組
織
の
戦
略
的
な
方
向
性
を
決
定
し
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
効
果
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
な
環
境
、
枠
組
み
を
つ
く
る
こ
と
。
ま
た

内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
評
価
に
際
し
て
は
次
の
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
ど
の
程
度
ま
で
企
業
の
事
業
活
動

の
中
で
保
有
で
き
る
か
、
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
が
顕
在
化
す
る
確
率
は
ど
の
ぐ
ら
い
か
、
保
有
で
き
な
い
リ
ス
ク
は
ど
の
よ
う
に
管
理
さ

れ
る
べ
き
か
、
企
業
が
ど
の
程
度
リ
ス
ク
顕
在
化
の
可
能
性
や
事
業
へ
の
影
響
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
リ
ス
ク
と
そ
の
管
理
活
動

に
つ
い
て
の
利
害
得
失
（
費
用
、
効
果
）、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
プ
ロ
セ
ス
の
有
効
性
、
取
締
役
会
の
決
定
に
際
し
て
の
リ
ス
ク
の
考
慮
。

③
財
務
の
重
視
と
し
て
、
リ
ス
ク
対
応
で
は
、
ⅰ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
軽
減
、
ⅱ
回
避
、
ⅲ
移
転
、
ⅳ
リ
ス
ク
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ン
グ
と
さ
れ
、

財
務
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
リ
ス
ク
対
応
の
最
後
に
リ
ス
ク
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ン
グ
に
関
し
、
損
失
あ
る
い
は
損
失
の
要
素
の
中
に
は
保
険

で
カ
バ
ー
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る）

11
（

。
経
営
者
の
関
与
と
し
て
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
プ
ロ
セ
ス
が
効
果
的
に
機
能

す
る
た
め
に
は
組
織
の
最
高
経
営
者
お
よ
び
経
営
幹
部
に
よ
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
要
求
さ
れ
る
。
取
締
役
会
は
組
織
の
戦
略
的
な
方
向

性
を
決
定
し
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
効
果
的
に
機
能
す
る
よ
う
に
環
境
・
制
度
を
整
備
す
る
責
任
を
有
す
る
。
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第
三
章　

リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
とA

pproved Persons

制
度

１
．
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
に
み
る
金
融
危
機
後
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス　

リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
後
の
英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
つ
い
て
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
を
採
り
上
げ
て
い
き
た
い）

11
（

。
金
融
機
関
監
督
に
関
連
し
た
問
題
に
対
処
す
べ
く
、
英

国
政
府
は
問
題
の
レ
ビ
ュ
ー
の
た
め
に
二
〇
〇
九
年
二
月
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
卿
に
銀
行
お
よ
び
そ
の
他
の
金
融
機
関
（Bank 

and O
ther Financial Institutions BO

FI

）
に
関
す
る
調
査
を
依
頼
し
た
。
調
査
で
は
金
融
機
関
の
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
管
理
体
制
、
取

締
役
の
ス
キ
ル
・
独
立
性
、
取
締
役
会
の
実
際
の
行
動
の
有
効
性
な
ど
が
含
ま
れ
、
機
関
投
資
家
の
役
割
、
英
国
の
問
題
に
対
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
が
国
際
的
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
比
較
し
て
一
貫
性
が
あ
っ
た
か
な
ど
も
調
査
さ
れ
た
。
調
査
に
は
一
八
〇
社
以
上
か
ら
回
答
が
寄

せ
ら
れ
、
最
終
報
告
書
と
し
て
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
六
日
公
表
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
は
取
締
役
会
の
規
模
・
構
成
・
機

能
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
、
投
資
家
の
役
割
、
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
報
酬
な
ど
多
く
の
提
言
を
行
い
、
結
論
と
し
て
政
府
の
金
融
機

関
監
督
に
欠
陥
が
あ
っ
た
旨
を
報
告
し
た
。
金
融
機
関
の
組
織
体
制
で
な
く
行
動
パ
タ
ー
ン
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
統
合
規

範
自
体
に
問
題
は
な
い
が
、
よ
り
厳
格
に
実
際
に
適
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
報
告
し
た
。
同
報
告
書
に
お
い
て
は
機
関
投
資
家
に

対
し
て
も
受
動
的
で
な
く
積
極
的
に
早
期
段
階
か
ら
企
業
と
関
わ
り
を
持
つ
体
制
構
築
を
図
る
べ
き
こ
と
を
提
言
を
し
て
い
る
。
投
資
家

責
任
を
明
示
し
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（Stew

ardship Code

）
が
新
た
に
提
案
さ
れ
、
投
資
家
に
規
範
の
受
入
れ
が
薦
め
ら

れ
、
Ｆ
Ｒ
Ｃ
が
監
督
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
の
他
の
提
言
内
容
に
は
、
取
締
役
会
会
長
の
選
任
を
年
一
回
実
施
す
る
こ
と
、
報
酬
に
関
す
る
反
対
票
が
二
五
％

以
上
と
な
る
場
合
に
株
主
に
対
し
報
酬
委
員
会
委
員
長
の
再
任
を
問
う
も
の
も
あ
る
。
多
く
の
提
言
内
容
を
統
合
規
範
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）
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シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
よ
り
実
現
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
、Com

ply or Explain

（
遵
守
を
求
め
る
が
、
遵
守
し
な
い
場
合
は
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
）

形
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
報
告
書
は
厳
密
に
は
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
（
Ｂ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
）
の
み
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

他
業
界
の
様
々
な
企
業
に
お
い
て
も
十
分
な
意
義
が
あ
る
も
の
と
い
え
る
。

　

ま
た
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
統
合
規
範
に
対
す
る
報
告
、
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
発
表
し
、
金
融
機
関
以
外
の
企
業
は
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
深
刻
な
欠
陥
、
失
敗
は
な
か
っ
た
旨
が
報
告
さ
れ
た
、
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
政
府
の
要
請
に
よ
り
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
規
範
の
監
督
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
他
方
、
統
合
規
範
に
関
し
て
は
、
株
主
に
対
す
る
説
明
責
任
を
一
層
高
め
る
内
容
と
な
っ

て
お
り
、
取
締
役
会
会
長
、
取
締
役
全
員
を
毎
年
選
挙
に
よ
り
選
任
す
べ
き
こ
と
が
提
言
さ
れ
る
。
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
し
て
、

会
社
に
お
い
て
多
く
の
時
間
を
費
や
す
べ
き
こ
と
も
提
言
さ
れ
、
取
締
役
会
評
価
、
リ
ス
ク
管
理
、
報
酬
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
ガ
バ

ナ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
ⅰ
リ
ス
ク
を
取
る
過
程
や
報
酬
を
決
定
す
る
過
程
に
お
い
て
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
を
増
や
す
こ
と
で
銀

行
を
始
め
と
し
た
大
規
模
金
融
機
関
の
取
締
役
会
の
機
能
を
変
え
る
べ
き
こ
と
。
ⅱ
今
次
金
融
危
機
に
お
い
て
自
社
が
抱
え
る
リ
ス
ク
の

種
類
や
規
模
に
関
す
る
取
締
役
の
認
識
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
取
締
役
は
、
リ
ス
ク
管
理
の
問
題
を
議
論
す
る
役
員
ク

ラ
ス
の
場
で
あ
る
リ
ス
ク
委
員
会
に
対
し
自
社
が
抱
え
る
リ
ス
ク
を
精
査
す
る
た
め
の
強
い
権
限
を
与
え
る
べ
き
こ
と
。
ⅲ
リ
ス
ク
管
理

の
責
任
者
で
あ
り
企
業
全
体
の
リ
ス
ク
を
取
る
過
程
を
監
督
す
る
べ
きChief Risk O

fficer

（
Ｃ
Ｒ
Ｏ
）
は
、
取
締
役
会
に
出
席
す
べ
き

こ
と
。
ⅳ
持
続
可
能
な
業
績
を
上
げ
る
た
め
の
高
い
規
律
を
取
締
役
が
保
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
取
締
役
会
議
長

は
一
年
ご
と
に
再
選
出
す
べ
き
こ
と
。
ⅴ
取
締
役
で
な
い
業
務
執
行
役
員
が
従
前
以
上
に
取
締
役
会
の
業
務
に
時
間
を
費
や
す
べ
き
こ
と
。

ⅵ
機
関
投
資
家
は
株
主
と
し
て
の
責
務
を
積
極
的
に
果
た
す
べ
き
こ
と
等
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
報
酬
に
関
し
て
既
存
の
ボ
ー

ナ
ス
の
枠
組
み
は
短
期
業
績
に
報
い
る
形
の
た
め
過
度
な
リ
ス
ク
・
テ
イ
ク
を
助
長
し
た
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
高
額
報
酬
を
得
た
取
締
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役
に
報
酬
に
関
す
る
一
層
の
情
報
公
開
を
さ
せ
る
こ
と
、
企
業
全
体
の
報
酬
額
の
精
査
の
報
酬
委
員
会
に
強
い
権
限
を
与
え
る
こ
と
も
言

及
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

２
．A

pproved Persons

制
度
と
金
融
危
機
の
接
点　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
ウ
ォ
ー
カ
ー

報
告
書
は
リ
ス
ク
機
能
（Risk Function Role

）、
議
長
の
役
割
（Chairm

an Role

）
な
ど
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
（Control Function

）
を

細
分
化
し
、
枠
組
み
を
用
意
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
で
はConsultation paper

は
発
出
さ
れ
た
も
の
の
法
的
な
強
制
力
を
持

た
ず
、
精
神
的
な
枠
組
み
に
止
ま
り）

（1
（

、
内
容
面
を
補
完
す
る
意
味
合
い
か
ら
、
行
為
規
制
に
お
い
て
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
業
務
執
行
責
任
者
）、

Chaim
an

な
どkey person
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
個
別
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
（A

pproved Persons

）。
個
人
的
資
質
を

問
わ
れ
、
形
式
面
で
な
く
実
質
的
な
内
容
を
求
め
ら
れ
る
。
本
社
の
論
功
行
賞
に
よ
る
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
・
派
遣
で
は
承
認
さ
れ
な

い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　

か
か
るA

pproved Persons

制
度
は
、
二
〇
〇
〇
年
発
効
のFSM

A
2000

（Financial Services &
 M

arket A
ct 2000

）
のsec-

tion59

を
根
拠
法
令
（
条
項
）
と
し
、
法
令
に
基
づ
き
Ｆ
Ｓ
Ａ
（FCA

/PRA

）Handbook

に
お
い
て
詳
細
な
規
定
が
さ
れ
る）

11
（

。
ウ
ォ
ー
カ
ー

報
告
書
に
お
い
て
、
後
掲
の
通
り
、Chairm

an

や
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
の
責
任
と
役
割
強
化
、Risk Com

m
ittee

設
置
な

ど
リ
ス
ク
管
理
態
勢
強
化
が
提
言
さ
れ
た
が
、
当
時
の
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
こ
の
提
言
に
基
づ
き
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂

の
中
でA

pproved Persons

制
度
の
一
部
変
更
を
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

八
九

第
四
章　

二
〇
一
四
年
九
月
改
訂
版
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と

　
　
　
　

非
業
務
執
行
取
締
役
な
ら
び
にA

pproved Persons

制
度

１
．
統
合
コ
ー
ド
と
非
業
務
執
行
取
締
役
な
ら
び
にA

pproved Persons

制
度　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
分
離
さ
れ
る
前

の
こ
と
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
三
年
改
正
統
合
コ
ー
ド
に
お
い
て
、
取
締
役
会
構
成
員
の
過
半
数
は
非
業
務
執
行
取
締
役
が
要
求
さ
れ
、
取

締
役
会
の
監
督
機
能
強
化
の
方
向
が
示
さ
れ
（
改
正
統
合
コ
ー
ドA

.3.2

）、
監
督
機
能
に
特
化
し
た
機
関
に
な
っ
て
い
る
。
非
業
務
執
行
取

締
役
の
独
立
性
に
関
し
て
漸
く
具
体
的
基
準
が
規
定
さ
れ
、
そ
の
独
立
性
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
（
改
正
統
合
コ
ー
ドA

.3.1

）
1（
（

）。
こ
う
し
た

改
正
統
合
コ
ー
ド
で
も
、
取
締
役
の
専
門
性
に
関
し
て
、
取
締
役
の
研
修
を
行
な
う
こ
と
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
た
が
、
能
力
要
件
の

規
定
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

私
見
で
あ
る
が
、
英
国
コ
ー
ド
のA

pproved Persons

規
定
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
専
門
性
、
研
修
な
ど
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
が
、
更
にcare

、due diligence
な
ど
の
規
範
概
念
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
、
一
層
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
委
ね
る
べ
き
内
容
が

増
加
し
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
。
改
正
統
合
コ
ー
ド
の
独
立
性
の
内
容
は
、
具
体
性
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
は
あ
る
が
、
我
が
国
会
社
法

に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
独
立
性
要
件
の
レ
ベ
ル
に
止
ま
っ
て
い
よ
う
。

　

各
委
員
会
に
お
い
て
監
督
機
関
と
し
て
独
立
性
を
担
保
す
る
べ
く
、
構
成
員
の
過
半
数
は
非
業
務
執
行
取
締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
の
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
指
名
委
員
会
は
、
構
成
員
の
過
半
数
は
非
業
務
執
行
取
締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
査
委
員
会
の
構

成
員
の
過
半
数
は
、
独
立
性
の
あ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
報
酬
委
員
会
で
は
、
構
成
員
全
員
が
独
立
性
の
あ
る

非
業
務
執
行
取
締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
名
委
員
会
の
み
は
独
立
性
要
件
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
私
見
で
あ
る
が
、



九
〇

指
名
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
人
事
権
保
持
の
観
点
か
ら
経
済
界
が
抵
抗
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
内
部
の
役
員
が
存
在
し
な
け
れ
ば
従
前
の
役

員
候
補
者
の
評
価
、
業
績
、
長
期
間
に
わ
た
る
人
物
像
や
人
望
な
ど
、
当
該
企
業
に
お
い
て
全
従
業
員
が
納
得
す
る
人
選
は
で
き
に
く
い

点
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
場
合
、
独
立
性
の
あ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
と
し
て
は
、
社
外
・
独
立
取
締
役
が
念
頭
に
あ
る
と
み
ら

れ
、
社
内
・
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
・
機
能
に
つ
い
て
は
想
定
し
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
。

　

二
〇
〇
三
年
改
正
統
合
コ
ー
ド
で
は
、
独
立
性
の
あ
る
者
が
監
督
機
能
担
保
の
た
め
の
重
要
要
素
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
機
関
投
資

家
の
影
響
が
大
き
く
、
取
締
役
に
就
任
す
る
な
ど
直
接
業
務
執
行
者
を
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
機
関
投
資
家
に
代
わ
っ
て
取
締
役
会

が
監
督
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
構
成
員
と
し
て
非
業
務
執
行
取
締
役
の
存
在
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

２
．
非
業
執
行
取
締
役
の
注
意
義
務
とA

pproved Persons

制
度
な
ら
び
に
二
〇
一
〇
年
版
・
二
〇
一
四
年
九
月
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
版
に
続
い
て
二
〇
一
四
年
九
月
改
訂
版
が
出
さ
れ
て
い
る
。
非

業
務
執
行
取
締
役
の
注
意
義
務
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
た
い
。
か
か
る
問
題
点
に
つ

い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
コ
ー
ド
改
訂
が
大
き
な
転
機
に
な
っ
て
い
る
。
最
初
に
同
コ
ー
ド
の
改
正
点
を
検
討
し
、
更
に
最
新
の
二
〇
一
四

年
九
月
改
訂
版
コ
ー
ド
を
み
て
お
き
た
い
。A

pproved Persons

制
度
の
整
合
性
、
導
入
が
意
識
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。

⑴　

ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
と
二
〇
一
〇
年
コ
ー
ド
改
訂　

二
〇
一
〇
年
コ
ー
ド
改
訂
の
経
緯
は
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
で
あ
る
。
統
合
コ
ー

ド
改
正
は
二
〇
〇
八
年
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
に
端
を
発
す
る
金
融
危
機
が
淵
源
と
な
り
、
英
国
で
は
金
融
機
関
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

検
討
を
デ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
卿
に
委
嘱
す
る
。
二
〇
〇
九
年
一
一
月
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
（A

 review
 of corporate governance 

in U
K

 banks and other financial industry entities final recom
m

endations

）
が
公
表
さ
れ
る
。
上
場
会
社
に
対
す
る
提
案
で
も
あ
り
、



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

九
一

Ｆ
Ｒ
Ｃ
も
統
合
コ
ー
ド
改
正
に
お
い
て
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
の
提
案
を
参
考
と
し
て
い
る
。

　

ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
以
下
の
提
案
を
行
う
。
会
社
の
長
期
的
利
益
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
取
締
役
会
の
監

督
機
能
が
重
要
で
あ
る
。
取
締
役
会
は
業
務
執
行
者
に
対
し
、
よ
り
厳
格
な
業
績
評
価
を
行
な
う
責
任
を
負
う
（recom

m
endation 12

）。

関
連
し
て
、
取
締
役
会
の
監
督
が
機
能
す
る
た
め
、
取
締
役
会
議
長
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
と
責
任
の
明
確
化
が
必
要
で
あ
る
。

取
締
役
会
議
長
は
、
取
締
役
会
を
効
率
的
に
運
営
す
る
た
め
会
社
に
関
す
る
十
分
な
知
識
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（recom

m
endation 8

）。
取
締
役
会
が
効
率
的
に
機
能
す
る
た
め
、
自
身
が
監
督
や
審
議
を
す
る
上
で
必
要
な
適
切
な
時
間
を
確

保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（recom

m
endation 7

）。

　

非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
し
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
は
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
と
比
べ
、
具
体
的
に
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
や
備
え
て

い
る
べ
き
要
件
を
提
案
す
る
。
取
締
役
会
議
長
お
よ
び
全
取
締
役
は
、
毎
年
再
任
手
続
き
に
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（recom

m
endation 

10

）、
取
締
役
会
議
長
が
適
切
で
な
い
判
断
を
行
な
っ
た
場
合
、
筆
頭
独
立
取
締
役
（senior independent director

）
が
，
議
長
に
代
わ
っ

て
取
締
役
会
を
運
営
し
、
株
主
と
取
締
役
会
議
長
の
関
係
を
構
築
す
る
た
め
に
役
割
を
負
う
べ
き
で
あ
る
（recom

m
endation 11

）。
常

に
取
締
役
会
の
構
成
員
の
健
全
性
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
る
。
取
締
役
会
議
長
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
報
酬
は
、
業
績
と
は

関
連
し
な
い
報
酬
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（7.44
）。
短
期
的
利
益
を
求
め
が
ち
な
業
務
執
行
者
に
対
し
、
取
締
役
会
が
同

一
の
傾
向
を
持
つ
こ
と
な
く
歯
止
め
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　

取
締
役
会
と
別
に
、
リ
ス
ク
と
内
部
統
制
を
検
討
す
る
リ
ス
ク
委
員
会
（the board risk com

m
ittee

）
を
設
置
す
る
こ
と
（recom

m
en-

dation 23

）
が
提
案
さ
れ
た
。
金
融
危
機
の
原
因
が
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
統
制
の
整
備
の
不
足
に
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ

く
も
の
で
、
リ
ス
ク
委
員
会
構
成
員
で
あ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
は
個
々
の
情
報
を
十
分
理
解
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。



九
二

　

ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
取
締
役
会
の
監
督
機
能
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
構
成
員
に
対
し
会
社
に
関
す
る
知
識

や
理
解
を
求
め
る
部
分
で
あ
る
。
独
立
性
の
み
を
求
め
た
従
前
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
考
え
方
に
加
え
、
取
締
役
の
専
門
性
を
要
求
し
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。A

pproved Persons

制
度
に
繋
が
る
部
分
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
二
〇
〇
九
年
一
二
月
Ｆ
Ｒ
Ｃ
（
英
国
財
務
報
告
評
議
会
）
は
統
合
コ
ー
ド
改
正
に
関
し
てFinal Report

）
11
（

、Consultation Paper

）
11
（

を
公
表
し
、U

K
 Corporate Governance Code

）
11
（

に
名
称
変
更
さ
れ
て
公
表
さ
れ
た
。
統
合
コ
ー
ド
と
同
様
に
、
キ
ャ
ド
バ
リ
ー
報
告

書
以
来
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
規
制
を
踏
襲
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
も
上
場
規
則
に
採
用
さ
れ
、
上
場
会
社
に
対
す
る
強
制
力
は
統

合
コ
ー
ド
と
同
等
で
あ
る
。

　

二
〇
一
〇
年
改
訂
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
は
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
を
参
考
に
追
加
・
変
更
を
行
な
っ
て
い
る
。
統

合
コ
ー
ド
と
同
様
に
、
主
要
原
則
（M

ain Principles

）、
補
助
原
則
（Supporting Principles

）、
規
範
条
項
（Code provisions

）
が
定
め

ら
れ
る
。
改
訂
コ
ー
ド
で
は
五
つ
の
項
目
（Section

）
に
分
け
ら
れ
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
（leadership

）、
効
率
性
（effectiveness

）、
説

明
責
任
（accountability

）、
報
酬
（rem

uneration
）、
株
主
と
の
関
係
（relation w

ith shareholders

）
と
し
て
い
る
。
従
前
は
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
と
効
率
性
に
関
す
る
部
分
は
取
締
役
（director
）
の
項
目
に
あ
っ
た
が
、
監
督
機
能
向
上
の
た
め
、
取
締
役
会
議
長
と
非
業
務
執

行
取
締
役
に
関
す
る
規
定
を
明
確
に
分
け
た
。
二
〇
一
〇
年
改
訂
で
は
、
取
締
役
会
の
構
成
員
の
役
割
と
責
任
の
明
確
化
が
中
心
と
な
り）

11
（

。

こ
れ
ら
は
、
概
ね
二
〇
一
四
年
九
月
改
訂
コ
ー
ド
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
取
締
役
会
は
、
会
社
が
長
期
的
に
成
功
（the long-term

 

success

）
す
る
よ
う
に
全
体
と
し
て
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
（A

.1
）。
二
〇
一
〇
年
改
訂
で
は
、「
長
期
的
に
」
と
い
う
文
言
を
追
加
し
、

統
合
コ
ー
ド
と
比
べ
て
取
締
役
会
の
目
的
が
具
体
的
に
規
定
さ
れ
た
。
取
締
役
会
に
対
し
て
独
立
性
に
加
え
、
義
務
や
責
任
を
果
た
す
た

め
に
必
要
な
知
識
や
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
（B.1

）。
取
締
役
会
議
長
に
関
す
る
規
定
（A

.3 m
ain principle

）
が
主
要
原
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則
と
し
て
二
〇
一
〇
年
コ
ー
ド
に
お
い
て
初
め
て
設
け
ら
れ
た
。

　

非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
し
て
、
取
締
役
会
の
構
成
員
の
過
半
数
は
独
立
性
の
あ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
、A

pproved Persons

制
度
の
接
点
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
取
締
役
は
自
身
の
業
務
を
行
な
う
た
め
に
十
分
な
時
間
を
確
保
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（M

ain Principle B.3

）。
必
要
と
さ
れ
る
時
間
を
具
体
的
に
明
記
す
る
か
、
兼
任
す
る
非
業
務
執
行
取
締
役
で
は
監
督

を
行
な
う
上
で
十
分
な
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
兼
任
規
制
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
か
な
ど
も
議
論
さ
れ
、
結
局
明
記
は
さ
れ

な
か
っ
た
。

　

取
締
役
は
、
取
締
役
会
に
参
加
す
る
た
め
、
必
要
な
ス
キ
ル
（skill

）
と
知
識
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（M

ain Principle B.4

）。

こ
れ
も
ま
たA

pproved Persons
制
度
の
接
点
と
い
え
る
。
内
部
統
制
に
関
す
る
規
定
と
し
て
、
年
次
報
告
書
に
会
社
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
取
締
役
は
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
説
明
す
る
義
務
を
負
う
（C.1.2

）。
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
会
社

の
リ
ス
ク
に
関
す
る
一
定
程
度
の
情
報
、
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
二
〇
一
〇
年
改
訂
前
は
、
監
査
委
員
会
構
成
員
に

対
し
て
一
定
程
度
の
財
務
経
験
を
要
求
す
る
に
止
ま
っ
て
い
た
が
、
改
訂
後
は
委
員
会
構
成
員
に
な
っ
た
非
業
務
執
行
取
締
役
全
員
が
一

定
程
度
の
知
識
や
能
力
を
備
え
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
（M

ain Principle B.1

）。
専
門
取
締
役
（Professional director

）
と
い
う
用
語
が

用
い
ら
れ
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
単
な
る
独
立
し
た
者
で
な
く
、
監
督
を
行
な
う
上
で
適
切
な
専
門
的
能
力
を
有
し
た
者
と
す
る
。

３
．
Ｆ
Ｃ
Ａ
コ
ー
ド
とA

pproved Persons

―Financial Conduct A
uthority H

andbook

とT
hreshold Conditions Code

―　

二
〇
一
〇
年
コ
ー
ド
以
降
、
取
締
役
は
適
格
性
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
か
るA

pproved Persons

制
度
に
つ
い
て
は
、

二
〇
一
三
年
Ｆ
Ｓ
Ａ
が
解
体
さ
れ
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
（Financial Conduct A

uthority
）
と
Ｐ
Ｒ
Ａ
（Prudencial Regulation A

uthiority

）
の
二

本
立
て
と
な
り
、
こ
れ
に
伴
い
、Financial Conduct A

uthority H
andbook

に
お
い
て
、T

hreshold Conditions Code

（
Ｃ
Ｏ



九
四

Ｎ
Ｄ）

11
（

）
が
策
定
さ
れ）
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、
そ
の
中
でA

pproved Persons

に
つ
い
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

４
．
二
〇
一
四
年
九
月
改
訂
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
考
察

⑴　

二
〇
一
四
年
九
月
改
訂
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
関
し
て
、
Ｆ
Ｒ

Ｃ
（
英
国
財
務
報
告
審
議
会
）
か
ら
最
新
版
の
も
の
と
し
て
二
〇
一
四
年
九
月
改
訂
版
コ
ー
ド
が
発
出
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

取
締
役
の
独
立
性
に
関
し
て
は
過
去
五
年
以
内
に
当
該
会
社
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
の
従
業
員
で
あ
っ
た
こ
と
、
過
去
三
年
以
内
に
直
接
に

会
社
と
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
重
要
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
は
会
社
と
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
重
要
な
関
係
を
有
す
る
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、
株

主
、
取
締
役
ま
た
は
幹
部
で
あ
っ
た
こ
と
。
役
員
報
酬
以
外
に
追
加
報
酬
を
受
領
し
た
こ
と
が
あ
る
か
現
に
受
領
し
て
い
る
こ
と
、
会
社

の
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
か
業
績
連
動
型
の
報
酬
ス
キ
ー
ム
を
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
会
社
の
年
金
ス
キ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー

で
あ
る
こ
と
、
会
社
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
取
締
役
ま
た
は
幹
部
職
員
（senior em

ployees

）
と
近
し
い
親
族
関
係
に
あ
る
こ
と
、
他
の
会

社
／
団
体
が
相
互
に
取
締
役
を
選
任
し
て
い
る
関
係
に
あ
る
（cross-directorships

）
か
、
当
該
他
の
会
社
／
団
体
の
取
締
役
と
重
要
な

連
携
関
係
に
あ
る
こ
と
、
大
株
主
（significant shareholder

）
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
、
最
初
の
選
任
の
日
以
降
九
年
間
以
上
に
わ
た
り

取
締
役
を
務
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
者
を
独
立
取
締
役
と
決
定
し
た
場
合
に
は
そ
の
理
由
を
年
次
報
告
書
に
お
い
て
示
す
べ
き

で
あ
る
（B.1.1

）。

　

取
締
役
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
規
定
が
さ
れ
て
い
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
の
接
点
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
取
締
役
は
、

そ
の
責
務
を
有
効
に
果
た
す
に
あ
た
り
十
分
な
時
間
を
会
社
の
た
め
に
割
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
（M

ain Principle B.3

）。

　

取
締
役
の
研
鑽
（developm

ent

）
の
規
定
が
さ
れ
る
。A

pproved Persons
制
度
に
関
連
す
る
規
定
で
あ
る
。
す
べ
て
の
取
締
役
は
、

取
締
役
会
に
加
わ
る
に
あ
た
っ
て
就
任
ガ
イ
ダ
ン
ス
（induction

）
を
受
け
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
ス
キ
ル
と
知
識
を
随
時
更
新
・
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ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
べ
き
で
あ
る
（M

ain Principle B.4

）。
取
締
役
会
議
長
は
、
取
締
役
が
、
そ
の
ス
キ
ル
と
知
識
を
、
ま
た
、
取
締
役
会

や
取
締
役
会
委
員
会
に
お
い
て
役
割
を
果
た
す
た
め
に
必
要
な
会
社
情
報
を
、
絶
え
ず
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る

（Supporting Principles

）。
会
社
は
、
自
社
の
取
締
役
が
知
識
・
能
力
を
研
鑽
・
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
た
め
に
必
要
な
リ
ソ
ー
ス
を
提
供

す
べ
き
で
あ
る
。
す
べ
て
の
取
締
役
は
、
自
ら
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
、
会
社
に
関
す
る
適
正
な
知
識
と
会
社
の
業
務
・
従
業
員
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
必
要
と
す
る
。
取
締
役
会
議
長
は
、
新
し
い
取
締
役
が
加
わ
る
際
に
は
、
十
分
か
つ
正
式
な
、
本
人
に
適
し
た
就
任
ガ
イ

ダ
ン
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
一
環
と
し
て
、
取
締
役
は
、
主
要
株
主
と
面
会
す
る
機
会
を
得
る
べ
き
で
あ
る

（B.4.1.

）。
取
締
役
会
議
長
は
、
取
締
役
の
研
修
・
研
鑽
（training and developm

ent

）
ニ
ー
ズ
に
関
し
て
、
随
時
、
レ
ビ
ュ
ー
を
行
う
と

と
も
に
各
取
締
役
と
合
意
す
べ
き
で
あ
る
（B.4.2.

）。

　

リ
ス
ク
管
理
と
内
部
統
制
に
つ
い
て
、
戦
略
的
リ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）、
更
に
は
積
極
的
妥
当
性
に
も
踏
み
込
む
可
能
性
を
有

す
る
規
定
が
さ
れ
て
い
る
。
取
締
役
会
は
、
そ
の
戦
略
目
標
（strategic objectives

）
を
達
成
す
る
に
当
た
り
、
取
ろ
う
と
し
て
い
る
主

要
な
リ
ス
ク
の
性
質
と
範
囲
を
特
定
す
る
責
務
を
負
う
。
取
締
役
会
は
、
健
全
な
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
べ
き
で

あ
る
（M

ain Principle C.2.

）。

　

取
締
役
会
は
、
少
な
く
と
も
三
名
の
、
ま
た
は
小
規
模
な
会
社
の
場
合
に
は
二
名
の
一
五
、
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
か
ら
構
成
さ
れ

る
監
査
委
員
会
を
設
立
す
べ
き
で
あ
る
。
小
規
模
な
会
社
の
場
合
、
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
に
加
え
て
、
取
締
役
会
議
長
が
、
議
長
就

任
時
に
独
立
取
締
役
と
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
監
査
委
員
会
の
委
員
（
た
だ
し
委
員
長
で
は
な
い
）
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
取

締
役
会
は
、
監
査
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
名
は
、
最
近
に
お
い
て
財
務
に
関
す
る
経
験
（financial experience

）
を

有
す
る
者
と
す
べ
き
で
あ
る
（C.3.1.

）。
監
査
委
員
会
の
主
要
な
役
割
と
責
任
は
、
文
書
の
形
で
設
置
要
綱
（term

s of reference

）
に
明
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記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
下
記
の
事
項
が
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
（C.3.2.

）。
会
社
の
財
務
報
告
の
ほ
か
、
会
社
の
財
務
業
績

に
関
す
る
す
べ
て
の
公
式
発
表
に
つ
い
て
、
そ
の
真
正
性
（integrity

）
を
モ
ニ
タ
ー
し
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
財
務
報
告
上
の
重
要
な
判

断
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
。
会
社
の
財
務
に
か
か
る
内
部
統
制
（internal financial controls

）
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
独
立

取
締
役
か
ら
構
成
さ
れ
る
リ
ス
ク
委
員
会
か
取
締
役
会
自
身
が
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
限
り
、
会
社
の
内

部
統
制
・
リ
ス
ク
管
理
シ
ス
テ
ム
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
。
会
社
の
内
部
監
査
（internal audit

）
機
能
の
有
効
性
を
モ
ニ
タ
ー
し
、
レ

ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
。

　

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
の
提
言
を
英
国
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構
（Financial Services A

uthori-

ty FSA

）
がFSA

 H
andbook

の
中
で
詳
細
に
ル
ー
ル
化
し
て
い
る
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
解
体
後
も
ル
ー
ル
・
ブ
ッ
ク
で
あ
るFSA

 H
andbook

）
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（

は
残
さ
れ
、
基
本
規
準
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
拠
し
て
い
る
。
行
為
規
制
（Conduct

）、
数
値
規
制

（Prudencial

）
か
ら
な
る
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
は
、
規
制
に
よ
り
消
費
者
が
享
受
し
う
る
便
益
・
効
果
を
規
制
の
結
果

と
し
て
達
成
す
る
こ
と
を
金
融
機
関
に
求
め
る
結
果
ア
プ
ロ
ー
チ
を
特
徴
と
し
、
金
融
機
関
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
示
す
規
制
の
結
果
を
踏
ま
え
、

自
主
的
・
自
律
的
に
対
応
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

株
主
と
の
対
話
に
つ
い
て
、
目
指
す
と
こ
ろ
（objectives
）
に
つ
い
て
の
相
互
理
解
に
基
づ
き
、
株
主
と
対
話
（dialogue

）
を
行
う
べ

き
で
あ
る
。
取
締
役
会
全
体
が
、
株
主
と
の
間
で
満
足
の
い
く
対
話
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
（M

ain Principle E.1.

）。

株
主
総
会
の
建
設
的
な
活
用
に
つ
い
て
、
取
締
役
会
は
、
株
主
と
意
思
疎
通
を
図
り
、
株
主
の
参
加
を
促
す
た
め
に
株
主
総
会
を
活
用
す

べ
き
で
あ
る
（M

ain Principle E.2.

）。

　

非
業
務
執
行
取
締
役
を
会
社
が
い
か
に
確
保
す
る
か
、
今
後
の
課
題
と
な
る
。
統
合
コ
ー
ド
の
時
期
か
ら
、
英
国
取
締
役
協
会
（IO

D
: 
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）
に
よ
る
取
締
役
認
証
制
度）
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、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

業
務
執
行
取
締
役
に
対
し
て
一
定
程
度
の
専
門
性
と
能
力
を
要
求
す
る
規
定
は
、
英
国
の
取
締
役
の
責
任
に
関
す
る
議
論
に
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
。
即
ち
、
コ
ー
ド
の
改
正
に
よ
っ
て
、
取
締
役
会
の
監
督
機
能
が
さ
ら
に
純
化
さ
れ
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
独
立

性
に
加
え
て
専
門
性
や
能
力
を
課
す
規
定
が
加
え
ら
れ
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
責
任
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
非
業
務
執
行

取
締
役
は
、
実
務
上
の
区
別
で
あ
り
、
制
定
法
上
ま
た
は
判
例
法
上
、
特
有
の
義
務
を
有
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し

最
近
に
な
り
、
上
場
会
社
に
お
け
る
取
締
役
会
の
監
督
や
内
部
統
制
に
関
心
が
集
ま
り
、the Secretary of State v. Sw

an and 

N
orth

事
件
、Com

m
onw

ealth O
il and Gas Co. Ltd. v Baxter

事
件
に
お
い
て
非
業
務
執
行
取
締
役
に
つ
い
て
重
要
な
判
決
も
出

さ
れ
る
。
取
締
役
会
や
監
査
委
員
会
の
中
心
で
あ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
責
任
に
つ
い
て
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
非
業
務

執
行
取
締
役
の
重
要
な
義
務
違
反
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
監
督
義
務
違
反
な
ど
の
注
意
義
務
（duty of care and skill and diligence

）

違
反
の
問
題
で
あ
り
、
上
記
に
お
い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。A

pproved Persons

の
概
念
な
ど
の
議
論
に
つ
な
が
る
部
分
で
あ

る
と
思
料
さ
れ
る
。

⑵　

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
影
響
―A

pproved Persons

の
接
点
、
注
意
義
務
の
二
重
基
準
と
非
業
務
執
行
取
締
役　

英
国
で
は
、

取
締
役
の
注
意
義
務
に
関
し
て
二
重
基
準
を
用
い
て
判
断
し
て
い
る
が
、
近
時
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
正
が
こ
の
基
準
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
主
観
的
基
準
を
補
完
す
る
た
め
に
客
観
的
基
準
を
加
え
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
正
に
よ
り
、
取
締
役
に
専
門
性
、
能
力
を
課
す
規
定
が
設
け
ら
れ
、
主
観
的
基
準
の
判
断
基
準
が
実
質

的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
取
締
役
の
専
門
性
の
高
ま
り
か
ら
、
主
観
的
基
準
の
引
き
上
げ
は
指
摘
さ
れ
て
い
た）

1（
（

。

　

抽
象
的
に
の
み
把
握
さ
れ
て
き
た
取
締
役
の
専
門
性
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
規
定
に
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
、
取
締
役
が
認
識
し



九
八

て
い
た
こ
と
を
基
準
に
判
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
抽
象
的
な
取
締
役
に
要
求
す
る
客
観
的
基
準
に
よ
り
判
断
す
る
よ
り
重
い
責
任
が
課
さ

れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
。

　

私
見
で
あ
る
が
、
米
国
の
注
意
義
務
や
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
の
議
論
と
し
て
把
握
が
で
き
る
部
分
を
英
国
で
は
実
質
的
に
は
ガ
バ

ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
担
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
英
国
で
は
主
と
し
て
注
意
義
務
の
領
域
に
お
い
て
判
例
・
議
論
が
多
い
が
、

信
認
義
務
を
頂
点
と
す
る
米
国
と
異
な
り
、
我
が
国
で
は
善
管
注
意
義
務
の
概
念
が
最
上
位
に
あ
る
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
に
理
解
で
き
よ
う）

11
（

。

米
国
で
は
、
注
意
義
務
に
加
え
て
、
忠
実
義
務
に
関
す
る
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
（good faith

）
の
義
務
の
境
界
あ
る
い
は
異
同
に
関
す
る
議
論
・

判
例
が
多
く
出
さ
れ
る
が
、
英
国
で
は
こ
う
し
た
領
域
の
規
範
は
コ
ー
ド
概
念
に
お
い
て
示
さ
れ
、
上
場
企
業
に
対
す
る
縛
り
と
な
り
、

さ
ら
に
二
〇
〇
六
年
会
社
法
改
正
に
よ
る
一
般
的
義
務
の
関
連
と
し
て
明
確
に
さ
れ
、
包
摂
さ
れ
て
き
て
い
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
か
。

　

か
か
る
傾
向
は
、
主
観
的
基
準
に
よ
り
会
計
知
識
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
非
業
務
執
行
取
締
役
に
重
い
責
任
を
認
め
た
一
九
七

七
年D

orchester Finance Co. Ltd v. Stebbing

事
件
判
決）

11
（

に
窺
え
る
。
二
重
基
準
の
鼎
立
し
た
現
在
、
主
観
的
基
準
に
よ
り
客
観

的
基
準
よ
り
重
い
責
任
が
課
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う）

11
（

。Re City Equitable Fire Insurance Co. Ltd

事
件
判
決
と
以
前
の
判
決
は
、

非
業
務
執
行
取
締
役
に
相
当
す
る
取
締
役
の
注
意
義
務
の
問
題
が
大
部
分
で
あ
る
。
一
方N

orm
an v. T

heodore Goddard

事
件
判
決）

11
（

の
二
重
基
準
で
判
断
し
た
事
案
の
多
く
は
、
業
務
執
行
取
締
役
の
問
題
で
状
況
が
異
な
る
。
判
例
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
を
指
摘

す
る
。

　

上
場
会
社
は
年
次
報
告
書
な
ど
で
取
締
役
が
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
開
示
し
、
開
示
さ
れ
た
取
締
役
は
取
締
役
と
し
て
の
専
門
能

力
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
不
祥
事
が
起
き
た
場
合
、
主
観
的
基
準
に
よ
り
重
い
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
た
こ

と
に
な
る
。
役
職
に
よ
り
専
門
性
が
異
な
る
場
合
、
主
観
的
基
準
に
よ
っ
て
柔
軟
・
妥
当
な
判
断
が
可
能
と
な
り
、
適
切
な
責
任
追
及
が



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

九
九

で
き
る
。

　

非
業
務
執
行
取
締
役
と
し
て
は
、
取
締
役
の
専
門
化
に
伴
う
責
任
の
厳
格
化
に
よ
り
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
候
補
者
が
減
少
す
る
こ

と
に
な
り
か
ね
ず
、
取
締
役
対
象
の
保
険
（D

&
O

 insurance

）
も
問
題
と
な
る
。
上
場
会
社
で
は
、
取
締
役
の
専
門
化
は
当
然
の
傾
向
で

あ
り
、
非
業
務
執
行
取
締
役
も
監
督
者
と
し
て
専
門
的
な
知
識
・
経
験
を
有
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
責
任
を
負
う
べ
き

は
当
然
で
も
あ
ろ
う
。the Secretary of State v. Sw

an and N
orth

事
件
判
決）

11
（

で
は
、
裁
判
所
は
取
締
役
会
副
議
長
、
監
査
委
員
会

委
員
長
を
兼
ね
た
非
業
務
執
行
取
締
役
に
対
し
て
、
知
識
や
経
験
が
あ
る
た
め
、
財
務
担
当
取
締
役
の
情
報
を
信
用
す
る
だ
け
で
は
足
り

ず
、
自
ら
適
切
に
監
督
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
十
分
に
監
督
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
責
任
を
負
う
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
。

　

主
観
的
基
準
の
補
完
の
た
め
の
客
観
的
基
準
か
ら
、
客
観
的
基
準
を
補
完
す
る
た
め
の
主
観
的
基
準
に
機
能
的
変
化
が
み
ら
れ
る
。
英

国
で
取
締
役
の
注
意
義
務
が
問
題
に
な
る
場
合
、
中
小
規
模
会
社
が
多
く
、
取
締
役
に
専
門
性
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
名
目
的
取
締

役
に
い
か
な
る
基
準
で
責
任
を
負
わ
せ
る
べ
き
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
主
観
的
基
準
に
よ
り
取
締
役
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
多
く
、
対

応
策
と
し
て
客
観
的
基
準
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。

　

現
在
は
、
取
締
役
の
注
意
義
務
が
問
題
と
な
る
事
案
は
上
場
会
社
に
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
上
場
会
社
に
お
け
る
取
締
役
会
の

監
督
機
能
の
高
度
化
と
共
に
、
取
締
役
会
の
構
成
員
で
あ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
注
意
義
務
は
変
容
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
監
督

者
と
し
て
期
待
さ
れ
る
最
低
限
の
基
準
と
し
て
の
①
客
観
的
基
準
が
あ
り
、
そ
の
上
で
、
②
主
観
的
基
準
は
⒜
専
門
家
、
⒝
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

コ
ー
ド
に
よ
り
一
定
の
知
識
や
能
力
を
要
求
さ
れ
る
取
締
役
に
対
し
て
、
客
観
的
基
準
を
超
え
る
厳
し
い
責
任
を
負
わ
せ
る
基
準
と
し
て

機
能
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
上
場
会
社
に
対
し
、
実
質
的
に
構
成
員
の
質
の
面
か
ら
取
締
役
会
の
適
切
な
監
督
機
能
を
求
め
る
こ
と
に
な

る
。



一
〇
〇

　

私
見
で
あ
る
が
、
⒝
の
部
分
が
、A

pproved Persons

に
該
当
す
る
が
、
そ
の
適
用
対
象
は
経
営
陣
に
加
え
て
、
拡
大
傾
向
が
み
ら

れ
る
。
即
ち
、
取
締
役
を
対
象
と
す
る
制
度
に
止
ま
ら
ず
、
独
自
の
制
度
・
基
準
と
し
て
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
あ
る
い

は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
多
重
・
重
畳
適
用
の
可
能
性
と
共
に
、
適
用
領
域
を
拡
大
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

海
外
金
融
資
本
の
英
国
現
地
法
人
に
対
す
る
適
用
な
ど
、
上
場
企
業
に
限
定
し
た
適
用
に
止
ま
ら
な
い
。
ま
たA

pproved Persons

に

対
す
る
要
求
事
項
は
、
専
門
性
に
止
ま
ら
ず
、
誠
実
さ
な
ど
の
規
範
概
念
も
含
ん
で
い
る
。
米
国
で
は
、
コ
ー
ド
が
存
在
せ
ず
、
こ
う
し

た
部
分
は
判
例
に
よ
る
忠
実
義
務
な
ど
の
概
念
化
で
柔
軟
に
取
り
込
ん
で
き
た
と
み
ら
れ
る
。
英
国
に
お
け
る
注
意
義
務
の
検
討
過
程
で

の
二
重
基
準
を
枠
を
超
え
て
き
た
問
題
と
い
え
、
米
国
に
お
け
る
忠
実
義
務
あ
る
い
は
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
の
義
務
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き

た
部
分
で
あ
り
、
英
国
で
は
コ
ー
ド
が
担
う
領
域
と
い
え
る
。
英
国
で
は
、
今
後
会
社
法
規
定
、
取
締
役
の
注
意
義
務
に
関
す
る
判
例
形

成
、
コ
ー
ド
規
範
等
と
の
整
合
性
を
い
か
に
保
ち
つ
つ
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
規
律
を
保
っ
て
い
く
か
、
注
視
さ
れ
る
こ
と

と
な
ろ
う
。

　

二
〇
一
二
年
九
月
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂
に
よ
り
、
上
場
会
社
の
取
締
役
会
は
独
立
性
を
高
め
る
規
定
が
置
か
れ
、
監
督
機
能
の

純
化
が
進
ん
だ
。
取
締
役
に
対
し
て
一
定
の
専
門
性
や
能
力
を
課
す
規
定
が
置
か
れ
、
取
締
役
の
専
門
化
の
必
要
性
の
現
れ
で
あ
る
。
非

業
務
執
行
取
締
役
は
、
監
督
者
と
し
て
会
社
か
ら
独
立
し
て
い
る
の
み
で
は
業
務
執
行
者
を
監
督
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

一
方
、
専
門
性
や
能
力
を
取
締
役
に
求
め
る
こ
と
は
独
立
性
と
相
反
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
同
業
種
の
会
社
を
複
数
兼
任
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
、
専
門
性
と
独
立
性
の
調
和
が
英
国
企
業
法
制
の
課
題
と
い
え
る
。
我
が
国
も
、
上
場
会
社
の
取
締
役
の
専
門
化
は
必
然

の
流
れ
で
あ
り
、
会
社
法
で
な
く
と
も
、
上
場
規
則
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
っ
て
専
門
性
や
能
力
を
課
す
規
定
を
置
く
か
議
論
さ
れ
る
。

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
正
に
よ
り
、
大
規
模
上
場
会
社
の
非
業
務
執
行
取
締
役
の
特
に
注
意
義
務
に
関
す
る
判
断
基
準
に
大
き
な
影
響



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
〇
一

を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
よ
り
専
門
性
や
能
力
を
求
め
ら
れ
、
主
観
的
基
準
に
よ
っ
て
客
観
的
基
準
よ
り
も

重
い
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
高
ま
っ
て
い
く
非
業
務
取
締
役
の
責
任
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
責
任
を
免
れ
う
る

の
か
が
問
題
と
し
て
残
る
。
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
整
備
と
共
に
、
取
締
役
責
任
免
除
制
度
も
重
要
な
検
討
課
題
に
な
る）

11
（

。

　

主
観
的
基
準
に
よ
っ
て
重
く
な
っ
た
非
業
務
執
行
取
締
役
の
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
、
現
行
の
取
締
役
責
任
免
除
制
度
か
、
安
全
港
ル
ー

ル
（safe harbor rule
）
を
作
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
我
が
国
判
例
を
み
て
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
基
準
と
さ
れ
る
取
締
役
に
は
、
い

か
な
る
取
締
役
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
客
観
的
基
準
と
い
っ
た
抽
象
的
な
取
締
役
を
想
定
す
る
場
合
、
専
門
化
が

進
む
中
で
適
切
な
基
準
と
し
て
機
能
す
る
か
、
疑
問
で
あ
る
。
主
観
的
基
準
を
含
め
た
二
重
基
準
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る）

11
（

。

　

米
国
の
忠
実
義
務
な
ど
で
考
察
さ
れ
る
が
、
責
任
減
免
制
度
の
レ
ベ
ル
で
検
討
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
事
後
的
な
作
法
的
段
階

で
あ
る
だ
け
に
、
非
業
務
執
行
取
締
役
と
し
て
の
独
立
役
員
、
社
外
取
締
役
・
監
査
役
、
更
に
は
社
内
非
業
務
執
行
取
締
役
に
つ
い
て
、

注
意
義
務
違
反
の
判
断
レ
ベ
ル
と
合
わ
せ
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
。

　

ま
た
反
ト
ラ
ス
ト
法
領
域
と
の
比
較
と
し
て
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
刑
事
訴
追
の
分
断
（separation of prosecutor from

 enforc-

er

）、
両
罰
規
定
と
刑
事
・
民
事
罰
、
適
切
な
手
続
き
の
面
（due process concerns

）
の
制
度
設
計
等
も
今
後
の
考
察
対
象
と
な
ろ
う
。

即
ち
、
私
見
で
あ
る
が
、
今
後
、
英
国
で
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
事
例
の
蓄
積
に
伴
い
、
行
政
処
分
か
ら
不
服
審
査
・
司
法

判
断
へ
と
進
む
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
分
野
で
は
、
抑
止
力
の
点
で
有
用
で
あ
る
と
し
て
、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
に
お
い

て
個
人
に
対
す
る
刑
事
罰
が
執
行
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
そ
の
場
合
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
図
る
行
政
当
局
と
刑
事
訴
追
の
訴
訟
当
局
の
関

係
、
両
罰
規
定
と
刑
事
・
民
事
罰
の
あ
り
方
、
私
訴
（private suit

）
が
出
さ
れ
る
場
合
の
代
表
訴
訟
・
集
団
訴
訟
（collective actions

）

や
三
倍
賠
償
制
度
な
ら
び
に
証
拠
開
示
（discovery

）
の
あ
り
方
な
ど
適
切
な
手
続
面
（due process concerns

）
の
制
度
設
計
が
将
来
の



一
〇
二

検
討
課
題
と
な
ろ
う
。

第
三
部　

英
国
金
融
規
制
改
革
と
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

第
一
章　

英
国
に
お
け
る
金
融
機
関
の
監
督
手
法
（A

RRO
W

）
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

１
．U

K
FSA

と
行
政
目
的　

英
国
に
お
け
る
金
融
機
関
の
監
督
手
法
（A

RRO
W

）
と
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を

み
て
い
き
た
い）

11
（

。U
K

FSA
（
英
国
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構
）
と
行
政
目
的
を
み
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
（Financial Ser-

vices and M
arkets A

ct 2000

）
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
複
数
の
機
関
に
分
散
し
て
い
た
銀
行
・
証
券
会
社
・
保
険
会
社
な
ど
に

対
す
る
監
督
権
限
を
統
合
し
た
。
四
つ
の
行
政
目
的
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
第
二
条
）
と
し
て
、
①
英
国
金
融
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
維
持
、

②
公
衆
の
啓
蒙
、
③
利
用
者
の
保
護
、
④
金
融
犯
罪
の
削
減
が
あ
る
。

２
．A

RRO
W

の
リ
ス
ク
評
価
プ
ロ
セ
ス　

A
RRO

W
（A

dvanced Risk Responsive O
perating Fram

ew
ork

）
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
月

よ
り
実
施
さ
れ
、
リ
ス
ク
評
価
プ
ロ
セ
ス
は
原
則
と
し
て
オ
フ
サ
イ
ト
で
検
証
を
行
う
が
、
必
要
に
応
じ
オ
ン
サ
イ
ト
に
よ
り
補
足
す
る
。

Ｆ
Ｓ
Ａ
に
よ
る
リ
ス
ク
評
価
お
よ
び
リ
ス
ク
削
減
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
、
リ
ス
ク
削
減
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
金
融
機
関
へ
の
通
知
、
金
融
機
関

の
状
況
に
応
じ
一
二
ヶ
月
―
三
六
ヶ
月
の
期
間
が
設
定
、
経
営
改
善
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
サ
イ
ク
ル
な
ど
を
内
容
と
す
る
。

３
．
リ
ス
ク
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
概
要　

リ
ス
ク
評
価
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
①
イ
ン
パ
ク
ト
の
評
価
（Im

pact A
ssessm

ent

）
は
、
規
模

な
ど
に
よ
り
四
段
階
の
評
価
（H

igh

、M
edium

 H
igh

、M
edium

 Low

、Low
）
が
さ
れ
る
。
②
リ
ス
ク
顕
在
化
可
能
性
の
評
価
（Probabil-

ity A
ssessm

ent

）
は
、
環
境
リ
ス
ク
（
地
理
的
リ
ス
ク
、
競
争
リ
ス
ク
お
よ
び
市
場
構
造
リ
ス
ク
な
ど
）、
リ
ス
ク
を
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ス
ク
お
よ
び



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
〇
三

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
リ
ス
ク
に
分
類
、
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ス
ク
お
よ
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
リ
ス
ク
を
各
四
、
五
の
リ
ス
ク
グ
ル
ー
プ
に
分
類
、
さ
ら
に

四
五
項
目
の
リ
ス
ク
要
素
に
細
分
化
し
、
各
々
実
質
四
段
階
の
評
価
を
行
う
。
最
後
の
評
価
は
七
つ
の
Ｒ
Ｔ
Ｏ
（Risks to O

bjectives 

Group

）、
さ
ら
に
四
つ
の
行
政
目
的
に
関
連
付
け
て
整
理
さ
れ
る
。
③
リ
ス
ク
削
減
プ
ロ
グ
ラ
ム
（RM

P: Risk M
itigation Program

）
の

作
成
は
、
リ
ス
ク
評
価
に
応
じ
た
経
営
改
善
計
画
、
併
せ
て
計
画
の
実
施
予
定
期
間
（
次
の
リ
ス
ク
評
価
ま
で
の
期
間
）
が
盛
り
込
ま
れ
る
。

４
．
リ
ス
ク
削
減
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ｒ
Ｍ
Ｐ　

リ
ス
ク
評
価
を
踏
ま
え
た
行
政
上
の
措
置
（
リ
ス
ク
削
減
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ｒ
Ｍ
Ｐ
）
に
つ
い
て
、
①

リ
ス
ク
削
減
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｒ
Ｍ
Ｐ
）
案
の
策
定
、
②
内
部
検
証
等
に
よ
り
、
当
局
と
金
融
機
関
に
よ
る
事
実
関
係
の
擦
り
合
わ
せ
を
行
い
、

た
だ
し
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
評
価
お
よ
び
改
善
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
は
一
義
的
に
当
局
が
決
定
す
る
。
③
リ
ス
ク
評
価
結
果
お
よ
び

Ｒ
Ｍ
Ｐ
の
金
融
機
関
へ
の
通
知
は
、
金
融
機
関
は
受
諾
通
知
を
行
う
が
、
た
だ
し
金
融
機
関
は
事
実
誤
認
や
よ
り
優
れ
た
他
の
改
善
方
法

が
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
監
督
担
当
者
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
監
督
担
当
者
に
よ
る
対
応
に
異
議
が
あ
る
場
合
に
は
監

督
担
当
者
の
上
司
あ
る
い
は
担
当
部
局
の
長
に
申
し
出
る
こ
と
も
で
き
る
。
金
融
機
関
が
な
お
Ｒ
Ｍ
Ｐ
に
従
わ
な
い
場
合
、
正
式
手
続
に

移
行
し
、
法
に
基
づ
く
報
告
徴
求
や
裁
定
手
続
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
実
例
は
な
い
。
④
Ｒ
Ｍ
Ｐ
の
内
容
に
よ
り
、

次
の
リ
ス
ク
評
価
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
期
間
は
一
二
ヶ
月
―
三
六
ヶ
月
。
⑤
中
間
評
価
は
、
オ
フ
サ
イ
ト
（
監
督
）
を
通
じ
リ
ス
ク
評
価

の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
、
行
政
上
の
措
置
の
レ
ビ
ュ
ー
が
行
わ
れ
る
。

５
．
リ
ス
ク
評
価
と
行
政
上
の
措
置
の
関
係　

リ
ス
ク
評
価
と
行
政
上
の
措
置
と
の
関
係
を
み
る
と
、
①
リ
ス
ク
評
価
は
、
⑴Low

、

⑵M
edium

 Low

、
⑶M

edium
 H

igh

、
⑷H

igh

に
分
か
れ
、
②
行
政
上
の
措
置
と
し
て
⒜
診
断
（D

iagnostic

）、
⒝
監
視
（M

onitor-

ing

）、
⒞
予
防
（Preventative

）、
⒟
是
正
（Rem

edial

）
に
分
類
さ
れ
る
。
⑵M

edium
 Low

は
⒜
診
断
（D

iagnostic

）、
⒝
監
視
（M

on-

itoring

）、
⑶M

edium
 H

igh

は
⒞
予
防
（Preventative

）、
⒟
是
正
（Rem

edial
）、
⑷H

igh

は
⒞
予
防
（Preventative

）、
⒟
是
正
（Re-



一
〇
四

m
edial

）
と
各
々
対
応
す
る
。
我
が
国
法
令
に
大
ま
か
に
当
て
は
め
る
と
、
⒜
お
よ
び
⒝
は
報
告
徴
求
、
⒞
お
よ
び
⒟
は
業
務
改
善
命
令

等
に
相
当
す
る
。

６
．A

RRO
W

に
お
け
る
顕
在
可
能
性
リ
ス
ク
の
リ
ス
ク
要
素　

A
RRO

W

に
お
け
る
顕
在
可
能
性
リ
ス
ク
の
リ
ス
ク
要
素
と
し
て
、

我
が
国
の
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
け
る
チ
ェ
ッ
ク
項
目
と
英
国
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（A

RRO
W

）
に

お
け
る
四
五
の
リ
ス
ク
要
素
と
の
関
係
を
み
る
と
、
リ
ス
ク
局
面
は
①
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ス
ク
、
②
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
リ
ス
ク
に
二
分
さ
れ
、
①

ビ
ジ
ネ
ス　

リ
ス
ク
の
リ
ス
ク
グ
ル
ー
プ
は
経
営
戦
略
（
リ
ス
ク
要
素
は
１
．
経
営
戦
略
の
質
、
２
．
ビ
ジ
ネ
ス
特
性
）、
市
場
・
信
用
・
保
険

引
受
け
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
（
３
．
信
用
リ
ス
ク
、
４
．
保
険
引
受
リ
ス
ク
、
５
．
市
場
リ
ス
ク
、
６
．
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
、
７
．

訴
訟
／
法
的
リ
ス
ク
）、
健
全
性
（
８
．
資
本
の
適
切
性
、
９
．
流
動
性
、
10
．
収
益
性
）、
顧
客
特
性
・
利
用
者
・
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
（
11
．
顧

客
／
利
用
者
／
会
員
の
類
型
、
12
．
業
務
収
益
源
お
よ
び
利
益
分
配
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
13
．
商
品
／
サ
ー
ビ
ス
の
類
型
、
14
．
市
場
効
率
（
主
要
マ
ー
ケ
ッ

ト
の
み
）、
15
．
適
切
な
市
場
）、
②
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
リ
ス
ク
の
リ
ス
ク
グ
ル
ー
プ
は
顧
客
・
利
用
者
の
待
遇
（
16
．
販
売
強
化
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

お
よ
び
採
用
、
17
．
職
員
の
俸
給
基
準
、
18
．
財
務
促
進
、
19
．
顧
客
／
利
用
者
／
会
員
の
承
認
、
広
告
、
報
告
、
20
．
取
引
お
よ
び
管
理
、
21
．
顧
客

／
利
用
者
／
会
員
の
資
産
の
安
全
性
、
22
．
商
品
資
料
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
／
適
切
性
、
23
．
会
員
の
管
理
（
発
言
を
許
さ
れ
て
い
る
会
員
の
み
））、

組
織
（
24
．
法
律
上
／
所
有
構
造
の
透
明
性
、
25
．
会
計
監
査
／
グ
ル
ー
プ
構
成
の
管
轄
／
特
質
、
26
．
グ
ル
ー
プ
の
残
り
の
人
々
と
の
関
係
）、
内
部

体
制
お
よ
び
内
部
統
制
（
27
．
リ
ス
ク
管
理
、
28
．
方
針
、
手
順
、
制
御
、
29
．
経
営
情
報
、
30
．
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
、
31
．
財
務
報
告
、
定
期
レ
ポ
ー
ト
、

会
計
方
針
、
32
．
法
令
等
遵
守
、
33
．
内
部
監
査
、
34
．
外
注
／
第
三
者
割
当
、
35
．
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
36
．
業
務
の
継
続
性
、

37
．
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
制
御
、
38
．
市
場
の
透
明
性
、
39
．
協
定
の
制
定
お
よ
び
改
廃
（
主
要
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
み
））、
取
締
役
会
・
経
営
陣
・

職
員
（
40
．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
41
．
経
営
責
任
の
割
当
お
よ
び
明
確
化
、
42
．
管
理
の
質
、
43
．
人
的
資
源
）、
業
務
と
コ
ン
プ
ラ
イ



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
〇
五

ア
ン
ス
・
カ
ル
チ
ャ
ー
（
44
．
監
督
当
局
と
の
関
係
、
45
．
文
化
的
テ
ー
マ
お
よ
び
ビ
ジ
ネ
ス
倫
理
）
で
あ
る
。
45
の
リ
ス
ク
要
素
に
つ
い
て
、

我
が
国
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
４
、
10
、
11
、
13-

18
、
22
、
23
、
26
、
30
、
34-

40
、
44-

45
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
が
、
22
．
商
品
資

料
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
／
適
切
性
、
37
．
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
制
御
は
法
令
等
遵
守
項
目
と
な
る
。A

RRO
W

で
は
、
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
も
含
ん
だ
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
な
っ
て
お
り
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

の
融
合
に
よ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
特
徴
を
示
し
て
い
よ
う
。

７
．
リ
ス
ク
要
素
と
Ｒ
Ｔ
Ｏ
お
よ
び
行
政
目
標　

リ
ス
ク
要
素
と
Ｒ
Ｔ
Ｏ
（Risks to O

bjectives Group

）
お
よ
び
行
政
目
標
の
関
係
と

し
て
、
四
つ
の
行
政
目
標
と
七
つ
の
Ｒ
Ｔ
Ｏ
（Risks to O

bjectives Group

）
の
対
応
関
係
を
示
す
と
、
Ｒ
Ｔ
Ｏ
は
①
破
綻
・
経
済
的
損
失
、

②
不
適
切
な
販
売
・
経
営
、
③
消
費
者
の
理
解
、
④
不
正
行
為
、
⑤
市
場
に
お
け
る
不
正
行
為
、
⑥
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
⑦
市
場
機

能
の
七
つ
で
あ
り
、
行
政
目
標
は
１
．
英
国
金
融
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
維
持
、
２
．
公
衆
の
啓
蒙
、
３
．
利
用
者
の
保
護
、
４
．
金
融
犯
罪

の
削
減
で
あ
る
。
①
、
②
は
、
１
．
英
国
金
融
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
維
持
、
３
．
利
用
者
の
保
護
、
③
は
２
．
公
衆
の
啓
蒙
、
３
．
利
用
者

の
保
護
、
④
は
１
．
英
国
金
融
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
維
持
、
４
．
金
融
犯
罪
の
削
減
、
⑤
は
３
．
利
用
者
の
保
護
、
４
．
金
融
犯
罪
の
削
減
、

⑥
は
１
．
英
国
金
融
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
維
持
、
４
．
金
融
犯
罪
の
削
減
、
⑦
は
１
．
英
国
金
融
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
維
持
、
３
．
利
用
者
の

保
護
と
各
々
対
応
す
る
。
金
融
機
関
に
対
す
る
リ
ス
ク
評
価
と
し
て
、
最
終
的
に
四
つ
の
行
政
目
標
に
対
応
す
る
四
段
階
の
リ
ス
ク
ス
コ

ア
が
、
イ
ン
パ
ク
ト
・
リ
ス
ク
お
よ
び
顕
在
可
能
性
リ
ス
ク
に
つ
い
て
通
知
さ
れ
る
。

第
二
章　

英
国
金
融
規
制
改
革
と
実
際
、
我
が
国
会
社
法
改
正
の
接
点

１
．
英
国
金
融
法
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
考
察　

英
国
進
出
の
金
融
機
関
の
現
地
法
人
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
通
じ
て
、
近
時
の
英
国
金
融
法
制
の



一
〇
六

ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
察
し
て
き
た
。
①Board

と
し
て
、
戦
略
面
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
取
り
込
み
と
し
て
Ｅ
Ｒ
Ｍ
へ
の
即
応
性

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
②
そ
の
た
め
の
規
制
枠
組
み
の
充
足
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
配
置
さ
れ
る
経
営
ト
ッ
プ
の
人
材
の
資
質
が
面
談
な

ど
を
通
し
て
問
わ
れ
て
い
る
（A

pproved Persons

）。
③
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
を
基
本
と
し
、
き
め
細
か
い
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
発
出

す
る
こ
と
で
実
際
の
金
融
監
督
の
実
効
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
も
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
で
な
く
、
精
緻

な
法
規
制
の
内
容
が
理
解
で
き
、
監
督
当
局
に
求
め
ら
れ
る
情
報
を
適
宜
に
作
成
・
報
告
で
き
る
人
材
の
養
成
と
現
地
法
律
事
務
所
な
ど

に
よ
る
事
前
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
④
リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
（3 lines of 

defence

）
が
示
さ
れ
、
第
二
の
防
衛
線
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
各
部
門
で
あ
る
が
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に

関
し
て
は
、
リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
よ
る
リ
ス
ク
許
容
度
（risk tolelance

）
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。
銀
行
経
営
・
監
督
の
現

場
で
、
リ
ス
ク
管
理
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
融
合
化
し
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
さ
れ
る
境
界
線
が
不
明
確
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
と

い
え
る
。
英
国
で
は
伝
統
的
に
Ｅ
Ｒ
Ｍ
が
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
背
景
に
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
消
極
的
妥
当
性
に
関
わ
る
経
営
判
断

と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
英
国
賄
賂
防
止
法
な
ど
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
、
経
営
陣
自
身
の
自
己
規
律
、
従
業
員
教
育

な
ど
に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
の
境
界
を
示
す
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
米
国
判
例
法
理
で
あ
るRed Flag

（
危
険
な
徴
候
）
の
活

用
も
検
討
さ
れ
よ
う
。
⑤
リ
ス
ク
許
容
度
に
つ
い
て
はM

itsui Sum
itom

o Insurance Com
pany 

（Europe

）（8 M
ay 2012

）
事
件
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
金
融
犯
罪
に
つ
い
て
はStandard Bank
（22 January 2014

）
事
件
が
注
目
さ
れ
、
両
罰
規
定
で
あ
る
こ
と
か

ら
邦
銀
な
ど
の
対
応
が
焦
眉
の
急
と
な
る
。
⑥
第
三
の
防
衛
線
で
は
、
内
部
監
査
と
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
が
問
題
と
な
る
。
英

国
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
も
内
部
監
査
の
重
視
に
変
容
し
つ
つ
あ
り
、
業
容
拡
大
に
伴
い
、
会
計
事
務
所
へ
の
外
注
か
ら
自
社
の
人

材
育
成
も
課
題
と
な
る
。
特
に
当
該
分
野
で
は
、
事
前
予
防
と
し
て
金
融
当
局
の
通
常
監
督
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
もA

p-



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
〇
七

proved Persons

の
存
在
が
必
須
と
な
ろ
う
。

２
．
我
が
国
の
金
融
規
制
と
の
比
較
検
討　

監
督
と
執
行
の
厳
格
な
分
離
を
図
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
で
あ
る
米
国
型
経
営
組
織
で
は
、

二
〇
〇
八
年
金
融
危
機
、
さ
ら
に
遡
及
す
れ
ば
二
〇
〇
〇
年
エ
ン
ロ
ン
事
件
な
ど
、
い
ず
れ
も
社
外
取
締
役
の
独
立
性
の
不
徹
底
を
危
機

の
主
因
と
考
え
、
そ
の
後
の
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
レ
ー
法
（
米
国
企
業
改
革
法 

Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
）、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
（
米
国
金
融
改
革
法
）

な
ど
で
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
を
種
々
検
討
し
て
き
て
い
る
。
今
般
の
我
が
国
の
会
社
法
改
正
に
お
い
て
も
、
社
外
取
締

役
の
必
置
化
、
社
外
要
件
の
厳
格
化
な
ど
が
考
察
さ
れ
て
き
て
い
る
。
他
方
で
、
金
融
危
機
の
再
発
防
止
に
お
い
て
は
、
社
外
取
締
役
か
、

社
内
取
締
役
か
の
二
分
で
な
く
、
英
国
型
の
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
の
導
入
に
よ
る
改
革
が
有
効
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
取

締
役
に
お
け
る
業
務
内
容
の
熟
知
、
多
様
性
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
、
ま
た
単
な
る
内
部
統
制
で
な
く
許
容
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
取
り
込
ん

だ
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
が
重
視
さ
れ
、
取
締
役
会
に
お
い
て
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
の
監
視
・
監
督
の
み
な
ら
ず
、

リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
機
能
を
担
い
、
ま
た
金
融
当
局
の
通
常
監
督
に
も
コ
ミ
ッ
ト
し
う
る
人
材
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
取
締
役
会
と
オ
フ
ィ
サ
ー
の
分
離
の
み
な
ら
ず
、
取
締
役
会
に
お
い
て
戦
略
的
意
思
決
定
も
担
わ
せ
つ
つ
、
十
全
な
監
督
機
能
を

発
揮
さ
せ
る
た
め
に
は
、
英
国
型
モ
デ
ル
の
導
入
が
検
討
さ
れ
る
意
義
が
あ
ろ
う
。
我
が
国
会
社
法
改
正
に
お
け
る
監
査
等
委
員
会
制
度

の
導
入
は
、
委
員
会
設
置
会
社
の
導
入
企
業
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
た
め
に
社
外
取
締
役
導
入
を
推
進
す
る
た
め
の
消
極
的
な
動
機
付
け

で
な
く
、
こ
う
し
た
積
極
的
な
意
味
合
い
か
ら
、
今
後
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
し
て
は
、
短
期
的
視
点
に
偏
り
が
ち
な
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
か
ら
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
機
関
投

資
家
に
よ
る
経
営
陣
と
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
強
化
を
働
き
か
け
る
も
の
と
な
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
のPrudential A

pproach

（
数
値
規
制
）

に
関
し
てPillars of conduct supervision

が
あ
り
、
二
〇
一
四
年
三
月
に
発
出
さ
れ
た
ば
か
り
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（T

he FCA
’s A

p-



一
〇
八

proach to Supervision for C2 firm
s and groups

）
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
（stress test

）
を
想
定
し
たPillar3

に
関
し
て
は
、

Pillar1-2
の
文
書
化
と
開
示
も
併
せ
て
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
中
に
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
内
部
統
制
に
関
わ
る
文
書
化
と
開
示
が
含
ま
れ
、

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
の
開
示
が
必
要
と
な
る）

1（
（

。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
最
近
の
改
訂
に
よ
り
Ｆ
Ｃ
Ａ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

に
落
と
し
込
ま
れ
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
議
決
権
行
使
を
行
う
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
バ
ン
ク
（
投
資
銀
行
）
な
ど
の
金
融
機

関
と
し
て
自
発
的
対
応
が
迫
ら
れ
て
い
る
。

　

我
が
国
に
お
い
て
は
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
が
既
に
提
示
さ
れ
、
英
国
の
よ
う
にCorporate Governance 

Code

を
持
た
な
い
現
状
に
お
い
て
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
枠
組
み
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
英
国
で
は
、
規
範
（code

）
あ
る
い
は
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
と
い
う
法
律
で
は
な
い
規
制
が
中
心
と
な
る
が
、
規
制
と
し
て
の
実
質
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
シ
ッ

プ
と
し
て
金
融
の
中
心
で
あ
る
シ
テ
ィ
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
欧
州
市
民
社
会
ル
ー
ル
が
背
景
に
厳
正
に
確
立
し
て
い
る
。

金
融
危
機
の
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
、
事
前
防
止
と
し
て
の
通
常
監
督
が
重
視
さ
れ
、A

pproved Persons

の
制
度
が
徹
底
さ
れ
て
き

て
い
る
こ
と
も
、
同
様
の
考
え
方
の
一
環
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
大
き
な
制
度
枠
組
み
は
米
国
方
式
に
よ
り
、
原
則
的
に
は

企
業
活
動
は
自
由
な
が
ら
、
実
質
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
枠
組
み
の
不
足
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
（
上
村
達
男
教
授
）。
近
時
の
英
国

金
融
法
制
の
改
革
と
我
が
国
規
制
の
あ
り
方
を
み
る
と
、
さ
ら
に
そ
の
感
を
強
く
す
る
。Com

ply or Explain

原
則
の
導
入
に
よ
る
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
に
し
て
も
然
り
で
あ
ろ
う
。
単
純
な
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
策
定
・
導
入
を
上
場
規
則

な
ど
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
図
る
と
し
て
も
、
上
記
の
背
景
を
異
に
す
る
限
り
は
実
効
性
は
疑
問
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
金
融
検
査
と
共
に
、

通
常
監
督
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
英
国
で
は
中
央
銀
行
に
権
限
を
集
約
し
、
金
融
庁
（
Ｆ
Ａ
Ｓ
）
解
体
を
図
っ
た
が）

11
（

、
我
が
国
に
お

い
て
も
日
本
銀
行
が
所
要
の
監
督
人
員
を
確
保
し
て
通
常
監
督
す
る
に
せ
よ）

11
（

、
中
央
銀
行
の
組
織
で
あ
る
限
り
は
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
〇
九

に
限
り
が
あ
る
。
英
国
の
場
合
は
、
実
質
的
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
が
金
融
の
中
心
地
で
活
動
で
き
な
い
制
裁
が
存
在
す
る
が
、A

pproved 

Persons
の
制
度
の
な
い
我
が
国
で
は
、
通
常
監
督
違
反
に
対
す
る
制
裁
は
現
実
に
は
金
融
庁
が
業
務
停
止
処
分
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、

反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
、
シ
ス
テ
ム
障
害
な
ど
の
明
確
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
事
案
に
止
ま
り
、
事
後
制
裁
的
で
あ
る
。
今
後
は
、
各

金
融
機
関
が
自
発
的
に
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
リ
ス
ク
管
理
体
制
を
組
織
と
し
て
取
り
入
れ
、
通
常
監
督
と
併
せ
て
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
み
な
ら

ず
、
一
定
の
重
要
な
消
極
的
妥
当
性
に
関
わ
る
経
営
判
断
事
項
に
つ
い
て
も
、
監
視
の
目
を
自
発
的
か
つ
他
律
的
に
、
重
畳
的
に
強
化
し

て
い
く
こ
と
が
将
来
の
金
融
危
機
の
再
発
防
止
の
鍵
と
な
ろ
う
。
英
国
の
よ
う
な
市
民
社
会
ル
ー
ル
の
形
成
に
は
相
当
な
時
日
を
要
し
よ

う
が
、
一
方
で
は
米
国
金
融
改
革
法
制
で
あ
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
な
ら
び
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
破
綻
処
理
な
ど
の
実
質
的

影
響
、
さ
ら
に
は
金
融
シ
ス
テ
ム
の
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
一
定
規
模
以
上
の
金
融
機
関
等
に
対
し
て
は
バ
ー
ゼ
ル
規
制
の
適

用
が
進
む
と
み
ら
れ
、
国
内
の
会
社
法
改
正
、
金
融
商
品
取
引
法
、
銀
行
法
に
加
え
て
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ
る
上
場
規
則
、
日
本
版
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ど
の
全
体
的
な
整
合
性
を
い
か
に
保
つ
か
、
今
後
の
金
融
法
制
に
お
い
て
は
大
き
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

第
四
部　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
新
た
な
実
践

第
一
章　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
実
践
と
機
関
投
資
家
、
議
決
権
行
使
の
影
響

１
．
日
本
版
コ
ー
ド
導
入
が
機
関
投
資
家
活
動
に
与
え
る
実
務
面
の
影
響　

ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
公
的
年
金
等
の
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー

ナ
ー
に
お
い
て
は
二
〇
〇
九
年
公
表
の
金
融
庁
「
我
が
国
金
融
・
資
本
市
場
の
国
際
化
に
関
す
る
ス
タ
デ
ィ
グ
ル
ー
プ
報
告
」
に
基
づ
き

議
決
権
行
使
方
針
、
行
使
結
果
の
開
示
を
既
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
日
本
版
コ
ー
ド
採
用
に
よ
り
方
針
に
大
き
な
変
化
は
な



一
一
〇

い
と
想
定
さ
れ
る
。
即
ち
、
日
本
版
コ
ー
ド
は
議
決
権
行
使
の
反
対
票
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
企
業
の
持
続
的
成
長
を

促
す
た
め
に
機
関
投
資
家
が
積
極
的
に
行
動
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
公
表
さ
れ
て
い
る
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
方
針
・

基
準
は
、
各
投
資
家
の
投
資
方
針
に
基
づ
き
投
資
先
企
業
の
価
値
を
棄
損
す
る
こ
と
な
く
成
長
に
繋
げ
る
目
的
に
従
っ
て
策
定
さ
れ
て
い

る
た
め
、
日
本
版
コ
ー
ド
採
用
を
契
機
に
変
更
さ
れ
る
類
の
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
日
本
版
コ
ー
ド
に
関
連
し
た
機
関
投
資
家
の
対

応
は
、
実
務
を
文
書
化
し
透
明
性
を
高
め
る
た
め
に
明
確
化
せ
ん
と
す
る
も
の
で
新
た
な
実
務
を
模
索
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
日
本
版
コ
ー
ド
導
入
が
機
関
投
資
家
活
動
に
与
え
る
実
務
面
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る）

11
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。
①
将
来
的
に
日
本
版
コ
ー
ド
導

入
に
よ
り
、
機
関
投
資
家
の
活
動
が
積
極
的
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
積
極
的
株
主
と
は
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
で
は
な
く
ア
ク

テ
ィ
ブ
な
株
主
、
即
ち
中
長
期
投
資
を
前
提
に
積
極
的
に
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
等
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
を
行
う
機
関
投
資
家
の

こ
と
で
、
日
本
版
コ
ー
ド
の
責
任
あ
る
投
資
家
に
通
じ
る
存
在
で
あ
る
。
機
関
投
資
家
の
方
針
が
開
示
さ
れ
、
他
の
投
資
家
と
比
較
し
て

補
完
な
ど
の
対
応
が
が
可
能
と
な
っ
て
く
れ
ば
全
体
的
な
対
応
水
準
が
高
ま
る
こ
と
も
期
待
で
き
よ
う
。
②
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使

の
判
断
基
準
に
対
し
て
は
、
会
社
法
改
正
、
社
外
取
締
役
採
用
増
加
な
ど
会
社
制
度
変
更
、
経
営
実
務
の
進
展
に
よ
る
影
響
も
大
き
く
、

監
査
役
設
置
会
社
に
お
け
る
任
意
の
社
外
取
締
役
に
つ
い
て
独
立
性
は
重
視
し
な
か
っ
た
投
資
家
も
将
来
的
は
独
立
性
に
つ
い
て
厳
し
く

判
断
す
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

２
．
機
関
投
資
家
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
に
関
す
る
透
明
性
向
上　

日
本
版
コ
ー
ド
を
採
用
す
る
機
関
投
資
家
は
各
原
則
に
対
応

す
る
考
え
方
、
対
応
状
況
を
説
明
し
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
果
た
す
た
め
の
方
針
（
原
則
１
）、
利
益
相
反
を
管
理
す
る
た
め
の

方
針
（
原
則
２
）、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
方
針
（
原
則
４
）、
議
決
権
行
使
に
関
す
る
方
針
（
原
則
５
）
な
ど
の
策
定
・
公
表
が
求

め
ら
れ
る
。
方
針
に
は
従
来
は
機
関
投
資
家
内
部
、
顧
客
・
受
益
者
等
に
お
い
て
の
み
共
有
さ
れ
一
般
公
表
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
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一
一
一

情
報
開
示
に
よ
っ
て
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
採
用
す
る
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
、
受
益
者
、
投
資
先
企
業
に
お
い
て
機
関
投
資
家
の

行
動
指
針
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
有
用
と
考
え
ら
れ
る
。

３
．
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
の
一
環
と
し
て
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
強
化　

日
本
版
コ
ー
ド
を
採
用
す
る
機
関
投
資
家
は
、
将
来
的
に

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
を
進
展
さ
せ
、
上
場
会
社
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
強
化
さ
せ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
上
場
会
社
側

も
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
機
関
投
資
家
に
対
応
す
べ
く
社
内
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決

権
行
使
関
連
の
質
問
、
通
年
で
も
環
境
・
社
会
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
等
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
（
環
境
、
社
会
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
問
題
な
ど

非
財
務
問
題
に
関
す
る
質
問
が
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
財
務
情
報
を
中
心
と
す
る
Ｉ
Ｒ
体
制
に
加
え
、
か
か
る
問
題
に
関
す
る

体
制
整
備
・
準
備
を
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
Ｉ
Ｒ
部
門
や
財
務
部
門
、
更
に
は
総
務
部
門
、
経
営
企
画
部
門
等
も
含

め
組
織
横
断
的
な
関
与
も
必
要
と
な
ろ
う
。

４
．
株
主
総
会
の
議
決
権
行
使

①
招
集
通
知
の
早
期
発
送　

上
場
会
社
は
、
事
前
に
議
決
権
行
使
の
動
向
を
把
握
し
、
緊
急
的
対
応
も
行
え
る
よ
う
に
早
期
の
招
集
通
知

発
送
が
望
ま
れ
、
機
関
投
資
家
お
よ
び
外
国
人
投
資
家
の
持
株
比
率
が
高
い
会
社
で
は
会
社
提
案
が
否
決
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
る

観
点
か
ら
も
こ
う
し
た
対
応
が
求
め
ら
れ
る）

11
（

。
議
案
内
容
に
つ
い
て
機
関
投
資
家
が
疑
問
を
持
つ
場
合
、
反
対
の
意
思
表
示
を
行
使
す
る

こ
と
を
検
討
し
て
い
る
場
合
、
追
加
説
明
を
行
っ
て
時
間
的
余
裕
を
与
え
、
再
検
討
、
議
案
撤
回
を
促
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
外
国
人

比
率
の
高
い
会
社
で
は
議
決
権
行
使
助
言
会
社
の
推
奨
を
受
け
て
始
め
て
投
資
先
企
業
側
が
追
加
説
明
を
行
う
こ
と
を
検
討
す
る
場
合
も

あ
る
が
、
海
外
投
資
家
に
対
す
る
説
明
・
周
知
に
は
相
当
程
度
の
時
間
が
必
要
と
な
る
。

②
招
集
通
知
お
よ
び
参
考
書
類
に
お
け
る
機
関
投
資
家
が
必
要
と
す
る
情
報
提
供　

招
集
通
知
お
よ
び
参
考
書
類
は
会
社
法
上
に
基
づ
く



一
一
二

書
面
で
あ
り
、
記
載
事
項
は
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
に
お
い
て
は
招
集
通
知
の
記
載
情
報
の
み
で
は
不
十
分

な
場
合
、
情
報
の
掲
載
場
所
に
よ
り
的
確
に
情
報
を
分
析
で
き
な
い
場
合
が
出
て
く
る
。
議
決
権
行
使
に
は
時
間
的
制
約
が
あ
り
、
必
要

情
報
を
適
切
に
提
供
で
き
れ
ば
機
関
投
資
家
が
実
質
的
判
断
を
行
う
時
間
的
余
裕
が
生
じ
る
。
ま
た
招
集
通
知
の
説
明
、
記
載
内
容
が
不

明
確
な
場
合
に
は
、
機
関
投
資
家
が
投
資
先
企
業
に
議
案
に
関
す
る
質
問
を
行
う
場
合
が
あ
る
が
、
多
数
の
投
資
先
企
業
を
抱
え
て
議
決

権
行
使
を
行
う
機
関
投
資
家
、
株
主
総
会
を
控
え
る
上
場
会
社
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
負
担
が
大
き
い
。
役
員
選
任
議
案
、
特
に
社
外
役

員
関
連
に
関
し
て
は
、
機
関
投
資
家
様
々
な
観
点
か
ら
判
断
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
必
要
情
報
は
招
集
通
知
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
記
載
場
所
が
種
々
工
夫
さ
れ
れ
ば
判
断
も
容
易
と
な
ろ
う）

11
（

。

５
．
非
財
務
情
報
な
ど
情
報
管
理
の
徹
底　

機
関
投
資
家
に
よ
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
が
活
発
化
し
、
財
務
問
題
に
加
え
て
Ｅ
Ｓ

Ｇ
な
ど
非
財
務
問
題
に
つ
い
て）

11
（

、
上
場
会
社
経
営
に
お
け
る
様
々
な
論
点
の
対
話
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
環
境
・
社
会
問
題
（
人
権
、

労
働
者
保
護
な
ど
）
に
つ
い
て
、
上
場
会
社
に
お
い
て
は
海
外
取
引
先
、
下
請
会
社
を
含
め
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
プ
ラ
イ
・
チ
ェ
ー
ン
の

対
応
が
求
め
ら
れ
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
は
役
員
に
関
す
る
情
報
（
報
酬
、
実
効
性
、
独
立
性
等
）
な
ど
、
会
社
の
経

営
の
質
に
関
し
た
問
題
を
重
視
す
る
機
関
投
資
家
が
多
い
。
経
営
参
画
に
よ
り
企
業
価
値
向
上
を
目
指
す
機
関
投
資
家
は
除
き
、
大
多
数

の
機
関
投
資
家
は
売
買
に
制
約
が
あ
る
た
め
、
未
公
表
の
重
要
情
報
取
得
に
は
躊
躇
す
る
傾
向
が
あ
り
、
会
社
側
も
投
資
家
と
の
エ
ン
ゲ
ー

ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
重
要
情
報
に
該
当
す
る
事
項
に
つ
き
、
十
分
な
注
意
が
求
め
ら
れ
る
。

６
．
自
社
の
株
主
に
対
す
る
評
価
と
し
て
の
日
本
版
コ
ー
ド　

①
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
自
社
株
主
を
評
価
す
る
手
段
と
し
て
、
日
本

版
コ
ー
ド
へ
の
署
名
の
有
無
が
有
効
と
な
る
。
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
企
業
の
持
続
的
成
長
を
目
指
す
も
の
で
、
敵

対
的
機
関
投
資
家
と
し
て
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
に
対
す
る
過
度
な
懸
念
も
出
さ
れ
、
日
本
版
コ
ー
ド
導
入
に
よ
っ
て
一
般
機
関
投
資
家
が
ア
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一
一
三

ク
テ
ィ
ピ
ス
ト
の
よ
う
な
会
社
に
と
り
悩
ま
し
い
株
主
に
な
る
こ
と
を
心
配
す
る
意
見
も
あ
る
が
、
逆
に
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
の
多
く
は
世

界
的
に
み
て
も
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
よ
う
な
機
関
投
資
家
に
対
す
る
規
範
に
は
署
名
し
て
お
ら
ず
、
長
期
投
資
を
前
提
と

す
る
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
機
関
投
資
家
は
早
期
段
階
か
ら
コ
ー
ド
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
情
報
が
公
表
さ
れ
透
明
性
も
高
い
。

②
議
決
権
行
使
の
厳
格
化
の
懸
念
も
出
さ
れ
る
が
、
機
関
投
資
家
が
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
採
用
を
契
機
に
し
て
厳
格
基
準
を

設
け
反
対
票
比
率
を
増
加
さ
せ
る
動
き
は
み
ら
れ
な
い
。
特
に
我
が
国
の
機
関
投
資
家
は
外
部
委
託
せ
ず
に
内
部
リ
ソ
ー
ス
を
活
用
し
て

議
決
権
行
使
を
行
う
た
め
、
形
式
的
・
機
械
的
判
断
に
陥
る
こ
と
は
な
く
、
丁
寧
な
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
は
機
関
投
資
家
側
は
現

状
の
実
務
に
つ
い
て
文
書
化
・
公
表
を
図
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

③
寧
ろ
上
場
会
社
に
お
い
て
重
要
な
問
題
は
、
日
本
版
コ
ー
ド
導
入
に
よ
りCom

ply or Explain

の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
導
入
さ
れ
、
上
場

会
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
対
す
る
取
組
み
姿
勢
、
説
明
の
あ
り
方
に
影
響
が
出
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
べ
き

望
ま
し
い
実
務
慣
行
と
し
て
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
示
し
つ
つ
、
当
事
者
の
実
態
に
応
じ
実
施
で
き
る
範
囲
で
対
応
す
れ
ば
よ
く
、

実
施
で
き
な
い
場
合
に
理
由
を
説
明
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
対
応
は
、
異
な
る
企
業
文
化
を
相
互
に
許
容
し
上
場
会
社
と
し
て
求
め
ら
れ
る

ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
構
築
を
図
る
上
で
は
有
効
な
手
法
と
な
ろ
う
。

第
二
章　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
新
た
な
実
践

　
　
　
　
―
ソ
フ
ト
ロ
ー
な
ら
び
に
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
お
け
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方
、
統
合
報
告
と
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
法
的
整
備
―

　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
保
険
会
社
な
ど
の
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ

ジ
ャ
ー
を
中
心
に
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方
な
ど
コ
ー
ド
の
実
践
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い）
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今
後
の
実
践
段
階
に
お
け
る



一
一
四

最
も
大
き
な
問
題
点
の
一
つ
と
し
て
、
不
透
明
さ
が
残
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
具
体
的
に
株
式
投
資
な
ど
運
用
を
担
う
ア
セ
ッ
ト
・
マ

ネ
ジ
ャ
ー
の
観
点
か
ら
は
、
国
際
的
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
取
り
込
み
が
増
加
す
る
こ
と
で
、
議
決
権
行
使
を
主
と
す
る

ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
的
な
短
期
的
視
点
の
み
な
ら
ず
、
長
期
的
企
業
価
値
追
求
を
共
通
の
目
標
と
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
コ

ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
が
進
む
こ
と
で
、
結
果
的
に
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
実
績
向
上
に
も
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。

各
国
の
法
制
度
な
ど
の
相
違
も
あ
り
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
は
、
独
自
色
を
残
し
つ
つ
、
柔
軟
に
対
応
で
き
る
ソ
フ
ト
・

ロ
ー
に
よ
る
枠
組
み
が
望
ま
れ
る
。
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
実
践
と
し
て
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
お
け
る
取

り
組
み
、
課
題
な
ど
の
考
察
を
図
り
た
い
。

１
．
政
策
投
資
保
有
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド　

第
一
に
、
運
用
に
お
け
る
政
策
投
資
目
的
の
保
有
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・

コ
ー
ド
は
両
立
可
能
か
、
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
る
が
、
政
策
投
資
保
有
部
分
は
企

業
間
の
繋
が
り
な
ど
か
ら
安
定
株
主
と
し
て
長
期
保
有
方
針
を
前
提
と
す
る
た
め
、
運
用
成
果
に
は
直
ち
に
結
び
つ
き
難
い
。
ま
た
敵
対

的
買
収
防
衛
策
導
入
に
関
し
て
、
一
般
に
企
業
価
値
向
上
に
は
な
ら
な
い
要
因
と
解
さ
れ
る
が
、
政
策
投
資
保
有
の
た
め
株
主
総
会
で
は

防
衛
策
導
入
に
は
反
対
し
な
い
方
針
を
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
打
ち
出
す
場
合
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
説
明
が
可
能
か
、
と

の
問
題
に
も
な
る
。
機
関
投
資
家
に
よ
る
安
定
株
主
と
し
て
の
長
期
保
有
方
針
も
、
そ
の
機
関
投
資
家
に
お
け
る
株
主
に
対
す
る
保
有
方

針
の
正
当
性
を
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
こ
と
、
正
当
性
が
あ
れ
ば
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
も
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
で
あ
る
当
該
機
関
投
資
家
に
お
い
て
、
そ
の
株
式
保
有
が
年
金
な
ど
の
外
部
資
金
を
原
資
と
す
る
も
の
か
、
あ

る
い
は
例
え
ば
保
険
会
社
な
ど
当
該
金
融
機
関
自
身
の
子
会
社
で
あ
る
か
（
イ
ン
ハ
ウ
ス
）、
に
よ
り
、
同
一
基
準
で
あ
る
必
要
性
は
な
い

と
説
明
が
な
さ
れ
る
。
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２
．
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
な
ら
び
にA

pproved Persons　

第
二
に
、
投
資
部
門
の
人
事
面
で
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
即
ち
、
①
例
え
ば
保
険
会
社
自
身
が
保
有
す
る
資
産
に
関
し
て
は
、
本
社
社
員
と
し
て
の
評

価
制
度
が
適
用
さ
れ
、
運
用
部
門
と
し
て
の
評
価
基
準
は
用
い
ら
れ
な
い
。
人
事
面
で
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
欠
如
す
る
こ
と
に
な
る
。
②

他
方
、
顧
客
保
有
資
産
に
関
す
る
運
用
部
分
に
つ
い
て
は
（
外
部
マ
ネ
ー
）、
顧
客
と
の
繋
が
り
も
あ
り
、
か
か
る
運
用
担
当
者
は
長
期
人

事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
長
期
的
視
点
か
ら
運
用
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
評
価
し
、
説
明
力
を
持
っ
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
与
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
私
見
で
あ
る
が
、A
pproved Persons

制
度
に
関
し
て
、
我
が
国
保
険
会
社
の
英
国
子
会
社
に
対

す
る
本
社
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
が
英
国FSA

に
よ
り
処
分
さ
れ
た
が
、
上
記
①
の
基
準
に
よ
り
海
外
子
会
社
・
現
地
法
人
を
取
り

扱
う
場
合
、
こ
う
し
た
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
に
堕
し
か
ね
ず
、
今
後
の
本
社
に
お
け
るA

pproved Persons

に
対
処
す
る
人
事
制
度

の
見
直
し
に
お
い
て
は
、
②
の
人
事
評
価
・
異
同
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
か
。

３
．
コ
ス
ト
問
題　

第
三
に
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
お
け
る
手
数
料
自
体
が
欧
米
に
比
し
て
低
水
準
に
あ
り
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン

ト
を
手
数
料
増
加
に
反
映
さ
せ
な
い
場
合
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
が
進
め
難
い
と
い
う
コ
ス
ト
問
題
が
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
業
界

に
お
け
る
深
刻
な
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
側
も
、
コ
ス
ト
が
か
か
る
と
い
う
認
識
の
下
、
相
応
の
手
数

料
を
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
支
払
う
べ
き
と
の
要
望
が
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
側
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

４
．
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
具
体
化
と
Ｉ
Ｒ
活
動
の
接
点　

第
四
に
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
の
資
産
運
用
会
社
が
投
資
先
企
業

の
経
営
陣
に
対
す
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
具
体
的
な
内
容
に
関
し
て
、
持
続
的
価
値
向
上
と
企
業
価
値
の
毀
損
リ
ス
ク
の
探
知
を
図
る

た
め
の
運
用
企
業
側
の
審
査
・
交
渉
能
力
が
問
わ
れ
る
。
日
常
の
企
業
経
営
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
投
資
先
企
業
の
執
行
部
署

に
任
せ
、
戦
略
面
の
正
当
性
あ
る
い
は
潜
在
的
問
題
点
な
ど
大
き
な
テ
ー
マ
に
関
し
て
指
摘
を
行
い
、
投
資
先
企
業
も
同
様
の
問
題
意
識
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を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
形
式
的
に
年
数
回
の
対
話
を
図
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
Ｉ
Ｒ
（Investor Relations

）

活
動
の
関
連
で
は
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
す
る
場
合
の
投
資
先
企
業
側
は
Ｉ
Ｒ
担
当
役
員
な
ど
が
出
席
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ス
チ
ュ
ワ
ー

ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
よ
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
な
ぜ
発
行
体
企
業
が
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
の
基
本
的
考
え
方
を
発
信

す
る
こ
と
が
望
ま
れ
、
こ
の
た
め
に
こ
そ
Ｉ
Ｒ
活
動
が
あ
り
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
必
要
性
が
存
在
す
る
と
い
え

よ
う
。

５
．
潜
在
的
成
長
力
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト　

潜
在
的
成
長
力
を
有
す
る
企
業
に
対
す
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
で
あ
れ
ば
進
め
や
す
い
が
、

そ
れ
が
な
い
企
業
に
対
す
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
り
か
ね
な
い
。
特
に
日
経
平
均
株
価
な
ど
特
定
株
価
指
数
の
変

動
と
連
動
し
た
投
資
収
益
を
目
指
す
よ
う
な
パ
ッ
シ
ブ
運
用
に
お
い
て
は
果
た
し
て
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
は
必
要
な
の
か
、
が
問
わ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
市
場
変
動
に
対
す
る
株
価
感
応
度
で
あ
る
ベ
ー
タ
リ
ス
ク
が
低
下
す
る
企
業
の
業
績
な
ど
を
反
転
さ
せ
る
た
め
に
、

業
界
あ
る
い
は
経
済
全
体
の
底
上
げ
を
図
る
べ
く
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、

リ
ス
ク
は
あ
る
も
の
の
現
状
で
み
る
限
り
は
資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
当
然
組
み
込
む
べ
き
銘
柄
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
リ
ス
ク
の
顕

在
化
を
感
知
す
る
審
査
・
査
定
能
力
を
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
具
備
す
る
た
め
に
も
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
が
必
要
と
な
る
。
潜
在
的
成

長
力
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
観
点
か
ら
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
検
討
を
諮
る
こ
と
に
な
ろ
う）

11
（

。

第
三
章　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
統
合
報
告
な
ら
び
に
Ｃ
Ｓ
Ｒ
基
準
の
法
的
整
備

　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
制
定
と
統
合
報
告
な
ら
び
に
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（Corporate Social Responsibility 

企
業
の
社
会
的
責
任
）
基
準

の
法
的
整
備
の
進
展
に
関
す
る
最
新
の
動
向
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い）

（11
（

。
統
合
報
告
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
開
示
面
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か
ら
支
え
る
制
度
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
コ
ー
ド
の
実
践
、
実
効
性
発
揮
に
向
け
て
、
非
財
務
情
報
な
ど
従
来
と
は
異
な
る
方
向

で
開
示
面
の
強
化
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
注
視
さ
れ
よ
う
。
ま
た
非
業
務
執
行
取
締
役
、A

pproved Persons

制
度
と
の
関
連
も

大
き
い
。

　

中
長
期
的
観
点
か
ら
の
企
業
価
値
形
成
の
観
点
の
下
で
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
制
定
（
二
〇
一
〇
年
七
月
）
と
併
せ
て
二
〇

〇
九
年
英
国
チ
ャ
ー
ル
ズ
皇
太
子
主
催
の
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
、
英
国
主
導
の
下
で
二
〇
一
〇
年
七
月
統
合
報
告
に
関
す
る
国
際
統
合

報
告
評
議
会
（the International Integrated Reporting Council IIRC

）
が
創
設
さ
れ
た
。
二
〇
一
三
年
一
二
月
国
際
統
合
報
告
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
が
公
表
さ
れ
、
中
長
期
指
向
の
投
資
家
向
け
に
戦
略
面
等
の
非
財
務
情
報
を
中
心
と
す
る
開
示
を
整
え
ん
と
す
る
。

　

即
ち
、
財
務
情
報
と
非
財
務
情
報
を
統
合
す
る
統
合
報
告
の
検
討
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
後
半
に
準
備
会
合
が
開
か
れ
、
二
〇
一
〇

年
国
際
統
合
報
告
評
議
会
（
Ｉ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
が
発
足
し
た
。
二
〇
一
三
年
四
月
協
議
案
公
表
を
経
て
、
同
年
一
二
月
国
際
統
合
報
告
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
が
公
表
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
か
ら
は
、
統
合
報
告
は
金
融
資
本
市
場
の
安
定
と
持
続
可
能
性
に
貢
献
す
る
旨
の
の
コ
メ
ン
ト
が

出
さ
れ
、
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
公
表
時
に
、
市
場
主
導
の
企
業
報
告
改
革
の
重
要
な
一
歩
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
統
合
報
告
書
は
、
Ｉ
Ｉ

Ｒ
Ｃ
の
定
義
で
は
、
企
業
を
巡
る
環
境
変
化
を
踏
ま
え
、
企
業
戦
略
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
実
績
・
見
通
し
が
短
・
中
・
長
期
の
価
値
創
造
に

い
か
に
結
合
し
て
い
る
か
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
と
さ
れ
る
。
統
合
報
告
書
を
用
い
た
企
業
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
全
体
が
統
合
報
告

と
い
わ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
な
る
。
統
合
報
告
は
、
企
業
の
中
長
期
的
な
戦
略
に
賛
同
す
る
中
長
期
投
資
家
を
探
す
過
程
と
い
え
、
そ
の
手

段
と
し
て
開
示
す
る
資
料
が
統
合
報
告
書
と
な
る
。
中
長
期
投
資
家
は
、
企
業
の
持
続
的
な
価
値
創
造
と
い
う
経
営
者
と
基
本
的
に
同
じ

向
き
の
ベ
ク
ト
ル
を
有
す
る
点
が
重
要
で
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
も
同
質
の
も
の
と
な
る
。
統
合
報
告
は
、
経
営
陣
と
投

資
家
の
対
話
の
向
上
を
開
示
面
か
ら
支
え
る
制
度
と
な
る
。
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か
か
る
統
合
報
告
が
登
場
す
る
背
景
に
は
、
財
務
情
報
の
説
明
力
の
低
下
が
あ
る
。
米
国
Ｓ
＆
Ｐ
五
〇
〇
企
業
を
対
象
と
し
た
調
査
で

は
、
企
業
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
バ
リ
ュ
ー（
市
場
で
測
定
し
た
企
業
価
値
）
に
対
す
る
財
務
情
報
の
説
明
力
は
一
九
七
五
年
八
三
％
か
ら
低
下
し
て
、

二
〇
〇
九
年
に
は
一
九
％
と
な
っ
て
い
る
。
非
財
務
情
報
に
よ
り
企
業
価
値
の
大
半
を
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
。
米
国
公
認
会
計
士
協
会
は
、
一
九
九
四
年
ジ
ェ
ン
キ
ン
ズ
・
レ
ポ
ー
ト
を
公
表
し
、
非
財
務
情
報
の
開
示
に
努
め
る
必
要
性

を
訴
え
、
一
九
九
八
年
に
Ｐ
ｗ
Ｃ
（Pricew

aterhouse Coopers

）
がV

alue Reporting

と
い
う
非
財
務
情
報
の
提
供
方
法
を
明
示
し
た
。

二
〇
〇
〇
年
以
降
、
エ
ン
ロ
ン
事
件
等
が
発
生
し
て
こ
う
し
た
動
き
が
頓
挫
し
た
が
、
二
〇
〇
八
年
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
に
統
合
報
告

の
原
型
と
な
り
、
策
定
が
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
英
国
Ｐ
ｗ
Ｃ
に
よ
れ
ば
、
投
資
家
、
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
は
財
務
情
報
の
み
の
解
読

に
比
し
、
財
務
情
報
と
非
財
務
情
報
と
の
一
体
的
解
読
に
よ
り
、
企
業
の
競
争
優
位
の
源
泉
で
あ
る
経
営
陣
の
能
力
、
知
財
等
を
理
解
で

き
、
企
業
の
将
来
売
上
高
、
利
益
の
偏
差
が
小
さ
く
、
買
い
推
奨
を
出
し
や
す
い
と
い
う
結
果
が
示
さ
れ
た
。
統
合
報
告
作
成
に
よ
り
、

非
財
務
情
報
を
適
切
に
提
供
す
る
こ
と
を
通
じ
、
中
長
期
投
資
家
の
理
解
を
高
め
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
の
供
給
を
受
け
や
す
く
な
る
メ
リ
ッ

ト
を
説
明
し
て
い
る
。

　

統
合
報
告
書
（Integrated Reporting

）
の
主
た
る
目
的
は
、
財
務
資
本
の
提
供
者
に
対
し
、
組
織
が
ど
の
よ
う
に
長
期
に
わ
た
り
価

値
を
創
造
す
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
際
統
合
報
告
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
構
成
を
み
る
と
、
①
指
導
原
則
（Guiding Princi-

ples

）
で
は
、
戦
略
的
焦
点
と
将
来
志
向
、
情
報
の
結
合
性
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
利
害
関
係
者
）
と
の
関
係
、
重
要
性
、
簡
潔
性
、
信

頼
性
と
完
全
性
、
首
尾
一
貫
性
と
比
較
可
能
性
の
七
つ
、
②
内
容
要
素
で
は
、
組
織
概
要
と
外
部
環
境
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
リ
ス
ク
と
機
会
、

戦
略
と
資
源
配
分
、
実
績
、
見
通
し
、
作
成
と
開
示
の
基
礎
の
八
つ
を
掲
げ
て
い
る
。
基
礎
概
念
と
し
て
の
価
値
創
造
プ
ロ
セ
ス
で
は
、

財
務
資
本
の
他
、
製
造
資
本
、
知
的
資
本
、
人
的
資
本
、
社
会
・
関
係
資
本
、
自
然
資
本
と
い
う
六
つ
の
資
本
の
最
適
解
と
し
て
の
Ｐ
Ｄ



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
一
九

Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
（plan-do-check-act cycle

）
に
よ
る
企
業
価
値
向
上
を
図
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
関
連
し
た
動
き
と
し
て
、
英
国
に

お
い
て
は
二
〇
一
三
年
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ノ
べ
ー
シ
ョ
ン
・
職
業
技
能
省
（D

epartm
ent for Business, Innovation &

 Skills

）
に
よ
り
二
〇

〇
六
年
会
社
法
が
改
正
さ
れ
、
戦
略
報
告
書
（Strategic Report

）
作
成
が
二
〇
一
三
年
九
月
三
〇
日
以
降
終
了
年
度
か
ら
求
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
従
前
は
、
取
締
役
報
告
書
（D

irector’s Report

）
の
中
で
事
業
概
況
（Business Review

）
と
さ
れ
て
い
た
内
容
を
拡

充
し
、
独
立
の
報
告
書
と
し
て
い
る
。

　

統
合
報
告
に
よ
り
非
財
務
情
報
を
発
出
し
、
形
式
的
に
財
務
等
の
専
門
家
（
会
計
士
、
弁
護
士
）、
経
済
界
経
験
者
な
ど
で
あ
れ
ば
済
む

の
で
な
く
、
社
外
取
締
役
と
し
て
の
具
体
的
な
背
景
、
企
業
価
値
向
上
に
向
け
た
貢
献
の
可
能
性
な
ど
定
性
的
な
実
態
が
問
わ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
非
財
務
情
報
の
開
示
の
重
視
と
い
う
点
で
、
近
年
のISO

26000

な
ど
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
規
範
・
規
格
の
普
及
も
同
様
の
方
向

性
と
い
え
よ
う）

（1（
（

。
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
開
示
面
の
法
的
整
備
に
つ
い
て
、
二
〇
一
三
年
四
月
欧
州
委
員
会
は
非
財
務
情
報
に
関
す
る
企
業
の
開
示
内

容
を
拡
大
す
る
指
令
案
を
発
表
し
、
二
〇
一
四
年
二
月
欧
州
議
会
と
欧
州
理
事
会
が
指
令
案
の
内
容
に
合
意
、
四
月
欧
州
議
会
で
採
択
さ

れ
た
。
施
行
後
二
年
以
内
に
欧
州
各
国
内
で
国
内
法
化
さ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
。
米
国
で
は
二
〇
一
二
年
一
〇
月
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
企

業
会
計
基
準
審
議
会
（
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
が
設
立
さ
れ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
米
国
証
券
監
視
委
員
会
）
提
出
の
財
務
報
告
書
に
関
し
て
非
財
務
情
報
の
開

示
基
準
が
発
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

私
見
で
あ
る
が
、
国
際
的
な
枠
組
み
と
し
て
の
統
合
報
告
の
試
み
は
、
非
財
務
情
報
の
重
視
、
統
合
報
告
に
お
け
る
資
本
の
中
の
人
的

資
本
の
面
でA

pproved Persons

制
度
と
連
関
性
を
有
す
る
開
示
面
の
動
向
で
あ
り
、
今
後
我
が
国
に
お
い
て
、
当
該
内
容
を
体
現
で

き
る
人
物
と
し
てA

pproved Persons

の
資
質
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
連
関
し
よ
う
。A

pproved Persons

の
資
質
と
し
て
も
、

中
長
期
的
観
点
か
ら
の
企
業
価
値
向
上
の
視
点
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
を
内
容
と
す
る
内
部
統
制
報
告
書



一
二
〇

と
は
異
な
り
、
積
極
的
な
将
来
の
企
業
価
値
現
出
に
向
け
た
開
示
内
容
が
求
め
ら
れ
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
よ
り
、
機

関
投
資
家
が
中
長
期
的
観
点
か
ら
企
業
価
値
向
上
を
企
業
の
求
め
て
い
く
こ
と
で
機
関
投
資
家
の
リ
タ
ー
ン
も
増
加
し
て
い
く
こ
と
に
な

り
、
企
業
の
経
営
陣
と
の
対
話
（dialog

）
を
進
め
る
た
め
の
報
告
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

第
四
章　

日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
に
向
け
た
提
言
な
ら
び
に

　
　
　
　

組
織
モ
デ
ル
の
実
際
―
米
国
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
の
脱
却
へ
―

　

今
後
、
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド）

（10
）（
（10
（

の
策
定
・
運
用
・
実
践
は
、
こ

う
し
た
関
連
領
域
の
法
整
備
等
と
並
行
し
て
、
企
業
の
自
主
的
な
動
き
を
中
心
に
進
め
ら
れ
る
。
東
証
・
金
融
庁
案
の
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
作
業
が
進
展
し
、
二
〇
一
五
年
株
主
総
会
導
入
を
目
指
し
て
東
証
が
コ
ー
ド
制
定
を
図
る
も
の
と
さ
れ

る
。
上
場
企
業
が
選
任
す
る
べ
き
独
立
社
外
取
締
役
は
二
名
以
上
、
グ
ロ
ー
バ
ル
大
企
業
は
自
主
的
に
三
分
の
一
以
上
と
す
る
ほ
か
、
独

立
社
外
取
締
役
会
議
・
筆
頭
独
立
社
外
取
締
役
を
置
き
、
経
営
陣
・
監
査
役
と
の
連
携
・
調
整
を
図
る
こ
と
等
が
盛
り
込
ま
れ
る
予
定
で

あ
る
。
金
融
庁
・
有
識
者
会
議
で
は
、
情
報
開
示
の
充
実
と
し
て
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
上
場
規
則
を
参
考
に
、
取
締
役
に
関
し
て
選
任
・
資
格
基
準
、

責
務
、
経
営
陣
及
び
独
立
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
報
酬
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
継
続
研
修
、
承
継
（succession

）、

年
次
自
己
評
価
等
に
事
項
を
開
示
す
べ
き
と
の
議
論
も
な
さ
れ
る
。

　

二
〇
一
四
年
一
二
月
金
融
庁
・
東
証
よ
り
提
示
さ
れ
た
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
原
案
の
内
容
を
み
る
と
、
取

締
役
・
監
査
役
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
株
主
と
の
建
設
的
な
対
話
に
関
す
る
方
針
、
経
営
戦
略
や
経
営
計
画
の
策
定
・
公
表
な
ど
、
従
来
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
規
律
か
ら
踏
み
込
ん
だ
内
容
が
あ
る
点
、
評
価
で
き
る
。



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
二
一

　

他
方
で
、
相
変
わ
ら
ず
取
締
役
、
監
査
役
な
ど
に
限
定
し
て
、
し
か
も
そ
の
形
式
的
な
人
数
増
加
、
独
立
性
、
専
門
性
強
化
な
ど
に
依

然
と
し
て
重
点
が
置
か
れ
、
米
国
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
依
拠
か
ら
脱
却
し
切
れ
て
い
な
い
感
が
あ
る
。
米
国
制
度
で
あ
る
筆
頭
独

立
社
外
取
締
役
（Lead Independent D

irector

）
設
置
に
し
て
も
然
り
で
あ
ろ
う
。
二
〇
〇
一
年
エ
ン
ロ
ン
事
件
後
に
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
が
制
定

さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
〇
八
年
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
が
勃
発
し
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
い
て
パ
ン
ド
ワ
ゴ
ン
（
便
乗
）

条
項
と
し
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
の
一
般
規
定
が
急
遽
盛
り
込
ま
れ
た
経
緯
も
あ
る
。
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
に
依
拠

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
が
国
が
真
に
範
と
す
べ
き
は
、
コ
ー
ド
の
概
念
を
受
け
付
け
な
い
米
国
法
制
で
な
く
、
市
民
社
会
ル
ー
ル
を
背
景

と
す
る
英
国
制
度
で
は
な
い
か
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
実
際
の
経
営
面
の
価
値
創
造
・
執
行
機
能
は
、
会
社
法
が
規
律
す
る
取
締
役
な
ど
の
上
層
部
経
営
陣
で
な
く
、
事

業
部
長
、
支
店
長
な
ど
の
中
下
部
経
営
層
の
能
力
、
手
腕
、
そ
の
合
議
な
ど
に
依
拠
す
る
部
分
が
強
い
。
こ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に

実
際
に
勤
務
し
、
最
前
線
で
企
業
経
営
の
実
際
に
責
任
を
持
っ
て
携
わ
っ
て
き
た
人
間
で
あ
れ
ば
共
通
す
る
認
識
で
あ
る
。
英
国
で
は
、

A
pproved Persons

制
度
（Regim

e

）
が
コ
ー
ド
の
実
践
の
中
で
導
入
さ
れ
、
我
が
国
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
が
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
対
象
も
ま
た
、
取
締
役
や
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
上
級
管
理
職
か
ら
、
下
部
経
営
層
へ
拡
大
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
（
二
〇
一
五
年
導
入
を
目
指

し
たParliam

entary Com
m

ission on Banking Standards 
（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
）
に
よ
るSenior Persons Regim

e

）
（10
（

）。
こ
う
し
た
経
営
の
実
際
面
に

携
わ
る
人
間
の
規
律
は
、
ル
ー
ル
で
な
く
プ
リ
ン
シ
プ
ル
が
望
ま
し
い
。
か
か
る
領
域
こ
そ
、
コ
ー
ド
に
よ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
部
分

と
い
え
る
。

　

安
部
晋
三
内
閣
の
成
長
戦
略
の
中
核
を
な
す
企
業
価
値
最
大
化
に
向
け
て
は
、
一
定
の
リ
ス
ク
を
取
り
、
適
切
な
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（
戦
略
的
リ

ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
の
整
備
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
戦
略
を
採
る
べ
き
で
な
か
っ
た
と
い
う
消
極
的
妥
当
性
の
み
な
ら
ず
、
も
っ



一
二
二

と
他
に
良
い
選
択
肢
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
積
極
的
妥
当
性
の
判
断
が
経
営
陣
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
独
立
社

外
取
締
役
に
お
け
る
専
門
的
研
修
な
ど
も
重
要
と
な
り
、
当
該
企
業
を
実
際
に
経
営
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
の
専
門
性
、

経
営
の
資
質
な
ど
内
容
面
の
担
保
は
成
否
の
鍵
と
な
る
。

　

ま
た
我
が
国
独
自
の
制
度
で
あ
る
監
査
役
に
つ
い
て
は
、
広
義
の
非
業
務
執
行
役
員
と
い
え
る
が
、
周
知
の
通
り
監
査
役
に
妥
当
性
判

断
を
担
え
る
の
か
、
担
え
る
と
し
て
も
消
極
的
妥
当
性
の
判
断
止
ま
り
で
は
な
い
か
、
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
取
締
役
会
の
一
員

で
あ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
に
お
い
て
積
極
的
妥
当
性
機
能
を
配
す
る
方
が
無
理
が
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
も
、
取
締
役
会
を

執
行
、
監
督
重
視
の
非
執
行
に
二
分
す
る
英
国
型
の
利
点
が
生
き
て
こ
よ
う
。
米
国
型
の
指
名
委
員
会
設
置
会
社
制
度
で
は
、
そ
も
そ
も

取
締
役
は
監
督
責
任
に
特
化
し
、
執
行
面
の
役
割
は
限
定
さ
れ
る
嫌
い
が
あ
る
。

　

消
極
的
妥
当
性
で
あ
れ
ば
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
の
境
界
領
域
と
な
る
こ
と
と
比
較
し
、
戦
略
面
な
ど
の
積
極
的
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、

そ
の
戦
略
面
の
ミ
ス
は
ル
ー
ル
に
よ
る
規
律
・
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
が
し
難
い
場
面
と
い
え
る
。
や
は
り
会
社
法
で
な
く
コ
ー
ド
に
よ

る
監
視
が
有
効
と
な
ろ
う
。
我
が
国
が
、
米
国
の
よ
う
に
プ
リ
ン
シ
プ
ル
を
受
け
付
け
な
い
法
制
度
の
指
向
か
ら
、
欧
州
市
民
社
会
ル
ー

ル
へ
の
脱
却
を
図
る
好
機
と
な
ろ
う
。

　

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
面
な
ど
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
有
用
性
は
確
か
に
大
き
な
も
の
が
あ
る
が
、
社
外
取
締
役
に
複
雑
多
様
な
グ
ロ
ー

バ
ル
企
業
の
経
営
の
実
際
を
教
え
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
ど
こ
ま
で
実
際
の
戦
略
、
中
期
計
画
策
定
が
可
能
な
の
か
、
時
間
の
制
約
も
含
め
、

そ
の
期
待
に
も
自
ず
と
限
界
も
あ
る
感
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。
企
業
の
内
部
に
精
通
し
た
内
部
の
取
締
役
も
含
む
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）

全
体
の
機
能
充
実
が
求
め
ら
れ
、
独
立
社
外
取
締
役
と
の
協
働
化
が
鍵
と
な
る
。
こ
の
社
内
の
非
業
務
執
行
取
締
役
と
戦
略
面
、
中
期
計

画
策
定
な
ど
の
協
働
化
を
充
実
さ
せ
る
範
囲
内
で
、
独
立
社
外
取
締
役
に
対
す
る
専
門
性
付
与
・
研
修
な
ど
は
意
義
を
有
す
る
。
社
外
取



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
二
三

締
役
に
お
い
て
は
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
内
部
統
制
を
担
う
に
し
て
も
、
日
本
版
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
の
財
務
面
の
内
部
統
制
に
見
る
通
り
、

実
際
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
は
多
様
・
複
雑
で
あ
り
、
協
働
化
の
機
能
を
果
た
す
に
し
て
も
、
兼
任
等
の
時
間
的
制
約
の
中
で
、
そ
の
研
修
を

図
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
形
式
的
な
も
の
に
堕
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
、
コ
ー
ド
に
よ
る
各
社
独
自
の
柔
軟
か
つ
実
効

性
の
あ
る
規
律
が
望
ま
し
い
。

　

社
内
の
非
業
務
執
行
取
締
役
と
し
て
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
行
う
内
部
統
制
を
監
視
す
る
内
部
監
査
部
に
止
ま
ら
ず
、
総
合
企
画
部
、
経
営
企

画
部
、
資
金
管
理
部
な
ど
の
経
営
管
理
・
計
画
部
門
の
担
当
も
含
め
、
利
益
相
反
関
係
に
な
る
業
務
執
行
取
締
役
と
対
峙
さ
せ
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。

　

積
極
的
妥
当
性
に
踏
み
込
ん
だ
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
委
員
会
な
ど
、
実
際
の
組
織
作
り
と
し
て
は
、
代
表
権
を
有
す
る
副
社
長
を
非

業
務
執
行
取
締
役
の
長
に
位
置
付
け
、
監
督
面
の
権
限
を
委
ね
て
執
行
面
ト
ッ
プ
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
対
す
る
牽
制
と
し
、
構
成
委
員
と
し
て
の

独
立
社
外
取
締
役
で
あ
れ
ば
業
界
動
向
に
も
精
通
し
た
同
業
の
ラ
イ
バ
ル
企
業
か
ら
迎
え
入
れ
る
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
。

　

並
行
し
て
、
経
営
の
実
戦
部
隊
の
長
・
中
下
部
経
営
層
に
対
す
る
統
制
環
境
（control environm

ent

）
を
中
核
と
す
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
を
効
率

的
に
社
内
配
備
し
、
積
極
的
妥
当
性
、
す
な
わ
ち
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
や
著
し
い
不
公
正
と
い
う
領
域
ま
で
は
か
か
ら
な
い
面
の
評
価
、

能
力
の
嵩
上
げ
な
ど
を
コ
ー
ド
の
中
で
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
中
下
部
経
営
層
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
経
営
ト
ッ
プ
で
は
な
い
た
め
、
経

営
陣
の
一
角
で
あ
り
な
が
ら
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
か
ら
の
内
部
統
制
（internal control

）
の
対
象
に
も
な
る
と
い
う
二
面
性
が
内
在
す
る
。

　

今
般
提
示
さ
れ
た
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
案
に
つ
い
て
は
、
優
れ
た
内
容
を
有
す
る
が
、
従
前
の
米
国
型
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
延
長
線
上
で
、
法
制
度
の
根
幹
を
若
干
異
に
す
る
英
国
コ
ー
ド
の
引
き
写
し
を
図
っ
て
い
る
感
も
な
く
は

な
い
。
我
が
国
会
社
法
制
が
監
査
役
（
会
）
設
置
会
社
と
委
員
会
設
置
会
社
の
選
択
制
を
採
用
し
て
き
た
こ
と
、
米
国
と
英
国
で
は
同
じ



一
二
四

コ
モ
ン
ロ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
経
営
機
構
に
か
か
る
法
制
度
を
や
や
異
に
し
て
お
り
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
期
待
さ
れ
る
役
割
に
も
自

ず
と
齟
齬
が
あ
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
と
み
ら
れ
、
こ
の
点
の
整
理
を
つ
け
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
よ
う）

（10
（

。
今
後
の
コ
ー
ド
の
検
討
・
改
訂

作
業
面
で
、A

pproved Persons

制
度
、
取
締
役
の
研
鑽
に
係
る
取
締
役
会
議
長
の
役
割
、
積
極
的
妥
当
性
に
関
す
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（Enter-

prise Risk M
anagem

ent

）、
業
界
・
企
業
特
性
毎
の
き
め
細
か
い
リ
ス
ク
選
好
度
（appetite

）・
リ
ス
ク
許
容
度
（tolerance

）
の
設
定）

（10
（

、

更
に
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
含
め
た
統
合
報
告
書
の
取
り
込
み
な
ど
を
重
点
的
に
行
う
こ
と
を
、
私
見
と
し
て
改
め
て
提
示
し
て
お
き
た
い）

（10
（

。

（
１
）　

拙
稿
「
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved Persons

制
度
―
域
外
適
用
と
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ら
び
に
監

査
等
委
員
会
制
度
な
ど
の
接
点
―
」
日
本
法
学
『
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
五
周
年
記
念
号
』
第
八
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
九
月
）
四
一
五
―

四
六
七
頁
。
二
〇
一
四
年
三
月
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
調
査
。
筆
者
が
従
前
勤
務
し
て
い
た
日
本
政
策
投
資
銀
行
のLondon

現
地
法
人
で
あ
るD

BJ Eu-
rope Lim

ited

（Level 20, 125 O
ld Broad Street London EC2N

 1A
R, U

K

）
に
、
資
料
収
集
・
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。

（
２
）　

拙
稿
「
忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
―
米
国
の
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
と
英
国
会
社
法
の
一
般
的
義
務
、
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved Persons

制
度
等
の
接
点
―
」
日
本
法
学
『
山
川
一
陽
教
授
古
希
記
念
３
』
第
八
〇
巻
三
号
掲
載
（
二
〇
一
五
年

一
月
）
四
三
九
―
四
九
二
頁
。

（
３
）　

拙
稿
「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
―
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
域
外
適
用
な
ど
―
」
法
学
紀
要
第
五
五
巻
（
二
〇
一
一
年
三
月
）
九
―
一
〇
八
頁
。

（
４
）　

Ｆ
Ｒ
Ｃ 

（Financial Reporting Council

） “T
he U

K
 Corporate Governance Code” Septem

ber 2012.

　
　
（Preface6.

） pp2. ‘A
bove all, the personal reporting on governance by chairm

en as the leaders of boards m
ight be a turn-

ing point in attacking the fungus of “boiler-plate” w
hich is so often the preferred and easy option in sensitive areas but 

w
hich is dead com

m
unication.’.



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
二
五

（
５
）　http://w

w
w

.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/siryou/20140930/07.pdf
（
６
）　

神
作
裕
之
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
に
向
け
た
内
外
の
動
向
―
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
中
心
と
し
て
―
」『
日
本
経
済

の
活
性
化
に
向
け
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
商
事
法
務N

o.2030

（
二
〇
一
四
年
四
月
）
一
一
―
二
四
頁
参
照
、
以
下
同
。
東
京
大
学
第
四

六
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
四
年
二
月
）
発
言
。

（
７
）　

上
田
亮
子
「
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
」
金
融
庁
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討

会
」
資
料
（
二
〇
一
三
年
九
月
）
を
参
照
し
た
。
以
下
同
。

　
　

https://w
w

w
.frc.org.uk/O

ur-W
ork/Codes-Standards/Corporate-governance/U

K
-Stew

ardship-Code.aspx, https://w
w

w
.frc.

org.uk/O
ur-W

ork/Codes-Standards.aspx, https://w
w

w
.frc.org.uk/O

ur-W
ork/Publications/Corporate-governance/T

he-U
K

-
Stew

ardship-Code.aspx, Sergakis, K
onstantinos, 

　
　

T
he U

K
Stew

ardshipCode: Bringing the Gap Betw
een Com

panies and lnstitutional lnvestors, 47 RJT
U

M
 109 

（2013

）., Chef-
fins, Brian, T

he Stew
ardship Code’s A

chiIees’ H
eel, Legal Studies Research Paper Series, N

o.28/2011, U
niversity of Cam

-
bridge., M

icheler, Eva, Facilitating lnvestor Engagem
ent and Stew

ardship, 14 EBO
R N

o.1, 29 

（2013

）. Fair Pensions subm
is-

sion to FRC Stew
ardship consultation 

（A
priI 2010

）, at 18.

（
８
）　

ア
セ
ッ
ト
（
資
産
）
の
ア
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
配
分
）
で
、
投
資
対
象
リ
ス
ク
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
つ
つ
、
リ
タ
ー
ン
獲
得
の
た
め
に
資
産
配
分

を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

（
９
）　

上
田
亮
子
・
前
掲
「
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
」
資
料
。

（
10
）　

金
融
庁
「「
責
任
あ
る
機
関
投
資
家
」
の
諸
原
則
《
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
》
～
投
資
と
対
話
を
通
じ
て
企
業
の
持
続
的
成

長
を
促
す
た
め
に
～
」
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
（
二
〇
一
四
年
二
月
二
六
日
）。

（
11
）　

神
作
裕
之
・
前
掲
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
に
向
け
た
内
外
の
動
向
―
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
中
心
と
し
て
―
」
二

七
頁
。

（
12
）　
「
Ｅ
Ｕ
大
陸
諸
国
に
お
け
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
受
止
め
・
そ
れ
に
対
す
る
取
組
み
の
実
態
に
関
す
る
調
査
」
日
本
投
資
環
境



一
二
六

研
究
所
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
）
一
一
―
一
三
頁
参
照
。

（
13
）　EC T

akeover Bids D
irective A

rticle 2

（1

） （d

） （D
irective2004/25

）.
（
14
）　EC T

ransparency D
irective A

rticle 10

（a

）（D
irective 2004/109

）.

（
15
）　T

akeoverPanel Practice Statem
ent N

o.26, “Shareholder A
ctivism

”.

（
16
）　EC, “A

ction Plan: European com
pany law

 and corporate governance -a m
odern legal fram

ew
ork for m

ore engaged 
shareholders and sustainable com

panies” 

（2012.12.12

）, para3.4, pp10-11.

（
17
）　T

akeover Panel Practice Statem
ent N

o.26, “Shareholder A
ctivism

”.

（
18
）　ESM

A
, “Inform

ation on shareholder cooperation and acting in concert under the T
akeover B

ids D
irective

” 

（2013.11.12

）.

（
19
）　

オ
リ
ン
パ
ス
損
失
隠
し
事
件
（
二
〇
一
二
年
七
月
六
日
粉
飾
決
算
問
題
で
金
融
庁
に
よ
る
業
務
改
善
命
令
）
な
ど
。

（
20
）　

Ｂ
Ｐ
の
メ
キ
シ
コ
湾
で
の
油
田
流
出
問
題
（
二
〇
一
〇
年
四
月
）
な
ど
。
Ｅ
Ｉ
Ｔ
Ｉ
（
採
取
産
業
透
明
性
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブExtractive In-

dustries T
ransparencyInitiative

）
も
長
期
的
な
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

（
21
）　

小
口
俊
郎
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
」
資
料
版
商
事
法
務N

o.359

（
二
〇
一
四
年
二
月
）
六
―
一
五
頁
参
照
。

（
22
）　Financial Reporting Council. T

he Revised Com
bined Code, June, 2008

（“Com
bined Code”

）.

（
23
）　Financial Reporting Coum

il, T
he U

K
 Corporate Governance Code, June 2010

（“Code”

）.

（
24
）　

Ａ
Ｃ
Ｇ
Ａ
「
日
本
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
す
る
意
見
書
（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）。

（
25
）　

金
融
庁
企
業
開
示
課
長
補
佐
笠
原
基
和
「
責
任
あ
る
機
関
投
資
家
の
諸
原
則
《
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
》
の
概
要
」
商
事
法

務
（
二
〇
一
四
年
四
月
五
日
）
五
九
―
七
一
頁
、
金
融
庁
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
策
定
を
踏
ま
え
た
法
的
論
点
に
係
る
考
え

方
の
整
理
」（
二
〇
一
四
年
二
月
二
六
日
）
参
照
。

（
26
）　

特
例
報
告
制
度
は
日
常
の
営
業
活
動
等
に
お
い
て
反
復
継
続
的
に
株
券
等
の
売
買
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
つ
い
て
、
取
引
の
つ
ど
詳

細
な
情
報
開
示
を
求
め
る
と
事
務
負
担
が
過
大
に
な
る
と
の
観
点
か
ら
、
重
要
提
案
行
為
等
を
行
わ
な
い
こ
と
等
を
要
件
と
し
て
大
量
保
有
報
告
書



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
二
七

と
変
更
報
告
書
の
提
出
頻
度
や
期
限
等
を
緩
和
す
る
制
度
で
あ
る
。

（
27
）　

機
関
投
資
家
の
う
ち
特
定
の
上
場
企
業
の
五
％
超
株
式
を
有
す
る
者
が
当
該
上
場
企
業
と
対
話
を
行
う
場
合
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
機

関
投
資
家
に
よ
る
対
話
全
般
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

（
28
）　

英
国
企
業
の
長
期
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
資
本
市
場
や
投
資
家
の
役
割
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
ケ
イ
報
告
（K

ay 
Review

）
が
提
言
す
る
。
伊
藤
邦
雄
「
持
続
的
成
長
へ
の
競
争
力
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
～
企
業
と
投
資
家
の
望
ま
し
い
関
係
構
築
～
（
企
業
報
告

ラ
ボ
特
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
呼
び
か
け
）」
経
済
産
業
省
（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）。

（
29
）　FRC, T

he lm
pact and lm

plem
entation of the U

K
 Corporate Governance and Stew

ardship Codes 

（D
ecem

ber 2011

）, at 
26.

（
30
）　

内
閣
官
房
日
本
経
済
再
生
総
合
事
務
局
「
公
的
・
準
公
的
資
金
の
運
用
・
リ
ス
ク
管
理
等
の
高
度
化
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」（
二
〇
一
三

年
一
一
月
）。

（
31
）　

他
方
で
、T

he “CalPERS Effect” on T
argeted Com

pany Share Prices 

は
、CalPERS

（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
職
員
退
職
年
金
基
金

T
he California Public Em

ployees’ Retirem
ent System

）
が
よ
り
踏
み
込
ん
だ
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
行
っ
た
投
資
先
企
業
の
株
価
を
み
れ

ば
、
中
長
期
（
開
始
後
五
年
）
的
に
付
加
価
値
が
生
み
出
さ
れ
た
と
す
る
実
証
研
究
が
あ
る
。

　
　

https://w
w

w
.calpers.ca.gov/eipdocs/about/com

m
ittee-m

eetings/agendas/invest/201310/item
09e-01.pdf.

（
32
）　RiskM

etrics Group, Study on M
onitoring and Enforcem

ent practices in Corporate Governance in the M
em

ber States, 23 
Septem

ber 2009

）.

（
33
）　John K
ay, T

he K
ay Review

 of U
K

 Equity M
arkets and Long-T

erm
 D

ecision M
aking, July 2012. the sources of short-ter-

m
ism

と
し
て
、the erosion of trust and the m

isalignm
ent of incentives

を
掲
げ
る
。

　
　

https://w
w

w
.gov.uk/governm

ent/uploads/system
/uploads/attachm

ent_data/file/253454/bis-12-917-kay-review
-of-equity-

m
arkets-final-report.pdf.

　
　

http://w
w

w
.publications.parliam

ent.uk/pa/cm
201314/cm

select/cm
bis/603/603.pdf.



一
二
八

（
34
）　

江
口
高
顯
「
新
し
い
フ
ェ
ー
ズ
に
入
っ
た
議
決
権
行
使
」
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
（
第
四
回
）

資
料
（
二
〇
一
二
年
五
月
三
一
日
）
参
照
。

（
35
）　B. R. Cheffins 

（2009

） Corporate O
w

nership and Control: British Business T
ransform

ed O
xford U

.P., ditto 

（2010

） “Stew
-

ardship Codes’ A
chilles’ H

eel” T
he M

odern Law
 Review

 73

（6

）, 1004-1025 

（N
ovem

ber

）.

（
36
）　

大
和
総
研
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
藤
島
裕
三
「
上
場
会
社
に
望
ま
れ
る
Ｓ
Ｒ
と
Ｉ
Ｒ
の
連
携
・
融
合
～
二
〇
一
三
年
株
主
総
会
シ
ー
ズ
ン
の
論
点

整
理
～
」（
二
〇
一
三
年
二
月
二
五
日
）
参
照
。

（
37
）　

経
済
産
業
省
産
業
組
織
課
「
中
間
取
り
ま
と
め
～
非
業
務
執
行
役
員
に
期
待
さ
れ
る
役
割
～
」
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の

在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
資
料
（
二
〇
一
二
年
八
月
）

（
38
）　

谷
口
友
一
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
に
お
け
る
補
完
性
と
柔
軟
性:

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
『
遵
守
又
は
説
明
』
規
定
の
生
成
と
展
開
」

法
と
政
治
六
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）
五
一
―
一
一
〇
頁
参
照
。
中
川
照
行
「「
二
〇
一
〇
年
規
範
」
と
「
監
督
規
範
」
に
よ
る
英
国
の

新
し
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
」
経
営
戦
略
研
究vol.5

、
二
五
―
四
一
頁
。

（
39
）　

橋
本
基
美
「
英
国
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
役
割
―
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
「
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
」
に
つ
い
て
―
」
資
本
市

場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
〇
三
年
春
号
一
―
九
頁
参
照
、
以
下
同
。

（
40
）　

一
九
九
八
年
一
二
月
三
一
日
以
降
に
到
来
す
る
会
計
年
度
の
年
次
報
告
書
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

（
41
）　

落
合
大
輔
「
英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
―
ハ
ン
ペ
ル
委
員
会
の
仮
報
告
書
」
資
本
市
場
ク
オ
ー
タ
リ
ー
一
九
九
七

年
秋
号
。

（
42
）　M

A
 Eisenberg, ‘T

he A
rchitecture of A

m
erican Corporate Law

: Facilitation and Regulation’ 

（2005

） 2 Berkeley Bus.L. J 
182.

（
43
）　C Riley, ‘T

he Juridification of Corporate Governance’ in J de Lacy 

（eds

）, T
he Reform

 of U
nited K

ingdom
 Com

pany Law
 

（Cavendish, London 2002

） 181

（
44
）　FRC, T

he Com
bined Code on Corporate Governance 

（2006

）.



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
二
九

　
　

http://w
w

w
.ecgi.org/codes/docum

ents/frc_com
bined_code_june2006.pdf

（
45
）　PL D

avies, Gow
er and D

avies: Principles of M
odern Com

pany Law
 

（7th edn Sw
eet &

 M
axw

ell, London 2003

） 322.
（
46
）　FSA

, Listing Rules

第9.8.6R

条
。http://fsahandbook.info/FSA
/htm

l/handbook/LR/9/8.

（
47
）　

谷
口
友
一
・
前
掲
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
に
お
け
る
補
完
性
と
柔
軟
性
：
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
『
遵
守
又
は
説
明
』
規
定
の
生

成
と
展
開
」
五
二
―
五
八
、
七
九
―
八
一
、
九
八
―
一
〇
一
、
一
〇
五
―
一
〇
九
頁
。
英
国
の
最
善
慣
行
に
類
似
す
る
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
と
し
て
、
東

京
証
券
取
引
所
が
発
行
す
る
上
場
会
社
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
（
二
〇
〇
四
年
）、
日
本
取
締
役
協
会
が
発
行
す
る
取
締
役
会
・
監
査

役
会
併
設
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・
コ
ー
ド
（
二
〇
〇
五
年
）
を
挙
げ
、
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
の
採
用
に
つ
い
て
任
意
で
あ
る
こ

と
、
遵
守
ま
た
は
説
明
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
た
め
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
の
実
効
性
を
確
保
す
る
仕
組
み
が
充
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
、

最
善
慣
行
と
「
遵
守
ま
た
は
説
明
」
規
定
の
組
み
合
わ
せ
の
導
入
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
の
主
張
も
存
在
し
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
に

お
け
る
補
完
性
と
柔
軟
性
の
観
点
か
ら
充
分
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
を
述
べ
る
。

（
48
）　Cadbury Com

m
ittee, Report of the Com

m
ittee on the Financial A

spects of Corporate Governance 

（Gee, London 1992

）. 
http://w

w
w

.ecgi.org/codes/docum
ents/cadbury.pdf

（
49
）　

稲
葉
威
雄
『
会
社
法
の
基
本
を
問
う
』
中
央
経
済
社
（
二
〇
〇
六
年
）
一
九
〇
―
一
九
一
頁
。

（
50
）　W

eil, Gotshal &
 M

anges LLP, Com
parative Study of Corporate Governance Codes relevant to the European U

nion and 
its M

em
ber States Final Report &

 A
nnexes I-V

（2002

）. 

高
橋
英
治
・
山
口
幸
代
「
欧
州
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
将

来
像
―
欧
州
委
員
会
行
動
計
画
書
の
分
析
―
」
商
事
法
務
一
六
九
七
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
一
頁
以
下
。

（
51
）　D

irective 2006/46/EC of the European Parliam
ent and of the Council of 14 June 2006 am

ending Council D
irectives 

78/660/EEC on the annual accounts of certain types of com
panies, 83/349/EEC on consolidated accounts, 86/635/EEC on 

the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions and 91/674/EEC on the annual ac-
counts and consolidated accounts of insurance undertakings 

［2006
］ O

J L224/49. 

〈http://eur-lex. europa.eu/LexU
riServ/site/

en/oj/2006/l_224/l_22420060816en 00010007.pdf

〉



一
三
〇

（
52
）　Review

 of the Role and Effectiveness of N
on-Executive D

irectors 

（2003

）.
　
　

http://w
w

w
.ecgi.org/codes/docum

ents/higgsreport.pdf

関
孝
哉
「
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
環
境
変
化
と
改
定
統
合
規
範

の
公
表
」
商
事
法
務
一
六
七
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）
五
六
頁
以
下
、
久
持
英
司
「『
上
場
規
則
』
よ
り
第
一
二
章
パ
ラ
グ
ラ
フ12.43A

お
よ
び
英
国

ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
『
非
執
行
取
締
役
の
職
務
と
有
効
性
に
関
す
る
検
討
』
よ
り
付
録
Ａ
『
統
合
規
程
』
改
訂
草
案
」
駿
河
台
経
済
論
集
一
三
巻
一
号

（
二
〇
〇
三
）
九
六
頁
以
下
。

（
53
）　A

 Solom
on and JF Solom

on, ‘A
ssessing the Potential Im

pact of the Revised Com
bined Code on Corporate Governance’ 

（2004

） 4 I. C.C.L.R 100.

（
54
）　

太
田
洋
「
米
企
業
改
革
法
を
巡
る
最
新
動
向
及
び
そ
の
影
響
に
つ
い
て
」
月
刊
監
査
役
四
七
一
号
（
二
〇
〇
三
）
七
頁
以
下
、
松
尾
直
彦
「
米

国
企
業
会
計
改
革
法
へ
の
対
応
と
現
状
」
商
事
法
務
一
六
六
七
号
（
二
〇
〇
三
）
四
頁
以
下
、
メ
ル
ビ
ン
・
Ａ
・
ア
イ
ゼ
ン
バ
ー
グ
・
川
口
恭
弘

（
訳
）「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
社
法
制
の
改
革
」
民
商
一
三
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
八
九
頁
以
下
、
黒
沼
悦
郎
「
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ッ
ク
ス

リ
ー
法
制
定
後
の
資
本
市
場
法
制
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
規
制
の
強
化
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
日
米
比
較
」
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
〇
四
⑴
（
二
〇
〇
四

年
）
二
四
頁
以
下
。

（
55
）　A

udit Com
m

ittees Com
bined Code Guidance 

（2003

）. http://w
w

w
.ecgi.org/codes/docum

ents/ac_report.pdf. 

川
島
い
づ
み

「
英
国
に
お
け
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
最
近
の
動
向
と
法
的
課
題
」
監
査
四
七
四
号
（
二
〇
〇
三
）
四
六
頁
以
下
。

（
56
）　

ヒ
ッ
グ
ス
報
告
書
に
よ
る
統
合
規
範
の
改
正
提
案
に
つ
い
て
、
上
級
非
業
務
執
行
取
締
役
が
取
締
役
会
レ
ベ
ル
で
株
主
利
益
を
代
表
す
べ
き
で

あ
る
と
の
同
報
告
書
の
勧
告
に
対
し
て
は
企
業
側
か
ら
の
反
発
が
出
さ
れ
、
取
締
役
会
内
の
分
裂
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。A

 Bol-
ger, A

 Parker and T
 T

assell, ‘Fear of Board Splits O
ver H

iggs Code

―Critics A
rgue Proposal Could Lead to D

ivision and 
Confusion’ Financial T

im
es 

（London 20 January 2003

）. T
 T

assell, ‘FT
SE 100 Chiefs Q

uestion Boardroom
 Reform

 Plans 
H

iggs Review
’ Financial T

im
es 

（London 31 January 2003

）. T
 T

assell, ‘W
arning on Revisions to Corporate Governance Code’ 

Financial T
im

es 

（14 M
arch 2003

）.

（
57
）　T

A
 Lee, Com

pany Financial Reporting 

（2nd edn V
an N

ostrand Reinhold,U
K

 1982

） 103. EG Bartholom
ew

 and A
D

 



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
三
一

W
elchm

an 

（eds

）, T
he Fourth D

irective

―Its Effect on the A
nnual A

ccounts of Com
panies in the European Econom

ic Com
-

m
unity 

（K
luw

er, London 1979

） 319. 

田
中
弘
『
イ
ギ
リ
ス
の
会
計
制
度
わ
が
国
会
計
制
度
と
の
比
較
検
討
』
中
央
経
済
社
（
一
九
九
三
年
）

八
二
―
八
三
頁
。

（
58
）　

会
社
法
第
二
八
二
条
。K

 W
alm

sley, Butterw
orths Com

pany Law
 H

andbook 

（18th edn LexisN
exis U

K
, London 2004

）197.

（
59
）　

本
法
、
基
本
定
款
（m

em
orandum

）、
通
常
定
款
（articles

）
の
条
項
お
よ
び
特
別
決
議
（special resolution

）
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た

指
示
に
基
づ
き
、
会
社
の
事
業
は
会
社
の
全
て
の
権
限
を
行
使
し
う
る
取
締
役
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
も
の
と
す
る
（
Ａ
表
第
七
〇
条
）。

（
60
）　

英
国
会
社
法
は
事
実
上
二
層
制
の
創
設
を
禁
じ
て
い
な
い
。

　
　

PL D
avies, Introduction to Com

pany Law
 

（O
U

P, O
xford 2002

） 203.

（
61
）　

大
塚
章
男
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
今
日
的
課
題
―
権
限
集
中
と
利
益
調
整
原
理
―
」
筑
波
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
〇
号
（
二

〇
一
一
年
一
〇
月
）
五
一
―
八
〇
頁
。

（
62
）　

拙
稿
「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
―
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
域
外
適
用
な
ど
―
」
日
本
大
学
法
学
紀
要
第
五
五
巻
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
九
―
一
〇
八
頁
、
同

「
新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
―
域
外
適
用
とRed Flag

対
処
義
務
―
」
政
経
研
究
第
五
〇
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
六
〇
九

―
六
五
四
頁
参
照
。

（
63
）　

阪
田
麻
紀
「
英
国
の
先
進
的
Ｅ
Ｒ
Ｍ
事
例
と
日
本
へ
の
適
用
」
セ
キ
ュ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
パ
ン
（
二
〇
〇
八
年
一
月
）
一
―
一
九
頁
。

（
64
）　

眞
崎
達
二
郎
「
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
つ
い
て
―
イ
ギ
リ
ス
の
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
結

合
」
と
我
が
国
の
「
品
質
管
理
人
導
入
」
に
学
ぶ
」
稲
葉
陽
二
・
藤
川
信
夫
・
岡
西
賢
治
編
『
企
業
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
』
尚
学
社
（
二
〇
一
三
年

一
二
月
）
七
三
―
九
八
頁
。

（
65
）　http://w

w
w

.theirm
.org/publications/docum

ents/Japanese_Risk_M
anagem

ent_Standard_031125.pdf.

（
66
）　

例
え
ば
我
が
国
で
は
中
小
企
業
の
地
震
保
険
の
カ
バ
ー
は
困
難
で
あ
る
。

（
67
）　W

alker, D
avid A

lan. A
 review

 of corporate governance in U
K

 banks and other financial industry entities, July 2009.



一
三
二

（
68
）　

フ
ラ
ン
ク
・
カ
ー
テ
ィ
ス
（
レ
イ
ル
ペ
ン
ヘ
ッ
ド
・
オ
ブ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
発
言
「
投
資
環
境
の
変
化
と
日
本
投
資
の
方
針
」

日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
「
金
融
危
機
後
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
成
文
堂
（
二
〇
一
〇
年
）
五
頁
以
下
。

（
69
）　
「
次
の
危
機
に
備
え
た
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
築
―
現
下
の
対
症
療
法
的
対
策
の
問
題
点
を
踏
ま
え
た
提
案
―
」N

IRA

研
究
報
告
書
（
二
〇
〇

九
年
一
〇
月
）
一
八
頁
以
下
。

（
70
）　http://w

w
w

.fsa.gov.uk/doing/regulated/approved/persons.

（
71
）　

林
孝
宗
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
展
開
―
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
と
注
意
義
務
を
中
心
に
―
」
社
学
研
論

集V
ol.17

（
二
〇
一
一
年
三
月
）
二
四
七
―
二
六
三
頁
参
照
。

（
72
）　Financial Reporting Council, Final Report on T

he Revised U
K

 Corporate Governance Code, 

（2009

）.

（
73
）　Financial Reporting Council , Consultation on T

he Revised U
K

 Corporate Governance Code, 

（2009

）.

（
74
）　Financial Reporting Council, the U
K

 Corporate Governance Code , 

（2010

）.

（
75
）　Financial Reporting Council, Revisions to the U

K
 corporate governance code 

（form
erly the com

bined code

） （2010

）, at 
p.18.

（
76
）　http://fshandbook.info/FS/htm

l/FCA
/CO

N
D

.

単
な
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
止
ま
ら
ず
、
対
象
企
業
を
拘
束
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

（
77
）　T

hreshold Conditions Code

に
関
し
て
は
、
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
情
報
以
外
に
国
内
文
献
は
見
当
た
ら
ず
、
今
後
の
更
な
る
検
討
対
象
と
し
た
い
。

（
78
）　T

he U
K

 Corporate Governance Code 

（Septem
ber 2014

）

　
　

http://w
w

w
.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/siryou/20140930/07.pdf.

（
79
）　T

he U
K

 Corporate Governance Code, Septem
ber 2012.

　
　

http://w
w

w
.hm

-treasury.gov.uk/w
alker_review

_inform
ation.htm

.

（
英
国
財
務
省
）

（
80
）　

村
橋
健
司
「
英
国
に
お
け
る
取
締
役
認
証
制
度
」
取
締
役
の
法
務
七
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
八
二
頁
。

（
81
）　

川
島
い
づ
み
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
」
比
較
法
学
四
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
四
頁
（
注
34
）。

（
82
）　

英
国
で
は
同
質
説
と
し
て
把
握
す
る
方
が
現
実
に
合
致
し
て
い
よ
う
か
。



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
三
三

（
83
）　D

orchester Finance Co. v. Stebbing 

［1989

］ BCLC 498.
（
84
）　A

ndrew
 H

icks, directors’ liability for m
anagem

ent errors, 

（1994

） 110 Law
 Q

uarterly Review
, at p.392.

（
85
）　N

orm
an v T

heodore Goddard 

［1991

］ BCC 14.

（
86
）　Secretary of State for T

rade &
 Industry v Sw

an &
 O

rs 

［2005

］ EW
H

C 603.

（
87
）　

吉
本
健
一
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
義
務
違
反
行
為
の
承
認
と
責
任
免
除
」
酒
巻
俊
雄
先
生
古
希
記
念
論
集
『
二
一
世
紀
の
企

業
法
制
』
商
事
法
務
（
二
〇
〇
三
年
）
八
六
九
頁
以
下
。

（
88
）　

石
山
卓
磨
『
現
代
会
社
法
講
義　

第
二
版
』
成
文
堂
）（
二
〇
〇
八
年
）
二
一
九
頁
。

（
89
）　

反
ト
ラ
ス
ト
法
分
野
で
米
国
は
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
））
が
刑
事
・
民
事
と
も
担
当
す
る
が
、
世
界
的
に
は
少
数
派
で
あ
る
。Harry First

（
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
）“Y

our M
oney A

nd Y
our LIfe: T

he Export of U
.S. A

ntitrust Rem
edies”

、Jacques Buhart

（
マ

ク
ダ
ー
モ
ッ
ト
・
ウ
イ
ル
＆
エ
メ
リ
ー
法
律
事
務
所
パ
ー
ト
ナ
ー
）“Evidence in EU

 cartel proceedings”

、M
arc van der W

oude

（
ル
ク

セ
ン
ブ
ル
ク
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
一
般
裁
判
所
判
事
）“Judicial Review

 in EU
 Com

petition Cases” 

東
京
大
学
第
四
七
回
比
較
法
政
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
『
最
新
の
競
争
法
・
競
争
政
策
に
お
け
る
世
界
的
動
向
』（
二
〇
一
四
年
八
月
五
日
）。

（
90
）　
「
英
国
に
お
け
る
金
融
機
関
の
監
督
手
法
（A

RRO
W

）
に
つ
い
て
」
金
融
庁
検
査
局
（
二
〇
〇
五
年
二
月
）。

（
91
）　

田
村
俊
夫
（
み
ず
ほ
証
券
）「
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
と
企
業
統
治
革
命
―「
所
有
と
経
営
の
分
離
」
の
終
わ
り
の
始
ま
り
？
―
」

証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
（
二
〇
一
四
年
二
月
一
四
日
）。

（
92
）　

も
っ
と
も
記
事
・
論
文
等
で
Ｆ
Ｃ
Ａ
（
Ｆ
Ｓ
Ａ
）
等
と
併
記
さ
れ
る
こ
と
も
散
見
さ
れ
、
実
質
的
に
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
な
ど
と
し
て
Ｆ
Ａ
Ｓ
の
実
質
は

存
続
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

（
93
）　

我
が
国
の
金
融
庁
で
は
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
な
ど
の
通
常
監
督
に
十
分
な
人
員
は
現
状
で
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
94
）　

上
田
亮
子
「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
株
主
総
会
に
与
え
る
影
響
―
機
関
投
資
家
対
策
―
」
資
料
版
商
事
法
務N

o.361 

（
二
〇
一
四

年
四
月
）
六
―
一
三
頁
参
照
。
油
布
志
行
「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
企
業
会
計
等
を
め
ぐ
る
動
向
」（
二
〇
一
四
年
）
商
事
法
務
二
〇
二
一
号
五

六
頁
。



一
三
四

（
95
）　

招
集
通
知
の
平
均
発
送
日
程
は
総
会
開
催
日
の
一
九
・
二
日
前
（
日
本
投
資
環
境
研
究
所
調
査
）、
二
〇
一
三
年
六
月
総
会
で
は
二
一
日
前
発

送
が
一
四
・
七
％
と
最
も
多
い
（
資
料
版
商
事
法
務
二
〇
一
四
年
三
月
号
「
招
集
通
知
発
送
日
早
期
化
状
況
調
査
」）。
二
〇
一
〇
年
以
降
証
券
取
引

所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
株
主
総
会
招
集
通
知
お
よ
び
添
付
書
類
等
が
公
表
さ
れ
、
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
業
務
に
お
い
て
は
格
段
に
早
期
に
議

案
情
報
が
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
上
田
亮
子
「
二
〇
一
三
年
株
主
総
会
の
総
括
」
資
本
市
場
リ
サ
ー
チ
二
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
五

五
頁
。

（
96
）　

①
現
任
役
員
に
つ
い
て
、
事
業
報
告
の
役
員
の
状
況
に
記
載
さ
れ
る
情
報
、
参
考
書
類
の
役
員
選
任
議
案
の
候
補
者
経
歴
表
に
フ
ォ
ン
ト
に
よ

る
注
記
形
式
で
記
載
さ
れ
る
情
報
な
ど
が
あ
り
、
投
資
家
は
複
数
の
情
報
に
基
づ
き
議
決
権
行
使
の
判
断
を
行
う
た
め
、
以
下
の
情
報
が
役
員
選
任

議
案
の
役
員
候
補
者
の
経
歴
と
同
じ
場
所
に
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
整
理
さ
れ
分
か
り
易
い
情
報
と
な
る
。
例
と
し
て
、
法
定
外
の
情
報
を
含
め
役
員

候
補
者
の
氏
名
、
読
み
仮
名
、
性
別
、
独
立
役
員
候
補
者
に
つ
い
て
は
会
社
と
の
利
害
関
係
、
取
締
役
会
等
の
出
席
状
況
、
東
証
独
立
役
員
と
し
て

届
出
の
有
無
等
の
情
報
で
あ
る
。
②
社
外
役
員
に
つ
い
て
、
取
引
関
係
等
に
よ
り
独
立
性
に
疑
義
が
あ
る
候
補
者
の
場
合
も
東
証
独
立
役
員
と
し
て

登
録
さ
れ
た
候
補
者
は
客
観
性
が
あ
る
と
判
断
す
る
機
関
投
資
家
が
い
る
。
こ
の
場
合
、
独
立
役
員
の
基
準
を
満
た
し
ま
す
、
と
い
う
表
現
に
止
ま

る
場
合
は
届
出
の
有
無
に
つ
い
て
不
明
な
た
め
、
機
関
投
資
家
側
は
独
立
役
員
で
あ
る
と
判
断
で
き
な
い
。
届
け
出
て
い
る
、
届
け
出
る
予
定
、
な

ど
届
出
の
有
無
に
つ
い
て
明
記
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（
97
）　

Ｅ
Ｓ
Ｇ
問
題
に
関
し
て
、
経
済
産
業
省
「
企
業
に
お
け
る
非
財
務
情
報
の
開
示
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
（
概
要
版
）」（
二
〇
一

二
年
三
月
）
財
団
法
人
企
業
活
力
研
究
所
。w

w
w

.m
eti.go.jp/m

eti_lib/report/2014fy/E003728.pdf.

（
98
）　

日
本
投
資
顧
問
業
協
会
会
長
・
岩
間
陽
一
郎
「
企
業
価
値
向
上
を
目
指
し
て
の
日
本
投
資
顧
問
業
協
会
の
取
り
組
み
～
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
思
う
こ
と
」
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ミ
ナ
ー
（
二
〇
一
四
年
七
月
）
参
照
。

（
99
）　

証
券
会
社
は
セ
ル
サ
イ
ド
で
あ
り
、
金
融
商
品
案
配
を
説
明
力
を
も
っ
て
販
売
で
き
る
か
が
問
わ
れ
る
。
他
方
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な

ど
運
用
会
社
は
バ
イ
サ
イ
ド
で
あ
り
、
顧
客
と
直
接
面
談
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
利
益
相
反
関
係
を
生
じ
る
。
証
券
会
社
と
保
険
会
社
な
ど
の
ア

セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
立
場
が
相
違
す
る
こ
と
は
当
然
と
い
え
る
。
セ
ル
サ
イ
ド
は
売
却
す
れ
ば
す
む
が
、
バ
イ
サ
イ
ド
は
ア
ナ
リ
ス
ト
の
分
析

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
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ガ
バ
ナ
ン
ス
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ド
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践
（
藤
川
）

一
三
五

（
（11
）　

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
反
省
も
あ
り
、
従
来
の
Ｒ
Ｏ
Ｅ
（
自
己
資
本
利
益
率
）
な
ど
財
務
面
の
重
視
に
止
ま
ら
ず
、
中
長
期
投
資
家
に
対
し
て
、

①
企
業
経
営
の
規
律
付
け
の
役
割
を
担
わ
せ
る
た
め
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
制
定
（
二
〇
一
〇
年
七
月
）、
②
英
国
主
導
で
中
長
期
投

資
家
が
活
躍
し
や
す
い
環
境
整
備
と
し
て
の
国
際
統
合
報
告
評
議
会
（
Ｉ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
創
設
（
二
〇
一
〇
年
七
月
）
を
図
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
企
業

側
と
し
て
は
法
令
等
に
規
定
さ
れ
た
た
め
に
受
け
身
で
行
う
開
示
で
は
な
く
、
統
合
報
告
に
よ
り
積
極
的
に
当
該
企
業
の
強
み
で
あ
る
非
財
務
情
報

を
発
出
し
、
投
資
家
を
呼
び
込
み
、
い
か
に
企
業
価
値
向
上
に
繋
げ
ら
れ
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
単
な
る
形
式
的
に
財
務
等
の
専
門
家
（
会

計
士
、
弁
護
士
）、
経
済
界
経
験
者
な
ど
で
あ
れ
ば
す
む
の
で
な
く
、
例
え
ば
社
外
取
締
役
と
し
て
い
か
な
る
具
体
的
背
景
に
基
づ
く
人
物
な
の
か
、

企
業
価
値
向
上
に
ど
れ
だ
け
プ
ラ
ス
の
コ
メ
ン
ト
が
出
せ
る
の
か
な
ど
、
定
性
的
な
実
態
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
伊
藤
嘉
昭
・
安
井
肇
（
あ
ら

た
監
査
法
人
）「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
制
定
と
統
合
報
告
」
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
（
二
〇
一
四
年
八
月
二
九
日
）・
同
要

旨
参
照
。T

he IIRC

「
国
際
統
合
報
告   

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク   

日
本
語
訳
」（M

arch 2014

）。

（
（1（
）　

欧
州
で
は
、
二
〇
〇
三
年
会
計
法
現
代
化
指
令
が
採
択
さ
れ
、
非
財
務
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
制
度
が
整
備
さ
れ
た
。
二
〇
一
一
年
一
〇
月

欧
州
委
員
会
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
新
戦
略
に
お
い
て
、
社
会
・
環
境
に
関
す
る
情
報
開
示
の
改
善
が
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
二
〇
一
三
年
四
月
欧
州
委
員
会

が
非
財
務
情
報
に
関
す
る
企
業
の
開
示
内
容
を
拡
大
す
る
指
令
案
を
発
表
し
、
二
〇
一
四
年
二
月
欧
州
議
会
と
欧
州
理
事
会
が
指
令
案
の
内
容
に
合

意
、
四
月
欧
州
議
会
で
採
択
さ
れ
た
。
欧
州
理
事
会
な
ど
で
最
終
的
に
採
択
さ
れ
た
場
合
、
施
行
後
二
年
以
内
に
欧
州
各
国
内
で
国
内
法
化
さ
れ
る
。

一
方
、
米
国
で
は
二
〇
一
二
年
一
〇
月
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
企
業
会
計
基
準
審
議
会
（
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
が
設
立
さ
れ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
出
の
財
務
報
告
書
に

関
し
て
非
財
務
情
報
を
開
示
す
る
基
準
を
一
〇
産
業
に
お
い
て
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
Ｇ

Ｒ
Ｉ
）
も
二
〇
一
三
年
五
月
に
次
世
代
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
報
告
書
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
Ｇ
４
を
発
表
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
関
す
る
開
示
に
つ
い
て
改
訂
が
な

さ
れ
た
。
Ｅ
Ｕ
非
財
務
情
報
開
示
指
令
案
は
、
従
業
員
五
〇
〇
人
超
の
公
的
企
業
（
上
場
企
業
と
金
融
機
関
を
主
と
す
る
）
に
対
し
、
年
次
報
告
書

に
お
け
る
非
財
務
情
報
の
開
示
を
要
求
し
、
そ
の
開
示
分
野
は
環
境
、
社
会
お
よ
び
従
業
員
に
関
す
る
事
項
、
人
権
に
対
す
る
尊
重
、
腐
敗
・
贈
賄

防
止
に
関
す
る
事
項
で
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
。
開
示
事
項
は
、
開
示
分
野
に
関
す
る
会
社
の
方
針
、
方
針
の
結
果
と
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
へ
の
対
処
法

の
三
つ
を
財
務
報
告
書
の
中
で
報
告
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
や
下
請
け
企
業
に
対
す
る
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
方
針
な
ど
の

開
示
も
求
め
ら
れ
る
。
高
橋
大
祐
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
法
務
戦
略
―
Ｃ
Ｓ
Ｒ
実
務
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
と
企
業
価
値
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト



一
三
六

―
」
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
（
二
〇
一
四
年
四
月
九
日
）
参
照
。

（
（10
）　

金
融
庁
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」（
二
〇
一
四
年
一
二
月
一
七
日
）
か
ら
、「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
基
本
的
な
考
え
方
（
案
）《
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
原
案
》
～
会
社
の
持
続
的
な
成
長
と
中
長
期
的
な
企

業
価
値
の
向
上
の
た
め
に
～
の
公
表
に
つ
い
て
」
が
示
さ
れ
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
付
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
六
月
総
会
導
入
を
視
野

に
入
れ
、
上
場
企
業
向
け
に
東
京
証
券
取
引
所
が
ル
ー
ル
化
せ
ん
と
す
る
。
遵
守
（com

ply

）
も
説
明
（explain

）
も
行
わ
な
い
企
業
名
の
公
表
、

改
善
報
告
書
の
提
出
要
求
に
よ
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
検
討
し
て
い
る
。
①
株
主
の
権
利
・
平
等
性
の
確
保
、
②
株
主
以
外
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
と
の
適
切
な
協
働
、
③
適
切
な
情
報
開
示
と
透
明
性
の
確
保
、
④
取
締
役
会
等
の
責
務
、
⑤
株
主
と
の
対
話
を
柱
と
し
、
④
で
は
、
原
則
４

-

14
．
取
締
役
・
監
査
役
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
項
を
設
け
、「
新
任
者
を
は
じ
め
と
す
る
取
締
役
・
監
査
役
は
、
上
場
会
社
の
重
要
な
統
治
機
関
の
一

翼
を
担
う
者
と
し
て
期
待
さ
れ
る
役
割
・
責
務
を
適
切
に
果
た
す
た
め
、
そ
の
役
割
・
責
務
に
係
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
知
識
の
習

得
や
適
切
な
更
新
等
の
研
鑽
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
上
場
会
社
は
、
個
々
の
取
締
役
・
監
査
役
に
適
合
し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
機
会

の
提
供
・
斡
旋
や
そ
の
費
用
の
支
援
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
取
締
役
会
は
、
こ
う
し
た
対
応
が
適
切
に
と
ら
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す
べ
き
で
あ

る
。」、
更
に
⑤
で
は
、
原
則
５-

２
．
経
営
戦
略
や
中
長
期
の
経
営
計
画
の
策
定
・
公
表
の
項
を
盛
り
込
む
。
た
た
き
台
で
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
と
の
連
結
を
図
り
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
み
な
ら
ず
、
攻
め
の
経
営
を
意
識
し
、
取
締
役
の
能
力
向
上
も
企
図
し
て
い
る
点
は
、
積

極
的
妥
当
性
重
視
の
観
点
か
ら
評
価
で
き
る
が
、
⒜
上
場
企
業
に
お
い
て
は
、
実
際
の
企
業
の
経
営
面
で
は
上
級
管
理
職
な
ど
の
執
行
陣
が
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
⒝
全
体
と
し
て
社
外
取
締
役
の
複
数
化
を
強
調
す
る
な
ど
、
相
変
わ
ら
ず
従
来
の
視
点
に
立
っ
た
内
容
が
強
調
さ
れ
て
い

る
感
も
強
い
。
消
極
的
妥
当
性
に
限
っ
て
み
て
も
、
社
外
取
締
役
の
形
式
的
独
立
性
、
複
数
義
務
化
の
追
求
の
み
で
は
エ
ン
ロ
ン
事
件
、
リ
ー
マ
ン

金
融
危
機
の
再
発
防
止
は
十
分
と
い
え
な
い
と
思
料
す
る
。

（
（10
）　

対
象
会
社
は
東
証
一
部
・
二
部
上
場
企
業
に
限
定
さ
れ
、
ま
た
三
年
後
を
目
途
に
複
数
選
任
に
取
り
組
む
こ
と
でcom

ply

し
た
と
看
做
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
。
金
融
機
関
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
も
策
定
さ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
。M

asakazu Iw
akura “Revision 

of Com
panies A
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D
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ardship-N
ew

 Rules of Engagem
ent for Corporate Gov-



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
三
七

ernance” D
ecem

ber 9, 2014.
（
（10
）　http://w

w
w

.fca.org.uk/static/docum
ents/pcbs-response.pdf. Senior Persons Regim

e

に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
考
察
を
深
め
た
い
。

（
（10
）　

我
が
国
会
社
法
が
、
こ
れ
ま
で
監
査
役
（
会
）
設
置
会
社
、
委
員
会
設
置
会
社
の
選
択
制
を
採
用
し
て
き
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
両
制
度

が
存
在
す
る
前
提
で
適
応
可
能
な
コ
ー
ド
を
乗
せ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
英
国
コ
ー
ド
の
精
神
を
範
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
二
〇
一
四
年
改

正
会
社
法
で
採
用
さ
れ
た
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
制
度
は
非
業
務
執
行
取
締
役
の
機
能
を
重
視
す
る
も
の
と
い
え
、
親
和
性
が
あ
る
。
そ
も
そ
も

非
業
務
執
行
取
締
役
を
主
に
独
立
社
外
取
締
役
に
限
定
し
て
想
定
す
る
米
国
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
と
英
国
型
経
営
機
構
で
は
、
非
業
務
執
行
取

締
役
に
期
待
さ
れ
る
役
割
に
は
ズ
レ
も
存
在
す
る
。
こ
の
点
の
整
理
を
付
け
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
米
国
の
取
締
役
会
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｏ
Ｏ
（Chief 

O
perating O

fficer

）
を
除
く
大
半
を
社
外
取
締
役
が
占
め
る
こ
と
が
多
く
、
執
行
陣
（O

fficer

）
か
ら
の
独
立
性
が
重
視
さ
れ
、
こ
れ
に
加
え
て

多
様
性
、
専
門
性
な
ど
も
求
め
ら
れ
る
。
取
締
役
会
全
体
と
し
て
、
執
行
陣
に
対
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
に
特
化
し
が

ち
と
な
る
。
他
方
、
英
国
の
取
締
会
は
業
務
執
行
取
締
役
（Executive D

irector ED

）、
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
に
二
分
さ
れ
る
。
非

業
務
執
行
取
締
役
は
実
際
に
は
社
外
取
締
役
で
あ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
内
部
の
非
業
務
執
行
取
締
役
を
加
え
る
に
せ
よ
、
非
業
務
執
行
取

締
役
が
一
体
と
し
て
業
務
執
行
取
締
役
を
監
視
・
監
督
す
る
。
勢
い
、
同
じ
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
業
務
執
行
取
締
役
と
の
協
働
化
を
図
る

こ
と
で
、
戦
略
面
、
内
部
統
制
・
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）
の
機
能
ま
で
も
担
う
比
重
は
、
米
国
型
経
営
機
構
に
比
し
て
同
じ
非

業
務
執
行
取
締
役
と
い
っ
て
も
英
国
型
で
は
必
然
的
に
大
き
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
従
っ
て
、
英
国
の
非
業
務
執
行
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
同
じ

社
外
取
締
役
で
あ
っ
て
も
、
米
国
型
モ
デ
ル
に
お
け
る
社
外
取
締
役
と
は
担
う
べ
き
機
能
面
で
自
ず
か
ら
相
違
も
生
じ
よ
う
。
社
外
取
締
役
に
内
部

非
業
務
執
行
取
締
役
が
協
働
し
て
監
督
機
能
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
可
能
な
点
も
米
国
型
モ
デ
ル
と
の
相
違
と
い
え
、
社
内
の
詳
細
な
事
情
に
精
通

し
た
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
進
め
る
こ
と
が
容
易
と
な
る
。
か
か
る
非
業
務
執
行
取
締
役
が
全
体
と
し
て
更
に
業
務
執
行
取
締
役
と

も
協
働
し
、
戦
略
面
・
中
期
経
営
計
画
等
の
策
定
も
進
め
る
こ
と
で
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
お
い
て
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
消
極
的
妥
当
性
の

み
な
ら
ず
、
積
極
的
妥
当
性
の
判
断
も
担
う
こ
と
が
容
易
と
な
る
。
米
国
で
な
く
英
国
に
お
い
て
Ｅ
Ｒ
Ｍ
が
発
展
し
て
き
た
背
景
に
は
、
か
か
る
相

違
も
あ
ろ
う
。
改
正
会
社
法
の
監
査
委
員
会
等
設
置
会
社
で
は
監
査
等
委
員
が
非
業
務
執
行
取
締
役
と
し
て
存
在
し
、
業
務
執
行
取
締
役
と
の
協
働

に
よ
り
取
締
役
会
の
戦
略
的
機
能
を
含
め
た
運
営
を
図
り
う
る
。
監
査
等
委
員
会
全
体
と
し
て
、
積
極
的
妥
当
性
に
関
す
る
監
視
機
能
も
担
う
こ
と



一
三
八

が
可
能
と
な
る
点
に
、
監
査
役
会
や
監
査
委
員
会
と
異
な
る
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
取
締
役
会
全
体
と
し
て
も
、
業
務
執
行
取
締
役
と
非
業

務
執
行
取
締
役
が
協
働
し
て
戦
略
立
案
機
能
も
果
た
す
こ
と
が
容
易
と
な
る
。
指
名
・
報
酬
権
限
の
一
部
を
担
う
監
査
等
委
員
会
な
ら
で
は
の
役
割

で
あ
ろ
う
（
改
正
会
社
法
三
四
二
条
の
二
参
照
）。
米
国
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
構
と
し
て
の
監
査
委
員
会
に
お
い
て
は
、
妥
当
性
監
査
権
限
は
あ
る

も
の
の
、
あ
く
ま
で
消
極
的
妥
当
性
主
体
の
監
視
機
能
が
中
心
と
な
ろ
う
。
我
が
国
の
監
査
等
委
員
会
制
度
は
英
国
型
の
非
業
務
執
行
取
締
役
制
度

と
近
接
性
を
有
す
る
と
考
え
る
。
英
国
型
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
内
容
を
導
入
し
つ
つ
、
一
方
で
は
社
外
取
締
役
の
独
立
性

強
化
な
ど
に
固
執
す
る
な
ど
米
国
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
に
依
拠
し
た
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
背
景
に
は
、
制
度
面
の
相
違
も
あ
り
、
会
社
法
制
に
お

い
て
選
択
制
を
採
用
す
る
我
が
国
な
ら
で
は
の
問
題
点
と
も
い
え
る
。
我
が
国
は
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
ほ
ぼ
同
一
内
容
の
日
本

版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
既
に
導
入
済
み
で
あ
り
、
今
後
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
面
で
も
英
国
型
モ
デ
ル
に
統

一
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
選
択
制
に
対
応
し
得
る
内
容
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
あ
ま
り
に
詳
細
な
内
容
を
定
め
る
こ
と
は
コ
ー

ド
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・
ベ
ー
ス
の
主
旨
に
も
反
す
る
こ
と
と
と
な
り
か
ね
な
い
点
、
一
種
の
ジ
レ
ン
マ
と
も
な
ろ
う
か
。
な
お
、
会
社
法
施
行
規
則

改
正
案
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
五
日
）
で
は
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
関
す
る
規
定
の
整
備
が
図
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
事
業
報
告
に

お
い
て
常
勤
の
監
査
等
委
員
の
選
定
の
有
無
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
施
行
規
則
一
二
一
条
一
〇
号
イ
・
ロ
）。
社
外
か

つ
常
勤
の
ケ
ー
ス
も
ソ
ニ
ー
の
監
査
委
員
に
み
る
通
り
あ
り
得
る
が
、
通
常
は
内
部
の
監
査
等
委
員
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
常

勤
の
監
査
等
委
員
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
業
務
の
適
性
を
確
保
す
る
体
制
（
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
）
を
利
用
す
る
考
え
方
が
前
提
に
あ
り
、

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
も
同
様
と
な
っ
て
い
る
。
監
査
役
設
置
会
社
（
監
査
役
（
会
）、
社
外
取
締
役
）、
指
名
委
員
会
設
置
会
社
（
社

外
取
締
役
）、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
（
監
査
等
委
員
（
会
））
の
各
制
度
に
お
け
る
非
業
務
執
行
役
員
の
機
能
の
相
違
、
比
較
法
的
考
察
に
つ
い

て
は
、
紙
幅
の
制
約
が
あ
り
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

（
（10
）　the Basel Com

m
ittee on Banking Supervision, Bank for International Settlem

ents 2010, Principles for enhancing corpo-
rate governance-final docum

ent, O
ctober 2010, at 2.

（
（10
）　

私
見
で
あ
る
が
、
①
英
国
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
か
ら
分
離
し
た
だ
け
に
、
内
容
面

で
重
複
す
る
部
分
を
含
有
す
る
。
経
営
陣
に
比
較
的
厳
格
な
適
用
を
迫
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
外
縁
部
に
、
機
関
投
資
家
に



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
（
藤
川
）

一
三
九

対
す
る
柔
軟
な
内
容
を
有
す
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
配
す
る
こ
と
で
、
日
本
版
コ
ー
ド
の
実
効
性
を
確
保
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
一
体
的
整
理
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
い
。
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

で
あ
るcom

ply or explain

に
し
て
も
、
社
外
取
締
役
を
置
か
な
い
こ
と
の
相
当
性
な
ど
は
事
実
上
の
強
制
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
内
容

に
応
じ
て
強
弱
を
付
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
二
つ
の
コ
ー
ド
は
名
宛
人
こ
そ
、
機
関
投
資
家
、
経
営
陣
と
異
な
る
が
、
例
え
ば
株
主
と
経
営
陣

の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
重
要
性
な
ど
、
実
質
的
に
は
重
複
す
る
内
容
の
も
の
を
抱
え
る
。
②
英
国
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
る
か
に
つ
い
て
、
我
が
国
で
は
ほ
ぼ
同
内
容
を
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
法
制
度
が
異
な
る
場
合
、

コ
ー
ド
内
容
に
跛
行
性
を
生
じ
か
ね
な
い
。
こ
の
た
め
、
自
国
企
業
の
国
際
競
争
力
保
持
の
観
点
も
あ
っ
て
、
英
国
な
ど
か
ら
の
域
外
適
用
の
圧
力

が
増
加
す
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
点
、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
）
と
同
じ
構
図
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
③
他
方
、
新
興
国

で
は
、
そ
も
そ
も
経
済
・
法
制
度
の
成
熟
化
を
伴
っ
て
お
ら
ず
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
導
入
し
た
と
こ
ろ
で
、
一
種
の
形
式
的
法
治

主
義
に
陥
り
か
ね
な
い
。
国
内
法
制
度
と
の
調
和
も
課
題
と
な
る
。
コ
ー
ド
の
受
容
（accessibility

）
の
余
地
が
そ
も
そ
も
乏
し
い
の
で
は
な
い
か
。

②
、
③
は
コ
ー
ド
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
に
お
け
る
障
害
要
因
と
な
ろ
う
か
。
④
逆
に
米
国
コ
モ
ン
ロ
ー
の
接
点
で
は
、
口
頭
証
拠
排

除
に
関
す
るparol evidence rule

の
例
外
（M

asterson v. Sine, 436 P.2d 561

（Cal.1968

））
あ
る
い
は
制
限
（Corbin

教
授
の
見
解
：

A
rthur Linton Corbin, Corbin on Contracts 

§573, at 72

（Joseph M
. Perillo ed., rev.2007

））、
米
国
憲
法
修
正
一
四
条
のdue pro-

cess of law

に
よ
る
懲
罰
賠
償
の
抑
制
（Pfillip M

orris U
SA

 v. W
illiam

s, 549 U
.S. 346, 127S. Ct.1057, 166L. Ed. 2d940 

（2007

））
な
ど
、

契
約
自
由
・
私
的
自
治
ル
ー
ル
の
至
高
さ
な
ど
に
対
す
る
修
正
と
も
と
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
・

ベ
ー
ス
と
の
親
和
性
が
窺
え
る
。
今
後
、
米
国
で
も
コ
ー
ド
受
容
の
素
地
は
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
。
近
時
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
判
例
形
成
に
お
い

て
、
規
範
化
概
念
導
入
の
動
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
そ
の
兆
し
と
い
え
よ
う
か
。
米
国
企
業
社
会
も
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
受
容
す
る

機
関
投
資
家
の
増
加
と
相
俟
っ
て
、
コ
ー
ド
が
架
橋
と
な
り
、
将
来
的
に
共
通
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
示
す
可
能
性
も
あ
る
。
逆

に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
世
界
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
融
合
化
の
動
き
の
中
で
現
出
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
コ
ー
ド
の
重
畳
・
多

重
適
用
の
リ
ス
ク
に
関
し
て
、
拙
稿
・
前
掲
「
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved Persons

制
度
―
域
外
適
用
と
金
融
機
関
の

リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ら
び
に
監
査
等
委
員
会
制
度
な
ど
の
接
点
―
」
四
三
六
頁
以
下
、
近
時
の
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｄ
（N

ational A
ssociation of Corpo-



一
四
〇

rate D
irector

：
全
米
取
締
役
協
会
）
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
再
構
築
な
ら
び
に
エ
ー
ジ
ェ
ン
ン
シ
ー
理
論
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
理
論
に
つ
い
て
、
佐
藤
剛
『
金
融
危
機
が
変
え
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
〇
年
）
一
二
九
頁
以
下
、parol 

evidence rule

な
ど
に
関
し
て
平
野
晋
『
体
系
ア
メ
リ
カ
契
約
法
』
中
央
大
学
出
版
部
（
二
〇
〇
九
年
）
四
一
〇
―
四
四
四
頁
、
樋
口
範
雄
『
ア

メ
リ
カ
契
約
法
［
第
二
版
］』
弘
文
堂
（
二
〇
〇
八
年
）
一
五
三
―
一
六
四
頁
、
籾
岡
弘
成
「
懲
罰
賠
償
と
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
」『
ア
メ
リ
カ
法
判
例

百
選
』（
二
〇
一
二
年
）
一
八
六
―
一
八
七
頁
参
照
。

　
［
本
稿
は
、
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
研
究
基
金
の
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
］
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も
く
じ

は
じ
め
に

第
一　

証
明
責
任　

―
序
論
―

第
二　

要
件
事
実
論

第
三　

法
規
不
適
用
の
原
則
と
証
明
責
任
規
範

第
四　

要
件
事
実
論
の
考
え
方

第
五　

要
件
事
実
論
と
真
偽
不
明

第
六　

要
件
事
実
論
に
対
す
る
批
判
的
見
解

第
七　

真
偽
不
明
概
念
の
消
失

第
八　

ツ
ー
ル
と
し
て
の
要
件
事
実
論
と
証
明
責
任
規
範

第
九　

権
利
障
害
規
定
と
い
う
区
分
け

第
一
〇　
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
特
許
法
」

第
一
一　

証
明
可
能
性
を
採
り
い
れ
た
行
為
規
範
と
い
う
誤
解
の
お
そ
れ

　

要
件
事
実
論
の
憂
鬱

永
　
　
島
　
　
賢
　
　
也



一
四
二

第
一
二　

要
件
事
実
論
と
事
案
解
明
義
務

第
一
三　

小
括

第
一
四　

証
明
責
任　

―
再
論
―

第
一
五　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
が
実
務
に
及
ぼ
す
も
の

第
一
六　

要
件
事
実
論
の
憂
鬱

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
要
件
事
実
論
の
考
え
方
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一　

証
明
責
任　

―
序
論
―

　

１　

定
義

　

証
明
責
任

（
１
）と

は
、
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所
が
あ
る
事
実
の
存
否
に
つ
き
そ
の
い
ず
れ
と
も
確
定
で
き
な
い
場
合
（
真
偽
不
明
、non li-

quet

）
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
事
実
を
要
件
と
す
る
自
己
に
有
利
な
法
律
効
果
の
発
生
ま
た
は
不
発
生
が
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
当
事
者
の
一
方
の
危
険
ま
た
は
不
利
益
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る

（
２
）。

　

２　

真
偽
不
明
と
は

　

真
偽
不
明
と
は
、
裁
判
官
が
、
当
事
者
の
行
う
事
実
の
「
主
張
」
が
、
真
な
の
か
偽
な
の
か
わ
か
ら
ず
、
事
実
の
存
在
・
不
存
在
に
つ

き
十
中
八
九
間
違
い
な
い
と
い
う
確
信

（
３
）を

持
つ
に
は
至
ら
な
い
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
真
偽
不
明
は
一
般
に
ノ
ン
リ
ケ
ッ
ト
（non li-

quet

）
と
呼
ば
れ
る

（
４
）。
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四
三

　

ノ
ン
リ
ケ
ッ
ト
に
陥
っ
た
場
合
で
も
、
裁
判
所
は
、
裁
判
す
る
こ
と
自
体
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
５
）。

す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、

判
決
を
言
い
渡
さ
な
い
と
い
う
選
択
は
で
き
な
い

（
６
）。

　

３　

ノ
ン
リ
ケ
ッ
ト
に
対
処
す
る
法
技
術

　

証
明
責
任
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ノ
ン
リ
ケ
ッ
ト
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
に
よ
る
事
実
の
主
張
が
真
偽
不
明
と
な
っ
た
場
合
で
も

裁
判
を
可
能
に
す
る
法
技
術
で
あ
る

（
７
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
で
き
る
だ
け
ノ
ン
リ
ケ
ッ
ト
に
陥
ら
な
い
よ
う
事
実
の
存
在
（
た
と
え
ば
、
そ
の
事
実
主
張
は
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）・
不
存

在
（
た
と
え
ば
、
そ
の
事
実
主
張
は
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）
を
訴
訟
上
確
定
し
た
う
え
で
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
、
事
実
が
存
在
す
る
と
も
、
存
在
し
な
い
と
も
、
い
ず
れ
と
も
確
定
で
き
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
は
生
じ
う
る
。

　

４　

貸
金
返
還
請
求
の
例

　

⑴　

ノ
ン
リ
ケ
ッ
ト
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
証
明
責
任
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
実
の
存
在
（
不
存
在
）
を
擬
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

裁
判
が
な
さ
れ
る

（
８
）。

　

⑵　

た
と
え
ば
、
貸
し
た
金
な
の
か
、
援
助
（
贈
与
）
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
が
争
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
、
渡
し
た
金
の
返
還
約
束

の
存
在
の
主
張
が
、
真
な
の
か
偽
な
の
か
明
ら
か
で
な
い
、
す
な
わ
ち
、
返
還
約
束
の
有
無
が
ノ
ン
リ
ケ
ッ
ト
に
陥
っ
た
場
合
、
返
還
約

束
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
（
擬
制
す
る
）
こ
と
に
よ
り
、
貸
し
た
金
な
の
で
返
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
側
の
請
求
は
認
め
ら
れ

な
い
と
い
う
裁
判
が
な
さ
れ
る
。

　

⑶　

同
じ
ケ
ー
ス
で
、
返
還
約
束
が
あ
っ
た
（
そ
の
主
張
は
真
で
あ
る
）
と
い
う
高
度
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
他
の
要
件
を

充
た
せ
ば
原
告
の
請
求
を
認
容
す
れ
ば
よ
い
し

（
９
）、

逆
に
、
返
還
約
束
な
ど
な
か
っ
た
（
そ
の
主
張
は
偽
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
贈
与
で
あ
っ
た
。）



一
四
四

と
い
う
高
度
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
れ
ば
よ
い）

（1
（

。
証
明
責
任
に
よ
る
裁
判
の

必
要
性
は
な
い
。

　

⑷　

た
だ
、
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
証
拠
等
に
よ
っ
て
も
、
返
還
約
束
が
あ
っ
た
の
か
、
な
か
っ
た
の

か
、
真
偽
不
明
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
上
述
の
と
お
り
、
貸
金
の
返
還
請
求
者
の
側
に
分
配
さ
れ
た
証
明

責
任
に
よ
り
、
原
告
は
請
求
を
認
め
て
も
ら
え
な
い）

（（
（

と
い
う
リ
ス
ク
を
負
っ
て
い
る
と
説
明
で
き
る
。

　

⑸　

こ
の
よ
う
に
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
の
発
生
要
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
金
銭

の
返
還
約
束
の
存
否
に
つ
き
、
訴
訟
上
、
真
偽
不
明
に
陥
っ
た
場
合
、
返
還
約
束
は
な
か
っ
た
も
の
と
擬

制
さ
れ
、
請
求
棄
却
と
い
う
裁
判
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
を
当
事
者
の
側
か
ら
捉
え
て
同
請
求
権
を
主
張
す

る
側
に
立
証
責
任
が
あ
る
と
い
う
。

　

当
該
事
実
の
主
張
が
真
で
あ
る
と
訴
訟
上
確
定
で
き
る
と
き
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
偽
で
あ

る
と
訴
訟
上
確
定
で
き
る
場
合
も
、
事
実
を
擬
制
す
る
必
要
は
な
く
、
証
明
責
任
に
よ
る
裁
判
は
必
要
で

な
い
。

　

５　

証
明
責
任
に
よ
る
判
決
を
回
避
す
る
工
夫

　

証
明
責
任
は
必
ず
し
も
証
明
手
段
を
持
っ
て
い
る
者
に
課
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
真
偽
不
明
の

場
合
に
証
明
責
任
の
所
在
に
よ
っ
て
裁
判
す
る
の
が
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
き
、
証
明
責
任
に
よ
る
判
決
を
回
避
す
る
た
め
、

証
明
責
任
に
よ
っ
て
裁
判
す
る
事
態
に
立
ち
至
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
法
技
術
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
証
明
責
任
の
転
換
（
例

え
ば
自
賠
法
三
条
但
書
）
や
推
定
規
定
（
例
え
ば
破
産
法
一
五
条
二
項
）、
そ
の
他
、
表
見
証
明
や
一
応
の
推
定
な
ど
の
手
法
、
そ
し
て
、
証
明

真

真偽不明

偽

事実 証明責任による裁判へ

図１
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一
四
五

責
任
を
負
わ
な
い
当
事
者
の
事
案
解
明
義
務
な
ど
で
あ
る
。

第
二　

要
件
事
実
論

　

１　

要
件
事
実
論
と
い
う
考
え
方

　

要
件
事
実
論
と
は
、
証
明
責
任
（
立
証
責
任
、
挙
証
責
任
）
の
分
配
に
合
わ
せ
て
、
民
法
の
条
文
の
書
き
直
し
を
し
よ
う
と
す
る
考
え
方

で
あ
る）

（1
（

。
た
と
え
ば
、
債
務
不
履
行
の
要
件
と
し
て
の
債
務
者
の
帰
責
事
由
は
、
債
権
者
に
そ
の
存
在
に
つ
い
て
立
証
責
任
が
あ
る
の
で

は
な
く
、
債
務
者
に
そ
の
不
存
在
に
つ
い
て
立
証
責
任
が
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
こ

と
が
障
害
事
由
と
な
る
よ
う
「
但
書
」
に
す
る
な
ど
し
て
、
条
文
を
書
き
直
し
て
お
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

２　
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」

　

要
件
事
実
論
の
立
場
は
、
こ
う
し
て
書
き
直
さ
れ
、
構
成
し
直
さ
れ
た
民
法
の
こ
と
を
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
と
呼
ん
で
い
る）

（1
）（
（1
（

。

　

要
件
事
実
論
の
い
う
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
と
は
、
原
被
告
の
主
張
立
証
、
特
に
立
証
責
任
を
念
頭
に
置
い
て
再
構
成
し
た
民

法
の
こ
と
で
あ
る
。

　

裁
判
規
範
に
対
す
る
も
の
は
行
為
規
範
で
あ
る
が
、
要
件
事
実
論
が
「
行
為
規
範
と
し
て
の
民
法
」
と
い
う
と
き
は
、
立
証
責
任
、
つ

ま
り
事
実
の
存
否
不
明
と
い
う
事
態
を
前
提
と
し
な
い
民
法
の
こ
と
を
指
す）

（1
（

。

　
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
は
、
訴
訟
上
事
実
が
存
否
不
明
に
な
っ
た
と
き
に
も
裁
判
官
が
判
断
を
す
る
こ
と
が
不
能
に
な
ら
な
い

よ
う
に
立
証
責
任
の
こ
と
ま
で
考
え
て
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
民
法
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
要
件
が
、
当
該
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が

立
証
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
要
件
に
よ
る
効
果
が
発
生
し
な
い
も
の
と
扱
う
の
が
民
法
上
妥
当
な
結
果
に
な
る
よ
う
な
形
式
で
定
め
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六

ら
れ
て
い
る
民
法
の
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。

　

３　
「
裁
判
規
範
」
と
「
行
為
規
範
」
の
二
本
立
て

　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
が
用
い
る
「
裁
判
規
範
」
と
「
行
為
規
範
」
と
い
う
言
葉
は
、
裁
判
に
お
い
て
問
題
と
な
る
立
証
の
必
要
性
を

考
慮
し
た
規
範
で
あ
る
か
否
か
が
区
別
の
基
準
と
な
っ
て
い
る）

（1
（

。

　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
民
法
は
、
立
証
責
任
を
念
頭
に
置
い
て
再
構
成
さ
れ
た
民
法
（「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」）
と
、

立
証
責
任
を
前
提
と
し
な
い
民
法
（「
行
為
規
範
と
し
て
の
民
法
」）
の
二
本
立
て
の
構
成
と
な
る）

（1
（

。
裁
判
官
の
判
断
の
仕
組
み
に
合
わ
せ
た

機
能
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
再
構
成
さ
れ
た
民
法
と
、
制
度
の
趣
旨
や
存
在
理
由
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
る
民
法
と
に
分
か
れ
る
も

の
の
、
両
者
は
車
の
両
輪
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で）

（1
（

、
要
件
事
実
論
は
民
法
典
に
内
蔵
さ
れ
て
い
な
い
新
た
な
規
定
を
設
定
す
る
も
の
で
は

な
い）

11
（

。

　

４　

雄
大
な
作
業

　

現
在
ま
で
、
立
証
責
任
の
分
配
に
合
わ
せ
て
条
文
を
書
き
直
す
、
と
い
う
要
件
事
実
論
の
雄
大
な
作
業
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
き
て

い
る）

1（
（

。

　

法
律
効
果
を
発
生
さ
せ
る
法
律
「
要
件
」
に
は
、
立
証
責
任
の
所
在
を
考
慮
し
て
い
な
い
も
の
と
（「
行
為
規
範
と
し
て
の
民
法
」）、
立

証
責
任
の
所
在
の
こ
と
ま
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
（「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」）
と
が
あ
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。

　

要
件
事
実
論
は
、
主
張
責
任
と
立
証
責
任
を
一
致
さ
せ
て
考
え
る
た
め
、
そ
の
都
度
改
め
て
立
証
責
任
の
分
配
を
考
え
る
必
要
が
な
く

な
り
、
立
証
責
任
の
転
換
に
気
づ
か
ず
に
判
断
し
て
し
ま
う
と
い
う
間
違
い
も
起
こ
り
に
く
く
な
る）

11
（

。

　

そ
の
ほ
か
、
立
証
責
任
の
分
配
に
沿
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
民
法
（「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」）
は
、
法
律
要
件
が
立
証
責
任
の
分
配
に
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結
び
つ
け
ら
れ
た
構
造
を
有
す
る
た
め
、
民
法
と
は
別
個
に
証
明
責
任
規
範
を
設
け
る
必
要
が
な
く
な
り
、
む
し
ろ
証
明
責
任
規
範
は
無）

11
）（
11
（

用
に
な
る）

11
）（
11
）（
11
（

。

　

５　

法
律
実
務
家
の
思
考

　

⑴　

確
か
に
、
法
律
実
務
家
は
要
件
の
存
在
と
言
う
と
き
、
そ
れ
を
証
明
と
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る）

11
（

。
弁
護
士
で
あ
れ
ば
依
頼
者
に

有
利
な
法
律
効
果
を
獲
得
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
法
律
要
件
を
備
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
考
え
る
の
は
日
常
茶
飯
事
で
あ
る
。
当

該
要
件
を
誰
が
証
明
す
る
の
か
（
そ
の
要
件
に
該
当
す
る
具
体
的
事
実
の
存
在
・
不
存
在
を
依
頼
者
側
で
証
明
す
る
の
か
、
そ
の
不
存
在
・
存
在
を
相

手
方
が
証
明
す
る
の
か
）、
仮
に
、
証
明
さ
れ
な
い
と
き
（
真
偽
不
明
に
陥
っ
た
と
き
）
依
頼
者
側
に
有
利
な
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
は
、

あ
た
か
も
呼
吸
す
る
か
の
ご
と
く
慣
れ
親
し
ん
だ
実
務
家
の
思
考
で
あ
る
。

　

⑵　

他
方
、
実
体
法
は
人
々
の
行
為
を
規
律
す
る
法
体
系
で
あ
り
、
事
実
は
す
べ
て
明
瞭
に
わ
か
っ
て
い
る
（
い
わ
ば
神
様
の
目
か
ら
見

て
い
る
）
こ
と
と
し
、
あ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
こ
に
あ
る
法
律
効
果
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
民
法
学
者
は
、
証

明
の
点
を
考
慮
せ
ず
事
実
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
あ
る
法
律
効
果
の
発
生
に
必
要
な
要
件
は
何
か
、
た
と
え
ば

善
意
だ
け
で
よ
い
か
善
意
無
過
失
ま
で
要
求
さ
れ
る
の
か
と
い
う
考
察
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
契
約
は
合
意
が
あ
り
、
錯
誤
が

な
け
れ
ば
成
立
す
る
」
と
い
う
法
命
題
と
「
契
約
は
合
意
が
あ
れ
ば
成
立
す
る
。
但
し
、
錯
誤
が
あ
れ
ば
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
い
う
法

命
題
と
は
、
実
体
法
の
性
質
と
し
て
は
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
権
利
障
害
規
定
と
題
し
て
後
述
す
る
。

　

⑶　

こ
れ
ら
の
対
比
は
、
実
体
法
の
規
範
が
、
そ
の
法
律
効
果
を
要
件
の
存
否
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
要
件
の
証
明

（
な
い
し
訴
訟
上
の
確
定
）
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
か
、
と
い
う
証
明
責
任
論
に
お
け
る
議
論
を
（
こ
れ
は
、
要
件
事
実
論
と
は
異
な
る
も
の
の
）

想
起
さ
せ
る
。
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第
三　

法
規
不
適
用
の
原
則
と
証
明
責
任
規
範

　

１　

実
体
法
の
白
紙
回
答

　

も
し
、
事
実
が
存
在
す
る
と
も
、
存
在
し
な
い
と
も
、
い
ず
れ
と
も
確
定
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
当
該
事
実
を
法
律
要
件

と
す
る
法
規
を
適
用
す
る
こ
と
も
、
適
用
し
な
い
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
実
体
法
は
、
訴
訟
に
お
い

て
法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
の
存
否
が
不
明
で
あ
っ
た
場
合
の
法
律
効
果
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
白
紙
回
答
を
す
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。
た

と
え
ば
、
債
務
不
履
行
の
要
件
と
し
て
債
務
者
の
帰
責
事
由
が
存
在
す
る
と
も
、
存
在
し
な
い
と
も
、
い
ず
れ
に
も
確
定
で
き
な
い
と
き
、

他
の
要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
債
務
者
に
債
務
不
履
行
責
任
を
負
わ
せ
て
も
よ
い
の
か
、
負
わ
せ
る
べ
き
で
な
い
の
か
、
民
法

の
定
め
か
ら
は
出
て
こ
な
い
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
裁
判
所
は
「
私
は
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
判
断
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

２　

法
規
不
適
用
の
原
則

　

証
明
責
任
論
の
中
に
は
法
規
不
適
用
の
原
則
に
関
す
る
議
論
が
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
実
体
法
は
、
そ
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
の
存

在
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
事
実
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
き
は
も
ち
ろ
ん
、
真

偽
不
明
の
と
き
に
も
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
偽
不
明
を
、
法
規
の
不
適
用
に
結
び
つ
け
自
己
に
有
利
な

法
規
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
一
方
当
事
者
の
被
る
不
利
益
を
証
明
責
任
と
定
義
す
る
も
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
実
体
法
は
、
法
律
要
件
が
存
在
し
て
い
る
と
き
に
法
律
効
果
を
発
動
さ
せ
る
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
法
律
要
件
が
存
在
す
る
か
不
存
在
で
あ
る
か
が
不
明
の
場
合
に
は
、
法
律
効
果
を
発
動
さ
せ
て
よ
い
か
発
動
さ
せ
な
い
方
が

よ
い
の
か
、
実
体
法
自
身
か
ら
出
て
こ
な
い
。
法
律
要
件
の
真
偽
不
明
を
直
ち
に
実
体
法
の
不
適
用
に
結
び
つ
け
る
法
規
不
適
用
の
原
則
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に
は
飛
躍
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い）

11
（

。

　

３　

証
明
責
任
規
範

　

と
す
る
と
、
真
偽
不
明
の
と
き
論
理
上
当
然
に
法
規
不
適
用
に
な
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
考
慮
を
媒
介
さ
せ
て
法
規
の
不
適
用
ま

た
は
適
用
が
指
示
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
何
ら
か
の
考
慮
と
は
何
か
。
真
偽
不
明
の
場
合
で
も
、
裁
判
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
。
そ
の
た
め
、
真
偽
不
明
の
場
合
で
も
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
実
体
法
を
適
用
す
る
か
、
不
適

用
と
す
る
か
を
裁
判
官
に
指
示
す
る
規
範
（
証
明
責
任
規
範）

11
）（
11
（

）
が
あ
り
、
こ
の
証
明
責
任
規
範
の
作
用
を
当
事
者
の
側
か
ら
捉
え
る
と
、

事
実
主
張
が
真
偽
不
明
の
場
合
に
実
体
法
の
適
用
・
不
適
用
が
指
示
さ
れ
る
結
果
一
方
当
事
者
が
負
う
危
険
ま
た
は
不
利
益
が
証
明
責
任

で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

４　

法
規
不
適
用
の
原
則
と
証
明
責
任
規
範
の
対
比

　

両
者
を
対
比
す
る
と
、
法
規
不
適
用
の
原
則
の
考
え
方
は
、
実
体
法
は
法
律
要
件
が
「
証
明
」
さ
れ
た
と
き
に
適
用
さ
れ
る
と
考
え
、

証
明
責
任
規
範
の
考
え
方
は
、
実
体
法
は
法
律
要
件
が
「
存
在
」
す
る
と
き
に
適
用
さ
れ
（「
存
在
し
な
い
」
と
き
に
不
適
用
と
な
）
る
と
考

え
る）

11
（

。

　

実
体
法
と
証
明
責
任
規
範
と
は
峻
別
さ
れ
、
実
体
法
は
自
由
心
証
の
枠
内
で
機
能
し
、
証
明
責
任
規
範
は
自
由
心
証
の
尽
き
た
と
こ
ろ

で
実
体
法
と
共
同
し
て
機
能
す
る）

11
（

。
証
明
責
任
規
範
の
考
え
方
は
、
い
わ
ば
実
体
法
に
証
明
責
任
規
範
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
実

体
法
＋
証
明
責
任
規
範
）、
真
偽
不
明
の
事
態
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　

５　

各
説
の
紹
介

　

法
規
不
適
用
説
は
、
証
明
責
任
の
本
質
を
事
実
の
真
偽
不
明
の
場
合
に
お
け
る
法
規
の
不
適
用
に
み
る
。
こ
れ
に
対
し
、
証
明
責
任
規
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範
説
は
、
真
偽
不
明
を
法
律
要
件
と
す
る
証
明
責
任
規
範
の
適
用
に
よ
り
、
真
偽
不
明
の
事
実
が
存
否
い
ず
れ
か
に
仮
定
さ
れ
、
そ
の
結

果
、
こ
の
事
実
を
法
律
要
件
と
す
る
法
規
の
適
用
ま
た
は
不
適
用
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
、
民
事
訴
訟
を
従
前
の
当
事
者

の
交
渉
の
行
き
詰
ま
り
の
原
因
を
一
定
の
条
件
の
も
と
で
明
ら
か
に
し
、
そ
の
点
に
つ
い
て
当
事
者
に
自
主
的
な
判
断
の
可
能
性
を
与
え
、

交
渉
を
再
開
さ
せ
る
制
度
と
理
解
す
る
訴
訟
観
を
基
礎
に
し
て
展
開
さ
れ
る
行
為
責
任
説
が
あ
る
。
そ
し
て
、
司
法
研
修
所
民
事
裁
判
教

官
室
の
い
わ
ゆ
る
「
要
件
事
実
論
」
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

第
四　

要
件
事
実
論
の
考
え
方

　

１　

無
用
な
証
明
責
任
規
範

　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
か
ら
は
、
こ
の
証
明
責
任
規
範
は
無
用
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る）

1（
）（
11
）（
11
）（
11
（

。
現
実
の
民
法
の
規
定
の
形
式
と
は
一
応
別
に

「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
の
規
定
を
構
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
の
規
定
は
、
そ
の
要
件
事
実
が
存
否

不
明
に
な
っ
た
と
き
に
当
然
対
応
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
及
び
そ
の
対
応
の
仕
方
と
し
て
は
、
そ
の
事
実
が
存
在
す
る

も
の
と
は
扱
わ
な
い
の
が
相
当
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
よ
う
な
証
明
責
任
規
範
が
あ
る
の
と
同

じ
結
果
に
な
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
再
構
成
さ
れ
た
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
で
充
分
対
応
で
き
る
以
上
、

わ
ざ
わ
ざ
「
行
為
規
範
と
し
て
の
民
法
」
の
規
定
に
証
明
責
任
規
範
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
釈
を
複
雑
に
す
る
必
要
は
な
い
。

　

２　

主
張
責
任
と
立
証
責
任
の
一
致

　

要
件
事
実
論
は
、
主
張
責
任
の
所
在
と
立
証
責
任
の
所
在
と
が
一
致
す
る
と
述
べ
る
。
あ
る
事
実
が
口
頭
弁
論
に
お
い
て
主
張
さ
れ
な

い
結
果
、
当
該
要
件
事
実
の
存
在
を
前
提
と
す
る
法
律
効
果
の
発
生
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
不
利
益
ま
た
は
危
険
が
主
張
責
任
で
あ
り
、
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あ
る
事
実
の
存
否
が
訴
訟
上
不
明
に
終
わ
っ
た
結
果
、
当
該
要
件
事
実
の
存
在
を
前
提
と
す
る
法
律
効
果
の
発
生
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い

う
不
利
益
ま
た
は
危
険
が
立
証
責
任
で
あ
る
と
す
る
の
で）

11
（

、
両
者
は
、
定
義
上
、
当
然
に
一
致
す
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。

第
五　

要
件
事
実
論
と
真
偽
不
明

　

１　

要
件
事
実
論
に
お
け
る
立
証
責
任
の
概
念

　

⑴　

い
わ
ゆ
る
白
表
紙）

11
（

で
は
、
立
証
責
任
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
「
訴
訟
上
、
あ
る
要
件
事
実
の
存
在
が
真
偽
不
明
に
終
わ
っ
た
た
め
に
当
該
法
律
効
果
の
発
生
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
不
利
益
又
は

危
険
を
立
証
責
任
と
呼
ぶ
（
客
観
的
立
証
責
任
と
同
義
、
証
明
責
任
と
も
い
う
。）」、
と
（
以
下
、「
要
件
事
実
論
の
立
証
責
任
の
概
念
」
と
い
う）

11
）（
11
（

。）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
通
常
、「
あ
る
事
実
の
『
存
在
』
が
真
偽
不
明
に
終
わ
っ
た
た
め
」
で
は
な
く
、「
あ
る
事
実
の
『
存
否
』
が
真
偽
不

明
に
終
わ
っ
た
た
め
」
か
、
あ
る
い
は
、「
あ
る
事
実
（
の
主
張
）
が
真
偽
不
明
に
終
わ
っ
た
た
め
」
と
説
明
す
べ
き
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
あ
る
要
件
事
実
の
『
存
在
』
が
真
偽
不
明
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
同
一
の
要
件
事
実
の
『
不
存
在
』
が
真
偽
不
明
に

終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
は
、
い
ず
れ
も
同
一
の
内
容
を
指
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ａ
と
い
う
要
件
事
実
の
存
在
（
の
主
張
）

が
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
論
理
上
、
Ａ
と
い
う
要
件
事
実
の
不
存
在
（
の
主
張
）
が
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
Ａ
と

い
う
要
件
事
実
の
存
在
（
の
主
張
）
が
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
Ａ
と
い
う
要
件
事
実
の
不
存
在
（
の
主
張
）
が
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ａ
と
い
う
要
件
事
実
の
存
在
の
真
偽
不
明
は
、
Ａ
と
い
う
要
件
事
実
の
不
存
在
の
真
偽
不
明
に
対
応
し
て
い
る
。

　

⑵　

あ
る
事
実
の
主
張
が
真
で
あ
る
（
存
在
す
る
・
存
す
る
）、
あ
る
い
は
、
偽
で
あ
る
（
不
存
在
で
あ
る
・
否
で
あ
る
）
と
確
定
で
き
る
場

合
は
、
立
証
責
任
に
よ
ら
ず
と
も
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
訴
訟
上
、
真
か
偽
か
を
確
定
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
立
証
責
任



一
五
二

の
出
番
が
な
い
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　

⑶　

要
件
事
実
論
の
立
証
責
任
の
概
念
は
、
再
構
成
さ
れ
た
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
が
完
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
民
法
の
条
文
の
書
き
直
し
（「
裁
判
規
範
と
し
て

の
民
法
」）
が
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
次
の
と
お
り
、
上
述
の
立
証
責
任
の
概
念
は
維
持
で
き

な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

⑷　

た
と
え
ば
、
民
法
四
一
五
条
後
段
の
条
文
で
は
、
履
行
不
能
と
帰
責
事
由
が
損
害
賠
償
請
求
権
の

発
生
要
件
と
い
う
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
要
件
事
実
論
の
立
証
責
任
の
概
念
に
あ
て
は
め

る
と
、「
訴
訟
上
、
帰
責
事
由
の
存
在
が
真
偽
不
明
に
終
わ
っ
た
た
め
に
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
が
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
不
利
益
又
は
危
険
を
立
証
責
任
と
呼
ぶ
」
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
帰
責
事

由
の
存
在
が
真
偽
不
明
に
終
わ
っ
た
場
合
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

概
念
で
は
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
が
完
成
し
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
帰
責
事
由
の
要
件
は
但
書
に
回
る
の
で
、
履
行
不
能
と
い
う
要
件
を
、
要
件
事
実
論
の

立
証
責
任
の
概
念
に
あ
て
は
め
て
も
矛
盾
は
起
き
な
い
。
こ
の
矛
盾
は
、
条
文
上
は
権
利
根
拠
規
定
の
よ

う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
て
も
、
解
釈
上
は
そ
の
立
証
責
任
が
転
換
さ
れ
る
場
合
に
必
ず
生
じ
る
こ
と

に
な
る）

11
（

。

　

⑸　

民
法
の
条
文
は
、
必
ず
し
も
証
明
責
任
の
分
配
を
考
慮
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

日
本
の
民
法
の
立
法
の
際
の
資
料
に
よ
る
と
、
起
草
者
（
梅
謙
次
郎
、
穂
積
陳
重
、
富
井
政
章
）
は
条
文
の

真

真偽不明

偽

偽

真偽不明

真

事実の存在 事実の不存在

図２
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書
き
方
に
つ
い
て
、
証
明
責
任
の
分
配
を
犠
牲
に
し
て
も
分
か
り
易
い
表
現
を
心
掛
け
た
と
言
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
条
文
の
表
現

（
書
き
方
）
は
日
本
に
お
い
て
は
、
証
明
責
任
の
分
配
の
基
準
と
な
り
に
く
い
こ
と
を
起
草
者
自
身
が
認
め
て
い
る
の
で
あ
る）

11
）（
11
（

。

　

⑹　

ま
た
、
民
法
以
外
の
実
体
法
に
つ
い
て
も
、
要
件
事
実
論
の
視
点
か
ら
書
き
直
し
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、「
裁
判
規

範
と
し
て
の
民
法
（
実
体
法
）」
の
完
成
ま
で
は
、
要
件
事
実
論
の
立
証
責
任
の
概
念
は
矛
盾
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。

　

２　

要
件
事
実
論
の
徹
底
と
真
偽
不
明
と
い
う
概
念

　

⑴　

要
件
事
実
論
が
徹
底
さ
れ
る
と
（「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
（
実
体
法
）」
が
完
成
す
る
と
）、
そ
こ
に
真
偽
不
明
と
い
う
概
念
は
残
る

で
あ
ろ
う
か
。

　

あ
る
事
実
の
存
在
が
法
律
要
件
で
あ
る
場
合
、
そ
の
事
実
の
存
在
が
訴
訟
上
確
定
さ
れ
れ
ば
（
証
拠
に
よ
り
立
証
さ
れ
れ
ば
）
法
律
効
果

の
発
生
が
認
め
ら
れ
、
逆
に
、
そ
の
事
実
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
訴
訟
上
確
定
さ
れ
れ
ば
法
律
効
果
の
発
生
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。

そ
の
事
実
が
存
在
す
る
と
も
、
存
在
し
な
い
と
も
訴
訟
上
確
定
で
き
な
い
場
合
、
真
偽
不
明
と
な
り
、
当
該
法
律
要
件
の
存
在
に
つ
き
証

明
責
任
を
負
う
者
に
と
っ
て
、
そ
の
法
律
効
果
の
発
生
を
認
め
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
不
利
益
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

　

⑵　

こ
こ
で
、
要
件
事
実
論
を
徹
底
す
れ
ば
、
法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
の
存
在
は
、
訴
訟
上
確
定
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
、
確
定
さ

れ
な
い
か
、
の
い
ず
れ
か
を
区
別
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
例
で
言
え
ば
、
そ
の
事
実
が
存
在
し
な
い
こ
と
（
不

存
在
）
が
確
定
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
不
存
在
と
も
確
定
で
き
ず
真
偽
不
明
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
区
別
が
な
く
な
る）

1（
（

。

　

⑶　

立
証
責
任
の
分
配
に
合
わ
せ
て
条
文
を
書
き
直
す
、
と
い
う
要
件
事
実
論
の
作
業
が
着
々
と
進
行
し
、
や
が
て
再
構
成
さ
れ
た
裁

判
規
範
と
し
て
の
民
法
が
完
成
し
、
要
件
事
実
論
の
考
え
方
が
徹
底
さ
れ
た
と
き
（「
裁
判
規
範
と
し
て
の
実
体
法
」
が
完
成
さ
れ
て
要
件
事
実

論
の
考
え
方
が
徹
底
さ
れ
た
と
き
）、
完
成
さ
れ
た
要
件
事
実
論
の
内
部
で
は
真
偽
不
明
と
い
う
概
念
が
消
失
す
る
。
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３　

上
述
の
例
へ
の
あ
て
は
め

　

⑴　

上
述
の
例
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
貸
し
た
金
員
な
の
か
、
援
助
（
贈
与
）
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
が
争
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
、

渡
し
た
金
銭
の
返
還
約
束
の
存
在
の
事
実
主
張
が
証
拠
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
た
と
き
（
た
と
え
ば
、
署
名
捺
印
の
あ
る
契
約
書
が
証
拠
と
し
て

提
出
さ
れ
た
場
合
な
ど
）、（
他
に
弁
済
が
な
さ
れ
た
な
ど
の
事
実
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
）
原
告
の
請
求
は
認
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、

返
還
約
束
が
存
在
し
な
か
っ
た
（
む
し
ろ
贈
与
の
意
思
が
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
）
と
い
う
場
合
、
原
告
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

⑵　

そ
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
中
間
に
あ
る
、
返
還
約
束
が
存
在
す
る
と
も
存
在
し
な
い
と
も
、
贈
与
が
存
在
す
る
と
も
し
な
い
と
も
、

い
ず
れ
と
も
判
断
が
つ
か
な
か
っ
た
場
合
、
真
偽
不
明
と
な
り
、
予
め
分
配
さ
れ
て
い
る
立
証
責
任
の
所
在
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
負
担
す

る
側
で
あ
る
原
告
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

⑶　

こ
の
例
の
場
合
、
要
件
事
実
論
を
徹
底
す
れ
ば
、
返
還
約
束
が
存
在
し
な
か
っ
た
（
贈
与
と
い
う
事
実
が
認
め
ら
れ
る
）
と
い
う
場

合
も
、
返
還
約
束
が
存
在
し
た
と
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
も
い
ず
れ
も
判
断
が
つ
か
な
か
っ
た
と
い
う
（
真
偽
不
明
）
場
合
も
、
と
も
に

返
還
約
束
の
事
実
の
存
在
が
訴
訟
上
確
定
さ
れ
な
か
っ
た
（
立
証
さ
れ
な
か
っ
た
）
と
い
う
事
態
に
変
わ
り
は
な
く
、
両
者
を
区
別
す
る
必

要
性
が
な
く
な
る
。

　

⑷　

こ
う
し
て
、
徹
底
さ
れ
た
要
件
事
実
論
の
考
え
方
の
内
部
で
は
、
真
と
確
定
で
き
ず
、
か
つ
、
偽
と
も
確
定
で
き
な
い
と
い
う
概

念
、
す
な
わ
ち
、
真
偽
不
明
と
い
う
概
念
が
消
失
す
る
。
真
と
確
定
で
き
る
か
、
真
と
は
確
定
で
き
な
い
か
を
区
別
す
る
こ
と
で
足
り
る

か
ら
で
あ
る）

11
）（
11
）（
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（

。

　

⑸　

と
す
る
と
、
上
述
の
要
件
事
実
論
の
立
証
責
任
の
概
念
は
、
次
の
よ
う
に
定
義
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
訴
訟
上
、

あ
る
要
件
事
実
の
存
在
が
確
定
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
当
該
法
律
効
果
の
発
生
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
不
利
益
又
は
危
険
を
立
証
責
任
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と
呼
ぶ
。」
と
。
こ
れ
は
、
も
は
や
客
観
的
立
証
責
任
と
同
義
と
い
え
る
か
ど
う
か
多
分
に
疑
問
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
真
偽
不
明
の
場

合
に
対
応
す
る
（
真
偽
不
明
の
場
合
で
も
裁
判
を
可
能
に
す
る
）、
と
い
う
証
明
責
任
論
の
前
提
が
抜
け
落
ち
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

⑹　

あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
要
件
事
実
論
の
立
証
責
任
の
概
念
は
「
訴
訟
上
、
あ
る
要
件
事
実
の
存
在

が
真
偽
不
明
に
終
わ
っ
た
た
め
に
当
該
法
律
効
果
の
発
生
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
不
利
益
又
は
危
険
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
あ
る
要

件
事
実
の
存
在
が
真
偽
不
明
に
終
わ
っ
た
」
と
い
う
意
味
は
、
そ
の
要
件
事
実
の
不
存
在
（
が
立
証
さ
れ
た
）
の
場
合
を
も
含
ん
で
い
る

と
解
さ
れ
る
。「
存
在
の
真
偽
不
明
」
を
構
成
す
る
要
素
は
、
①
存
在
・
不
存
在
が
不
明
で
あ
る
こ
と
（
通
常
の
真
偽
不
明
の
場
合
）
に
、

②
不
存
在
で
あ
る
こ
と
（
当
該
事
実
主
張
が
偽
で
あ
る
こ
と
）
を
加
え
た
も
の
と
い
う
意
味
に
な
る）

11
（

。

　

４　

判
決
起
案
の
手
引
き
に
つ
い
て

　

⑴　

司
法
研
修
所
が
編
集
し
た
七
訂
民
事
判
決
起
案
の
手
引
（
法
曹
会
）
は
、
判
決
書
の
理
由
の
説
示
の
仕
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
事
実
の
認
定
に
つ
い
て
説
示
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
る
当
事
者
が
立
証
責
任
を
負
う
事
実
に
つ
い
て
、
そ
れ
が

証
拠
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
か
又
は
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
が
な
い
か
の
説
示
を
す
れ
ば
十
分
で
あ
っ
て
、
要
証
事
実
の
不
存
在
や
反
対

事
実
の
存
在
を
認
定
で
き
る
旨
説
示
す
る
必
要
は
な
い
。
要
証
事
実
の
不
存
在
や
反
対
事
実
の
存
在
は
立
証
命
題
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ

ら
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
存
否
が
不
明
な
場
合
と
同
一
の
表
現
で
判
示
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。（
同

書
七
一
頁
・
一
〇
訂
版
で
は
六
八
頁
）」

　

す
な
わ
ち
、
要
件
事
実
の
不
存
在
や
反
対
事
実
の
存
在
が
認
定
で
き
る
場
合
、
そ
れ
が
真
偽
不
明
で
あ
っ
た
場
合
と
同
一
の
表
現
で
説

示
せ
よ
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
反
対
事
実
が
存
在
す
る
と
の
心
証
を
得
て
も
証
明
責
任
判
決
と
同
一
の
表
現
を
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
真
偽
不
明
に
陥
っ
た
た
め
証
明
責
任
の
分
配
に
沿
っ
て
な
さ
れ
た
証
明
責
任
判
決
な
の
か
、
反
対
の
事
実
が
積
極
的
に
認
め
ら
れ



一
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た
も
の
な
の
か
判
決
の
理
由
を
み
て
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

⑵　

他
方
、
同
手
引
は
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
要
証
事
実
の
不
存
在
又
は
反
対
事
実
の
存
在
を
認
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
場
合
も
あ

る
、
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
説
示
を
す
る
場
合
、「
…
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。」
の
次
に
、
例
え
ば
「
か
え
っ
て
、
証
人
何
某

の
証
言
に
よ
れ
ば
、
原
告
主
張
の
よ
う
な
契
約
は
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。」
と
す
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。「
し
か
し
、
通
常
こ
の
よ
う
な
事
実
の
認
定
は
必
要
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
認
定
を
誤
る
危
険
が

伴
い
が
ち
で
あ
る
か
ら
、
初
心
の
う
ち
は
避
け
た
方
が
無
難
で
あ
る
。」
と
。

　

す
な
わ
ち
、
主
張
さ
れ
た
事
実
が
偽
で
あ
る
と
確
信
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
真
偽
不
明
の
場
合
と
同
一
の
表
現
で
説
示
す
る
方
が
、

認
定
を
誤
る
危
険
が
少
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
来
、
証
明
責
任
判
決
の
必
要
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
換
言
す
れ
ば
、
本
来
、

証
明
責
任
が
働
く
場
面
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
）、
証
明
責
任
判
決
と
同
じ
表
現
で
よ
い
と
推
奨
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
、

そ
う
し
な
け
れ
ば
認
定
を
誤
る
危
険
を
伴
い
が
ち
だ
か
ら
、
と
い
う
。

　

こ
の
説
明
は
、
要
件
事
実
論
の
考
え
方
が
、
真
偽
不
明
と
確
定
的
偽
を
区
別
す
る
必
要
を
特
に
認
め
な
い
こ
と
と
整
合
し
て
い
る
と
言

え
る
。

　

⑶　

た
だ
、
認
定
を
誤
る
危
険
を
伴
い
が
ち
、
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
曖
昧
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
受
訴
裁
判
所
は
、
そ
の
審
理
の

結
果
と
し
て
反
対
事
実
が
認
定
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
認
定
を
誤
る
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、
当
該

受
訴
裁
判
所
か
ら
の
視
点
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
神
様
の
よ
う
な
視
点
に
立
ち
、
自
身
が
確
信
し
た
事
実
も
、
そ
の
よ
う
な
超
越
的
視
点

か
ら
み
れ
ば
間
違
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、
と
す
れ
ば
、
そ
の
真
偽
は
不
明
と
し
て
い
た
方
が
、
よ
り
間
違
い
の

幅
は
少
な
く
て
す
む
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
本
来
、
立
証
責
任
の
適
用
場
面
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
明
責
任
判
決
を
下
す
べ
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き
と
す
る
理
由
と
し
て
は
不
十
分
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

⑷　

こ
の
点
、
積
極
的
に
反
対
事
実
を
認
定
し
た
判
決
は
、
上
級
審
か
ら
み
る
と
、
一
見
、
立
証
責
任
の
所
在
を
誤
っ
た
か
の
よ
う
に

見
え
て
し
ま
う
と
い
う
理
由
を
含
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
判
決
理
由
は
上
級
審
の
担
当
裁
判
官
の
理
解
の
し
や
す
さ
の
た
め
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
効
果
を
受
け
る

当
事
者
の
た
め
（
た
と
え
ば
、
控
訴
す
べ
き
か
ど
う
か
の
判
断
の
た
め
）
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
真
偽
不
明
に
陥
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
証
明
責
任
判
決
（
真
偽
不
明
の
場
合
）
と
同
一
の
表
現
を
推
奨
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
反
対
事
実
の
認
定
に
基
づ
く
裁
判
を

回
避
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
上
級
審
の
審
査
を
容
易
に
す
る
た
め
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
が
前
提
と
し
た
証
明
責
任
の
分
配

の
理
解
を
判
決
理
由
中
に
示
し
て
お
け
ば
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
複
雑
な
事
件
や
立
証
責
任
の
所
在
に
つ
き
判
例
・
学
説
上
の
争
い
が
あ

る
場
合
な
ど
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
説
示
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

⑸　

他
方
、
た
と
え
ば
、
法
的
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
被
告
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
同
責
任
を
基
礎
付
け
る
事
実
を
認
め
る
に
足
り
る
証

拠
は
な
い
、
と
い
う
説
示
と
、
原
告
主
張
の
よ
う
な
事
実
は
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
説
示
と
に
は
、
大
き
な
違
い
を
感

じ
る
で
あ
ろ
う
。
確
定
的
な
偽
を
説
示
す
る
と
い
う
傾
向
は
、
む
し
ろ
、
立
証
責
任
を
負
担
し
な
い
一
方
当
事
者
の
積
極
的
な
主
張
立
証

活
動
に
動
機
付
け
を
与
え
、
争
点
整
理
手
続
を
充
実
さ
せ
、
真
実
発
見
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
訴
訟
審
理
に
活
性
化
を
も
た
ら
す
可
能
性
が

あ
る
。

　

⑹　

あ
る
い
は
、
別
の
理
由
と
し
て
、
反
対
事
実
の
積
極
的
認
定
が
敗
訴
当
事
者
の
不
服
申
立
を
誘
発
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
見
方
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
務
的
に
は
反
対
事
実
を
認
定
し
な
い
方
が
敗
訴
当
事
者
の
納
得
を
得
ら
れ
る
し
、
弁
論
主
義
の
下
で
の
有
限
の

証
拠
に
よ
っ
て
処
理
し
て
い
る
こ
と
か
ら
裁
判
所
の
態
度
と
し
て
好
ま
し
い
と
い
う
説
明
も
同
様
の
趣
旨
の
も
の
と
い
え
る）

11
（

。
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し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
、
不
服
申
立
を
す
る
こ
と
自
体
に
消
極
的
評
価
を
す
る
必
要
は
な
く
、
敗
訴
当
事
者
に
と
っ
て
反
対
事
実

の
認
定
で
あ
れ
、
真
偽
不
明
に
陥
っ
た
こ
と
に
よ
る
証
明
責
任
判
決
で
あ
れ
、
敗
訴
判
決
の
変
更
に
利
害
を
有
す
る
点
に
変
わ
り
は
な
く
、

反
対
事
実
の
認
定
で
は
な
く
真
偽
不
明
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
理
由
で
は
、
不
服
申
立
の
動
機
と
は
な
ら
な
い
。
裁
判

所
の
態
度
と
し
て
の
好
ま
し
さ
と
い
う
点
は
、
裁
判
所
の
事
実
認
定
過
程
を
不
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
よ
る
当
事
者
の
不
利
益
や
上
級
審
に

誤
解
を
与
え
る
と
い
う
問
題
を
上
回
る
美
徳
と
は
思
わ
れ
な
い
。

第
六　

要
件
事
実
論
に
対
す
る
批
判
的
見
解

　

１　

み
ず
か
ら
の
切
り
離
し

　

要
件
事
実
論
は
、
真
偽
不
明
の
場
合
で
も
裁
判
を
可
能
に
す
る
法
技
術
で
あ
る
証
明
責
任
の
分
配
に
合
わ
せ
て
民
法
の
条
文
の
書
き
直

し
を
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
要
件
事
実
論
の
い
う
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
は
、
訴
訟
上
事
実
が
存
否
不
明
と
な
っ
た
と

き
に
も
裁
判
官
が
裁
判
す
る
こ
と
が
不
能
に
な
ら
な
い
よ
う
に
立
証
責
任
の
こ
と
ま
で
考
え
て
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
民
法
の
こ
と
で

あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
要
件
事
実
論
が
徹
底
さ
れ
る
と
、
す
な
わ
ち
、
再
構
成
さ
れ
た
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
（
実
体
法
）」
が
完
成
さ

れ
る
と
、
真
偽
不
明
と
い
う
概
念
自
体
必
要
で
な
く
な
り
、
証
明
責
任
の
分
配
に
よ
り
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
出
発
点
（
真
偽
不
明
）

そ
の
も
の
を
消
失
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
証
明
責
任
の
分
配
に
沿
っ
て
民
法
の
条
文
の
再
構
成
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
要
件
事
実
論

の
存
立
基
盤
そ
の
も
の
か
ら
み
ず
か
ら
を
切
り
離
し
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
。
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２　

松
本
博
之
教
授
の
鋭
利
な
視
点

　

⑴　

松
本
博
之
教
授
は
「
要
件
事
実
論
と
証
明
責
任
論
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る）

11
（

。

　
「
右
の
『
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
の
構
成
』
は
証
明
責
任
の
分
配
に
つ
い
て
の
判
断
を
基
礎
に
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
証
明
責
任
は
客
観
的
証
明
責
任
で
あ
り
真
偽
不
明
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
裁
判
規
範
と
し

て
の
民
法
』
が
具
体
的
な
事
件
に
適
用
さ
れ
る
と
、『
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
』
が
事
実
の
訴
訟
上
の
確
定
を
要
件
と
す
る
も
の
で
あ

る
た
め
、
事
実
が
真
偽
不
明
の
場
合
に
は
『
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
』
に
よ
り
法
律
効
果
の
不
発
生
の
判
断
が
直
ち
に
導
き
出
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
真
偽
不
明
は
法
上
重
要
な
も
の
と
扱
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
真
偽
不
明
を
要
件
と
す
る
客
観
的
証
明
責
任
の
分
配
を
出
発
点
と

し
た
こ
と
と
調
和
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」

　

⑵　

要
件
事
実
論
は
、
真
偽
不
明
へ
の
対
処
を
目
指
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
真
偽
不
明
を
重
視
し
な
い
と
い
う
態
度
に
帰
着

す
る
。
こ
の
松
本
教
授
の
指
摘
は
要
件
事
実
論
の
問
題
を
鋭
く
抉
り
出
し
て
い
る
。

　

完
成
さ
れ
た
要
件
事
実
論
の
内
側
に
い
て
真
偽
不
明
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い）

11
（

。
要
件
事
実
論
で
は
、
訴
訟
上
、
そ
の
存
在
が

確
定
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
を
区
別
す
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
不
存
在
が
確
定
さ
れ
た
（
当
該
事
実
主
張
が
偽
で
あ
る
）
こ

と
と
、
そ
の
存
在
・
不
存
在
が
不
明
で
あ
る
（
当
該
事
実
主
張
が
真
偽
不
明
で
あ
る
）
こ
と
と
を
区
別
す
る
概
念
の
枠
を
持
た
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　

３　

反
論

　

⑴　

上
記
松
本
教
授
の
批
判
に
対
す
る
伊
藤
滋
夫
判
事
（
当
時
）（
下
記
引
用
に
お
け
る
「
筆
者
」）
の
反
論
は
次
の
と
お
り
で
あ
る）

11
（

。

　
「
筆
者
は
、
用
語
と
し
て
は
、『
真
偽
不
明
』
と
い
わ
ず
、『
存
否
不
明
』
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
点
は
別
と
す
る
。
事
実
が
存
否
不
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明
の
と
き
に
は
、
そ
の
事
実
を
要
件
と
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
結
果
と
な
る
よ
う
に
、
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
を
構
成
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
う
構
成
し
た
目
的
を
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少

し
も
不
都
合
は
な
い
し
、
不
調
和
な
点
も
な
い
。
あ
る
事
実
の
存
在
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
の
規
定
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
に
伴
う
法
律
効
果
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
り
、
存
否
不
明
の
と
き
は
、
同
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
た

め
に
、
そ
の
法
律
効
果
が
発
生
し
な
い
と
い
う
違
い
を
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
存
否
不
明
で
あ
る
こ
と
は
、
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法

の
適
用
の
有
無
の
決
定
に
当
た
っ
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

　

⑵　

こ
の
反
論
で
は
、
あ
る
事
実
の
存
在
が
明
ら
か
な
場
合
と
、
存
否
不
明
の
場
合
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
不
存
在
（
否
）
が
明

ら
か
な
場
合
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
要
件
事
実
論
の
内
部
に
は
、
存
否
不
明
と
不
存
在
を
区
別
す
る
概
念
の
枠
が
な
い
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

４　

並
木
判
事
（
当
時
）
に
よ
る
批
判

　

並
木
茂
判
事
（
当
時
）
は
、
松
本
教
授
に
よ
る
要
件
事
実
論
へ
の
批
判
、
す
な
わ
ち
、
伊
藤
判
事
（
当
時
）
の
い
う
要
件
事
実
と
実
体

法
の
考
え
方
は
予
め
「
証
明
責
任
規
範
の
指
示
す
る
内
容
を
先
取
り
し
、
こ
れ
を
織
り
込
ん
だ
結
果
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
批
判
に
つ
い

て
、
こ
れ
を
適
切
な
も
の
と
評
価
し
た
う
え
、
更
に
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
根
本
的
な
疑
問
が
あ
る
と
も
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
伊
藤

判
事
（
当
時
）
は
規
範
説
を
採
っ
て
い
な
い
と
述
べ
る
が
、
そ
の
思
考
方
法
に
は
規
範
説
に
加
え
ら
れ
た
論
理
の
摩
り
替
え
と
い
う
批
判

が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。

　

５　

十
中
八
九
間
違
い
な
い
と
い
う
物
差
し
（
比
喩
）

　

⑴　

真
偽
不
明
と
は
、
上
述
の
と
お
り
、
裁
判
官
が
、
当
事
者
の
行
う
事
実
の
主
張
が
真
な
の
か
偽
な
の
か
わ
か
ら
ず
、
事
実
の
存
在
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（
不
存
在
）
に
つ
き
十
中
八
九
間
違
い
な
い
と
い
う
確
信
を
持
つ
に
は
至
ら
な
い
状
態
の
こ
と
を
い
う
。

　

仮
に
、
証
明
度）

1（
（

に
つ
い
て
〇
か
ら
一
〇
〇
ま
で
の
目
盛
り
の
あ
る
物
差
し
が
あ
る
と
し
て
、
八
〇
以
上
に
な
れ
ば
事
実
が
存
在
す
る
こ

と
が
確
信
さ
れ
、
二
〇
以
下
に
な
れ
ば
事
実
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
確
信
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
真
偽
不
明
と
は
二
〇
か
ら
八
〇
ま
で
の
間

と
い
う
こ
と
に
な
る）

11
（

。
こ
の
二
〇
か
ら
八
〇
ま
で
の
六
〇
の
領
域
に
つ
い
て
分
配
さ
れ
た
証
明
責
任
の
所
在
に
沿
っ
て
判
決
が
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
理
論
的
に
は
証
明
責
任
判
決
は
五
分
五
分
以
上
の
割
合
（
六
〇
％
の
確
率
）
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

⑵　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
は
、
証
明
度）

11
（

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
物
差
し
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
〇
か
ら
一
〇

〇
ま
で
の
目
盛
り
の
あ
る
物
差
し
を
使
っ
た
う
え
、
八
〇
以
上
と
そ
れ
未
満
と
に
区
別
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
八
〇
未
満
の
部
分
は
特

に
区
別
を
し
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
、
目
盛
り
が
二
〇
か
ら
一
〇
〇
ま
で
し
か
な
い
物
差
し
を
使
っ
て
い

る
の
か
。
徹
底
さ
れ
た
要
件
事
実
論
の
考
え
方
で
は
、
こ
の
物
差
し
の
目
盛
り
は
、
七
九
（
八
〇
未
満
）
か
ら
一
〇
〇
ま
で
あ
れ
ば
足
り

る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
徹
底
さ
れ
た
要
件
事
実
論
の
考
え
方
で
は
、
〇
か
ら
八
〇
未
満
の
領
域
で
証
明
責
任
判
決
（
事
実
の
擬

制
に
よ
る
判
決
）
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
真
偽
不
明
に
確
定
的
偽
を
含
め
て
い
る
（
少
な
く
と
も
区
別
す
る
必
要
性
が
な
い
）
か
ら
で

あ
る
。

　

⑶　

こ
の
点
、
証
明
の
対
象
と
な
る
主
張
事
実
（
法
律
要
件
事
実
）
が
、
い
ず
れ
の
当
事
者
の
証
明
責
任
に
属
す
る
か
に
よ
っ
て
証
明

活
動
の
負
担
に
大
き
な
差
を
生
じ
さ
せ
、
証
明
責
任
の
分
配
に
よ
る
結
果
が
重
く
な
り
す
ぎ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
緩
和
さ
せ
る
方

法
と
し
て
、
法
律
要
件
分
類
説
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
証
明
度
を
高
度
の
蓋
然
性
で
は
な
く
優
越
的
蓋
然
性
と
解
釈
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
証
明
度
を
規
律
す
る
の
が
訴
訟
法
規
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
高
度
の
蓋
然
性
と
優
越
的
蓋
然
性
と
の
い
ず
れ
を
選
択
し
た
方
が
訴

訟
制
度
の
目
的
が
実
現
さ
れ
や
す
い
か
と
い
う
視
点
で
見
る
こ
と
が
で
き
る）

11
）（
11
（

。



一
六
二

　

証
拠
に
な
り
得
る
情
報
の
獲
得
手
段
に
限
界
が
あ
り
（
民
訴
法
の
用
意
す
る
証
拠
開
示
制
度
が
貧
弱
で
あ
る
こ
と
）、
か
つ
、
証
明
度
の
基
準

を
従
来
の
ま
ま
（
高
度
の
蓋
然
性
基
準
）
所
与
の
前
提
と
し
て
、
い
く
ら
精
緻
な
要
件
事
実
論
を
展
開
し
て
も
、
民
事
訴
訟
は
、
民
事
司
法

に
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
を
十
分
に
果
た
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
は
、
大
い
に
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

⑷　

証
明
度
の
問
題
に
お
い
て
、
一
律
に
「
高
度
の
蓋
然
性
」
と
い
う
基
準
に
与
し
た
こ
と
が
、
訴
訟
審
理
の
具
体
的
な
攻
防
と
い
う

現
実
を
前
提
と
す
る
段
階
的
な
証
明
度
に
関
す
る
法
解
釈
の
発
展
を
阻
害
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
民
事
刑
事
を

越
え
た
証
拠
法
と
い
う
法
分
野
の
中
で
、
刑
事
事
件
で
被
告
人
を
有
罪
と
す
る
に
は
合
理
的
な
疑
い
を
い
れ
な
い
証
明
を
要
求
し
、
民
事

訴
訟
の
通
常
事
件
で
は
証
拠
の
優
越
の
証
明
で
足
り
る
が
、
例
外
的
に
詐
欺
や
不
当
威
圧
、
滅
失
し
た
証
書
や
遺
言
書
の
内
容
、
口
頭
の

契
約
の
特
定
履
行
や
書
面
に
よ
る
契
約
の
変
更
な
ど
に
つ
い
て
は
、
明
白
か
つ
説
得
的
な
証
明
が
要
求
さ
れ
る
な
ど
、
複
数
の
段
階
の
証

明
度）

11
（

を
置
く
法
解
釈
や
法
制
度
の
発
展
を
促
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
す
べ
て
の
法
律
要
件
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
一
律
の

証
明
度
を
要
求
す
る
と
い
う
ド
グ
マ
の
克
服
の
機
会
を
逸
し
た
お
そ
れ
が
指
摘
可
能
で
あ
る
。

　

⑸　

仮
に
、
高
度
の
蓋
然
性
説
が
、
証
明
が
困
難
な
事
案
に
お
い
て
は
、
証
明
度
の
軽
減
と
い
う
例
外
を
認
め
る
と
す
れ
ば）

11
（

、
当
該
事

件
の
当
事
者
に
と
っ
て
、
ど
の
法
律
要
件
に
該
当
す
る
ど
の
事
実
に
つ
き
ど
の
程
度
証
明
度
が
下
げ
ら
れ
る
の
か
、
事
前
に
明
示
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
手
続
保
障
に
欠
け
る
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
当
該
事
実
に
つ
い
て
、
そ
の
証
明
度
が
高
度
の
蓋
然
性
の
基
準
な
の
か
、
証

拠
の
優
越
の
基
準
な
の
か
は
、
具
体
的
な
主
張
立
証
活
動
に
大
い
に
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
既
判
力
の
正
当
化
根
拠
に

も
波
及
す
る
問
題
と
い
え
る
。
訴
訟
の
審
理
に
お
い
て
事
前
に
証
明
度
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
論
点
が
何
か
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ

ば
不
意
打
ち
的
な
判
決
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
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六
三

第
七　

真
偽
不
明
概
念
の
消
失

　

１　

色
の
概
念

　

⑴　

た
と
え
話
を
掲
げ
る
。
た
と
え
ば
、
色
の
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
。
色
は
本
来
連
続
的
な
ス
ペ
ク
ト
ル
で
あ
り
、
色
の
概
念
は
、

そ
の
途
中
に
区
切
り
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
領
域
は
赤
色
、
あ
る
領
域
か
ら
は
橙
色
な
ど
と
区
別
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

人
に
よ
っ
て
色
の
概
念
の
枠
が
異
な
れ
ば
色
の
分
け
方
も
異
な
る
。

　

な
る
ほ
ど
、
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
、
確
か
に
、
ス
ペ
ク
ト
ル
の
色
の
微
妙
な
境
目
の
領
域
つ
い
て
各
人
そ
れ
を
何
色
と
認
識
す
る
か
違
い

が
出
て
き
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
者
は
そ
れ
を
赤
色
と
言
い
、
あ
る
者
は
そ
れ
を
も
う
赤
で
な
く
橙
色
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。

　

⑵　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
前
提
と
な
る
色
の
連
続
的
な
ス
ペ
ク
ト
ル
と
い
う
も
の
自
体
は
、
い
っ
た
い
誰
が
ど
の
目
が
見
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
た
と
え
話
で
は
、
複
数
の
立
場
（
観
点
）
の
考
え
方
で
議
論
す
る
と
き
に
各
立
場
（
観
点
）
を
通
覧
す
る
超

越
的
な
視
点
を
導
入
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

２　

要
件
事
実
論
と
証
明
責
任
規
範
の
考
え
方

　

⑴　
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
と
証
明
責
任
規
範
と
を
比
較
し
て
議
論
す
る
際
、
要
件
事
実
論
の
立
場
（
観
点
・
視
点
）
か
ら
は
、

構
成
し
直
さ
れ
た
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
で
充
分
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
「
行
為
規
範
と
し
て
の
民
法
の
規
定
プ
ラ
ス
証
明
責
任
規

範
」
と
二
元
的
に
捉
え
て
複
雑
に
す
る
必
要
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

要
件
事
実
論
の
立
場
（
観
点
・
視
点
）
か
ら
は
、
証
明
責
任
規
範
は
無
用
と
結
論
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
証
明
責
任
規
範
と
い
う
考
え

方
は
、『
行
為
規
範
と
し
て
の
民
法
は
、
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
存
否
不
明
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
を
考
え
て
い
な
い
。
訴
訟
上
そ
の



一
六
四

よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
態
を
訴
訟
上
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
（
例
え
ば
、
そ
の
事
実
を
存
在
し
た
も
の
と
扱
う
の
か
、
扱
わ

な
い
の
か
な
ど
）
に
つ
い
て
の
裁
判
規
範
が
必
要
で
あ
る
』
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
つ
、
行
為
規
範
と
し
て
の
民

法
に
裁
判
規
範
と
し
て
の
証
明
責
任
規
範
を
組
み
合
わ
せ
て
、
行
為
規
範
と
し
て
の
民
法
の
要
件
に
定
め
る
事
実
が
訴
訟
上
存
否
不
明
に

な
っ
た
事
態
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
と
い
う
考
え
方
を
採
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
証
明
責
任
規
範
と
い
う
考
え
方
を
採
る
必
要
が
な
い
ば
か
り
か
、
前
者
の
考
え
方
の
方
が
後
者
の
考
え
方
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
考
え

る
。」
と
い
う）

11
（

。

　

要
件
事
実
論
の
立
場
（
観
点
・
視
点
）
か
ら
は
「『
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
』
と
い
う
考
え
方
を
採
っ
た
と
す
れ
ば
、
証
明
責
任
規
範

を
考
え
る
必
要
が
な
い
。
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
を
前
提
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
要
件
事
実
と
は
同
民
法
の
要
件
に
該
当
す
る
具

体
的
事
実
を
い
う
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
事
実
が
存
在
し
た
か
否
か
訴
訟
上
不
明
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
を
存
在
し
た
も
の
と

は
訴
訟
上
扱
わ
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
事
実
が
存
在
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
当
該
要
件
（
当
該
要
件
を
内
容
と
す
る
法
規
）
が
適

用
に
な
る
こ
と
の
な
い
こ
と
は
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
の
性
質
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
要
件
事
実
が
存
在
し
た
か

否
か
訴
訟
上
不
明
の
場
合
に
つ
い
て
法
規
の
適
用
ま
た
は
不
適
用
を
指
示
す
る
規
範
が
別
に
必
要
に
な
る
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
。」

と
さ
れ
る）

11
（

。

　

⑵　

こ
こ
で
、
あ
る
事
実
の
存
在
が
確
定
さ
れ
る
か
、
あ
る
事
実
の
不
存
在
が
確
定
さ
れ
る
か
、
あ
る
事
実
の
存
在
も
不
存
在
も
確
定

さ
れ
な
い
か
が
、
い
わ
ば
上
述
の
色
の
連
続
的
な
ス
ペ
ク
ト
ル
に
相
当
す
る
。

　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
（
観
点
・
視
点
）
か
ら
は
、
こ
こ
で
、
あ
る
事
実
の
存
在
が
確
定
さ
れ
る
か
、
そ
う
で
な
い
か
の
区
別
し
か
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
事
実
に
つ
い
て
そ
の
存
在
も
不
存
在
も
い
ず
れ
も
が
確
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
（
真
偽
不
明
）
に
つ
い
て
、
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そ
も
そ
も
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
要
件
事
実
論
の
考
え
方
（
観
点
・
視
点
）
で
は
、
こ
こ

で
い
う
と
こ
ろ
の
真
偽
不
明
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
証
明
責
任
規
範
は
必
要

で
な
い
（
証
明
責
任
規
範
は
無
用
で
あ
る
）
と
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
証
明
責
任
規
範
は
、
主
張
さ
れ
た

事
実
が
真
偽
不
明
と
な
っ
た
場
合
に
、
裁
判
官
に
対
し
、
実
体
法
の
適
用
ま
た
は
不
適
用
を
裁
判
官
に
指

示
す
る
規
範
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
真
偽
不
明
の
概
念
が
な
い
と
こ
ろ
に
証
明
責
任
規
範
の
概
念
も
生
ま

れ
な
い
。
徹
底
さ
れ
た
要
件
事
実
論
の
考
え
方
（
観
点
・
視
点
）
で
は
、「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
（
実

体
法
）」
は
完
成
さ
れ
て
お
り
、
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
真
偽
不
明
と
い
う
概
念
を
有
さ
な
い
。
そ
し
て
、

徹
底
さ
れ
た
要
件
事
実
論
の
考
え
方
（
観
点
・
視
点
）
で
は
、
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
真
偽
不
明
と
い
う
概

念
を
有
さ
な
い
と
い
う
こ
と
さ
え
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
私
は
、
こ
こ
に
私
の
知
ら
な

い
概
念
が
あ
る
」
と
は
、
そ
も
そ
も
、
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

⑶　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
（
観
点
・
視
点
）
は
、（
真
偽
不
明
の
場
合
に
裁
判
を
可
能
に
す
る
法
技
術
で
あ

る
）
証
明
責
任
の
分
配
に
沿
っ
て
民
法
（
実
体
法
）
を
再
構
成
し
、「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
（
実
体
法
）」

と
い
う
形
に
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
、
真
偽
不
明
と
い
う
概
念
を
蒸
発
（
消
失
）
さ
せ

て
し
ま
う
。

　

徹
底
さ
れ
た
要
件
事
実
論
の
考
え
方
の
内
側
で
は
、
真
偽
不
明
と
い
う
用
語
に
、
通
常
そ
の
言
葉
が
示

す
以
外
の
概
念
が
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
上
立
証
（
確
定
）
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い

う
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、
確
定
的
に
偽
で
あ
る
場
合
に
対
応
す
る
概
念
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
に

図３

真

?

真

真偽不明

真偽不明 ?偽

事実 事実



一
六
六

対
応
す
る
用
語
も
な
い
。

　

確
定
的
な
偽
の
場
合
、
本
来
、
証
明
責
任
が
機
能
す
る
余
地
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徹
底
さ
れ
た
要
件
事
実
論
の
考
え
方
で
は
、

要
件
事
実
が
存
否
不
明
だ
っ
た
場
合
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
八　

ツ
ー
ル
と
し
て
の
要
件
事
実
論
と
証
明
責
任
規
範

　

１　

ツ
ー
ル
と
し
て
の
要
件
事
実
論
の
提
案

　

要
件
事
実
論
考
え
方
は
、
立
場
や
観
点
、
あ
る
い
は
視
点
と
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
内
側
に
い
て
思
考
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
要
件

事
実
論
の
外
側
に
い
て
、
あ
る
状
況
に
対
処
す
る
た
め
の
機
能
的
な
道
具
（
ツ
ー
ル
）
と
し
て
そ
れ
が
提
案
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
か
。

い
わ
ば
ツ
ー
ル
と
し
て
の
要
件
事
実
論
で
あ
る
。

　

司
法
研
修
所
民
事
裁
判
教
官
室
は
、
新
問
題
研
究
要
件
事
実
の
「
は
し
が
き
」
に
て
、「
要
件
事
実
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
実
体
法

の
解
釈
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
事
実
関
係
を
法
的
に
分
析
し
、
整
理
す
る
た
め
の
有
用
な
ツ
ー
ル
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。」
と
述
べ

て
い
る）

1（
（

。

　

２　

ツ
ー
ル
の
適
用
場
面

　

ツ
ー
ル
と
し
て
の
要
件
事
実
論
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
対
処
す
る
道
具
な
の
か
。
そ
れ
は
、
真
偽
不
明
の
場
合
で
あ
る
。
真
偽
不
明

に
陥
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
に
あ
て
は
め
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

あ
る
事
実
の
存
在
を
法
律
要
件
と
す
る
法
規
が
あ
る
と
き
、
訴
訟
上
、
そ
の
事
実
の
存
在
が
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
そ
の

規
定
を
適
用
す
れ
ば
足
り
、
証
明
責
任
の
分
配
に
沿
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
法
規
を
適
用
す
る
必
要
性
が
な
い
。
逆
に
、
そ
の
事
実
の
不
存
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在
が
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
規
の
適
用
を
端
的
に
否
定
す
れ
ば
足
り
、
証
明
責
任
の
分
配
に
沿
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
法
規
の

適
用
を
否
定
す
る
必
要
性
が
な
い
。
他
方
、
真
偽
不
明
に
陥
っ
た
場
合
、
そ
の
事
実
は
存
在
す
る
と
も
、
存
在
し
な
い
と
も
い
え
な
い
の

で
、
そ
の
法
規
の
適
用
も
、
不
適
用
も
決
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
裁
判
拒
否
は
許
さ
れ
な
い
の
で
、
証
明
責
任
の
分
配
に
沿
っ
て

再
構
成
さ
れ
た
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
に
あ
て
は
め
て
結
論
を
導
き
出
せ
ば
よ
い
、
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

３　

ツ
ー
ル
と
し
て
の
要
件
事
実
論
と
実
体
法
規
と
証
明
責
任
規
範
と
の
組
合
せ
の
優
劣

　

真
偽
不
明
へ
の
対
処
ツ
ー
ル
と
し
て
の
要
件
事
実
論
は
、
実
体
法
規
と
証
明
責
任
規
範
を
組
み
合
わ
せ
た
考
え
方
と
守
備
範
囲
が
重
な
っ

て
く
る
。
い
ず
れ
も
法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
真
偽
不
明
の
場
合
に
起
動
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
ツ
ー
ル
と
し
て

の
要
件
事
実
論
と
、
実
体
法
規
と
証
明
責
任
規
範
と
の
組
み
合
わ
せ
と
で
は
、
い
ず
れ
が
よ
い
か
。

　

前
者
は
、「
裁
判
規
範
と
し
て
民
法
」
は
実
体
法
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、
訴
訟
上
、
真
偽
不
明
に
陥
っ
た
場
合
へ
の
対
処
法
で
あ
る
か
ら
、

純
粋
な
実
体
法
以
外
の
考
慮
を
入
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
は
受
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
証
明
責
任
規
範
を
実
体
法
規

に
い
わ
ば
埋
め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
法
規
不
適
用
の
原
則
（
真
偽
不
明
の
と
き
に
論
理
上
当
然
に
法
規
不
適
用
に
な
る
）
と
同
様
の
状
態
を
作

り
上
げ
て
い
る
と
し
、
同
原
則
に
対
す
る
批
判）

11
（

を
同
様
に
受
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
理
論
的
な
側
面
で
の
そ
の
よ
う
な
批
判
は
受
け
止
め
つ
つ
、
あ
く
ま
で
ツ
ー
ル
と
し
て
の
利
便
性
を
強

調
す
る
こ
と
で
反
論
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
近
年
の
証
明
責
任
規
範
の
考
え
方
で
も
、
真
偽
不
明
の
と
き
に
は
そ
の
法
規
の
不
適
用
が
指
示
さ
れ
る
の
が
圧
倒
的
で
あ

る
か
ら）

11
（

、
む
し
ろ
、
あ
る
事
実
が
真
偽
不
明
の
と
き
で
も
当
該
法
規
の
適
用
が
指
示
さ
れ
る
場
合
を
指
摘
す
る
作
業
の
方
が
、
民
法
（
実

体
法
）
全
体
を
再
構
成
す
る
よ
り
も
効
率
的
（
作
業
が
少
な
く
て
済
む
）
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
通
常
、
証
明
責
任
規
範
の
考
え
方
は
、
あ



一
六
八

る
法
規
の
法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
の
存
否
が
真
偽
不
明
に
な
れ
ば
、
そ
の
法
規
の
適
用
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
例
外
的

に
真
偽
不
明
の
と
き
に
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
も
の
を
指
摘
す
る
こ
と
で
足
り
る
は
ず
で
あ
る
。
裁
判
官
へ
の
注
意
喚
起
と
し
て
は
例
外

的
な
場
合
を
指
摘
す
る
方
が
優
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
（
実
体
法
）」
を
全
体
で
作
る
よ
り
も
、
例
外
的
な

場
合
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
方
が
端
的
に
効
率
的
で
あ
る
。

　

４　

証
明
責
任
規
範
の
機
能
（
作
用
）

　

実
体
法
か
ら
峻
別
さ
れ
る
証
明
責
任
規
範
は
、
事
実
問
題
の
ノ
ン
リ
ケ
ッ
ト
を
要
件
と
し
、
裁
判
官
に
対
し
判
決
の
内
容
を
指
示
す
る

と
い
う
本
来
的
な
効
果
を
規
律
す
る）

11
（

。
こ
の
証
明
責
任
規
範
の
機
能
（
作
用
）
に
は
二
通
り
の
も
の
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
事
実
を
存
在

し
な
い
も
の
と
擬
制
す
る
も
の
で
証
明
責
任
の
「
原
則
規
定
」
と
呼
ば
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
事
実
を
存
在
す
る
も
の
と
し
て
擬
制
す

る
も
の
で
証
明
責
任
の
「
特
別
規
定
」
と
呼
ば
れ
る
。
証
明
責
任
規
範
の
機
能
は
、
こ
う
し
た
選
択
機
能
以
上
の
も
の
で
も
な
い
し
、
以

下
で
も
な
い
。
実
体
法
が
有
し
て
い
な
い
機
能
の
み
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
は
実
体
法
に
対
す
る
越
権

と
な
る
。
証
明
責
任
規
範
は
、
裁
判
官
へ
の
二
者
択
一
的
指
示
を
通
じ
て
、
あ
た
か
も
当
該
の
構
成
要
件
が
充
足
さ
れ
た
、
な
い
し
は
、

充
足
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
如
く
に
裁
判
せ
よ
と
命
ず
る）

11
（

。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
証
明
責
任
の
「
特
別
規
定
」
に
組
み
入
れ
る
も
の
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
方
が
、
民
法
（
実
体
法
）
全
体
を
再
構
成

す
る
よ
り
も
効
率
的
で
、
注
意
喚
起
に
資
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

５　

履
行
不
能
の
例

　

民
法
四
一
五
条
後
段
の
履
行
不
能
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
で
は
、
条
文
は
「
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
履
行
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
も
、
債
権
者
は
そ
の
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。
損
害
賠
償
請
求
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権
を
発
生
さ
せ
る
要
件
は
、「
帰
責
事
由
の
存
在
」
と
「
履
行
不
能
」
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
履
行
不
能
は
認
め
ら
れ
る
が
、
帰
責
事
由
の
存
否
は
真
偽
不
明
に
至
っ
た
と
す
る
（
た
と
え
ば
、
倉
庫
火
災
で
納
品
が
不
可
能
に

な
っ
た
が
、
そ
の
火
災
の
原
因
が
不
明
で
あ
る
な
ど
）。
証
明
責
任
規
範
は
、
帰
責
事
由
の
存
否
が
訴
訟
上
確
定
で
き
な
い
と
き
で
も
、
こ
の

法
規
の
（
不
適
用
で
は
な
く
）
適
用
を
裁
判
官
に
指
示
す
る
（
特
別
規
定
の
適
用
場
面
）。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
の
側
に
帰
責
事
由
の
不
存
在

の
証
明
責
任
を
課
す
（
通
説
・
判
例
）。
帰
責
事
由
の
存
在
が
擬
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

６　

効
率
性

　

こ
の
よ
う
に
、
法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
の
存
否
が
真
偽
不
明
に
陥
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
法
規
の
適
用
を
指
示
す
る
場
合

を
掲
げ
（
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
）、
特
別
規
定
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
方
が
、
民
法
（
実
体
法
）
全
体
を
再
構
成
す
る
よ
り
、
作

業
と
し
て
効
率
的
で
、
裁
判
官
へ
の
注
意
喚
起
に
も
資
す
る
と
考
え
る
。

第
九　

権
利
障
害
規
定
と
い
う
区
分
け

　

１　

実
体
法
上
で
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー

　

実
体
法
は
、
そ
の
実
体
法
の
性
質
と
し
て
、
権
利
根
拠
規
定
と
権
利
障
害
規
定
と
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
証
明
責
任

の
所
在
が
指
示
さ
れ
た
結
果
、
そ
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
意
思
表
示
は
、
法
律
行
為
の
要

素
に
錯
誤
が
あ
り
、
表
意
者
に
重
大
な
過
失
が
な
か
っ
た
と
き
は
無
効
で
あ
る
。」
と
い
う
命
題
と
、「
意
思
表
示
は
、
法
律
行
為
の
要
素

に
錯
誤
が
あ
っ
た
と
き
は
無
効
で
あ
る
。
た
だ
し
、
表
意
者
に
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
い
う
命
題
は
、

実
体
法
の
性
質
と
し
て
は
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
こ
れ
を
区
別
で
き
る
の
は
、
訴
訟
手
続
を
加
味
し
て
い
る
か
ら
に



一
七
〇

他
な
ら
な
い
。
実
体
法
上
は
、
あ
る
事
実
が
権
利
根
拠
事
実
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
不
存
在
が
権
利
障
害
事
実
で
あ
る
こ
と
と
ト
ー
ト
ロ

ジ
ー
と
な
る）

11
（

。
そ
う
す
る
と
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
明
責
任
の
具
体
的
な
分
配
や
要
件
事
実
の
構
成
は
、
民
法
等
の
実
体
法
の
解
釈
の

問
題
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い）

11
（

。
純
粋
の
実
体
法
以
外
の
考
慮
を
入
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

第
一
〇
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
特
許
法
」

　

１　
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
特
許
法
」

　

⑴　

要
件
事
実
論
は
、
証
明
責
任
（
立
証
責
任
、
挙
証
責
任
）
の
分
配
に
合
わ
せ
て
、
民
法
の
条
文
の
書
き
直
し
を
し
よ
う
と
す
る
考
え

方
で
あ
る
が
、
民
法
以
外
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
考
え
方
に
沿
っ
て
、
た
と
え
ば
、
特
許
法
を
書
き
直
す
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。
い
わ
ば
、「
裁
判
規
範
と
し
て
の
特
許
法
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
で
き
あ
が
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

⑵　

以
下
に
述
べ
る
と
お
り
、
均
等）

11
（

に
は
五
つ
の
要
件
が
あ
る
が
、
そ
の
証
明
責
任
の
分
配
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
要
件
事
実
論
の
考
え
方
で
は
、
定
義
上
、「
裁
判
規
範
と
し
て
の
特
許
法
」
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
主
張
責
任
と
立
証
責
任
と
が
一
致
す
る
と
い
う
の
が
要
件
事
実
論
の
考
え
方
で
あ
る
と
こ
ろ
、
均

等
論
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
の
考
え
方
で
は
、
五
つ
の
要
件
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
第
四
要
件
に
つ
き
、
主
張
責
任
と
立
証
責
任
が

分
裂
す
る
（
主
張
責
任
の
所
在
と
立
証
責
任
の
所
在
が
一
致
し
な
い
）
か
ら
で
あ
る
。

　

２　

均
等
論
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決

　

⑴　

最
高
裁
判
所
は
、
平
成
一
〇
年
二
月
二
四
日
、
初
め
て
均
等
論
に
つ
い
て
実
質
的
判
断
を
示
す
判
決
を
言
い
渡
し
た
（
民
集
五
二

巻
一
号
一
一
三
頁
）。
一
般
論
と
し
て
次
の
⑴
〜
⑸
の
要
件
を
充
た
す
と
き
均
等
論
を
是
認
す
べ
き
と
し
た
も
の
で
あ
る）

1（
（

。
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七
一

　
「
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
た
構
成
中
に
対
象
製
品
等
と
異
な
る
部
分
が
存
す
る
場
合
に
は
、
右
対
象
製
品
等
は
、
特
許
発
明
の

技
術
的
範
囲
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
た
構
成
中
に
対
象
製
品
等
と
異
な
る
部
分

が
存
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
⑴
右
部
分
が
特
許
発
明
の
本
質
的
部
分
で
は
な
く
、
⑵
右
部
分
を
対
象
製
品
等
に
お
け
る
も
の
と
置
き
換

え
て
も
、
特
許
発
明
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
、
同
一
の
作
用
効
果
を
奏
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
⑶
右
の
よ
う
に
置
き
換
え
る
こ
と

に
、
当
該
発
明
の
属
す
る
技
術
の
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識
を
有
す
る
者
（
以
下
「
当
業
者
」
と
い
う
。）
が
、
対
象
製
品
等
の
製
造
等

の
時
点
に
お
い
て
容
易
に
想
到
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
⑷
対
象
製
品
等
が
、
特
許
発
明
の
特
許
出
願
時
に
お
け
る
公
知
技
術

と
同
一
又
は
当
業
者
が
こ
れ
か
ら
右
出
願
時
に
容
易
に
推
考
で
き
た
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
⑸
対
象
製
品
等
が
特
許
発
明
の
特
許
出
願

手
続
に
お
い
て
特
許
請
求
の
範
囲
か
ら
意
識
的
に
除
外
さ
れ
た
も
の
に
当
た
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
も
な
い
と
き
は
、
右
対
象
製
品
等
は
、

特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
た
構
成
と
均
等
な
も
の
と
し
て
、
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
に
属
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

　

⑵　

で
は
、
こ
れ
ら
⑴
〜
⑸
ま
で
の
要
件
の
証
明
責
任
は
、
特
許
権
者
と
行
為
者
（
侵
害
者
・
被
告
）
と
で
、
ど
の
よ
う
に
分
配
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。
要
件
事
実
論
は
、
証
明
責
任
の
分
配
に
合
わ
せ
て
、
条
文
の
書
き
直
し
を
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
か
ら
問
題
に

な
る
。

　

３　

均
等
論
の
各
要
件
の
立
証
責
任

　

上
記
最
高
裁
判
決
は
、
特
許
発
明
の
実
質
的
価
値
は
特
許
発
明
と
実
質
的
に
同
一
な
技
術
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
を
均
等
論
の
基
本
に
位

置
づ
け
て
い
る
が
、
⑴
〜
⑸
の
要
件
を
並
列
的
に
列
挙
し
、
そ
の
主
張
・
立
証
責
任
を
特
許
権
者
が
負
う
の
か
、
行
為
者
が
負
う
の
か
は

明
示
し
な
か
っ
た）

11
（

。

　

そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
、
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
は
明
細
書
の
特
許
請
求
の
範
囲
の
記
載
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ



一
七
二

り
、
均
等
は
一
定
の
要
件
を
充
た
す
場
合
に
初
め
て
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
立
て
ば
、
⑴
〜
⑸
の
要
件
す

べ
て
特
許
権
者
側
に
立
証
責
任
が
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る）

11
（

。
こ
の
考
え
方
に
立
つ
場
合
、
要
件
事
実
論
の
考
え
方
に
よ
る
「
裁
判

規
範
と
し
て
の
特
許
法
」
の
書
き
直
し
作
業
は
、
⑴
〜
⑸
の
要
件
を
す
べ
て
均
等
の
主
張
者
側
に
立
証
責
任
を
分
配
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

４　

東
京
地
裁
判
決
の
証
明
責
任
の
考
え
方

　

こ
の
点
、
東
京
地
裁
は
、「
対
象
製
品
が
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
た
構
成
と
均
等
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
規
範
的
評
価
と
右
⑴

な
い
し
⑸
の
各
事
実
と
の
い
わ
ゆ
る
要
件
事
実
論
的
な
説
明
は
さ
て
お
き
、
事
柄
の
性
質
上
実
質
的
同
一
に
か
か
わ
る
右
⑴
な
い
し
⑶
の

要
件
に
係
る
事
実
の
証
明
責
任
は
、
均
等
を
主
張
す
る
も
の
が
負
担
し
、
⑷
及
び
⑸
の
要
件
に
係
る
事
実
の
証
明
責
任
は
、
均
等
を
否
定

す
る
者
が
負
担
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る）

11
（

。
こ
の
判
決
の
よ
う
に
、
⑴
な
い
し
⑶
と
、
⑷
及
び
⑸
で
立

証
責
任
を
分
配
す
る
見
解
が
多
数
説
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
考
え
方
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
要
件
事
実
論
の
考
え
方
に
よ
る
「
裁

判
規
範
と
し
て
の
特
許
法
」
の
書
き
直
し
作
業
は
、
⑴
な
い
し
⑶
と
、
⑷
及
び
⑸
と
で
分
け
、
後
者
を
「
但
し
書
き
」
に
回
す
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　

５　

最
高
裁
判
所
判
例
解
説
の
見
解

　

⑴　

そ
れ
で
は
、
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
の
証
明
責
任
の
考
え
方
は
ど
う
か）

11
（

。
同
解
説
に
よ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

要
件
⑷
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
、
特
許
請
求
の
範
囲
の
文
言
を
超
え
て
、
特
許
庁
に
よ
る
審
査
を
経
て
い
な
い
領
域
に
ま
で
特
許
権

の
効
力
を
拡
張
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
特
許
権
者
の
側
で
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

特
許
権
者
の
側
に
お
い
て
、
対
象
製
品
等
が
特
許
出
願
時
に
存
在
し
た
す
べ
て
の
公
知
技
術
と
の
関
係
で
同
一
又
は
こ
れ
か
ら
容
易
に
推

考
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
立
証
す
べ
き
対
象
が
あ
ま
り
に
も
広
範
に
な
り
す
ぎ
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て
、
訴
訟
実
務
上
、
現
実
的
で
な
い
。

　

⑵　

そ
こ
で
、
⑷
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
が
特
定
の
公
知
技
術
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
れ
を
争
わ
な
い
限
り
、
特
許
権
者
の
側

か
ら
、
こ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
積
極
的
に
主
張
立
証
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
が
、
相
手
方
に
お
い
て
、
特
許
出
願
時
に
特
定
の
公
知

技
術
が
存
在
し
た
こ
と
を
主
張
立
証
し
て
、
当
該
公
知
技
術
と
の
関
係
で
要
件
⑷
の
充
足
性
の
充
足
性
を
争
う
旨
を
明
ら
か
に
し
た
と
き

に
は
、
特
許
権
者
の
側
で
、
対
象
製
品
等
が
当
該
公
知
技
術
と
同
一
又
は
こ
れ
か
ら
容
易
に
推
考
で
き
る
範
囲
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
⑷
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
公
知
技
術
と
の
関

係
で
右
要
件
の
非
充
足
を
指
摘
す
る
と
い
う
主
張
責
任
は
相
手
方
が
負
担
す
る
が
、
当
該
公
知
技
術
と
の
関
係
で
要
件
⑷
を
充
足
す
る
旨

の
立
証
責
任
は
特
許
権
者
が
負
担
す
る
（
し
た
が
っ
て
、
当
該
公
知
技
術
か
ら
容
易
に
推
考
で
き
た
も
の
か
ど
う
か
真
偽
不
明
の
場
合
に
は
、
均
等

は
否
定
さ
れ
る
）
と
解
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

⑶　

す
な
わ
ち
、
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
の
立
場
で
は
、
主
張
責
任
と
立
証
責
任
が
分
裂
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
張
責
任
と
立
証
責

任
と
が
一
致
す
る
と
い
う
要
件
事
実
論
の
考
え
方
で
は
、
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
の
立
場
に
立
っ
て
、「
裁
判
規
範
と
し
て
の
特
許
法
」

を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
（
定
義
上
）
不
可
能
と
な
る）

11
（

。

　

６　

要
件
事
実
論
と
裁
判
規
範
と
し
て
の
特
許
法

　

こ
の
よ
う
に
、
要
件
事
実
論
の
考
え
方
に
沿
っ
て
、
均
等
論
の
要
件
を
書
き
分
け
る
の
は
困
難
で
あ
り
、「
裁
判
規
範
と
し
て
の
特
許
法
」

を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
他
方
、「
裁
判
規
範
と
し
て
の
特
許
法
」
が
で
き
あ
が
ら
な
い
う
ち
で
も
、
訴
訟
は
提
起
さ
れ
、
均
等

が
主
張
さ
れ
、
判
決
は
言
い
渡
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
間
、
要
件
事
実
論
の
立
証
責
任
の
概
念
は
維
持
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。



一
七
四

　

７　

証
明
責
任
規
範
の
考
え
方
の
弾
力
性
・
発
展
性

　

証
明
責
任
規
範
の
考
え
方
か
ら
は
、
均
等
論
の
各
要
件
の
証
明
責
任
の
所
在
が
確
定
的
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
実
が
真
偽
不
明

の
場
合
に
、
実
体
法
の
適
用
ま
た
は
不
適
用
が
指
示
さ
れ
る
結
果
、
当
事
者
の
一
方
が
負
う
危
険
ま
た
は
不
利
益
と
い
う
証
明
責
任
の
定

義
は
維
持
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
う
え
で
、
た
と
え
ば
、
要
件
⑷
は
、
均
等
論
が
認
め
ら
れ
た
趣
旨
や
、
仮
想
ク
レ
ー
ム
理
論
の
影
響
、
公
知
技
術
と
の
関
係
で
訴

訟
実
務
上
の
現
実
性
な
ど
の
観
点
か
ら
、
原
則
規
定
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
、
特
別
規
定
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
、
訴
訟
審
理

上
、
正
面
か
ら
議
論
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

証
明
責
任
の
分
配
に
つ
い
て
の
論
争
は
、
訴
訟
審
理
の
現
場
こ
そ
最
前
線
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
証
明
責
任
規
範
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、

証
明
責
任
を
、
よ
り
弾
力
的
に
、
よ
り
発
展
性
の
あ
る
形
で
と
ら
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う）

11
（

。
お
そ
ら
く
、
主
張
責
任
と
立
証

責
任
が
分
裂
す
る
場
合
も
規
律
可
能
で
あ
る
。

第
一
一　

証
明
可
能
性
を
採
り
い
れ
た
行
為
規
範
と
い
う
誤
解
の
お
そ
れ

　

１　

混
同
の
お
そ
れ

　

⑴　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
に
よ
り
、
立
証
責
任
の
分
配
に
沿
っ
て
実
体
法
の
条
文
が
書
き
直
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
が
裁
判
の
場
面
を

離
れ
て
社
会
で
の
人
々
の
行
動
を
規
律
す
る
も
の
と
誤
解
さ
れ
、「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
（
実
体
法
）」
が
行
為
規
範
と
し
て
の
そ
れ

と
が
混
同
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
は
、
法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
立
証
さ
れ
な

い
場
合
、
そ
の
要
件
に
よ
る
効
果
が
発
生
し
な
い
も
の
と
扱
う
の
が
民
法
上
妥
当
な
結
論
に
な
る
よ
う
な
形
式
で
定
め
ら
れ
て
い
る
民
法
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の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
人
々
の
社
会
で
の
行
動
を
立
証
と
い
う
観
点
か
ら
規
律
し
て
い
る
も
の
と
誤
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
法
律
行
為
の
要
素
の
錯
誤
が
意
思
表
示
を
無
効
に
す
る
と
い
う
規
律
が
、
証
明
可
能
な
法
律
行
為
の
要
素
の
錯
誤
が
意
思

表
示
を
無
効
に
す
る
と
い
う
規
律
と
理
解
さ
れ
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。
証
明
可
能
な
錯
誤
が
意
思
表
示
を
無
効
と
し
、
証
明
可
能
な
詐
欺

が
意
思
表
示
を
取
り
消
し
う
る
も
の
と
す
る
、
と
、
各
法
律
要
件
に
暗
に
「
証
明
可
能
な
」
と
い
う
修
飾
語
を
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る）

11
（

。

　

⑵　

証
明
可
能
性
と
い
う
い
わ
ば
フ
ィ
ル
タ
ー
越
し
に
法
秩
序
を
概
観
す
る
視
点
は
行
為
を
規
律
す
る
規
範
と
し
て
は
望
ま
し
く
な
い

で
あ
ろ
う）

11
（

。
こ
れ
は
、
常
日
頃
か
ら
、
相
手
に
有
利
な
事
実
や
当
方
に
不
利
な
事
実
に
つ
い
て
は
後
に
そ
れ
が
証
明
で
き
な
く
な
る
よ
う

に
行
動
し
、
相
手
に
不
利
な
事
実
や
当
方
に
有
利
な
事
実
に
つ
い
て
は
可
及
的
に
証
明
し
や
す
い
形
で
証
拠
を
残
す
よ
う
に
行
動
す
る
こ

と
を
促
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
相
手
に
と
っ
て
も
当
方
と
同
じ
よ
う
な
行
動
を
促
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
論
理
的
に
は
衝
突
を
起
こ

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

２　

証
明
可
能
性
と
い
う
概
念
の
枠

　

⑴　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
が
、
人
に
「
証
明
可
能
性
」
と
い
う
メ
ガ
ネ
を
か
け
さ
せ
た
と
す
る
。
す
る
と
、
事
実
は
、
証
明
可
能
な

も
の
と
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
、
と
い
う
概
念
の
枠
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
メ
ガ
ネ
が
、
い
つ
で
も
は
ず
せ
る
も
の

で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
要
件
事
実
論
の
内
側
に
い
て
こ
の
メ
ガ
ネ
を
は
ず
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
そ
れ
は
メ

ガ
ネ
で
は
な
く
、
自
身
の
目
そ
の
も
の
と
な
る
。
目
を
は
ず
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

⑵　

リ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
（retrospective

）
に
起
き
て
し
ま
っ
た
結
果
か
ら
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
後
方
視
的
に
あ
る
事
実
が
証
明

さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
視
点
で
見
る
こ
と
（
裁
判
官
の
視
点
は
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
多
い
で
あ
ろ
う
）
と
、
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
（prospective

）
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に
こ
れ
か
ら
将
来
に
向
か
っ
て
行
為
す
る
指
針
と
し
て
そ
れ
が
後
に
証
明
さ
れ
る
か
と
い
う
証
明
可
能
性
を
予
測
し
て
行
動
す
る
こ
と
と

は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
」
が
行
動
指
針
と
し
て
行
為
規
範
的
に
使
わ
れ
て
、
い
わ
ば
リ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
か
ら
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
へ
の
転
回
が
な
さ
れ
る
と
、
証
明
可
能
性
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
越
し
に
行
為
を
規
律
し
始
め
る
。
そ
れ
は
社

会
的
に
好
ま
し
い
結
果
を
生
ま
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

第
一
二　

要
件
事
実
論
と
事
案
解
明
義
務

　

１　

民
事
訴
訟
法
の
改
正
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
事
案
解
明
義
務
に
関
し
、
た
と
え
ば
「
当
事
者
は
、
適
正
な
裁
判
の
実
現
の
た
め
、

相
手
方
当
事
者
に
よ
る
事
実
関
係
の
解
明
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
の
創
設
が
提
案
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。
事
案
解
明
義
務

に
は
、
具
体
的
な
要
件
効
果
を
離
れ
た
一
般
的
な
理
念
と
し
て
の
事
案
解
明
義
務
（
広
義
）
と
、
一
定
の
場
合
に
お
け
る
証
明
責
任
を
負

わ
な
い
当
事
者
の
事
案
解
明
義
務
（
狭
義
）
と
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
事
案
解
明
義
務
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
最
高
裁
判
例
と
し
て

は
伊
方
原
発
事
件）

11
（

や
ア
ン
デ
レ
ち
ゃ
ん
事
件）

11
（

な
ど
が
あ
る
。

　

２　

事
案
解
明
義
務
（
狭
義
）
は
、
要
件
事
実
論
の
考
え
方
か
ら
は
要
件
事
実
論
が
適
切
に
機
能
し
な
い
場
合
に
こ
れ
を
補
完
す
る
理

論
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
事
案
解
明
義
務
（
狭
義
）
は
、
あ
る
程
度
一
般
的
に
共
通
の
類
型
（
例

え
ば
、
売
買
、
貸
金
、
債
務
不
履
行
、
不
法
行
為
、
侵
害
処
分
と
し
て
の
行
政
処
分
取
消
し
な
ど
）
で
は
な
く
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
個
別
的
事

情
が
強
く
考
慮
さ
れ
る
場
合
に
対
応
す
る
。

　

３　

定
義
上
、
主
張
責
任
と
立
証
責
任
を
一
致
さ
せ
る
要
件
事
実
論
の
考
え
方
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
証
明
責
任
を
負
わ
な
い
当
事
者

は
訴
訟
で
証
明
活
動
を
行
う
必
要
は
な
く
相
手
方
の
立
証
が
成
功
し
そ
う
に
な
っ
て
初
め
て
反
証
す
れ
ば
足
り
る
、
と
い
う
事
案
解
明
に



要
件
事
実
論
の
憂
鬱
（
永
島
）

一
七
七

非
協
力
的
な
態
度
を
指
示
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
相
手
方
の
す
る
事
実
主
張
が
、
真
と
（
ま
で
）
は
言
え
な
い
（
訴
訟
上
証
明
さ
れ

た
と
は
い
え
な
い
）
と
い
う
状
態
に
持
ち
込
め
ば
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。

　

４　

他
方
、
確
定
的
な
偽
と
い
う
概
念
が
あ
り
、
そ
れ
に
積
極
的
な
評
価
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
証
明
責
任
を
負
わ
な
い
当
事
者

は
確
定
的
な
偽
を
獲
得
す
る
た
め
相
手
方
の
主
張
事
実
が
偽
で
あ
る
こ
と
（
反
対
の
事
実
が
真
で
あ
る
こ
と
）
を
立
証
す
る
動
機
を
持
つ
で

あ
ろ
う
。
い
わ
ば
〇
か
ら
一
〇
〇
ま
で
の
目
盛
り
の
あ
る
物
差
し
の
二
〇
未
満
の
部
分
を
使
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
立
証
活
動
に

よ
り
お
の
ず
か
ら
事
案
解
明
が
進
む
で
あ
ろ
う
。
確
定
的
な
偽
へ
の
積
極
評
価
が
事
案
解
明
を
促
す
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

第
一
三　

小
括

　

１　

実
体
法
は
、
法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
存
在
す
る
と
き
法
律
効
果
が
発
生
し
、
法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
存
在
し
な
い

と
き
法
律
効
果
は
発
生
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
規
律
す
る
。
実
体
法
は
、
法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
の
存
否
に
法
律
効
果
を
結
び
つ

け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
証
明
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
実
体
法
は
、
法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
存
在
す
る
と
も
、

存
在
し
な
い
と
も
、
い
ず
れ
と
も
認
定
さ
れ
な
い
場
合
、
法
律
効
果
に
つ
い
て
は
全
く
の
白
紙
で
あ
る
。
他
方
、
裁
判
所
は
、
事
実
が
真

偽
不
明
と
な
り
、
自
由
心
証
が
尽
き
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
判
決
を
し
な
い
と
い
う
選
択
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
実
体
法
以
外
に
、

真
偽
不
明
の
場
合
に
、
事
実
の
存
在
を
擬
制
し
て
法
律
効
果
を
発
生
さ
せ
る
か
、
事
実
の
不
存
在
を
擬
制
し
て
法
律
効
果
を
発
生
さ
せ
な

い
か
を
指
示
す
る
証
明
責
任
規
範
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
証
明
責
任
規
範
に
よ
り
、
真
偽
不
明
に
陥
っ
た
と
き
で
も
、
実
体
法
プ
ラ
ス
証

明
責
任
規
範
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
判
決
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
証
明
責
任
規
範
は
二
通
り
の
機
能
（
作
用
）
を
有
し
、
法
律
要

件
に
該
当
す
る
事
実
の
存
在
を
擬
制
し
（
特
別
規
定
と
呼
ぶ
）、
あ
る
い
は
、
そ
の
不
存
在
を
擬
制
す
る
（
原
則
規
定
と
呼
ぶ
）。
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２　

要
件
事
実
論
は
、
証
明
責
任
の
分
配
に
合
わ
せ
て
、
民
法
（
実
体
法
）
の
条
文
の
書
き
直
し
を
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
条
文
の
書
き
直
し
と
い
う
雄
大
な
作
業
が
着
々
と
進
め
ら
れ
、
現
在
、
ほ
ぼ
完
成
の
域
に
達
し
て
い
る
。
現
に
、
要
件
事
実
と
題
す

る
書
籍
は
巷
に
溢
れ
て
い
る
。
要
件
事
実
論
の
立
場
は
、
証
明
責
任
の
分
配
に
沿
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
民
法
を
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民

法
」
と
呼
ぶ
。
民
法
以
外
に
つ
い
て
も
要
件
事
実
論
の
考
え
方
は
拡
大
し
て
い
る）

11
）（
11
）（
11
）（
11
（

。
上
述
の
証
明
責
任
の
原
則
規
定
に
あ
て
は
ま
る
例
や

特
別
規
定
に
あ
て
は
ま
る
例
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
の
存
在
が
訴
訟
上
確
定
さ
れ
、
ま
た
は
、
そ
の
不
存
在

が
訴
訟
上
確
定
さ
れ
た
場
合
、
あ
え
て
再
構
成
さ
れ
た
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
（
実
体
法
）」
を
適
用
す
る
必
要
性
は
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
で
き
る
だ
け
真
偽
不
明
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
事
実
の
存
否
を
確
定
し
て
判
決
を
言
い
渡
す
の
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
証

明
責
任
は
証
拠
手
段
を
持
っ
て
い
る
者
に
分
配
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
相
手
方
に
証
明
責
任
が
分
配
さ
れ
て
い
る
自
己
に
不
利
益

な
事
実
を
証
明
す
る
証
拠
方
法
が
、
弁
論
主
義
を
介
し
て
審
理
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
関
連
情
報
の
開
示

手
続
の
乏
し
い
現
行
民
事
訴
訟
法
の
も
と
で
は
、
真
偽
不
明
に
陥
る
可
能
性
が
比
較
的
高
く
な
る
と
い
え
る
。

　

３　

真
偽
不
明
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
証
明
責
任
規
範
が
、
そ
の
存
在
を
擬
制
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
の
か
、
そ
の
不
存
在
を
擬

制
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
証
明
責
任
の
特
別
規
定
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
の
か
、
原
則
規
定
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
の
か
、

要
件
事
実
論
の
立
場
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
（
実
体
法
）」
を
思
考
の
道
具
（
ツ
ー
ル
）
と
し
て
参
考
に
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
合
理
的
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
実
体
法
の
ほ
と
ん
ど
の
条
項
は
、
証
明
責
任
規
範
に
よ
る
証
明
責
任
の
原
則
規
定
と
組
み

合
わ
さ
れ
る
の
で
、
例
外
的
に
、
特
別
規
定
（
真
偽
不
明
の
と
き
、
事
実
の
存
在
を
擬
制
す
る
も
の
）
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
が
何
か

を
確
認
す
る
方
が
効
率
的
と
思
わ
れ
る
。

　

４　

要
件
事
実
論
の
立
場
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
「
裁
判
規
範
と
し
て
の
実
体
法
」
に
関
す
る
記
述
が
、
ツ
ー
ル
と
し
て
の
利
用
を
想
定
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し
、
あ
る
条
項
が
証
明
責
任
の
特
別
規
定
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
そ
の
旨
、
何
ら
か
の
目
印
が
あ
れ
ば
、
い
っ
そ
う
利

便
性
を
増
す
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
特
別
規
定
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
も
の
だ
け
を
取
り
上
げ
て
整
理
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

第
一
四　

証
明
責
任　

―
再
論
―

　

証
明
責
任
規
範
の
考
え
方
を
前
提
に
す
る
と
、
冒
頭
の
証
明
責
任
の
定
義
を
修
正
す
る
方
が
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
証
明
責
任
（
立
証
責
任
、

挙
証
責
任
）
と
は
、
事
実
が
真
偽
不
明
の
場
合
に
、
実
体
法
の
適
用
ま
た
は
不
適
用
が
指
示
さ
れ
る
結
果
、
当
事
者
の
一
方
が
負
う
危
険

ま
た
は
不
利
益
の
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
こ
れ
は
、
証
明
責
任
規
範
の
作
用
を
当
事
者
の
側
か
ら
捉
え
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
五　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
が
実
務
に
及
ぼ
す
も
の

　

１　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
が
、
確
定
的
な
偽
を
積
極
的
に
評
価
せ
ず
、
あ
た
か
も
、
真
偽
不
明
と
同
様
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
は
、

実
務
上
、
証
明
責
任
を
負
担
し
な
い
側
の
当
事
者
な
い
し
そ
の
代
理
人
（
弁
護
士
）
に
消
極
的
な
訴
訟
追
行
を
促
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

原
告
が
、
訴
訟
上
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
求
め
て
い
る
場
合
、
被
告
が
積
極
的
に
過
失
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
主

張
立
証
す
る
こ
と
を
要
件
事
実
論
の
考
え
方
は
促
し
て
は
く
れ
な
い
。
証
拠
偏
在
型
の
訴
訟
に
要
件
事
実
論
の
考
え
方
が
組
み
合
わ
さ
れ

る
と
、
立
証
責
任
の
所
在
で
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る）

（11
（

。

　

２　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
が
「
そ
う
い
う
世
界
」
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
と
す
れ
ば
後
悔
の
念
を
禁
じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
民
が
、

し
ば
し
ば
口
に
す
る
「
言
っ
た
言
わ
な
い
の
問
題）

（1（
（

」
と
い
う
諦
観
、
あ
る
い
は
、
あ
え
て
「
言
っ
た
言
わ
な
い
の
問
題
」
に
持
ち
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
有
利
な
地
位
を
得
よ
う
と
す
る
戦
術
は
、「
そ
う
い
う
世
界
」
で
は
日
常
茶
飯
事
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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第
一
六　

要
件
事
実
論
の
憂
鬱

　

１　

要
件
事
実
論
の
考
え
方
は
、
何
か
閃
き
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
混
沌
と
し
た
紛
争
の
世
界
に
完
璧
な
論
理
で
立

ち
向
か
う
姿
は
魅
力
的
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
真
価
は
、
そ
の
魅
力
が
取
り
除
か
れ
た
と
き
に
現
れ
る
。
こ
の
小
論
は
、
そ
の
真
価

を
浮
き
彫
り
す
る
に
は
甚
だ
力
不
足
で
は
あ
る
が
、
次
の
点
を
指
摘
し
た
い
。

　

２　

要
件
事
実
論
の
憂
鬱
。
そ
れ
は
、
証
明
責
任
の
分
配
に
沿
っ
て
実
体
法
の
再
構
成
が
完
成
し
た
暁
に
は
、
証
明
責
任
の
前
提
で
あ

る
真
偽
不
明
と
い
う
概
念
を
消
失
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
。
要
件
事
実
論
の
考
え
方
は
み
ず
か
ら
の
出
発
点
を
消
去
し
て
し
ま
う）

（10
（

と

い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
主
張
さ
れ
た
要
証
事
実
は
、
訴
訟
上
確
定
（
立
証
）
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
に
分
け
ら
れ
、

そ
れ
以
上
の
区
別
は
な
さ
れ
な
い
。
確
定
的
な
偽
に
対
す
る
評
価
は
な
さ
れ
な
い
。
確
定
的
な
偽
は
、
訴
訟
上
確
定
（
立
証
）
さ
れ
な
か
っ

た
も
の
と
し
て
、
特
に
真
偽
不
明
と
区
別
さ
れ
た
取
り
扱
い
を
受
け
な
い）

（10
（

。
仮
に
、
確
定
さ
れ
た
偽
（
否
）
が
、
真
偽
不
明
（
存
否
不
明
）

に
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
用
語
と
し
て
も
適
切
で
な
い
。

（
１
）　

証
明
責
任
は
、
立
証
責
任
、
挙
証
責
任
と
も
呼
ば
れ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
、
こ
れ
ら
を
区
別
し
な
い
意
味
で
用
い
る
。

（
２
）　

中
野
貞
一
郎
・
松
浦
馨
・
鈴
木
正
裕
編
「
民
事
訴
訟
法
講
義
」
補
訂
第
二
版
（
有
斐
閣
大
学
双
書
）
三
二
二
頁

（
３
）　

判
例
・
通
説
と
さ
れ
る
高
度
の
蓋
然
性
説
に
立
っ
た
一
般
的
な
説
明
で
あ
る
が
、
現
在
は
、
そ
の
考
え
方
は
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
。「
実
務

の
多
く
が
現
実
に
「
高
度
の
蓋
然
性
」
基
準
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
き
わ
め
て
疑
わ
し
く
、
実
質
的
に
は
「
優
越
的
蓋
然
性
」
基
準

に
よ
っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
証
明
度
軽
減
の
法
理
な
ど
の
形
を
借
り
て
、「
優
越
的
蓋
然
性
」
基
準
が
、
し
ば
し
ば
採
用
さ
れ
て
き
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。」
と
さ
れ
る
（
三
木
浩
一
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
手
続
運
営
の
理
論
」
四
六
九
頁
）。



要
件
事
実
論
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鬱
（
永
島
）

一
八
一

（
４
）　

事
実
の
存
否
不
明
の
状
態
を
真
偽
不
明
（
ノ
ン
リ
ケ
ッ
ト
）
と
呼
ぶ
が
、
正
確
に
は
、
事
実
に
関
す
る
「
主
張
」
の
「
真
偽
」
が
不
明
の
こ
と

を
い
う
、
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
事
実
に
関
す
る
訴
訟
上
の
「
主
張
」
が
真
な
の
か
偽
な
の
か
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
証
明

責
任
の
問
題
は
、
訴
訟
上
の
問
題
と
考
え
る
。
本
論
で
は
、
事
実
の
主
張
の
真
偽
が
不
明
に
陥
っ
た
場
合
を
、
事
実
の
存
否
不
明
と
し
、
事
実
の
存

否
不
明
の
状
態
を
、
単
に
、
真
偽
不
明
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
５
）　

松
本
博
之
「
証
明
責
任
の
分
配
」（
有
斐
閣
）
七
頁
で
は
、
存
否
不
明
の
場
合
に
も
裁
判
官
の
裁
判
義
務
が
存
し
て
は
じ
め
て
、
法
律
要
件
要

素
の
存
否
が
不
明
で
あ
っ
て
も
裁
判
所
に
当
該
事
件
に
つ
き
裁
判
を
可
能
に
す
る
法
則
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
証
明
責
任
規
範
（Be-

w
eislastnorm

）
で
あ
る
、
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）　

和
解
等
に
よ
っ
て
訴
訟
が
終
了
す
る
場
合
は
別
で
あ
る
。

（
７
）　

条
解
民
事
訴
訟
法
（
第
二
版
）
一
〇
一
五
頁
は
「
と
く
に
法
規
の
構
成
要
件
で
あ
る
主
要
事
実
（
要
件
事
実
）
の
存
否
が
不
明
の
場
合
は
、
こ

れ
を
存
否
い
ず
れ
か
に
仮
定
し
て
、
法
規
を
適
用
し
、
法
律
効
果
の
発
生
ま
た
は
不
発
生
を
判
断
す
る
ほ
か
な
い
。
こ
れ
を
存
否
い
ず
れ
か
に
仮
定

す
る
か
の
問
題
が
証
明
責
任
（
挙
証
責
任
ま
た
は
立
証
責
任
と
も
い
う
）
の
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
後
、
段
落
を
分
け
て
、
通
説
・
実
務
は

法
規
不
適
用
説
で
あ
り
、
近
時
の
有
力
説
は
証
明
責
任
規
範
説
で
あ
る
と
す
る
。

（
８
）　

高
橋
宏
志
「
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
（
上
）」
第
二
版
補
訂
版
（
有
斐
閣
）
五
一
八
頁
は
「
各
国
の
近
代
民
事
訴
訟
法
が
採
用
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
事
実
の
存
在
ま
た
は
不
存
在
を
仮
定
（
擬
制
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
を
可
能
に
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
が
証
明
責
任
に
よ
る
裁
判
で
あ

る
。」
と
す
る
。

（
９
）　

こ
の
場
合
の
判
決
主
文
は
「
被
告
は
原
告
に
対
し
金
○
○
円
支
払
え
。」
と
な
る
。

（
10
）　

こ
の
場
合
の
判
決
主
文
は
「
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
。」
と
な
る
。

（
11
）　

こ
の
場
合
の
判
決
主
文
は
「
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
。」
と
な
る
。

（
12
）　

賀
集
唱
・「
要
件
事
実
の
機
能
」
―
要
件
事
実
論
の
一
層
の
充
実
の
た
め
の
覚
書
―
（
司
法
研
修
所
論
集
九
〇
号
）
三
二
頁

（
13
）　

賀
集
・
前
掲
三
二
頁

（
14
）　

岡
口
基
一
・「
要
件
事
実
入
門
」（
創
耕
舎
）
三
一
頁
は
、「
最
近
、
伊
藤
滋
夫
教
授
が
、「『
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
』
と
い
う
提
唱
を
し
て



一
八
二

い
ま
す
（
伊
藤
滋
夫
・
ジ
ュ
リ
八
六
九
号
一
九
頁
（
一
九
八
六
年
））
が
、
こ
こ
で
い
う
『
裁
判
規
範
』
は
、
同
教
授
の
独
自
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
っ

て
、
上
記
の
意
味
の
裁
判
規
範
と
は
異
な
る
も
の
で
す
（
賀
集
唱
・
司
法
研
修
所
論
集
九
〇
号
三
四
頁
（
一
九
九
四
年
）
参
照
）」
と
述
べ
て
い
る
。

要
件
事
実
論
の
い
う
裁
判
規
範
と
い
う
用
語
は
独
自
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）　

賀
集
・
前
掲
三
四
頁

（
16
）　

伊
藤
滋
夫
「
要
件
事
実
の
基
礎
」（
有
斐
閣
）
一
八
三
―
一
八
四
頁
参
照

（
17
）　

伊
藤
・
前
掲
二
〇
九
頁
（
注
42
）
参
照

（
18
）　

並
木
茂
「
要
件
事
実
原
論
」
一
五
頁
（
悠
々
社
）
で
は
、
実
質
的
意
義
の
民
法
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
個
別
的
法
規
範
は
、
原
則
と
し
て
、

行
為
規
範
（
生
活
規
範
）
と
裁
判
規
範
（
裁
決
規
範
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
し
、
こ
れ
を
法
の
重
層
構
造
と
読
ん
で
い
る
。

（
19
）　

賀
集
・
前
掲
三
八
頁

（
20
）　

伊
藤
滋
夫
「
要
件
事
実
と
実
体
法
」
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.869

、
二
四
頁
参
照

（
21
）　

賀
集
・
前
掲
三
三
頁
参
照

（
22
）　

賀
集
・
前
掲
三
九
頁
参
照

（
23
）　

賀
集
・
前
掲
三
三
頁
参
照

（
24
）　

賀
集
・
前
掲
三
三
頁
参
照

（
25
）　

伊
藤
・
前
掲
二
五
頁
参
照

（
26
）　

伊
藤
・「
要
件
事
実
の
基
礎
」（
有
斐
閣
）
二
一
六
頁
は
、「
裁
判
規
範
と
し
て
の
民
法
と
い
う
考
え
方
を
採
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
証
明
責
任
規

範
と
い
う
考
え
方
を
採
る
必
要
は
な
い
ば
か
り
か
、
前
者
の
考
え
方
の
方
が
後
者
の
考
え
方
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
考
え
る
」
と
述
べ
る
。

（
27
）　

高
橋
宏
志
「
要
件
事
実
と
訴
訟
法
学
」
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.881

、
九
九
頁

（
28
）　

岡
口
基
一
・「
要
件
事
実
入
門
」（
創
耕
舎
）
三
一
頁
は
、「
民
法
が
裁
判
規
範
で
あ
る
と
す
る
と
、
法
律
効
果
が
発
生
す
る
の
は
、
主
要
事
実

の
存
在
が
立
証
さ
れ
、
判
決
が
確
定
し
た
と
き
で
す
。
主
要
事
実
の
存
否
が
不
明
で
あ
れ
ば
、
判
決
三
段
論
法
が
成
立
せ
ず
、
法
律
効
果
は
発
生
し

ま
せ
ん
。
法
律
効
果
が
発
生
し
た
か
否
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
、
証
明
責
任
規
範
は
不
要
で
す
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、



要
件
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鬱
（
永
島
）

一
八
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同
書
三
二
頁
で
は
「
以
上
は
、
要
件
事
実
論
の
理
論
的
根
拠
を
説
明
し
た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
が
民
法
の
学
習
を
す
る
と
き
や
要
件
事

実
の
問
題
を
解
く
と
き
は
、
民
法
を
行
為
規
範
と
し
て
も
捉
え
、
法
律
効
果
は
現
実
の
社
会
に
お
い
て
法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
時
に

発
生
す
る
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
法
律
効
果
（
た
と
え
ば
売
買
代
金
債
権
）
が
発
生
す
る
の
が
主
要
事
実
の
存

在
が
立
証
さ
れ
判
決
が
確
定
し
た
と
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
常
日
頃
ス
ー
パ
ー
で
買
い
物
を
し
た
と
き
に
払
わ
れ
る
金
銭
は
売
買
代
金

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
（
売
買
代
金
債
権
の
発
生
と
、
弁
済
に
よ
っ
て
そ
の
債
権
が
消
滅
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
レ
ジ
で
は
、
事
実
と
し
て
物
が
移
動
し
、
ま
た
、
金
銭
が
移
動
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
）
が
、
一
般
的
な
意
識
・
理
解
と

は
齟
齬
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
29
）　

高
橋
宏
志
「
要
件
事
実
と
訴
訟
法
学
」
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.881

、
九
九
頁
参
照

（
30
）　

春
日
偉
知
郎
「
証
明
責
任
論
の
一
視
点
」
判
例
タ
イ
ム
ズN

o.350

、
九
九
頁
参
照

（
31
）　

高
橋
宏
志
「
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
（
上
）」
第
二
版
補
訂
版
（
有
斐
閣
）
五
一
九
頁
参
照

（
32
）　

高
橋
・
前
掲
五
一
九
頁

（
33
）　

春
日
偉
知
郎
「
民
事
証
拠
法
研
究
」（
有
斐
閣
）
三
三
三
頁
、
第
九
章
「
証
明
責
任
論
の
視
点
」
で
は
、
ド
イ
ツ
証
明
責
任
論
か
ら
の
示
唆
を

受
け
、
証
明
責
任
規
範
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。「
証
明
責
任
」
を
当
事
者
へ
の
効
果
の
面
か
ら
の
み
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、
主
要
事
実
の
存

否
不
明
の
際
に
裁
判
官
に
対
し
な
す
べ
き
判
決
内
容
を
指
示
す
る
と
い
う
「
証
明
責
任
」
の
本
来
的
な
機
能
が
後
退
し
て
し
ま
う
こ
と
が
明
確
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）　

村
上
博
巳
「
証
明
責
任
の
研
究
」（
有
斐
閣
）
一
三
頁
、「
裁
判
官
は
、
争
い
の
あ
る
要
件
事
実
の
存
否
が
不
確
定
な
場
合
に
も
、
裁
判
を
拒
否

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
裁
判
官
に
対
し
裁
判
の
内
容
（
た
と
え
ば
請
求
棄
却
ま
た
は
訴
え
却
下
）
を

指
示
す
る
の
が
証
明
責
任
規
範
で
あ
り
、
そ
こ
に
証
明
責
任
規
範
の
本
質
と
価
値
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
35
）　

高
橋
・
前
掲
五
二
一
頁　

注
（
７
）
参
照

（
36
）　

春
日
・「
証
明
責
任
論
の
一
視
点
」
判
例
タ
イ
ム
ズN

o.350

、
一
〇
〇
頁
参
照

（
37
）　

松
本
博
之
・「
証
明
責
任
の
分
配
」（
有
斐
閣
）
二
八
九
頁



一
八
四

（
38
）　

賀
集
・
前
掲
三
三
頁

（
39
）　

伊
藤
滋
夫
・「
要
件
事
実
と
実
体
法
」
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.869

、
二
五
頁

（
40
）　

伊
藤
滋
夫
・「
要
件
事
実
の
基
礎
」
二
一
六
頁

（
41
）　

岡
口
基
一
・「
要
件
事
実
入
門
」（
創
耕
舎
）
三
一
―
三
二
頁
。
も
っ
と
も
、「
理
論
上
は
証
明
責
任
規
範
が
不
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
実
に

は
証
明
責
任
規
範
が
あ
る
た
め
（
例
え
ば
民
一
一
七
条
一
項
）、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
が
大
問
題
に
な
り
ま
す
。」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

（
42
）　

伊
藤
・「
要
件
事
実
と
実
体
法
」
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.869

、
一
七
頁

（
43
）　

高
橋
・「
要
件
事
実
と
訴
訟
法
学
」
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.881

、
九
九
頁
参
照

（
44
）　

司
法
研
修
所
（
増
補
）「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
第
一
巻
」
五
頁

（
45
）　

こ
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
要
件
事
実
論
の
立
証
責
任
の
概
念
は
、
要
件
事
実
の
不
存
在
が
真
偽
不
明
に
終
わ
っ
た
場
合
を
含
ま
な
い
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
が
客
観
的
立
証
責
任
と
同
義
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
46
）　

岡
口
・「
要
件
事
実
入
門
」
二
一
頁
は
、「
司
研
・
新
問
題
研
究
七
頁
は
、
立
証
責
任
の
定
義
を
、『
あ
る
事
実
（
＝
主
要
事
実
）
の
存
在
が
真

偽
不
明
に
終
わ
っ
た
た
め
に
当
該
法
律
効
果
の
発
生
が
認
め
ら
れ
な
い
不
利
益
』
と
し
ま
す
が
、
主
要
事
実
の
不
存
在
が
立
証
さ
れ
た
場
合
の
不
利

益
を
含
め
な
い
趣
旨
で
は
な
く
、
ま
た
、
証
明
責
任
規
範
説
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。」
と
述
べ
、
主
要
事
実
の
不
存
在
が
立
証

さ
れ
た
場
合
の
不
利
益
も
立
証
責
任
の
定
義
に
含
め
て
い
る
。
し
か
し
、
本
来
、
立
証
責
任
が
働
く
場
面
は
真
偽
不
明
に
陥
っ
た
場
合
と
解
さ
れ
、

不
存
在
が
立
証
さ
れ
て
い
る
以
上
、
立
証
責
任
に
よ
ら
ず
と
も
判
決
す
る
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
47
）　

法
律
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
確
定
で
き
る
場
合
に
は
、
立
証
責
任
の
所
在
に
よ
っ
て
裁
判
を
す
る
必
要
が
な
い
。
端
的

に
、
当
該
事
実
の
存
在
を
否
定
し
て
当
該
法
規
の
適
用
を
否
定
す
れ
ば
足
り
る
。
あ
る
事
実
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
存
在
し
な
い
と
い
う
こ

と
も
、
い
ず
れ
も
確
定
で
き
な
い
場
合
に
、
は
じ
め
て
立
証
責
任
が
働
く
場
面
と
な
る
。

（
48
）　

そ
の
ほ
か
、
無
権
代
理
人
の
責
任
の
規
定
（
民
法
一
一
七
条
一
項
）
の
よ
う
に
個
別
に
立
証
責
任
規
範
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
も
同
様
の

問
題
が
生
じ
得
る
。
同
条
項
の
場
合
、
代
理
権
の
不
存
在
は
無
権
代
理
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
要
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
相
手
方
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が
立
証
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

（
49
）　

高
橋
・「
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
（
上
）」
第
二
版
補
訂
版
（
有
斐
閣
）
五
四
三
頁

（
50
）　

小
林
秀
之
「
新
証
拠
法
第
二
版
」（
弘
文
堂
）
一
八
五
―
一
八
六
頁
参
照

（
51
）　

竜
嵜
喜
助
「
証
明
責
任
論
」（
有
斐
閣
）
一
一
三
頁
―
一
一
四
頁
で
は
、「
す
な
わ
ち
裁
判
官
が
不
存
在
の
確
信
を
え
た
場
合
も
、
真
否
不
明
に

残
さ
れ
た
場
合
も
、
共
に
同
一
表
現
で
あ
る
『
全
証
拠
に
よ
る
も
之
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
』
と
い
う
判
決
記
載
が
要
求
さ
れ
、
心
証
が
真
否

不
明
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
表
明
さ
れ
る
べ
き
だ
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

ま
た
、
昭
和
三
一
年
九
月
一
三
日
の
最
高
裁
判
決
を
引
用
し
「
い
わ
ゆ
る
立
証
責
任
と
は
要
証
事
実
が
証
明
さ
れ
な
か
つ
た
場
合
、
そ
の
事
実
に

つ
き
立
証
責
任
を
負
う
者
の
不
利
益
に
お
い
て
裁
判
が
な
さ
れ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
要
証
事
実
の
証
明
あ
り
た
る
場
合
に
は
立
証
責

任
の
問
題
を
生
ず
る
余
地
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
は
、
事
実
認
定
を
「
証
明
あ
り
た
る
場
合
」
と
「
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
」
の

二
つ
の
場
合
に
限
定
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
司
法
研
修
所
で
用
い
ら
れ
る
教
科
書
（
五
訂
民
事
判
決
起
案
の
手
び
き
）
と
全
く
共
通
し
て
い
る
、

旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
52
）　

見
方
を
変
え
れ
ば
、
要
件
事
実
論
の
考
え
方
で
は
、
本
来
、
証
明
責
任
を
問
題
に
す
る
必
要
の
な
い
確
定
的
に
偽
と
認
定
で
き
る
ケ
ー
ス
を
、

証
明
責
任
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
事
実
の
主
張
が
確
定
的
に
偽
と
認
定
で
き
る
場
合
も
、
そ
の
事
実
が
立

証
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
53
）　

裁
判
官
が
反
対
事
実
の
心
証
を
得
て
も
証
明
責
任
判
決
を
下
す
こ
と
に
な
る
。

（
54
）　

松
本
博
之
「
証
明
責
任
の
分
配
」（
有
斐
閣
）
三
一
頁
以
降
で
は
、E. Schneider

（
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
）
の
説
等
を
紹
介
し
、
こ
の
西
ド
イ
ツ

の
少
数
説
が
、
よ
り
徹
底
し
た
形
で
我
が
国
の
実
務
家
（
司
法
研
修
所
編
「
六
訂
民
事
判
決
起
案
の
手
び
き
」（
一
九
七
八
年
）
七
六
頁
を
引
用
し

て
い
る
）
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
驚
く
べ
き
事
実
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
55
）　

岡
口
・「
要
件
事
実
入
門
」（
創
耕
舎
）
二
一
頁
で
は
、「
要
件
事
実
論
の
基
本
概
念
に
つ
い
て
の
定
義
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
疑
義
を
抱

か
せ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。」
と
述
べ
、
立
証
責
任
の
定
義
に
「
主
要
事
実
の
不
存
在
が
立
証
さ
れ
た
場
合
の
不
利
益
」
を
含
む
も
の

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
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（
56
）　

小
林
秀
之
「
新
証
拠
法
第
二
版
」（
弘
文
堂
）
一
七
〇
頁
参
照
。
そ
の
注
（
33
）
に
て
、
岩
松
三
郎
＝
兼
子
一
編
・
法
律
実
務
講
座
民
事
訴
訟

編
第
五
巻
一
一
九
頁
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
57
）　

判
例
タ
イ
ム
ズN

o.679

、
九
〇
頁

（
58
）　

た
と
え
、
語
り
得
る
以
上
の
こ
と
を
知
り
得
る
も
の
と
し
て
も
、
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
一
般
的
に
は
言
語
的
に
表

現
し
難
い
こ
と
で
も
実
践
的
に
は
苦
も
な
く
実
行
さ
れ
て
い
る
。

（
59
）　

伊
藤
滋
夫
「
要
件
事
実
と
実
体
法
断
想
（
上
）」
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.945

、
一
一
〇
―
一
一
一
頁

（
60
）　

並
木
茂
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
主
張
と
証
明
の
法
理
（
下
）」
判
例
タ
イ
ム
ズN

o.646

、
六
頁

（
61
）　

伊
藤
滋
夫
「
事
実
認
定
の
基
礎
」（
有
斐
閣
）
一
五
六
頁
、「
証
明
度
と
い
う
用
語
は
、
二
つ
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」

と
し
「
要
証
事
実
の
存
在
を
肯
定
す
る
た
め
に
最
低
限
必
要
と
さ
れ
る
証
明
の
程
度
と
い
う
意
味
と
、
こ
の
よ
う
な
要
証
事
実
の
存
在
に
つ
い
て
こ

れ
を
肯
定
す
る
方
向
へ
証
拠
で
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
程
度
そ
の
も
の
を
い
う
意
味
と
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

（
62
）　

三
木
浩
一
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
手
続
運
営
の
理
論
」（
有
斐
閣
）
四
四
一
頁
は
、「
証
明
責
任
が
機
能
す
る
領
域
は
、
二
〇
％
か
ら
八
〇
％
の

間
に
お
け
る
六
〇
％
の
領
域
部
分
と
な
る
」
と
述
べ
、
六
〇
％
も
の
領
域
を
「
証
明
責
任
に
委
ね
る
の
は
、
真
実
発
見
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て

あ
ま
り
に
も
不
合
理
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

　
　

仮
に
、
証
明
度
に
つ
い
て
高
度
の
蓋
然
性
説
を
採
ら
な
け
れ
ば
（
た
と
え
ば
六
〇
％
程
度
の
蓋
然
性
で
足
り
る
と
い
う
説
を
採
れ
ば
）、
要
件
事

実
論
の
考
え
方
を
前
提
と
し
て
も
証
明
責
任
の
分
配
に
よ
る
格
差
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
63
）　

松
本
博
之
「
証
明
責
任
の
分
配
」（
有
斐
閣
）
五
頁
で
は
、「
証
明
度
の
問
題
は
、
証
明
責
任
の
問
題
と
は
異
な
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
両

者
は
実
際
上
、
関
連
性
を
有
す
る
。
証
明
度
が
高
く
設
定
さ
れ
る
と
、
こ
れ
に
応
じ
た
高
い
解
明
可
能
性
が
存
在
し
な
い
限
り
、
証
明
責
任
判
決
の

余
地
が
広
く
な
り
、
証
明
度
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
、
証
明
責
任
判
決
は
少
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
64
）　

伊
藤
眞
「
証
明
度
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
手
続
的
正
義
と
実
体
的
真
実
の
調
和
を
求
め
て
―
」
判
例
タ
イ
ム
ズN

o.1098

、
四
―
一
三
頁
。「
最

高
裁
判
例
や
下
級
審
裁
判
例
を
い
く
つ
か
み
て
参
り
ま
し
た
が
、
高
度
の
蓋
然
性
と
い
う
証
明
度
の
抽
象
的
基
準
こ
そ
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

実
際
に
は
、
優
越
的
蓋
然
性
が
あ
れ
ば
主
張
事
実
が
認
め
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
ま
た
、
証
明
が
な
い
と
し
て
主
張
事
実
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
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優
越
的
蓋
然
性
に
も
達
し
な
い
、
フ
ィ
フ
テ
ィ
・
フ
ィ
フ
テ
ィ
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
私
の
分
析
結
果
で
す
。」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

（
65
）　

須
藤
典
明
（
東
京
高
裁
部
総
括
判
事
）「
信
頼
さ
れ
る
民
事
裁
判
の
た
め
に
」
金
融
・
商
事
判
例N

o.1450

／
二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
日
号
一
頁
。

「
高
度
の
蓋
然
性
と
い
う
原
則
的
証
明
度
の
在
り
方
を
再
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
66
）　

小
林
秀
之
「
新
証
拠
法
」（
第
二
版
）
七
一
頁
「
ア
メ
リ
カ
法
の
段
階
的
証
明
度
」
の
段
落
参
照
。

（
67
）　

加
藤
新
太
郎
「
民
事
事
実
認
定
論
」（
弘
文
堂
）
六
三
頁
参
照
。

（
68
）　

野
矢
茂
樹
「
語
り
得
ぬ
も
の
を
語
る
」（
講
談
社
）
一
〇
五
頁
参
照

（
69
）　

伊
藤
・「
要
件
事
実
の
基
礎
」（
有
斐
閣
）
二
一
五
―
二
一
六
頁

（
70
）　

伊
藤
・
前
掲
二
一
六
頁

（
71
）　

司
法
研
修
所
編
「
新
問
題
研
究
要
件
事
実
」（
法
曹
会
）
一
頁
。
な
お
、
同
書
七
頁
に
は
、
上
述
の
白
表
紙
と
同
様
の
立
証
責
任
の
定
義
が
な

さ
れ
て
い
る
が
、「
客
観
的
立
証
責
任
と
同
義
」
と
の
補
足
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
72
）　

高
橋
・
前
掲
五
四
一
頁

（
73
）　

高
橋
・
前
掲
五
二
〇
頁

（
74
）　

春
日
・「
証
明
責
任
論
の
一
視
点
」
判
例
タ
イ
ム
ズN

o.350

、
一
〇
五
頁

（
75
）　

春
日
・
前
掲
一
〇
五
頁

（
76
）　

高
橋
・
前
掲
五
四
三
頁

（
77
）　

高
橋
・
前
掲
五
四
二
頁

（
78
）　

春
日
・「
証
明
責
任
論
の
一
視
点
」
一
一
〇
頁
参
照
。「
西
ド
イ
ツ
の
最
近
の
学
説
は
、
実
体
法
上
、
あ
る
事
実
が
権
利
根
拠
事
実
で
あ
る
こ
と

は
、
そ
の
不
存
在
が
権
利
障
害
事
実
で
あ
る
こ
と
と
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
」
と
要
約
さ
れ
て
い
る
。

（
79
）　

反
対
説
と
し
て
、
笠
井
正
俊
「
行
政
事
件
訴
訟
に
お
け
る
証
明
責
任
・
要
件
事
実
」。
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
証
明
責
任
の
具
体
的
な
分
配
や

要
件
事
実
の
構
成
は
、
民
法
等
の
実
体
法
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
法
学
論
叢
一
六
四
巻
一
―
六
号
京
都
大
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学
法
學
會
平
成
二
一
年
三
月　

三
二
四
頁

（
80
）　
「
均
等
論
と
は
、
第
三
者
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
ク
レ
ー
ム
の
範
囲
（
特
許
請
求
の
範
囲
）
を
文
言
そ
の
も
の
か

ら
あ
る
程
度
拡
張
解
釈
を
し
て
特
許
発
明
の
適
切
な
保
護
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。」
中
山
信
弘
「
工
業
所
有
権
法
上
特
許
法
第
二
版
増
補

版
」
三
九
一
頁
（
弘
文
堂
）「
特
許
法
」
三
九
七
頁

（
81
）　

竹
田
稔
「
知
的
財
産
権
訴
訟
要
論
」（
特
許
・
意
匠
・
商
標
編
）
八
四
頁

（
82
）　

竹
田
・
前
掲
一
〇
一
頁

（
83
）　
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
」（
民
事
篇
・
平
成
一
〇
年
度
・
上
・
三
村
量
一
［
ボ
ー
ル
ス
プ
ラ
イ
ン
軸
受
事
件
］）
一
五
九
頁
。
均
等
の
各
要
件

の
主
張
立
証
責
任
に
つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
84
）　

東
京
地
判
平
成
一
〇
年
一
〇
月
七
日
判
時
一
六
五
七
号
一
二
二
頁
、
判
タ
九
八
七
号
二
五
五
頁
［
負
荷
装
置
シ
ス
テ
ム
事
件
］

（
85
）　

大
江
忠
「
要
件
事
実
知
的
財
産
法
」（
第
一
法
規
）
一
三
三
〜
一
三
七
頁
も
、
⑴
か
ら
⑶
ま
で
を
請
求
原
因
と
し
て
、
⑷
と
⑸
を
抗
弁
に
分
類

し
て
、
説
明
し
て
い
る
。

（
86
）　

三
村
・
前
掲
一
六
二
頁　

な
お
、
梅
本
吉
彦
「
民
事
訴
訟
法
（
第
四
版
）」
信
山
社
七
八
三
頁
参
照
。
こ
の
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
の
立
場
を
、

証
明
責
任
と
主
張
責
任
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
両
者
は
一
致
す
る
と
し
つ
つ
、
訴
え
の
有
理
性
の
視
点
か
ら
不
一
致
を
生
じ
る
場
合
を
認
め
る
説

に
分
類
し
て
い
る
。

（
87
）　

商
標
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
、
商
標
的
使
用
で
は
な
い
、
と
争
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
通
常
、
抗
弁
と
解
さ
れ
て
い
る
。

原
告
（
商
標
権
者
）
の
商
標
法
二
条
三
項
の
「
使
用
」
に
該
当
す
る
と
の
主
張
（
た
と
え
ば
被
告
は
商
品
に
標
章
を
付
し
た
も
の
を
譲
渡
し
て
い
る
、

な
ど
）
に
は
、
通
常
、
商
標
的
に
使
用
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
主
張
責
任
と
立
証
責
任
が
分
裂
す
る
こ
と

に
な
り
得
る
。「
但
し
、
商
標
的
な
使
用
で
は
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
い
う
条
項
は
な
い
。

（
88
）　

高
橋
・
前
掲
五
二
〇
頁
参
照

（
89
）　

も
っ
と
も
、
民
法
に
も
証
明
を
要
件
と
す
る
条
文
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
民
法
一
一
七
条
一
項
は
、
行
為
規
範
と
し
て
は
、
他
人
の
代
理
を
し

よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
代
理
権
を
証
明
で
き
る
よ
う
に
し
て
か
ら
す
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、



要
件
事
実
論
の
憂
鬱
（
永
島
）

一
八
九

民
法
四
一
九
条
二
項
は
、
損
害
の
証
明
を
不
要
と
し
て
い
る
。

（
90
）　

た
と
え
ば
、「
よ
い
子
に
し
て
い
た
か
」
と
子
に
問
う
父
は
い
て
も
、「
よ
い
子
に
し
て
い
た
と
証
明
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
か
」
と
言
う
父

は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
91
）　

三
木
浩
一
・
山
本
和
彦
編
「
民
事
訴
訟
法
の
改
正
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
二
〇
一
二
年
一
二
月　

一
七
頁
以
下

（
92
）　

最
判
平
成
四
年
一
〇
月
二
九
日
民
集
四
六
巻
七
号
一
一
七
四
頁

（
93
）　

最
判
平
成
七
年
一
月
二
七
日
民
集
四
九
巻
一
号
五
六
頁

（
94
）　

伊
藤
滋
夫
編
「
要
件
事
実
の
機
能
と
事
案
の
解
明
」
八
四
頁

（
95
）　

大
江
忠
「
要
件
事
実
知
的
財
産
法
」（
第
一
法
規
）

（
96
）　

大
江
忠
「
要
件
事
実
会
社
法
」（
商
事
法
務
）

（
97
）　

岡
口
基
一
「
要
件
事
実
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
ぎ
ょ
う
せ
い
）

（
98
）　

伊
藤
滋
夫
「
環
境
法
の
要
件
事
実
」（
日
本
評
論
社
）

（
99
）　

高
橋
・
前
掲
五
二
〇
頁

（
（11
）　

三
木
浩
一
著
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
手
続
運
営
の
理
論
」
一
七
頁
で
は
「
当
事
者
ま
た
は
弁
護
士
に
対
し
、
証
明
責
任
を
負
わ
な
い
事
実
に
関

す
る
一
定
の
情
報
の
開
示
や
関
連
す
る
証
拠
の
提
出
な
ど
を
、
事
実
上
の
強
制
に
近
い
形
で
求
め
る
こ
と
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
訴
訟
の
審
理
（
の

い
わ
ば
現
場
）
で
は
、
裁
判
官
や
訴
訟
審
理
に
公
共
的
役
割
を
果
た
す
代
理
人
弁
護
士
に
よ
っ
て
「
そ
う
い
う
世
界
」
を
助
長
し
な
い
工
夫
が
な
さ

れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
現
場
の
事
実
上
の
工
夫
で
対
処
で
き
る
範
囲
を
超
え
て
い
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。

（
（1（
）　

し
ば
し
ば
証
明
で
き
な
く
な
る
状
態
の
こ
と
を
一
般
に
は
「
言
っ
た
言
わ
な
い
の
問
題
」
と
表
現
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
（10
）　

た
と
え
ば
「
私
を
産
ん
だ
母
は
こ
の
世
に
存
在
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
言
明
は
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。

（
（10
）　

な
お
、
本
来
、
立
証
の
成
否
の
問
題
と
認
定
の
真
偽
の
問
題
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
事
実
で
あ
っ
て
も
立
証
に
失
敗
す
る
こ
と
も
あ

り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
認
定
の
外
側
に
あ
る
は
ず
の
事
実
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
認
定
の
真
偽
も
問
題
に
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
訴
訟
を
、
訴
訟
外

の
世
界
と
切
り
離
す
と
い
う
意
味
で
ゲ
ー
ム
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
的
を
射
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

一
九
一

れ
て
い
な
い
。

　

筆
者
は
、
二
〇
一
四
年
八
月
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ー
ク
ラ
ン
ド

大
学
を
訪
問
し
、
同
校
の
好
意
で
、
同
国
の
初
期
の
歴
史
に
掛
か
る
様
々

な
文
献
に
目
を
通
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の

文
献
を
通
し
て
知
る
こ
と
の
で
き
た
、
同
国
に
お
け
る
初
期
の
憲
法
の
発

展
過
程
に
関
し
て
紹
介
す
る
。

一　

ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約

　

今
日
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
の
最
初
の
頁
を
飾
る
の
は
、
ワ
イ
タ

ン
ギ
条
約
（T

reaty of W
aitangi, 

マ
オ
リ
語
で
は T

e T
iriti o 

W
aitangi

と
い
う
。）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
八
四
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
王

と
マ
オ
リ
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
条
約
で
あ
る
。

［
は
じ
め
に
］

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
は
、
硬
性
憲
法
は
存
在
し
な
い
。
ワ
イ
タ
ン
ギ

条
約
、
一
九
八
六
年
憲
法
法
（T

he Constitution A
ct 1986

）
等
議
会

が
制
定
し
た
一
連
の
法
令
、
評
議
会
命
令
（O

rders in Council

）、
特

許
状
（Letters patent

）、
裁
判
所
判
決
及
び
不
文
の
憲
法
慣
行
な
ど
が
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
成
文
化
さ
れ
て
い
な
い
憲
法
を
構
成
し
て
い
る
と

さ
れ
る

（
１
）。

　

こ
の
よ
う
な
軟
性
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、
憲
法
の
形
成
過
程
を
正
確

に
把
握
し
な
い
限
り
、
現
行
憲
法
に
つ
い
て
も
正
確
な
理
解
を
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
現
行
憲
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

様
々
な
本
で
、
比
較
的
よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
初
期
の
憲
法
史
に
つ

い
て
は
、
そ
う
し
た
本
に
お
い
て
す
ら
、
か
な
り
不
正
確
な
紹
介
し
か
さ

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史

甲
　
　
斐
　
　
素
　
　
直



一
九
二

ン
ド
の
呼
称
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
。

　

つ
い
で
、
一
七
六
八
年
一
〇
月
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ク
ッ
ク
（Jam

es 
Cook

）
が
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
水
先
案
内
人
に
よ
り
到
来
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
へ
の
上
陸
を
果
た
し
た
。
ク
ッ
ク
は
、
マ
オ
リ
族
と
の
友
好
関
係

を
築
く
の
に
成
功
し
た
。

　

同
じ
航
海
で
、
ク
ッ
ク
が
発
見
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
、
一
七
八

八
年
に
英
国
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
（N

ew
 South 

W
ales

）
植
民
地
が
開
設
さ
れ
た
。
そ
の
際
の
勅
許
状
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
点
の
植
民
地
政
府
は
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
に
は
何
の
関
心
も
持
た
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
実
効
支

配
を
伴
う
も
の
で
は
無
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
時
期
以
降
、
交
易
や
捕
鯨
な
ど
を
目
的
と
し
て
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
欧
州
人
が
来
訪
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
り

発
生
し
た
、
文
化
面
で
の
大
変
化
は
一
八
〇
七
年
以
降
、
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃

が
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
マ
オ
リ
は
、

遠
距
離
兵
器
と
し
て
は
投
げ
槍
（
マ
オ
リ
語
でT

ao

）
し
か
も
っ
て
い
な

か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
わ
が
国
戦
国
期
と
同
様
、
マ
オ
リ
は
銃
を
熱
狂
的

に
受
け
入
れ
、
マ
オ
リ
同
士
の
戦
争
形
態
に
も
大
き
な
変
革
が
起
こ
っ
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
マ
オ
リ
に
は
、
わ
が
国
の
織
田
信
長
や
ハ

ワ
イ
の
カ
メ
ハ
メ
ハ
大
王
の
よ
う
な
傑
出
し
た
人
物
が
現
れ
な
か
っ
た
た

め
、
殺
傷
力
の
高
い
武
器
の
出
現
は
、
国
土
を
統
一
す
る
政
権
を
作
り
出

（
一
）　
前
史

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
最
初
に
到
来
し
た
人
類
は
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
は
偉
大
な
航
海
者
で
、
北
は

ハ
ワ
イ
諸
島
、
東
は
イ
ー
ス
タ
ー
島
、
そ
し
て
南
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

に
い
た
る
広
大
な
海
域
を
カ
ヌ
ー
で
自
在
に
漕
ぎ
渡
っ
て
い
た
。
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
に
彼
ら
が
到
来
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
正
確
な
記
録
は
存
在

し
な
い
が
、
言
語
学
的
な
推
定
と
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
残
る
遺
跡
の

放
射
性
炭
素
年
代
測
定
か
ら
、
最
初
の
渡
来
は
、
お
よ
そ
一
〇
世
紀
～
一

一
世
紀
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
四
世
紀
頃
に
、
再
度
の

大
移
住
が
あ
っ
た

（
２
）。

そ
れ
が
、
今
日
、
マ
オ
リ
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
る

（
３
）。

彼
ら
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
ア
オ
テ
ア
ロ
ア
（A

otearoa

：「
長
い

白
い
雲
の
地
」
の
意
味
）
と
呼
ん
だ
。
今
日
、
公
用
語
の
一
つ
と
さ
れ
る
、

マ
オ
リ
語
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
正
式
国
名
で
も
あ
る
。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
初
め
て
発
見
し
た
の

は
、
今
も
タ
ス
マ
ニ
ア
島
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

を
隔
て
る
タ
ス
マ
ン
海
に
そ
の
名
を
残
す
オ
ラ
ン
ダ
人
、
タ
ス
マ
ン
（A

bel 
Janszoon T

asm
an

）
で
、
一
六
四
二
年
一
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た

（
４
）。

し

か
し
、
上
陸
を
試
み
た
際
、
船
員
四
人
が
マ
オ
リ
に
殺
さ
れ
た
た
め
、
上

陸
は
し
て
い
な
い
。
タ
ス
マ
ン
は
こ
の
陸
地
に
故
国
オ
ラ
ン
ダ
の
州
の
一

つ
、
ゼ
ー
ラ
ン
ド
（Zeeland

）
に
ち
な
み
、
ノ
ヴ
ァ
・
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ

ア
（N

ova Zeelandia

）
と
名
付
け
た
。
こ
れ
が
現
在
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

一
九
三

し
た
後
も
、
欧
州
に
戻
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
八
三
一
年
に
英
国
に
戻
っ

た
際
、
バ
ズ
ビ
ー
は
『
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
に
関
す
る
真
実
の
情
報
』
と
い
う
書
を
刊
行
し
た

（
６
）。

同
書
は
、
バ
ズ
ビ
ー

の
書
い
た
四
本
の
論
文
と
、
他
者
の
書
い
た
二
本
の
付
録
報
告
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
四
論
文
の
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
島
に
関
す
る

簡
単
な
記
録

（
７
）」

が
、
彼
自
身
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
運
命
を
変
え
る
こ

と
に
な
っ
た
。
一
六
頁
ほ
ど
の
こ
の
小
論
文
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の

点
を
指
摘
し
て
い
た
。

す
方
向
へ
は
作
用
せ
ず
、
単
に
抗
争
激
化
に
よ
る
マ
オ
リ
人
口
の
減
少
を

招
い
た
だ
け
に
終
わ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
時
期
以
降
に
欧
州
人
が
持
ち

込
ん
だ
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
赤
痢
、
百
日
咳
、
は
し
か
、
チ
フ
ス
と
い
っ

た
疾
病
も
、
マ
オ
リ
の
人
口
減
少
を
招
い
た
。

　

一
八
三
〇
年
ま
で
に
、
約
二
、〇
〇
〇
人
の
欧
州
人
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
北
島
北
端
に
近
い
、
天
然
の
良

港
で
あ
る
ア
イ
ラ
ン
ズ
湾
（Islands Bay

）
に
面
し
た
コ
ロ
ラ
レ
カ

（K
ororareka

、
一
八
四
二
年
にRussell

と
名
称
変
更
）
は
、
そ
の
時

点
に
お
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
最
大
の
欧
州
人
の
町
で
あ
っ
た
。

欧
州
人
の
多
く
は
、
無
法
な
船
乗
り
や
一
攫
千
金
を
夢
見
た
山
師
で
あ
っ

た
た
め
、
同
地
の
治
安
は
「
太
平
洋
の
災
厄
（T

he scourge of the 
Pacific

）」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
乱
れ
て
い
た
と
い
う

（
５
）。

　

英
国
教
会
伝
道
協
会
（Church M

issionary Society
＝CM

S

）
の

マ
ー
ス
デ
ン
（Sam

uel M
arsden

）
牧
師
は
、
一
八
一
四
年
に
こ
の
地

を
訪
れ
、
最
初
の
教
会
を
そ
こ
に
建
設
し
、
以
後
、
Ｃ
Ｍ
Ｓ
は
、
マ
オ
リ

族
の
教
化
に
努
め
る
と
共
に
、
彼
ら
を
無
法
な
欧
州
人
達
か
ら
保
護
す
る

た
め
に
も
努
力
し
た
。

　

バ
ズ
ビ
ー
（Jam

es Busby

）
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ワ
イ
ン
産
業

の
父
（Father of the A

ustralian w
ine Industry

）
と
し
て
知
ら
れ

る
人
物
で
あ
る
。
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ス
ペ
イ
ン
か
ら
葡
萄
の
苗
を
入
手

し
た
り
、
栽
培
技
術
を
習
得
し
た
り
す
る
為
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
入
植
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た
ン
ガ
イ
・
タ
フ
の
部
落
の
傍
に
、
麻
の
取
引
を
装
っ
て
停
泊
し
た
。
こ

の
当
時
、
南
島
に
は
麻
の
買
い
付
け
の
為
、
多
数
の
英
国
船
が
行
く
よ
う

に
な
っ
て
い
た
た
め
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
号
が
停
泊
し
て
も
、
ン
ガ
イ
・
タ
フ

に
は
不
審
に
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
船
長
は
、
ン
ガ
イ
・
タ

フ
の
首
長
テ
・
マ
イ
ハ
ラ
ヌ
イ
（T

e M
aiharanui

）
と
そ
の
妻
子
を
船

上
に
招
待
し
た
。
彼
ら
は
そ
の
招
待
に
応
じ
た
結
果
、
容
易
に
テ
・
ラ
ウ

パ
ラ
ハ
の
捕
虜
と
な
っ
た
。
夜
陰
に
乗
じ
て
上
陸
し
た
テ
・
ラ
ウ
パ
ラ
ハ

以
下
の
戦
士
は
、
オ
ナ
ウ
ェ
部
落
を
襲
撃
し
た
。
こ
の
襲
撃
で
、
部
落
民

数
百
人
が
殺
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
当
時
の
マ
オ
リ
の
風
習
に

従
い
、
北
島
に
戻
っ
た
後
、
捕
虜
の
う
ち
、
女
は
奴
隷
と
さ
れ
、
男
は
屠

殺
さ
れ
て
祝
宴
の
食
糧
と
な
っ
た）

（1
（

。

　

こ
の
時
点
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
英
国
人
を
管
轄
し
て
い
た
の
は
、

上
述
の
と
お
り
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
総
督
で
あ
っ
た
。
シ
ド
ニ
ー

帰
港
後
、
同
船
の
乗
組
員
が
官
憲
に
こ
の
事
件
を
告
発
し
た
た
め
、
ス

チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、
こ
の
虐
殺
事
件
の
共
犯
と
し
て
シ
ド
ニ
ー
で
裁
判
に
掛

け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ン
ガ
イ
・
タ
フ
の
証
人
は
異
教
徒
で
あ
る
た
め
宣

誓
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
証
人
と
し
て
採
用
さ
れ
な

か
っ
た
結
果
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、
罰
を
免
れ
た
。

　

こ
の
事
件
紹
介
を
受
け
て
の
結
論
と
し
て
、
バ
ズ
ビ
ー
は
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
商
人
達
は
、
こ
の
国
は
、
英
国
臣
民
の
貿
易
を
守
る
た
め
に
英
国

に
よ
っ
て
領
有
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
権
威
は
英
国
人
と
ニ
ュ
ー

　

第
一
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
産
の
麻

（
８
）の

重
要
性
で
あ
る
。
こ
の
麻
を

原
料
に
し
て
シ
ド
ニ
ー
で
製
造
さ
れ
て
い
た
ロ
ー
プ
は
、
最
高
の
品
質
で
、

当
時
、
世
界
の
海
を
支
配
し
て
い
た
木
造
帆
船
を
走
ら
せ
る
た
め
に
は
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
、
シ
ド
ニ
ー
か
ら
の
欧
州
諸
国
へ
の
輸

出
を
確
保
す
る
為
に
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
の
交
易
は
絶
対
的
に
必

要
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
バ
ズ
ビ
ー
は
詳
細
な
数
字
を
上
げ
て
論
証
し

て
い
る
。

　

第
二
に
、
バ
ズ
ビ
ー
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
原
住
民
、
即
ち
マ
オ
リ

の
風
俗
・
習
慣
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
一

八
三
〇
年
に
発
生
し
た
オ
ナ
ウ
ェ
虐
殺
事
件
（O

naw
e M

assacre

）
に

つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
、
マ
オ
リ
同
士
の
紛
争
に
、
英
国

船
長
が
介
入
し
た
た
め
に
、
大
虐
殺
事
件
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
次
の
様
な
事
件
で
あ
っ
た（

９
）。

　

北
島
の
ン
ガ
チ
・
ト
ア
（N

gati T
oa

）
族
は
、
南
島
へ
の
侵
略
を
一

八
二
七
年
に
試
み
た
が
、
ン
ガ
イ
・
タ
フ
（N

gai T
ahu

）
族
に
手
ひ
ど

く
撃
退
さ
れ
、
首
長
は
戦
死
し
た）

（1
（

。
そ
こ
で
、
ン
ガ
チ
・
ト
ア
の
新
首
長

で
あ
る
テ
・
ラ
ウ
パ
ラ
ハ
（T

e Rauparaha

）
は
、
一
八
三
〇
年
に
、

報
復）

（（
（

の
た
め
、
英
国
の
船
長
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
（John Stew

art

）
の
指
揮

す
る
ブ
リ
ッ
グ
船
エ
リ
ザ
ベ
ス
号
を
、
麻
五
〇
ト
ン
を
引
き
渡
す
条
件
で

チ
ャ
ー
タ
ー
し
た）

（1
（

。
エ
リ
ザ
ベ
ス
号
は
、
一
六
〇
人
の
マ
オ
リ
戦
士
を
船

内
に
隠
し
て
、
今
日
の
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
市
近
く
の
オ
ナ
ウ
ェ
に
あ
っ
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T
ribes

’ flag

）
の
制
定
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
れ
に
は
、
直
接
の
狙
い
と

間
接
の
狙
い
が
あ
っ
た
。
直
接
的
に
は
、
当
時
の
英
国
航
海
法
は
、
所
属

す
る
国
の
旗
を
立
て
て
い
な
い
船
の
、
英
国
や
そ
の
植
民
地
へ
の
入
港
を

禁
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
英
国
植
民
地
で
は
無
い
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

は
、
英
国
旗
を
掲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
貿
易
関
係
を
深
め
る
に
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
の
旗
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
で
作
ら
れ
た
船
で
、
旗
を

掲
げ
る
こ
と
な
く
シ
ド
ニ
ー
に
入
港
し

た
と
し
て
、
逮
捕
さ
れ
、
船
を
没
収
さ

れ
る
と
い
う
事
件
も
起
こ
っ
て
い
た）

（1
（

。

間
接
的
に
は
、
統
一
的
な
旗
を
つ
く
る

こ
と
で
、
マ
オ
リ
が
部
族
対
立
を
超
え

て
、
統
一
意
識
を
持
つ
こ
と
を
狙
っ
た

の
で
あ
る
。
彼
は
、
Ｃ
Ｍ
Ｓ
宣
教
師
の

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（H

enry W
illiam

s

）

に
依
頼
し
、
三
種
類
の
旗
を
デ
ザ
イ
ン

さ
せ
た
。

　

一
八
三
四
年
三
月
、
バ
ズ
ビ
ー
は
、

ワ
イ
タ
ン
ギ
の
自
宅
前
の
広
場
に
、
近

隣
に
住
む
マ
オ
リ
の
首
長
三
〇
人
を
集

ジ
ー
ラ
ン
ド
人
が
相
互
に
守
ら
れ
る
よ
う
に
形
作
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え

て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
と
し
た
。

　

第
三
に
、
バ
ズ
ビ
ー
は
、
一
八
二
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
船
が
測
量
の
た
め

に
来
訪
し
て
い
る
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
が
積
極
的
な
進
出
を
図
っ
て
お
り
、

同
国
が
恒
久
的
な
領
有
を
宣
言
す
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

こ
の
バ
ズ
ビ
ー
の
論
文
を
読
ん
だ
英
国
政
府
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

に
、
英
国
と
し
て
法
と
秩
序
を
も
た
ら
す
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
、
一
八

三
三
年
五
月
、
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
し
て
い
た
バ
ズ
ビ
ー
を
初
代
の
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
駐
在
弁
務
官
（Resident
）
と
し
て
任
命
し
、
そ
の
対
応
に

あ
た
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
英
国
政
府
が
行
っ
た
の
は
バ
ズ
ビ
ー

の
任
命
だ
け
で
あ
っ
た
。
バ
ズ
ビ
ー
に
は
、
無
法
な
欧
州
人
達
を
制
御
す

る
法
的
権
限
も
、
軍
事
的
支
援
そ
の
他
の
有
効
な
手
段
も
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
。

　

バ
ズ
ビ
ー
は
、
ア
イ
ラ
ン
ズ
湾
（Bay of Islands

）
を
挟
ん
で
コ
ロ

ラ
レ
カ
の
対
岸
に
位
置
す
る
ワ
イ
タ
ン
ギ
（W

aitangi

）
に
一
八
三
三
年

に
到
着
し
、
そ
こ
に
自
宅
を
建
設
し
た）

（1
（

。
バ
ズ
ビ
ー
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
に
法
と
秩
序
を
も
た
ら
す
手
段
と
し
て
、
マ
オ
リ
に
連
合
国
家
を
作

ら
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
織
田
信
長
や
カ
メ
ハ
メ
ハ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

歴
史
の
中
で
果
た
し
た
役
割
を
、
外
部
か
ら
の
来
訪
者
で
あ
る
彼
が
、
間

接
的
に
果
た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
バ
ズ
ビ
ー
は
ま
ず
マ
オ
リ
部
族
連
合
旗
（U

nited 
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部
族
連
合
が
保
有
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
ま
た
、
法
は
、
議
会
（hui-

huinga – congress

）
に
依
っ
て
制
定
さ
れ
る
こ
と
も
宣
言
し
て
い
る
。

　

第
三
条
は
、
議
会
は
、
毎
年
秋
に
開
催
さ
れ
、
議
会
が
法
を
形
成
し
、

司
法
権
を
行
使
し
、
平
和
を
維
持
し
、
秩
序
を
確
立
し
、
貿
易
を
規
制
す

る
権
限
を
有
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
議
会
は
、
こ
の
時
点
で
議
会

に
参
加
し
て
い
な
い
南
部
の
部
族
を
招
待
し
て
い
る
。

　

第
四
条
は
、
こ
の
宣
言
の
写
し
は
、
英
国
に
送
付
さ
れ
、
英
国
王
に
、

部
族
旗
を
承
認
し
た
こ
と
に
感
謝
す
る
と
共
に
、
こ
の
誕
生
し
た
ば
か
り

の
国
の
後
見
人
と
な
る
事
を
求
め
て
い
る
。

　

ワ
イ
タ
ン
ギ
に
集
ま
っ
た
首
長
達
は
こ
の
宣
言
に
署
名
し
、
一
八
三
五

年
一
〇
月
二
五
日
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
北
島
の
北
部
地
方
に
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
部
族
連
合
国
が
誕
生
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
を
無
主
の
土
地
と
し
て
、
領
有
を
狙
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
野
望
は

押
さ
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
二
）　
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
の
調
印

　

現
在
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
を
構
成
す
る
一
連
の
成
文
法
の
中
で
、

最
も
古
い
も
の
が
、
一
八
四
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
で
、

英
国
と
マ
オ
リ
の
間
に
締
結
さ
れ
た
条
約
で
あ
る
。
英
国
を
代
表
し
て
、

ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
に
調
印
し
た
の
は
、
そ
の
時
点
で
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー

ル
ズ
植
民
地
副
総
督
（lieutenant governor

）
と
い
う
地
位
に
あ
っ
た

め
、
用
意
し
た
三
種
の
デ
ザ
イ
ン
の
国
旗
か
ら
、
そ
の
一
つ
を
選
ぶ
よ
う

に
求
め
た
。
首
長
達
が
多
数
決
で
選
ん
だ
の
は
、
白
地
に
赤
の
十
字
の
旗

（
通
常
セ
ン
ト
ジ
ョ
ー
ジ
の
旗
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
の
、
左
上
端
が
青
地

に
な
り
、
そ
こ
が
さ
ら
に
小
さ
な
赤
い
十
字
で
四
つ
に
区
切
ら
れ
、
そ
こ

に
一
つ
宛
八
芒
星
が
白
地
で
配
さ
れ
て
い
る
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
バ
ズ
ビ
ー

は
、
こ
の
共
通
の
旗
印
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
異
な
る
部
族
が
共
同
し
て

活
動
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
狙
っ
た
の
で
あ
る
。

　

翌
一
八
三
五
年
一
〇
月
、
バ
ズ
ビ
ー
は
、
再
び
ワ
イ
タ
ン
ギ
に
首
長
達

を
集
め
た
。
今
度
は
三
五
名
が
集
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
バ
ズ
ビ
ー
は
、
予

め
用
意
し
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
部
族
連
合
国
の
独
立
宣
言
書
（H

e 
W

hakaputanga – D
eclaration of Independence

）
に
、
首
長
達
の

署
名
を
求
め
た）

（1
（

。

　

独
立
宣
言
書
は
、
次
の
四
つ
の
条
文
か
ら
な
っ
て
い
た
。
正
文
は
マ
オ

リ
語
で
書
か
れ
、
ま
た
、
そ
の
写
し
は
英
語
で
書
か
れ
て
い
た）

（1
（

。

　

第
一
条
は
、
首
長
達
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
独
立
国
（w

henua 
rangatira – independent state

）
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
首
長
達

は
自
ら
を
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
部
族
連
合
（te W

akam
inenga o nga 

H
apu o N

u T
irene – the U

nited T
ribes of N

ew
 Zealand

）
と
呼

ぶ
こ
と
も
宣
言
し
て
い
る
。

　

第
二
条
は
、
国
家
の
主
権
（kingitanga – sovereign pow

er

）
及

び
国
土
の
支
配
権
（m

ana i te w
enua – authority in the land

）
は
、
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ホ
ブ
ソ
ン
（W

illiam
 H

obson

）
で
あ
っ
た
。

　

ホ
ブ
ソ
ン
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
英
海
士
官
で
あ
っ
た）

（1
（

。
彼
は
、

艦
長
身
分
に
昇
格
後
、
六
年
も
の
間
、
後
援
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
艦

を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
後
に
海
軍
長
官
（first lord com

-
m

issioner of the A
dm

iralty

）
に
な
る
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
卿
（George 

Eden, 1st Earl of A
uckland

）
は
、
彼
を
後
援
し
、
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦

ラ
ト
ル
ス
ネ
ー
ク
号
を
一
八
三
四
年
に
与
え
た
。

　

一
八
三
六
年
以
降
、
彼
は
主
と
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
活
動
し
て
い

た
が
、
一
八
三
七
年
、
バ
ズ
ビ
ー
か
ら
、
部
族
間
戦
争
の
危
険
が
高
ま
り
、

英
国
人
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
連
絡
が
入
っ
た
た
め
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
に
急
行
し
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
、
植
民
者
等
と
面
談
し
た
。

さ
ら
に
マ
オ
リ
の
首
長
に
も
会
い
、
慰
撫
す
る
と
共
に
英
国
人
に
危
害
を

与
え
な
い
よ
う
警
告
し
た
。
三
ヶ
月
後
に
、
停
戦
条
約
が
締
結
さ
れ
た
の

を
待
っ
て
英
国
に
帰
還
し
た
。
帰
り
着
い
た
の
は
一
八
三
八
年
初
め
で
あ
っ

た
。
帰
国
に
伴
い
、
通
例
の
報
告
書
を
提
出
し
、
そ
の
中
で
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
に
関
し
て
は
、
英
国
の
主
権
を
確
立
す
る
こ
と
が
妥
当
、
と

し
た
。

　

こ
れ
よ
り
少
し
前
に
、
英
国
人
経
済
学
者
で
あ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
ェ

イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
（Edw

ard Gibbon W
akefield

）
は
、『
シ
ド
ニ
ー

か
ら
の
手
紙）

11
（

』
等
の
著
述
で
、
流
刑
囚
に
労
働
力
を
頼
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
植
民
を
批
判
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
「
組
織
的
植
民
論

（System
atic Colonization

）」
を
提
唱
し
た
。
具
体
的
に
は
、
次
の
提

案
を
行
っ
た
。

　

「
⑴　

英
国
に
譲
ら
れ
た
土
地
は
公
的
土
地
（public land

）
と
見
な

し
、
完
全
平
等
と
即
金
払
い
を
条
件
と
し
て
、
一
定
価
格
を
も

う
け
、
イ
ギ
リ
ス
臣
民
の
個
人
占
有
に
解
放
す
る
こ
と
。

⑵　

公
的
土
地
の
処
理
に
責
任
を
も
つ
当
局
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
土
地

を
売
る
権
利
を
有
し
、
土
地
購
入
者
は
入
植
地
の
土
地
を
選
ぶ

こ
と
が
で
き
る
。

⑶　

公
的
土
地
を
売
っ
た
金
で
基
金
（fund

）
を
つ
く
り
、
移
民
の

輸
送
コ
ス
ト
を
ま
か
な
う
。
土
地
購
入
者
が
入
植
地
に
送
ら
れ

る
労
働
者
を
指
名
で
き
る
規
定
を
設
け
、
船
賃
を
無
料
に
す
る
。

⑷　

上
記
の
基
金
に
よ
っ
て
、
原
住
民
か
ら
割
譲
さ
れ
る
土
地
を
買

う
コ
ス
ト
を
支
払
う
。

⑸　

基
金
の
一
部
で
、
道
路
、
学
校
、
教
会
の
建
設
コ
ス
ト
を
支
払

う
。

⑹　

入
植
地
の
通
常
の
公
費
は
、
植
民
地
政
府
が
課
す
税
金
に
よ
っ

て
ま
か
な
う
。

⑺　

基
金
が
十
分
に
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
合
体
資
本
に
よ
る

共
同
保
険
（joint security

）
で
融
資
を
お
こ
な
う）

1（
（

。」

　

そ
し
て
、
自
ら
の
理
論
を
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
実
現
す
る
べ

く
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
土
地
会
社
（N

ew
 Zealand Land Com

pany

）



一
九
八

ド
征
服
な
ど
が
代
表
例
で
あ
る
。
第
二
に
割
譲
で
あ
り
、
南
京
条
約
に
よ

る
香
港
の
割
譲
な
ど
が
代
表
例
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
が
、
無
主
の
土
地

の
先
占
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
住
む
ア
ボ
リ
ジ
ニ
が
特
定
の
場
所
に
定

住
す
る
こ
と
な
く
、
放
浪
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
土
地
所
有

権
を
持
た
な
い
民
と
判
断
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
全
体
を
無
主
の
土
地

（T
erra nullius

）
と
認
定
し
た
こ
と
が
代
表
例
で
あ
る
。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
場
合
に
は
、
マ
オ
リ
は
定
住
し
て
土
地
を
支
配

し
て
い
た
た
め
、
第
三
は
論
外
で
あ
る
。
第
一
の
、
武
力
に
よ
る
支
配
を

行
う
ほ
ど
の
価
値
の
あ
る
土
地
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
英
国

政
府
は
、
第
二
の
条
約
に
よ
る
割
譲
を
目
指
す
こ
と
を
決
定
し
た
。

　

一
八
三
八
年
一
二
月
、
英
国
は
、
部
族
連
合
国
の
独
立
宣
言
を
承
認
す

る
こ
と
を
決
め
、
外
務
省
と
し
て
同
国
に
対
し
て
公
使
を
派
遣
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
ホ
ブ
ソ
ン
が
そ
れ
に
選
ば
れ
、
彼
が
受
諾
し
た
結
果
、
一
八

三
九
年
八
月
に
領
事
（British consul

）
に
任
命
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ

れ
に
先
立
つ
七
月
に
、
植
民
省
よ
り
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
植
民

地
副
総
督
（Lieutenant Governor

）
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
英
国
植
民
地
を
建
設
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
そ

の
手
段
と
し
て
、
ホ
ブ
ソ
ン
は
、
マ
オ
リ
か
ら
、
植
民
者
の
た
め
の
土
地

を
「
公
正
か
つ
平
等
な
契
約
（by fair and equal contracts

）」
で
入

手
し
、
そ
れ
を
植
民
者
に
再
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
の
事
業
に
資

金
を
供
給
出
来
る
体
勢
を
作
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
命

を
一
八
三
七
年
に
設
立
し
た
。
同
社
は
、
政
府
が
動
き
出
す
前
に
、
土
地

の
買
収
を
急
い
だ
。
す
な
わ
ち
、
一
八
三
八
年
に
は
弁
護
士
で
あ
る
弟
の

ウ
ィ
リ
ア
ム
（W

illiam
 H

ayw
ard W

）
11
（

akefield

）
を
、
今
日
の
ウ
ェ
リ

ン
ト
ン
及
び
ネ
ル
ソ
ン
に
当
た
る
場
所
に
派
遣
し
、
マ
オ
リ
か
ら
の
土
地

の
買
収
を
行
っ
た
。
こ
の
会
社
は
、
一
八
三
九
年
一
二
月
に
名
称
を

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
（N

ew
 Zealand Com

pany

）
に
変
更
し
、

一
八
四
〇
年
一
月
か
ら
、
実
際
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
英
国
人
の
組

織
的
移
民
事
業
を
開
始
し
た）

11
（

。

　

こ
の
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
理
論
は
、
英
国
の
植
民
地
政
策
そ
の
も

の
に
強
い
影
響
を
与
え
、
そ
れ
に
根
本
的
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
ウ
ェ
イ

ク
フ
ィ
ー
ル
ド
理
論
の
、
英
国
植
民
地
政
策
へ
の
影
響
の
一
つ
は
、
一
八

三
六
年
に
勅
許
状
が
お
り
て
開
始
さ
れ
た
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
植
民
地

の
建
設
に
見
ら
れ
る）

11
（

。
こ
れ
は
、
囚
人
の
労
働
力
に
頼
ら
な
い
こ
と
を
前

提
と
し
た
最
初
の
植
民
事
業
で
あ
っ
た
。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
こ
れ
を
植
民
地
と
す
る

こ
と
に
消
極
的
だ
っ
た
政
策
を
転
換
し
、
植
民
地
化
す
る
こ
と
を
、
政
府

が
決
定
し
た
、
大
き
な
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

ホ
ブ
ソ
ン
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
た
め
、
彼
は
大
き
な
注
目
を
集
め
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
時
代
、
欧
州
列
強
は
、
他
国
を
侵
略
す
る
方
法
と
し
て
三
つ
の
法

的
手
段
を
有
し
て
い
た
。
第
一
に
征
服
で
あ
り
、
英
国
で
あ
れ
ば
、
イ
ン



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

一
九
九

箇
条
か
ら
な
る
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
条
約
の
正
文
は
、
英
語
版
と
マ
オ
リ
語
版
の
二
つ
が
あ
る
。
英
語

版
を
紹
介
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴　

T
he Chiefs of the Confederation of the U

nited T
ribes 

of N
ew

 Zealand and the separate and independent Chiefs 
w

ho have not becom
e m

em
bers of the C

onfederation 
cede to H

er M
ajesty the Q

ueen of England absolutely and 
w

ithout reservation all the rights and pow
ers of Sover-

eignty w
hich the said Confederation or Individual Chiefs 

respectively exercise or possess, or m
ay be supposed to 

exercise or to possess over their respective T
erritories 

as the sole sovereigns thereof.

（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
部
族
連
合
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
首
長
、

及
び
そ
れ
の
構
成
員
に
な
っ
て
い
な
い
別
個
独
立
の
首
長
は
、
英
国

女
王
陛
下
に
、
絶
対
的
か
つ
無
条
件
に
、
上
記
部
族
連
合
な
い
し
独

立
首
長
が
保
有
し
て
い
る
か
、
な
い
し
は
そ
の
唯
一
の
主
権
者
と
し

て
そ
れ
ぞ
れ
の
領
土
上
で
行
使
し
、
保
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

す
べ
て
の
主
権
に
伴
う
権
利
・
権
力
を
、
譲
渡
す
る
。）

⑵　
H

er M
ajesty the Q

ueen of E
ngland confirm

s and 
guarantees to the Chiefs and T

ribes of N
ew

 Zealand and 
to the respective fam

ilies and individuals thereof the full 

令
自
体
、
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
計
画
の
明
白
な
影
響
で
あ
る
。

　

一
九
三
九
年
八
月
に
プ
リ
マ
ス
を
出
発
し
た
ホ
ブ
ソ
ン
は
、
シ
ド
ニ
ー

に
一
二
月
に
到
着
し
、
上
司
で
あ
る
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
総
督
ギ
ッ
プ
ス

（George Gipps
）
と
協
議
し
た
結
果
、
ギ
ッ
プ
ス
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
に
お
い
て
、
以
後
、
マ
オ
リ
と
英
国
人
の
私
的
売
買
を
禁
じ
る
布
告
を

発
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
前
の
土
地
売
買
に
つ
い
て
も
、
政
府
調
査
官

が
調
査
す
る
ま
で
効
力
を
発
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
こ
の
布
告
は
、
こ
れ

以
前
に
な
さ
れ
た
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
に
よ
る
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
及

び
ネ
ル
ソ
ン
の
土
地
買
収
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

ホ
ブ
ソ
ン
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
コ
ロ
ラ
レ
カ
に
到
着
し
た
の
は

一
八
四
〇
年
一
月
二
九
日
で
、
翌
一
月
三
〇
日
に
、
英
国
教
会
伝
道
協
会

（CM
S

）
の
教
会
で
、
布
告
を
読
み
上
げ
た
。
そ
れ
は
、
ホ
ブ
ソ
ン
が

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
副
総
督
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
布
告
の

日
以
降
に
お
け
る
英
国
人
の
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
土
地
売
買

は
、
無
効
と
な
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
し
か
し
、

そ
の
際
、
公
使
の
辞
令
は
敢
え
て
読
み
上
げ
て
お
ら
ず
、
以
後
、
彼
は
、

も
っ
ぱ
ら
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
植
民
地
副
総
督
と
し
て
の
資
格
で
行
動
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

ホ
ブ
ソ
ン
は
、
バ
ズ
ビ
ー
の
協
力
に
よ
り
、
近
隣
の
マ
オ
リ
首
長
に
、

再
び
ワ
イ
タ
ン
ギ
に
集
ま
る
よ
う
招
待
状
を
送
る
と
共
に
、
バ
ズ
ビ
ー
と

条
約
の
内
容
を
詰
め
る
作
業
を
行
っ
た
。
彼
ら
が
決
定
し
た
条
約
は
、
三



二
〇
〇

England extends to the N
atives of N

ew
 Zealand H

er royal 
protection and im

parts to them
 all the Rights and Privi-

leges of British Subjects.

（
英
国
女
王
陛
下
の
思
し
召
し
に
よ
り
、
こ
こ
に
、
英
国
臣
民
と
し

て
の
す
べ
て
の
権
利
と
特
権
の
保
護
を
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
先
住

民
に
及
ぼ
す
も
の
と
す
る
。）

　

こ
れ
を
簡
単
に
要
約
す
れ
ば
、
第
一
条
は
全
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
主

権
を
英
国
王
に
譲
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
第
二
条
は
マ
オ
リ
の
土
地
所

有
権
は
保
障
さ
れ
る
が
、
そ
の
土
地
の
売
却
は
、
全
て
英
国
政
府
へ
の
み

認
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
第
三
条
は
マ
オ
リ
に
対
し
て
は
英
国

臣
民
と
し
て
の
権
利
を
認
め
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
条
に
は
、

ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
の
活
動
を
抑
え
よ
う

と
い
う
意
図
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
。

　

集
会
は
、
一
九
四
〇
年
二
月
五
日
の
正
午
か
ら
、
バ
ズ
ビ
ー
の
自
宅
前

の
広
場
で
開
催
さ
れ
た
。
Ｃ
Ｍ
Ｓ
宣
教
師
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
通
訳
を
務

め
た
。

　

マ
オ
リ
側
は
、
ホ
ブ
ソ
ン
に
、
帰
れ
、
と
言
う
者
が
あ
る
な
ど
、
当
初

は
、
条
約
締
結
に
否
定
的
な
者
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
ン
ガ
・
プ
ヒ

（N
ga puhi

）
族
の
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
（H

one H

）
11
（

eke

）
な
ど
、
有
力
な
首
長
が
、

占
拠
を
狙
う
フ
ラ
ン
ス
人
や
無
法
な
欧
州
人
か
ら
の
保
護
を
英
国
に
望
ん

で
、
他
を
説
得
し
た）

11
（

。
ホ
ブ
ソ
ン
は
、
一
晩
の
考
慮
時
間
を
お
い
て
、
翌

exclusive and undisturbed possession of their Lands and 
E

states F
orests F

isheries and other properties w
hich 

they m
ay collectively or individually possess so long as it 

is their w
ish and desire to retain the sam

e in their pos-
session; but the Chiefs of the U

nited T
ribes and the indi-

vidual Chiefs yield to H
er M

ajesty the exclusive right of 
Preem

ption over such lands as the proprietors thereof 
m

ay be disposed to alienate at such prices as m
ay be 

agreed upon betw
een the respective Proprietors and per-

sons appointed by H
er M

ajesty to treat w
ith them

 in that 
behalf.

（
英
国
女
王
陛
下
は
、
首
長
並
び
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
部
族
連
合

及
び
そ
の
家
族
な
い
し
個
人
に
対
し
、
彼
ら
の
国
土
、
土
地
、
森
林
、

漁
業
そ
の
他
、
彼
ら
が
総
有
的
に
、
若
し
く
は
個
別
的
に
所
有
し
て

い
る
資
産
の
完
全
か
つ
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
所
有
権
を
、
そ
の

欲
し
、
希
望
す
る
限
り
に
お
い
て
有
す
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
確
認
し
、

保
障
す
る
。
但
し
、
部
族
連
合
の
首
長
及
び
独
立
の
首
長
は
、
そ
れ

ら
の
資
産
の
個
々
の
保
有
者
と
、
陛
下
に
依
り
、
そ
の
代
理
と
し
て

任
命
さ
れ
た
者
と
の
間
の
協
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
価
格

で
、
絶
対
的
な
優
先
買
い
取
り
権
を
陛
下
に
与
え
る
も
の
と
す
る
。）

⑶　

In consideration thereof H
er M

ajesty the Q
ueen of 



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
〇
一

条
で
イ
ギ
リ
ス
国
王
に
譲
渡
さ
れ
た
権
限
は
、
マ
オ
リ
語
版
第
二
条

に
よ
っ
て
、
マ
オ
リ
人
に
保
障
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た

め
マ
オ
リ
人
は
、
マ
オ
リ
人
の
伝
統
的
な
権
限
は
保
障
さ
れ
て
い
る

と
理
解
し
た）

11
（

。」

　

こ
の
た
め
、
本
稿
第
三
節
第
三
項
に
後
述
す
る
と
お
り
、
一
八
六
〇
年

以
降
、
長
き
に
わ
た
っ
て
続
く
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
戦
争
（N

ew
 

Zealand w
ar

）
と
呼
ば
れ
る
、
マ
オ
リ
に
よ
る
激
し
い
抵
抗
が
起
き
る
。

こ
れ
を
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植
民
地
政
府
は
、
条
約
に
よ
り
英
国
臣
民

と
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
反
乱
と
捉
え
、
武
力
で
鎮
圧
し
た
。

　

そ
の
後
一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
り
、
欧
州
人
側
は
、
条
約
の
誠
実
な
遵

守
を
行
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
法
的
に
無
価
値
で
あ
る

と
し
て
い
た）

1（
（

。

（
三
）　
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
法

　

ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
の
マ
オ
リ
語
版
の
誠
実
な
遵
守
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
に
お
い
て
国
家
の
方
針
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
五
年
以
降
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
年
に
、
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
法
（T

reaty of W
aitangi 

A
ct 1975

）
が
制
定
さ
れ
た）

11
（

。
同
法
前
文
は
言
う
。

「
一
八
四
〇
年
二
月
六
日
、
条
約
が
ワ
イ
タ
ン
ギ
に
お
い
て
、
当
時

の
英
国
女
王
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
マ
オ
リ
の
人
々

と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
。

日
署
名
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
そ
の
場
で
、
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
を
筆
頭
に
四

五
名
の
首
長
か
ら
の
署
名
が
、
こ
の
日
に
得
ら
れ
た）

11
（

。

　

一
週
間
後
、
ホ
ブ
ソ
ン
は
さ
ら
に
他
の
地
域
で
の
集
会
に
出
席
し
た
。

そ
こ
で
も
、
最
初
は
、
反
対
の
声
が
強
か
っ
た
が
、
ホ
ブ
ソ
ン
が
、
署
名

し
な
け
れ
ば
、
無
法
な
欧
州
人
に
よ
っ
て
、
土
地
が
奪
わ
れ
る
で
あ
ろ
う

と
警
告
す
る
と
、
さ
ら
に
五
六
名
の
首
長
が
署
名
し
た
。
そ
の
後
も
、
条

約
の
写
し
は
、
南
北
両
島
の
諸
部
族
の
間
を
め
ぐ
り
続
け
て
お
り
、
六
月

ま
で
に
五
一
二
名
の
首
長
の
署
名
を
集
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　

し
か
し
、
後
に
ホ
ブ
ソ
ン
が
作
成
し
た
条
約
の
英
語
版
の
文
言
と
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
の
作
成
し
た
マ
オ
リ
語
版
の
文
言
と
の
間
に
は
か
な
り
の
齟
齬

が
あ
る
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た）

11
（

。

「
こ
れ
は
、
主
と
し
て
、
条
約
の
英
語
版
と
マ
オ
リ
語
版
に
二
点
の

相
違
が
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
第
一
に
、
英
語
版
第
一
条
に

は
、
主
権
（Sovereignty

）
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

マ
オ
リ
語
版
で
こ
れ
に
当
る
言
葉
は
、kaw

anatanga 
で
あ
り
、

統
治
す
る
者
（governorship

）
の
意
味
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
第

二
条
の
「
土
地
、
不
動
産
、
森
林
、
水
産
及
び
そ
の
他
の
財
産
の
排

他
的
か
つ
平
穏
な
完
全
所
有
」
は
、
マ
オ
リ
語
版
で
は
、 

“…te tino 
rangatiratanga

” 

で
、
土
地
、
村
及
び
す
べ
て
の
宝
物
に
対
す
る

完
全
な
権
限
（full authority

）
又
は
保
護
者
と
し
て
の
権
限

（guardianship

）
の
意
味
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
英
語
版
第
一



二
〇
二

漁
業
権
、
公
用
語
と
し
て
マ
オ
リ
語
を
使
用
す
る
権
利
、
そ
れ
ら
へ

の
補
償
金
な
ど
、
巨
額
の
金
銭
と
資
産
が
先
住
民
マ
オ
リ
に
返
還
さ

れ
、
マ
オ
リ
文
化
と
言
語
を
公
的
な
も
の
と
認
知
し
、
奨
励
す
る
政

策
が
と
ら
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
末
ま
で
に
政
府
か
ら
マ

オ
リ
諸
部
族
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
補
償
金
総
額
は
、
七
億
四
三
〇

〇
万
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
ド
ル
に
上
る）

11
（

。」

　

し
か
し
、
同
法
に
対
し
て
も
、
そ
の
マ
オ
リ
に
対
す
る
保
護
は
不
徹
底

だ
と
し
て
、
不
満
が
強
く
、
そ
の
後
も
、
一
九
八
五
年
改
正
、
一
九
八
八

年
改
正
、
一
九
八
八
年
第
二
改
正
、
一
九
九
三
年
改
正
、
二
〇
〇
六
年
改

正
と
、
大
改
正
だ
け
で
も
五
回
を
数
え
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

二　

特
許
状
（letters patent

）

　
　
　
　
　
　
　

＝
一
八
四
〇
年
憲
章

（
一
）　
初
代
総
督
ホ
ブ
ソ
ン
の
活
動

　

ホ
ブ
ソ
ン
は
、
一
八
四
〇
年
五
月
二
一
日
、
二
つ
の
布
告
（proclam

a-
tion

）
を
発
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
全
島
が
英
国
領
に
な
っ
た
と
宣
言

し
た
。
ホ
ブ
ソ
ン
の
発
し
た
二
つ
の
布
告
の
一
つ
は
、
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約

に
基
づ
く
割
譲
に
よ
り
、
条
約
の
最
初
に
締
結
し
た
日
付
に
お
け
る
北
島

に
対
す
る
主
権
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
ク
ッ
ク
の
発

見
及
び
領
土
主
権
の
主
張
に
基
づ
き
、
南
島
及
び
そ
の
南
方
洋
上
に
あ
る

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
島
（Stew

art Island

）
に
対
す
る
主
権
を
宣
言
す
る
も

　

そ
し
て
、
条
約
の
英
語
版
と
マ
オ
リ
語
版
で
は
、
内
容
が
異
な
っ

た
。

　

そ
こ
で
、
審
判
所
を
設
け
、
条
約
に
関
す
る
原
則
の
適
用
に
あ
た

り
、
生
じ
た
異
議
に
関
し
勧
告
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
目
的
の
た

め
、
そ
の
意
味
と
効
果
を
決
定
し
、
特
定
事
項
が
そ
れ
ら
原
則
と
矛

盾
し
て
い
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。」

　

こ
の
法
律
に
基
づ
き
、
ワ
イ
タ
ン
ギ
審
判
所
（W

aitangi T
ribunal

）

が
創
立
さ
れ
、
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
で
認
め
ら
れ
た
権
利
に
つ
い
て
、
審
判

が
開
始
さ
れ
た
。

　

ワ
イ
タ
ン
ギ
審
判
所
の
活
動
は
、
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。

「
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
言
っ
て
先
住
民
マ
オ
リ
に
属
す

る
と
自
分
で
信
じ
る
者
（
血
統
の
純
粋
性
は
問
わ
れ
な
い
）
な
ら
ば

だ
れ
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
植
民
者
た
ち
が
や
っ
て
き
て
以
来
、
自

分
た
ち
が
こ
う
む
っ
て
き
た
と
思
う
不
正
義
と
不
利
益　
　

大
地
と

そ
の
上
に
あ
る
天
然
資
源
を
利
用
す
る
権
利
、
さ
ら
に
社
会
的
・
文

化
的
な
権
利
の
喪
失　
　

に
つ
い
て
、
こ
の
審
判
所
に
訴
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
ワ
イ
タ
ン
ギ
審
判
所
は
、
裁
判
所
で
は
な
い
の
で
、
判

決
は
出
さ
な
い
。
⑴
専
門
家
を
動
員
し
た
数
年
間
に
わ
た
る
調
査
や

公
開
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
末
、
詳
細
な
報
告
書
と
と
も
に
政
府
に
対
す
る

勧
告
を
出
す
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
、

お
お
む
ね
ワ
イ
タ
ン
ギ
審
判
所
の
勧
告
を
尊
重
し
て
き
た
。
土
地
、



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
〇
三

る
こ
と
か
ら
、
一
八
四
一
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
独
立
の
植
民
地
と

し
て
正
式
に
発
足
す
る
に
際
し
、
こ
こ
を
首
都
と
宣
言
し
、
彼
の
後
援
者

の
名
を
取
っ
て
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
と
名
付
け
た
。

　

勅
許
状
は
、
通
常
一
八
四
〇
年
憲
章
（Charter of N

ew
 Zealand 

1840

）
と
よ
ば
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植
民
地
に
お
け
る
最
初
の
憲

法
と
し
て
機
能
し
た
。
一
八
四
〇
年
憲
章
は
、
ホ
ブ
ソ
ン
を
昇
格
さ
せ
て

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
総
督
と
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
の
最
初
の
政

府
機
構
と
し
て
、
立
法
評
議
会
（Legislative Council

）
と
行
政
評
議

会
（Executive Council

）
を
設
立
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。

　

立
法
評
議
会
は
、
総
督
、
植
民
地
長
官）

11
（

、
植
民
地
財
務
官
（Colonial 

T
reasurer

）
及
び
総
督
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
三
名
の
治
安
判
事
（justice 

of the peace

）
で
構
成
さ
れ
た
。
立
法
評
議
会
は
、
規
則
（O

rdinance

）

を
定
め
、
そ
の
他
法
整
備
を
担
当
し
た
。
こ
の
立
法
評
議
会
は
、
一
八
五

二
年
憲
章
に
よ
り
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
議
会
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
、

そ
の
上
院
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。

　

行
政
評
議
会
は
、
総
督
の
補
佐
・
助
言
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
、
政
府

職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
現
在
も
存

在
し
て
お
り
、
全
閣
僚
が
こ
れ
に
属
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

ま
た
、
一
八
四
〇
年
憲
章
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
構
成
す
る
三
つ

の
主
要
な
島
、
す
な
わ
ち
北
島
を
ニ
ュ
ー
ア
ル
ス
タ
ー
（N

ew
 U

lster

）、

南
島
を
ニ
ュ
ー
マ
ン
ス
タ
ー
（N

ew
 M

unster

）、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
島
を

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
の
布
告
は
、
こ
の
時
点
で
は
南
島
に
は
マ

オ
リ
族
は
居
住
し
て
お
ら
ず
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
同
様
に
、
無
主
の
土
地

だ
と
い
う
認
定
を
下
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
オ
ナ
ウ
ェ
虐
殺
事
件
と
い

う
事
例
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
無
理
な
布
告
を
ホ
ブ
ソ

ン
が
発
し
た
の
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
の
移
民
団
が
、
こ
の
年
二

月
に
は
既
に
今
日
の
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
近
辺
に
到
着
済
み
で
あ
る
と
告
知
さ

れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
押
さ
え
る
た
め
の
法
的
体
裁
を
整
え
る
必
要
が

あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

は
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
植
民
地
の
一
部
で
あ
り
、
ホ
ブ
ソ
ン
は

あ
く
ま
で
も
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
植
民
地
の
副
総
督
と
し
て
の
資

格
に
お
い
て
、
こ
の
布
告
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
英
国
政
府
は
、
ホ

ブ
ソ
ン
の
布
告
を
受
け
て
、
一
八
四
〇
年
一
一
月
一
六
日
付
け
で
勅
許
状

（letters p

）
11
（

atent

）
を
発
し
、
翌
一
八
四
一
年
七
月
一
日
付
け
で
ニ
ュ
ー

サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
か
ら
分
離
し
、
独
立
の
植
民
地
と
な
っ
た
事
を
宣
言

し
た）

11
（

。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
は
、
新
植
民
地
の
首
都
を
、
彼
ら
の
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
拠
点
で
あ
る
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
と
す
る
こ
と
を
望
ん

だ
。
し
か
し
、
ホ
ブ
ソ
ン
は
、
ン
ガ
チ
・
ワ
ト
ゥ
ア
（N

gati W
hatua

）

族
か
ら
友
好
の
印
と
し
て
贈
与
さ
れ
た
ワ
イ
テ
マ
タ
（W

aitem
ata

）
が

臨
ん
で
い
る
湾
が
、
艦
隊
で
も
そ
っ
く
り
停
泊
出
来
る
天
然
の
良
港
で
あ



二
〇
四

人
物
で
あ
る
。
海
軍
士
官
を
辞
し
た
後
、
短
期
間
、
国
会
議
員
を
務
め
た
。

ホ
ブ
ソ
ン
の
急
死
に
あ
た
り
、
英
国
教
会
が
彼
を
推
薦
し
、
一
八
四
三
年

四
月
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
総
督
と
し
て
発
令
さ
れ
、
同
年
一
二
月
二
三

日
に
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
に
到
着
し
た）

11
（

。
ホ
ブ
ソ
ン
の
急
死
後
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ

イ
の
到
着
ま
で
の
一
年
半
近
い
総
督
不
在
の
間
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

情
勢
は
悪
化
し
て
い
た
。
第
一
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
と
マ
オ
リ

の
対
立
が
激
化
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植

民
地
政
府
の
財
政
は
破
綻
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
と
マ
オ
リ
の
対
立

と
い
う
厳
し
い
状
況
の
解
決
に
、
自
分
の
能
力
だ
け
を
頼
り
に
挑
ま
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
に
、
英
国
政
府
は
、
資
金

も
、
そ
し
て
軍
艦
も
提
供
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る）

1（
（

。
そ
れ
に
対
し
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
に
よ
る
入
植
者
は
、
そ
の
時
点
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
に
お
け
る
欧
州
人
人
口
の
大
部
分
を
占
め
、
植
民
に
関
し
て
組
織

的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
有
し
て
い
る
上
に
、
現
地
に
お
い
て
最
も
影
響

力
の
あ
る
新
聞
と
、
ロ
ン
ド
ン
政
界
の
強
力
な
友
人
を
持
っ
て
い
た
。

　

彼
が
解
決
す
る
べ
き
第
一
の
問
題
は
、
ホ
ブ
ソ
ン
が
死
亡
し
、
総
督
権

力
が
不
在
の
間
に
発
生
し
た
ワ
イ
ラ
ウ
事
件
（W

airau affray

）
で
あ
っ
た）

11
（

。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
は
、
南
島
北
部
の
ネ
ル
ソ
ン
に
、
一
八
三
九
年

に
マ
オ
リ
か
ら
合
計
九
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
を
購
入
し
、
一
八
四
一
年

一
〇
月
か
ら
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
入

ニ
ュ
ー
レ
ン
ス
タ
ー（N

ew
 Leinster

）
と
い
う
名
の
地
方
（Province

）

と
し
た）

11
（

。

　

以
後
、
し
ば
ら
く
の
間
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
ワ
イ
タ
ン
ギ
条

約
を
遵
守
し
、
マ
オ
リ
を
守
ろ
う
と
す
る
総
督
と
、
マ
オ
リ
を
弾
圧
し
、

入
植
者
に
土
地
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
の
間
の

争
い
と
い
う
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
は
、

次
々
と
ロ
ン
ド
ン
で
土
地
を
売
り
出
し
て
は
、
新
し
い
植
民
者
を
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
に
送
り
込
ん
だ
。
そ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
の
植

民
者
か
ら
見
れ
ば
、
ロ
ン
ド
ン
で
多
額
の
代
金
を
支
払
っ
た
上
で
移
民
し

て
き
て
い
る
の
に
、
彼
ら
の
も
の
と
な
る
べ
き
土
地
は
、
依
然
と
し
て
マ

オ
リ
が
占
拠
し
て
お
り
、
総
督
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
の
手
も
打
っ
て
く

れ
な
い
と
い
う
不
満
が
高
ま
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
総
督
と
し
て
は
、

ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
か
ら
、
マ
オ
リ
に
土
地
を
売
る
よ
う
、
強
制
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
軋
轢
に
さ
い
な
ま
れ
た
ホ
ブ
ソ
ン
は
、
一
八
四
二
年
九
月
一

〇
日
、
脳
卒
中
に
よ
り
現
職
の
ま
ま
死
亡
す
る
。
五
〇
歳
で
あ
っ
た
。

（
二
）　
第
二
代
総
督
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
の
苦
闘

　

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
（Robert FitzRoy

）
は
、
ビ
ー
グ
ル
号
（Beagle

）

の
第
二
次
探
検
（
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
ビ
ー
グ
ル
号
航
海
記
』
で
有
名
）
に

お
け
る
艦
長
と
し
て
、
あ
る
い
は
英
国
気
象
学
の
確
立
者
と
し
て
著
名
な
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植
を
開
始
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
地
域
に
は
平
地
が
乏
し
く
、
入
植

者
す
べ
て
に
行
き
渡
る
ほ
ど
に
は
適
地
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
八
四

三
年
、
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
ネ
ル
ソ
ン
に
隣
接
す
る

ワ
イ
ラ
ウ
平
原
に
測
量
隊
を
派
遣
し
た
。
ン
ガ
チ
・
ト
ア
の
首
長
で
あ
る

テ
・
ラ
ウ
パ
ラ
ハ
（T

e Rauparaha

）
と
ラ
ン
ギ
・
ハ
エ
ア
タ
（Ran-

gi-haeata

）
は
、
直
ち
に
そ
こ
は
売
却
し
て
い
な
い
と
抗
議
し
た
。
数
ヶ

月
に
及
ぶ
実
り
な
い
交
渉
の
末
、
テ
・
ラ
ウ
パ
ラ
ハ
等
は
、
測
量
隊
を
強

制
的
に
立
ち
退
か
せ
、
彼
ら
の
野
営
地
を
焼
き
払
っ
た
。
焼
い
た
理
由
と

し
て
、
テ
・
ラ
ウ
パ
ラ
ハ
は
、
そ
れ
は
彼
の
土
地
に
生
え
て
い
た
木
で
作

ら
れ
て
い
た
か
ら
、
彼
に
処
分
の
自
由
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、

ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
ネ
ル
ソ
ン
植
民
地
の
民
兵
を
送
っ

て
テ
・
ラ
ウ
パ
ラ
ハ
を
逮
捕
し
よ
う
と
し
た
。
六
月
一
七
日
に
両
者
は
激

突
し
、
欧
州
人
側
で
は
ア
ー
サ
ー
自
身
を
含
む
二
二
人
、
マ
オ
リ
側
で
は

四
人
が
殺
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
は
、
こ
の
二
二
人
の
欧
州

人
の
死
に
対
す
る
復
讐
を
期
待
し
て
、
新
知
事
の
到
着
を
待
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
裁
判
所
は
、
ア
ー
サ
ー
側
が
先
に
発
砲
し
て
ラ
ン
ギ
・
ハ
エ

ア
タ
の
妻
を
殺
し
て
い
た
な
ど
の
事
情
か
ら
、
ワ
イ
ラ
ウ
事
件
は
植
民
者

側
の
著
し
い
挑
発
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
マ

オ
リ
を
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
判
決
し
て
お
り
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ

イ
は
、
総
督
と
し
て
こ
れ
を
裁
可
し
た
。

　

ま
た
、
そ
も
そ
も
、
ホ
ブ
ソ
ン
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
到
着
時
の
布
告

に
よ
り
、
そ
れ
以
前
の
売
買
で
あ
っ
て
も
、
政
府
調
査
官
に
よ
る
認
定
を

待
た
な
け
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
は
、
行
動
で
き
な
い
は
ず
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
派
遣
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
（W

illiam
 

Spain

）
土
地
問
題
調
査
官
（Land Claim

s Com
m

issioner

）
の
調
査

に
依
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
が
購
入
し
た
と
主
張
し
た
土
地
の

う
ち
、
有
効
に
購
入
し
た
と
認
め
ら
れ
た
の
は
、
マ
ナ
ワ
ツ
（M

anaw
atu

）

と
ニ
ュ
ー
プ
リ
マ
ス
の
二
箇
所
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
が
購
入
し
た
と
主
張
し
た
マ
オ
リ
の
土
地
は
不

法
占
拠
で
あ
る
が
、
既
に
到
着
し
、
入
植
し
て
い
る
善
意
の
第
三
者
た
る

植
民
者
を
立
ち
退
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
に
対
し
、
所
有
者
た
る
マ
オ
リ
に
、
土
地
代
価

相
当
の
補
償
を
行
う
よ
う
要
求
す
る
と
い
う
、
多
分
に
玉
虫
色
の
解
決
を

行
お
う
と
し
た
。

　

彼
の
、
マ
オ
リ
人
に
は
法
的
権
利
が
あ
る
と
い
う
判
断）

11
（

は
、
植
民
地
事

務
局
の
賛
同
は
得
ら
れ
た
が
、
そ
の
か
わ
り
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社

関
係
者
や
そ
の
植
民
者
か
ら
は
恒
久
的
な
敵
意
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。

会
社
は
、
直
ち
に
彼
の
更
迭
を
目
指
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
対
す
る
働
き
か

け
を
開
始
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
の
総
督
在
任
期
間
は
大
変
短
い
も
の
と

な
っ
た
。

　

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
の
直
面
し
た
政
府
の
財
政
問
題
は
、
深
刻
な
も
の
で



二
〇
六

期
に
総
督
の
権
威
に
反
抗
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
、
は
っ
き
り
し
な

い
。
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
ら
れ
る
原
因
を
挙
げ
て
い
る

が
、
そ
の
中
で
ワ
イ
ラ
ウ
事
件
の
影
響
を
、
最
も
重
要
と
し
て
い
る
。
こ

の
、
植
民
者
が
武
力
に
よ
り
マ
オ
リ
の
土
地
を
奪
お
う
と
し
た
と
い
う
事

件
が
、
全
マ
オ
リ
を
震
撼
さ
せ
、
以
前
か
ら
あ
る
猜
疑
心
を
呼
び
起
こ
し

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
マ
オ
リ
は
、
植
民
者
の
こ
と
を
、
宣

教
師
の
活
動
も
あ
っ
て
、
平
和
的
な
人
間
で
、
交
易
目
的
と
思
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
ワ
イ
ラ
ウ
事
件
が
そ
れ
を
一
変
さ
せ
た
と
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ

は
判
断
し
て
い
る）

11
（

。

　

ホ
ネ
・
ヘ
ケ
は
、
ラ
ッ
セ
ル
（
以
前
の
コ
ロ
ラ
レ
カ
）
に
あ
っ
た
英
国

旗
を
掲
揚
し
て
い
る
旗
竿
を
、
英
国
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
一
八
四

四
年
七
月
に
最
初
に
切
り
倒
し
た）

11
（

。
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
北
部
に
急
行
し
、

同
地
方
の
首
長
達
と
話
し
合
い
を
行
い
、
互
い
に
平
和
を
維
持
す
る
こ
と

で
話
が
決
ま
っ
た
。
貿
易
は
再
開
さ
れ
、
旗
竿
は
元
通
り
立
て
ら
れ
た
が
、

こ
れ
を
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
は
、
一
八
四
五
年
一
月
中
に
二
度
に
渡
っ
て
切
り
倒

し
た
。
そ
こ
で
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
の
身
柄
を
拘
束
し
た

者
に
対
し
、
一
〇
〇
ポ
ン
ド
の
賞
金
を
支
払
う
と
布
告
し
た
。
こ
れ
に
対

し
、
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
は
、
総
督
の
身
柄
を
拘
束
し
た
者
に
、
同
額
を
支
払
う

と
や
り
返
し
た
。

　

一
八
四
五
年
二
月
に
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
軍
を
派
遣
し
、
か
つ
旗
竿
を

容
易
に
切
り
倒
せ
な
い
よ
う
、
鉄
で
保
護
し
た
。
し
か
し
、
三
月
一
一
日

あ
っ
た）

11
（

。
植
民
地
政
府
の
歳
入
の
多
く
を
占
め
る
関
税
収
入
は
、
最
大
の

貿
易
相
手
国
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
景
気
後
退
に
見
舞
わ
れ
て
い
た

た
め
、
大
幅
に
減
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
日
々
の
行
政
に
必
要
な
資
金

さ
え
も
事
欠
く
状
況
で
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
、
マ
オ
リ
か
ら
土
地
を
購

入
す
る
資
金
が
あ
る
わ
け
は
な
か
っ
た
。

　

ホ
ブ
ソ
ン
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
も
、
マ
オ

リ
か
ら
購
入
し
た
土
地
を
、
欧
州
人
入
植
者
に
売
っ
て
得
た
利
益
で
公
共

事
業
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
ホ
ブ
ソ
ン
の
場
合
に
は
、
土
地
購
入

資
金
を
得
る
手
段
と
し
て
約
束
手
形
を
発
行
し
て
い
た
が
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ

イ
の
時
代
に
、
そ
の
償
還
期
限
が
や
っ
て
来
て
い
た
の
で
、
問
題
は
ホ
ブ

ソ
ン
時
代
よ
り
も
深
刻
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
や
む
を

得
ず
、
一
八
四
四
年
四
月
に
、
総
額
三
万
七
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
公
債
を
発

行
し
た
。

　

そ
の
事
の
効
果
は
す
ぐ
に
現
れ
た
。
一
八
四
四
年
の
年
頭
に
は
停
滞
し

て
い
た
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
周
辺
の
経
済
活
動
は
急
速
に
改
善
し
、
輸
出
取
引

が
行
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、
政
府
の
財
政

を
改
善
す
る
た
め
、
関
税
を
上
げ
る
と
共
に
、
資
産
税
を
導
入
し
た）

11
（

。

　

一
八
四
四
年
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、
後
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
戦
争
の

前
哨
戦
と
言
う
べ
き
ン
ガ
・
プ
ヒ
族
の
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
（H

one H
eke

）
等

と
の
闘
争
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
締
結
に
当
た
っ

て
の
マ
オ
リ
側
の
積
極
的
な
推
進
者
で
あ
っ
た
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
が
、
こ
の
時
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こ
の
北
部
の
紛
争
に
加
え
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
で
も
、
平
和
が
失
わ
れ
て

い
た
。
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
の
裁
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

会
社
は
ワ
イ
ラ
ウ
で
の
侵
略
行
動
を
止
め
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
テ
・
ラ

ウ
パ
ラ
ハ
等
と
の
戦
い
が
再
燃
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ッ

ツ
ロ
イ
は
、
彼
の
限
ら
れ
た
軍
事
力
を
、
こ
の
地
域
の
マ
オ
リ
に
対
し
て

使
用
す
る
こ
と
を
許
可
し
な
い
と
決
定
し
た
。

　

実
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、
こ
れ
よ
り
遙
か
前
、
一
八
四
五
年
四
月
三

〇
日
付
け
で
、
総
督
か
ら
既
に
解
任
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
知
ら
せ
を
彼
は

一
〇
月
一
日
に
正
式
に
受
け
取
る
こ
と
に
な
る）

1（
（

。
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
の
解
任

理
由
は
、
指
示
に
反
し
て
公
債
を
発
行
し
た
こ
と
及
び
民
兵
を
適
時
に
動

員
し
て
い
な
い
こ
と
等
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
の
ロ
ン
ド

ン
に
お
け
る
裏
工
作
が
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
三
）　
第
三
代
総
督
グ
レ
イ
の
努
力

　

グ
レ
イ
（Sir George Grey

）
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
総
督
に
発

令
さ
れ
た
時
点
で
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
植
民
地
総
督
で
あ
っ
た
。
そ
の
地

理
的
近
さ
の
お
か
げ
で
、
一
八
四
五
年
一
一
月
一
四
日
に
は
オ
ー
ク
ラ
ン

ド
に
到
着
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
が
罷
免
さ
れ
た
こ
と
は

公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
は
そ
の
ま
ま
執
務
を
続
け
て
い
た
か
ら
、
フ
ィ
ッ

ツ
ロ
イ
着
任
時
の
場
合
の
よ
う
な
、
長
期
に
わ
た
る
総
督
不
在
と
い
う
混

乱
は
生
じ
て
い
な
か
っ
た）

11
（

。

に
、
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
は
、
こ
の
軍
を
武
力
で
追
い
払
っ
た
上
で
こ
の
旗
竿
も

切
り
倒
し
、
ラ
ッ
セ
ル
の
町
を
焼
き
払
っ
た
。
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
の
、
ラ
ッ
セ

ル
攻
撃
は
決
し
て
激
情
に
駆
ら
れ
て
の
野
蛮
な
も
の
で
は
無
か
っ
た
。
ホ

ネ
・
ヘ
ケ
は
、
欧
州
人
に
対
し
、
宝
石
・
書
類
そ
の
他
、
本
人
が
希
望
す

る
貴
重
品
を
持
っ
て
ボ
ー
ト
に
乗
る
の
を
認
め
、
ま
た
、
教
会
そ
の
他
の

公
共
施
設
へ
の
焼
き
討
ち
は
行
わ
な
か
っ
た）

11
（

。

　

本
拠
地
に
撤
退
し
た
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
に
対
し
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、
オ
ー

ク
ラ
ン
ド
か
ら
持
て
る
限
り
の
軍
を
送
っ
て
攻
撃
し
た
が
、
ホ
ネ
・
ヘ
ケ

は
、
英
国
軍
に
多
大
の
損
害
を
与
え
て
こ
れ
を
撃
退
し
た
。
以
後
、
英
国

軍
と
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
軍
の
軍
事
衝
突
は
一
八
ヶ
月
に
渡
り
、
続
く
こ
と
に
な

る
。

　

こ
う
し
た
厳
し
い
軍
事
情
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
四
四
年
九
月
、

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、
欧
州
人
を
武
装
さ
せ
、
軍
事
訓
練
を
す
る
こ
と
は
せ

ず
、
植
民
者
の
防
衛
行
為
は
、
町
の
防
衛
に
限
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
理

由
は
表
面
的
に
は
、
最
も
友
好
的
な
マ
オ
リ
人
で
さ
え
も
猜
疑
心
を
持
た

せ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
と
し
た
。
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、
そ
の
最
大

の
理
由
は
、
民
兵
を
動
員
す
る
た
め
の
費
用
負
担
に
、
植
民
地
財
政
が
耐

え
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

他
方
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
と
の
対
立
を
緩

和
す
る
た
め
に
、
ホ
ブ
ソ
ン
の
布
告
を
取
り
消
し
、
私
人
が
マ
オ
リ
か
ら

土
地
を
購
入
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
た）

11
（

。



二
〇
八

一
八
四
六
年
に
友
人
に
書
い
た
手
紙
の
中
で
、
マ
オ
リ
は
「
多
く
の
点
で

高
貴
な
種
族
で
あ
り
、
傑
出
し
た
戦
士
で
あ
り
、
非
常
に
感
情
豊
か
で
あ

り
、
毀
誉
褒
貶
に
敏
感
で
あ
り
、
誇
り
高
い
が
、
導
き
や
す
い
。〈
中
略
〉

彼
ら
は
私
が
あ
た
か
も
高
位
の
首
長
で
あ
る
か
の
よ
う
な
献
身
を
示
す
。」

と
述
べ
て
い
る）

11
（

。

　

そ
こ
で
機
を
逃
さ
ず
、
豊
富
に
与
え
ら
れ
た
軍
事
力
に
加
え
、
グ
レ
イ

の
説
得
に
よ
り
そ
の
味
方
と
な
っ
た
マ
オ
リ
も
加
え
た
圧
倒
的
兵
力
で
ホ

ネ
・
ヘ
ケ
の
本
拠
地
を
攻
撃
し
、
こ
れ
の
撃
破
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、

無
理
押
し
は
せ
ず
、
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
が
和
平
を
申
し
出
、
自
ら
の
意
思
で
そ

の
支
配
地
域
を
提
供
す
る
と
、
そ
れ
を
受
諾
し
た）

11
（

。
テ
・
ラ
ウ
パ
ラ
ハ
に

つ
い
て
は
、
奇
襲
に
よ
り
彼
を
逮
捕
し
投
獄
す
る
の
に
成
功
し
た
。
し
か

し
、
や
は
り
無
理
押
し
は
せ
ず
、
彼
に
つ
い
て
も
後
に
釈
放
し
て
い
る）

11
（

。

　

ま
た
、
豊
富
に
与
え
ら
れ
た
資
金
に
よ
り
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
の
解
任
理

由
と
な
っ
た
公
債
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
元
利
を
償
還
し
て
解
消
す
る
こ

と
が
で
き
た）

11
（

。

　

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
が
、
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
に
規
定
す
る
マ
オ
リ
の
土
地
の

購
入
を
、
政
府
が
独
占
す
る
と
い
う
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
マ
オ
リ
の
土
地
は
九
万
エ
ー
カ
ー
も
欧
州
人
に
よ
り

侵
害
さ
れ
て
い
た
。
グ
レ
イ
は
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
首
相
の
了
解
を
取
っ

た
上
で
、
購
入
独
占
制
を
復
活
し
た）

11
（

。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
形
で
市
場
が

形
成
さ
れ
た
た
め
、
市
場
価
格
よ
り
若
干
高
額
で
買
う
と
い
う
制
度
と
し
た
。

　

グ
レ
イ
は
、
一
面
で
は
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
よ
り
も
恵
ま
れ
て
い
た
。
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
厳
し
い
情
勢
か
ら
、
英
本
国
は
、
彼
に
十
分
な
資
金
と
イ

ン
ド
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
掻
き
集
め
た
強
力
な
軍
隊
を
与
え
た
か
ら

で
あ
る
。
他
面
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
が
不
名
誉
に
罷
免
さ
れ
た
事
実
は
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
と
の
関
係
に
神
経
を
使
わ
な
い
と
、
グ
レ
イ
も

ま
た
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
と
同
じ
運
命
を
た
ど
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
ワ
イ

タ
ン
ギ
条
約
を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
考
え
る
官
僚
に
と
っ
て
、
こ
れ

は
非
常
に
厳
し
い
ジ
レ
ン
マ
で
あ
っ
た
。

　

グ
レ
イ
も
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
と
同
じ
く
、
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
の
蜂
起
の
根
本

原
因
は
、
ワ
イ
ラ
ウ
事
件
に
あ
る
と
み
て
い
た
。
そ
こ
で
グ
レ
イ
が
オ
ー

ク
ラ
ン
ド
に
到
着
し
て
第
一
に
行
っ
た
こ
と
は
、
マ
オ
リ
の
首
長
達
を
集

め
て
会
議
を
開
き
、
そ
の
席
上
で
、
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
の
誠
実
な
遵
守
を

誓
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
か
な
る
土
地
と
い
え
ど
も
、
マ
オ
リ
の
同
意
な

し
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
土
地
を
売
る
か
否
か
は
完
全
に
マ
オ
リ

の
自
由
で
あ
る
と
言
明
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
時
に
マ
オ
リ
が
理

解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ひ
と
た
び
土
地
を
売
っ
た
場
合
に

は
、
そ
れ
は
永
久
に
マ
オ
リ
の
権
利
か
ら
離
れ
る
と
い
う
点
、
及
び
、
ホ

ネ
・
ヘ
ケ
達
が
政
府
に
反
抗
し
た
以
上
、
彼
ら
は
処
罰
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
点
も
グ
レ
イ
は
強
調
し
た）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
誠
意
を
持
っ
て
交
渉
し
た
こ
と
に
よ
り
、
グ
レ
イ
は
、

早
い
段
階
で
マ
オ
リ
の
尊
敬
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
グ
レ
イ
は
、



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
〇
九

ず
様
々
な
分
野
に
寄
付
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
一
八

五
二
年
の
末
に
は
七
〇
二
人
の
児
童
が
原
住
民
用
の
学
校
に
通
学
し
て
い

た
。
内
訳
は
四
三
四
人
が
英
国
教
会
、
二
一
五
人
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
、
五

三
人
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
年
次
補
助
金
と
し
て
は
、
初
年
度
の
場
合
、

英
国
教
会
が
三
、五
〇
〇
ポ
ン
ド
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
が
一
、六
〇
〇
ポ
ン
ド
、

カ
ト
リ
ッ
ク
が
八
〇
〇
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
必
ず
英
語
が
教

え
ら
れ
、
各
学
校
は
産
業
訓
練
の
中
心
と
も
さ
れ
た
。
各
学
校
に
は
大
工

及
び
農
業
労
働
者
が
必
ず
配
置
さ
れ
、
馬
や
牛
が
政
府
資
金
に
よ
り
給
付

さ
れ
た
。

　

ま
た
、
各
地
方
の
産
業
基
盤
を
強
化
す
る
手
段
と
し
て
、
オ
ー
ク
ラ
ン

ド
及
び
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
の
周
辺
で
、
欧
州
人
兵
士
に
道
路
を
建
設
さ
せ
る

こ
と
と
し
た
。
そ
れ
に
際
し
て
は
、
マ
オ
リ
を
雇
用
し
、
一
日
あ
た
り
二

シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
の
賃
金
を
、
そ
し
て
そ
の
指
揮
者
と
し
て
働
い
た
首

長
に
は
一
日
三
シ
リ
ン
グ
を
支
払
っ
た
。
こ
の
当
時
、
欧
州
人
の
単
純
労

働
は
一
日
三
～
四
シ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
と
い
う）

11
（

か
ら
、
そ
れ
よ
り
は
若
干

安
い
が
、
決
し
て
不
当
に
低
額
な
賃
金
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
道
路

整
備
を
お
こ
な
う
こ
と
の
重
要
性
は
マ
オ
リ
に
も
理
解
さ
れ
、
例
え
ば
ラ

ン
ギ
ハ
エ
タ
（Rangihaeta

）
は
、
自
費
で
二
二
マ
イ
ル
も
の
道
路
を
整

備
し
た
と
い
う
。

　

マ
オ
リ
は
基
本
的
に
農
業
民
族
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
グ
レ
イ
は
彼
ら
か

ら
土
地
を
売
っ
て
貰
う
代
わ
り
に
、
そ
れ
ま
で
の
焼
き
畑
農
業
に
替
わ
る

　

他
方
で
、
グ
レ
イ
は
、
一
八
四
六
年
に
、
す
べ
て
の
マ
オ
リ
の
土
地
所

有
を
登
録
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
。
登
録
さ
れ
な
い
土
地
は
未
使
用
地
あ

る
い
は
余
剰
地
と
み
な
さ
れ
、
国
有
地
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
マ
オ
リ
の

よ
う
な
生
活
形
態
の
場
合
、
現
に
耕
作
さ
れ
て
い
な
い
土
地
も
、
す
べ
て

潜
在
的
耕
作
地
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
無
視
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
英
本

国
の
植
民
大
臣
で
あ
る
グ
レ
イ
伯
爵）

11
（

の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
出

先
の
総
督
で
あ
る
グ
レ
イ
と
し
て
は
、
そ
れ
に
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

グ
レ
イ
は
、
マ
オ
リ
と
の
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
大
変
根
本

的
な
取
組
み
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
彼
自
身
が
マ
オ
リ
を
理
解
す
る
努
力
を

し
た
。
そ
の
手
段
と
し
て
、
マ
オ
リ
語
に
関
し
て
一
冊
の
辞
書
も
存
在
し

て
い
な
い
こ
の
時
代
に
、
グ
レ
イ
は
、
自
ら
が
マ
オ
リ
語
を
理
解
し
、
さ

ら
に
マ
オ
リ
の
格
言
や
諺
、
さ
ら
に
は
マ
オ
リ
の
歴
史
や
伝
説
の
収
集
を

行
っ
た）

1（
（

。
今
日
の
マ
オ
リ
学
の
礎
は
、
グ
レ
イ
が
築
い
た
の
で
あ
る
。

　

マ
オ
リ
を
、
将
来
に
お
い
て
、
欧
州
人
と
融
和
で
き
る
ま
で
に
文
明
化

す
る
必
要
を
認
識
し
、
教
育
や
産
業
面
で
向
上
さ
せ
る
努
力
を
開
始
し
た）

11
（

。

こ
の
時
代
、
英
国
教
会
だ
け
で
な
く
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
及
び
カ
ト
リ
ッ
ク

の
宣
教
師
も
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
進
出
を
開
始
し
て
い
た
が
、
グ
レ
イ

は
、
こ
れ
ら
三
教
会
に
対
し
、
政
府
の
監
督
の
受
け
入
れ
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
、
資
金
援
助
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
植
民
地
歳
入
の
二
一
分
の
一
、

土
地
販
売
収
入
の
一
五
分
の
一
及
び
英
国
か
ら
の
資
金
の
一
定
額
を
、
必



二
一
〇

異
な
っ
て
い
る
た
め
、
困
難
が
多
か
っ
た）

11
（

。

　

こ
う
し
て
、
グ
レ
イ
は
、
本
国
に
両
民
族
が
平
和
裏
に
共
存
す
る
基
礎

を
築
け
た
と
報
告
し
て
い
る）

11
（

。
短
期
間
の
う
ち
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の

混
乱
を
収
拾
し
た
功
績
に
よ
り
、
グ
レ
イ
は
一
八
四
八
年
に
バ
ス
勲
爵
士

に
叙
せ
ら
れ
た
。三　

英
国
議
会
法

（
一
）　
一
八
四
六
年
憲
章

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
は
、
し
か
し
、
グ
レ
イ
総
督
に
押
さ
え
ら
れ

て
ば
か
り
は
い
な
か
っ
た
。
グ
レ
イ
の
手
の
届
か
な
い
本
国
で
、
し
っ
か

り
と
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
一
八
四
六
年
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
支
配
人
の
圧
力
の
下
に
、

グ
レ
イ
伯
爵
は
も
っ
と
も
錯
綜
し
た
憲
法
（m

ost intricate 
consitution

）
を
公
布
し
た）

11
（

。」

　

正
確
に
は
一
八
四
六
年
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
法
（N

ew
 Zealand 

Constitution A
ct 1846

）
は
、
英
国
議
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た）

11
（

。
こ

れ
は
一
般
に
「
一
八
四
六
年
憲
章
」（Charter of 1846

）
と
呼
ば
れ
た
。

こ
の
憲
章
は
、
植
民
地
に
広
範
な
自
治
を
認
め
た
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
の
定
め
方
は
、
上
記
引
用
文
の
通
り
大
変
複
雑
な
も
の

で
あ
っ
た
。

　

一
八
四
六
年
憲
章
は
、
第
一
に
、
植
民
地
を
ニ
ュ
ー
ア
ル
ス
タ
ー

土
壌
改
良
法
を
教
え
、
新
し
い
作
物
を
与
え
た
。
ネ
ル
ソ
ン
で
は
一
八
四

八
年
に
早
く
も
三
四
〇
エ
ー
カ
ー
の
小
麦
が
栽
培
さ
れ
、
ワ
イ
カ
ト
で
は

そ
の
翌
年
、
果
樹
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
栽
培
さ
れ
た
。
ま

た
小
麦
は
一
、〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー
近
く
も
栽
培
さ
れ
、
二
台
の
製
粉
機
と

一
基
の
水
車
が
活
動
し
て
い
た
。
彼
が
離
任
し
た
際
に
は
、
既
に
北
島
の

す
べ
て
の
マ
オ
リ
部
落
に
、
彼
ら
自
身
が
所
有
す
る
水
車
が
設
置
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、
マ
オ
リ
は
病
気
に
な
る
と
呪
医
に
頼
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を

克
服
す
る
た
め
に
、
グ
レ
イ
は
病
院
を
、
欧
州
人
が
居
住
す
る
オ
ー
ク
ラ

ン
ド
及
び
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
ば
か
り
で
な
く
、
ワ
ン
ガ
ヌ
イ
（W

anganui

）

及
び
タ
ラ
ナ
キ
（T

aranaki

）
に
も
建
設
し
た
。
こ
の
結
果
、
一
八
五

二
年
の
段
階
で
、
四
〇
一
人
が
ワ
ン
ガ
ヌ
イ
で
、
五
五
六
人
が
タ
ラ
ナ
キ

で
受
診
し
た
。
ま
た
、
公
衆
衛
生
の
向
上
の
た
め
、
入
浴
の
習
慣
を
教
え

る
こ
と
に
も
努
力
し
た
。

　

彼
は
マ
オ
リ
に
法
と
秩
序
を
植
え
付
け
る
努
力
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
着
任
早
々
に
、
マ
オ
リ
に
武
器
・
弾
薬
及
び
酒
を
販
売
す
る
こ
と

を
禁
じ
た）

11
（

。
そ
し
て
、
マ
オ
リ
警
察
を
組
織
し
、
陪
審
員
そ
の
他
の
基
本

的
な
司
法
活
動
に
も
、
英
国
法
に
十
分
な
知
識
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
起
用
す
る
よ
う
に
し
た）

11
（

。
遠
隔
地
の
場
合
に
は
、
マ
オ
リ

の
首
長
を
、
固
定
給
を
支
払
っ
て
、
裁
判
官
に
任
命
す
る
こ
と
も
行
っ
た）

11
（

。

た
だ
、
こ
の
分
野
に
関
し
て
は
、
英
国
と
マ
オ
リ
の
道
徳
規
準
が
大
き
く



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
一
一

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
は
何

を
目
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
植
民
地
の
自
治
を
主
張
す
る
根
拠
と
し
て
、
彼
は
二
つ
の
点
を
挙

げ
た
。
第
一
に
、
外
来
の
政
府
よ
り
も
現
地
の
植
民
者
の
政
府
の
ほ

う
が
実
情
に
く
わ
し
く
、
政
務
を
よ
り
よ
く
運
営
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
有
能
な
人
び
と
が
自
治
の
お

こ
な
わ
れ
る
植
民
地
に
引
き
よ
せ
ら
れ
才
能
が
発
揮
で
き
る
。
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
植
民
地
自
治
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う

な
常
識
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
な
質
の
も
の
で
は
な
く
、

土
地
問
題
や
マ
オ
リ
問
題
と
絡
ん
だ
複
雑
な
議
論
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
自
治
を
求
め
る
政
治
勢
力
は
、
自
治
政
府
の
確
立
に
よ
っ
て
本

国
政
府
の
干
渉
と
マ
オ
リ
の
政
治
参
加
を
排
除
し
、
合
法
的
に
マ
オ

リ
か
ら
土
地
を
収
奪
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る）

1（
（

。」

　

し
か
し
、
一
八
四
六
年
憲
章
は
、
グ
レ
イ
総
督
の
反
対
に
よ
り
、

ニ
ュ
ー
マ
ン
ス
タ
ー
政
府
な
ど
は
一
応
組
織
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
中
核

部
分
は
施
行
が
延
期
さ
れ
、
結
局
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
全
く
施
行
さ
れ
な

い
で
終
わ
る
。

　

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
が
、
公
債
発
行
程
度
の
些
細
な
命
令
違
反
行
為
で
罷
免

さ
れ
た
運
命
を
考
え
れ
ば
、
議
会
法
と
い
う
形
式
で
発
さ
れ
た
命
令
を
、

公
然
と
異
を
唱
え
る
と
い
う
の
は
、
尋
常
の
覚
悟
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
を
敢
然
と
や
っ
て
の
け
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
若
い
総
督
の
気

（N
ew

 U
lster

＝
北
島
の
パ
テ
ア
川
（Patea river

）
河
口
以
北
）
と
、

ニ
ュ
ー
マ
ン
ス
タ
ー
（N

ew
 M

unster

＝
残
り
す
べ
て
）
と
言
う
二
つ

の
地
方
（province

）
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
総
督
と
副
総
督
を
置
く
も

の
と
し
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
全
体
の
総
督
は
、
そ
れ
と
の
対
比
で
総

総
督
（Governor-in-Chief

）
と
呼
ば
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
一
八
四
六
年
憲
章
の
下
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ア
ル
ス
タ
ー
は
、

一
八
四
〇
年
憲
章
の
下
に
お
け
る
そ
れ
と
異
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
オ
ー
ク
ラ

ン
ド
を
中
心
と
す
る
地
域
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ニ
ュ
ー

マ
ン
ス
タ
ー
は
、
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
が
、

入
植
地
を
建
設
し
た
地
域
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
憲
章
は
、
実
質
的
に

総
督
の
実
権
を
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
を
中
心
と
す
る
北
島
北
部
に
限
定
し
、

そ
れ
以
外
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
全
土
を
ニ
ュ
ー
マ
ン
ス
タ
ー
と
名
付
け
、

そ
の
地
域
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
の
支
配
を
認
め
た
も
の
と

言
え
る
。

　

第
二
に
、
各
地
方
は
、
選
挙
に
よ
り
評
議
員
（councilors
）
を
定
め
、

評
議
員
会
が
市
長
及
び
市
会
議
員
を
決
定
す
る
。
こ
の
評
議
員
、
市
長
及

び
市
会
議
員
が
、
地
方
議
会
の
下
院
議
員
を
決
定
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

各
下
院
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
全
体
の
議
会
（General A

ssem
bly

）

の
下
院
議
員
を
互
選
に
よ
り
決
定
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
上
院
は
す
べ

て
任
命
制
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
早
い
時
点
で
大
幅
な
自
治
権
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、



二
一
二

ン
ド
会
社
の
投
機
の
た
め
の
憲
章
で
あ
っ
た
。
こ
の
憲
章
は
、
封
建

制
の
最
悪
の
形
態
に
お
け
る
人
権
侵
害
を
永
続
さ
せ
る
と
彼
は
信
じ

て
い
た）

11
（

。」

　

彼
は
、
欧
州
系
住
民
の
代
表
者
に
よ
る
責
任
政
府
が
成
立
し
た
際
に
発

生
す
る
、
マ
オ
リ
に
対
す
る
問
題
を
、
予
見
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

責
任
政
府
が
で
き
れ
ば
、
総
督
と
し
て
の
彼
の
権
限
は
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
そ
れ
以
前
よ
り
も
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
グ
レ
イ

は
、
マ
オ
リ
問
題
を
、
内
閣
よ
り
も
巧
み
に
処
理
で
き
る
自
信
が
あ
っ
た
。

こ
の
確
信
は
、
そ
の
後
の
出
来
事
に
よ
り
、
正
し
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ

れ
た
。

　

一
八
四
六
年
憲
章
の
下
に
お
い
て
は
、
マ
オ
リ
は
議
会
に
代
表
者
を
持

た
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
グ
レ
イ
が
総
督
と
し
て
の
権
限
を
持
ち
続
け
る

限
り
、
マ
オ
リ
は
彼
に
訴
え
る
権
利
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
マ
オ
リ
の
権
利

が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
こ
と
が
無
い
、
十
分
な
保
障
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
実
際
、
彼
が
総
督
で
あ
る
間
、
マ
オ
リ
は
、
グ
レ
イ
を
父

（Father

）
と
呼
び
、
全
幅
の
信
頼
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

グ
レ
イ
の
こ
の
博
打
は
成
功
し
た
。
グ
レ
イ
は
一
八
四
九
年
七
月
に
受

け
取
っ
た
急
送
便
で
、
議
会
が
一
八
四
六
年
憲
章
の
施
行
延
期
法
を
可
決

し
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
グ
レ
イ
の
権
威
は
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
英
本
国
に
お
い
て
も
著
し
く

増
大
し
た
。

概
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
グ
レ
イ
が
、
政
府
と
命
令
に
真
っ
向
か
ら

逆
ら
っ
た
最
初
の
、
し
か
し
、
最
後
で
は
な
い
行
動
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

グ
レ
イ
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
八
四
六
年
憲
章
は
時
宜
に
合
わ
な

い
と
述
べ
た）

11
（

。
な
ぜ
な
ら
、
北
島
に
い
る
欧
州
人
の
成
人
の
民
間
人
男
性

は
三
、一
五
七
人
に
過
ぎ
ず
、
二
、九
四
八
人
は
軍
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
マ
オ
リ
人
は
一
〇
万
五
、〇
〇
〇
人
も
い
る
。
マ
オ
リ
人
は
英
国
製

品
の
消
費
者
で
あ
り
、
植
民
地
の
歳
入
は
主
と
し
て
間
接
税
に
依
存
し
て

い
る
の
で
、
そ
の
多
く
は
マ
オ
リ
人
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
状
態
下
で
、

ご
く
わ
ず
か
な
英
国
臣
民
が
、
多
数
を
占
め
る
他
民
族
に
対
し
、
課
税
し
、

支
配
す
る
権
限
を
認
め
る
の
は
適
当
で
は
無
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
八
四
六

憲
章
に
お
い
て
は
、
マ
オ
リ
人
に
は
投
票
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
憲
章
を
直
ち
に
施
行
す
る
こ
と
に
よ
り
戦
争
の
危
険
を
冒
す
よ

り
、
欧
州
人
の
数
が
増
え
、
他
方
、
原
住
民
の
武
器
弾
薬
が
尽
き
、
彼
ら

が
よ
り
文
明
化
す
る
ま
で
、
施
行
を
待
つ
方
が
合
理
的
で
あ
る
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
直
接
に
は
グ
レ
イ
伯
爵
を
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
い

る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
を
説
得
す
る
た
め
の
論
理
で
あ
っ
た
。
本
音

的
に
は
次
の
様
で
あ
っ
た
。

「
彼
の
意
見
で
は
、
新
憲
章
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
住
む
人
び

と
の
た
め
の
憲
章
で
は
な
く
、
土
地
あ
さ
り
（hungerers after 

land

）
や
船
荷
や
船
客
を
希
望
す
る
船
主
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
一
三

　

グ
レ
イ
の
第
一
の
要
望
に
関
し
て
は
、
一
八
五
二
年
憲
章
で
は
、
大
略

次
の
様
に
定
め
ら
れ
た
。

　

第
一
に
、
国
土
は
六
地
方
に
分
割
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
ク
ラ
ン

ド
、
ニ
ュ
ー
プ
リ
マ
ス
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
、
ネ
ル
ソ
ン
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー

及
び
オ
タ
ゴ
（O

tago

）
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
住
民
に
よ
っ
て
選
出
さ

れ
た
九
人
以
上
の
構
成
員
か
ら
な
る
各
地
方
議
会
（provincial council

）

と
、
そ
の
議
員
か
ら
選
出
さ
れ
た
最
高
責
任
者
（superintendent

）
に

よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
。
地
方
議
会
の
権
限
は
、
そ
の
地
方
に
属
す
る
公
共

事
業
（
鉄
道
を
含
む
）、
移
民
、
裁
判
、
犯
罪
取
締
、
関
税
、
貨
幣
の
鋳

造
、
港
湾
、
度
量
衡
、
銀
行
業
、
造
船
、
公
有
地
の
管
理
、
婚
姻
並
び
に

遺
言
と
い
う
大
変
広
範
な
も
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
植
民
地
議
会

（General A
ssem

bly

）
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
植
民
地
議
会
は
、
住
民
の
選
出
に
基
づ
き
二
四
名
以
上
四
二

名
以
下
の
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
衆
議
院
（H

ouse of Represen-
tatives

）
を
下
院
と
し
、
任
命
制
の
一
〇
名
以
上
の
議
員
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
立
法
評
議
会
（Legislative Council

）
を
上
院
と
し
、
こ
れ
に

総
督
を
加
え
た
三
者
で
構
成
さ
れ
る
。

　

第
三
に
、
総
督
は
英
国
法
と
矛
盾
し
た
立
法
に
対
し
て
拒
否
権
を
有
し
、

原
住
民
の
土
地
の
販
売
に
関
す
る
権
限
を
有
し
、
並
び
に
外
交
権
限
を
有

す
る
。

　

グ
レ
イ
の
第
二
の
要
望
で
あ
る
参
政
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
一
八
五
二

（
二
）　
一
八
五
二
年
憲
章

　

グ
レ
イ
は
、
一
八
五
二
年
憲
章
の
施
行
延
期
の
連
絡
を
受
け
る
と
、
グ

レ
イ
伯
爵
を
通
じ
て
、
英
国
議
会
に
対
し
、
彼
の
考
え
る
三
つ
の
重
要
な

原
則
を
盛
り
込
ん
だ
新
憲
章
を
作
る
よ
う
、
要
望
し
た）

11
（

。
そ
の
重
要
原
則

と
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
広
く
散
在
し
て
い
る
居
住
地
の
性
格
か
ら
、
地
方
分
権
的
な

構
造
が
必
要
で
あ
る
こ
と

　

第
二
に
、
参
政
権
は
、
広
く
、
植
民
地
に
利
害
関
係
を
有
す
る
す
べ
て

の
者
、
す
な
わ
ち
、
土
地
か
家
屋
を
有
し
て
い
る
も
の
に
認
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
こ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
限
り
、
参
政
権
は
マ
オ
リ
に
も

認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
グ
レ
イ
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植
民
地
の

平
和
と
幸
福
は
「
二
つ
の
民
族
が
一
つ
に
溶
け
合
う
（the tw

o race 
into one n

）
11
（

ation

）」
こ
と
で
は
じ
め
て
実
現
す
る
と
考
え
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

　

グ
レ
イ
の
要
望
に
基
づ
く
新
憲
章
は
、
一
八
五
二
年
に
英
国
議
会
で
制

定
さ
れ
、
一
八
五
四
年
ま
で
に
実
施
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

11
（

。
一
八

五
二
年
憲
章
の
成
立
に
あ
た
り
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
首
相
は
、
グ
レ
イ

総
督
の
推
奨
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
植
民
地
に
付

与
さ
れ
た
い
か
な
る
法
律
よ
り
も
大
き
な
自
由
を
認
め
た
法
律
だ
と
述

べ
た）

11
（

。



二
一
四

八
五
二
年
憲
章
第
七
条
の
条
文
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
条
件
を
満
た
し

て
い
る
限
り
、
マ
オ
リ
に
も
参
政
権
は
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
グ
レ
イ
は
英
国
に
召
喚
さ
れ
、
一
八
五
四
年
一
月
三
日
に
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。
そ
の
結
果
、
一
八
五
二
年
憲
章
の

実
施
は
、
後
任
の
第
四
代
総
督
ブ
ラ
ウ
ン
（T

hom
as Gore Brow

ne

）

の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
言
う
な
ら

ば
、
一
八
五
二
年
憲
章
の
運
用
と
し
て
、
マ
オ
リ
に
は
参
政
権
は
与
え
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ダ
ニ
エ
ル
・
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
一
八
四
六
年
憲
章
の
下
で
、

一
応
は
作
ら
れ
た
が
活
動
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ニ
ュ
ー
マ
ン
ス
タ
ー
政

府
に
お
い
て
、
司
法
長
官
の
地
位
に
あ
っ
た
。
当
然
、
一
八
五
二
年
憲
章

の
下
に
お
い
て
は
、
何
の
法
的
地
位
も
持
た
な
い
。
そ
の
彼
が
、
公
然
と

次
の
様
に
主
張
し
た
。

「
選
挙
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
る
資
格
の
あ
る
先
住
民
は
、
た
と
え
い

た
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
考
え
ま
す
。
彼
ら
は
パ
ー
（P

）
11
（a

）

に
集
団
で
住
ん
で
い
る
は
ず
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
自
由
土
地
保

有
者
、
借
地
人
、
あ
る
い
は
住
民
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん）

11
（

。」

　

こ
の
発
言
は
、
欧
州
系
住
民
の
自
然
の
差
別
感
情
に
合
致
し
て
い
た
こ

と
も
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
の
現
地
に
お
け
る
中
心
人
物
の
発

言
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
系
の
植
民
地
で
あ
っ

た
地
方
で
は
、
無
批
判
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
最
南
端
の
オ
タ

年
憲
章
第
七
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
な
り
く
ど
い
規
定
で
あ
る

が
、
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
投
票
権
は
、
二
一
歳
以
上
の
男
子
で
、
五
〇

ポ
ン
ド
以
上
の
土
地
所
有
者
、
も
し
く
は
都
会
に
住
む
者
の
場
合
に
は
年

に
一
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
借
地
代
を
支
払
う
戸
主
、
田
舎
に
住
む
者
の
場
合

に
は
同
じ
く
五
ポ
ン
ド
以
上
の
借
地
代
を
支
払
う
戸
主
で
あ
っ
て
、
選
挙

人
登
録
以
前
に
六
ヶ
月
以
上
、
そ
の
地
に
在
住
す
る
者
、
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う）

11
（

。
こ
れ
は
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
の
言
葉
に
も
あ
っ

た
と
お
り
、
大
変
低
い
基
準
で
あ
っ
た
。

「
一
八
五
二
年
当
時
、
労
働
者
の
賃
金
が
、
単
純
労
働
の
場
合
、
一

日
三
～
四
シ
リ
ン
グ
、
技
能
労
働
者
の
場
合
、
一
日
五
～
七
シ
リ
ン

グ
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
参
政
権
の
資
格
は
き
わ
め
て
緩
や
か
な
も

の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
植
民
地
の
記
録
で
は
、
大
工
職
の
場

合
、
一
日
一
〇
シ
リ
ン
グ
に
も
な
っ
た
。
一
〇
日
働
け
ば
五
ポ
ン
ド
、

二
〇
日
働
け
ば
一
〇
ポ
ン
ド
に
も
な
っ
た）

1（
（

。」

　

こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
ら
、
ま
と
も
に
労
働
に
従
事
し
て
い
る
者

で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
参
政
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
こ

の
時
点
の
英
本
国
の
選
挙
法
よ
り
遥
か
に
先
進
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
英

本
国
で
同
様
な
内
容
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
一
五
年
後
の
一
八
六
七

年
第
二
次
選
挙
法
改
正
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
グ
レ
イ
の

第
二
の
要
望
も
満
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

グ
レ
イ
の
第
三
の
要
望
で
あ
っ
た
マ
オ
リ
人
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
一



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
一
五

（tino rangatiratanga

＝sovereignty

） 

条
項
の
実
施
と
受
け
止
め
た
。

こ
れ
に
対
し
、
新
総
督
の
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
第
七
一
条
の
実
施
を
最
後
ま
で

行
わ
ず
、
結
局
、
こ
の
条
項
は
現
行
の
一
九
八
六
年
憲
法
法
（Constitution 

A
ct 1986

）
の
制
定
に
伴
っ
て
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
、
グ
レ
イ
が
、
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を
危
険
に
さ
ら
し
て
、
一

八
四
六
年
憲
章
の
施
行
を
差
し
止
め
る
こ
と
に
よ
り
、
実
現
し
よ
う
と
し

た
両
民
族
の
融
和
は
、
彼
の
後
継
者
達
の
手
に
よ
っ
て
空
文
化
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　

一
八
五
二
年
憲
章
の
下
で
、
一
八
五
三
年
に
最
初
の
庶
民
院
議
員
選
挙

が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
最
初
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
が
一

八
五
四
年
五
月
二
四
日
に
開
催
さ
れ
た
。
開
催
さ
れ
た
議
会
は
、
自
治
政

府
の
設
立
を
総
督
に
要
求
し
、
総
督
代
行
を
務
め
る
ウ
ィ
ン
ヤ
ー
ド

（Colonel R. H
. W

ynyard

）
の
承
認
に
よ
り
、
ス
ー
エ
ル
（H

enry 
Sew

ell

）
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
代
の
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
し
た）

11
（

。

　

マ
オ
リ
は
、
新
内
閣
に
、
グ
レ
イ
の
時
代
同
様
に
、
村
に
水
車
を
建
設

す
る
た
め
の
補
助
を
求
め
た
が
、
拒
否
さ
れ
た）

11
（

。
マ
オ
リ
に
対
す
る
政
策
は
、

グ
レ
イ
時
代
と
は
、
決
定
的
な
変
化
を
、
既
に
遂
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
三
）　
マ
オ
リ
統
一
運
動
（K

otahitanga

）

　

グ
レ
イ
が
両
民
族
の
融
和
に
向
け
て
打
っ
た
一
連
の
布
石
が
、
一
八
五

四
年
初
頭
の
彼
の
離
任
に
よ
っ
て
空
文
化
さ
れ
、
マ
オ
リ
の
権
利
が
一
八

ゴ
植
民
地
で
の
選
挙
登
録
集
会
は
次
の
様
な
状
態
で
あ
っ
た
。

「
事
前
に
警
告
さ
れ
て
い
た
の
は
、
武
装
し
て
お
け
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。
恥
知
ら
ず
な
奴
は
、
マ
オ
リ
に
は
明
ら
か
に
資
格
が
な
い
の
に
、

ご
都
合
主
義
の
拡
大
解
釈
で
、
彼
ら
が
法
の
意
味
す
る
家
屋
所
有
者

な
い
し
自
由
土
地
保
有
者
に
当
た
る
と
し
て
登
録
を
し
よ
う
と
し
た
。

〈
中
略
〉
司
法
長
官
ダ
ニ
エ
ル
・
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
氏
の
意
見

は
マ
オ
リ
の
主
張
を
予
定
し
て
お
り
、
決
定
的
に
彼
ら
に
不
利
な
も

の
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
多
事
な
七
月
五
日
が
来
た
時
、
選
挙

名
簿
の
登
録
と
改
訂
が
行
わ
れ
た
日
、
そ
こ
に
は
予
期
せ
ぬ
静
け
さ

が
あ
り
、
予
想
さ
れ
た
反
対
は
、
シ
ッ
と
い
っ
て
黙
ら
さ
れ
た
。
実

際
、
原
住
民
に
権
利
要
求
さ
せ
る
と
い
う
大
胆
な
試
み
が
七
八
件

あ
っ
た
が
、
そ
し
て
、
欧
州
人
の
要
求
が
五
二
件
あ
っ
た
が
、
ギ

リ
ー
ス
氏
の
巧
み
な
議
論
に
よ
り
、
す
べ
て
覆
さ
れ
、
却
下
さ
れ
た）

11
（

。」

　

要
す
る
に
、
法
の
規
定
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
現
場
に
お
け
る
選
挙
登

録
官
（
上
記
引
用
文
で
あ
れ
ば
ギ
リ
ー
ス
氏
）
が
、
そ
の
裁
量
権
に
よ
り
、

マ
オ
リ
の
参
政
権
要
求
を
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
理
論

を
背
景
に
、
多
く
の
場
合
に
、
力
尽
く
で
、
押
さ
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
の

で
あ
る）

11
（

。

　

ま
た
、
一
八
五
二
年
憲
章
七
一
条
は
、
明
確
に
マ
オ
リ
自
治
領
（pro-

vision of self-governing M
aori

）
の
創
設
を
認
め
て
い
た）

11
（

。
マ
オ
リ

人
は
、
こ
れ
を
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
の
マ
オ
リ
語
版
が
認
め
て
い
た
主
権



二
一
六

こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
部
族
単
位
に
し
か
行
動
し
な
か
っ
た
マ
オ
リ
の
、
初

め
て
の
部
族
を
超
え
た
自
主
的
活
動
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

２　

マ
オ
リ
王
擁
立
運
動

　

マ
オ
リ
の
中
に
は
、
英
国
の
力
は
そ
の
国
王
主
権
の
力
で
あ
る
と
考
え

る
も
の
が
出
て
き
た
。
特
に
英
国
に
旅
し
て
、
そ
の
産
業
や
法
と
秩
序
の

力
を
見
て
き
た
者
は
そ
う
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
者
の
中
に
、

ン
ガ
チ
・
ト
ア
の
有
名
な
首
長
テ
・
ラ
ウ
パ
ラ
ハ
（T

e Rauparaha

）

の
息
子
タ
ミ
ハ
ナ
（T

am
ihana

）
が
い
る
。
タ
ミ
ハ
ナ
は
、
一
八
五
二

年
に
英
国
に
旅
し
て
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
に
拝
謁
し
て
い
た
。
彼
は
、
マ

オ
リ
の
力
を
統
合
す
る
に
は
、
マ
オ
リ
も
ま
た
王
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い

と
考
え
た
。 

そ
し
て
、
英
国
（
連
合
王
国
）
と
同
じ
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
を
区
分
し
て
マ
オ
リ
の
国
（M

aori land

）
を
作
り
、
マ
オ

リ
に
よ
る
マ
オ
リ
の
た
め
の
政
体
を
作
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た）

1（
（

。
つ
い

に
施
行
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
一
八
五
二
年
憲
章
七
一
条
が
、
明
確
に
マ
オ

リ
自
治
領
を
予
定
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
決
し
て
英
国
に

対
す
る
反
乱
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
実
施
可
能
な
も
の
と
、
彼
は
判

断
し
た
。

　

タ
ミ
ハ
ナ
や
彼
の
従
兄
弟
等
は
各
地
を
経
巡
っ
て
、
王
の
適
任
者
と
思

わ
れ
る
首
長
に
接
触
を
続
け
た
が
、
何
れ
の
首
長
も
、
王
と
な
る
こ
と
を

拒
否
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
動
き
は
、
や
が
て
「
国
を
探
せ
、
王
を
探

せ
（H

inana ki uta, H
inana ki tai

）」
と
い
う
運
動
と
な
り
、
一
八
五

五
二
年
憲
章
の
下
で
、
現
実
に
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て

く
る
と
、
マ
オ
リ
自
身
の
手
で
、
そ
の
権
利
を
守
ろ
う
と
い
う
動
き
が
起

き
て
く
る
。

　

間
接
税
に
頼
る
植
民
地
政
府
の
歳
入
は
、
そ
の
半
ば
が
マ
オ
リ
に
よ
っ

て
負
担
さ
れ
て
い
る
の
に
、
一
切
の
発
言
権
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
明
ら

か
に
不
当
で
あ
る
。
米
国
独
立
戦
争
と
同
様
に
、
代
表
無
け
れ
ば
課
税
な

し
と
い
う
理
念
は
、
そ
う
い
う
明
確
な
形
で
こ
そ
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

当
然
に
マ
オ
リ
の
不
満
の
底
流
と
し
て
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
、
マ
オ
リ
は
、
部
族
単
位
で
行
動
し
て
い
た
。
マ
オ
リ
全
体

と
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
、
バ
ズ
ビ
ー
の
指
導
の
下
に
お
け
る
部
族
統
一

旗
や
独
立
宣
言
、
そ
し
て
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
と
い
う
重
要
な
例
外
を
除
く

と
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
マ
オ
リ
の
権
利
を
守
る
た
め
に
は
、

ま
さ
に
そ
れ
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　

１　

タ
ラ
ナ
キ
大
集
会

　

一
八
五
二
年
憲
章
の
下
で
の
最
初
の
議
会
が
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
開
催
さ

れ
る
一
ヶ
月
前
、
一
八
五
四
年
四
月
、
そ
れ
と
は
異
質
の
集
会
が
タ
ラ
ナ

キ
近
郊
の
マ
ヌ
ア
ワ
ポ
ウ
（M

anuaw
apou

）
で
開
か
れ
た
。
こ
の
地
を

本
拠
地
と
す
る
ン
ガ
チ
リ
ル
ア
ヌ
イ
（N

gatiriruanui

）
族
が
タ
イ
ポ
ロ

ヘ
ヌ
イ
（T
aiporohenui

）
と
い
う
名
の
巨
大
な
集
会
所
を
建
設
し
た
の

で
あ
る
。
北
島
各
地
の
各
部
族
か
ら
約
千
人
の
マ
オ
リ
が
集
ま
り
、
マ
オ

リ
の
土
地
が
着
実
に
欧
州
人
に
奪
わ
れ
て
い
く
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た）

11
（

。



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
一
七

の
紛
争
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

ニ
ュ
ー
プ
リ
マ
ス
近
郊
に
、
ウ
ィ
レ
ム
・
キ
ン
ギ
（W

irem
u K

ingi

）

を
首
長
と
す
る
部
族
が
村
を
構
え
て
い
た
。
彼
ら
は
遥
か
以
前
に
キ
リ
ス

ト
教
に
改
宗
し
て
お
り
、
人
々
は
欧
州
風
の
衣
服
を
着
、
学
校
や
教
会
を

設
け
、
村
の
回
り
の
耕
地
を
耕
作
し
て
平
和
に
暮
ら
し
て
い
た
。
し
か
し
、

隣
接
す
る
テ
・
テ
イ
ラ
・
マ
ヌ
カ
（T

e T
eira M

anuka

）
が
首
長
を
務

め
る
部
族
と
の
間
に
紛
争
が
発
生
し
、
い
っ
た
ん
は
流
血
の
事
態
と
な
っ

た
が
、
一
八
五
八
年
六
月
に
両
者
間
で
和
平
が
結
ば
れ
た
。

　

欧
州
人
人
口
は
、
一
八
五
〇
年
代
に
入
っ
て
、
移
民
の
増
加
に
よ
り
急

激
に
増
加
し
て
い
た
。
一
八
五
八
年
の
統
計
に
依
れ
ば
、
マ
オ
リ
人
口
は

五
六
、〇
四
九
人
に
ま
で
減
少
し
た
の
に
対
し
、
欧
州
人
の
人
口
は
五
九
、

四
一
三
人
に
な
っ
て
、
つ
い
に
欧
州
人
人
口
が
マ
オ
リ
を
上
回
っ
た）

11
（

。

　

そ
の
一
八
五
八
年
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
は
、
財
政
が
破
綻
し
、

倒
産
し
た
。
同
社
の
経
営
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
土
地
を
マ
オ
リ
か
ら

安
く
買
い
、
そ
れ
を
欧
州
人
に
高
く
売
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
利
潤
を
、
労
働
者
階
級
を
無
料
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
運
ぶ
こ
と
に

投
入
し
、
牧
場
経
営
に
優
良
な
労
働
力
を
安
定
的
に
供
給
す
る
と
い
う
計

画
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
社
が
計
画
し
た
ほ
ど
土
地
を
高
く
売
る
こ
と

は
で
き
ず
、
つ
い
に
倒
産
し
た
の
で
あ
る
。
後
に
は
、
同
社
が
無
料
で
運

ん
で
き
た
多
数
の
移
民
が
残
っ
た
。
欧
州
人
人
口
が
増
加
す
る
と
共
に
、

マ
オ
リ
は
土
地
を
売
る
の
を
嫌
が
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
新
移
民
の
入

六
年
、
タ
ウ
ポ
（T

aupo

）
湖
畔
の
プ
カ
ワ
（Pukaw

a

）
で
、
多
数
の

首
長
が
参
加
す
る
有
名
な
集
会
が
開
か
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ワ
イ
カ
ト

（W
aikato

）
の
首
長
で
あ
る
ポ
タ
タ
ウ
・
テ
・
ウ
ェ
ロ
ウ
ェ
ロ
（Potatau 

T
e W

herow
hero

）
が
最
も
適
任
と
言
う
こ
と
で
、
推
戴
さ
れ
た）

11
（

。
ポ

タ
タ
ウ
は
、
一
八
四
一
年
に
ホ
ブ
ソ
ン
初
代
総
督
が
ロ
ン
ド
ン
に
出
し
た

報
告
で
も
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
最
も
有
力
な
首
長
と
書
か
れ
て
い
た

人
物
で
、
グ
レ
イ
総
督
の
良
き
友
人
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
数
回
の
集

会
が
開
か
れ
、
い
ず
れ
も
ポ
タ
タ
ウ
が
王
と
し
て
推
戴
さ
れ
た
。
一
八
五

七
年
に
ポ
タ
タ
ウ
は
王
と
な
る
こ
と
を
承
諾
し
、
一
八
五
八
年
に
正
式
に

王
と
宣
言
し
た
。
彼
ら
自
身
の
意
識
と
し
て
は
、
決
し
て
こ
れ
は
英
国
に

対
す
る
反
逆
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
マ
オ
リ
の
王
を
、
マ
オ
リ
語
で
何
と

呼
ぶ
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
当
初
、ariki tauaroa
（
首
長
の
中
の
首
長
）

と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
候
補
に
挙
が
っ
た
が
、
結
局
、
マ
オ
リ
語
で
も

K
ing

と
称
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
王
擁
立
運
動
は
、K

ingi-
tanga

と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ポ
タ
タ
ウ
は
、
一
八
六
〇
年
六
月

に
死
去
す
る
。
し
か
し
、
彼
の
息
子
タ
ウ
ヒ
ア
オ
（T

aw
hiao

）
が
二
代

目
の
王
と
な
っ
た）

11
（

。

（
四
）　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
戦
争

　
　

１　

第
一
次
タ
ラ
ナ
キ
戦
争

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
戦
争
が
勃
発
し
た
直
接
の
原
因
は
、
マ
オ
リ
同
士



二
一
八

で
キ
ン
ギ
の
部
落
の
取
り
壊
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
大
砲
が
火
を

噴
い
た
が
、
そ
の
前
に
キ
ン
ギ
側
は
撤
退
し
て
い
た
た
め
、
人
命
の
損
傷

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
第
一
次
タ
ラ
ナ
キ
戦
争
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

　

グ
レ
イ
が
定
め
た
、
マ
オ
リ
に
対
す
る
武
器
弾
薬
の
販
売
禁
止
令
は
、

ブ
ラ
ウ
ン
の
時
代
に
は
廃
止
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
植
民
地
政
府
は
、

一
方
で
は
土
地
に
対
す
る
侵
奪
を
強
化
し
、
マ
オ
リ
の
恐
怖
を
引
き
起
こ

し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
マ
オ
リ
に
武
器
を
買
う
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る

も
同
然
の
行
動
を
と
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

キ
ン
ギ
に
は
、
ワ
イ
カ
ト
の
マ
オ
リ
も
応
援
に
駆
け
つ
け
、
五
〇
〇
人

以
上
の
戦
士
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
キ
ン
ギ
は
政
府
軍
と
直
接
交
戦
す

る
代
わ
り
に
ゲ
リ
ラ
戦
に
訴
え
、
入
植
者
の
家
に
対
す
る
襲
撃
を
繰
り
返

し
、
入
植
者
が
安
全
な
ニ
ュ
ー
プ
リ
マ
ス
に
引
き
こ
も
ら
ざ
る
を
得
な
い

状
態
に
し
た
。
し
か
も
、
襲
撃
対
象
は
英
国
系
の
入
植
者
に
限
ら
れ
、
他

の
欧
州
人
や
聖
職
者
に
は
全
く
危
害
を
加
え
な
か
っ
た
。
襲
撃
は
繰
り
返

さ
れ
、
こ
の
結
果
、
ニ
ュ
ー
プ
リ
マ
ス
の
人
口
は
急
増
し
、
衛
生
状
態
の

低
下
か
ら
猩
紅
熱
な
ど
の
疫
病
が
は
や
り
、
少
な
く
と
も
一
二
一
人
が
死

亡
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
新
た
な
避
難
者
は
遠
く
、
オ
ー
ク

ラ
ン
ド
や
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
に
ま
で
逃
げ
る
必
要
が
生
じ
た
。

　

植
民
地
政
府
側
も
、
逐
次
兵
力
を
増
強
し
、
同
年
八
月
に
は
一
、四
〇

〇
人
を
ニ
ュ
ー
プ
リ
マ
ス
に
投
入
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
マ
オ
リ
側

も
さ
ら
に
他
か
ら
の
増
援
を
得
て
、
人
数
が
増
加
し
て
い
た
。
一
一
月
に

植
す
る
べ
き
土
地
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
新
移
民
達
は
ブ
ラ
ウ
ン
総
督

に
、
マ
オ
リ
の
土
地
を
政
府
が
購
入
し
て
彼
ら
に
売
る
よ
う
に
、
と
い
う

強
い
圧
力
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

一
八
五
九
年
三
月
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
ニ
ュ
ー
プ
リ
マ
ス
で
、
マ
オ
リ
に

土
地
の
売
却
を
求
め
る
た
め
の
集
会
を
開
い
た
。
テ
イ
ラ
が
立
ち
上
が
り
、

ワ
イ
タ
ラ
川
の
南
岸
の
土
地
を
売
り
た
い
と
申
し
出
た
。
総
督
は
こ
れ
を

承
諾
し
、
売
買
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
集
会
に
は
キ
ン
ギ
も
出
席
し
て

お
り
、
彼
は
直
ち
に
立
ち
上
が
り
、
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
土
地
で
あ
る
こ

と
は
グ
レ
イ
前
総
督
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
テ

イ
ラ
に
そ
れ
を
売
る
権
限
は
な
く
、
ま
た
、
自
分
た
ち
に
は
売
る
意
思
は

ま
っ
た
く
な
い
と
述
べ
た）

11
（

。
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
調
査
員
を
派
遣
し
て
調
査
す

る
と
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
キ
ン
ギ
は
、
政
府
の
役
人
で
あ
る
調
査
員
は
信
用
出
来

な
い
の
で
、
そ
れ
か
ら
独
立
し
た
第
三
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
審
問
所

を
設
置
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
が
拒
絶
さ
れ
た
の
で
、
キ

ン
ギ
は
調
査
員
に
何
の
証
拠
も
開
示
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
調
査
員
は
、

テ
イ
ラ
の
主
張
が
正
し
い
と
判
定
し
、
ブ
ラ
ウ
ン
総
督
は
一
八
五
九
年
一

二
月
に
テ
イ
ラ
に
土
地
代
金
一
〇
〇
ポ
ン
ド
を
支
払
っ
た
。
政
府
は
、
一

八
六
〇
年
一
月
、
問
題
の
土
地
の
測
量
を
開
始
し
、
キ
ン
ギ
と
彼
の
部
族

に
、
そ
の
土
地
か
ら
立
ち
退
く
よ
う
に
命
じ
た
。

　

こ
れ
に
、
キ
ン
ギ
の
部
落
は
従
わ
な
か
っ
た
の
で
、
同
年
三
月
、
実
力



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
一
九

（Sir D
uncan A

lexander Cam
eron

）
将
軍
を
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

に
派
遣
し
た
。
し
か
し
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
率
い
る
部
隊
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
に
到
着
し
た
の
は
、
休
戦
成
立
後
の
三
月
末
で
あ
っ
た
。

　

増
援
部
隊
の
到
着
に
力
を
得
た
ブ
ラ
ウ
ン
総
督
は
、
四
月
に
な
る
と
、

軍
を
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
に
集
結
さ
せ
た
。
タ
ラ
ナ
キ
問
題
の
最
終
解
決
の
た

め
に
は
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
の
南
に
あ
る
ワ
イ
カ
ト
に
本
拠
を
置
く
マ
オ
リ

王
を
打
倒
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
は

こ
れ
を
全
面
的
に
支
持
し
た
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
同
年
一
〇
月
、
更

迭
さ
れ
、
タ
ス
マ
ニ
ア
島
総
督
と
し
て
去
り
、
後
任
と
し
て
グ
レ
イ
が
復

帰
し
た
。
攻
撃
案
は
、
そ
れ
と
共
に
、
い
っ
た
ん
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　
　

４　

グ
レ
イ
の
帰
還

　

グ
レ
イ
は
一
八
六
一
年
九
月
二
六
日
、
再
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
土

を
踏
ん
だ
。
こ
の
時
、
彼
に
与
え
ら
れ
た
権
力
は
、
可
能
な
限
り
の
最
大

の
も
の
だ
っ
た
。
総
総
督
（Governor-in-Chief

）
と
し
て
の
権
限
に
加

え
、
海
軍
提
督
及
び
陸
軍
司
令
官
と
し
て
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る）

11
（

。
そ
の
強
大
な
権
限
の
下
に
、
グ
レ
イ
は
、
で
き
れ
ば
平
和
を
実

現
す
る
こ
と
、
駄
目
な
場
合
に
は
、
断
固
と
し
戦
争
を
貫
徹
し
、
マ
オ
リ

の
独
立
を
阻
止
す
る
こ
と
を
命
令
さ
れ
て
い
た
。

　

グ
レ
イ
は
、
到
着
後
直
ち
に
、
マ
オ
リ
の
地
方
自
治
体
を
作
り
、
マ
オ

リ
に
一
定
の
自
治
権
を
与
え
る
と
い
う
政
策
を
立
案
し
、
フ
ォ
ッ
ク
ス

な
っ
て
、
政
府
軍
は
マ
ホ
エ
タ
ヒ
（M

ahoetahi

）
の
砦
に
籠
も
る
マ
オ

リ
の
主
力
軍
を
包
囲
す
る
の
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
マ
オ
リ
側
の
正
確

無
比
の
射
撃
の
前
に
、
従
来
型
の
突
撃
で
の
攻
略
を
あ
き
ら
め
、
塹
壕
を

掘
っ
て
持
久
戦
に
出
た
。
こ
れ
は
、
第
一
次
大
戦
で
行
わ
れ
た
塹
壕
戦
の
、

世
界
最
初
の
先
例
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
塹
壕
に
籠
も
っ
て
い
て
も
、
マ
オ

リ
は
激
し
く
銃
撃
し
て
く
る
た
め
に
、
塹
壕
は
一
日
平
均
し
て
六
〇
ｍ
し

か
掘
り
進
め
ず
、
死
傷
者
が
続
出
す
る
と
い
う
激
戦
と
な
っ
た
。
一
八
六

一
年
二
月
の
時
点
で
、
英
国
軍
は
マ
オ
リ
の
要
塞
か
ら
七
五
〇
ｍ
離
れ
て

い
た
。
一
ヶ
月
後
、
そ
の
距
離
は
一
〇
〇
ｍ
と
な
っ
て
い
た
。

　

こ
こ
に
至
っ
て
、
マ
オ
リ
王
の
陰
の
実
力
者
タ
ミ
ハ
ナ
が
、
調
停
者
と

し
て
現
れ
た
。
キ
ン
ギ
は
タ
ミ
ハ
ナ
の
勧
め
に
応
じ
て
交
渉
に
応
じ
る
と

し
、
一
八
六
一
年
三
月
一
八
日
、
政
府
軍
と
休
戦
協
定
を
結
ん
だ
。
休
戦

の
条
件
は
、
ワ
イ
タ
ラ
の
所
有
権
を
司
法
審
査
の
対
象
と
す
る
こ
と
、
ワ

イ
タ
ラ
を
審
査
し
て
い
る
間
、
ニ
ュ
ー
プ
リ
マ
ス
の
南
西
に
あ
る
四
、
〇

〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
土
地
は
マ
オ
リ
が
管
理
す
る
こ
と
、
と
さ
れ
た
。
こ
れ

は
、
マ
オ
リ
側
の
主
張
が
す
べ
て
通
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
植
民

地
政
府
側
の
全
面
敗
北
と
言
っ
て
良
い
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
タ
ミ
ハ
ナ
と
い

う
形
で
示
さ
れ
る
マ
オ
リ
王
の
力
を
、
恐
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　

こ
れ
よ
り
先
、
一
八
六
一
年
一
月
二
三
日
に
、
タ
ラ
ナ
キ
戦
争
の
推
移

に
い
ら
だ
っ
た
英
本
国
は
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
英
雄
で
あ
る
キ
ャ
メ
ロ
ン



二
二
〇

　

こ
れ
ら
の
政
策
は
、
グ
レ
イ
が
一
貫
し
て
総
督
の
地
位
に
あ
っ
た
な
ら

ば
、
マ
オ
リ
か
ら
諸
手
を
挙
げ
て
歓
迎
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の

時
代
に
も
あ
る
程
度
の
効
果
を
上
げ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、

ブ
ラ
ウ
ン
時
代
の
経
験
を
し
た
マ
オ
リ
か
ら
は
、
懐
疑
的
に
受
け
止
め
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

確
か
に
、
こ
の
政
策
は
、
マ
オ
リ
の
首
長
達
に
、
英
国
か
ら
の
給
与
に

依
存
す
る
習
慣
を
付
け
さ
せ
、
英
国
か
ら
の
独
立
を
妨
げ
る
狙
い
の
も
の

だ
か
ら
、
そ
の
猜
疑
心
は
正
し
い
も
の
と
言
え
る
。
グ
レ
イ
は
、
対
外
的

に
は
、
マ
オ
リ
王
擁
立
運
動
に
敬
意
を
持
っ
て
対
応
し
た
。
し
か
し
、
グ

レ
イ
の
本
当
の
狙
い
は
、
マ
オ
リ
に
英
国
制
度
へ
の
共
感
を
植
え
付
け
る

こ
と
に
よ
り
、
マ
オ
リ
王
制
を
突
き
崩
す
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る）

（10
（

。

　

ワ
イ
カ
ト
川
（W

aikato River

）
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
最
長
の

全
長
四
二
五
㎞
の
河
川
で
、
ル
ア
ペ
フ
山
東
丘
か
ら
タ
ウ
ポ
湖
を
経
由
し
、

ワ
イ
カ
ト
平
原
を
北
西
に
流
れ
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
の
北
に
あ
る
、
ワ
イ
カ

ト
港
で
タ
ス
マ
ン
海
へ
と
注
ぐ
。
ワ
イ
カ
ト
川
は
急
流
で
、
そ
れ
ま
で
は

四
五
マ
イ
ル
離
れ
た
町
に
カ
ヌ
ー
で
行
く
場
合
に
は
、
下
り
は
ほ
ん
の
数

時
間
で
済
む
の
に
、
川
を
遡
る
際
に
は
丸
二
日
以
上
も
掛
か
っ
て
い
た
。

グ
レ
イ
は
、
こ
こ
に
最
新
鋭
の
蒸
気
船
を
走
ら
せ
る
計
画
を
発
表
し
た
。

汽
船
は
鋼
鉄
製
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
防
弾
性
能
を
有
し
て
い
る）

（10
（

。

　

ま
た
、
グ
レ
イ
は
、
か
つ
て
マ
オ
リ
に
好
評
で
あ
っ
た
道
路
の
拡
充
計

画
を
再
開
さ
せ
た
が
、
そ
の
一
つ
、
グ
レ
ー
ト
サ
ウ
ス
ロ
ー
ド
（Great 

（W
illiam

 Fox

）
首
相
も
、
こ
れ
を
承
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
北
島
の
マ

オ
リ
居
住
地
を
二
〇
地
域
に
区
分
す
る
。
各
地
域
は
六
地
区
（hundred

）

に
分
け
ら
れ
、
各
地
区
か
ら
二
名
が
地
域
議
会
（R

）
11
（

unanga

）
に
代
表
を

送
る
。
地
域
議
会
の
議
長
を
駐
在
弁
務
官
（Resident Com

m
issioner

）

が
務
め
る
。
各
地
域
に
は
五
名
の
マ
オ
リ
巡
査
が
お
か
れ
、
毎
年
制
服
と

一
〇
ポ
ン
ド
の
俸
給
が
与
え
ら
れ
る
。
駐
在
弁
務
官
に
は
、
マ
オ
リ
の
中

か
ら
選
出
さ
れ
て
総
督
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
一
二
名
の
公
務
員
が
付
き
、

彼
ら
に
は
年
四
〇
～
五
〇
ポ
ン
ド
の
俸
給
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

　

地
域
議
会
は
、
総
督
の
許
可
を
条
件
と
は
す
る
が
、
学
校
や
病
院
を
維

持
し
、
係
争
中
の
土
地
問
題
を
決
定
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
。
マ
オ
リ

の
教
育
、
安
全
及
び
宗
教
問
題
に
つ
い
て
は
特
に
慎
重
な
考
慮
が
払
わ
れ
、

英
国
教
会
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
及
び
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
職
者

は
、
そ
の
地
区
に
入
植
し
、
彼
ら
と
共
に
暮
ら
す
こ
と
と
さ
れ
た）

（11
（

。

　

一
八
六
二
年
に
は
、
原
住
民
土
地
法
（N

ative Land A
ct 1862

）
が

制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
マ
オ
リ
に
関
す
る
土
地
紛
争
の
た
め
の
特
別
裁

判
所
の
設
置
を
定
め
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
マ
オ
リ
の
首
長
達
が
裁
判
官

と
な
っ
た
（
但
し
、
白
人
の
弁
務
官
が
議
長
を
務
め
た
）。
ま
さ
に
キ
ン

ギ
が
求
め
て
い
た
公
平
な
第
三
者
で
あ
り
、
タ
ミ
ハ
ナ
の
い
う
司
法
的
解

決
の
た
め
の
機
関
と
い
え
る
。
ま
た
、
同
法
は
、
マ
オ
リ
に
、
政
府
を
経

由
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
入
植
者
と
交
渉
す
る
権
限
を
与
え
た）

（1（
（

。



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
二
一

そ
の
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
、
一
万
四
、〇
〇
〇
人
も
の
金
鉱
掘
り
が
集

ま
っ
て
い
た）

（10
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
欧
州
人
人
口
の
増
加
は
さ
ら
に
加
速
さ
れ
、

マ
オ
リ
の
英
国
に
対
す
る
警
戒
心
を
一
層
刺
激
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

う
し
て
、
政
治
状
況
は
急
速
に
悪
化
し
た
。

　

一
九
六
三
年
三
月
に
、
政
府
が
コ
ヘ
コ
ヘ
（K

ohekohe

）
に
裁
判
所

を
新
築
し
よ
う
と
し
た
が
、
マ
オ
リ
の
騒
動
で
廃
止
に
追
い
込
ま
れ
る
事

態
が
発
生
し
た
。
四
月
に
は
ゴ
ー
ス
ト
が
ア
ワ
ム
ツ
（A

w
am

utu

）
か

ら
退
去
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
ゴ
ー
ス
ト
は
、
タ
ミ
ハ
ナ
の
友
人
で
あ
っ

た
。
タ
ミ
ハ
ナ
は
、
こ
の
時
期
、
ア
ワ
ム
ツ
に
マ
オ
リ
商
業
学
校
（M

aori 
trade school

）
を
設
立
し
て
い
た
。
グ
レ
イ
は
、
一
八
六
一
年
に
ゴ
ー

ス
ト
を
最
初
は
そ
の
学
校
の
監
察
官
に
任
命
し
、
後
に
駐
在
弁
務
官

（resident m
agistrate

）
に
任
命
し
た
。
ま
た
、
ワ
イ
カ
ト
地
区
の
教

育
委
員
会
委
員
に
も
任
命
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
ゴ
ー
ス
ト
は
平
穏
裏

に
こ
の
時
ま
で
そ
の
地
で
暮
ら
し
て
い
た
の
だ
が
、
マ
オ
リ
の
間
に
欧
州

人
に
対
す
る
猜
疑
心
が
募
っ
て
き
た
結
果
、
ア
ワ
ム
ツ
地
区
を
支
配
す
る

ン
ガ
チ
・
マ
ニ
ア
ポ
ト
族
（N

gati M
aniapoto tribe

）
は
、
彼
を
敵
視

し
て
暗
殺
を
企
て
る
よ
う
に
な
り
、
タ
ミ
ハ
ナ
の
権
力
を
持
っ
て
し
て
も
、

ゴ
ー
ス
ト
を
守
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る）

（10
（

。

　
　

５　

第
二
次
タ
ラ
ナ
キ
戦
争

　

グ
レ
イ
は
、
戦
争
回
避
の
努
力
の
一
環
と
し
て
、
自
ら
ワ
イ
タ
ラ
に
出

向
き
、
タ
ラ
ナ
キ
戦
争
勃
発
の
原
因
と
な
っ
た
、
購
入
は
正
し
く
な
か
っ

South Road

）
は
、
そ
れ
ま
で
の
悪
路
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
軍

を
迅
速
に
マ
オ
リ
王
の
支
配
地
域
に
運
ぶ
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
そ
の
道
路
工
事
を
担
当
し
た
の
は
、
主
戦
派
で
あ
る
キ
ャ
メ
ロ
ン

指
揮
下
の
部
隊
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
施
策
は
、
い
ず
れ
も
マ
オ
リ
王
の
本
拠
地
で
あ
る
ワ
イ
カ
ト

平
原
に
、
英
国
軍
が
侵
攻
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
効
果
も
持
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
マ
オ
リ
王
側
の
猜
疑
心
を
よ
り
刺
激
す
る
こ

と
と
な
っ
た）

（10
（

。

　

ま
た
、
グ
レ
イ
は
、
命
令
を
受
け
て
い
る
以
上
、
戦
争
の
た
め
の
準
備

を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
然
、
マ
オ
リ
か
ら
見
れ
ば
、
和

平
に
対
す
る
グ
レ
イ
の
真
意
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
行
動
で
あ
っ
た
。

　
「
狼
に
注
意
し
ろ
」
と
タ
ミ
ハ
ナ
は
書
い
て
い
る
。「
狼
と
は
、
我
々
を

騙
そ
う
と
し
て
い
る
総
督
の
こ
と
で
あ
る）

（10
（

。」

　

こ
う
し
て
、
グ
レ
イ
の
導
入
し
た
融
和
策
は
、
こ
と
ご
と
く
疑
い
の
目

で
見
ら
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
マ
オ
リ
は
、
単
に
グ
レ
イ
の
設
立
し
た
裁

判
所
を
拒
絶
し
た
だ
け
で
な
く
、
彼
の
置
い
た
白
人
弁
務
官
を
ス
パ
イ
と

見
な
し
、
彼
の
作
っ
た
学
校
を
裏
切
り
者
の
養
成
所
と
み
な
し
た
の
で

あ
る）

（10
（

。

　

ま
た
、
こ
れ
よ
り
少
し
前
、
一
八
六
一
年
五
月
二
〇
日
に
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
南
部
の
オ
タ
ゴ
で
金
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
が
新
聞
報
道
さ

れ
て
一
般
に
知
ら
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
世
界
中
か
ら
金
鉱
探
し
が
殺
到
し
、



二
二
二

ン
ド
の
防
衛
に
重
点
を
置
く
戦
略
を
採
り
、
七
月
一
一
日
に
、
オ
ー
ク
ラ

ン
ド
南
部
地
域
に
住
む
マ
オ
リ
に
対
し
て
手
紙
を
送
り
、
英
国
に
忠
誠
を

誓
っ
て
武
器
を
置
く
か
、
守
備
地
域
か
ら
外
に
出
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ

の
時
点
で
も
、
グ
レ
イ
は
、
マ
オ
リ
と
の
全
面
対
決
を
避
け
る
た
め
の
努

力
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
グ
レ
イ
は
陸
軍
司
令
官
の
地
位
に
あ
っ
た
か
ら
、

キ
ャ
メ
ロ
ン
将
軍
に
と
っ
て
は
上
司
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
キ
ャ

メ
ロ
ン
は
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
防
衛
の
た
め
の
拠
点
で
あ
る
と
い
う
口
実
の

下
に
、
そ
の
翌
日
の
一
八
六
三
年
七
月
一
二
日
、
し
た
が
っ
て
グ
レ
イ
の

手
紙
が
マ
オ
リ
側
に
届
く
以
前
に
、
マ
オ
リ
王
国
の
境
界
線
と
認
識
さ
れ

て
い
た
ラ
イ
ン
を
超
え
、
ワ
イ
カ
ト
川
に
沿
っ
て
進
撃
を
開
始
し
て
い
た
。

こ
う
し
て
ワ
イ
カ
ト
戦
争
が
始
ま
っ
た
。

　

戦
争
勃
発
後
は
、
グ
レ
イ
は
精
神
的
に
落
ち
込
み
、
命
令
に
も
一
貫
性

が
な
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
将
軍
は
自
由
に

作
戦
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

英
国
側
の
物
量
攻
勢
に
対
し
、
例
に
よ
っ
て
、
マ
オ
リ
側
は
ゲ
リ
ラ
戦

で
対
抗
し
た
。
し
か
し
、
道
路
を
建
設
し
、
着
実
に
前
線
を
推
し
進
め
る

英
国
側
の
戦
略
に
、
マ
オ
リ
側
は
次
第
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
一
八
六
四
年

三
月
三
一
日
か
ら
四
月
二
日
ま
で
オ
ラ
カ
ウ
（O

rakau

）
の
戦
い
で
終

わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
最
後
の
局
面
で
、
英
国
側
は
降
伏
を
呼
び
か
け
る
。
そ
れ
に
対
す

た
と
判
明
し
て
い
る
土
地
を
、
元
の
所
有
者
で
あ
る
キ
ン
ギ
に
返
還
し
よ

う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
行
動
の
目
的
は
、
マ
オ
リ
側
に
は
告
知
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。

　

植
民
地
政
府
の
首
相
は
こ
の
時
点
で
は
フ
ォ
ッ
ク
ス
か
ら
ド
メ
ッ
ト

（A
lfred D

om
ett

）
に
代
わ
っ
て
い
た
が
、
そ
の
内
閣
は
当
初
そ
れ
に

難
色
を
示
し
、
数
週
間
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
承
諾
し
た
。
こ
の
彼
ら
の

躊
躇
が
、
高
価
な
代
価
を
支
払
う
原
因
と
な
る
。
マ
オ
リ
側
は
、
グ
レ
イ

の
こ
の
計
画
の
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
、
タ
ラ
ナ
キ
に
お
け
る
軍
の
行

動
に
神
経
を
と
が
ら
せ
、
つ
い
に
五
月
四
日
に
、
英
国
軍
の
小
部
隊
を

ニ
ュ
ー
プ
リ
マ
ス
近
郊
で
待
ち
伏
せ
攻
撃
し
、
ほ
と
ん
ど
全
滅
に
近
い
打

撃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
第
二
次
タ
ラ
ナ
キ
戦
争
が
始
ま
っ
た
。

四
日
後
の
五
月
八
日
、
政
府
は
よ
う
や
く
ワ
イ
タ
ラ
に
お
け
る
土
地
の
返

還
を
官
報
に
広
告
し
た
が
、
も
は
や
手
遅
れ
で
あ
っ
た）

（10
（

。

　

し
か
し
、
こ
の
第
二
次
タ
ラ
ナ
キ
戦
争
は
短
時
間
で
終
了
す
る
。
一
八

六
三
年
六
月
四
日
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
率
い
る
英
国
軍
は
、
タ
ラ
ナ
キ
に
お
け

る
マ
オ
リ
側
の
拠
点
で
あ
る
カ
チ
カ
ラ
（K

atikara

）
で
、
そ
の
地
の
マ

オ
リ
側
戦
力
を
圧
倒
す
る
の
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　

６　

ワ
イ
カ
ト
戦
争

　

戦
い
の
局
面
は
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
の
南
に
位
置
す
る
ワ
イ
カ
ト
に
い
る

マ
オ
リ
王
と
ど
う
対
決
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
移
っ
た
。
グ
レ
イ
は
「
ニ

ン
ジ
ン
と
鞭
」
政
策
を
採
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
グ
レ
イ
は
、
オ
ー
ク
ラ



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
二
三

ン
ド
戦
争
と
い
う
血
で
購
っ
た
参
政
権
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

只
、
そ
の
時
点
で
の
欧
州
人
と
マ
オ
リ
の
人
口
比
か
ら
す
れ
ば
、
一
〇
数

議
席
が
与
え
ら
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
一
部
の
マ
オ
リ

は
一
般
投
票
権
を
有
し
て
い
た
か
ら
、
彼
ら
は
二
重
の
投
票
権
を
持
つ
こ

と
に
な
っ
た）

（（0
（

。
た
だ
し
、
一
八
九
三
年
の
法
改
正
以
降
は
、
マ
オ
リ
は
一

般
投
票
を
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
国
会
で
の
発
言
の
機
会
を
与
え
等
得
た
結
果
、
マ
オ
リ
の

闘
争
は
、
国
会
で
戦
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ホ
ネ
・
ヘ
ケ）

（（0
（

な
ど
、
優
れ
た

マ
オ
リ
出
身
の
議
員
が
そ
こ
で
活
躍
し
、
マ
オ
リ
の
権
利
回
復
に
努
力
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
一
九
七
四
年
以
降
、
マ
オ
リ
は
普
通
参
政
権

を
得
た
か
ら
、
彼
ら
は
、
マ
オ
リ
特
別
枠
に
投
票
す
る
か
、
一
般
枠
で
投

票
す
る
か
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
一
九
九
六
年
選
挙
の
際
に
マ
オ

リ
特
別
議
席
は
五
議
席
に
増
や
さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
選
挙
で
は
七
議
席
に

増
加
し
た
。

［
お
わ
り
に
］

　

本
稿
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
の
う
ち
、
特
に
一
八
五
二
年

憲
章
の
た
ど
っ
た
運
命
に
、
大
き
な
紙
幅
を
投
じ
た
。
憲
法
と
い
う
も
の

は
、
単
に
立
派
な
文
言
が
書
か
れ
て
い
れ
ば
良
い
、
と
い
う
も
の
で
は
無

い
。
そ
れ
を
、
人
々
が
き
ち
ん
と
遵
守
し
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
も
の

だ
と
言
う
こ
と
が
、
同
憲
章
の
た
ど
っ
た
不
幸
な
運
命
に
よ
く
示
さ
れ
て

る
マ
オ
リ
側
の
答
は
有
名
な
も
の
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
歴
史
書
に

も
載
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る）

（（1
（

。

「E hoa, ka w
haw

hai tonu m
atou ake! A

ke! A
ke! 

（
友
よ
、

我
々
は
永
遠
に
戦
う
！
永
遠
に
！
永
遠
に
！
）」

　

こ
う
し
て
、
若
い
植
民
地
に
莫
大
な
経
済
的
負
担
を
か
け
、
二
つ
の
民

族
の
ど
ち
ら
に
も
利
益
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
戦
争
は
終
わ
っ
た
の
で
あ

る
。
グ
レ
イ
は
一
八
六
八
年
に
解
職
さ
れ
て
英
国
に
帰
還
し
た）

（（（
（

。

　

タ
ミ
ハ
ナ
と
そ
の
一
族
が
講
和
に
応
じ
た
の
は
一
八
六
五
年
で
あ
る
。

タ
ラ
ナ
キ
戦
争
の
原
因
と
な
っ
た
キ
ン
ギ
が
応
じ
た
の
は
一
八
七
二
年
、

そ
し
て
マ
オ
リ
王
が
応
じ
た
の
は
一
八
八
一
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一

八
六
四
年
以
降
は
、
も
は
や
戦
い
は
な
か
っ
た）

（（0
（

。

　
　

７　

マ
オ
リ
参
政
権

　

一
八
六
七
年
、
つ
ま
り
、
ま
だ
マ
オ
リ
王
が
降
伏
し
て
い
な
い
時
点
で
、

議
会
は
マ
オ
リ
代
表
法
（M

aori Representation A
ct 1867

）
を
制

定
し
、
憲
法
の
解
釈
は
変
え
な
い
ま
ま
に
、
マ
オ
リ
に
、
所
有
財
産
等
の

条
件
は
一
切
無
く
、
議
会
に
四
議
席
の
特
別
枠
を
与
え
た）

（（0
（

。
こ
れ
に
よ
り

二
一
歳
以
上
の
マ
オ
リ
男
性
は
す
べ
て
、
そ
の
特
別
枠
に
対
す
る
投
票
権

を
得
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
、
男
性
に
財
産
制
限
の
な
い
普
通
参
政

権
が
認
め
ら
れ
る
の
は
一
八
七
三
年
、
婦
人
参
政
権
が
認
め
ら
れ
た
の
は

一
八
九
三
年
の
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
早
く
、
マ
オ
リ
は
限

定
的
な
形
で
は
あ
る
が
普
通
参
政
権
を
得
た
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ



二
二
四

（
２
）　

先
住
民
マ
オ
リ
の
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
移
住
に
つ
い
て
は
、
沢
井

淳
弘
『
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植
民
の
歴
史
』
昭
和
堂
二
〇
〇
三
年
刊
、
一
一
章

「
マ
オ
リ
の
歴
史
」
参
照
、
特
に
大
移
住
に
つ
い
て
は
二
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
３
）　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
島
々
に
住
む
ポ
リ
ネ
シ
ア
系
住
民
の
言
語
に
は
、

日
本
列
島
に
住
む
人
を
日
本
人
と
呼
称
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
、
そ
れ
ら
の
島
々

に
住
む
民
だ
け
を
指
す
言
葉
は
な
か
っ
た
。M

aori

と
は
「
正
常
な
人
」
と
い

う
意
味
で
あ
り
、
欧
州
人
の
意
味
で
使
わ
れ
るPekaha

と
は
「
異
常
な
人
」

と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
四
七
年
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府

は
、
そ
れ
ま
で
法
令
中
で
使
用
さ
れ
て
い
たN

atives

と
い
う
言
葉
を
、
す
べ

てM
aori

と
い
う
語
に
置
き
換
え
る
と
法
定
し
た
（M

aori Purposes A
ct 

1947 

参
照
）。
本
稿
も
そ
れ
に
し
た
が
い
、
同
国
の
ポ
リ
ネ
シ
ア
系
住
民
を
マ

オ
リ
と
呼
称
す
る
。

（
４
）　

こ
の
箇
所
以
降
に
お
け
る
欧
州
人
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
到
来
前
後
の
記

述
は
、
基
本
的
に
は
沢
井
・
注
二
紹
介
書
二
一
六
頁
以
下
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に

よ
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
発
見
」
に
依
存
し
て
い
る
。

（
５
）　

コ
ロ
ラ
レ
カ
の
初
期
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
は
、
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

http://w
w

w
.nzhistory.net.nz/culture/m

issionaries/kororareka

　
　

こ
のnz history

と
い
う
サ
イ
ト
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
文
化
遺
産

省
歴
史
グ
ル
ー
プ
（H

istory Group

）
の
制
作
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

（
６
）　Jam

es Busby, 

“Authentic Inform
ation relative to N

ew
 South 

W
ales and N

ew
 Zealand

” London: Sim
pkin and M

arshall, Stationers

’ 
Court. 1832.

（
７
）　

“A Brief M
em

oir, relative to the Islands of N
ew

 Zealand

” バ
ズ

ビ
ー
・
注
六
紹
介
書
五
五
頁
以
下
参
照
。

（
８
）　

原
語
がFlax

で
あ
る
た
め
、
麻
と
訳
し
て
い
る
が
、
学
名
をphorm

ium
 

tenax
と
い
う
こ
の
植
物
は
リ
ュ
ウ
ゼ
ツ
ラ
ン
科
の
植
物
で
あ
っ
て
、
日
本
で

い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
グ
レ
イ
が
同
憲
章
の
実
施
を
担
当
し
て

い
れ
ば
、
あ
る
い
は
ブ
ラ
ウ
ン
が
、
そ
の
文
言
の
誠
実
な
実
施
に
あ
た
っ

て
い
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
戦
争
は
起
こ
る
こ
と
が

な
く
、
莫
大
な
戦
費
と
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
わ
が
国
憲
法
一
二
条
は
「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及

び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
憲
法
を
守
る
た
め
に
不
断
の
努
力
が

必
要
な
の
は
、
人
権
ば
か
り
で
な
く
、
憲
法
の
あ
ら
ゆ
る
条
項
に
つ
い
て

言
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
後
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
の
変
遷
の
概
略
を
説
明
す

る
。

　

一
九
〇
七
年
に
開
催
さ
れ
た
英
帝
国
会
議
（Im

perial Conferences

）

の
結
果
、
同
年
九
月
二
六
日
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
連
邦

内
の
自
治
領
と
な
り
、
事
実
上
独
立
し
た
。
一
九
三
一
年
に
英
国
議
会
は
、

ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
憲
章
を
定
め
、
自
治
領
の
独
立
を
認
め
た
が
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
が
同
憲
章
を
批
准
し
た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦

を
挟
ん
だ
一
九
四
七
年
だ
っ
た
。
一
九
八
六
年
に
な
っ
て
、
一
八
五
二
年

憲
章
を
全
面
的
に
見
直
し
た
憲
法
法
が
制
定
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

（
１
）　Philip A

ustin Joseph 

‘Constitutional and A
dm

inistrative Law
 

in N
ew

 Zealand

’ （4th Edition

）, T
hom

son/Brookers, 2007 P1 

参
照
。



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
二
五

（
14
）　

こ
の
ン
ガ
イ
・
タ
フ
と
ン
ガ
チ
・
ト
ア
の
間
の
戦
争
は
、
そ
の
後
、
今
度

は
ン
ガ
イ
・
タ
フ
が
攻
め
込
む
な
ど
、
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
し
、
結
局
一
八

三
九
年
に
な
っ
て
和
平
が
結
ば
れ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
次
の
サ
イ
ト
の

論
考
を
参
照
。

　
　

T
e M

aire T
au. 

‘Ngai T
ahu - W

ars w
ith N

gati T
oa

’, Te A
ra - 

the Encyclopedia of N
ew

 Zealand, updated 22-Sep-12

　
　

U
RL: http://w

w
w

.T
eA

ra.govt.nz/en/ngai-tahu/page-6

　
　

こ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
文
化
遺
産
省
（M

inistry for Culture 
and H

eritage / T
e M

anatu T
aonga

）
の
設
け
て
い
る
、T

e A
ra Ency-

clopedia of N
ew

 Zealand

と
い
う
サ
イ
ト
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
サ
イ
ト
は
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
の
選
択
し
た
様
々
な
項
目
に
つ
い
て
、
そ
の
分
野
の

専
門
家
が
執
筆
し
て
い
る
。
こ
こ
に
紹
介
し
た
ン
ガ
イ
・
タ
フ
族
の
歴
史
に
関

し
て
は
、
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
市
に
あ
る
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
学
ン
ガ
イ
・
タ

フ
研
究
セ
ン
タ
ー
長
（D

irector, N
gai T

ahu Research Centre U
niversity 

of Canterbury

）
で
あ
るT

e M
aire T

au

が
執
筆
し
て
い
る
。

（
15
）　

バ
ズ
ビ
ー
の
、
こ
の
時
期
の
一
連
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
注
一
四
紹
介

T
e A

ra Encyclopedia of N
ew

 Zealand

サ
イ
ト
中
の
バ
ズ
ビ
ー
に
関
す

る
次
の
論
考
に
、
基
本
的
に
準
拠
し
て
い
る
。

　
　

Claudia O
range. 

‘Busby, Jam
es

’, from
 the D

ictionary of N
ew

 
Zealand Biography. T

e A
ra - the Encyclopedia of N

ew
 Zealand, 

updated 5-Jun-2013

　
　

U
RL: http://w

w
w

.T
eA

ra.govt.nz/en/biographies/1b54/busby- 
jam

es
（
16
）　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
旗
の
不
存
在
に
よ
り
発
生
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、

次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

　
　

K
erryn Pollock. 

‘Flags - N
ew

 Zealand flag

’, T
e A

ra - the En-

い
う
麻
や
亜
麻
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
種
の
植
物
で
あ
る
（
日
本
で
は
マ
オ
ラ

ン
と
呼
ば
れ
る
）。

（
９
）　

オ
ナ
ウ
ェ
虐
殺
事
件
に
つ
い
て
は
、
バ
ズ
ビ
ー
・
注
七
紹
介
の
報
告
を
始

め
と
し
て
、
様
々
な
書
物
や
サ
イ
ト
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
次
の
書

物
が
最
も
詳
細
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、
本
文
に
お
け
る
事
件
紹
介
は
、

そ
れ
に
準
拠
し
て
記
述
し
て
い
る
。

　

“Tales of Banks Peninsula

” by H
ow

ard Charles Jacobson, Jam
es 

W
est Stack, Publisher: A

karoa N
.Z.: H

.C. Jacobson 1893. P139 

以
下

（
10
）　

バ
ズ
ビ
ー
は
、
ン
ガ
チ
・
ト
ア
の
こ
と
をK

apity

と
、
そ
し
て
ン
ガ
イ
・

タ
フ
の
こ
と
をM

arinouis

と
、
記
述
し
て
い
る
。
な
お
、
マ
オ
リ
の
部
族
名

は
、N

gat

、N
ga

、A
ti

（
い
ず
れ
も
子
孫
を
意
味
す
る
マ
オ
リ
語
）
の
後
に
、

そ
の
始
祖
の
名
が
つ
く
形
を
と
る
。
沢
井
・
注
二
紹
介
書
第
一
〇
章
「
先
住
民

マ
オ
リ
の
社
会
構
造
」、
特
に
一
九
四
頁
参
照
。

（
11
）　

マ
オ
リ
の
社
会
構
造
は
、m

ana

（
威
信
）
と
い
う
概
念
を
中
心
に
動
い

て
い
る
。「m

ana

が
傷
つ
け
ら
れ
た
場
合
、utu

（
報
復
）
が
お
こ
な
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
中
略
〉
マ
オ
リ
社
会
で
は
、『
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯

を
』
と
い
う
報
復
の
絶
対
性
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
。utu

を
遂
げ
る
た
め
に
何

年
も
待
っ
て
も
よ
く
、utu

を
忘
れ
る
こ
と
は
恥
で
あ
っ
た
。」（
沢
井
・
注
二

紹
介
書
二
〇
一
頁
よ
り
引
用
）

（
12
）　

バ
ズ
ビ
ー
・
注
七
紹
介
論
文
中
で
は
、
船
の
名
前
も
船
長
名
も
伏
せ
字
に

な
っ
て
い
る
。

（
13
）　

バ
ズ
ビ
ー
・
注
七
紹
介
論
文
で
は
、
虐
殺
さ
れ
た
人
数
は
二
〇
〇
人
で
、

他
に
捕
虜
が
五
〇
人
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
注
九
紹
介
書
は
六
〇
〇
人
と
し

て
お
り
、
ま
た
、
他
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
一
、二
〇
〇
人
と
し
て
い
る
も
の

も
あ
る
な
ど
、
各
種
数
字
が
存
在
し
て
お
り
、
被
害
者
総
数
は
、
は
っ
き
り
し

な
い
。



二
二
六

さ
ら
に
移
民
が
入
っ
て
く
る
の
で
、
労
働
力
は
枯
渇
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う

し
て
植
民
地
は
発
展
し
、
最
終
的
に
は
自
治
領
に
な
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
21
）　

ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
計
画
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
沢
井
・
注
二

紹
介
書
第
一
章
「
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
計
画
と
は
何
か
」
八
頁
以
下
参
照
。

本
文
に
紹
介
し
た
文
章
は
同
一
六
頁
よ
り
引
用
。

（
22
）　

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
は
九
人
姉
弟
で
、
エ
ド
ワ
ー
ド
が

長
男
、
陸
軍
中
佐
ダ
ニ
エ
ル
が
次
男
、
海
軍
艦
長
ア
ー
サ
ー
（A

rthur

）
が

三
男
、
弁
護
士
ウ
ィ
リ
ア
ム
（W

illiam
 H

ayw
ard

）
が
四
男
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
の
一
員
と
し
て
活
動
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

の
歴
史
の
一
部
と
な
る
。

（
23
）　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
の
初
期
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
沢
井
・
注
二
紹

介
書
二
一
九
頁
参
照
。

（
24
）　

南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
開
発
は
、
総
督
ハ
イ
ン
ド
マ
ー
シ
ュ
（John 

H
indm

arsh

）
の
指
導
性
の
欠
如
な
ど
か
ら
、
一
八
四
一
年
ま
で
に
売
却
さ
れ

た
二
九
万
九
、〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
う
ち
、
耕
作
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
に
二
、五

〇
〇
エ
ー
カ
ー
に
す
ぎ
ず
、
植
民
地
財
政
は
破
綻
し
、
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド

の
唱
え
た
組
織
的
植
民
は
事
実
上
失
敗
し
た
。
ハ
イ
ン
ド
マ
ー
シ
ュ
に
つ
い
て

詳
し
く
は
、
次
を
参
照
。

　
　

http://w
w

w
.let.osaka-u.ac.jp/seiyousi/bun45dict/dict-htm

l/ 
00547_H

indm
arshJohn.htm

l

　
　

こ
れ
は
、
大
阪
大
学
大
学
院
が
設
け
て
い
る
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
事
典
」
と

い
う
サ
イ
ト
中
に
あ
る
文
書
で
あ
る
。

（
25
）　

こ
の
日
、
布
告
等
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
書
の
一

一
頁
以
下
を
参
照
。
こ
の
本
の
筆
者
で
あ
る
コ
レ
ン
ゾ
（W

illiam
 Colenso

）

は
Ｃ
Ｍ
Ｓ
宣
教
師
で
、
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
調
印
に
あ
た
り
、
通
訳
を
担
当
し
た

cyclopedia of N
ew

 Zealand, updated 13-Jul-12
 　

　
U

RL: http://w
w

w
.T

eA
ra.govt.nz/en/flags/page-1

（
17
）　

独
立
宣
言
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

　
　

Basil K
eane. 

‘He W
hakaputanga – D

eclaration of Independence

’, 
T

e A
ra - the Encyclopedia of N

ew
 Zealand, updated 9-N

ov-12

　
　

U
RL: http://w

w
w

.T
eA

ra.govt.nz/en/he-w
hakaputanga-declaration- 

of-independence

（
18
）　

独
立
宣
言
の
、
英
文
及
び
マ
オ
リ
語
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
次
の
サ
イ
ト

を
参
照
。

　
　

http://w
w

w
.w

aitangi.co.nz/declarationindependence.htm

（
19
）　

ホ
ブ
ソ
ン
に
関
し
て
は
、
次
に
主
と
し
て
準
拠
し
て
記
述
し
て
い
る
。

　
　

K
. A

. Sim
pson. 

‘Hobson, W
illiam

’, from
 the D

ictionary of N
ew

 
Zealand Biography. T

e A
ra - the Encyclopedia of N

ew
 Zealand, 

updated 22-O
ct-2013

　
　

U
RL: http://w

w
w

.T
eA

ra.govt.nz/en/biographies/1h29/hobson- 
w

illiam

（
20
）　E

dw
ard G

ibbon W
akefield, R

obert G
ouger 

“A Letter from
 

Sydney: T
he Principal T

ow
n of A

ustralasia

” J. Cross 1829

　
　

https://archive.org/details/aletterfrom
sydn00gouggoog

　

そ
こ
で
論
じ
ら
れ
た
組
織
的
植
民
論
の
内
容
を
大
ま
か
に
紹
介
す
れ
ば
、
富
裕

な
資
本
家
だ
け
が
土
地
を
購
入
で
き
る
よ
う
に
、
植
民
地
の
公
有
地
売
却
価
格

を
十
分
に
高
く
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
労
働
者
が
す
ぐ
に
独
立
し
た
農
民
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
資
本
家
は
こ
の

労
働
力
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
土
地
売
却
で
得
た
資
金
を
移
民

導
入
に
用
い
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
労
働
力
を
本
国
イ
ギ
リ
ス
か
ら
植
民
地
へ
移

動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
者
が
資
金
を
貯
め
て
土
地
を
購
入
す
れ
ば
、



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
二
七

　
　

http://w
w

w
.treaty2u.govt.nz/the-treaty-up-close/treaty-of- 

w
aitangi/

（
30
）　

英
語
版
と
マ
オ
リ
語
版
の
意
味
の
相
違
に
関
す
る
記
述
は
、
矢
部
明
宏

「
諸
外
国
の
憲
法
事
情
３　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
憲
法
事
情
」
国
立
国
会
図

書
館
刊
一
三
六
頁
よ
り
引
用
。

（
31
）　

一
八
七
七
年
に
、
プ
レ
ン
ダ
ー
ガ
ス
ト
（Jam

es Prendergast

）
首
席

判
事
は
、
“the W

i Parata v Bishop of W
ellington

” 

事
件
（
ン
ガ
チ
・
ト

ア
族
は
、
一
八
四
八
年
に
同
部
族
の
若
者
の
た
め
の
学
校
を
建
設
す
る
と
い
う

約
束
と
ひ
き
か
え
に
、
Ｃ
Ｍ
Ｓ
に
土
地
を
寄
付
し
た
が
、
Ｃ
Ｍ
Ｓ
は
約
束
を
守

ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
件
）
に
お
い
て
、
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
は
司
法
的
に
も
憲

法
的
に
も
価
値
が
無
い
と
判
決
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
マ
オ
リ
は
野
蛮
人
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
条
約
を
結
ぶ
に
必
要
な
能
力
を
持
つ
民
族
で
は
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
と
し
た
。
な
お
、
こ
の
判
決
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
、
当
時
の

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
最
高
裁
判
所
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
の
枢
密
院
で
覆
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
大
学
の
設
け
て
い
る
次
の
サ

イ
ト
を
参
照
。

　
　

http://w
w

w
.nzlii.org/nz/journals/V

U
W

Law
Rw

/2004/4.htm
l

（
32
）　

ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

　
　

http://w
w

w
.legislation.govt.nz/act/public/1975/0114/latest/

D
LM

435368.htm
l

（
33
）　

本
文
に
引
用
し
た
ワ
イ
タ
ン
ギ
審
判
所
の
活
動
内
容
の
紹
介
文
は
、
岡
野

内
正
「
植
民
地
化
不
正
義
審
判
所
の
可
能
性
―
最
近
の
先
住
民
研
究
に
触
発
さ

れ
て
の
一
試
論
―
」（『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
研
究
』
三
八
二
号
（
二
〇
〇
六

年
）
二
～
三
七
頁
）
の
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
。

（
34
）　

特
許
状
は
、
常
に
“letters

”
と
複
数
形
で
使
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ

の
ラ
テ
ン
語
形
のlitterae patentes

に
由
来
す
る
。

Ｃ
Ｍ
Ｓ
宣
教
師
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
同
僚
で
あ
る
。
本
書
は
、
条
約
調
印
に
出
席

し
、
直
接
に
そ
の
状
況
を
見
聞
し
た
コ
レ
ン
ゾ
が
、
本
国
向
け
に
執
筆
し
た
報

告
書
で
あ
る
。

　
　

“The A
uthentic and Genuine H

istory of T
he Sigining of T

he 
T

reaty of W
aitangi N

ew
 Zealand, February 5 and 6, 1840

” by W
. 

C
O

LE
N

SO
 1890, W

ellington. by A
uthority: G

eorge D
idsbury, 

Governm
ent Printer 1890. Reprinted Published by Capper Press 

Christchurch, N
ew

 Zealand 1971

　
　

ま
た
、
布
告
そ
の
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
同
書
附
録
（
三
七
頁
）
参
照
。

布
告
そ
の
も
の
が
、
英
語
版
と
マ
オ
リ
語
版
の
二
つ
が
、
予
め
用
意
さ
れ
て
い

た
。

（
26
）　

ホ
ネ
・
ヘ
ケ
は
、
子
ど
も
時
代
に
ケ
リ
ケ
リ
（K
erikeri

）
に
あ
っ
た
Ｃ

Ｍ
Ｓ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
っ
て
お
り
、
特

に
通
訳
に
当
た
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
牧
師
を
深
く
信
頼
し
て
い
た
。
ホ
ネ
・
ヘ

ケ
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
次
の
サ
イ
ト
に
準
拠
し
て
い
る
。

　
　

Freda Rankin K
aw

haru. 

‘Heke Pokai, H
one W

irem
u

’, from
 the 

D
ictionary of N

ew
 Zealand Biography. T

e A
ra - the Encyclopedia 

of N
ew

 Zealand, updated 30-O
ct-2012

　
　

U
R

L: http://w
w

w
.T

eA
ra.govt.nz/en/biographies/1h16/heke-

pokai-hone-w
irem

u

（
27
）　

コ
レ
ン
ゾ
・
注
二
五
紹
介
書
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
28
）　

コ
レ
ン
ゾ
・
注
二
五
紹
介
書
三
四
頁
参
照
。

（
29
）　

ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
の
、
英
語
版
及
び
マ
オ
リ
語
版
の
対
比
に
つ
い
て
は
、

次
の
サ
イ
ト
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
立
図
書

館
・
公
文
書
館
な
ど
が
作
成
し
て
い
る
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
に
関
す
る
総
合
的
な

資
料
サ
イ
ト
で
あ
る
。



二
二
八

郷
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
地
方
名
に
由
来
す
る
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
、
ア
ル
ス

タ
ー
、
マ
ン
ス
タ
ー
、
レ
ン
ス
タ
ー
及
び
コ
ノ
ー
ト
（Connacht

）
の
四
地

方
が
あ
る
。）。

（
40
）　

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、
自
身
の
手
で
、
そ
の
在
任
時
代
の
状
況
及
び
自
分
の

行
動
を
述
べ
た
次
の
書
を
刊
行
し
て
い
る
の
で
、
本
文
の
記
述
の
多
く
は
そ
れ

に
依
存
し
て
い
る
。

　
　

“Rem
arks on N

ew
 Zealand: in February 1846

” by Robert Fitz-Roy, 
London: W

. and H
. W

hite, 24, Pall M
all. 1846.

　

な
お
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
の
伝
記
的
な
概
略
に
つ
い
て
は
、
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

　
　

Ian W
ards. 

‘

FitzRoy, Robert

’

, from
 the D

ictionary of N
ew

 Zealand 
Biography. T

e A
ra - the Encyclopedia of N

ew
 Zealand, updated 

18-Sep-2013

　
　

U
RL: http://w

w
w

.T
eA

ra.govt.nz/en/biographies/1f12/fitzroy- 
robert

（
41
）　

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
・
注
四
〇
紹
介
書
紹
介
書
一
四
頁
に
よ
る
と
、
フ
ィ
ッ
ツ

ロ
イ
が
乗
っ
て
い
っ
た
軍
艦
は
、
彼
の
到
着
後
一
ヶ
月
し
か
お
ら
ず
、
ま
た
、

彼
が
自
由
に
で
き
る
軍
隊
は
、
当
初
は
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
に
い
た
第
八
〇
連
隊
（
七

八
名
）
の
み
で
あ
っ
た
。
後
に
第
九
六
連
隊
（
五
六
名
）
が
派
遣
さ
れ
て
ウ
ェ

リ
ン
ト
ン
に
駐
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
42
）　

ワ
イ
ラ
ウ
事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

　
　

http://w
w

w
.nzhistory.net.nz/w

ar/w
airau-incident/further-infor-

m
ation, 

（M
inistry for Culture and H

eritage

）, updated 20-D
ec-2012

（
43
）　

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
を
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
マ
グ

ナ
カ
ル
タ
（the M

agna Charta of N
ew

 Zealand

）
と
呼
び
、
大
変
重
視

し
て
い
た
。
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
・
注
四
〇
紹
介
書
一
〇
頁
参
照
。

（
44
）　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
財
政
状
況
に
つ
い
て
は
、

（
35
）　

一
八
四
〇
年
憲
章
は
、
正
式
名
称
を
“Charter for erecting the Colony 

of N
ew

 Zealand, and for creating and establishing a Legislative 
Council and an Executive Council

”
と
い
う
。

　

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
書
を
参
照
。

　
　

W
. D

avid M
cIntyre, and W

.J. Gardner, 

“Speeches and docum
ents 

on N
ew

 Zealand H
istory

” Oxford: Clarendon Press, 1971, P54 

以
下
。

（
36
）　

植
民
長
官
はColonial Secretary

の
訳
語
で
あ
る
。
原
語
は
、
英
本
国

に
お
け
る
植
民
大
臣
と
同
一
の
用
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
及
し
て
い

る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
総
督
の
下
僚
で
あ
っ
て
、
事
実
上

の
副
総
督
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
官
職
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る

公
共
事
業
（public service

）
を
担
当
し
た
。
一
九
〇
七
年
に
、
内
務
省

（D
epartm

ent of Internal A
ffairs

）
が
設
立
し
た
こ
と
か
ら
、
内
務
大
臣

に
発
展
的
に
解
消
さ
れ
た
。

　
　

出
典
＝
“History of the D

epartm
ent

”. T
he D

epartm
ent of Internal 

A
ffairs. Retrieved 3 July 2010.

（
37
）　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
一
九
五
一
年
に
上
院
を
廃
止
し
、
現
在
は
一
院

制
で
あ
る
。

　
　

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
藤
本
一
美
「
世
界
の
一
院
制
議
会
（
Ⅱ
）―
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
に
お
け
る
上
院
廃
止
」
専
修
大
学
社
会
科
学
年
報
第
四
四
号

一
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
38
）　

行
政
評
議
会
は
、
内
閣
と
は
異
な
る
。
閣
僚
は
全
員
が
行
政
評
議
会
に
属

す
る
が
、
そ
の
う
ち
の
特
定
の
者
だ
け
が
内
閣
を
構
成
す
る
。
二
〇
一
四
年
八

月
現
在
、
閣
僚
は
二
八
名
お
り
、
そ
の
う
ち
二
〇
名
が
内
閣
を
構
成
し
、
他
の

八
名
は
閣
外
相
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

http://w
w

w
.teara.govt.nz/en/cabinet-governm

ent/page-1

（
39
）　

こ
れ
ら
の
地
方
名
は
、
ホ
ブ
ソ
ン
の
命
名
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
故



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
二
九

Rees and Lily Rees. N
ew

 Zealand: Printed and Published By H
. 

Brett, of Lake T
akapuna, at his General, Printing O

ffice, Shortland 
and Fort Streets, A

uckland. 1892.

（
49
）　

植
民
者
に
対
す
る
軍
事
訓
練
の
不
実
施
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
・

注
四
〇
紹
介
書
四
一
頁
参
照
。

（
50
）　

マ
オ
リ
＝
欧
州
人
間
の
土
地
売
買
の
自
由
化
措
置
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ッ

ツ
ロ
イ
・
注
四
〇
紹
介
書
三
五
頁
参
照
。

（
51
）　

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
の
罷
免
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
・
注
四
〇
紹
介
書

五
〇
頁
参
照
。

（
52
）　

グ
レ
イ
は
、
ホ
ブ
ソ
ン
や
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
が
海
軍
士
官
（
艦
長
）
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
陸
軍
士
官
（
大
尉
）
で
あ
っ
た
。
ビ
ー
グ
ル
号
の
第
三
次
航
海

に
参
加
し
て
北
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
沿
岸
を
調
査
し
、
そ
の
後
、
一
八
四
〇
年

に
ア
ル
バ
ニ
ー
で
弁
務
官
を
務
め
、
一
八
四
一
年
か
ら
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
総

督
に
着
任
す
る
。
当
時
の
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
財
政
は
、
注
二
四
に
述
べ
た
と

お
り
、
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
組
織
的
植
民
論
の
実
施
の
失
敗
か
ら
危
機
的

な
状
況
に
あ
っ
た
。
グ
レ
イ
は
そ
の
対
策
と
し
て
徹
底
的
な
支
出
の
削
減
を
行

い
、
植
民
者
か
ら
の
非
難
を
招
い
た
が
、
最
終
的
に
は
財
政
の
健
全
化
に
成
功

し
て
い
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

　
　

“Sir George Grey Pioneer of Em
pire in Southern Lands

” By Geo. 
C. H

enderson, M
.A

., A
delaide U

niversity, A
pril 1907

、
第
四
章
及
び

第
五
章
参
照
。

（
53
）　

グ
レ
イ
が
到
着
直
後
に
首
長
達
と
会
議
を
開
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ヘ

ン
ダ
ー
ソ
ン
・
注
五
二
紹
介
書
七
四
頁
参
照
。

（
54
）　

グ
レ
イ
の
手
紙
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
注
五
二
紹
介
書
七
七
頁

よ
り
引
用
。

（
55
）　

ホ
ネ
・
ヘ
ケ
と
の
和
平
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
注
五
二
紹
介
書

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
・
注
四
〇
紹
介
書
二
五
頁
以
下
参
照

（
45
）　

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
の
公
債
発
行
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
・
注
四
〇
紹

介
書
二
六
頁
参
照
。

（
46
）　

マ
オ
リ
の
白
人
に
対
す
る
印
象
が
、
ワ
イ
ラ
ウ
事
件
を
契
機
に
変
化
し
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
・
注
四
〇
紹
介
書
紹
介
書
一
二
頁
以
下
参

照
。

　
　

な
お
、
今
日
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
学
者
は
、
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
の
蜂
起
の
根

本
的
な
原
因
は
、
首
都
が
、
ホ
ブ
ソ
ン
に
よ
っ
て
、
コ
ロ
ラ
レ
カ
か
ら
オ
ー
ク

ラ
ン
ド
に
移
転
し
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
経
済
の
中

心
が
北
部
地
方
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
は
様
々
な
経
済
的

利
益
を
失
い
、
ホ
ブ
ソ
ン
が
課
し
、
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
が
額
を
上
げ
る
こ
と
に
な
っ

た
関
税
に
よ
り
、
物
価
の
値
上
が
り
だ
け
が
残
っ
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
と
い

う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

　
　

Freda Rankin K
aw

haru. 

‘Heke Pokai, H
one W

irem
u

’, from
 the 

D
ictionary of N

ew
 Zealand Biography. T

e A
ra - the Encyclopedia 

of N
ew

 Zealand, updated 30-O
ct-2012

　
　

U
RL: http://w

w
w

.T
eA

ra.govt.nz/en/biographies/1h16/heke-pokai- 
hone-w

irem
u

（
47
）　

フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
は
、
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
は
、
各
地
方
に
翻
っ
て
い
る
英
国
旗
は
、

そ
の
土
地
が
英
国
の
主
権
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
土
地
の

人
々
は
英
国
の
奴
隷
と
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と
他
の
マ
オ
リ
を
扇
動
し
、
戦
い

に
駆
り
立
て
た
と
し
て
い
る
。
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
・
注
四
〇
紹
介
書
紹
介
書
一
〇

頁
参
照
。

（
48
）　

ホ
ネ
・
ヘ
ケ
の
ラ
ッ
セ
ル
焼
き
討
ち
に
つ
い
て
は
、
第
三
代
総
督
グ
レ
イ

の
伝
記
で
あ
る
次
の
書
の
八
三
頁
を
参
照
。

　
　

“The Life and T
im

es of Sir George Grey, K
.C.B.

” By W
illiam

 Lee 



二
三
〇

church, N
.Z.: K

iw
i Publishers 2004.

（
62
）　

本
文
で
、
こ
の
箇
所
以
降
に
紹
介
し
て
い
る
グ
レ
イ
の
、
マ
オ
リ
の
民
生

に
対
す
る
努
力
に
つ
い
て
は
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
注
五
二
紹
介
書
一
一
一
頁
以
下

参
照
。

（
63
）　

欧
州
人
の
賃
金
の
こ
の
当
時
の
水
準
に
つ
い
て
は
沢
井
・
注
二
紹
介
書
一

七
四
頁

（
64
）　

武
器
・
弾
薬
・
酒
の
マ
オ
リ
に
対
す
る
販
売
禁
止
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
ダ
ー

ソ
ン
・
注
五
二
紹
介
書
一
一
一
頁
参
照
。

（
65
）　

マ
オ
リ
の
司
法
活
動
へ
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
注
五
二

紹
介
書
一
一
五
頁
以
下
参
照
。

（
66
）　

マ
オ
リ
の
首
長
の
判
事
任
命
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
・
注
四
八
紹
介
書
一
〇

六
頁
参
照
。

（
67
）　

マ
オ
リ
の
道
徳
規
範
に
つ
い
て
は
、
沢
井
・
注
二
紹
介
書
第
一
〇
章
「
先

住
民
マ
オ
リ
の
社
会
構
造
」、
特
に
二
〇
一
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
るm

ana

（
威

信
）
とutu

（
報
復
）
の
関
係
参
照
。

（
68
）　

グ
レ
イ
の
、
こ
の
時
期
の
施
策
に
対
す
る
自
己
評
価
に
つ
い
て
は
、
次
を

参
照
。

　
　

K
eith Sinclair 

“A H
istory of N

ew
 Zealand

” Penguin books A
uck-

land 

一
九
八
〇
年
刊
八
八
頁
。

（
69
）　

シ
ン
ク
レ
ア
・
注
六
八
紹
介
書
八
九
頁
よ
り
引
用
。

（
70
）　N

ew
 Zealand Constitution A

ct 1846

の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
、

英
国
政
府
の
官
報
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
ガ
ゼ
ッ
ト
（T

he London Gazette

）

参
照
。

　
　

https://w
w

w
.thegazette.co.uk/London/issue/20687/page/5997

（
71
）　

ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
植
民
地
自
治
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
沢
井
・
注

二
紹
介
書
三
六
頁
よ
り
引
用
。

七
八
頁
以
下
参
照
。
同
じ
く
、
リ
ー
・
注
四
八
紹
介
書
八
九
頁
参
照
。

（
56
）　

テ
・
ラ
ウ
パ
ラ
ハ
の
逮
捕
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
注
五
二
紹
介

書
八
一
頁
以
下
参
照
。

（
57
）　

公
債
の
償
還
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
・
注
四
八
紹
介
書
八
五
頁
参
照
。

（
58
）　

マ
オ
リ
の
土
地
購
入
独
占
権
の
復
活
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
注

五
二
紹
介
書
九
一
頁
参
照
。

（
59
）　

グ
レ
イ
伯
爵
と
は
、
第
三
代
伯
爵
で
あ
るH

enry George Grey

の
こ

と
で
あ
る
。
一
八
三
〇
年
代
に
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
理
論
に
、
英
国
の
植

民
地
政
策
が
影
響
さ
れ
た
の
は
、
当
時
戦
争
・
植
民
副
大
臣
（U

nder-Secre-
tary of State for W

ar and the Colonies

）
だ
っ
た
グ
レ
イ
伯
爵
が
ウ
ェ

イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
理
論
に
賛
同
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
グ
レ
イ
伯
爵
が
、

一
八
四
六
年
か
ら
植
民
大
臣
に
就
任
し
て
い
た
。
な
お
、
紅
茶
で
有
名
な

Earl Grey

は
第
二
代
伯
爵
で
あ
る
。

（
60
）　

マ
オ
リ
の
土
地
の
登
記
制
度
の
導
入
に
関
し
て
は
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
注

五
二
紹
介
書
一
〇
四
頁
以
下
参
照
。
こ
れ
は
、
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
が
空
文
化
し

て
い
く
一
つ
の
重
要
な
節
目
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　

http://w
w

w
.nzhistory.net.nz/politics/treaty/treaty-tim

eline/
treaty-events-1800-1849 updated 22-A

ug-2014

（
61
）　

マ
オ
リ
に
対
す
る
研
究
努
力
の
結
果
を
、
グ
レ
イ
自
身
が
次
の
書
と
し
て

公
刊
し
て
い
る
。

　
　

一
八
五
三
年
「K

o N
ga M

ohaka, N
e N

ga H
akariora, O

 N
ga M

aori
」、

Christchurch N
.Z.: K

iw
i Publishers 2002

　
　

一
八
五
五
年
「Polynesian M

ythology, and A
ncient T

raditional H
is-

tory of the N
ew

 Zealand Race

」A
uckland: Printed by H

. Brett, 
1855.

　
　

一
八
五
七
年
「A

 Collection of M
aori Sayings and Proverbs

」Christ-



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
三
一

hereinafter m
entioned; that is to say, every m

an of the age of 
tw

enty-one years or upw
ards, having a freehold estate in possession, 

situate w
ithin the district for w

hich the vote is to be given, of the 
clear value of fifty pounds above all charges and incum

brances, 
and of or to w

hich he has been seised or entitled, either at law
 or 

in equity, for at least six calendar m
onths next before the last 

registration of electors, or having a leasehold estate in possession, 
situate w

ithin such district, of the clear annual value of ten 
pounds, held upon a lease w

hich at the tim
e of such registration 

shall have not less than three years to run, or having a leasehold 
estate so situate, and of such value as aforesaid, of w

hich he has 
been in possession for three years or upw

ards next before such 
registration, or being a householder w

ithin such district, occupying 
a tenem

ent w
ithin the lim

its of a tow
n 

（to be proclaim
ed as such 

by the Governor for the purposes of this A
ct

）, of the clear annual 
value of ten pounds, or w

ithout the lim
its of a tow

n of the clear 
annual value of five pounds, and having resided therein six calendar 
m

onths next before such registration as aforesaid, shall, if duly 
registered, be entitled to vote at the election of a m

em
ber or 

m
em

bers for the district.

（
81
）　

一
八
五
二
年
当
時
の
欧
州
系
住
民
の
収
入
に
つ
い
て
は
、
沢
井
・
注
二
紹

介
書
一
七
四
頁
よ
り
引
用
。

（
82
）　

こ
の
召
還
は
、
グ
レ
イ
が
議
会
制
定
法
に
不
服
従
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
す

る
、
本
国
植
民
省
に
よ
る
懲
罰
的
人
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
・

注
五
八
紹
介
書
一
六
二
頁
以
下 Chapter X

X
I. —

 Sir George Grey

’s 
V

indication—
H

onours at O
xford 

参
照

（
72
）　

こ
の
一
八
四
六
年
憲
章
の
施
行
延
期
と
い
う
抗
命
行
為
を
め
ぐ
る
本
国
と

の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
・
注
五
八
紹
介
書
一
一
四
頁
以
下
のChapter 

X
V

. N
ew

 Zealand Constitution of 1846. 

参
照
。

（
73
）　

グ
レ
イ
の
、
本
国
に
向
け
て
、
一
八
四
六
年
憲
章
の
施
行
延
期
を
求
め
た

書
簡
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
・
注
三
六
紹
介
書
六
三
頁
以
下
参
照
。

し
か
し
、
こ
れ
は
抜
粋
で
あ
り
、
全
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
リ
ー
・
注
五
八

紹
介
書
一
二
四
頁
以
下Chapter X

V
I. T

he D
espatch of July, 1849 

が

詳
し
い
。
本
文
は
、
両
者
を
参
照
の
上
、
内
容
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
74
）　

一
八
四
六
年
憲
章
に
対
す
る
グ
レ
イ
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
・
注
四

八
紹
介
書
一
二
〇
頁
よ
り
引
用
。

（
75
）　

グ
レ
イ
が
、
自
身
が
総
督
で
あ
る
限
り
マ
オ
リ
の
権
利
が
守
ら
れ
る
と
考

え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
注
五
二
紹
介
書
一
一
六
頁
以

下
参
照
。

（
76
）　

グ
レ
イ
の
本
国
政
府
に
対
す
る
要
望
書
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
・

注
三
六
紹
介
書
六
九
頁
以
下
参
照
。

（
77
）　

グ
レ
イ
の
「
二
つ
の
民
族
が
一
つ
に
溶
け
合
う
」
と
い
う
言
葉
は
、
マ
ッ

キ
ン
タ
イ
ヤ
・
注
三
六
紹
介
書
七
一
頁
参
照
。

（
78
）　
一
八
五
二
年
憲
章
の
正
式
名
称
は
、 

“An A
ct to grant a Representative 

Constitution to the Colony of N
ew

 Zealand.

” 

と
い
う
。
そ
の
条
文
に

つ
い
て
は
、
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

　
　

http://nzetc.victoria.ac.nz/tm
/scholarly/tei-GovCons.htm

l

（
79
）　

グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
の
一
八
五
二
年
憲
章
に
対
す
る
言
葉
に
つ
い
て
は
、

リ
ー
・
注
五
八
紹
介
書
一
四
二
頁
参
照
。

（
80
）　

一
八
五
二
年
憲
章
第
七
条
の
原
文
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

　
　

T
he m

em
bers of every such Council shall be chosen by the 

votes of the inhabitants of the Province w
ho m

ay be qualified as 



二
三
二

and from
 the revenues of the three southern provinces a sum

 of 
one thousand pounds （£1,000

）, m
aking in the w

hole an annual page 
61 am

ount of seven thousand pounds 

（£7,000

）, w
hich the Gover-

nor-in-Chief should he authorized to apply, together w
ith any sur-

plus that m
ay accrue from

 the civil list, to any of the follow
ing 

purposes:—

　
　

T
he construction and m

aintenance of hospitals, to w
hich M

aories 
are adm

itted on equal term
s w

ith other subjects of H
er M

ajesty:

　
　

T
he establishm

ent and m
aintenance of schools, to w

hich M
aori 

children are adm
itted on the sam

e term
s as other scholars:

　
　

For the paym
ent of Resident M

agistrates, and of N
ative M

agis-
trates, and for the m

aintenance of a N
ative Police:

　
　

For m
aking presents to native chiefs in acknow

ledgm
ent of ser-

vices rendered by them
:

　
　

A
nd, generally, to such other purposes as m

ay tend to prom
ote 

the prosperity and happiness of the native race, and their advance-
m

ent in Christianity and civilization.

（
88
）　

一
八
五
四
年
六
月
の
時
点
で
は
グ
レ
イ
は
既
に
離
任
し
て
お
り
、
他
方
、

後
任
の
ブ
ラ
ウ
ン
は
着
任
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ウ
ィ
ン
ヤ
ー
ド
が
総
督
代

行
を
務
め
て
い
た
が
、
彼
は
自
分
に
は
正
式
の
発
令
を
す
る
権
限
が
な
い
と
し

た
の
で
、
ス
ー
エ
ル
の
就
任
は
非
公
式
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
が
着
任

後
、
改
め
て
第
二
回
総
選
挙
が
行
わ
れ
、
一
八
五
六
年
の
第
二
回
議
会
に
お
い

て
ス
ー
エ
ル
は
改
め
て
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
す
る
。
た
だ
し
、
わ
ず
か
二
週

間
で
内
閣
は
倒
れ
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
（W

illiam
 Fox

）
が
第
二
代
内
閣
総
理
大

臣
に
就
任
す
る
が
、
こ
の
内
閣
は
わ
ず
か
一
週
間
で
倒
れ
た
。
安
定
し
た
政
権

が
で
き
る
の
は
、
第
三
代
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
（Edw

ard 

（
83
）　

パ
ー
と
は
、
マ
オ
リ
が
集
団
で
住
ん
で
い
る
大
き
な
家
の
意
味
で
あ
る
。

（
84
）　

ダ
ニ
エ
ル
・
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
沢
井
・
注
二

紹
介
書
六
一
頁
よ
り
引
用
。

（
85
）　

オ
タ
ゴ
植
民
地
に
お
け
る
マ
オ
リ
参
政
権
押
さ
え
込
み
の
記
述
は
、

“Contributions T
o T

he Early H
istory O

f N
ew

 Zealand 

［Settlem
ent 

of O
tago

］” By T
hom

as M
orland H

ocken London Sam
pson Low

, 
M

arston A
nd Com

pany Lim
ited 1898, P144 

よ
り
引
用
。

（
86
）　

マ
オ
リ
の
参
政
権
が
全
く
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
一
八
五
三

年
に
行
わ
れ
た
総
選
挙
に
お
い
て
は
、
有
権
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た
者
の
総
数

五
、
八
四
九
人
の
う
ち
、
約
一
〇
〇
人
は
マ
オ
リ
（
ほ
と
ん
ど
は
部
族
の
首

長
）
で
あ
っ
た
。

　
　

出
典
＝
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
選
挙
管
理
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　

http://w
w

w
.elections.org.nz/m

aori-and-vote

（
87
）　

一
八
五
二
年
法
七
一
条
も
非
常
に
複
雑
な
規
定
で
あ
る
。
以
下
に
原
文
を

紹
介
す
る
。

　
　

71. But I should point out to your Lordship that under the form
 

of governm
ent I now

 propose, the country is to be divided into 
electoral districts, w

hich w
ill only include those portions of it 

w
hich are occupied by a large European population; the great 

m
ass of the native population, w

ho contribute largely and increas-
ingly to the revenue, w

hich is at present alm
ost entirely raised 

from
 duties of custom

s, w
ould be thus w

holly unrepresented. I 
beg, therefore, m

ost earnestly to recom
m

end that from
 the reve-

nues of the northern province there should be reserved a further 
yearly sum

 of four thousand pounds 

（£4,000

）; from
 the revenues 

of the W
ellington province a sum

 of tw
o thousand pounds 

（£2000

）; 



ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
初
期
憲
法
史
（
甲
斐
）

二
三
三

し
て
い
る
。
但
し
、
マ
オ
リ
の
人
名
表
記
に
は
若
干
問
題
が
あ
る
た
め
、
そ
の

後
の
研
究
に
基
づ
き
、
正
し
い
も
の
に
修
正
し
て
い
る
。

（
95
）　

人
口
統
計
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
注
五
二
紹
介
書
一
九
四
頁
参

照
。

（
96
）　

リ
ー
・
注
五
八
紹
介
書
三
一
〇
頁
は
、
後
に
開
か
れ
た
裁
判
に
お
い
て
、

こ
の
土
地
は
キ
ン
ギ
に
完
全
に
権
利
が
あ
り
、
テ
イ
ラ
自
身
が
そ
れ
を
認
め
た

と
述
べ
て
い
る
。
テ
イ
ラ
は
、
そ
れ
以
前
の
事
件
の
報
復
（U

tu

）
と
し
て
、

政
府
の
力
を
借
り
た
の
で
あ
る
。

（
97
）　

マ
オ
リ
に
対
す
る
武
器
弾
薬
販
売
禁
止
令
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
・

注
五
八
紹
介
書
三
一
一
頁
参
照
。

（
98
）　

グ
レ
イ
の
一
八
六
一
年
に
お
け
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・

注
五
二
紹
介
書
二
一
七
頁
参
照
。

（
99
）　Runanga

は
、
議
会
と
訳
し
て
い
る
が
、
マ
オ
リ
が
も
と
も
と
有
し
て

い
た
機
関
で
あ
る
。
本
来
は
、
寡
頭
政
治
的
な
機
関
で
、
数
人
の
首
長
が
戦
争

等
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
一
般
人
は
単
に
傍
聴
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
時
期
に
は
考
え
ら
れ
る
限
り
民
主
的
な
も
の
に
発
展
し
て
い
た
。「
女
や

子
ど
も
の
参
加
も
認
め
ら
れ
、
発
言
が
許
さ
れ
た
。
犬
や
豚
で
さ
え
閉
め
出
さ

れ
な
か
っ
た
」
と
ゴ
ー
ス
ト
注
九
一
紹
介
書
一
五
八
頁
は
述
べ
て
い
る
。

（
（11
）　

グ
レ
イ
の
マ
オ
リ
・
自
治
体
計
画
に
つ
い
て
は
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
注
五
二

紹
介
書
一
九
四
頁
参
照
。

（
（1（
）　

最
後
の
マ
オ
リ
か
ら
直
接
入
植
者
に
土
地
を
売
却
す
る
権
限
は
、
ワ
イ
タ

ン
ギ
条
約
に
抵
触
す
る
の
で
、
同
法
が
発
効
す
る
に
は
ロ
ン
ド
ン
の
認
証
が
必

要
で
あ
っ
た
。
そ
の
認
証
は
、
一
八
六
五
年
に
、
同
法
が
抜
本
改
正
さ
れ
る
直

前
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
与
え
ら
れ
た
。
な
お
、
原
住
民
土
地
法
の
今
日
ま
で

の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
計
検
査
院
の
次
の
サ
イ
ト
を
参

照
。

W
illiam

 Stafford

）
が
就
任
し
て
か
ら
で
あ
る
。
ス
ー
エ
ル
は
、
こ
の
内
閣

に
は
副
総
理
格
の
財
務
大
臣
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。

（
89
）　

新
憲
章
の
下
に
お
け
る
自
治
政
府
の
マ
オ
リ
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、

リ
ー
・
注
五
八
紹
介
書
三
〇
七
頁
以
下
参
照
。

（
90
）　

マ
ヌ
ア
ワ
ポ
ウ
集
会
に
つ
い
て
は
、
シ
ン
ク
レ
ア
・
注
六
八
紹
介
書
一
一

二
頁
参
照
。
な
お
参
照
、
沢
井
・
注
二
紹
介
書
二
二
四
頁
。

（
91
）　

マ
オ
リ
王
擁
立
運
動
に
関
す
る
、
同
時
代
に
お
け
る
最
も
包
括
的
な
書
は
、

次
の
も
の
と
言
わ
れ
る
。

　
　

“The M
aori K

ing or the Story of O
ur Q

uarrel w
ith T

he N
atives 

of N
ew

 Zealand

” by J. E. Gorst, First published by M
acm

illan &
 

Co., 1864, Reprinted 1959 Paul
’s Book A

rcadeH
am

ilton &
 A

uck-
land: N

ew
 Zealand

　
　

筆
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
律
家
で
あ
り
、
政
治
家
で
あ
る
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
戦
争
時
期
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
り
、
マ
オ
リ
王
擁
立
運
動
の
中

心
人
物
で
あ
っ
た
タ
ミ
ハ
ナ
と
親
交
が
あ
っ
た
。
一
九
五
九
年
復
刻
版
に
は
、

オ
ー
ク
ラ
ン
ド
大
学
の
当
時
助
教
授
で
あ
っ
た
シ
ン
ク
レ
ア
に
よ
る
詳
細
な
注

記
が
あ
り
、
同
書
の
価
値
を
高
め
て
い
る
。

（
92
）　

集
会
は
一
八
五
六
年
一
二
月
末
に
始
ま
り
、
一
八
五
七
年
一
月
ま
で
続
い

た
。
ゴ
ー
ス
ト
注
九
一
紹
介
書
四
一
頁
は
、
そ
の
原
資
料
と
し
て
、
次
の
も
の

を
紹
介
し
て
い
る
。

　
　

Reported by Governor Gore Brow
ne in despatches of 17 D

ecem
-

ber, 1856, N
o.130; 27 M

arch, 1857, N
o.32; GBPP, 1860/2719.

（
93
）　

ゴ
ー
ス
ト
は
、
タ
ウ
ヒ
ア
オ
に
つ
い
て
、
弱
い
男
で
、
完
全
に
タ
ミ
ナ
ハ

の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
ゴ
ー
ス
ト
注
九
一
紹
介
書
五
頁
参
照
。

（
94
）　

タ
ラ
ナ
キ
戦
争
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文

の
以
下
の
記
述
は
、
主
と
し
て
リ
ー
・
注
五
八
紹
介
書
三
〇
八
頁
以
下
に
依
存



二
三
四

理
大
臣
に
な
っ
た
が
、
彼
の
内
閣
は
短
命
で
、
わ
ず
か
二
年
で
崩
壊
し
た
。
一

八
九
八
年
に
死
去
す
る
。

（
（（0
）　

ワ
イ
カ
ト
戦
争
後
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
シ
ン
ク
レ
ア
・
注
六
八
紹
介
書

一
四
四
頁
参
照
。

（
（（0
）　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
憲
法
上
の
財
産
権
制
限
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

金
鉱
掘
り
に
一
八
六
〇
年
か
ら
、
参
政
権
を
与
え
て
い
た
。
一
八
六
九
―
七
〇

時
点
で
は
、
約
二
万
人
の
金
鉱
掘
り
が
選
挙
登
録
を
し
て
い
た
が
、
選
挙
登
録

者
総
数
は
四
一
、五
〇
〇
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
影
響
力
は
強
か
っ
た
。

　
　

出
典
＝
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
選
挙
管
理
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　

http://w
w

w
.elections.org.nz/right-vote/gold-rush

マ
オ
リ
参
政
権
は
、
そ
の
前
例
が
あ
っ
た
た
が
た
め
に
認
め
ら
れ
た
。

（
（（0
）　

マ
オ
リ
の
二
重
投
票
権
に
つ
い
て
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
選
挙
管
理
委
員

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
　

http://w
w

w
.elections.org.nz/m

aori-and-vote/m
aori-representation

（
（（0
）　

こ
こ
に
名
の
出
た
ホ
ネ
・
ヘ
ケ
は
、Hone H

eke N
gapua

（1869-1909

）

と
い
う
。
本
稿
で
、
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
の
締
結
等
に
活
躍
し
た
ホ
ネ
・
ヘ
ケ

（H
one W

irem
u H

eke Pokai

）
は
、
彼
か
ら
見
て
大
叔
父
に
当
た
る
。
彼

の
業
績
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。

　
　

Freda Rankin K
aw

haru. 

‘Ngapua, H
one H

eke

’, from
 the D

ictio-
nary of N

ew
 Zealand Biography. T

e A
ra - the Encyclopedia of 

N
ew

 Zealand, updated 4-D
ec-2013

　
　

U
RL: http://w

w
w

.T
eA

ra.govt.nz/en/biographies/2n12/ngapua-
hone-heke

　
　

http://w
w

w
.oag.govt.nz/2011/housing-on-m

aori-land/appendix.htm
（
（10
）　

グ
レ
イ
の
マ
オ
リ
王
制
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・

注
五
二
紹
介
書
一
九
九
頁
参
照
。

（
（10
）　

ワ
イ
カ
ト
川
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
ゴ
ー
ス
ト
注
九
一
紹
介
書
一
三
頁
参

照
。
蒸
気
船
の
導
入
に
つ
い
て
は
同
書
一
九
六
頁
参
照
。

（
（10
）　

グ
レ
イ
に
よ
る
道
路
建
設
に
対
す
る
マ
オ
リ
側
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
ゴ
ー

ス
ト
注
九
一
紹
介
書
二
四
頁
以
下
参
照

（
（10
）　

タ
ミ
ハ
ナ
の
言
葉
は
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
注
五
二
紹
介
書
一
九
九
頁
よ
り

引
用
。

（
（10
）　

グ
レ
イ
の
設
け
た
施
設
に
対
す
る
マ
オ
リ
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
ダ
ー

ソ
ン
・
注
五
二
紹
介
書
一
九
九
頁
参
照
。

（
（10
）　

オ
タ
ゴ
の
金
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。

　
　

Carl W
alrond. 

‘Gold and gold m
ining

’, Te A
ra - the Encyclope-

dia of N
ew

 Zealand, updated 9-N
ov-12

　
　

U
RL: http://w

w
w

.T
eA

ra.govt.nz/en/gold-and-gold-m
ining/sources

（
（10
）　

ゴ
ー
ス
ト
の
追
放
に
つ
い
て
は
、
ゴ
ー
ス
ト
注
九
一
紹
介
書
二
二
三
頁
以

下
参
照
。
な
お
、
こ
の
時
ゴ
ー
ス
ト
が
グ
レ
イ
に
書
い
た
切
迫
し
た
状
況
を
知

ら
せ
る
手
紙
が
、
リ
ー
・
注
五
八
紹
介
書
三
一
五
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
（10
）　

第
二
次
タ
ラ
ナ
キ
戦
争
開
戦
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
・
注
五
八
紹

介
書
三
一
八
頁
参
照
。

（
（（1
）　

マ
オ
リ
側
の
回
答
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
シ
ン
ク
レ
ア
・
注
六
八

紹
介
書
一
四
四
頁
参
照
。

（
（（（
）　

グ
レ
イ
は
一
八
七
〇
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
戻
り
、
い
っ
た
ん
は
隠

棲
し
て
い
た
が
、
一
八
七
四
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
政
界
に
出
馬
し
、
彼

が
作
り
出
し
た
一
八
五
二
年
憲
法
の
完
全
な
実
現
を
目
指
し
て
奮
闘
を
開
始
し
、

そ
の
後
、
二
〇
年
間
国
会
議
員
を
続
け
た
。
一
八
七
七
年
に
は
同
国
の
内
閣
総
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解題

１．本稿は，Bruns, Carl George/ Mommsen, Theodor/ Gradenwitz, 
Otto（edd.）, Fontes Iuris Romani Antiqui, 7. Aufl., Tübingen 1909, 
p.211-238 所収の，レーネル Otto Lenel によって校訂された，65. 
Edictum perpetuum praetoris urbani 及び66. Edicta aedilium curulium
の部分を翻訳したものである（１）。本文は，原文と邦訳を対訳形式で
示すこととした。原文のイタリックは，レーネルによる推測補充の部
分を示す。
２．レーネルは，1883年から1927年にかけて，４種類の EP 再構成研
究を刊行している。
1. Lenel, Otto, Das Edictum perpetuum: ein Versuch zu dessen 
Wiederherstellung, mit für die Savigny-Stiftung ausgeschriebenen 
Preise gekrönt von Otto Lenel, Leipzig 1883.
2. Essai de reconstruction de l’Édit perpétuel, ouvrage traduit en 
français par Frédéric Peltier sur un texte revu par l’auteur, Paris 
1901-1903, 2 tomes. （フランス語訳版）

3. Das Edictum perpetuum: ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, 
Lepzig, 1907, 2., verb. Aufl. （EP2 として引用する。）

4. Das Edictum perpetuum: ein Versuch zu seiner Wiederherstellung，

二
七
四

『永久告示録』（上）
オットー・レーネル編　　　

吉　原　達　也　訳　　　

資料

（１）　EP については，谷口貴都訳「10　永久告示録」『西洋法制史料選Ⅰ　
古代』創文社，1981年，155-182頁（原文45-54頁）（ただし標題のみの翻
訳）所収があり，詳細について解説の参照を願いたい。吉原達也「『永久告
示録 Edictum Perpetuum』の再構成について）―訴訟告示と訴訟方式―」

（1）　『法学論叢』第104巻第２号（1978年），28-55頁，（2）　６号（1979）
61頁，（3・完）　106巻１号（1974年）34頁。



2

『
永
久
告
示
録
』（
上
）（
吉
原
）

Leipzig, 1927, 3., verb. Aufl. ＝ Das Edictum perpetuum: Ein Versuch 
zu seiner Wiederherstellung, Aalen, 1974. （EP3 として引用する。）

３．EP 本文の刊本として，Ricconbono, S. et al. （edd.）, Fontes iuris 
Romani antejustiniani, pars 1 Leges ［＝FIRA I］, S.A.G. Barbèra, 
1941, 1968 （Editio altera aucta et emendata）, p.335-391 を適宜参照
した。同書は，レーネルの EP 第３版に準拠しており，各標題に付せ
られた通し番号は，これと一致する。底本には通し番号がないため，
EP 及び FIRA Iとの参照の便宜のために，各節末尾に，［§1］～［§292］
の通し番号を付し，該当箇所がないところは，［ ］などとして両書を
参考にして補記した。
４．オットー・レーネル（Otto Lenel, 1849～1935）は，ドイツ・マンハ
イムのユダヤ系家族の生まれであり，1870/71年の普仏戦争にも志願
兵として参戦している。ハイデルベルク，ライプツィヒ，ベルリンの
各大学で学び，1872年博士の学位を取得，４年後にライプツィヒで大
学教授資格を取得した。1882年に，バイエルン学士院の懸賞研究「法
務官告示の再構成」で賞を得ている（１）。同年キール大学正教授となり，
その後シュトラスブルク大学を経て，1907年にフライブルク大学正教
授に招聘された。生涯にわたる膨大な研究業績は，プリングスハイム
による詳細な文献目録に示されている（２）。パリンゲネシア研究（３），

二
七
三

（１）　バイエルン学士院懸賞研究募集について，ZSS, 1, S.XX を参照。
（２）　レーネルの生涯について，Wlassak, M, Erinnerungen an Otto Lenel, 

mit einem Verzeichnis von O. Lenels Schriften zusammengestellt von Fritz 
Pringsheim, Österreichischen Staatsdruckerei, 1936 を参照した。なお，プ
リングスハイム作成の文献目録は，現在は，下記選集第１巻編者解説のあ
とに復刻収録されている。Bund, E., Otto Lenel, Freiburger Professoren des 
19. und 20. Jahrhunderts, herausgegeben von Johannes Vincke, Beiträge 
zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, Hft. 13, E. Albert, 
1957, S.77-100. レーネルの主要な論稿は，現在は，Lenel, Otto, Gesammelte 
Schriften, herausgegeben und eingeleitet von Okko Behrends und Federico 
D’Ippolito, I: 1876-1889, II: 1892-1902, III: 1902-1914, IV: 1915-1932（Antiqua 
52-55）, Napoli 1990-. がある。なお，V は，書評集などが収録されているよ
うであるが，未見。

（３）　Lenel （ed.）, Palingenesia iuris civilis: iuris consultorum reliquiae, quae 
Iustiniani Digestis continentur, ceteraque iurisprudentiae civilis fragmenta 
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EP 再構成研究など，輝かしいローマ法研究の足跡を残したにもかか
わらず，1933年にナチスによる人種政策の犠牲となった。１年半に及
ぶ迫害の末に，不遇な最期を遂げたことを語るウラサクのネクロロジー
は悲しみを誘う（１）。

５．法務官告示（２）

　古代ローマの法務官（praetor）（３）は，民事裁判を司る官として，前
367年に創設され，前242年第１ポエニ戦争が終わる頃にさらに一名を
増やし，一名は内人掛法務官（praetor urbanus）として，ローマ市民
間の訴訟を司り，他は外人掛法務官（praetor peregrinus）として，ロー
マ市民と外人間又は外人相互間の訴訟を司った。法務官はいわば訴訟

二
七
二

minora, secundum auctores et libros, 2 vols., 1889; 2. Neudruck der Ausgabe 
Leipzig 1889, vermehrt um ein Supplement von Lorenz E. Sierl, Graz 
Akademische Druck, 1960; Scientia Verlag, 2000. 同書第２巻末尾に，パリ
ンゲネシア研究の成果として，サビヌス市民法注解標題項目一覧とともに，
法務官告示の標題項目一覧が掲載されている（cf. Sp.1247-56）。

（１）　Cf. Beaston, J./ Zimmermann, R. （edd.）, Jurists Uprooted: German- 
Speaking Émigré Lawyers in Twentieth Century Britain, Oxford 2004. レー
ネルとも関係の深い，プリングスハイム，ダウベ（David Daube）ら，イギ
リスに亡命したユダヤ系ローマ法学者の軌跡をうかがい知ることができる。
Carmichael, Calum, Ideas and the man: remembering David Daube, Frankfurt 
am Main: Vittorio Klostermann, 2004, p.171 所収の ‘Arbor Leneliana’ 及び
Kanotrowicz, H., Otto Lenels romanistischer Stammbaum, SZ 50 （1930） 
Rom. Abt., S.475 を参照。Vogenauer, S., Lenel and Daube: A Cross-Channel 
Friendship, in: Judge and Jurist: Essays in Memory of Lord Rodger of Earls-
ferry, ed. by Andrew Burrows, David Johnston, &, Reinhard Zimmermann, 
Oxford 2013, p.277.

（２）　さしあたり，以下の叙述について，原田慶吉『ローマ法』改訂，有斐
閣 1955年，10頁以下を参照。告示edicitum一般について，Kipp, RE 5 （1905）, 
1939 （edictum）, 法務官告示に関しては，1946を参照。Wenger, L., Die Quellen 
des römischen Rechts, Wien 1953, 407. 比較的近時の文献等について，
Wieacker, F., Römische Rechtsgeschichte, Bd.1., 1. Abschnitt,: Quellenkunde, 
Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur, München C.H. Beck 1988, 
S.462ff., 名誉法（ius honorarium）及び法務官の裁判権をめぐって，S.470ff., 
按察官その他の政務官の裁判権について，S.478ff.

（３）　Wesenberg, G., RE 44 （1954）, 1582 （praetor）, 1594sqq..
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『
永
久
告
示
録
』（
上
）（
吉
原
）

指揮者としての性格を担ったのであり，その就任の初めに，自己の任
期中採るべき裁判の方針，その方針を具体化する方式書を，白い木表

（album）に赤い表題（rubrica）を冠し，黒色の文字を以て公示する慣
習があったとされる。木表たる所以は，法務官の１年任期に対応して，
儚き素材でければならなかったからである，とされる（１）。初期の告
示の内容，形態は，断片的にしかうかがいしることはできない。告示
権（ius edicendi）の利用により，「信義の原則を旗幟に掲げ，或は巧に
擬制を用い，事実訴権，準訴権，抗弁，特示命令，法務官的問答契約，
占有附与，原状回復等の有効な訴訟手段」の導入によって，パピニア
ヌスが「法務官法とは法務官が公の利益のため，市民法を援助補充改
廃せんがために輸入した法である」（２）と定義するところを実現した。
帝政期に至り，告示の内容はほぼ固定したとされる（３）。２世紀に至り，
ハドリアヌス帝は，法学者ユリアヌスをして，内人掛法務官及び高等
按察官の告示を編纂せしめ，元老院議決を以てその効力を確認し，爾
後の修正増補権を皇帝に委任せしめた。これを称して永久告示録

（Edictum perpetuum）という（４）。

６．EP 再構成研究
　EP の正文それ自体は直接現在に伝わらない。法務官告示の内容は
基本的に，告示注解文献に依拠することになる。ハドリアヌス帝以前
の告示文献は，セルウィウス・スルピキウス，オフィリウス，ラベオ，
マスリウス・サビヌス，カエリウス・サビヌス（按察官告示注解のみ）

の名で知られる。ハドリアヌス帝以後の告示文献としては，ポンポニ

二
七
一

（１）　Wieacker, op.cit. 462.
（２）　Pap. D.1,1,7,1; cf.Wieacker, op.cit., S.471 n.7,9. u. 472f.
（３）　Wieacker, loc.cit. 共和世期における法務官告示の展開について，Watson, 

A., Law making in the later Roman Republic, Oxford Clarendon Press 1974, 
p.31, n.2.; Kelly, The Growth Patern of the Praetor’s Edict, Irish Jurist, 1 

（1966）, p.341sqq.; Dernburg, Untersuchungen über das Alter der einzelne 
Satzungen des prätorischen Edicts, in: Festgabe für A.W.Heffter, Berlin 
1873, S.91; Weiß, E., Vorjustinische Ediktsredaktionen, ZSS 50 （1920）, Rom. 
Abt., S.249. 属州習告示については，Buckland, W.W., L’edictum provincial, 
RHD 13 （1934）, p.81.

（４）　原田・前掲書，12頁以下。D. const. Tanta §18; ΔΕΔΩΚΕΝ, 18 を参照。
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ウス，パウルス，ウルピアヌスの法務官告示注解及びガイウス属州告
示注解の名を挙げることができる。告示再構成の試みは，これら古典
期ローマ法学者たちの著作の復元研究，いわゆるパリンゲネシア研究
を基礎とする。そうした作業自体は，16世紀の人文主義法学の時代に
まで遡るとされる（１）。
　古典法文献の復元研究は，まずは『学説彙纂』各法文に付された抜
萃典拠（inscriptio），すなわち，著者名，書名，当該法文収巻指示を手
がかりに拾い集め，さらに各巻内部における諸法文をいかに配列する
かその順序を推測することが求められる。もとよりいずれに章に属す
るか不明法文も多い。レーネルのパリンゲネシア研究の成果は，古典
法文献の諸題材が章単位の詳しさで与えられたことにあり，その結果
として，古典法文献の（つまり古典法学の）主要な体系，市民法につい
てのサビヌスの体系と，告示の体系がどのようなものであったかが明
かしたことである（２）。

７．レーネルによる EP 再構成
　レーネルによる EP 再構成の概略は，次のようなものである。レー
ネルが明らかにしたのは，内人掛法務官告示及び，EP 編纂時に編纂
者ユリアヌスが付加した市場監督官たる高等按察官告示の内容である。
そのうち中心的部分は，内人掛法務官告示であり，レーネルはこれを
主部42章と特示命令以下３章とに分け，さらに主部を４編に分類して，

二
七
〇

（１）　Kipp, op.cit., 1946 は，Eguinarius Baro, Manualium libri von 1547 an. G. 
Ranchinus E. perpetuum 1597. H. Giphanius, Oeconomia iuris 1606. Jac. 
Gothofredus Quatuor fontes iuris civilis 1653. A. Wieling, Fragmenta edicti 
perpetui 1733. J. G. Heineccius Historia edictorum et edicti perpetui etc. 1744 
を掲げる。Kipp が依拠するのは，Haubold, Über die Versuche, das prae-
torische Edict herzustellen, in Hugos Civilist. Magazin II 4. verbesserte 
Ausgabe, 1827, S.274-320. Pothier, Fragmenta Ediciti Perpetui, in: Pandectae 
Justianeeae in novum ordinem digestae, tom.2, Paris 1819, p.1sqq. Rudorff 
Die iulianische Edictsredaktion, ZRG 3, 1ff.; De iurisdictione edictum. Edic-
ti perpetui reliqua sunt, 1869. Walker, B., The fragmetns of the Perpetual 
edict of Salvius Julianus, Collected, arranged annotated, Cambridge 1877.

（２）　小菅芳太郞「ルブリア法　―名誉法の一問題点―」『北大法学論集』第
15巻３号（1965年），１頁
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全体が５編構成とする。
　第１編は，争点決定に至るまでの手続に関し，訴えに対して，裁判
を開始するまでの順序及び訴訟のための担保を設定するための手続に
関する諸規定からなる（§§I～XIII）。
　第２編は，審判人による通常手続に関する規定からなる（§§XIV
～XXIV）。
　第３編は，開廷日以外の審理，占有附与など職権による迅速な手続
に関する規定からなる（§§XXV～XXXV）。
　第４編は，執行手続及び判決無効の申立に関する規定からなる

（§§XXXVI～XLII）。
　第５編は，特示命令，抗弁，訴訟進行と担保のための法務官的問答
契約の方式を掲げる（§§ XLIII～XLV）。
　以上の内人掛法務官告示に加えて，高等按察官告示が置かれる（１）。
　高等按察官（aedilis curulis）は，ローマ市の市場で結ばれる売買契
約について法務官の裁判権と競合する裁判権をもち，その告示におい
て法務官告示と類似の諸々の訴権を認めることを約した。最終的にユ
リアヌスとハドリアヌスとにより，法務官告示と併せて編集された。
安定的となった按察官告示は，「奴隷の売却について」（De mancipiis 
vendundis）と「駄獣の売却について」（de iumentis vendendis）などの
標題のもとに売買を扱っている（２）。

二
六
九

（１）　Lenel, EP, S.31-48. 入江俊郎『Ius praetorium の研究：羅馬私法進化
論』厳松堂 1926年。

（２）　Schulz, CRL, p.535. 告示録のテクストは，瑕疵担保責任に関する限り，
学説彙纂によって保存されている。ハドリアヌス以前の告示については，ゲッ
リウスによって一瞥可能であるが，その文言は告示録の文言とは異なって
いることが窺われるが，実質的相違があったかについては，論争がある。
Gellius, 4,2,1「高等按察官の告示において，奴隷の売却について規定された
部分では，次のように書かれている。各奴隷の記載された表示は，疾病も
しくは身体の欠陥があるか，ある者は逃亡奴隷もしくは浮浪者であるか，
もしくは，加害者委付を受けることを免れていないかを適正に了解しうる
ように配慮すべきである」。

　Ulp. D.21,1,1,1「奴隷を売却する者は各人にいかなる疾病と瑕疵があるか，
誰が逃亡者であり，浮浪者であるか，また加害訴権から解放されていない
かということを買主に了知せしめるものとす。そして同様にすべてのことが，
その奴隷が売却される際，公然と正当に通告されるものとす」。
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８．告示文言
　EP に掲げられる訴権は，民会法律ないし旧来の法慣習によるいわ
ゆる市民法上の訴権が含まれるほか，法務官の職権的活動によって形
成された法務官法上の，いわゆる名誉法上の訴権も含まれる。一般に，
告示は市民法上の訴権については，方式書のみを掲げるのに対して，
法務官起源のものは，特定の要件のもとに，「本職は訴権を付与すべ
し iudicium dabo」という法務官の約束―いわゆる狭義の告示―が，
次いで付与される方式書のひな形が掲げられる。告示自体，将来のプ
ログラム的なものから，個別のケースに関わる処分に至るまでさまざ
まレベルの事項が併存したものとなっている。EP には，「本職は訴
権を付与すべし iudicium dabo」をはじめとして，さまざまな種類の
文言が用いられる。そのいくつかを以下に列挙してみる。
　訴権付与など : iudicium dabo「本職は訴権を付与すべし」（EP §§1- 
3（１）, 40, 42f.; 49, 55, 60, 62b, 93-97; 101ff.; 106, 175, 181-189, 191, 196, 215f. u. 
245）; cf. actionem （itp.?） dabo「本職は訴権を付与すべし」（§§54, 
105, 225）.
　interdictum （non） dabo「本職は特示命令を付与すべし（すべから
ず）」（§§237, 247e）.
　advocatum dabo「本職は弁護人を授くべし」（§14）.
　（in integrum） restituam「本職は原状へと回復をなすべし」（§§44, 
46f.）.
　decreto comprehendam「本職は本命令に含むべし」（§232）.
　担保命令 : satisdari （caveri） iubebo「本職は担保されるを命ずべし」

（§§175; 251d, 254など）.
　債務保証のための占有指示・執行・遺産規制：in bona iri iubebo

「本職は財産に対する執行を命ずべし」（§11d）; in possessione esse 

二
六
八

（１）　以下の分類は，Wieacker, op.cit. S.462, n.3-6. に依拠する。ただし，同
注における典拠の引用は必ずしも正確でないものが見られる。こうした告
示文言の詳細な検討について，差しあたり，Selb, W., Das prätorsiche Edikt: 
Vom rechtspolitischen Program zur Norm, Iuris Professio, Festschrift für 
Max Kaser zum 80. Geburtstag, Wien/Köln/Graz 1986, S.259ff. 告示のスタイ
ルについて，Kaser, M., Zum Ediktsstil, Festschrift für Fritz Schulz, Weimar: 
H. Böhlau 1951, S.21, = Ausgewählte Schriften, Napoli 1976.
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iubebo「本職は占有にあることを命ずべし」（§120）, in possessionem 
ire et…etiam possidere iubebo「本職は，占有に入るように而して…
占有することをも，命ずべし」（§175）; de possessione decedere iubebo

「占有を脱すべきことを本職は命ずべし」（§204）, de possessione 
dededere iubebo （§204）, possessionem non dabo「本職は遺産占有を
付与すべからず」（§150）; edi iubebo「本職は開示を命ずべし」（§109）; 
in tributionem vocabo「本職は分配へと召還すべし」（§103）.
　一般的な権利保護約束 : pacta servabo「本職は約束を尊重すべし」

（§10, vgl. §255 idque etiam servabo）; ratum non habebo「本職は認め
ざるべし」（§39）.
　将来の認可 : permittam「本職は承認すべし」（§§28, 247a）

　禁止 : bona interea deminui vetabo「財産を減少させることを本職
は禁ずべし（§210）, interdicam（§§9, 243, 251, 253）.
　将来の介入告知 : animadvertam（§§41, 64, 193）.
　直接強制 : iudicium accipere cogam「訴訟を受領するを本職は強要
すべし」（§27）; iurare（non） cogam「宣誓する（せざる）を本職は強
要すべし」（§95）.
　このほか，例外的に de ventre inspiciedo「母胎の検視と生児の監
視とについて」（§118）は，接続法を用いて，詳細な要件を記載する
内容となっている。そのほか，個別の特示命令に見られる，restituas

「汝は回復すべし」，vim fieri veto「暴力が行使されるを本職は禁止
する」など，さまざまな用例が認められる。最も用例の多い iudicium 
dabo「本職は訴権を付与すべし」も詳細にみると，必ずしも同じ意
味合いで使われているわけではなく，§35. 事務管理のそれは，プロ
グラム的な性格を有しているのとされるのに対して，§61では，要件
がぐたいてきに記されたかたちになっている。それぞれの文言がどの
ように使い分けられていたのかも含めて，告示文言に関しては，なお
多くの問題が残されているといえる。法務官告示の概略は以下の通り
である。なお，紙数の関係で上下２回連載とした。

二
六
七
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【第１編】
１．地方市等の裁判権者
２．民事裁判権
３．訴訟開示
４．合意約束
５．法廷召喚
６．訴訟申請
７．出頭保証
８．代訟人等
９．濫訴者
10．原状回復
11．仲裁引受
12．担保設定
13．先決

【第２編】
14．審判人手続
15．財産中の物と者
16．墓地・葬儀費用
17．貸付物
18．船長・支配人訴権等
19．誠意訴訟
20．嫁資返還請求
21．子及び胎児
22．後見
23．窃盗
24．保護者権

【第３編】
25．遺産占有
26．遺言

27．遺贈
28．新築工事異議
29．未発生損害担保
30．雨水訴権
31．自由身分
32．徴税請負人
33．質入れ
34．火災・倒壊・難船
35．不法侵害

【第４編】
36．既判物
36a　認諾・不防禦
37．法廷随伴者等
38．占有取得原因
39．財産占有，没収，売却
40．破産財産の買主
41．財産管理人
42．２倍額の判決取消

【第５編】
43．特示命令
44．抗弁
45．法務官的問答契約

高等按察官告示
１．手中物売却
２．駄獣売却
３．獣売却

二
六
六
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二
六
五

（Pars prima. De litis exordio　第一編　訴訟開始について）
　I. De his, qui in municipio colonia foro iure dicundo praesunt.（１）

　ムニキピウム，コロニア，フォルムにおいて法を宣言する［裁判権］
者について
　1. Si quis ius dicenti non optemperaverit（２）, （quanti ea res erit, 
iudicium dabo）.　もしある者が法を宣言する［裁判権］者に従わざ
りしときは，（その事件が価するであろう額について，本職は訴権を付与す
べし。） ［§1］
　2. Si quis in ius vocatus ［ad eum, qui in municipio colonia foro iure 
dicundo praeerit,］（３） non ierit sive quis eum voca uocauerit, quem ex 
edicto non debuerit,... （iudicum dabo）.　もし法廷に召喚されたる者が，

［ムニキピウム，コロニア，フォルムにおいて法を宣言する［裁判権］
者のもとへ出頭せざりしときは］，または告示によって召喚さるべか
らざりし者を召喚したるときは（４），…（本職は訴権を付与すべし。） ［§2］
　3. （De damno infecto.）（５） ....eius rei...... dum ei, qui aberit prius do-
mum denuntiari iubeam......In eum qui quid eorum, quae supra scripta 
sunt, non curaverit, quanti ea res est, cuius damni infecti nominecau-
tum non erit, iudicium （dabo）.（６）　（未発生損害について。）…そのもの
について…。まず欠席した者の家へ公告されることを本職が命じる限
りで，…。上記のうち何かを配慮しなかった者［＝地方政務官］を相
手方として，未発生損害について担保［問答契約］がなされなかった

Edictum perpetuum praetoris urbani 内人掛法務官の永久告示録

（１）　Cf.Lenel, ZRG.15, p.16sqq. ［FIRA I, 337n.1. Cfr.Prob.Einsidl.22; 
Lenel L’Édit 1, p.57: Ad legem municipalem,et cfr. supra p.140 sub c; 
Lenel EP3 p.51, n.1. は，この標題を否定する。］

（２）　Rubr.D.2,3. ［Hoc primum edictum aliter res restituit Girard （1.supra 
1, p.30）, notis 1-7 Probi in unum contextis.］

（３）　FIRA I による補充：Cfr.Prob.5, 1; fr.Einsidl.22.
（４）　Rubr.D.2,5. Girard l.c.n.8, Probi huc refert.
（５）　FIRA I による補充：De cautione et possessione ex causa damni infecti 

danda「未発生損害の原因に基づき担保及び占有を付与すべきことについて。」
（６）　D.39,2,4,1.5.7.; Girard l.c. Probi notas 9-11 ad hoc edict. trahit.
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二
六
四

当の事件が価する金額について，訴権を（本職は付与すべし。） ［§3］
　4. De fugitivis（１）. 逃亡奴隷について ［§4］
　　　［§5 ？？（２）］
　5. De vadimonio Romam faciendo（３）. ローマへ再出頭担保をなすこ
とについて ［§6］

　II. De iurisdictio ne（４）.　民事裁判権について
　1. De albo corrupto（５）. 告示板の毀損について ［§7］
　2. Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure uta-
tur（６）. Qui magistratum potestatemve habebit, si quid in aliquem 
novi iuris statuerit sive quis apud eum, qui magistratum potestatemve 
habebit, aliquid novi iuris obtinuerit, quandoque postea adversarioeius 
postulante ipsum eodem iure uti oportebit（７）, praeterquam si quis 
eorum quid contra eum fecerit, qui ipse eorum quid fecisset（８）.　何
人であれ自ら他人の不利に主張したものと同様の法を用いるべきこと。
政務官の職権又は権力を有する者が，他人のために不利益な新法を制
定したときは，他日いつにても自己の相手方の請求があれば，亦自ら
同一の法の適用を受けざるべからず。もしある者がさきに政務官の職
務又は権力を有する者の法廷において新法の適用を受けたるときはそ
の後のいつにても相手方の請求あらば右と同一の法により自己に不利
益なる判決を受けざるべからず。但し，これら数名中の一人が他人に
対して同様の不利益を行いたる者の不利益を図りたる場合はこの限り
にあらず。［§8］

（１）　D.11,4,1,4-8.
（２）　Cfr. Lenel EP3 p.54; D.50,16,2.5,3,4.
（３）　D.2,11,1; 50,16,3pr.: Itinere faciendo uinginti milia passum in dies 

singulos peragenda. 「道中，各日について二万歩を進むべし。」
（４）　Rubr.2,1.
（５）　D.2,1,7pr.
（６）　Rubr.2,2.
（７）　D.50,16,8pr.
（８）　D.2,2,1,1;, 4. E.P.p.58.
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二
六
三

　III. De edendo...（１）. Argentariae mensae exercitores ei, qui iuraver-
it non calumniae causa postulare edi sibi rationem quae ad se perti-
net, edent adiectio die et consule（２）....Argentario eive, qui iterum edi 
postulabit, causa cognita edi iubebo（３）.　開示について。……。およ
そ銀行業者は，開示の申請が濫訴のためでない旨宣誓した者に対して，
自己に関係ある計算書に日付及び執政官の名を記載してこれを提示す
ることを要す。……本職は銀行業者又は再度の提示申請者に対する開
示は，事情審理の上，これを命ずべし。［§9］

　IV. De pactis et convetionibus. 約束と合意について
　Pacta conventa, quae neque dolo malo neque adversus leges plebis 
scita senatus consulta edicta decreta principum neque fraus cui eo-
rum fiat facta erunt, servabo（４）.　悪意によらず，また法律，平民会議
決，元老院議決，告示，元首の裁決に反することなく，またこれらを
回避して行われることなく合意された約束を本職は尊重すべし。［§10］

　V. De in ius vocando（５）. 法廷召喚について
　1. In ius vocati, ut eant aut vindicem dent（６）. 法廷に召喚されたる
者は出頭すべし，さもなくば出頭担保人を立つるべし。［§11a］
　2. Parentem, patronum partonam, liberos parentes patroni patro-
nae in ius sine permissu meo ne quis vocet（７）. 何人も本職の許可を経
ずして尊属，保護男，保護女及び保護者の卑属又は尊属を法廷に召喚
すべからず。［§11b］
　3. ......Si quis parentem, patronum patronam, liberos aut parentes 

（１）　EP2. p.59.
（２）　D.2,13,4pr. ict. 6,2; 9,3.
（３）　D.2,13,6,8.
（４）　D.2,14,7,7.
（５）　Rubr.D.2,4.
（６）　Rubr.2,6: ‘in ius vocati ut eant aut satis vel cautum dent’. 「法廷に召喚

されたる者は出頭するか又は保証人を設置するか若しくは担保を供与すべ
きこと。」Cf. Gai.IV,46.

（７）　D.2,4,4,1. Gai. IV,46 は本告示に方式書が付加されたことに言及する。
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二
六
二

patroni patronae, liberosve suos ［eumue quem in potestate habebit］ 
vel uxorem vel nurum in ius（１） vocabit: qualiscumque vindex（２） 
accipiatur（３）.　…ある者もし自己の尊属，保護男，保護女及び保護男
若しくは保護女の卑属又は尊属，自己の卑属［その他自己の権力に服
する者］又は自己の妻若しくは嫁を召喚するときは，いかなる担保人
であれこれを認むべきものとす。［§11c］
　4. ......In bona eius, qui vindicem dederit, si neque potestatem sui 
faciet neque defendetur, iri iubebo（４）.　…出頭担保人を立てたる者，
もし自らの権限を行使せずして防御せざるときは，その者の財産に対
する執行を本職は命ずべし。［§11d］
　5. Ne quis eum, qui in ius vocabitur, vi eximat neve faciat dolo 
malo quo magis eximeretur（５）.　誰であれ法廷に召喚されたる者を暴
力によって逸脱させるべからず，また，悪意をもって逸脱させるべか
らず。［§12］

［§13（６） ？？］

　VI. De postulando（７）.　訴訟申立について
　1. Qui omnio ne postulent. Minor annis decem et septem, surdus 
qui prorsus non audit......si non habebunt advocatum, ego dabo（８）.　まっ
たく訴訟申立をなすべかざる者。一七歳未満者，まったく聴覚を失っ
た聾者…，彼らもし弁護人を有せざる場合は，本職はこれを授くべし。   

［§14］
　2. Qui pro aliis ne postulent. Mulieres, caecus utrisque luminibus 
orbatus, qui corpore sua muliebria passus erit, qui capitali crimine 
damnatus erit, qui operas suas, ut cum bestiis depugnaret, locaverit.（９）....

（１）　Dig.: iudicium.
（２）　Dig.: fideiussor iudicio sistendi causa.
（３）　D.2,8,2,2.
（４）　Dig.: iudicio sistendi causa fideiussorem
（５）　Rubr.D.2,7 ict. eod.3,2; 3,1,18.
（６）　FIRA I による補充：Lenel,EP3, p.74s. （D.50,16,9; 13,6,19; 19,2,41.）
（７）　Rubr.D.3,1.
（８）　D.3,1,1,3.4
（９）　D.3,1,1,5.6.
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他人のために訴訟申立をなすべからざる者。婦女，両眼を失明したる
盲者，婦女に対するが如き行為を自己の身体に受くることを忍容した
る男子，頭格刑の判決を受けたる者，猛獣と格闘する目的をもって自
己の労務を賃貸したる者は…。［§15］
　3. Qui nisi pro certis personis ne postulent. Qui lege plebis scito 
senatus consulto edicto decreto principum nisi pro certis personis 
postulare prohibetur, hi pro alio, quam pro quo licebit, in iure apud 
me ne postulent（１）. Qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore 
eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis 
ludicrae pronuntiandive, causa in scaenam prodierit: qui lenocinium 
fecerit: qui in iudicio publico calumniae parevaricationisve causa quid 
fecisse iudicatus erit: qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de 
dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit: qui prosocio, 
fiduciae, tutelae, mandati, depositi（２） suo nomine ［non contrario iudi-
cio］ damnatus erit: qui eam, quae in potestate eius esset, genero 
mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere 
virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium colloca-
verit eamve sciens ［quis］（３） uxorem duxerit non iussu eius, in cuius 
potestate esset: et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua 
supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit: quive suo 
nomine non iussu eius, in cuius potestate esset, eiusve nomine quem 
quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias ［in］ 
eodem tempore constitutas habuerit: qui ex his omnibus, qui supra 
scripti sunt, in integrum restitutus non erit: pro alio ne postulent, prae-
terquam pro parente, patrono patrona, liberis parentibusque patroni 
patronae, liberisve suis, fratre sorore, uxore, socero socru, genero 
nuru, vitrico noverca, privigno privigna, pupillo pupilla, furioso furiosa, 
cui eorum a parente aut de maioris partis tutorum（４） sententia aut 

（１）　D.3,1,1,8.
（２）　Gai.4,182.
（３）　quis del.
（４）　Cave quid mutes: arg. D.46,7,3,5. cf. 26,7,3,1.7. Cf. I.C.Naber Mne-

mos. NS.17.388.
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ab eo, cuius de ea re iurisdictio fuit, ea tutela curatiove data erit（１）.
　特殊の人々のためにあらざれば訴訟申立をなすべからざる者。何人
といえども，法律，平民会議決，元老院議決，告示又は勅法によりて
特殊の人々のためのほか訴訟申立をなすことを禁ぜらるる者は，法の
許容する人々のためにあらざれば，本職の法廷において訴訟申立をな
すべからず。破廉恥の汚点を付せらるる者とは，恥ずべき行為のため
に指令官又は当該事件の裁定権者によりて軍隊より除名せられたる者，
俳優として動作若しくは歌舞をなすがために演技に上がりたる者，娼
家の業を営む者，公訴において誣告をなし若しくは相手方の利益を図
りたるために有罪の判決を受けたる者，盗行，強盗，名誉毀損，悪意
及び詐欺について自己の名義をもって有責の判決を受け若しくは和解
したる者，組合，信託，後見，委任，寄託の訴訟において，反訴訟に
よるにあらざるして自己の名義をもって有責の判決を受けたる者，自
己の権力に服する婦女の夫が死亡したるの事実を知れるにかかわらず
当該婦女が慣習上守るべき喪期の満了を待たずしてこれを結婚せしめ
たる者，又は自己の権力者の命によらず故意に如上の寡婦を娶りたる
者，又は自己の権力に服する者をして如上の状態にある婦女を娶らし
めたる者，及び自己の権力者の命によらず自己の名義をもって若しく
は自己の権力に服する男子あるいは女子の名義をもって二重の婚姻予
約又は二重の婚姻を締結したる者これなり。以上に記載したる者はす
べて原状に回復せられざるべし。かくの如き人々は他人のために訴訟
申立をなすことを得ず。但し尊属，保護男，保護女，保護男又は保護
女の卑属若しくは尊属，自己の卑属，兄弟，姉妹，妻，義父，義母，
女婿，息嫁，継父，継母，男継子，女継子，被後見人たる男女，精神
錯乱の男女のためにする場合はこの限りにあらず。もとよりこれらの
者［前記被後見人及び精神錯乱者］はいずれもその親若しくは後見人
の多数の意見により又は本件について管轄権を有する者により後見又
は保佐を付せらるべし。［§16］

（１）　D.3,2,1 ict. 3,1,1,9.11; 3pr. De huius edicti restitutione cf. ZRG. 15 
p.56sq. ict. Gai.4,182.
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　VII. De vadimoniis（１）.　再出頭担保について
［§17. De vadimonoio faciendo（２）.　再出頭担保をなすことについて。］
［§18. Quanti vadimonia fiunt（３）.   いかほどの再出頭担保がなされる
べきか。］
　1. Qui satisdare cognatur vel iurato promittant vel suae promis-
sioni committantur（４）.　担保人の設置を強制せられ又は誓約し若しく
は約束すべき者。［§19］

［§20. De vadimonio concipiendo（５）.　再出頭担保をなすについて］
　2. Si ex noxali causa agatur, quemadomodum caveatur.（６） .....in 
eadem causa eum exhibere in qua tunc est, donec iudicium accipia-
tur.（７）　加害行為を原因として訴訟がなされる場合に，いかにして担
保が設定されるべきか。……今あるのと同一状態をもってその者を交
付することについて，訴訟が受領されるべし。［§21］

［§22. Quas personas sine permissu praetoria vadari non liceat（８）.   
法務官の承認なく担保を設定するを許されざる者］
　3. De eo per quem factum erit, quo minus quis vadimonium sistat（９）.
ある者の法廷出頭を妨害せる者について。［§23］

［§24. Quibus ex causis vadimonia recupeatoribus suppositis fiunt.（10）  
審理員の設置にあたり再出頭担保がなされるべき理由。］
　VIII. De cognitoribus et procuratoribus et defensoribus（11）.　訴訟
代理人，委託事務管理人及び弁護人について
　1. Qui ne dent cognitorem......et qui eam, quam in potestate habet, 

（１）　本節に種々の告示が提示されていたことにつき，EP2 p.80 を参照。
（２）　FIRA I による補充：Gai,4,184; cf.1.Rubr.,c.21 inf.
（３）　FIRA I による補充：Gai,4,186.
（４）　Rubr.D.2,8; Cf.Gai.4,185.
（５）　FIRA I による補充：D.6,1,6; cfr.ad Quintum fr.2.13, （15a） 3.
（６）　Rubr.2,9.
（７）　Rubr.2,9,1pr.
（８）　FIRA I による補充：Gai,4,185.
（９）　Rubr.2,10: quo minus quis in iudicio sistat. 「ある者が法廷に出頭する

を妨げる。」
（10）　FIRA I による補充：Gai.4,185.
（11）　Rubr.3,3, rubr. fr. Vat.317
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genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, in matrimonium collo-
caverit eamve sciens uxorem duxerit, et qui eum, quem in potestate 
haberet, earum quam uxorem ducere passus fuerit: quaeve virum 
parentem liberosve suos uti moris est, non eluxerit: quaeve cum in 
parentis sui potestate non esset, viro mortuo, cum eum motuum esse 
sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, nupserit（１） ....
訴訟代理人を立つるべからざる者。……自己の権力に服する婦女の夫
が死亡したるの事実を知れるにかかわらず当該婦女を結婚せしめたる
者又は故意に当該寡婦を娶りたる者，及び自己の権力に服する者をし
て当該婦女を娶らしめたる者，又は慣習上守るべきように夫の尊属及
びその卑属ために服喪せざりし婦女又は自己の尊属の権力に服さず夫
の死亡したるの事実を知れるにかかわらず慣習上守るべき喪期の満了
を待たずしてこれを結婚せし婦女，云々。［§25］
　2. Qui ne dentur cognitores（２）.　訴訟代理人を付与されざるべき者。

［§26. a. milites 兵士; b mulieres; 妻 c. inafamia notati（３）.   破廉恥の
汚点を付せられたる者］
　3. ［De congnitores ad litem suscipiendam dato.］ Cognitorem（４） ad 
litem suscipiendam datum, pro quo consentiente dominus iudicatum 
solvi exposuit, iudicium accipere cogam（５）.　［応訴せんがための訴訟
代理人の指定について。］　応訴せんがために指定せられたる訴訟代理
人のためにその同意を経て本人が判決の履行をなすべきことを担保し
たるときは本職は訴訟代理人が訴訟を受領する［争点決定をなす］べ
きことを本職は強要すべし。［§27］
　4. Ei qui cognitorem （dederit, causa cognita permittam eum abdicare 
vel muta）re（６）.
訴訟代理人を付与した者に，（事情審理の上その者を拒絶し又は変更

（１）　Fr.Vat.320. Quodd fr. ad titulum de cognitoribus pertineer docuit 
Karlowa, ZRG.9, 220sq. Cf. D.3,2,15.17.19.

（２）　Cf.Fr.Vat.322.
（３）　FIRA I による補充：Schulz, Festschr, Zitelmann, p.11ss.
（４）　Dig.: procuratorem. Cf.Gai.4,101.
（５）　D.3,3,8,3.
（６）　Fr.Vat.341.
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することを本職は承認すべし。）［§28］
　5. Quibus alieno nomine agere liceat（１）.　他人の名義で訴訟するを
許されたる者。［§29］
　6. Alieno nomine, item per alios agendi potestatem non faciam in 
his causis, in quibus ne dent congitorem neve dentur edictum com-
prehendit（２）.
　訴訟代理人を立て又は訴訟代理人を付与されざるべきことを告示が
命じる事件において，他人の名義で，同様に他人のために訴訟するこ
とを本職は許さざるべし。［§30］
　7. Quibus municipum nomine agere liceat.（３）

ムニキピウムの名義で訴訟するを許されたる者。［§31］
　8. Cuius nomine quis actionem dari sibi postulabit, is eum viri boni 
arbitratu defendat: et ei quocum aget quo nomine aget id ratum 
habere eum, ad quem ea res pertinet, boni viri arbitratu satisdet（４）.
他人の名義をもって自己に訴権の付与を請求する者は公平なる人士の
判断によって本人のために防御すべきものとす。又当該事件の本人を
してこれがためになしたる行為を有効と認むべしとの担保を公平なる
人士の判断により相手方に供すべし。［§32］
　9. Quod adversus municipes agatur.（５）

　ムニキピウム市民を相手方として訴訟する場合。［§33］
　10. Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur（６）.
　組合の名義をもって訴え又はその組合を訴える場合。［§34］
　11. De negotiis gestis. Si quis negotia alterius absentis, sive quis 
negotia, quae cuiusque cum is moritur fuerint, gesserit: iudicium eo 
nomine dabo（７）.　事務管理について。人もし他人が利害を有する事
務もしくは他人が死亡の当時に利害を有したる事務を管理したるとき

（１）　Cf.EP2.§29.
（２）　Fr.Vat.322.
（３）　D.3,4,3 cf. 7pr.
（４）　D.3.3.33.3.
（５）　D.3,4,7pr.
（６）　Rubr.3,4.
（７）　Rubr.D.3,5; D.3,5,3pr.
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は，本職はこれにその名義をもって訴権を付与すべし。［§35］

　IX. De calumniatoribus. In eum qui, ut calumniae causa negotium 
faceret vel non faceret, pecuniam accepisse dicetur, intra annum in 
quadruplum eius pecuniae quam accepisse dicetur, post annum sim-
pli （iudicium dabo）（１）.　詭計者について。詭計をもって事務をなし
若しくは事務をなさざらんがために金銭を収受したりと認めらるる者
に対しては一年内にありてはその収受したりと認めらるる金銭の四倍
額又は一年後にありてはその収受額について（本職は訴権を付与すべ
し。）［§36］

［§37, 38（２） ？？］

　X. De in integrum restitutionibus（３）.　原状回復について
　1. Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo（４）.
本職は強迫に基づくの行為を認めざるべし。［§39］
　2. Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non 
erit et iusta causa esse videbitur, intra annum ［cum primum experi-
undi potestas fuerit］ iudicum dabo（５）.　悪意によりて為されたるとい
わるる行為につきてはもしこれらの行為につきて他の訴権が存在せず
また正当なる理由ありと認めらるるときは，［初めて債務負担の効力
が生じたる時以後］ 一年以内ならば，本職は訴権を付与すべし。［§40］
　3. Quod cum minore quam viginti quinque annis natu gestum esse 
dicetur, uti quaeque res erit, animadvertam（６）.　二五歳未満者を相
手方としてなされたりといわるる場合には本職は各場合の事情に応じ
てこれを取り扱うべし。［§41］
　4. Qui quaeve, posteaquam quid cum his actum contractumve sit, 
capite deminuti deminutae esse dicentur, in eos easve, perinde, quasi 

（１）　Rubr.D.3,6; 3, 6,1pr. De ceteris huius tituli edctis cf. EP2. p.104qq..
（２）　FIRA I による補充：EP3,106ff.
（３）　Rubr. D.4,1.
（４）　D.4,2,1.
（５）　D.4,3,1,1.
（６）　D.4,4,1,1.
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id factum non sit, iudicium dabo（１）.　男子または婦女が法律行為また
は契約の相手方となりたるのちに，頭格消滅を受けたりと認めらるる
とも頭格消滅の発生なかりしものとみなして，本職はこれに対する訴
権を付与すべし。［§42］
　5. Quod eo auctore, qui tutor non fuerit, ....（２）, si id actor ignoravit, 
dabo in integrum restitutionem（３）. In eum qui, cum tutor non esset, 
dolo malo auctor factus esse dicetur, iudicium dabo, ut quanti ea res 
erit, tantam pecuniam condemnetur（４）.　後見人が存在しないとき，
悪意によって助成者となされと主張される者を相手がとして，この件
が有するであろうだけの金銭について有責判決がなされるよう，本職
は訴権を付与すべし。［§43］
　6. Si cuius quid de bonis, cum is metus aut sine dolo malo rei pub-
licae causa abesset inve vinculis servitute hostiumque potestate esset, 
posteave （non utendo deminutum esse）（５） sive cuius actionis eorum 
cui dies exisse dicetur: item si quis quid usu suum fecisset aut, quod 
non utendo amissum sit（６）, consectus actioneve qua solutus ob id, 
quod dies eius exierit, cum absens non defenderetur inve vinculis es-
set secumve agendi potestatem no faceret aut cum eum invitum in 
ius vocari non liceret neque defenderetur, cumve magistratus de ea 
re appellatus esset, sive cui per magistratus（７） sine dolo ipsius actio 
exempta esse dicetur: earum rerum actionem intra annum, quo pri-
mum de ea re experiundi potestas erit, item, si qua alia mihi iusta 
causa esse videbitur, in integrum restituam, quod eius per leges 

（１）　D.4,5,2,1.
（２）　Rubr.D.27,6：Quod falso tutore auctore gestum esse dicetur 「偽りの

後見人又は助成によってあることが行われたといわれること。」何らかの事
務ではなく，受領された訴訟についてこれらの者に対して法務官が裁判を行っ
たと私は考える。

（３）　dabo i.i. rest.］これらの文言は法務官的でないと思われる。
（４）　D.27,6,7pr.
（５）　Haec. e Bas. 10,35, ins. Mo.
（６）　Cf.D.4,6,21pr.
（７）　Dig.pro magistratu. Cf.D.4,6,26,4.



21

二
五
四

plebis scita senatus consulta edicta decreta principum licebit（１）.　あ
る者が恐怖のため若しくは悪意なくして公務のため住所を離れ又は監
禁せられ又は奴隷の状態に置かれ又は敵の権内にありたる間にか若し
くはこれらの事情後にかその財産の一部を喪失したりと認めらるる場
合，又はある者の訴権が出訴期限を経過したりと認めらるる場合，又
ある者が使用によりて物を取得し又は不使用によりて喪失したる場合，
或いは又不在にして防御せられず又は監禁せられ又は自己を訴えうべ
き方法を供せず又は法律上の故障のためその意に反して法廷に召喚せ
られず，且つ代わりて訴訟を引受くる者なきため又は如上の事由によ
り政務官に上訴を提起したるがため相手方の出訴期限が経過してその
訴権に対する責を免れたる場合，又はある者がその悪意によらず政務
官によりて訴権を否認せられたる場合には，本職は当該事件について
出訴しうべき時より一年以内はいつにても訴権の原状回復をなすべし。
又他の正当なる理由ありと認むるときは法律，平民会議決，元老院議
決，告示及び勅法の禁ぜらる範囲において同様の救済を付与すべし。

［§44］
　7. De lite restituenda（２）.　原状回復権について？ ［§45］
　8. Quae alienatio iudicii mutandi causa facta erit （dolo malo, in in-
tegrum restituam）（３）.　（悪意により）裁判の条件を変更せんがため
になさせる物の処分はこれを（本職は原状に回復すべし）。［46］
［§47. De restitutione heredeum?　相続権の回復について？（４）］

　XI. De receptis. 　引受約束
　1. Qui arbitrium pecunia compromissa receperit, （eum sententiam 
dicere cogam）.（５）　金銭の支払について仲裁契約の締結後に仲裁を引
受たる者は，（その判断を宣言するを本職は強要すべし）。［§48］
　2. Nautae caupones stabularii quod cuiusque salvum fore recepe-

（１）　D.4,6,1,1.
（２）　EP2. §45.
（３）　D.4,7,8,1; 4,3,3,4.
（４）　FIRA I による補充：cf.EP3,129.
（５）　D.4,8,3,2; 15.
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rint nisi restituent, in eos iudicium dabo.（１）　船主，旅店もしくは駅
舎の主人は，彼らが何人のものであれその物がまさに安全にあらむと
することを引受けたらむうえは，もし返還するにあらざれば，本職は
彼らを相手方とする訴権を付与すべし。［§49］
　3. Argentarii ［Argentariae mensae exercitores］ quod pro alio solvi 
receperint ut solvant（２）.　銀行業者［銀行業又は両替商の管理者］は
他人のために弁済を引受たるものを弁済すべし。［§50］

　XII. De satisdando（３）.　保証人付担保問答契約について ［§51］
　XIII. Quibus causis praeiudicium fieri non oportet.（４）　先決をなす
べからざる事件 ［§52］

　（Pars secunda. De iudiciis ordinariis. 第二部通常訴訟手続）
　XIV. De iudiciis（５）.　訴訟手続について
　1. De interrogationibus in iure faciendis（６）. Qui in iure interrogatus 

（an heres vel quota ex parte sit） responderit, （in eum ex sua responsi-
one iudicium dabo）（７） ......omnino non respondisse（８） ......　法廷におい
てなせる質問について。法廷において（相続人であるか又は如何なる
割合で相続したかにつき）質問されたる者がこれに応答した場合，本
職はその応答に基づきこの者を相手方とする訴訟を付与すべし）…まっ
たく応答せざりしときは……。［§53］
　2. De iureiurando（９）. Si is cum quo agetur condicione delata iuraverit 

（sive id iusiurandum ei remissum fuerit）（10）, eius rei, de qua iusiuran-

（１）　D.4,9,1pr.
（２）　Cf.ZRG.15, p.62sq.
（３）　EP2, p.130sqq.
（４）　EP2, p.136sqq.
（５）　Rubr.D.5.1. Paul. sent. 1,12. Cf. EP2. p.11,34,139sqq.
（６）　Rubr.D.11,1. Cf.11,1,2.
（７）　D.11,1,4,1.
（８）　D.11,1,11,5 ict.11.4.
（９）　Rubr.D.12,2.
（10）　D.12,2,6; 9,1.



23

二
五
二

dum delatum fuerit（１）, neque in ipsum neque in eum ad quem ea res 
pertinet, actionem dabo（２）….　裁判上の宣誓について。もし被告が
その機会を与えられしのちに宣誓したるとき（又は宣誓を免除された
るとき），宣誓されたる事項につき，同人を相手方としてもその事項
の関係者を相手方としても本職は訴訟を付与すべからず。［§54］

［§55. Si cum eo agatur, qui incertum promiserit（３）.　もし不確定な
るものを諾約したる者と訴訟がなさるるときは。］
　3. Quando cum praescriptione agere oportet.（４）　前書によって訴訟
すべきとき。［56］

［§57. Si incertum condicatur?（５）　不確定物が返還請求される場合。］
　4. De noxalibus actionibus（６） ......Si is in cuius potestate esse dice-
tur negabit se in sua potestate servum habere: utrum actor volet, 
vel deierare iubebo in potestate sua non esse neque se dolo malo 
fecisse, quo minus esset, vel iudicium dabo sine noxae deditione（７）.
加害物委付訴権について。その権力内に有すとの主張を受けたる者が
その権力内に奴隷を有することを否認したるときは，原告の選択によっ
て，本職は，奴隷が自己の権力内になくまたこれを喪失したるには非
ざることを宣誓すべきことを命じ，または加害物委付なき訴権を付与
すべし。［§58］
　5. De vacationibus（８）. Si iudex litem suam fecerit（９）.　裁判業務か
らの免除について。もし審判人が自らの裁判を行ったとき。［§59］

（１）　de qua iusiur. delatum fuerit］ Gradenwitz, ZRG.21, p. 275. は，これ
らの文言を法務官的でないとする。

（２）　D.12,2,3pr., 7pr. 宣誓に基づき緩和される訴権に関する告示が続いて
いた。D.12,2,9,1.

（３）　FIRA I による補充：EP3, §55 （p.15/sqq.）
（４）　Cf.EP3, §56. In bonae firei iudiciis quando praescribatur?.「誠意訴訟

においていつ前書がなされるか？」
（５）　FIRA I による補充：cf.EP3,§157 （p.156ss）.
（６）　Rubr.D.9,4.
（７）　D.9,4,21,2.
（８）　D.50,5,13; 5,1,18pr., Cic. Brut. c.31 §117.
（９）　D.50,16,36. ［cf. EP p.167sqq.］
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　XV. De his quae cuiusque in bonis sunt.　誰であれその財産中にあ
るところのものについて
　1. De Publiciana in rem actione. Si quis id, quod traditur ex iusta 
causa non a domino et nondum usucaptum petet, iudicium dabo（１）.
対物的プブリキウス訴権について。何人かが正当原因によりて非所有
者より引渡を受けかつなおいまだ使用による取得をなさざるときは本
職は訴権を付与すべし。［§60］
　2. De his, qui deiecerint vel effuderint. a. Unde in eum locum, quo 
vulgo iter fiet vel in quo consistetur, deiectum vel effusum quid erit, 
quantum ex ea re damnum factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, 
in duplum iudicium dabo. si eo ictu homo liber perisse dicetur, sester-
tium quinquaginta milium nummorum（２） iudicium dabo. si vivet 
noctimque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici 
videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti iudicium dabo. si 
servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: aut 
naxae（３） dedere（４）.　物を投擲または放散したる者について。人が通
行しまたは佇立することを常とする場所に何物かが投擲または放散せ
られたるときは，右事実によって加えられまたは発生したる損害額に
つき，右場所の建物に住居する者に対して，予は二倍額請求の訴権を
付与すべし。右の投擲により自由人が死亡したりとの主張ありたると
きは，予は五十金について訴権を付与すべし。同人が死亡せず，傷害

（１）　D.6,2,1pr. この法務官告示文言の真正性について，Lenel, Beitr.z.K.d.prät. 
Ed. 1878. 本文に関するさまざまな仮説について，Erman, ZRG.24,p.225sqq., 
Lenel, ibid. 33,11 sqq. Praetorem haec habuisse crediderim: ‘si quis id quod 
mancipio datur traditum ex iusta causa et nondum et rel.’　同訴権の方式書
について，Gai.4,36を参照。方式書にも告示文言として伝わることが当ては
まるかは疑問。D.6,2,7,11: ‘qui （quem Aulus Agerius scr.?） bona fide emit’. 

［補注：プブリキウス訴権の告示再構成に関して，吉野悟『ローマ所有権法
論』217頁以下，とくにレーネルの再構成研究の変遷について，220-221頁
を参照。FIRA I, p.349 n.8］

（２）　D.9,3,1pr.: quinquaginta aureorum.
（３）　D.9,3,1pr.: noxam.
（４）　D.9,3,1pr.
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を蒙りたりとの主張ありたるときは，右事実により，被告が責あるも
のとの判決を受くることを審判人が衡平と認むる額につき，本職は訴
権を付与すべし。所有者が知らずしてその奴隷がこれを為したりとの
主張ありたるときは，本職は方式書においてこれを付言しまたは加害
物委付を命ずべし。［§61］
　b. Ne quis in suggrunda protectove supra eum locum, quo volgo 
iter fiet inve quo consistetur, id positum habeat, cuius dasus nocere 
cui possit. qui adversus ea fecerit, in eum sestertium decem milium 
nummorum（１） in factum （?） iudicium dabo. si servus insciente dom-
ino fecisse dicetur....（２）.　何人も，人が通行しまたは停止する場所の
上の庇または軒にその墜落が人を買いする虞れある物を懸くべからず。
これを為したる者に対しては本職は十金について事実訴権を付与すべ
し。その所有者がこれを知らずして奴隷がこれを為したりとの主張あ
りたるときは……。［§62］
　3. De servo corrupto. Qui servum servam alienum alienam re-
cepisse persuasisseve quid ei dicetur dolo malo, quo eum eam deteri-
orem faceret, in eum quanti ea res erit in duplum iudicium dabo（３）. 
si servus servave fecisse dictur（４）, …..　ある者が他人の奴隷もしく
は他人の女奴隷を隠匿しまたはこれらの奴隷を悪化させるべく悪意に
よって説得したといわれる場合，この者を相手方として当該事物が有
するであろう額の二倍額について本職は訴権を付与すべし。もし男奴
隷又は女奴隷がなしたりと言われる場合……。［§63］
　4. De aleatoribus. Si quis eum, apud quem alea lusum esse dicetur, 
verberaverit damnumve ei dedeirt sive quid eo tempore e domo（５） 
eius subtractum erit, iudicium non dabo. in eum, qui aleae ludendae 
causa vim intulerit, uti quaeque res erit, animadvertam（６） ......　賭博

（１）　D. （次注）: solidorum decem.
（２）　D.9,3,5,6　同箇所には‘aut noxae dedi iubebo’ 「本職はまた加害物委

付を命ずべし。」
（３）　D.11, 3,1 pr.
（４）　D.11,3,5,3.
（５）　Fl. ‘dolo’
（６）　D.11,5,1.
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者について。ある者が賭博場を開帳したといわれる者を杖で打ち又は
損害を与えたときあるいは何かがそのときにその家から窃取されたと
き，本職は訴訟を付与すべからず。賭博開帳のために暴力を行使した
者に対し，事情を考慮して，本職は処罰すべし……。［§64］
　5. Si hereditas petatur（１）.　もし相続財産回復請求がなされるとき。   

［§65］
　Si pars hereditatis petatur（２）   部分的相続財産回復請求がなされ
るとき。［§66］
　De possessoriis actionibus.   相続財産占有訴訟について。［§67］
　De fideicommissaria her. pet.（３）   信託遺贈的相続財産回復請求に
ついて。［§68］
　6. Si singulae res petantur.（４）　単一物回収の訴がありたる場合。   

［§69］
　7. Si ager vectigalis（５） petatur（６）.　賃借地回収の訴ありたる場合。   

［§70］
［§71 ？？］

　8. Si usus fructus petatur vel ad alium pertinere negetur（７）.   用益
権回収又は用益権の不存在確認の訴ありたる場合。［§72］
　9. Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur（８）.   役権
回収または役権の不存在確認の訴ありたる場合。［§73］

（１）　Paul sent. 1,3b. D.5,3.
（２）　Rubr.D.5,4.
（３）　Cf.D.5,5; 5,6. 本箇所には，信託受遺者が包括財産について争う訴訟並

びに個別財産について遺産占有者及び委託受遺者に適用される訴訟の試書
が提示されていた。

（４）　D.6,1: de rei vindicatione. 所有物回復請求訴訟の方式書 formulam vin-
dicationis は，Gai.4,41.51.Cic. in Verr.2,2,12を参照。.

（５）　Toribon. adi.: ‘id est emphyteuticarius’
（６）　Rubr. D.6,3. 属州告示では，‘si praedium stipendiarium vel tributarium 

petatur’ 「賃借地即ち永借地の請求ありたる場合」という標題が踏襲されて
いた。

（７）　D.7,6.
（８）　D.8,5.
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　10. De modo agri.（１）　土地の面積について。［§74］
　11. Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur（２）.　四足動物が傷害を
加えたりとの主張ある場合。［75］
（De pastu pecoris（３）.　畜群の放牧について。） ［§76］
　12. Ad legem Aquiliam（４）.　アクィリウス法に関して。［§77］
　a. Si fatebitur iniuria occisum esse: in simplum（５） ......   不法に殺害
されたることを自白したる場合，単純額について……。
　b. In factum adversus nautas caupones stabularios（６）.   船主，旅館
主，厩舎主を相手方とする事実訴権。［§78］
　13. Finium regundorum.　境界画定訴訟。［§79］
　Familiae erciscundae.　家産分割訴訟。［§80］
　Commnuni dividundo.（７）　共有物分割訴訟。［§81］

［§82. De utili communi dividundo iudicio（８）.　共有物分割準訴権につ
いて。］
　14. Fideussore et sponsore（９）.　信命人と誓約人について。［§§83-88］］
　15. Si mensor falsum modum dixerit（10）.　測量師が虚偽の面積を申
告したる場合。［§89］
　16. Ad exhibendum（11）. 提示訴権。［§90］

（１）　Pauli sent. 2,17,4. ZRG.17.p.190sq.
（２）　Rubr.9,1.Cf.Coll.7,3.　［補注：末川博「Actio de pauperie について」

『権利侵害と権利濫用』岩波書店 1970, 703頁。］
（３）　EP2 §76, D.50,16,31.
（４）　Rubr.D.9,2.
（５）　Coll.2,4; 12,7. Utroque loco scriptum est: ‘: in simplum et cum （al. eum） 

diceret （al. dicere, doceret, docere）’. Cf. Mommsen in collationis ed. ad.h.l. 
Equidem de hac corrutela tollenda iam desperverim.

（６）　D.4,9,6.7.
（７）　Rubr. D.10,1-3.
（８）　FIRA I による補充：D.10,3,7,3-10.
（９）　Paul.sent.1,20. E.P. p.207sqq.
（10）　D.11,6.
（11）　Rubr. D.10,4.
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　XVI. De religiosis et sumptibus funerum（１）.　墓地及び葬儀費用に
ついて
　1. Sive homo mortuus ossave hominis mortui in locum purum alterius 
aut in id sepulchrum, in quo ius non fuerit, illata esse dicentur（２）, ......
　死者または死者の遺骨が他人の世俗地あるいは埋葬権なき墓地に埋
葬されたるといわれる場合……。［§91］
［§92. Si quis mortuum inferre prohibitus esse dicetur（３）.   死者を
埋葬するを禁じられたと主張される場合。］
　2. De sepulchro violato（４）. Cuius dolo malo sepulchrum violatum 
esse dicetur, in eum in factum （?） iudicium dabo, ut ei, ad quem per-
tineat, quanti ob eam rem aequum videbitur, condemnetur. si nemo 
erit, ad quem pertineat, quanti ob eam rem aequum videbitur, con-
demnetur. si nemo erit, ad quem pertineat, sive agere nolet: quicumque 
agere volet, ei sestertium centum milium nummorum（５） actionem 
dabo. si plures agere volent, cuius iustissima causa esse videbitur, ei 
agendi potestatem faciam. si quis in sepulchro dolo malo habitaverit 
aedificiumve aliud, quam que sepulchri causa factum sit, habuerit: in 
eum, si quis eo nomine agere volet, sestertium ducentorum milium 
nummorum（６） iudicium dabo.
　墳墓侵害について。何者かの悪意によって墳墓が侵害されたと主張
される場合，その者を相手方として，関係の者にとってこの件に関し
て衡平と見られるであろう額について有責判決されるよう，本職は事
実（？）訴権を付与すべし。もし関係の者が誰もなく，また訴訟する
ことを欲しない場合，誰であれ訴訟を欲する者に，本職は百金につい
て訴権を付与すべし。もし複数の者が訴訟を欲する場合には，その者

（１）　Rubr. D.11,7.
（２）　D.11,7,2,2. 以下の（明らかに改竄された）文言が続く：qui hoc fecit, 

in factum actione tenetur et poena pecuniaria subicietur.「これを為した者
は，事実訴権によって拘束され，罰金に服することとなろう」，と。

（３）　FIRA I による補充：D.11,7,8,5,9.
（４）　D.47,12.
（５）　D.: centum aureorum
（６）　D.: ducentorum aureorum.
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たちのなかで最も正当な理由があると見られる者に，本職は訴訟の資
格を付与すべし。もしある者が墳墓に悪意で居住するか，または葬儀
のため以外の目的で作られた何らかの建物を所持するであろう場合に
は，ある者が彼の名義で訴訟することを欲する場合には，かの者を相
手方として，本職は二百金について訴権を付与すべし。［§93］
　3. Quod funeris causa sumptus factus erit, eius reciperandi nomine 
in eum, ad quem ea res pertinet, iudicium dabo（１）.   葬儀のために費
用が出捐された場合，これを回収するために，本職はこの件の関係者
を相手方として，訴権を付与すべし。［§94］

　XVII. De rebus creditis（２）.　貸付物について
　1. Si certum petetur（３）. .......eum a quo iusiurandum petetur, solvere 
aut iurare cogam（４） ...... Sacerdotem Vestalem et flaminem Dialem in 
omni mea iurisdictione iurare non cogam（５）.   もし確定のものについ
て訴ありたるときは。本職は宣誓［確定］の請求を受けたる者に対し
ては……弁済をなすか又は宣誓するかを強要すべし。……ウェスタ神

（１）　D.11,7,12,2.
（２）　D.12,1,1,1: ‘quoniam multa ad contractus varios pertinentia iura sub 

hoc titulo praetor inseruit, ideo rerum credeitarum titulum praemisit: ―
sub hoc titulo praetor et de commodato et de pignore edixit.’ 「法務官は様々
な契約にかかわる法をこの標題のもとに置いたので，貸付物という標題を
付けたのである。…法務官はこの標題のもとで使用貸借及び質について告
示した。」，と。

（３）　Rubr. D.12,1: de R.C., si certum petetur… 「もし確定のものが訴えら
れる場合」，Gai.4,41.50のコンディクティオの方式書 formulam condictionis
を参照。

（４）　D.12,2,34,6. Edictum habuisse, ‘eum a quo certum petetur’ merito 
suspicatur Gradenwitz, ZRG.21, p.275. 宣誓を押し戻す権利に関する条項
について v.C.4,1,9. を参照。

（５）　Gell.10,15,31 （Verba praetoris ex edicto perpetuo de flamine Diali et 
de sacerdote Vestae adscripsi: “Sacerdotem Vestalem flaminem Dialem in 
omni mea iurisdictione iurare non cogam” 「私はユピテル神官に関する永久
告示録の文言を以下に付記しておく，即ち『ウェスタ巫女もしくはユピテ
ル神官が本職の全裁判権のもとで宣誓するを本職は強制せず。』，と。」）.
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官及びユピテル神官が本職の全裁判権のもとで宣誓することを本職は
強要すべからず。［§95］
　2. De eo quod certo loco dari oportet（１）.   一定の場所で供与される
を要するものについて［確定弁済地以外における訴権］。［§96］
　3. De pecunia constituta. Qui pecuniam debitam constituit（２） （se solu-
turum eove nomine se satisfacturum esse, in eum iudicium dabo（３） ......）
弁済期日約束せられたる金銭について［弁済約束について］。債務た
る金銭を自身が弁済せむとする旨またはその名義で保証を約束せんと
する旨，弁済期日約束したる者を相手方とする訴訟を本職は付与すべ
し。［§97］
　4. Commodati vel contra（４）. Quod quis commodasse dicetur, de eo 
iudicium dabo（５）.   使用貸借訴権又は反対訴権。もしある者が使用貸
与をなしたといわれる場合，本職はこの者について訴権を付与すべし。   

［§98］
　5. De pigneraticia actione vel contra（６）.　質訴権又は反訴権につい
て。［§99］
　6. De compensationibus（７）.　相殺について。［§100］

　XVIII. Quod cum magistro navis, institore eove, qui in aliena potes-
tate est, negotium gestum esse dicetur.　船長，支配人又は他人の権力
に服する者によって事務の管理がなされりと主張される場合
　1. De exercitoria actione（８）. Quod cum magistor gestum erit eius 
rei nomine, cui ibi praepositus fuerit, in eum, qui eam navem exer-
cuerit, iudicium dabo（９）. Si is, qui navem exercuerit, in aliena potes-

（１）　Rubr.D.13,4.
（２）　D.13,5 rubr. et 1,1
（３）　Cf.EP2.§97. Quae in D.13,5,16,2.4; 18pr. 1 referentur, ea non edicti 

sed formulae verba esse l.l. docui.
（４）　Rubr. D.13,6.
（５）　D.13,6,1pr.
（６）　Rubr.D.13,7.
（７）　Rubr. D.16,2.Gai.4,64は銀行業者が提起する方式書ことを伝える。
（８）　Rubr.D.14,1.
（９）　D.14,1,1,1-18.
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tate erit eiusque voluntate navem exercuerit, quod cum magistro 
eius gestum erit, in eum, in cuius potestate is erit qui navem exer-
cuerit, iudicium （dabo）（１）.　船主訴権について。船長がその任命され
たる目的のために事務の管理なしたる場合，船主を相手方として本職
は訴権を付与すべし。船舶業を営む者が他人の権力中にあり，且つそ
の権力保有者の意思により営業していた場合，その者の船長と締結さ
れた行為について，船舶業を営む者の権力保有者を相手方として，（本
職は）訴権を（付与すべし）。［§101］
　2. De institoria actione（２）.　支配人訴権について。
　［Quod cum institore gestum erit eius rei nomine, cui praepositus 
fuerit, in eum, qui eum praeposuerit, iudicium dabo（３）.　支配人に任
命された当のその目的のために支配人との間で［事務が］管理された
ならば，その者を任命した者を相手方とする訴権を本職は付与すべし。］ 

［§102］
　3. De tributoria actione（４）.　分配訴権について。［§103］
　［Qui merce peculiari sciente eo, in cuius potestate erit, negotiabitur, 
si quid cum eo eius mercis nomine cotractaum erit, eius, quod ex ea 
merce erit eove nomine receptum erit, eum, in cuius potestate erit, si 
quid ei debebitur, cum creditoribus mercis pro rata eius quod cuique 
debitur in tributum vocabo.（５）　ある者が主人の諒解の下に特有財産
中の商品で取引せんとする場合，かかる商品についてかの者との間に
取引がなされたときには，主人が債権者であれば，商品の債権者たち
との間で，かかる商品の中に含まれる物およびそれから生ずる利益は
各人に負われるであろう額に応じて，本職は分配へと召喚すべし。］
　4. Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse 
dicetur（６）.   他人の権力に服する者が事務の管理をなしたりと主張さ

（１）　D.14,1,1,19.
（２）　Rubr.D.14,3.
（３）　FIRA I による補充：Cf. fr.3.5pr.-§18; Gai.4,71.
（４）　Rubr.D.14,4.
（５）　FIRA I による補充：Cf. D.14,4,1,1-5; 3;5pr. -16; Gai.4,72; I,4,7,3. 

EP3 270sqq.
（６）　Rubr.D.14,5.
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れる場合。
　a. （De peculio, de in rem verso, quod iussu（１）.　特有財産訴権，転用
物訴権，命令訴権について。）

 Quod cum eo, qui in alterius potestate esset （?）, negotium gestum 
erit（２）, ......　他人の権力に服する者が事務の管理をなしたる場合は，
……。［§104a］
　b. Post mortem eius qui in alterius potestate fuerit, posteave quam 
is emancipatus manumissus alienatusve fuerit, dumtaxat de peculio 
et si quid dolo malo eius in cuius potestate fuerit（３） factum erit, quo 
minus peculii esset, in anno, quo primum de ea re experiundi potes-
tate erit, iudicium dabo（４）.　他人の権力中にあった者の死後，または
その者が家父権免除を受けまたは解放されまたは委付された後，特有
財産の限度で，もし何かが権力者の悪意によって為された場合には，
特有財産から差し引いた分について，この件ついて初めて訴えること
ができるようになって一年の間，本職は訴権を付与すべし。［§104b］
　c. ［Quod iussu eius , cuius in potestate erit, negotim gestum erit, in 
eum, in cuius potestate erit, in solidum iudicium dabo（５）.　権力者の
命令によって事務が管理された場合，その権力者を相手方として全額
につき，本職は訴権を付与すべし。］
　In eum, qui emancipatus aut exheredatus erit quive abstinuit se 
hereditate eius cuius in potestatecum moritur fuerit, eius rei nomine, 
quae cum eo contracta erit, cum is in potestate esset, sive sua volun-
tate sive iussu eius in cuius potestate erit contraxerit, sive in peculi-
um ipsius sive in patrimonium eius cuius in potestate fuerit ea res 
redacta fuerit, actionem causa congita dabo in quod facere potest（６）.
家長権免除を受けた者または相続廃除を受けた者もしくは権力者死亡
のさいに相続を放棄した者を相手方として，その者が権力中にあると

（１）　Triplex edictum: D.15,1,1,1.
（２）　D.15,1,1,12.
（３）　Dig. ‘est’.
（４）　D.15,2,1pr.
（５）　FIRA I による補充：cf.p.15,4,1,1-9; Gai.4,70.
（６）　D.14,5,2pr.
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きにこの者との間で契約が締結された事案に関して，この者が任意に
であれまたは権力者の命令によって契約を締結した場合であれ，利益
がこの者の特有財産にであれまたは権力者の財産に転用された場合で
あれ，本職は，事情審理のうえ，この者がなしうる限りで，訴権を付
与すべし。［§104c］
　5. Ad senatus consultum Vellaeanum（１）.　ウェラエアヌム元老院
議決。［§105］

　XIX. De bonae fidei iudiciis.　誠意訴訟について
　1. Depositi vel contra（２）. Quod neque tumultus neque incendii 
neque ruinae neque naufragii causa depositum sit, in simplum, earum 
autem rerum, quae supra comprehensae sunt, in ipsum in duplum, in 
heredem eius, quod dolo malo eius factum esse dicetur qui mortuus 
sit, in simplum, quod ipsius, in duplum iudicium dabo（３）.　寄託訴権
又は反訴権。暴動または火災または地崩れまたは難船を原因とせず寄
託された物の場合は単価，これに反して右に上げた原因による寄託物
の場合は，受寄者自身に対しては二倍額，同人の相続人に対しては，
死者の悪意によって損害を生じたと主張されるときは単価，相続人自
身によるときは二倍額について，本職は訴権を付与すべし。   ［§106］
　2. Fiduciae vel contra.（４）　信託訴権又は反対訴権。［§107］
　3. Mandati vel contra（５）.　委任訴権又は反対訴権。［§108］
　4. Pro socio（６）.　組合員訴権。［§109］
　5. Empti venditi（７）.　売買訴権。［§110］

（１）　Rubr.D.16,1.
（２）　Rubr.D.16,3. 法務官が反対訴権についても告示したかについては定かで

ない。D.16,3,5pr. を参照。
（３）　D.16,3,1,1.　Gai.4,47は，市民法及び事実に基づいて作成された二つ

の方式書を伝える。
（４）　Cf. ZRG.16, p.104sqq., 177sqq.
（５）　Rubr.D.17,1.
（６）　Rubr.17,2.
（７）　Cf. Rubr. D.19,1. 方式書につき，Gai. 4,40.59.131a, Cic. de off.3,16,66

を参照。
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　6. Locati conducti（１）.　賃約訴権。［§111］
　7. De aestimato.（２）　周旋約束の訴訟［評価訴権］について。［§112］

　XX. De re uxoria（３）.　妻の財産について
　1. Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur.（４）　婚姻解消後
いかにして嫁資が請求されるか。［§113］
　2. De alterutro.（５）　妻の不貞について。［§114］
　3. De rebus amotis（６） ...... 窃取物訴権について……。［§115］
［§116. De moribus.　遅滞について（７）。］

　XXI. De liberis et de ventre.　子及び胎児について
　1. De agnoscendis liberis（８）.　子の認知について。
　2. De inspiciendo ventre custodiendoque partu（９）. Si mulier mortuo 
marito praegnatem se esse dicet, his ad quos ea res pertinebit pro-
curatoribusve eorum bis in mense denuntiandum curet, ut mittant, si 
velint, quae ventrem inspicent. mittantur autem mulieres liberae 
dumtaxat quinque haeque simul omnes inspiciant, dum ne qua 
earum dum inspicit invita muliere vetrem tangat. mulier in domu 
honestissimae feminae pariat, quam ego constituam. mulier ante dies 
triginta quam parituram se putat, denuntiet his ad quos ea res pertinet 
procuratoribusve eorum, ut mittant, si velint, qui ventrem custodiant. 
in quo conclavi mulier paritura erit, ibi ne plures aditus sint quam 

（１）　Rubr.D.19,2.
（２）　Cf. Rubr. 19,3: ‘de aestimatoria’. Ibid. 1pr.: ‘actio de aestimato prop-

nitur tollendae dubitationis gratia’ 「周旋約束に関する訴訟は疑問を解消す
るために提案される。」本方式書の場所について，Lenel. Palingenesia II, 
p.1250 n.4. を参照，「法務官は前書訴権の一般的方式書を提示しなかった。」

（３）　Cf.Rubr. fr. Vat. 94-122.
（４）　Rubr. D.24,3.
（５）　C.5,13,1,3a,: ‘edictum praetoris, quod de alterutro introductum est.’
（６）　Cf.Rubr. D.25,2.
（７）　FIRA I による補充：cf.C.I.5,17,11,26. cf.FIRA I, p.357.n.14.
（８）　Rubr..D.25,3.
（９）　Rubr. D.25,4.



35

二
四
〇

unus: si erunt, ex utraque parte tabulis praefigantur. ante ostium 
eius conclavis liberi tres et tres liberae cum binis comitibus custodiant. 
quotienscumque ea mulier in id conclave aliudve quod sive in baline-
um ibit, custodes, si volent, id ante conclave positi erunt, si volent, 
omnes, qui conclave aut domum introierint, excutiant. mulier, cum 
parturire incipiat, his at quos ea res pertinet procuratoribusve eorum 
denuntiet, ut mittant, quibus praesentibus pariat. mittantur mulieres 
liberae dumtaxat quinque, ita ut praeter obstetrices duas in eo conclavi 
ne plures mulieres liberae sint quam decem, ancillae quam sex. hae, 
quae intus futurae erunt, excutiantur omnes in eo conclavi, ne qua 
praegnas sit. tria lumina, ne minus, ibi sint. quod natum eri, his ad 
quos ea res pertinet procuratoribusve eorum, si inspiciere volent, 
ostendatur. apud eum educetur, apud quem parens iusserit. si autem 
nihil parens iusserit aut is, apud quem voluerit educari, curam non 
recipiet, apud quem educetur, causa cognita constituam. is apud 
quem educabitur quod natum erit, quoad trium mensum sit, bis in 
mense, ex eo tempore quoad sex mensum sit, semel in mense, a sex 
mensibus quoad anniculus fiat, alternis mensibus, ab anniculo quoad 
fari posit, semel in sex mensibus, ubi volet, ostendat. si cui ventrem 
inspici custodirive adesse partui licitum non erit factumve quid erid, 
quominus ea ita fiant, uti supra comprehensum est: ei, quod natum 
erit, possessionem causa cognita non dabo: sive quod natum erit, ut 
supra cautum est, inspici non licuerit, quas utique actiones me da-
turum polliceor his, quibus ex edicto meo bonorum possessio data 
sit, eas, si mihi iusta causa videbitur esse, ei non dabo.（１）　母胎の検
視と生児の監視とについて。もし夫の死亡後妻が懐胎していると主張
する場合には，妻はこの事案の利害関係人たち又は彼らの委託事務管
理人に対して，その者たちが欲するときは，母胎を検視すべき婦人た
ちを送りよこす旨を一か月に二度通告すべきことを配慮すべきものと
する。ところで自由人たる婦人五名だけが送りよこされ，彼女らすべ
て同時に検視をするものとし，しかも妻の意に反しては，彼女らの誰
も，検視中に，母胎に触れるべきではない。妻は，最も信頼に価する

（１）　D.25,4,1,10.
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婦女であって私が任命するものの家において出産すべきものとする。
妻は出産予定の三十日前に，事案の利害関係人たち又は彼らの委託事
務管理人に，欲すれば，母胎を監視すべき者を送るべき旨を通告すべ
きものとする。妻が出産すべき室においては，一つを越える出入口が
ないものとする。もし一つを越える出入口があれば，双方から板で打
ち込まれるものとする。その室の戸口の前には，三人の自由男と三人
の自由女とが各二人ずつの従者を伴って監視するものとする。その妻
がその室又は他の室又は浴室に行くたび毎に，監視人は欲すれば，そ
の室を検査して，入ってくる者を点検するものとする。室の前に配置
された監視人は，欲すれば，室又は家に入ってくる者すべてを点検す
るものとする。妻が陣痛にいたるときには，妻は事案の利害関係人た
ち又は彼らの委託事務管理人に対して，出産に際して立ち会うべき女
を送るべき旨を通告すべきものとする。五人の自由女だけが送られる
べきであって，かくてその室において二人の助産婦のほかは十人を越
える自由女，六人を越える奴隷女がいるべきではない。内にあるべき
女は，すべて，妊婦がだれ一人もいないように，その室で点検される
べきである。三個の灯火がそこにあるべく，それ未満は許されない。
その理由は，すなわち，暗黒はすり替えに好都合だからである。生ま
れくるべき子は，事案の利害関係人たち又は彼らの委託事務管理人が
欲するときは，彼らに提示するものとする。子は父が命じた者のもと
で養育されるものとする。ところでもし父が何も命ずることがなかっ
たか，又は養育を頼まれた人が世話を引受なかった場合においては，
子が何人のもとで養育されるかは，事案を審理したのちに，本職が定
めるものとする。生まれくるべき子が養育を受けるべき人は，子が三
カ月までは月に二度，その時期から六カ月までは月に一度，六カ月か
ら一カ年までは隔月，一カ年から話しうるまでは六カ月に一度，欲す
る場所に，提示すべきものとする。もし母胎の検視又は監視，出産へ
の立ち会いがある人に許されなかった場合，又は上述されたことが行
われないように何か企図された場合においては，本職は生まれくるべ
き子に対して，事案を審理したのち，占有を付与することをしないで
あろう。あるいはもし，生まれくるべき子が，上記の通り定められた
ようには検視されるのが許されなかった場合においては，本職の告示
により遺産占有の付与がなされる人々に一般に与える旨を約する訴権
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をば，正当な理由が存すると思われるなら，同人に付与することはな
いであろう。［§118］
　3. Si ventris nomine muliere in possessionem missa eadem posses-
sio dolo malo ad alium translata esse dicatur.（１）　胎児の名目で占有
を付与された妻が同占有を悪意で他人に移転したと主張される場合。

［§119］
　4. Si mulier ventris nomine in possessione calumniae causa fuisse 
dicetur（２）.　妻が虚偽の申述によって胎児のために占有にあったと主
張される場合。   ［§120］

　XXII. De tutelis（３）.　後見について
1. De administratione tutorum.　後見人の財産管理について。［§121］
2. De falso tutore.（４）　虚偽の後見人について。［§122］
3. De suspetis tutoribus.　嫌疑ある後見人について。［§123］
4. Arbitrium tutelae.　後見の裁定。［§124］
5. Relationibus distrahendis.　後見計算取消。［§125］
6. De eo, qui pro tutore negotia gessit.　準後見人として事務管理を

なせる者。［§126］
7. De magistratibus conveniendis（５）.　政務官に対する訴えについて。   
［§127］

　XXIII. De furtiis（６）.　盗について
　　　［§128. Furti nec manifesti.　非現行盗。］
　　　［§129. Furti concepti.　盗品所持盗。］
　　　［§130. Furti oblati.　盗品転置盗。］
　1.......de tigno iuncto（７）.　梁木組立訴権について。［§131］
　　　［§132. Furti manifesti.　現行盗。］

（１）　Rubr.D.25,5.
（２）　Rubr. D.25,6.: ‘esse dicetru’. Index Flor.: ‘fuisse dicatur’.
（３）　Rubr. D.26,1.
（４）　E.P.§ 121, 122.
（５）　Cf. Rubr. D.26,10; 27,3-5,8.
（６）　Rubr. D.47,2, cf. D.50,16,195,3.
（７）　Rubr.D.47,3.
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　　　［§133. Furti prohibiti.　盗品捜査抵抗盗。］
　　　［§134. Furti non exhibiti.　不提示盗。］
　2. .....（１）. a. Si is, qui testamento liber esse iussus erit, post mortem 
domini ante aditam hereditatem subripuisse aut corrupisse quid 
dicetur（２）.   もし遺言によって自由であることを命ぜられたる者は，
主人の死後，相続の承認以前に，何かを窃取し，あるいは損傷したと
主張される場合。［§135］
　b. Furti adversus nautas caupones stabularios（３）.   船主，旅館主，
厩舎主に対する盗訴権。［§136］
　c. Si familia furtum fecisse dicetur（４）.　奴隷が盗を行ったと主張さ
れる場合。［§137］
　d. Quod familia publicanorum furtum fecisse dicetur（５）.   徴税請負
人の奴隷が盗を行ったと主張される場合。［§138］
　e. Arborum furtim caesarum（６）.　秘かに伐採された樹木訴権。

［§139］

　XXIV. De iure patronatus（７）.　保護者権について
　1. De operis libertorum（８）.　被解放自由人の労務について。［§140］
　2. Si ingenuus esse dicetur（９）.　生来自由人である主張される場合。

［§141］
 （未完）

（１）　法務官自身が盗を原因として導入した訴権が続く。
（２）　Rubr. D.47,4.
（３）　Rubr. D.47,5.
（４）　Rubr. D.47,6.
（５）　D.39,4,19,12,1. Dig. の同箇所は次のようである：‘item si damnm iniuria 

fecerit et id ad quos ea res peertinet non exhibetur, in domnium sine noxae 
deditone iudicium dabo’ 同箇所はトリボニアヌスによると挿入されたと私は
推測する。

（６）　Rubr. D.47,7.
（７）　Rubr.D.37,14.
（８）　Rubr. D.38,1.
（９）　Rubr. D.40,14.
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本稿は，2013～2016年度　科学研究費基金　基盤研究 C 課題番号
25380013による研究成果の一部である。この場を借りて深甚なる謝意
を表する次第である。
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と
日
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政
治
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「
東
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ジ
ア
と
日
本
政
治
」

二
七
九

目　
　

次

は
じ
め
に

　
　
　
　

第
一
部
「
報
告
集
」

一
、
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
五
周
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記
念
「
政
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研
究
所
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ュ
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交
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態
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交
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て
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日
本
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分
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現
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山
広
域
市
と
対
馬
市
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中
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し
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―

�
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四
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山
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域
市
と
福
岡
市
の
地
域
間
交
流
【
研
究
ノ
ー
ト
】

�

崔　
　

 

永　

 

鎬

五
、
対
馬
市
と
島
影
区
、
対
馬
市
と
蔚
州
郡
と
の
交
流
に
関
す
る
調
査
【
研
究
ノ
ー
ト
】

�

孔　
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植

　
　
　
　

第
二
部
「
調
査
報
告
」【
資
料
】

�

山　

田　

光　

矢

一
、
釜
山
広
域
市
腸
廳
で
の
聞
き
取
り
調
査
報
告
書

二
、
釜
山
港
湾
灣
公
社
で
の
聞
き
取
り
調
査
報
告
書

三
、
対
馬
市
役
所
で
の
聞
き
取
り
調
査
報
告
書



政
経
研
究
所
共
同
研
究
中
間
報
告
「
東
ア
ジ
ア
と
日
本
政
治
」

二
八
一

は
じ
め
に

　

こ
の
報
告
は
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
度
か
ら
三
年
計
画
で
実
施
し
て
い
る
、
政
経
研
究
所
の
共
同
研
究
『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
政

治
』
の
中
間
報
告
で
あ
る
。
こ
の
研
究
を
企
画
し
た
背
景
に
は
、
竹
島
問
題
や
尖
閣
列
島
問
題
を
挟
ん
だ
、
日
韓
（
韓
日
）
と
日
中
（
中

日
）
間
の
「
政
冷
経
熱
」
あ
る
い
は
「
政
冷
経
冷
」
と
い
わ
れ
て
い
る
現
象
が
、
そ
の
実
態
を
冷
静
に
考
察
し
て
み
た
場
合
、
本
当
に
そ

う
な
の
か
を
分
析
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
領
土
問
題
の
裏
で
は
日
韓
（
韓
日
）
漁
業
協
定
や
、
日
台
（
台
日
）
漁
業
協
定

が
結
ば
れ
、
交
流
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
二
つ
の
事
象
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
、
本
研
究
は
大
き
く
「
日
本
と
韓
国

（
韓
国
と
日
本
）」、「
日
本
と
台
湾
（
台
湾
と
日
本
）」
に
区
分
し
て
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
実
際
に
は
、
釜
山
市
や
蔚
州
郡
と
福
岡

県
や
福
岡
市
、
長
崎
県
や
対
馬
市
を
中
心
と
し
た
長
崎
県
内
の
離
島
と
の
交
流
、
沖
縄
県
八
重
山
地
域
や
地
域
内
の
石
垣
市
、
竹
富
町
、

与
那
国
町
と
台
湾
の
花
蓮
市
や
宜
蘭
県
蘇
澳
鎮
を
な
ど
と
の
相
互
交
流
の
目
的
や
実
態
な
ど
を
中
心
に
、
現
時
点
で
は
現
時
調
査
や
資
料

収
集
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。
可
能
な
ら
ば
少
し
区
域
を
拡
大
し
て
ま
さ
に
東
ア
ジ
ア
と
の
交
流
に
調
査
範
囲
を
拡
大
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

　

韓
国
と
日
本
の
相
互
交
流
に
つ
い
て
は
、
法
学
部
教
授
で
あ
る
山
田
光
矢
、
佐
渡
友
哲
、
孔
義
植
と
、
客
員
研
究
員
と
し
て
迎
え
た
韓

国
霊
山
大
学
校
の
崔
永
鎬
教
授
の
四
人
で
研
究
や
現
地
調
査
等
を
実
施
し
て
き
た
。
日
本
語
が
堪
能
な
二
人
の
韓
国
人
研
究
者
の
協
力
が

得
ら
れ
た
こ
と
で
研
究
は
予
想
外
の
成
果
を
挙
げ
た
も
の
と
自
負
し
て
い
る
。
二
度
の
釜
山
広
域
市
を
中
心
と
し
た
韓
国
で
の
調
査
と
、

釜
山
か
ら
渡
っ
た
対
馬
市
で
の
研
究
調
査
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
相
互
交
流
に
関
す
る
成
果
を
、

二
〇
一
四
年
一
〇
月
四
日
に
法
学
部
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
、
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
五
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
最



二
八
二

初
に
報
告
し
た
。
今
回
の
中
間
報
告
は
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
を
文
章
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
研
究
途
中
の
報
告
集
で
あ
る
こ

と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　

今
回
の
報
告
書
の
第
一
部
の
一
は
、
創
設
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
報
告
要
旨
で
あ
る
。
調
査
報
告
を
要
旨
に
従
っ
て
実
施
す

る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
山
田
と
孔
の
報
告
に
重
複
し
た
部
分
が
か
な
り
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
山
田
は
日
本
と
韓
国
の
地
方

自
治
制
度
の
特
徴
を
中
心
と
し
た
「
基
調
報
告
」
を
行
う
こ
と
と
し
、
釜
山
広
域
市
と
対
馬
市
の
現
地
調
査
等
の
内
容
に
つ
い
て
は
孔
が

報
告
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
は
、
山
田
（
基
調
報
告
・
韓
国
の
地
方
自
治
制
度
の
特
徴
）、
佐
渡
友
（
東
ア
ジ

ア
の
国
際
交
流
の
実
態
等
）、
崔
、
釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
の
交
流
の
事
例
報
告
）、
孔
（
釜
山
広
域
市
と
対
馬
市
の
交
流
の
事
例
報
告
）

を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
報
告
は
報
告
要
旨
と
は
若
干
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
中
間
報
告
は
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー

ム
の
報
告
に
お
互
い
の
研
究
内
容
を
考
慮
し
て
、
論
文
の
掲
載
順
序
を
調
整
し
た
こ
と
か
ら
、
第
一
部
の
一
と
二
か
ら
五
ま
で
の
順
序
や

シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
報
告
順
と
内
容
に
内
容
に
若
干
相
違
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。



東
ア
ジ
ア
と
日
本
政
治
（
佐
渡
友
・
山
田
・
孔
・
崔
）

二
八
三

一
．
は
じ
め
に

　

本
報
告
は
、
三
年
計
画
で
実
施
し
て
い
る
研
究
所
の
共
同
研
究
、「
東
ア
ジ
ア
と
日
本
政
治
」
の
調
査
研
究
の
内
容
の
一
部
で
あ
る
。

本
研
究
の
目
的
の
中
心
は
、
現
在
日
本
で
は
国
境
地
域
に
お
け
る
島
の
領
有
権
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
該
国
境
地
域
に
お
い
て
は
、

「
地
域
交
流
圏
」
と
い
っ
た
も
の
の
形
成
を
模
索
し
な
が
ら
、
活
発
な
地
域
交
流
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

［
政
経
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
要
旨
］

東
ア
ジ
ア
と
日
本
政
治

　
　
日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
域
間
交
流
を
中
心
に
し
て
　
　

報
告
者
　
日
本
大
学
法
学
部
　
佐
　
渡
　
友
　
　
　
　
哲

山
　
　
田
　
　
光
　
　
矢

孔
　
　
　
　 

義
　
　 

植

韓
国
・
靈
山
大
学
校
　
崔
　
　
　
　 

永
　
　 

鎬

（
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
研
究
員
）



二
八
四

　

本
研
究
で
は
現
在
、
沖
縄
県
や
石
垣
市
・
与
那
国
町
と
台
湾
の
周
辺
地
域
お
よ
び
中
国
、
福
岡
県
や
福
岡
市
、
長
崎
県
お
よ
び
対
馬
市

を
中
心
と
す
る
長
崎
の
県
内
市
町
村
と
韓
国
お
よ
び
釜
山
広
域
市
と
区
あ
る
い
は
周
辺
市
町
村
、
島
根
県
と
県
内
市
町
村
な
ど
を
対
象
と

し
て
、
国
境
圏
の
交
流
の
実
態
を
考
察
し
て
い
る
。
今
回
は
、
も
っ
と
も
調
査
研
究
が
進
ん
で
い
る
日
本
と
韓
国
の
地
域
間
交
流
の
実
態

を
中
心
に
、
各
研
究
者
が
主
題
と
し
て
い
る
項
目
に
つ
い
て
報
告
し
、
相
互
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
そ
の
内
容
を
よ
り
明
確
に

し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

　

報
告
の
中
心
は
、
福
岡
市
や
対
馬
市
と
釜
山
広
域
市
と
島
影
区
お
よ
び
そ
の
蔚
山
市
蔚
州
郡
の
交
流
の
歴
史
や
実
態
や
将
来
な
ど
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
「
両
国
の
地
理
」
や
「
日
本
と
韓
国
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
の
地
域
間
交
流
の
歴
史
や
現
状
」
な
ど
を
論

じ
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
の
、
釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
の
交
流
の
実
態
、
そ
し
て
釜
山
広
域
市
や
島
影
区
あ
る
い
は
蔚
山
市
蔚
州
郡
な
ど

と
対
馬
市
と
の
交
流
の
実
態
を
中
心
に
報
告
す
る
。

二
．
国
境
地
域
を
考
え
る
視
点

　

日
中
、
日
韓
の
関
係
は
現
在
、「
政
冷
経
涼
」
に
あ
り
、
日
中
韓
三
国
の
首
脳
会
談
は
二
〇
一
二
年
五
月
を
最
後
に
途
絶
え
て
い
て
、

日
中
、
日
韓
そ
れ
ぞ
れ
の
首
脳
会
談
も
実
現
で
き
て
い
な
い
。
北
東
ア
ジ
ア
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
欧
州
、
東
南
ア
ジ
ア
、

北
米
に
も
な
い
奇
妙
な
現
象
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
日
中
韓
の
関
係
を
政
府
間
や
政
治
地
図
か
ら
で
は
な
く
、
広
く
多
様
な
ヒ
ト
、

団
体
、
モ
ノ
、
情
報
の
交
流
の
輪
を
視
点
に
再
構
築
す
る
と
、
違
っ
た
関
係
が
見
え
て
く
る
。

　

第
一
に
、
国
境
を
超
え
る
地
域
間
交
流
の
視
点
で
あ
る
。
冷
戦
終
結
後
の
一
九
九
〇
年
代
か
ら
、
日
本
海
側
の
諸
都
市
の
自
治
体
、
経

済
界
、
大
学
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
な
ど
が
中
国
、
韓
国
そ
し
て
ロ
シ
ア
の
都
市
と
の
新
し
い
交
流
の
時
代
に
入
っ
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。



東
ア
ジ
ア
と
日
本
政
治
（
佐
渡
友
・
山
田
・
孔
・
崔
）

二
八
五

　

第
二
に
、
国
境
を
超
え
る
人
の
往
来
、
貿
易
や
経
済
交
流
の
進
展
が
、
や
が
て
政
府
間
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
、
首
脳
外
交
に
ま
で
発
展
す
る
と
い

う
機
能
主
義
の
仮
説
で
あ
る
。
欧
州
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
石
炭
鉄
鋼
の
共
同
管
理
か
ら
市
場
統
合
、
通
貨
統
合
、
政
治
統
合
へ
と
そ
れ

ぞ
れ
の
機
能
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
最
終
的
に
地
域
統
合
が
完
成
す
る
、
と
い
う
仮
説
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
北
東
ア
ジ
ア
の

研
究
者
か
ら
は
、
こ
の
理
論
的
枠
組
み
は
否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
は
た
し
て
そ
の
検
証
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
三
に
、
日
本
周
辺
の
国
境
地
域
で
人
々
が
新
し
い
地
域
交
流
圏
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
例
え
ば
人
口
約
三
万
四
千

人
の
対
馬
に
は
年
間
そ
の
五
倍
以
上
の
韓
国
人
観
光
客
が
釜
山
か
ら
国
際
定
期
船
で
訪
れ
る
。
日
韓
関
係
の
歴
史
資
源
と
魅
力
的
な
自
然

資
源
の
あ
る
こ
の
島
は
、
韓
国
か
ら
最
も
安
価
に
行
け
る
最
も
近
い
外
国
で
あ
る
。
日
本
の
二
五
の
空
港
か
ら
韓
国
へ
定
期
便
が
運
航
さ

れ
、
年
間
二
五
〇
万
人
以
上
の
渡
航
者
が
出
か
け
、
韓
国
か
ら
も
ほ
ぼ
同
人
数
が
や
っ
て
く
る
。
釜
山
港
の
巨
大
な
コ
ン
テ
ナ
ヤ
ー
ド
の

取
扱
量
は
、
東
京
港
と
横
浜
港
を
合
わ
せ
た
量
の
約
二
倍
を
誇
り
、
日
本
の
五
七
の
港
か
ら
週
六
一
便
が
到
着
す
る
。
ま
さ
に
日
本
海
の

物
流
の
ハ
ブ
港
で
あ
る
。

　

政
府
間
関
係
や
メ
デ
ィ
ア
報
道
か
ら
形
成
さ
れ
た
「
想
像
の
日
中
韓
関
係
」
と
は
違
っ
た
日
中
韓
の
実
像
を
検
討
し
、「
政
暖
経
熱
人

知
」
の
新
し
い
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。（
佐
渡
友
）

三
．
釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
の
地
域
間
交
流

　

中
央
政
府
間
の
外
交
関
係
が
行
き
詰
っ
て
い
る
中
、
釜
山
と
福
岡
の
間
に
お
け
る
地
方
自
治
レ
ベ
ル
と
民
間
レ
ベ
ル
で
の
交
流
は
着
実

に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
何
よ
り
も
地
理
的
隣
接
性
と
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
の
た
め
、
地
域
間
交
流
の
伝
統
を
維
持
し
て
お
り
、
数
え
切
れ
な

い
ほ
ど
多
様
な
行
事
と
構
想
が
ニ
ュ
ー
ス
で
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
。
最
近
に
な
っ
て
観
光
客
な
ど
の
一
時
的
訪
問
者
の
数
は
減
っ
て
い



二
八
六

る
も
の
の
、
一
九
九
〇
年
か
ら
両
市
の
間
に
公
務
員
の
相
互
派
遣
は
相
変
わ
ら
ず
続
い
て
お
り
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
は
「
超
広
域
経
済
圏 

m
ega-regional econom

ic area

」
構
想
の
実
現
に
向
け
経
済
協
力
協
議
会
が
設
け
ら
れ
活
動
し
て
い
る
。
ま
た
両
市
の
間
に
は
、
企
業

間
の
ビ
ジ
ネ
ス
交
流
の
み
な
ら
ず
市
民
団
体
や
大
学
に
よ
る
民
間
交
流
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
本
発
表
で
は
、
両
市
の
間
の
交
流
の

現
況
を
最
近
の
統
計
に
基
づ
き
総
体
的
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
地
域
間
交
流
の
現
況
を
具
体
的
な
実
例
を
も
っ
て
紹
介
し
た
い
。

　

第
一
に
、
両
市
の
経
済
的
交
流
の
統
計
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
発
信
の
実
態
を
紹
介
す
る
。
ま
ず
、
両
市
の
公
式
統
計
か
ら
、
観
光
客
・

外
国
人
登
録
・
船
と
飛
行
機
の
定
期
便
・
行
政
協
定
な
ど
に
よ
る
人
的
交
流
の
現
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
地
域
間
貿
易
・
投
資
・
企

業
進
出
な
ど
に
よ
る
物
的
交
流
の
現
況
を
把
握
す
る
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
七
月
か
ら
釜
山
市
に
よ
っ
て
毎
月
日
本
語
で
発
信
さ
れ
て
い

る
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
釜
山 D

ynam
ic Busan

」
と
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
か
ら
福
岡
市
に
よ
っ
て
毎
週
韓
国
語
で
発
信
さ
れ
て
い
る
「
福

岡
市
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン　

Fukuoka M
ail M

agazine

」
の
記
事
か
ら
、
ユ
ニ
ー
ク
な
便
り
を
取
り
上
げ
紹
介
す
る
。

　

第
二
に
、
釜
山
韓
日
文
化
交
流
協
会
を
実
例
に
、
釜
山
か
ら
の
市
民
団
体
レ
ベ
ル
で
の
交
流
を
紹
介
す
る
。
同
協
会
は
一
九
八
七
年
一

一
月
結
成
さ
れ
て
以
来
、
福
岡
市
と
の
青
少
年
交
流
・「A

SIA
N

 FRIEN
D

」
の
発
行
・
文
化
行
事
の
共
催
な
ど
、
多
彩
な
民
間
交
流

を
リ
ー
ド
し
て
い
る
。
今
年
日
本
大
学
法
学
部
の
研
究
グ
ル
ー
プ
も
同
協
会
を
一
度
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
発
表
者
は
再
び
同
協

会
を
訪
れ
る
と
と
も
に
役
員
と
の
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
を
行
い
、
釜
山
と
福
岡
と
の
民
間
交
流
の
現
況
と
問
題
点
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
実

施
し
て
み
た
い
。

　

第
三
に
、
霊
山
大
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
学
期
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
例
に
、
大
学
レ
ベ
ル
で
の
交
流
を
紹
介
す
る
。
発
表
者
の
所
属
大
学
は
、

日
本
語
を
学
ん
で
い
る
学
生
を
主
な
対
象
に
し
て
、
二
〇
一
三
年
春
か
ら
二
ヶ
月
間
福
岡
に
滞
在
さ
せ
、
授
業
の
一
環
と
し
て
市
場
調
査

と
民
間
交
流
と
を
推
し
進
め
て
い
る
。
学
内
の
学
生
か
ら
の
反
響
も
よ
く
、
教
育
の
効
果
も
優
れ
て
い
る
。
時
折
、
発
表
者
が
今
年
四
月
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か
ら
六
月
ま
で
、
引
率
教
授
と
し
て
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
携
わ
っ
た
経
験
も
あ
り
、
青
少
年
の
国
際
交
流
の
意
義
や
限
界
に
つ
い
て
経
験

談
と
し
て
発
表
し
た
い
。（
崔
）

四
．
釜
山
広
域
市
及
び
周
辺
地
域
と
対
馬
市
の
交
流

　

対
馬
と
釜
山
と
の
距
離
は
四
九
・
五
㎞
に
過
ぎ
な
く
、「
魏
志
倭
人
伝
」
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
か
ら
頻
繁
な
交
流
が

行
わ
れ
て
い
た
。
両
国
の
交
流
発
展
の
き
っ
か
け
は
、
一
三
七
五
年
の
室
町
将
軍
足
利
義
満
か
ら
の
使
者
と
国
書
に
対
す
る
返
礼
と
し
て
、

朝
鮮
か
ら
信
を
通
す
使
者
と
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
が
通
信
使
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
一
三
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
の
「
倭
寇
」
対
策
の
た
め
、
世
宗
大
王
の
親
任
を
受
け
、
四
〇
数
回
に
わ
た
っ
て
日
本
各
地
を
訪

れ
た
、
蔚
山
郡
の
役
人
で
あ
っ
た
李
藝
の
活
躍
が
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
に
韓
国
政
府
は
李
藝
を
「
文
化
人
物
」
に
選
定
、
対
馬
市
も
市
内

円
通
寺
に
「
通
信
使
李
藝
功
績
碑
」
を
建
立
し
て
い
る
。
さ
ら
に
韓
国
政
府
は
二
〇
一
〇
年
に
李
藝
を
「
外
交
人
物
」
に
選
定
し
そ
の
功

績
を
た
た
え
て
い
る
。

　

韓
日
交
易
の
拠
点
と
な
っ
た
と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
王
朝
が
認
め
た
三
つ
の
寄
港
地
、
す
な
わ
ち
東
莱
県
富
山
浦
と
金
海
府
乃
而
浦
と
蔚
山

の
塩
浦
の
い
わ
ゆ
る
三
浦
で
あ
る
。
そ
こ
に
日
本
人
が
居
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
和
館
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
和
館
は
そ
の
後

ソ
ウ
ル
に
も
作
ら
れ
た
。
三
浦
の
乱
で
三
浦
の
和
館
は
一
時
廃
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
現
在
の
釜
山
広
域
市
の
中
に
豆
毛
浦
和
館
と
草
梁

和
館
が
作
ら
れ
た
。

　

豊
臣
秀
吉
に
よ
る
韓
国
侵
略
の
結
果
、
国
交
断
絶
と
な
り
通
信
使
は
と
だ
え
た
が
、
一
六
〇
七
年
に
再
開
さ
れ
て
一
八
一
一
年
ま
で
継

続
さ
れ
た
。
こ
の
際
、
対
馬
藩
の
韓
国
の
窓
口
と
し
て
釜
山
に
「
和
館
」
が
お
か
れ
、
韓
日
交
易
が
継
続
さ
れ
て
き
た
。
一
九
八
三
年
に



二
八
八

姉
妹
縁
組
結
縁
を
締
結
し
た
対
馬
市
と
釜
山
市
影
島
区
は
こ
う
し
た
地
理
的
な
条
件
を
活
か
し
て
、
行
政
交
流
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
、
職
員
の
相

互
交
換
研
修
を
行
っ
て
お
り
、
官
・
産
・
学
の
国
際
交
流
協
定
を
結
ん
で
い
る
。

　

対
馬
市
は
影
島
区
と
の
交
流
を
過
疎
化
が
進
む
中
、
停
滞
し
つ
つ
あ
る
経
済
の
活
性
化
に
繋
げ
る
目
的
で
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

対
馬
市
が
市
の
Ｐ
Ｒ
と
日
韓
交
流
の
拠
点
と
し
て
「
対
馬
釜
山
事
務
所
」
を
運
営
し
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

一
方
、
影
島
区
は
対
馬
と
の
交
流
に
よ
る
経
済
的
な
メ
リ
ッ
ト
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
か
ら
人
的
交
流
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な
ど
に
留
ま
っ

て
い
る
。
最
近
の
動
き
と
し
て
は
二
〇
一
二
年
に
起
き
た
仏
像
盗
難
事
件
に
よ
り
交
流
に
障
害
が
生
じ
た
も
の
の
、
両
自
治
体
の
協
力
下

で
日
韓
の
「
朝
鮮
通
信
使
ユ
ネ
ス
コ
世
界
記
憶
遺
産
共
同
登
録
」
が
推
進
さ
れ
る
な
ど
、
交
流
と
協
力
関
係
は
深
ま
っ
て
い
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
両
自
治
体
の
関
係
を
単
な
る
「
交
流
関
係
」
か
ら
多
様
な
利
害
関
係
が
絡
み
合
う
「
協
力
関
係
」
に
発
展
さ

せ
、
日
韓
の
葛
藤
を
各
方
面
か
ら
牽
制
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
と
く
に
韓
国
側
の
視
点
か
ら
分
析
し
て

い
く
。（
孔
）

五
．
対
馬
市
の
地
域
お
こ
し
と
釜
山
広
域
市
等
と
の
地
域
間
交
流

　

最
初
に
対
馬
の
韓
国
と
の
歴
史
的
な
関
係
を
見
て
い
く
。
対
馬
の
経
済
は
朝
鮮
王
朝
と
の
交
易
に
か
な
り
依
存
し
て
い
た
。
そ
う
し
た

両
地
域
の
交
流
の
歴
史
や
朝
鮮
通
信
使
と
対
馬
の
関
係
か
ら
事
実
を
確
認
し
て
い
く
。
特
に
江
戸
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
復
活
や
、
そ
の
継

続
に
向
け
た
対
馬
藩
の
暗
躍
を
、『
最
後
の
朝
鮮
通
信
使
来
日
二
〇
〇
周
年
記
念
事
業
報
告
書
』
や
、
辻
原
登
著
『
韃
靼
の
馬
』
な
ど
も

加
え
、
釜
山
の
「
和
館
」
の
存
在
か
ら
、
日
本
の
鎖
国
の
実
態
や
両
地
域
の
交
流
の
特
徴
を
分
析
し
て
い
く
。

　

次
に
現
在
の
対
馬
市
と
釜
山
広
域
市
の
交
流
を
、
両
国
の
地
方
自
治
制
度
の
改
革
や
、
と
く
に
対
馬
市
の
資
料
や
実
情
分
析
な
ど
も
含
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め
て
考
え
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
が
調
査
の
た
め
に
対
馬
に
出
か
け
た
経
路
も
成
田
か
ら
釜
山
経
由
で
船
舶
を
利
用
し
て
対
馬
に
入
っ
た
。

こ
の
ほ
う
が
便
利
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
韓
国
か
ら
の
観
光
客
へ
の
依
存
度
の
高
さ
や
そ
の
将
来
に
向
け
た
可
能
性
を
分
析
し
て
い
く
。

さ
ら
に
対
馬
の
特
産
品
を
い
か
に
し
て
韓
国
に
輸
出
す
る
か
と
い
っ
た
経
済
戦
略
に
も
触
れ
て
み
た
い
。

　

特
に
経
済
発
展
が
著
し
く
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
化
す
る
新
し
い
都
市
建
設
に
ま
い
進
す
る
釜
山
広
域
市
の
現
状
と
、
少
子
化
と
過
疎
化
に

悩
む
対
馬
の
韓
国
と
の
経
済
交
流
に
か
け
る
期
待
や
な
ど
を
軸
に
、
現
状
分
析
を
中
心
に
報
告
す
る
。
と
く
に
韓
国
人
観
光
客
へ
の
期
待

度
の
高
さ
と
、
異
文
化
交
流
に
付
随
す
る
混
乱
、
あ
る
い
は
学
術
や
文
化
を
通
し
た
相
互
交
流
の
実
態
な
ど
を
、
特
に
対
馬
の
視
点
か
ら

分
析
し
て
い
く
。
そ
こ
に
お
け
る
長
崎
県
の
対
応
に
つ
い
て
も
若
干
触
れ
て
み
た
い
。

　

最
後
に
、
今
後
の
対
馬
市
の
、
日
本
各
地
と
釜
山
ま
で
の
韓
国
各
地
を
結
び
つ
け
た
、「
朝
鮮
通
信
使
文
化
の
世
界
遺
産
登
録
」
も
踏

ま
え
た
広
域
観
光
圏
形
成
戦
略
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
で
、
日
韓
関
係
の
今
後
に
つ
い
て
、
対
馬
市
と
釜
山
広
域
市
だ
け
で
は
な
く
、

韓
国
と
日
本
を
一
つ
に
つ
な
い
だ
広
域
観
光
圏
の
形
成
に
朝
鮮
通
信
使
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
っ

た
こ
と
も
合
わ
せ
て
考
え
て
い
く
。（
山
田
）

六
．
お
わ
り
に

　

そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
を
前
提
と
し
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
、
報
告
の
内
容
を
ま
と
め
る
。
そ
の
後
会
場
か
ら
の
質
問
に
答
え
て
報

告
を
ま
と
め
る
。

［
追
記
］ 

な
お
実
際
の
報
告
は
「
序
に
か
え
て
」
で
も
お
こ
と
わ
り
し
た
よ
う
に
、「
政
経
研
究
所
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
」
で
は
第
一
部
の
二
（
山
田
）、

三
（
佐
渡
友
）、
三
（
催
）、
四
（
孔
）
の
順
序
で
行
っ
た
。



国
境
地
域
か
ら
考
え
る
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東
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ジ
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地
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主
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友
）

二
九
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一
．
は
じ
め
に

　

日
中
、
日
韓
の
関
係
は
現
在
「
政
冷
経
涼
」
に
あ
り
、
政
府
間
関
係
は
冷
え
切
り
、
日
本
企
業
も
一
部
は
中
国
か
ら
撤
退
し
民
間
投
資

も
削
減
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。
日
中
韓
は
二
〇
〇
八
年
か
ら
毎
年
持
ち
回
り
で
首
脳
会
談
を
開
催
し
て
き
た
が
、
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
日

中
対
立
や
日
韓
関
係
の
き
し
み
な
ど
の
影
響
で
、
二
〇
一
二
年
五
月
を
最
後
に
途
絶
え
て
い
る
。
政
府
間
関
係
で
は
、
官
僚
レ
ベ
ル
の
日

中
韓
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
（
二
〇
一
四
年
九
月
：
第
五
回
交
渉
）、
経
済
協
力
と
政
治
対
話
を
話
し
合
う
日
中
韓
の
外
務
次
官
級
協
議
（
二
〇
一
四

年
九
月
）
な
ど
に
よ
り
や
っ
と
首
が
繋
が
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
日
中
、
日
韓
そ
れ
ぞ
れ
の
首
脳
会
談
も
実
現
で
き
て
い
な
い
が
、
二

〇
一
四
年
一
一
月
の
北
京
で
の
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
で
そ
れ
が
実
現
で
き
る
か
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
北
東
ア
ジ
ア
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な

状
況
は
、
欧
州
、
東
南
ア
ジ
ア
、
北
米
に
も
な
い
奇
妙
な
現
象
と
い
え
る
。

　

本
論
の
目
的
は
、
し
か
し
、
日
中
韓
の
関
係
を
政
府
間
や
政
治
地
図
か
ら
で
は
な
く
、
広
く
多
様
な
ヒ
ト
・
団
体
・
モ
ノ
の
交
流
の
輪

を
視
点
に
関
係
を
再
構
築
し
て
、
異
な
っ
た
見
方
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
近
行
な
っ
た
釜
山
、
対
馬
、
与
那

　

国
境
地
域
か
ら
考
え
る
北
東
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義

佐
　
渡
　
友
　
　
　
　
哲



二
九
二

国
島
な
ど
の
国
境
地
域
で
の
調
査
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
交
流

モ
デ
ル
の
再
検
証
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
国
境
を
超
え
た
周
辺
諸

国
同
士
の
交
流
が
深
化
し
、
共
通
の
利
益
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

見
出
し
て
地
域
形
成
へ
向
か
う
過
程
に
つ
い
て
理
論
的
な
分
析
を
考

察
し
て
み
た
い
。

　

一
般
に
、
国
際
的
な
地
域
に
共
通
の
利
益
、
発
展
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
見
出
し
て
地
域
秩
序
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
国
家
間
グ

ル
ー
プ
の
思
想
や
運
動
を
地
域
主
義
（regionalism

）
と
い
う
。
伝

統
的
な
定
義
に
よ
る
地
域
主
義
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

連
合
）
や
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
府
の
意
思
決

定
、
政
策
に
よ
り
思
想
や
運
動
が
明
確
に
さ
れ
、
政
府
間
の
条
約
や

協
定
に
よ
っ
て
公
式
に
制
度
化
さ
れ
る
も
の
を
指
す
。
し
か
し
本
論

で
は
、
政
府
の
政
策
意
図
が
伴
わ
な
い
場
合
で
も
、
交
流
の
深
化
や

共
通
の
利
益
・
意
識
の
形
成
に
よ
り
社
会
統
合
が
進
展
し
て
い
れ
ば

国
際
地
域
化
現
象
と
認
め
、
そ
こ
に
働
い
て
い
る
求
心
力
を
地
域
主

義
と
し
て
捉
え
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

な
お
、
本
論
で
は
北
東
ア
ジ
ア
の
核
に
な
る
日
中
韓
を
中
心
に
議

【図表１】北東アジアと環日本海圏／環東海圏
出所：『環日本海交流事典 ’95－’96』創知社，1995年，19頁に基づいて筆者が作成。
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論
す
る
が
、
北
東
ア
ジ
ア
の
地
理
的
範
囲
と
し
て
は
、
ロ
シ
ア
極
東
、

中
国
東
北
三
省
（
黒
竜
江
省
、
吉
林
省
、
遼
寧
省
）、
モ
ン
ゴ
ル
、
朝
鮮

半
島
二
カ
国
（
韓
国
、
北
朝
鮮
）
そ
し
て
日
本
を
含
む
地
域
を
念
頭

に
置
い
て
い
る
。

二
．
国
境
地
域
か
ら
考
え
る
視
点

　

通
常
私
た
ち
は
、
日
本
列
島
を
大
陸
か
ら
切
り
離
し
た
地
図
を
使

用
し
て
、
天
気
予
報
や
、
国
内
各
地
の
地
理
を
確
認
す
る
習
慣
が
あ

る
。「
国
境
を
超
え
る
（cross-border
）」
と
い
う
概
念
が
日
常
的
に

希
薄
な
「
島
国
」
の
習
慣
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が

【
図
表
１
】
の
よ
う
に
、
日
中
韓
、
そ
し
て
極
東
ロ
シ
ア
の
一
部
を

約
一
五
〇
度
逆
さ
に
し
て
描
い
た
地
図
で
読
み
解
く
と
、
違
っ
た
見

方
が
で
き
る
。
こ
の
地
図
か
ら
は
多
く
の
こ
と
を
連
想
す
る
こ
と
が

可
能
で
、
新
し
い
視
点
も
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
こ
で
は
、
三
点
に
絞
っ

て
解
説
を
し
て
み
よ
う

　

第
一
に
、
地
図
の
中
央
部
に
あ
る
日
本
海
（
韓
国
名
は
東
海
：
ト
ン

ヘ
）
が
、
周
辺
国
に
囲
ま
れ
た
「
湖
」
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
こ
と

【図表２】150度逆さの日本海／東海周辺地図

出所：この地図は、富山県が旧建設省国土地理院長の承認を得て作成した地図（の一部）を転写したものである。
　　（平成６年総使第76号）
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で
あ
る
。
周
辺
諸
国
は
、
海
洋
・
漁
業
資
源
、
海
洋
汚
染
や
環
境
問
題
あ
る
い
は
安
全
保
障
問
題
な
ど
で
「
運
命
共
同
体
」
に
あ
る
こ
と

を
確
認
で
き
る
。
中
国
は
直
接
、
日
本
海
側
に
顔
を
出
し
て
い
な
い
が
、
ロ
シ
ア
と
中
国
、
北
朝
鮮
の
国
境
に
あ
る
図
們
江
（
韓
国
名
は

豆
満
江
：
ト
ゥ
マ
ン
ガ
ン
）
で
、
揮
春
（
フ
ン
チ
ュ
ン
）
が
日
本
海
側
へ
の
出
口
の
拠
点
都
市
を
担
っ
て
い
る
。
一
九
九
二
年
に
国
連
開
発
計

画
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
の
主
導
の
も
と
中
国
、
ロ
シ
ア
、
韓
国
、
北
朝
鮮
、
モ
ン
ゴ
ル
の
多
国
間
協
力
で
始
め
ら
れ
た
構
想
が
図
們
江
地
域
開

発
計
画
（
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｐ
）
で
あ
る
。
中
国
は
琿
春
を
国
境
開
放
都
市
に
指
定
し
、
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｐ
に
よ
り
大
き
な
港
が
完
成
す
れ
ば
、
こ
こ

が
日
本
海
へ
出
る
物
流
の
窓
口
に
な
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。
現
在
は
、
吉
林
省
や
黒
竜
江
省
の
輸
出
産
物
は
遼
寧
省
の
大
連
港
ま
で
陸

送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
こ
の
構
想
は
足
踏
み
状
態
で
、
当
初
の
計
画
通
り
に
は
進
展
し
て
い
な
い
。
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｐ
は
二

〇
〇
五
年
に
、
大
図
們
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
Ｇ
Ｔ
Ｉ
）
に
名
称
を
変
え
、
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
は
「
主
導
」
か
ら
地
域
協
力
の
支
援
機
関
に
な
っ
て

い
る
。

　

韓
国
と
九
州
の
距
離
は
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
く
、
一
八
〇
〇
年
前
の
縄
文
時
代
か
ら
交
流
・
交
易
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

お
り
、
対
馬
と
の
間
で
は
一
六
〇
七
年
に
始
ま
る
朝
鮮
通
信
使
派
遣
が
一
九
世
紀
初
頭
ま
で
続
い
て
い
た
。
釜
山
―
博
多
間
の
旅
客
高
速

船
は
日
本
船
籍
と
韓
国
船
籍
の
三
社
が
三
時
間
で
結
ん
で
い
る
。
数
十
年
前
か
ら
あ
る
海
底
ト
ン
ネ
ル
構
想
は
、
い
ま
だ
に
消
え
る
こ
と

は
な
い
よ
う
だ
。

　

第
二
に
、
北
方
領
土
か
ら
沖
縄
県
の
与
那
国
島
ま
で
三
〇
〇
〇
キ
ロ
に
及
ぶ
日
本
列
島
の
弧
は
、
日
本
が
「
小
さ
な
島
国
」
で
は
な
い

こ
と
を
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
北
海
道
で
ス
キ
ー
が
で
き
る
と
き
に
沖
縄
で
は
海
水
浴
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
多
様
な
生
態
系

を
も
っ
た
島
国
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
英
国
人
の
発
言
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
地
図
に
は
台
湾
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、

右
端
の
与
那
国
島
か
ら
一
〇
〇
キ
ロ
の
距
離
に
あ
る
。
朝
鮮
半
島
の
付
け
根
あ
た
り
に
中
国
の
大
連
港
が
あ
る
。
こ
の
港
か
ら
太
平
洋
に
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出
て
い
く
船
は
み
な
、
九
州
か
ら
与
那
国
島
ま
で
の
弧
の
字
型
の
島
々
が
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
日
本
の
島
々
が
黄
海

の
「
ふ
た
」
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
こ
の
地
図
で
は
朝
鮮
半
島
の
上
の
方
に
位
置
す
る
釜
山
港
が
、
海
上
交
通
の
要
衝
に
あ
る
こ
と
も

確
認
で
き
る
。
釜
山
港
の
役
割
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

第
三
に
、
北
朝
鮮
の
地
理
的
位
置
づ
け
が
よ
く
理
解
で
き
る
点
で
あ
る
。
中
国
は
韓
国
と
直
接
、
陸
路
で
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
中
国

は
「
後
ろ
盾
国
家
？
」
と
し
て
、
北
朝
鮮
と
は
長
い
国
境
線
を
共
有
し
、
人
的
交
流
も
こ
の
国
境
線
の
橋
が
使
わ
れ
る
。
こ
の
地
図
で
い

う
と
そ
の
国
境
線
の
下
に
遼
寧
省
の
瀋
陽
が
あ
る
。
二
〇
一
四
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
た
日
朝
協
議
の
会
場
と
な
っ
た
都
市
で
あ
る
。
瀋
陽

は
北
朝
鮮
か
ら
も
近
く
、
日
本
の
総
領
事
館
が
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
地
理
的
に
も
機
能
的
に
も
、
日
朝
協
議
に
ふ
さ
わ
し

い
場
所
で
あ
る
。
日
朝
協
議
と
い
え
ば
、
こ
の
地
図
に
は
な
い
が
、
最
近
モ
ン
ゴ
ル
が
日
本
と
北
朝
鮮
の
間
に
入
る
調
整
役
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
る
。
北
朝
鮮
と
も
国
交
が
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
は
、
日
本
と
も
相
撲
だ
け
で
は
な
い
、
政
府
間
関
係
が
築
か
れ
て
い
る
。
現
在
、
東

京
に
い
る
駐
日
モ
ン
ゴ
ル
大
使
は
、
前
任
地
が
平
壌
で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
は
、
拉
致
問
題
を
含
む
北
朝
鮮
の
情
報
を
モ
ン
ゴ
ル
経
由
で

も
取
集
し
て
い
る
。
モ
ン
ゴ
ル
の
大
統
領
は
、
各
国
の
仲
介
役
に
な
る
こ
と
を
自
ら
公
言
し
て
い
る
。

三
．
三
つ
の
仮
説
モ
デ
ル
を
考
え
る
視
点

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
、
北
東
ア
ジ
ア
の
地
域
形
成
に
つ
い
て
、
政
府
間
経
済
協
力
モ
デ
ル
、
自
治
体
間
交
流
モ
デ
ル
な
ど
い
く
つ
か
の

仮
説
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
き
た

（
１
）。

こ
こ
で
は
次
の
三
つ
の
仮
説
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
そ
れ
ら
の
検
証
を
し
て
み
た
い
。

　

第
一
に
、
国
境
を
超
え
る
地
域
間
交
流
（local to local

）
モ
デ
ル
の
視
点
で
あ
る
。
冷
戦
終
結
後
の
一
九
九
〇
年
代
か
ら
、
日
本
海
／

東
海
（
ト
ン
ヘ
）
側
の
諸
都
市
の
自
治
体
、
経
済
界
、
大
学
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
な
ど
が
中
国
、
韓
国
そ
し
て
ロ
シ
ア
の
都
市
と
の
新
し
い
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交
流
の
時
代
に
入
っ
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
第
二
に
、
日
本
海
／
東
海
周
辺
の
国
境
地
域
で
ヒ
ト
・
モ
ノ
に
よ
る
新
し
い
交
流
圏
が
形

成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
地
域
交
流
圏
（sub-region

）
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
三
に
、
国
境
を
超
え
る
ヒ
ト
の
往
来
、
貿
易
や
経
済
交
流
の
進
展
が
、
や
が
て
政
府
間
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
（
自
由
貿
易
協
定
）、
首
脳

外
交
に
ま
で
発
展
す
る
と
い
う
機
能
主
義
（functionalism

）
モ
デ
ル
で
あ
る
。
欧
州
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
石
炭
鉄
鋼
の
共
同
管
理
か
ら

市
場
統
合
、
通
貨
統
合
、
政
治
統
合
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
最
終
的
に
地
域
統
合
が
完
成
す
る
と
い
う
仮
説
を
適
用

し
た
も
の
で
あ
る
。
北
東
ア
ジ
ア
や
東
ア
ジ
ア
で
は
、
研
究
者
か
ら
は
こ
の
理
論
的
枠
組
み
は
否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
ま
だ
十
分

な
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
と
は
い
え
機
能
主
義
モ
デ
ル
の
検
証
に
は
、
よ
り
多
く
の
時
間
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
り
、

ま
た
今
回
の
現
地
調
査
に
よ
っ
て
直
ち
に
検
証
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
次
に
、
前
述
の
三
つ
の
モ
デ
ル
を
北
東
ア
ジ
ア
の
地
域
形
成

に
即
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

四
．
地
域
間
交
流
（local to local
）
モ
デ
ル

　

冷
戦
の
終
結
に
よ
り
北
東
ア
ジ
ア
を
取
り
巻
く
国
際
情
勢
も
大
き
く
変
貌
し
、
日
本
海
／
東
海
も
「
緊
張
の
海
か
ら
平
和
の
海
へ
」
変

容
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
、
日
本
海
側
の
都
市
で
は
、
経
済
人
や
研
究
者
の
間
か
ら
「
三
結
論
」
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
①
中
国
と
ロ
シ
ア
の
「
資
源
」、
②
日
本
と
韓
国
の
「
技
術
」、
③
中
国
・
北
朝
鮮
の
「
労
働
力
」、
の
三
つ
が
結
合
す
れ
ば
新
た
な

局
地
経
済
圏
が
誕
生
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
地
域
で
そ
れ
ぞ
れ
資
源
、
技
術
、
労
働
力
が
有
機
的
に
結
び
つ
け
ば
、
北
東
ア
ジ
ア
の

「
最
後
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
が
新
た
な
経
済
成
長
の
地
域
に
な
る
と
い
う
希
望
で
あ
る
。
実
際
、
政
治
状
況
も
、
ロ
シ
ア
の
中
央
集
権
能

力
の
低
下
、
ロ
シ
ア
と
中
国
に
お
け
る
市
場
経
済
へ
の
移
行
と
い
う
変
化
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
中
国
は
北
朝
鮮
と
の
友
好
関
係
は
そ
の
ま
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ま
に
、
一
九
九
二
年
に
韓
国
と
国
交
を
樹
立
し
た
。
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
南
北
分
断
と
い
う
状
況
は
残
っ
た
が
、
し
か
し
「
三
結
」
と
い

う
新
た
な
視
点
が
登
場
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
情
勢
変
化
を
背
景
に
、
日
本
、
中
国
、
韓
国
、
北
朝
鮮
、
ロ
シ
ア
の
諸
都
市
に
お
い
て
、
行
政
、
経
済
、
文
化
、
学
術
、
ス

ポ
ー
ツ
な
ど
の
国
境
を
超
え
た
交
流
が
活
発
化
し
、
特
に
日
本
で
は
、「
環
日
本
海
経
済
圏
」
と
い
う
用
語
が
よ
く
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
当
時
の
筆
者
の
観
察
で
は
、「
環
日
本
海
交
流
時
代
」
が
や
っ
て
き
た
、
と
い
う
印
象
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
う
し
た
ブ
ー
ム
と
運

動
は
太
平
洋
側
の
諸
都
市
で
は
ほ
と
ん
ど
聞
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
日
本
海
側
の
諸
都
市
で
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
環
日
本

海
交
流
運
動
が
起
こ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
①
日
本
海
沿
岸
都
市
の
住
民
が
も
つ
辺
境

意
識
か
ら
の
脱
却
と
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
へ
の
期
待
、
②
そ
れ
ら
の
都
市
住
民
に
よ
る
「
地
域
の
国
際
化
」
と
民
際
交
流

へ
の
期
待
、
③
自
治
体
相
互
間
の
国
境
を
超
え
る
交
流
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
へ
の
期
待
、
④
日
本
海
沿
岸
都
市
に
お
け
る
中
・
小
規
模

の
企
業
に
と
っ
て
の
国
際
経
済
活
動
参
加
へ
の
期
待
、
⑤
物
流
・
人
流
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
・
拡
充
に
よ
る
地
域
住
民
生
活
の
利
便
性
へ
の

期
待
、
⑥
新
し
い
生
活
圏
と
し
て
の
環
日
本
海
地
域
の
将
来
へ
期
待
、
⑦
ひ
と
つ
の
生
態
系
と
し
て
の
環
日
本
海
環
境
圏
へ
の
注
目
、
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る

（
２
）。

　

自
治
体
間
の
地
域
間
交
流
は
、
二
国
間
の
姉
妹
都
市
ば
か
り
で
な
く
、
多
都
市
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
形
成
し
て
い
る
。
極
東
ロ
シ
ア

と
日
本
の
沿
岸
都
市
か
ら
三
〇
人
以
上
の
市
長
が
二
年
に
一
回
、
日
ロ
沿
岸
市
長
会
議
を
開
催
し
、
経
済
交
流
、
文
化
交
流
、
観
光
、
環

境
問
題
な
ど
を
議
論
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
以
前
の
名
称
「
日
ソ
」
沿
岸
市
長
会
議
か
ら
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
始
ま
り
は

冷
戦
時
代
の
一
九
七
〇
年
で
あ
る
。
兵
庫
県
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
一
九
九
六
年
に
設
立
さ
れ
た
北
東
ア
ジ
ア
地
域
自
治
体
連
合
（
Ｎ
Ｅ

Ａ
Ｒ
）
は
、
日
本
、
中
国
、
韓
国
、
ロ
シ
ア
極
東
な
ど
の
県
、
省
、
道
、
州
の
レ
ベ
ル
に
よ
る
自
治
体
間
の
交
流
・
協
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー



二
九
八

ク
で
あ
る
。

　

ま
た
地
域
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
も
対
岸
の
諸
都
市
と
の
、
主
に
経
済

交
流
を
活
性
化
す
る
こ
と
を
目
的
に
活
動
し
て
い
る
。
新
潟
市
の
環

日
本
海
経
済
研
究
所
（
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ａ
＝
一
九
九
三
年
設
立
）、
金
沢
市
の

北
陸
環
日
本
海
経
済
交
流
促
進
協
議
会
（
北
陸
Ａ
Ｊ
Ｅ
Ｃ
＝
一
九
九
二

年
設
立
）、
京
都
府
の
環
日
本
海
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
一

九
九
五
年
設
立
）、
鳥
取
市
の
と
っ
と
り
政
策
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー（
一

九
九
五
年
設
立
）
な
ど
が
あ
る
。
日
本
の
大
手
・
中
小
の
製
造
業
が

中
国
の
上
海
や
大
連
な
ど
へ
進
出
す
る
こ
と
は
す
で
に
一
つ
の
流
れ

に
な
っ
て
い
る
が
、
環
日
本
海
交
流
時
代
に
は
、
日
本
海
に
近
い
吉

林
省
の
長
春
、
延
吉
、
琿
春
な
ど
の
各
市
も
日
本
企
業
の
誘
致
に
力

を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
は
南
部
の
沿
岸
省
・
市
に
比
べ

て
経
済
発
展
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
「
東
北
現
象
」
と
呼
ん
で
い
た

中
国
も
、
冷
戦
終
結
後
、
そ
の
東
北
地
域
が
対
外
開
放
・
外
資
導
入

に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
北
東
ア
ジ
ア
の
国
境
を
超
え
る
交
流
を
分
析
し
て
み

る
と
、
そ
こ
に
は
自
治
体
、
経
済
団
体
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
企
業
、

【図表３】北東アジアにおける国境を超える自治体交流
筆者作成



国
境
地
域
か
ら
考
え
る
北
東
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
（
佐
渡
友
）

二
九
九

大
学
、
学
会
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
市
民
、
メ
デ
ィ
ア
機
関
な
ど
に
よ
っ
て
地
域
間
交
流
（local to local

）
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
地
域
間
交
流
が
北
東
ア
ジ
ア
の
地
域
形
成
に
果
た
す
役
割
は
け
っ
し
て
小
さ
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

五
．
地
域
交
流
圏
（sub-region

）
モ
デ
ル

　

環
日
本
海
圏
／
東
海
圏
に
お
け
る
ヒ
ト
、
団
体
、
モ
ノ
の
交
流
が
凝
集
さ
れ
新
し
い
交
流
圏
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
仮
説
が
地
域
交
流

圏
モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
環
バ
ル
ト
海
地
域
の
交
流
圏
を
参
考
に
し
て
い
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
、
そ

し
て
バ
ル
ト
三
国
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
環
バ
ル
ト
海
地
域
は
、
バ
イ
キ
ン
グ
時

代
の
昔
か
ら
交
流
と
武
力
衝
突
の
舞
台
で
あ
っ
た
。
一
四
世
紀
に
ハ
ン
ザ
都
市
同
盟
が
最
盛

期
を
迎
え
た
頃
に
、
対
岸
と
の
ヒ
ト
、
モ
ノ
の
交
流
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

（
３
）。

　
【
図
表
４
】
は
、
冷
戦
時
代
に
お
い
て
ロ
ー
カ
ル
か
ら
見
た
対
岸
諸
国
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
日
本
海
側
の
住
民
に
と
っ
て
、
冷
戦
時
代
の
中
国
や
ソ
連
は
遠
い
存

在
で
、
も
し
北
京
や
モ
ス
ク
ワ
へ
行
く
機
会
が
あ
っ
て
も
、
東
京
か
関
西
の
国
際
空
港
か
ら

出
か
け
た
で
あ
ろ
う
。
韓
国
は
比
較
的
近
い
国
で
は
あ
る
が
、
冷
戦
時
代
に
は
、
日
本
海
側

の
都
市
か
ら
ソ
ウ
ル
へ
飛
ぶ
直
行
便
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
日
本
海
を
挟
む
隣
国
で
あ
っ
て

も
、
意
識
の
上
で
は
、
そ
の
二
国
間
を
結
ぶ
も
の
は
首
都
と
首
都
の
交
流
が
そ
の
基
本
に
な
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【図表４】　ローカルからの対外意識（従来）

外国

外国

外国

日本

首都
Local
地元



三
〇
〇

　

冷
戦
終
結
後
、
状
況
は
変
容
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
自
治
体
、
経
済
団
体
、
シ
ン
ク
タ

ン
ク
、
企
業
、
大
学
、
市
民
な
ど
多
く
の
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
地
域
間
交
流
が
盛
ん
に
な
り
、

日
本
海
側
の
都
市
に
国
際
空
港
が
誕
生
し
て
地
域
住
民
が
直
接
対
岸
諸
国
へ
飛
べ
る
よ
う
に

な
っ
た
。【
図
表
５
】
は
こ
う
し
た
冷
戦
後
の
状
況
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
に
出
か

け
た
釜
山
や
対
馬
を
例
に
と
っ
て
、
こ
の
実
態
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

　

調
査
で
訪
れ
た
釜
山
広
域
市
は
、
福
岡
市
や
対
馬
と
の
交
流
を
含
む
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
自

治
体
外
交
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
、
釜
山
港
と
二
〇
〇
六
年
か
ら
段
階
を
追
っ
て
徐
々
に

開
港
し
た
釜
山
新
港
の
巨
大
な
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
は
現
在
、
六
二
基
の
ガ
ン
ト
リ
ー

ク
レ
ー
ン
が
あ
り
、
コ
ン
テ
ナ
の
取
扱
量
は
世
界
第
五
位
で
、
東
京
港
と
横
浜
港
を
合
わ
せ

た
量
の
約
二
倍
を
誇
る
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
は
ま
だ
建
設
中
で
、
お
そ
ら
く
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
港
を

上
回
り
世
界
一
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
日
本
の
五
七
の
港
か
ら
週
六
一
便
、

中
国
の
二
八
港
か
ら
週
五
三
便
、
東
南
ア
ジ
ア
二
一
港
か
ら
週
五
五
便
、
ロ
シ
ア
の
五
港
か

ら
週
一
六
便
が
到
着
す
る
、
ま
さ
に
日
本
海
／
東
海
の
物
流
の
ハ
ブ
港
、
北
東
ア
ジ
ア
の
ゲ
ー
ト
ウ
エ
イ
で
あ
る
。
釜
山
新
港
の
有
利
な

点
は
、
①
国
際
ハ
ブ
港
に
適
し
た
地
理
的
位
置
、
②
大
型
コ
ン
テ
ナ
船
の
接
岸
可
能
な
一
六
ｍ
以
上
の
水
深
、
③
政
府
の
政
策
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ

技
術
に
よ
る
価
格
競
争
力
、
な
ど
で
あ
る
。
背
後
の
物
流
団
地
に
は
、
物
流
倉
庫
や
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

そ
の
背
後
に
は
二
三
万
人
を
収
容
す
る
住
居
と
商
業
ス
ペ
ー
ス
が
建
設
さ
れ
る
予
定
で
あ
る

（
４
）。

西
日
本
の
港
か
ら
津
軽
海
峡
を
通
過
す
る

北
米
航
路
の
コ
ン
テ
ナ
船
は
、
ほ
と
ん
ど
釜
山
港
経
由
と
い
う
。

【図表５】ローカルからの対外意識（現在）

外国

外国

外国

日本

首都

Local

地元

Local

地元

Local

地元

Local

地元 Sub-Region



国
境
地
域
か
ら
考
え
る
北
東
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
（
佐
渡
友
）

三
〇
一

　

人
口
約
三
万
三
〇
〇
〇
の
対
馬
に
は
年
間
、
そ
の
五
倍
の
韓
国
人
観
光
客
が
釜
山
か
ら
国
際
定
期
船
で
訪
れ
る
。
日
韓
関
係
六
〇
〇
年

の
歴
史
資
源
と
魅
力
的
な
自
然
資
源
が
あ
る
こ
の
島
は
、
韓
国
か
ら
最
も
安
価
に
行
け
る
最
も
近
い
外
国
で
あ
る
。
対
馬
か
ら
釜
山
ま
で

は
五
〇
キ
ロ
で
、
釜
山
の
花
火
大
会
は
対
馬
で
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
筆
者
が
利
用
し
た
釜
山
発
の
三
〇
〇
人
乗
り
の
フ
ェ

リ
ー
は
ほ
ぼ
満
席
だ
っ
た
が
、
日
本
人
は
二
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
、
日
本
の
二
五
の
空
港
か
ら
韓
国
へ
定
期
便
が
運
航
さ
れ
、

年
間
二
五
〇
万
～
二
八
〇
万
人
の
渡
航
者
が
出
か
け
、
韓
国
か
ら
も
ほ
ぼ
同
人
数
が
や
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
現
地
調
査
か
ら
も
、
上
記

の
第
一
と
第
二
の
仮
説
モ
デ
ル
は
あ
る
程
度
、
検
証
で
き
る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。

六
．
機
能
主
義
（functionalism

）
モ
デ
ル

　

こ
の
モ
デ
ル
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ハ
ー
ス
が
欧
州
の
地
域
統
合
過
程
を
描
い
た
理
論
的
枠
組
み
で
、
統
合
は
経
済
分
野
か
ら
政
治
・
安

全
保
障
分
野
へ
と
波
及
し
て
い
く
と
主
張
す
る
。
小
さ
な
器
に
水
が
満
た
さ
れ
る
と
外
側
に
あ
る
大
き
な
器
に
水
が
溢
れ
出
す
（spillover

）

過
程
に
な
ぞ
ら
れ
て
「
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
・
モ
デ
ル
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
は
、
非
戦
略
的
領
域
で
の
国
境
を

超
え
た
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
戦
略
的
重
要
性
の
高
い
領
域
で
の
国
家
間
の
協
調
・
協
力
を
促
す
と
い
う
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
統
合
に
よ
る
新
た
な
政
治
共
同
体
が
既
存
の
主
権
国
家
に
優
先
す
る
「
超
国
家
主
義
」
を
志
向
し
、
そ
こ
に
多
く
の
政
治
的
権
威
を

移
譲
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
５
）。

ハ
ー
ス
よ
り
以
前
、
一
九
四
〇
年
代
に
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ト
ラ
ニ
ー
が
、
郵
便
・
電
気
通
信
・
運
輸
・

貿
易
な
ど
の
分
野
で
相
互
依
存
が
確
立
し
、
国
境
を
横
断
し
た
機
能
別
国
際
機
関
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
最
終
的
に
世
界
共
同
体
が

創
設
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
国
際
関
係
論
の
理
論
研
究
で
は
、
こ
の
ミ
ト
ラ
ニ
―
の
説
を
「
国
際
機
能
主
義
」
の
始
ま
り
と
し
、
ハ
ー

ス
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
・
モ
デ
ル
は
「
国
際
新
機
能
主
義
（international neo-functionalism

）」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
本
論



三
〇
二

で
は
単
に
、
機
能
主
義
と
し
て
解
説
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

北
東
ア
ジ
ア
の
機
能
主
義
モ
デ
ル
を
考
察
す
る
際
に
は
、
国
境
を
超
え
る
ヒ
ト
の
往
来
、
貿
易
や
経
済
交
流
の
進
展
が
、
や
が
て
政
府

間
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
、
首
脳
外
交
に
ま
で
発
展
す
る
と
い
う
過
程
を
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
北
東
ア
ジ
ア
に
は
現
在
、
地
域
統
合
を
め
ざ

し
た
政
府
間
交
渉
は
存
在
し
な
い
の
で
、
市
民
交
流
、
貿
易
・
経
済
交
流
な
ど
の
ロ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
分
野
が
、
外
交
・
安
全
保
障
な

ど
の
ハ
イ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
分
野
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
に
注
目
し
、
ま
た
そ
の
過
程
を
地
域
形
成
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
焦
点
と
な
る
。【
図
表
６
】
は
、
北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
市
民
、
企
業
、
自
治
体
な
ど
の
交
流
か
ら
政
府
間
関
係
に
至
る
ま
で
の
多
層

的
な
交
流
・
協
力
の
実
態
を
検
討
し
て
、
機
能
主
義
モ
デ
ル
の
原
型
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
北
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
ヒ
ト
・
モ
ノ
の
交
流
は
進
展
し
、
大
学
間
、
企
業
間
、
自
治
体
間
の
交
流
も
盛
ん

で
あ
る
。
政
府
間
の
対
話
や
交
渉
は
「
ト
ラ
ッ
ク
１
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
う
し
た
民
間
、
非
政
府
の
対
話
や
交
流
を
「
ト
ラ
ッ
ク
２
」

と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
非
政
府
の
様
々
な
分
野
で
そ
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
間
の
対
話
を
促
進
す
る
か
ど
う
か
に
注

目
す
る
。
実
際
、
日
中
韓
三
か
国
は
、
二
〇
一
二
年
に
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
開
始
を
宣
言
し
、
一
三
年
三
月
に
第
一
回
交
渉
会
合
を
開
催
し
て
い

る
。
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
、
関
税
を
な
く
す
品
目
の
比
率
で
あ
る
自
由
化
率
の
目
標
を
締
約
国
間
の
交
渉
に
よ
り
設
定
で
き
る
た
め
、W

in-W
in

の
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
に
と
っ
て
最
大
の
貿
易
相
手
国
で
あ
る
中
国
に
対
し
、
日
本
は
年
間
九
〇
〇
〇
億
円
規
模
の
関
税

を
支
払
っ
て
い
る
の
で
、
自
由
化
の
恩
恵
は
大
き
い
。
だ
が
一
四
年
八
月
に
第
五
回
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
会
合
で
は
協
議
が
難
航
し
、
局
長
級
、

局
次
長
級
に
交
渉
を
分
離
す
る
こ
と
す
る
こ
と
に
な
り
交
渉
が
停
滞
す
る
一
方
で
、
中
韓
の
二
国
間
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
実
質
妥
結
に
向
か
っ
て
動

き
出
し
た
。
確
か
に
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
に
は
時
間
が
か
か
る
。
何
年
後
に
何
％
の
品
目
の
関
税
を
ゼ
ロ
に
す
る
の
か
、
品
目
は
ど
れ
に
す
る
の

か
な
ど
、
官
僚
た
ち
は
山
積
み
に
さ
れ
た
書
類
に
目
を
通
し
な
が
ら
交
渉
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
、
政
府
間
の
協
定
に



国
境
地
域
か
ら
考
え
る
北
東
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
（
佐
渡
友
）

三
〇
三

よ
る
地
域
形
成
の
端
緒
で
あ
り
、
そ
の
上
位
に
あ
る
外
交
や
安
全
保
障
と

い
う
別
の
機
能
へ
の
入
り
口
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
北
東
ア
ジ

ア
に
お
け
る
機
能
主
義
モ
デ
ル
に
よ
る
地
域
形
成
の
構
想
で
あ
る

（
６
）。

　

北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
ト
ラ
ッ
ク
１
」
の
中
で
最
も
ハ
イ
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
な
課
題
は
、
地
域
の
安
全
保
障
と
北
朝
鮮
の
核
問
題
で
あ
る
。【
図

表
６
】
に
あ
る
「
北
東
ア
ジ
ア
協
調
安
全
保
障
機
構
」
も
「
北
東
ア
ジ
ア

非
核
地
帯
」
も
、
こ
の
二
〇
年
間
に
政
治
家
や
研
究
者
か
ら
提
案
さ
れ
た

構
想
で
は
あ
る
が
、
政
府
間
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
か
れ
た
こ
と
は

な
い
。
こ
れ
ら
の
構
想
は
、
い
わ
ば
「
ト
ラ
ッ
ク
２
」
の
発
想
で
あ
る
と

い
え
る
。
ち
な
み
に
、
政
治
家
、
官
僚
、
学
者
、
経
済
人
、
市
民
な
ど
が

一
同
に
会
し
、
地
域
の
政
治
や
安
全
保
障
な
ど
に
つ
い
て
議
論
す
る
場

（
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
は
「
ト
ラ
ッ
ク
1.5
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
北
東
ア
ジ
ア
で
は
、
ヒ
ト
、
モ
ノ
の
交
流
が
す
ぐ
に
Ｆ
Ｔ
Ａ

に
結
び
つ
か
ず
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
も
外
交
や
安
全
保
障
に
発
展
す
る
見
通
し
が
ほ

と
ん
ど
な
い
状
況
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
研
究
者
か
ら
は
こ
の
理
論
的
枠

組
み
は
否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
機
能
主
義
モ
デ
ル
の
検
証
に
は
、
よ

り
多
く
の
時
間
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
現
地
調
査
に
よ
っ
て

【図表６】北東アジアの地域形成をめぐる多層的交流と協力

﹇
ト
ラ
ッ
ク
１
﹈

﹇
ト
ラ
ッ
ク
２
﹈

筆者作成



三
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四

直
ち
に
検
証
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。

七
．
ま
と
め
と
展
望

　

こ
れ
ま
で
北
東
ア
ジ
ア
の
特
に
日
中
韓
の
三
国
を
中
心
に
、
主
に
非
政
府
間
の
ヒ
ト
、
団
体
、
モ
ノ
の
交
流
か
ら
地
域
形
成
の
可
能
性

を
検
討
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
地
域
主
義
と
い
う
国
際
関
係
論
の
用
語
を
使
っ
て
、
地
域
に
共
通
の
利
益
、
発
展
を
見
出
し
て
地
域
形
成

を
試
み
る
国
家
間
グ
ル
ー
プ
の
思
想
や
運
動
を
分
析
し
た
。
そ
し
て
分
か
っ
た
こ
と
は
、
北
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
ヒ
ト
、
団
体
、
モ
ノ
の

交
流
量
は
か
な
り
増
大
し
て
い
る
反
面
、
政
府
間
の
公
式
な
交
渉
に
よ
る
地
域
形
成
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
日
中
韓
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉

の
み
で
、
地
域
主
義
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
動
き
は
政
府
間
で
は
見
出
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
地
域
主
義
を
思
想
、
運
動
あ
る
い
は

志
向
さ
れ
た
「
主
義
」
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
捉
え
る
と
、
北
東
ア
ジ
ア
の
地
域
形
成
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

　

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ハ
レ
ル
は
「
地
域
主
義
」
の
概
念
を
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
①
地
域
化
（regionalization

）：

政
策
的
意
図
が
な
く
と
も
進
行
す
る
社
会
的
・
経
済
的
相
互
作
用
の
過
程
、
②
地
域
意
識
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（regional aw

areness 

and identity

）：
文
化
、
歴
史
、
伝
統
な
ど
の
共
通
認
識
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
共
有
す
る
、
③
地
域
的
国
家
間
協
力
（regional in-

terstate cooperation

）：
国
家
（
政
府
）
間
の
取
り
決
め
に
よ
る
レ
ジ
ー
ム
の
構
築
、
④
国
家
主
導
型
地
域
統
合
（state-prom

oted region-

al integration

）：
貿
易
自
由
化
、
関
税
同
盟
な
ど
政
府
の
政
策
決
定
に
よ
り
促
進
さ
れ
る
地
域
的
経
済
統
合
、
⑤
地
域
的
結
合
性
（regional 

cohesion

）：
他
の
地
域
の
国
々
以
上
に
地
域
内
で
の
多
分
野
の
組
織
化
の
進
展
、
で
あ
る

（
７
）。

こ
の
中
の
①
は
、
政
府
の
政
策
意
図
が
な
く

と
も
多
様
な
領
域
で
の
相
互
作
用
が
作
り
出
す
地
域
化
現
象
を
提
示
し
て
い
て
、
こ
の
こ
と
を
研
究
者
は
「
ソ
フ
ト
地
域
主
義
（soft re-

gionalism

）」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
概
念
は
「
新
し
い
地
域
主
義
」
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
東
ア
ジ
ア
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五

の
地
域
形
成
は
、
過
去
か
ら
今
日
ま
で
の
相
互
作
用
の
深
化
に
注
目
し
な
が
ら
「
新
し
い
地
域
主
義
」
の
視
点
か
ら
再
考
察
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
。

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
、
展
望
を
描
い
て
み
た
い
。
第
一
に
、
北
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
筆
者
が
提
示
し
た
二
つ
の

仮
説
モ
デ
ル
、「
地
域
間
交
流
（local to local

）
モ
デ
ル
」
と
「
地
域
交
流
圏
（sub-region

）
モ
デ
ル
」
は
、
現
地
調
査
か
ら
も
検
証
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、「
機
能
主
義
モ
デ
ル
」
は
否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
日
中
韓
三
国
間
の
Ｆ
Ｔ

Ａ
交
渉
の
開
始
を
き
っ
か
け
に
、
長
期
的
視
点
で
検
証
を
試
み
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
に
、
国
境
を
超
え
る
サ
ブ
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
下

位
地
域
主
義
）
の
形
成
に
は
、
政
府
機
関
、
政
府
間
国
際
組
織
、
自
治
体
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
経
済
界
、
大
学
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
多
層
・
多

様
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
「
ト
ラ
ッ
ク
２
」「
ト
ラ
ッ
ク
1.5
」
の
対
話
が
重
要
で
あ
る
。
第
四
に
、「
北
東
ア
ジ
ア
市
民
」
と
い
う
地
域
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
醸
成
す
る
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア
、
教
育
・
研
修
な
ど
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
第
五
に
、
大
学
や
学
会
に
は
北
東
ア
ジ

ア
に
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
と
い
う
課
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

隣
国
の
国
民
同
士
の
相
互
理
解
に
は
、
若
い
世
代
か
ら
は
じ
め
る
交
流
や
教
育
が
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
そ
れ
に
は
長
い
時
間
が
か
か

る
。
東
ア
ジ
ア
共
通
の
価
値
観
形
成
と
次
世
代
の
人
材
育
成
を
目
的
に
始
ま
っ
た
「CA

M
PU

S A
sia

」
は
、
二
〇
一
〇
年
に
東
京
に
お

け
る
第
一
回
日
中
韓
大
学
間
交
流
・
連
携
推
進
会
議
で
そ
の
取
り
組
み
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
現
在
、
東
京
か
ら
九
州
ま
で
の
一
六
の
国
立

系
大
学
と
私
立
大
学
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
り
、
留
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
る

（
８
）。

ま
た
民
間
の
「
ワ
ン
ア
ジ
ア
財
団
」
は
、
二
〇

一
〇
年
か
ら
、
将
来
に
向
け
た
ア
ジ
ア
共
同
体
の
創
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
学
科
、
教
科
、
講
座
を
創
設
す
る
ア
ジ
ア
各
国
の

大
学
へ
助
成
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
寄
付
講
座
を
開
設
し
た
大
学
は
、
日
本
四
五
、
中
国
四
七
、
韓
国
三
四
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
五
な

ど
、
二
〇
カ
国
に
及
ん
で
い
る

（
９
）。

こ
の
他
、「
ア
ジ
ア
連
合
大
学
院
大
学
構
想
」「
ア
ジ
ア
人
材
育
成
機
構
」
な
ど
北
東
ア
ジ
ア
の
人
材
育
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六

成
の
た
め
の
活
動
は
活
発
に
な
っ
た
。

　

政
府
間
関
係
や
メ
デ
ィ
ア
報
道
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
「
想
像
の
日
中
韓
関
係
」
と
は
違
っ
た
、
実
像
の
日
中
韓
関
係
を
観
察
し
検
証

し
な
が
ら
、
北
東
ア
ジ
ア
に
「
政
暖
経
熱
人
知
」
を
め
ざ
し
た
地
域
形
成
を
模
索
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

（
１
）　

佐
渡
友
哲
「
北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
新
国
際
秩
序
へ
の
模
索
―
内
発
的
下
位
地
域
国
際
協
力
構
想
の
視
点
か
ら
―
」『
政
経
研
究
』
第
三
九
巻

第
四
号
、
日
本
大
学
法
学
部
、
二
〇
〇
三
年
、
三
八
三
―
三
九
四
頁
。
こ
こ
で
は
、
国
家
間
経
済
協
力
モ
デ
ル
、
自
治
体
間
交
流
モ
デ
ル
、
産
官
学

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
モ
デ
ル
を
取
り
上
げ
、
国
家
（
政
府
）、
自
治
体
、
企
業
、
官
僚
、
大
学
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
な
ど
の
ア
ク
タ
ー
を
中
心
に
交
流
モ
デ

ル
を
考
察
し
た
。

（
２
）　

佐
渡
友
、
前
掲
論
文
、
三
八
二
―
三
八
三
頁
を
参
照
。

（
３
）　

環
バ
ル
ト
海
地
域
交
流
に
つ
い
て
は
、
百
瀬
宏
、
志
摩
園
子
、
大
島
美
穂
『
環
バ
ル
ト
海
―
地
域
協
力
の
ゆ
く
え
』
岩
波
新
書
、
一
九
九
五
年
、

五
―
二
七
頁
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
環
日
本
海
地
域
と
環
バ
ル
ト
海
地
域
と
の
比
較
研
究
に
つ
い
て
は
、
百
瀬
宏
「
環
バ
ル
ト
海
と
環
日
本
海
」、

多
賀
秀
敏
編
『
環
日
本
海
叢
書
Ⅰ
・
国
境
を
越
え
る
実
験
』
有
信
堂
、
一
九
九
二
年
、
九
九
―
一
三
二
頁
が
有
益
で
あ
る
。

（
４
）　

釜
山
港
と
釜
山
新
港
に
つ
い
て
は
、
釜
山
港
湾
公
社
（Busan Port A

uthority

）
で
の
聞
き
取
り
調
査
、
Ｈ
Ｐ
「
韓
国
プ
サ
ン
港
の
現
状
」

な
ど
を
参
考
に
し
た
。

（
５
）　Ernst B. H

aas, T
he U

niting of E
urope: P

olitical Social, and E
conom

ic Forces, 1950-1957, Stanford U
niversity Press, 

California, 1968, pp.3-4. 

鴨
武
彦
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
二
年
、
八
四
―
九
六
頁
。
佐
渡
友
哲
「
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
新
し
い
地
域
主
義
―
Ｅ
Ａ
Ｃ
構
想
に
お
け
る
サ
ブ
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
Ｇ
Ｍ
Ｓ
と
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｓ
―
」『
政
経
研
究
』
第
四
七
巻
、
第
四
号
、
二

〇
一
一
年
三
月
、
二
一
―
二
二
頁
。

（
６
）　

北
東
ア
ジ
ア
の
地
域
形
成
に
お
け
る
機
能
主
義
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
以
下
の
拙
稿
を
参
照
。T

etsu Sadotom
o, 

“The T
w

enty Y
ears

’ 
O

bservations in N
ortheast A

sia: T
hen and N

ow
 from

 Japan Side Research Perspective

”, T
he Frontiers of N

orth E
ast A

sian 
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友
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三
〇
七

Studies, V
ol. 12, T

he A
ssociation for N

ortheast A
sia Regional Studies Japan, O

ctober 2013, pp.9-10.
（
７
）　A

ndrew
 H

urrell, 

“Regionalism
 in theoretical Perspective

”, Louise Faw
cett &

 A
ndrew

 H
urrell ed., R

egionalism
 in W

orld 
Politics: R

egional O
rganization and International O

rder, O
xford U

niversity Press, 1995, pp.39-45. 

菅
英
輝
、
栗
栖
薫
子
監
訳
『
地

域
主
義
と
国
際
秩
序
』
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
。

（
８
）　CA

M
PU

S A
sia

に
つ
い
て
詳
し
く
は
次
の
文
献
を
参
照
。T

etsu Sadotom
o, 

前
掲
論
文
、pp.12-13. 　

http://w
w

w
.m

ext.go.jp/ 
a_m

enu/koutou/shitu/1292771.htm
.　

http://cam
pus-asia.ccsv.okayam

a-u.ac.jp/about-cam
pus-asia-program

（
９
）　

ワ
ン
ア
ジ
ア
財
団
に
つ
い
て
は
次
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
。http://w

w
w

.oneasia.or.jp/foundation/index.htm
l
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１
．
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
自
治
制
度
改
革

２
．
日
本
の
地
方
分
権
改
革
の
歴
史
と
特
徴

３
．
韓
国
の
地
方
分
権
改
革
の
歴
史
と
特
徴

４
．
釜
山
広
域
市
の
地
域
的
特
徴
お
よ
び
国
際
交
流

５
．
対
馬
市
の
誕
生
と
地
域
発
展
策
お
よ
び
地
域
交
流
策

６
．
対
馬
市
地
域
お
こ
し
と
国
際
交
流

１
．
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
自
治
制
度
改
革

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
敗
戦
に
よ
り
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
間
接
統
治
下
に
入
っ
た
日
本
と
、
日
本
か
ら
の
支
配
か
ら
開
放
さ
れ
た
韓
国
は
、
と
も

　

日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と

地
域
活
性
化
策
の
現
状

　
　
釜
山
広
域
市
と
対
馬
市
の
交
流
を
中
心
と
し
て
　
　

山
　
　
田
　
　
光
　
　
矢



三
一
〇

に
ア
メ
リ
カ
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
民
主
的
な
地
方
自
治
制
度
の
確
立
に
向
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
両
国
の
戦
後
の
民
主
化
と
地

方
分
権
を
大
き
く
分
け
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
は
、
戦
後
の
冷
戦
構
造
の
影
響
で
あ
っ
た
。
特
に
、
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て

戦
場
と
な
り
、
分
断
国
家
と
し
て
国
境
線
で
民
族
が
敵
対
す
る
こ
と
に
な
っ
た
韓
国
と
、
一
九
五
一
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議

に
お
け
る
「
講
和
条
約
」
締
結
に
よ
り
、
沖
縄
県
や
奄
美
諸
島
さ
ら
に
北
方
領
土
の
占
領
と
い
う
若
干
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
統
一
国

家
と
し
て
主
権
を
回
復
し
た
日
本
で
は
、
大
き
く
異
な
っ
た
政
治
体
制
や
改
革
の
手
順
を
も
っ
て
、
地
方
分
権
の
拡
充
に
向
け
た
改
革
を
、

紆
余
曲
折
を
た
ど
り
な
が
ら
実
践
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
複
雑
な
改
革
の
歴
史
か
ら
は
、
地
方
分
権
改
革
は
終
わ
り
の
な
い
政
治
課

題
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
両
国
の
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
の
概
要
は
表
１
の
と
お
り
で

あ
る
。

　

日
本
は
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
と
地
方
自
治
法
の
制
定
お
よ
び
改
正
を
通
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
型
の
民
主
的
な
地
方
自
治
制
度
の
導
入
と

分
権
型
地
方
自
治
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
戦
後
改
革
直
前
の
一
九
四
五
年
一
〇
月
時
点
で
は
、
日
本
の
市
町
村
は

二
〇
五
市
、
一
七
九
七
町
、
八
五
一
八
村
の
合
計
一
万
五
二
〇
市
町
村
で
あ
っ
た
。
民
主
的
な
地
方
分
権
の
推
進
と
、
市
町
村
の
適
正
規

模
化
に
よ
る
効
率
的
地
方
行
政
の
推
進
の
た
め
に
は
、
市
町
村
合
併
が
必
要
不
可
欠
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
民
主
的
な

地
方
自
治
制
度
の
確
立
の
方
向
性
を
示
し
た
も
の
の
一
つ
が
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
あ
り
、
効
率
的
な
地
方
自
治
制
度
は
昭
和
の
大
合
併
に
よ
っ

て
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

地
方
分
権
改
革
の
歴
史
の
中
で
も
、
シ
ャ
ウ
プ
が
提
示
し
た
地
方
税
制
の
確
立
、
国
庫
補
助
金
の
原
則
廃
止
、
国
・
都
道
府
県
・
市
町

村
間
の
行
政
事
務
権
限
の
配
分
、
行
政
責
任
明
確
化
と
市
町
村
優
先
の
原
則
は
、
現
在
で
も
、
民
主
的
な
地
方
自
治
制
度
の
確
立
の
み
な

ら
ず
、
効
率
的
な
地
方
自
治
制
度
の
推
進
を
目
的
と
す
る
地
方
分
権
改
革
の
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
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表
１
　
日
本
と
韓
国
の
地
方
自
治
関
連
法
規
と
政
策
年
表

日
　

　
　

　
　

本
韓

　
　

　
　

　
国

年
事

　
　

　
柄

事
　

　
　

項
事

　
　

　
柄

事
　

　
　

項
1945

終
　

　
戦

（
8.15.）

GH
Q

に
よ

る
間

接
統

治
8.15開

放
大

韓
民

国
政

府
誕

生
1946

東
京

都
制

改
正

、
府

県
制

改
正

都
道

長
官

・
府

県
知

事
・

市
町

村
長

の
公

選
市

制
改

正
、

町
村

制
改

正
直

接
請

求
制

度
の

導
入

1947
日

本
国

憲
法

施
行

（
5.3.）

第
８

章
地

方
自

治
（

92-95）
地

方
自

治
法

施
行

（
5.3.）

1947.4.17.公
布

1948
警

察
法

、
教

育
委

員
会

法
制

定
国

家
地

方
警

察
と

自
治

体
警

察
第

１
共

和
国

憲
法

制
定

（
7.17.）

第
８

章
地

方
自

治
（

96-97）
1949

シ
ャ

ウ
プ

勧
告

事
務

再
配

分
、

税
制

改
革

、
地

方
自

治
法

制
定

都
・

農
分

離
式

の
区

域
再

編
市

町
村

中
心

主
義

朝
鮮

戦
争

等
の

影
響

で
機

能
せ

ず
1950

地
方

公
務

員
法

、
地

方
税

法
制

定
地

方
自

治
法

改
正

：
直

接
請

求
手

続
整

備
朝

鮮
戦

争
（

6.25.）
1952

地
方

自
治

法
改

正
特

別
区

長
の

公
選

制
廃

止
（

1974年
復

活
）

広
域

自
治

団
体

議
会

議
員

選
挙

首
長

は
大

統
領

が
任

命
基

礎
自

治
団

体
議

会
議

員
選

挙
首

長
は

議
会

で
互

選
1953

町
村

合
併

促
進

法
施

行
３

年
間

の
時

限
法

：
昭

和
の

大
合

併
朝

鮮
戦

争
停

戦
（

7.27.）
1656

新
市

町
村

建
設

促
進

法
施

行
５

年
間

の
時

限
法

地
方

自
治

法
改

正
政

令
指

定
都

市
制

度
創

設
1960

第
２

共
和

国
憲

法
第

11章
地

方
自

治
1961

新
市

町
村

建
設

促
進

法
一

部
失

効
昭

和
の

大
合

併
終

了
軍

事
ク

ー
デ

タ
ー

地
方

自
治

に
関

す
る

臨
時

措
置

法
：

地
方

議
会

解
散

1962
全

国
総

合
開

発
計

画
地

域
間

の
均

衡
あ

る
発

展
第

３
共

和
国

憲
法

第
３

章
「

統
治

機
構

」
第

５
節

「
地

方
自

治
」：

制
度

改
革

1969
新

全
国

総
合

開
発

計
画

豊
か

な
環

境
の

創
造

1972
第

４
共

和
国

憲
法

（
維

新
憲

法
）

地
方

議
会

：
国

家
統

一
ま

で
構

成
せ

ず
1977

第
三

次
全

国
総

合
開

発
計

画
人

間
居

住
の

総
合

的
環

境
整

備
1980

第
５

共
和

国
憲

法
地

方
議

会
の

構
成

：
法

律
で

定
め

る
1987

第
四

次
全

国
総

合
開

発
計

画
多

極
分

散
型

国
土

の
構

築
第

６
共

和
国

憲
法

民
主

化
宣

言
：

憲
法

全
面

改
正

1988
地

方
自

治
法

改
正

議
会

設
置

、
首

長
公

選
制

1989
1949年

地
方

自
治

法
の

自
治

復
活

議
会

選
挙

:1991年
、

首
長

選
挙

:そ
の

後
1994

地
方

自
治

法
改

正
中

核
市

制
度

及
び

広
域

連
合

制
度

創
設

都
農

複
合

都
市

行
政

特
例

法
制

定
1998

21世
紀

国
土

の
グ

ラ
ン

ド
デ

ザ
イ

ン
多

軸
型

国
土

構
造

の
形

成
中

央
行

政
権

限
の

地
方

移
譲

促
進

法
地

方
移

譲
委

員
会

設
置

1999
地

方
自

治
法

改
正

平
成

の
大

合
併

・
特

例
市

制
度

創
設

地
方

自
治

法
改

正
2003

地
方

分
権

特
別

法
政

府
確

信
地

方
分

権
推

進
委

員
会

設
置

2004
地

方
自

治
法

改
正

地
域

自
治

区
制

度
創

設
地

方
自

治
法

改
正

住
民

投
票

法
制

定
に

伴
う

関
係

条
項

改
正

2006
済

州
特

別
自

治
道

等
設

置
特

別
法

済
州

特
別

自
治

道
移

行
2008

国
土

形
成

計
画

多
様

な
地

域
ブ

ロ
ッ

ク
の

形
成

2010
市

町
村

の
合

併
の

特
例

に
関

す
る

法
律

平
成

の
大

合
併

の
終

了
2012

世
宗

特
別

自
治

市
等

設
置

特
別

法
世

宗
特

別
自

治
市

移
行

注
：

韓
国

に
つ

い
て

は
、

CLA
IR『

韓
国

の
地

方
制

度
』、

伊
誠

國
『

韓
国

に
お

け
る

地
方

分
権

改
革

の
分

析
』

公
人

の
友

社
、

申
龍

徹
『

韓
国

行
政

・
自

治
入

門
』

公
人

社
、

李
憲

模
「

比
較

研
究

へ
の

一
試

論
（

Ⅱ
）

―
日

韓
の

大
都

市
制

度
を

中
心

に
―

」『
中

央
学

院
大

学
法

学
論

叢
』

中
央

学
院

大
学

法
学

部
第

18巻
な

ど
を

参
照

し
て

整
理

し
た

。
　

　
日

本
に

つ
い

て
は

、
総

務
省

H
P「

地
方

自
治

制
度

の
歴

史
」「

市
町

村
数

の
変

遷
と

明
治

・
昭

和
の

大
合

併
の

特
徴

」
や

、
妹

尾
克

敏
著

『
地

方
自

治
法

の
解

説
　

九
訂

版
』

一
ツ

橋
出

版
な

ど
を

参
照

し
て

作
成

し
た

。



三
一
二

マ
ム
を
中
心
と
し
た
地
域
間
の
平
準
化
や
国
や
都
道
府
県
の
関
与
の
必
要
性
と
、
地
域
的
な
特
色
を
生
か
し
た
地
域
主
導
の
多
様
な
地
方

自
治
の
推
進
の
必
要
性
を
考
慮
し
た
、
調
和
の
取
れ
た
地
方
分
権
改
革
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中

で
、
戦
後
日
本
の
地
方
分
権
改
革
の
一
つ
と
し
て
実
践
さ
れ
た
も
の
が
、
昭
和
の
大
合
併
や
種
々
の
広
域
行
政
圏
の
設
定
、
さ
ら
に
平
成

の
大
合
併
や
定
住
自
立
圏
の
設
定
な
ど
に
よ
る
基
礎
自
治
体
の
広
域
化
で
あ
っ
た
。
反
面
、
現
在
で
は
「
地
域
自
治
組
織
」
や
「
合
併
特

定
区
」
な
ど
の
準
自
治
体
的
な
自
治
区
域
の
設
定
も
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

　

韓
国
で
は
、「
周
知
の
ご
と
く
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
殖
民
統
治
か
ら
独
立
を
迎
え
た
韓
国
は
、
約
三
年
に
わ
た
る
米
軍
統
治
を
経

験
し
た
後
、
一
九
四
八
年
八
月
一
五
日
大
韓
民
国
と
い
う
国
名
で
名
実
と
も
に
完
全
な
独
立
国
と
な
る
。
日
本
に
よ
る
殖
民
統
治
お
よ
び

米
軍
統
治
と
い
う
外
部
勢
力
に
よ
る
ほ
ぼ
四
〇
年
間
に
及
ぶ
支
配
を
受
け
て
き
た
韓
国
は
、
独
立
を
迎
え
自
主
的
な
憲
法
を
制
定
す
る
に

い
た
る
。
こ
の
憲
法
の
中
に
は
、
地
方
自
治
に
関
す
る
基
本
原
則
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
九
四
九
年
七
月
四
日
地
方

自
治
法
が
制
定
・
公
布

（
１
）」

さ
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
左
右
の
激
し
い
対
立
や
、
一
九
五
〇
年
か
ら
五
三
年
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
朝
鮮

戦
争
の
影
響
な
ど
も
あ
っ
て
、
韓
国
で
は
地
方
自
治
制
度
は
有
効
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
２
）。

韓
国
で
は
一
九
五
二
年
、
五
六
年
、

六
〇
年
に
地
方
議
会
議
員
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
が
、
一
九
六
一
年
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
地
方
議
会
が
解
散
さ
れ
、
一
九
九
一
年

ま
で
地
方
選
挙
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
間
は
軍
事
独
裁
政
権
に
よ
る
開
発
独
裁
と
い
わ
れ
る
、
上
か
ら
の
経
済
成
長
策
が
実
施
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

韓
国
の
地
方
自
治
の
大
き
な
転
換
点
は
、
一
九
八
七
年
の
第
六
共
和
国
憲
法
の
制
定
と
、
民
主
化
宣
言
を
前
提
と
し
て
実
施
さ
れ
た
一

九
八
八
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
と
も
な
う
地
方
自
治
制
度
の
改
革
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
四
九
年
の
地
方
自
治
法
以
降
の
、
伝
統

的
な
「
都
・
農
分
離
方
式
」
を
「
都
農
複
合
方
式
」
に
か
え
る
画
期
的
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
改
革
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
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韓
国
の
地
方
自
治
制
度
は
、
こ
れ
ま
で
の
原
則
一
層
制
の
首
都
と
工
業
地
域
と
、
原
則
二
層
制
の
農
村
地
域
と
い
う
複
合
的
な
地
方
自
治

制
度
を
、
首
都
や
大
都
市
で
は
特
別
市
や
広
域
市
と
自
治
区
や
郡
に
よ
る
、
農
村
地
域
で
は
道
と
市
や
郡
に
よ
る
、
全
て
二
層
制
の
自
治

制
度
に
変
革
し
た
。
さ
ら
に
広
域
行
政
化
を
進
展
さ
せ
た
結
果
、
自
治
体
相
互
間
の
規
模
は
、
人
口
や
面
積
で
見
た
場
合
に
は
、
日
本
の

よ
う
な
極
端
な
違
い
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

日
本
と
韓
国
の
地
方
自
治
制
度
の
相
違
を
警
察
行
政
、
消
防
行
政
、
教
育
行
政
か
ら
見
て
い
く
と
そ
の
相
違
が
理
解
で
き
る
。
日
本
で

は
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
影
響
を
受
け
て
、
自
治
体
（
市
町
村
）
警
察
、
自
治
体
（
市
町
村
）
消
防
を
前
提
と
し
た
制
度
改
革
が
行
わ
れ
た
が
、

警
察
は
都
道
府
県
警
察
と
な
り
、
消
防
は
自
治
体
（
市
町
村
）
消
防
と
な
っ
た
。
教
育
行
政
は
公
選
の
教
育
委
員
会
制
度
を
前
提
に
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
制
度
が
調
わ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
現
在
で
は
任
命
制
の
教
育
委
員
会
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も

義
務
教
育
は
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
中
心
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
人
事
権
を
中
心
に
都
道
府
県
教
育
委
員
会
の
関
与
の

度
合
い
が
高
い

（
３
）も

の
と
な
っ
て
い
る
。

　

韓
国
の
消
防
は
、
一
九
四
六
―
四
八
年
の
米
国
軍
政
時
代
は
自
治
消
防
体
制
が
ひ
か
れ
て
い
た
が
、
韓
国
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
と
国
家

消
防
体
制
と
な
っ
た
。
一
九
五
八
年
の
「
消
防
法
」
に
よ
っ
て
、
内
務
部
の
国
家
警
察
本
部
内
に
消
防
課
が
設
置
さ
れ
、
国
家
警
察
体
制

に
組
み
込
ま
れ
た
。
一
九
七
二
年
の
「
政
府
組
織
法
」
の
改
正
を
う
け
て
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
と
釜
山
直
轄
市
は
自
治
消
防
と
な
っ
た
が
、

そ
の
他
の
市
と
道
は
国
家
消
防
と
な
っ
た
。
一
九
九
一
年
の
「
消
防
法
」
改
正
を
う
け
て
、
特
別
市
・
広
域
市
と
道
の
広
域
自
治
消
防
と

な
り
、
消
防
職
員
の
大
部
分
は
地
方
公
務
員
と
な
っ
た
。
韓
国
の
警
察
は
、
一
九
四
八
年
の
内
務
部
治
安
局
の
設
置
に
よ
り
国
家
組
織
と

な
っ
た
。
一
九
九
一
年
の
「
警
察
法
」
に
よ
り
、
内
務
部
（
現
：
行
政
自
治
部
）
の
外
庁
と
し
て
警
察
庁
が
設
立
さ
れ
、
特
別
市
・
広
域
市

と
道
単
位
に
地
方
警
察
庁
が
設
立
さ
れ
た
が
、
警
察
庁
が
地
方
警
察
庁
を
指
揮
監
督
す
る
国
家
警
察
体
制
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。



三
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二
〇
〇
四
年
の
「
地
方
分
権
特
別
法
」
に
よ
り
、
自
治
警
察
制
度
の
導
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
が
、
済
州
特
別
自
治
道
の
み
に
し
か
自
治

警
察
制
は
導
入
さ
れ
て
い
な
い
。
教
育
行
政
は
地
方
自
治
団
体
の
事
務
と
さ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
〇
六
年
以
前
は
間
接
選
挙
の
教
育
委
員

会
で
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、「
地
方
教
育
自
治
に
関
す
る
法
律
」
の
全
面
改
正
を
受
け
て
、
委
員
の
過
半
数
を
住
民
が
直
接
に
選
挙
す
る

制
度
に
改
革
さ
れ
て
い
る

（
４
）。

　

日
本
と
韓
国
の
地
方
自
治
制
度
改
革
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
類
似
し
た
形
の
広
域
化
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
の
広
域

自
治
体
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
Ｇ
Ｌ
Ｃ
と
八
つ
の
地
域
開
発
公
社
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
と
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
一
二

地
区
と
し
た
場
合
、
そ
の
平
均
面
積
は
二
〇
三
〇
六
㎢
で
平
均
人
口
は
五
〇
三
万
人
と
な
る
。
韓
国
の
広
域
地
方
自
治
団
体
の
平
均
面
積

は
五
八
八
二
㎢
で
平
均
人
口
は
二
九
四
万
人
と
な
る
。
日
本
の
都
道
府
県
の
平
均
面
積
は
八
〇
三
九
㎢
で
平
均
人
口
は
二
七
二
万
人
で
あ

る
。
た
だ
し
、
日
本
の
広
域
自
治
体
を
一
三
の
道
州
と
し
た
場
合
、
そ
の
平
均
面
積
は
二
九
〇
六
四
㎢
で
平
均
人
口
は
九
八
三
万
人
と
な

る
。
日
本
の
道
州
制
案
に
い
う
一
三
の
区
域
は
イ
ギ
リ
ス
の
一
二
地
区
に
近
く
、
日
本
の
都
道
府
県
制
は
韓
国
の
広
域
自
治
団
体
に
類
似

し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
連
邦
国
家
で
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
一
六
州
の
内
、
ベ
ル
リ
ン
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
、
ブ
レ
ー
メ
ン
の
三
州
は

都
市
州
で
あ
る
。
こ
れ
は
韓
国
の
特
別
市
と
広
域
市
に
近
く
、
戦
後
日
本
が
予
定
し
た
五
大
都
市
を
前
提
と
し
た
大
都
市
制
度
に
類
似
し

た
も
の
と
い
え
る
。
大
都
市
制
度
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
た
政
令
指
定
都
市
制
度
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
韓
国
の
特
例
市
特
別

市
制
度
と
類
似
し
た
も
の
と
い
え
る

（
５
）。

２
．
日
本
の
地
方
分
権
改
革
の
歴
史
と
特
徴

　

日
本
で
は
一
九
四
六
年
の
東
京
都
制
や
府
県
制
の
改
正
を
受
け
て
、
都
道
長
官
（
都
長
官
は
一
九
四
七
年
に
都
知
事
と
な
り
当
事
の
安
井
都
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五

長
官
は
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
初
代
の
東
京
都
知
事
と
な
っ
た
）
と
府
県
知
事
公
選
制
が
導
入
さ
れ
、
都
道
府
県
が
名
実
と
も
に
地
方
公
共

団
体
と
な
る
こ
と
で
、
地
方
分
権
型
の
地
方
自
治
制
度
が
推
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
更
な
る
地
方
分
権
化
の
推
進
は
、
一
九
四

九
年
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
い
た
地
方
自
治
法
の
改
正
、
一
九
五
三
年
の
市
町
村
合
併
促
進
法
や
五
六
年
の
新
市
町
村
建
設
促
進
法
を

通
じ
た
昭
和
の
大
合
併
、
一
九
五
六
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
お
け
る
政
令
指
定
都
市
制
度
の
導
入
な
ど
に
よ
る
広
域
行
政
の
推
進
を
伴
っ

て
展
開
さ
れ
た
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
目
的
は
、「
税
制
自
体
の
体
系
性
と
恒
久
性
を
確
保
す
る
た
め
に
負
担
の
公
平
性
と
資
本
価
値
の
保

全
を
租
税
原
則
の
基
礎
と
し
、
間
接
税
偏
重
か
ら
直
接
税
中
心
に
改
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
地
方
税
制
の
確
立
、
国
庫
補
助
金
の

原
則
廃
止
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
制
度
の
創
設
を
求
め
る
と
と
も
に
、
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
の
間
の
行
政
事
務
権
限
の
配
分
を
、

行
政
責
任
明
確
化
と
市
町
村
優
先
の
原
則
の
も
と
に
再
構
成
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の

（
６
）」

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
受
け
た
改
革
は
、
そ
の
後
の
神
戸
勧
告
に
は
じ
ま
る
地
方
制
度
調
査
会
答
申
、
第
二
次
臨
時
調
査
会
答
申
、
地
方
分

権
推
進
審
議
会
答
申
な
ど
に
も
受
け
継
が
れ
、
実
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
足
跡
が
、
地
方
自
治
法
の
改
正
を
中
心
と
し
た

地
方
自
治
関
連
法
規
の
改
正
や
、
地
方
自
治
体
そ
の
も
の
の
改
革
や
自
治
制
度
の
改
革
と
な
っ
て
表
面
化
し
て
き
た
。
反
面
日
本
で
は
、

「
戦
後
、
東
京
都
制
と
大
都
市
制
度
が
採
用
さ
れ
、
都
道
府
県
同
様
の
機
能
を
持
っ
て
都
道
府
県
か
ら
分
離
保
障
さ
れ
る
特
別
市
が
、
現

実
に
は
一
市
も
成
立
し
な
い
ま
ま
姿
を
消
し
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
す

（
７
）」

と
の
説
明
が
示
す
よ
う
に
、
人
口
百
万
人
以
上
の

大
都
市
を
道
府
県
か
ら
独
立
し
た
広
域
自
治
体
と
す
る
構
想
も
み
ら
れ
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
。

　

日
本
の
大
都
市
制
度
創
設
の
歴
史
は
、
一
九
二
二
年
に
「
六
大
都
市
行
政
監
督
ニ
関
ス
ル
件
」
が
勅
令
と
し
て
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
は

じ
ま
る
。
し
か
し
、
地
方
で
の
府
県
と
大
都
市
の
対
立
が
徐
々
に
先
鋭
化
し
た
こ
と
か
ら
、
政
府
は
大
都
市
へ
の
特
例
を
拡
大
し
た
が
、

六
大
都
市
の
特
別
市
移
行
は
容
認
し
な
か
っ
た
。
一
九
四
三
年
に
、
東
京
府
と
東
京
市
を
垂
直
的
統
合
す
る
「
東
京
都
制
」
が
施
行
さ
れ
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た
こ
と
に
よ
り
、
大
都
市
は
五
大
都
市
と
な
っ
た
が
、
大
都
市
を
直
接
内
務
大
臣
の
監
督
下
に
置
く
特
別
市
構
想
は
、
官
選
市
長
制
と
な

る
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
大
都
市
側
が
同
意
し
な
か
っ
た
。
大
都
市
に
対
す
る
特
別
市
制
度
は
、
一
九
四
七
年
の
地
方
自
治
法
に
規
定
さ

れ
た
。
そ
こ
で
は
五
大
都
市
が
府
県
か
ら
の
完
全
独
立
を
予
定
し
た
が
、
五
大
都
市
が
存
在
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
府
県
の
反
対
で
実
現
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
一
九
五
六
年
の
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
政
令
指
定
都
市
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
戦
前
の
五
大
都
市
同
様
に
百

万
都
市
を
前
提
と
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
当
時
神
戸
市
の
人
口
が
五
〇
万
人
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
人
口
要
件
を
五
〇
万
人
以
上

と
し
て
発
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
首
都
は
特
別
の
制
度
に
な
っ
た
も
の
の
、
残
り
の
五
大
都
市
は
府
県
か
ら
独
立
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
ま
た
神
戸
の
事
情
に
合
わ
せ
て
人
口
五
〇
万
人
以
上
を
前
提
と
し
た
こ
と
か
ら
、
合
併
を
通
じ
た
政
令
指
定
都
市
の
建
設
が
進
み
、

現
在
で
は
政
令
指
定
都
市
が
二
〇
市
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
８
）。

そ
こ
で
は
大
阪
都
構
想
が
示
す
よ
う
に
、
道
府
県
と
政
令
指

定
都
市
の
対
立
が
一
部
で
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
一
九
六
二
年
か
ら
お
お
む
ね
二
〇
〇
〇
年
に
わ
た
る
期
間
を
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
た
、
四
次
に
わ
た
る
全
国
総
合
開
発
計
画

に
お
い
て
は
、「
均
衡
あ
る
地
域
の
発
展
」
を
前
提
と
し
て
、
広
域
市
町
村
圏
や
地
方
生
活
圏
、
大
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
、
モ
デ

ル
定
住
圏
構
想
、
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
設
定
な
ど
が
導
入
さ
れ
、
中
心
都
市
と
周
辺
市
町
村
の
連
携
を
前
提
と
し
た
広
域
行
政
が
推
進

さ
れ
て
き
た
。
そ
の
後
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
と
も
い
わ
れ
る
「
21
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
や
、
第
六
次
全
国
総
合

開
発
計
画
と
も
い
わ
れ
る
「
国
土
形
成
計
画
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
国
土
形
成
計
画
で
は
「
定
住
自
立
圏
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
平
成
の
大
合
併
も
推
進
さ
れ
、
広
域
行
政
の
推
進
と
地
方
分
権
政
策
お
よ
び
地
域
発
展
政
策

が
総
合
的
な
地
域
政
策
と
し
て
推
進
さ
れ
て
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

（
９
）。
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現
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し
か
し
、
そ
う
し
た
地
方
分
権
化
と
地
域
の
均
衡
あ
る
発
展
策
は
、
当
初
四
大
工
業
地
帯
の
発
展
と
な
り
、
徐
々
に
三
大
都
市
圏
一
極

集
中
を
へ
て
東
京
一
極
集
中
を
生
み
出
し
て
き
て
い
る
。
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
現
在
の
日
本
の
人
口
ベ
ス
ト
二
〇
の
都
道
府
県
を

並
べ
る
と
、
東
京
都
（
東
京
圏
・
関
東
）、
神
奈
川
県
（
東
京
圏
・
関
東
）、
大
阪
府
（
近
畿
圏
）、
愛
知
県
（
中
部
圏
）、
埼
玉
県
（
東
京
圏
・
関

東
）、
千
葉
県
（
東
京
圏
・
関
東
）、
兵
庫
県
（
近
畿
圏
）、
北
海
道
、
福
岡
県
、
静
岡
県
（
中
部
圏
）、
茨
城
県
（
東
京
圏
・
関
東
）、
広
島
県
、

京
都
府
（
近
畿
圏
）、
新
潟
県
、
宮
城
県
、
長
野
県
（
中
部
圏
）、
岐
阜
県
（
中
部
圏
）、
福
島
県
、
群
馬
県
（
東
京
圏
・
関
東
）、
栃
木
県
（
東

京
圏
・
関
東
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
関
東
地
方
全
都
県
が
入
っ
て
お
り
、
近
畿
圏
も
中
心
と
な
る
二
府
一
県
が
、
中
部
圏
も
中

心
と
な
る
三
県
と
長
野
県
が
入
っ
て
い
る
。
特
に
上
位
六
県
を
見
る
と
、
い
わ
ゆ
る
東
京
圏
と
い
わ
れ
る
東
京
都
と
神
奈
川
県
と
埼
玉
県

と
千
葉
県
の
一
都
三
県
（
内
部
に
五
つ
の
政
令
指
定
都
市
を
含
む
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
東
京
一
極
集
中
の
実
態
は
こ
こ
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

　

ま
た
宮
城
県
（
東
北
地
方
）、
新
潟
県
（
北
陸
地
域
）、
広
島
県
（
中
・
四
国
地
方
）、
福
岡
県
（
九
州
地
方
）
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ

ら
の
県
が
各
地
域
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
日
本
の
九
ブ
ロ
ッ
ク
（
中
部
圏
を
北
陸
圏
と
東
海
圏
に
分
け
た
）
の
中
で
、

北
海
道
（
道
庁
の
あ
る
札
幌
市
が
政
令
指
定
都
市
と
な
っ
て
い
る
）
と
三
大
都
市
圏
を
除
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
中
心
と
な
る
県
が
あ
り
、

そ
の
県
庁
所
在
地
な
ど
が
政
令
指
定
都
市
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
な
お
首
都
圏
（
一
都
六
県
）
に
は
二
〇
一

〇
年
一
〇
月
一
日
現
在
四
千
二
百
六
〇
万
人
強
の
人
口
が
あ
り
、
日
本
の
総
人
口
一
億
二
千
八
百
五
万
人
強
の
三
三
・
三
％
の
人
々
が
住

ん
で
い
る
。
東
京
都
に
は
一
千
二
百
六
万
人
強
で
全
人
口
の
ほ
ぼ
一
〇
％
強
の
人
々
が
住
ん
で
い
る
。
な
お
近
畿
圏
（
二
府
四
県
）
に
は

一
千
五
百
万
人
強
で
一
六
％
強
の
人
々
が
、
中
部
圏
（
愛
知
県
、
三
重
県
、
岐
阜
県
、
静
岡
県
）
に
は
一
千
五
百
万
人
強
で
一
二
％
強
の
人
々

が
住
ん
で
い
る）

（1
（

。
日
本
の
人
口
は
一
億
二
七
二
九
万
三
五
七
五
人
、
面
積
を
三
七
万
二
九
二
五
・
五
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
都

道
府
県
の
平
均
人
口
は
二
七
〇
万
八
三
七
四
人
、
平
均
面
積
は
七
九
三
四
・
五
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
そ
こ
に
は
一
千
三
百
万



三
一
八

人
超
の
東
京
か
ら
五
百
七
十
万
人
強
の
鳥
取
県
ま
で
二
倍
以
上
の
開
き
が
あ
る
。

　

平
成
の
大
合
併
の
結
果
、
日
本
の
基
礎
自
治
体
は
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
の
六
七
〇
市
、（
二
三
区
）、
一
九
九
四
町
、
五
六
八
村
の

合
計
三
二
三
二
市
町
村
が
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
に
七
八
六
市
、（
二
三
区
）、
七
五
七
町
、
一
八
四
村
の
合
計
一
七
二
七
市
町
村

（
一
七
五
〇
市
区
町
村
）
と
な
っ
て
終
了
し
た
。
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
一
一
月
一
一
日
現
在
で
は
、
七
九
〇
市
、（
二
三
区
）、
七
四
五
町
、

一
八
三
村
の
合
計
一
七
一
八
市
町
村
（
一
七
四
一
市
区
町
村
）
と
な
っ
て
い
る
。
七
九
〇
市
の
中
で
人
口
最
大
の
市
は
横
浜
市
に
は
三
七
〇

万
二
五
五
一
人
の
人
々
が
住
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
最
小
の
北
海
道
歌
志
内
市
に
は
三
九
三
九
人
し
か
住
ん
で
お
ら
ず
、
そ
の
差
は
一

千
倍
近
い
。
人
口
一
〇
〇
万
人
超
の
市
は
一
一
で
あ
り
、
人
口
七
〇
万
人
超
の
二
〇
の
市
は
全
て
政
令
指
定
都
市
と
な
っ
て
い
る
。
人
口

五
万
人
以
上
の
市
は
五
二
三
で
二
六
七
の
市
は
人
口
五
万
人
未
満
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
三
市
は
人
口
一
万
人
以
下
で
あ
る
。
面
積
で
比
較

す
る
と
、
二
一
七
七
・
六
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
岐
阜
県
高
山
市
か
ら
、
五
・
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
埼
玉
県
蕨
市
ま
で
四
百
倍
以

上
の
開
き
が
あ
る
。

　

七
四
五
町
の
中
で
人
口
五
万
人
を
超
え
る
の
は
、
五
万
七
三
六
人
の
広
島
県
安
芸
郡
府
中
町
と
五
万
一
三
八
人
の
宮
城
県
黒
川
郡
富
谷

町
の
二
町
で
あ
り
、
最
小
人
口
の
町
は
一
一
三
五
人
の
山
梨
県
南
巨
摩
郡
早
川
町
で
あ
る
。
面
積
は
一
四
〇
八
・
〇
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
北
海
道
足
寄
郡
足
寄
町
か
ら
四
・
〇
三
の
大
阪
府
泉
北
郡
忠
岡
町
ま
で
、
約
三
五
〇
倍
の
開
き
が
あ
る
。
一
八
三
村
の
う
ち
人
口
三

万
人
を
超
え
る
の
は
、
三
万
九
一
三
六
人
の
沖
縄
県
中
頭
郡
読
谷
村
と
三
万
七
九
八
三
人
の
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村
の
二
村
で
あ
り
、
一

万
人
台
の
村
も
一
〇
村
存
在
す
る
。
反
面
人
口
千
人
未
満
の
村
も
三
二
村
存
在
す
る
。
最
小
人
口
の
村
は
一
八
七
人
の
東
京
都
八
丈
支
庁

青
ヶ
島
村
で
あ
り
、
二
百
倍
を
超
え
る
違
い
が
あ
る
。
面
積
を
見
れ
ば
、
六
七
二
・
三
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
奈
良
県
吉
野
郡
十
津
川

村
か
ら
、
三
・
四
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
富
山
県
中
新
川
郡
船
橋
村
ま
で
二
百
倍
近
い
違
い
が
あ
る
。
一
口
に
市
町
村
と
い
っ
た
場
合



日
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韓
国
（
韓
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三
一
九

に
は
、
人
口
で
は
横
浜
市
と
青
ヶ
島
村
の
間
に
は
二
万
倍
近
い
開
き
が
あ
り
、
面
積
で
は
高
山
市
と
舟
橋
村
の
間
に
は
六
百
倍
を
超
え
る

違
い
が
あ
る
。
何
ら
か
の
調
整
が
必
要
と
も
い
え
る）

（（
（

。
な
お
、
平
成
の
大
合
併
後
の
「
合
併
特
例
区
」
や
「
地
域
自
治
区
」
等
の
導
入
は
、

後
述
の
韓
国
が
「
洞
・
邑
・
面
」
と
い
う
準
自
治
体
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
と
の
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。

３
．
韓
国
の
地
方
分
権
改
革
の
歴
史
と
特
徴

　

韓
国
の
地
方
公
共
団
体
は
、
一
九
四
九
年
の
地
方
自
治
法
が
「
都
・
農
分
離
方
式
」
に
よ
る
区
域
再
編
を
実
施
し
た
結
果
、
一
特
別
市

（
ソ
ウ
ル
）
と
九
道
の
合
計
一
〇
の
広
域
自
治
団
体
と
、
一
九
市
と
七
五
邑
と
一
四
四
八
面
の
合
計
一
五
四
二
の
基
礎
自
治
団
体
か
ら
構
成

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
地
方
自
治
制
度
は
朝
鮮
戦
争
等
の
影
響
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
か
っ
た）

（1
（

。
一
九
六
一
年
の
軍

事
ク
ー
デ
タ
ー
で
発
足
し
た
軍
事
政
権
は
、「
地
方
自
治
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
」
を
制
定
し
て
首
長
の
任
命
制
を
導
入
し
た
。
一
九
六

二
年
に
は
第
三
共
和
国
憲
法
を
制
定
し
、
自
治
関
係
規
定
の
改
正
を
通
じ
て
基
礎
自
治
団
体
を
二
七
市
と
一
四
〇
郡
の
合
計
一
六
七
市
・

郡
に
再
編
し
、
一
五
二
八
存
在
し
た
邑
と
面
を
準
自
治
団
体
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
で
、
一
気
に
基
礎
地
方
自
治
団
体
を
一
〇
％
に
ま
で
減

少
さ
せ
た
。
同
年
政
府
は
、「
釜
山
市
政
府
直
轄
に
関
す
る
法
律
」
を
制
定
し
、
釜
山
市
を
道
か
ら
独
立
し
た
広
域
地
方
自
治
団
体
と
す

る
新
し
い
制
度
に
移
行
さ
せ
た
。

　

韓
国
の
産
業
発
展
に
向
け
た
軍
事
政
権
の
開
発
独
裁
は
、
工
業
中
心
の
都
市
を
農
業
中
心
地
域
か
ら
分
離
し
、
そ
こ
に
集
中
投
資
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
政
治
的
都
市
で
あ
る
首
都
ソ
ウ
ル
特
別
市
と
港
湾
都
市
で
あ
る
釜
山
市
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
韓
国
の
発
展
に
伴
っ
て
軍
事
政
権
は
大
邱
市
、
仁
川
市
、
光
州
市
を
順
次
直
轄
市
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
韓
国
の
地
方

自
治
団
体
は
、
一
層
制
の
「
ソ
ウ
ル
特
別
市
」
や
「
直
轄
市
」
と
、
二
層
制
の
「
道
」
と
「
市
・
郡
」
の
異
な
っ
た
制
度
が
並
存
す
る
も



三
二
〇

の
と
な
っ
た
。
首
都
と
産
業
や
交
易
の
中
心
で
あ
る
大
都
市
と
農
村
地
域
の
区
分
が
制
度
上
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ

の
結
果
、
首
都
と
工
業
地
域
が
原
則
一
層
制
の
広
域
都
市
自
治
団
体
と
な
り
、
農
村
地
域
が
原
則
二
層
制
の
広
域
地
域
自
治
組
織
と
い
う
、

二
つ
の
異
な
っ
た
制
度
が
混
在
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

一
九
八
七
年
に
第
六
共
和
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
民
主
化
宣
言
が
な
さ
れ
、
一
九
八
八
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
っ
て
、
ソ
ウ
ル
特
別

市
と
直
轄
市
に
置
か
れ
て
い
る
「
自
治
区
」
が
基
礎
地
方
自
治
団
体
と
な
り
、
韓
国
の
地
方
自
治
制
度
は
全
て
二
層
制
と
な
っ
た
。
一
九

八
九
年
に
は
大
田
市
が
直
轄
市
と
な
り
、
直
轄
市
は
五
と
な
っ
た
。
一
九
九
四
年
に
は
「
都
農
複
合
形
態
の
市
の
設
置
に
伴
う
行
政
特
例

等
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
、
三
三
市
と
三
二
郡
の
統
合
が
実
施
さ
れ
、
一
三
六
存
在
し
た
郡
は
九
四
郡
ま
で
減
少
し
た
。
ま
た
大

都
市
で
あ
る
直
轄
市
は
広
域
市
に
名
称
が
変
更
さ
れ
、
内
部
に
基
礎
自
治
団
体
で
あ
る
郡
を
設
置
す
る
こ
と
も
容
認
さ
れ
た
。
都
市
部
と

農
村
地
域
の
総
合
行
政
の
推
進
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
自
治
法
第
一
〇
条
第
二
項
に
、「
人
口
五
〇
万
人
以
上
の
市

に
対
し
て
は
、
道
が
処
理
す
る
事
務
の
一
部
を
直
接
処
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
規
定
が
お
か
れ
、
道
の
内
部
に
道
か
ら
は
独
立

し
な
い
特
定
市
の
設
置
が
認
め
ら
れ
た）

（1
（

。

　

そ
の
後
、
地
域
的
特
長
に
合
わ
せ
た
広
域
自
治
団
体
の
改
革
が
行
わ
れ
、
済
州
道
は
特
別
自
治
道
に
改
正
さ
れ
、
内
部
の
基
礎
自
治
体

は
廃
止
さ
れ
一
層
制
と
な
っ
た
。
ま
た
盧
武
鉉
大
統
領
の
二
〇
〇
二
年
の
大
統
領
選
挙
時
の
公
約
で
あ
る
、「
首
都
圏
集
中
抑
制
と
国
土

の
均
衡
開
発
を
目
的
に
、
青
瓦
台
（
大
統
領
府
）
と
中
央
省
庁
を
ソ
ウ
ル
か
ら
忠
清
道
に
移
転
す
る
」
の
実
現
に
向
け
て
提
案
し
た
、「
行

政
中
心
複
合
都
市
建
設
特
別
法
」
が
成
立
し
、
新
し
い
都
市
「
世
宗
市
」
の
建
設
が
進
ん
だ
。
李
明
博
大
統
領
は
二
〇
一
〇
年
に
「
世
宋

特
別
自
治
市
設
置
法
」
の
制
定
を
受
け
て
、
二
〇
一
二
年
に
世
宋
特
別
自
治
市
が
設
置
さ
れ
た）

（1
（

。
な
お
韓
国
の
地
方
自
治
団
体
の
変
遷
は

表
２
の
と
お
り
で
あ
り
、
韓
国
の
地
方
自
治
体
の
現
状
は
図
１
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
韓
国
の
地
方
自
治
団
体
等
の
現
状
は
表
３
、
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三
二
一

表
２
　
韓
国
の
地
方
自
治
団
体
の
変
遷

広
　

域
　

自
　

治
　

団
　

体
基

　
礎

　
自

　
治

　
団

　
体

年
特

別
市

直
轄

市
道

特
別

自
治

道
特

別
自

治
市

小
計

市
郡

自
治

区
邑

面
小

計
合

計
備

　
　

　
考

広
域

市

1949
1

9
10

19
［

134］
75

1448
1542

1552
市

・
邑

・
面

が
基

礎
自

治
団

体

1962
1

9
10

27
140

 167
 177

市
・

郡
：

基
礎

自
治

体
。

邑
・

面
：

準
自

治
団

体
移

行

1963
1

1
9

11
30

139
 169

 180
釜

山
直

轄
市

誕
生

（
釜

山
市

政
府

直
轄

市
に

関
す

る
法

律
）

1981
1

3
9

13
46

139
 185

 198
大

邱
市

、
仁

川
市

：
直

轄
市

に
昇

格

1986
1

4
9

14
57

139
 196

 210
光

州
市

：
直

轄
市

昇
格

1988
1

4
9

14
56

138
46

 240
 254

特
別

市
、

直
轄

市
の

自
治

区
：

基
礎

自
治

団
体

と
な

る

1989
1

5
9

15
67

137
56

 260
 275

大
田

市
：

直
轄

市
に

昇
格

1995
1

5
9

15
67

 94
65

 226
 241

都
農

複
合

都
市

行
政

特
例

法
（

1994年
制

定
、

95年
改

正
）

1997
1

6
9

16
71

 94
69

 234
 250

蔚
山

市
：

広
域

市
昇

格

2006
1

6
8

1
16

75
 86

69
 230

 246
済

州
道

：
特

別
自

治
道

移
行

・
２

市
２

郡
廃

止

2012
1

6
8

1
1

17
74

 84
69

 227
 244

世
宋

特
別

自
治

区
発

足

2013
1

6
8

1
1

17
75

 83
69

 227
 244

１
郡

が
市

に
昇

格

注
：

森
法

子
「

韓
国

の
地

方
自

治
制

度
の

沿
革

」『
韓

国
の

地
方

自
治

』
CLA

IR、
伊

誠
國

『
韓

国
に

お
け

る
地

方
分

権
改

革
の

分
析

』
公

人
の

友
社

、
申

龍
徹

『
韓

国
行

政
・

自
治

入
門

』
公

人
社

等
を

参
照

し
て

整
理

し
た

。



三
二
二

表
４
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

現
在
の
韓
国
の
広
域
自
治
団
体
は
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
と
六
広
域
市
と
八
道
と
特
別
自
治

道
、
特
別
自
治
市
の
合
計
一
七
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
特
別
市
・
広
域
市
・
自
治
市
に
は

二
千
三
百
万
強
（
約
四
七
％
）
の
人
々
が
、
道
と
自
治
道
に
は
二
千
七
百
万
人
強
（
約
五

三
％
）
の
人
口
が
住
ん
で
い
る
。
特
別
市
と
広
域
市
の
中
で
最
大
の
人
口
は
一
千
万
人
強

の
ソ
ウ
ル
特
別
市
で
あ
り
、
最
小
は
人
口
一
一
五
万
人
強
の
蔚
山
広
域
市
で
、
九
倍
弱
の

差
し
か
な
い
。
最
大
人
口
の
道
は
一
千
二
百
万
人
強
の
京
畿
道
で
あ
り
、
最
小
人
口
の
道

は
百
五
十
万
人
強
の
江
原
道
で
あ
っ
て
、
そ
の
差
は
八
倍
弱
で
し
か
な
い
。
た
だ
し
、
ソ

ウ
ル
特
別
市
と
仁
川
広
域
市
と
隣
接
す
る
京
畿
道
を
含
め
た
い
わ
ゆ
る
首
都
圏
に
は
、
二

五
一
三
万
二
五
九
八
人
が
居
住
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
韓
国
の
全
人
口
の
五
〇
％
強
が
首

都
圏
域
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
の
区
域
は
釜
山
広
域
市
と
蔚
山
広
域
市

に
隣
接
す
る
慶
尚
南
道
で
構
成
さ
れ
る
圏
域
で
、
そ
こ
に
は
八
〇
〇
万
五
〇
五
四
人
（
全

人
口
の
ほ
ぼ
一
六
％
）
が
居
住
し
て
い
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
圏
域
に
韓
国
の
全
人
口
の
約
三

分
の
二
が
居
住
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
韓
国
の
大
都
市
圏
域
へ
の
人
口
集
中
の
激
し
さ

が
認
め
ら
れ
る
。
軍
事
政
権
の
開
発
独
裁
策
が
、
こ
の
二
つ
の
地
域
を
中
心
に
韓
国
の
経

済
発
展
を
考
え
実
践
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

韓
国
の
基
礎
自
治
団
体
の
中
で
、
特
別
市
と
広
域
市
に
お
か
れ
て
い
る
自
治
区
を
み
る

（広域自治体）

〔17〕
特 別 市

（1：ソウル）

自治区

洞 洞 邑 面
（一般区）

（行政中心複合都市）

洞 邑 面 洞 邑 面邑 面

自治区 郡 郡 行政市市

広 域 市
（ ６ ）

道
（ ８ ）

特別自治道
（1：済州道）

特別自治市
（1：世宗）

（基礎自治体）

〔227〕

（下部行政単位）

広域市：釜山広域市、大邸広域市、仁川広域市、光州広域市、大田広域市、蔚山広域市
　道　：京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道、全羅北道、全羅南道、慶尚北道、慶尚南道
市：75　郡：83　自治区：69

図１　韓国の地方自治体



日
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と
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）

三
二
三

表
３
　
韓
国
の
地
方
自
治
団
体
等

広
域

自
治

団
体

基
礎

自
治

団
体

下
部

行
政

単
位

人
口

面
積

自
治

区
数

平
均

人
口

平
均

面
積

郡
の

数
平

均
人

口
平

均
面

積
邑

面
洞

ソ
ウ

ル
特

別
市

10,195,318
   605.21

 25
407812.72

 24.21
423

釜
 山

 広
 域

 市
 3,538,484

   769.67
 15

228261.20
 36.76

 1
114566.00

 218.27
  2

3
209

大
 邱

 広
 域

 市
 2,505,644

   883.68
  7

331611.14
 65.30

 1
184366.00

 426.60
  3

6
130

仁
 川

 広
 域

 市
 2,843,981

  1040.82
  8

344648.75
 57.19

 2
 43395.50

 291.67
  1

19
126

光
 洲

 広
 域

 市
 1,469,216

   501.18
  5

293842.20
100.29

94
大

 田
 広

 域
 市

 1,524,583
   540.25

  5
304916.60

180.05
77

蔚
 山

 広
 域

 市
 1,147,256

  1060.19
  4

234854.00
 75.77

 1
207840.00

 757.12
  4

8
44

世
宗

特
別

自
治

市
   113,117

   464.84
  1

9
1

小
　

　
計

23,337,599
  5865.84

 69
［

338226.07］
［

85.01］
 5

［
118712.6］

［
403.07］

 11
45

1,104
人

口
面

積
市

の
数

平
均

人
口

平
均

面
積

郡
の

数
平

均
人

口
平

均
面

積
邑

面
洞

京
　

 畿
 　

道
12,093,299

 10170.91
 27

436117.14
265.39

 4
 79534.00

3005.35
 32

109
406

江
　

 原
 　

道
 1,538,630

 16873.50
  7

159364.00
686.43

11
 38473.45

1097.14
 24

95
74

忠
  清

  北
  道

 1,565,628
  7406.17

  3
328607.33

673.45
 9

 61423.11
 598.42

 15
87

51
忠

  清
  南

  道
 2,028,777

  8204.00
  8

190465.87
620.74

 7
 72150.00

 462.58
 24

137
44

全
  羅

  北
  道

 1,873,341
  8066.77

  6
255397.00

516.26
 8

 42619.88
 621.15

 14
145

82
全

  羅
  南

  道
 1,909,618

 12266.87
  5

209998.40
505.79

17
 50566.24

 572.82
 33

196
67

慶
  尚

  北
  道

 2,698,353
 19028.74

 10
214554.30

976.70
13

 42523.85
 712.44

 36
202

93
慶

  尚
  南

  道
 3,319,314

 10534.80
  8

351609.00
530.60

10
 50644.20

 629.00
 20

177
121

小
　

　
計

27,026,960
 92551.76

 74
［

310377.31］
［

521.56］
79

［
51380.24］

［
683.00］

198
1,148

938
済

州
特

別
自

治
道

   583,713
  1849.29

行
政

市
（

地
方

自
治

団
体

で
は

な
い

）
２

市
が

存
在

：
済

州
市

・
西

帰
浦

市
  7

5
31

合
　

　
計

50,948,272
100266.89

143
［

318,873］
［

668.23］
84

［
55,388.12］

［
665.98］

216
1,198

2,073
注

１
：

CLA
IR『

韓
国

の
地

方
自

治
』

2008年
３

月
（

第
１

章
「

韓
国

の
地

方
自

治
制

度
の

沿
革

」、
参

考
資

料
「

広
域

自
治

団
体

の
概

要
」「

基
礎

自
治

団
体

の
概

要
」

は
2014年

改
訂

）
を

参
照

し
て

作
成

し
た

。
注

２
：［

　
］

内
の

数
字

は
平

均
値

で
あ

る
。



三
二
四

表
４
　
韓
国
の
広
域
自
治
団
体
に
お
け
る
自
治
区
や
市
と
郡
の
人
口
と
面
積

広
域

市
等

の
人

口
自

治
区

の
人

口
郡

の
人

口
広

域
市

等
の

面
積

自
治

区
の

面
積

郡
の

面
積

ソ
ウ

ル
特

別
市

10,195,318
10,195,318

605.21
605.21

釜
 山

 広
 域

 市
3,538,484

3,423,918
114,566

769.67
551.40

  218.27
大

 邱
 広

 域
 市

2,505,644
2,321,278

184,366
883.68

457.08
  426.60

仁
 川

 広
 域

 市
2,843,981

2,757,190
86,791

1040.82
457.48

  583.34
光

 洲
 広

 域
 市

1,469,216
1,469,216

501.18
501.18

大
 田

 広
 域

 市
1,524,583

1,524,583
540.25

540.25
蔚

 山
 広

 域
 市

1,147,256
939,416

207,840
1060.19

303.07
  757.12

世
宗

特
別

自
治

市
113,117

464.84
小

　
　

計
23,337,599

22,630,919
593,563

5865.84
3415.67

 1985.33
道

の
人

口
市

の
人

口
郡

の
人

口
道

の
面

積
市

の
面

積
郡

の
面

積
京

　
 畿

 　
道

12,093,299
11,775,163

318,136
10170.91

7,165.56
 3005.35

江
　

 原
 　

道
1,538,630

1,115,422
423,208

16873.50
4,804.99

12068.51
忠

  清
  北

  道
1,565,628

1,012,820
552,808

7406.17
2,020.35

 5385.82
忠

  清
  南

  道
2,028,777

1,523,727
505,050

8204.00
4,965.95

 3238.05
全

  羅
  北

  道
1,873,341

1,532,382
340,959

8066.77
3,097.56

 4969.21
全

  羅
  南

  道
1,909,618

1,049,992
859,626

12266.87
2,528.95

 9737.92
慶

  尚
  北

  道
2,698,353

2,145,543
552,810

19028.74
9,767.02

 9261.72
慶

  尚
  南

  道
3,319,314

2,812,872
506,442

10534.80
4,244.77

 6290.03
合

　
　

計
27,026,960

22,967,921
4,059,039

92551.76
38,595.15

53956.61
注

：
CLA

IR『
韓

国
の

地
方

自
治

』
2008年

３
月

（
第

１
章

「
韓

国
の

地
方

自
治

制
度

の
沿

革
」、

参
考

資
料

「
広

域
自

治
団

体
の

概
要

」「
基

礎
自

治
団

体
の

概
要

」
は

2014
年

改
訂

）
を

参
照

し
て

作
成

し
た

。
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と
韓
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（
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国
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本
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地
方
分
権
改
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と
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活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
二
五

と
、
最
大
人
口
の
区
は
ソ
ウ
ル
特
別
市
に
あ
る
六
七
万
三
一
一
五
人
が
住
ん
で
い
る
松
坡
区
で
、
最
小
人
口
の
区
は
釜
山
広
域
市
の
四
万

八
一
四
八
人
が
住
ん
で
い
る
中
区
で
あ
り
、
約
一
四
倍
の
開
き
が
あ
る
。
面
積
で
比
較
し
た
場
合
、
最
大
は
二
二
二
・
九
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
光
州
広
域
市
の
光
山
市
で
あ
り
、
最
小
は
二
・
八
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
釜
山
広
域
市
の
中
区
で
あ
り
、
そ
の
差
は
七
九
倍
と

な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
自
治
区
で
は
二
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
光
山
区
だ
け
で
あ
り
、
一
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

台
の
自
治
区
も
八
し
か
な
い
。
ま
た
面
積
が
一
ケ
タ
台
の
区
は
五
、
人
口
が
一
〇
万
人
未
満
の
区
も
六
し
か
な
く
、
そ
の
中
の
四
つ
の
区

は
人
口
が
一
〇
万
人
未
満
、
面
積
が
一
ケ
タ
台
で
あ
る
。
中
区
を
含
む
こ
れ
ら
の
四
つ
の
区
は
極
端
に
小
規
模
な
自
治
区
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
五
五
の
区
は
人
口
と
面
積
の
差
は
一
〇
倍
以
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。

　

大
都
市
圏
内
の
五
つ
の
郡
で
は
最
大
人
口
は
蔚
山
広
域
市
の
蔚
州
郡
で
二
〇
万
七
八
四
〇
人
、
最
小
人
口
は
二
万
三
九
人
の
仁
川
広
域

市
の
壅
津
郡
で
あ
る
。
面
積
も
最
大
は
七
五
七
・
一
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
蔚
州
郡
、
最
小
は
一
七
一
・
九
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

壅
津
郡
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
口
で
約
一
〇
倍
、
面
積
で
約
四
倍
と
な
っ
て
い
る
が
、
両
者
を
除
く
と
さ
ほ
ど
大
き
な
差
は
な
い
と
い
え

る
。

　

道
に
あ
る
市
の
人
口
と
面
積
の
差
異
を
見
る
と
、
最
大
人
口
は
一
一
二
万
二
五
八
人
の
京
畿
道
の
水
原
市
、
第
二
位
が
一
〇
九
万
一
四

七
一
人
の
慶
尚
南
道
の
昌
原
市
で
、
百
万
人
台
は
こ
の
二
市
だ
け
で
あ
る
。
最
小
人
口
の
市
は
四
万
九
四
九
三
人
の
江
原
道
の
太
白
市
で

あ
り
、
最
大
と
最
小
の
差
は
二
二
倍
強
と
な
っ
て
い
る
が
、
人
口
一
〇
万
人
未
満
の
市
は
九
市
だ
け
で
あ
り
、
残
り
の
市
の
差
は
一
〇
倍

未
満
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。
最
大
面
積
は
一
五
二
一
・
八
七
の
慶
尚
北
道
の
安
東
市
、
最
小
面
積
は
三
三
・
三
一
の
京
畿
道
に
あ
る
九
里

市
で
あ
り
、
最
大
と
最
小
の
差
は
四
五
倍
強
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
面
積
一
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
市
は
九
市
に
過
ぎ
ず
、

そ
の
う
ち
五
市
は
慶
尚
北
道
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
面
積
が
百
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
は
一
二
市
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
一
一



三
二
六

市
は
京
畿
道
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
市
の
差
は
一
〇
倍
以
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。

　

道
の
郡
の
最
大
人
口
は
一
五
万
五
一
〇
四
人
の
忠
清
南
道
の
扶
餘
郡
、
最
小
は
一
万
六
七
三
人
の
慶
尚
北
道
鬱
陵
郡
で
あ
り
、
そ
の
差

は
一
四
倍
強
で
あ
る
が
、
人
口
一
〇
万
人
を
超
え
る
も
の
は
四
郡
に
過
ぎ
ず
、
人
口
一
万
人
台
は
二
郡
、
二
万
人
台
も
九
郡
に
過
ぎ
ず
、

残
り
の
郡
の
差
は
三
倍
程
度
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。
面
積
で
は
、
最
大
は
一
八
一
九
・
六
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
江
原
道
の
洪
川
郡
、

最
小
は
六
〇
・
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
忠
清
南
道
の
錦
山
市
で
あ
り
、
そ
の
差
は
三
〇
倍
弱
で
あ
る
が
、
面
積
一
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
郡
は
八
郡
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
う
ち
五
市
は
江
原
道
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
面
積
が
百
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
郡
は
二

郡
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
以
外
の
郡
の
差
は
一
〇
倍
以
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
る）

（1
（

。

４
．
釜
山
広
域
市
の
地
域
的
特
徴
お
よ
び
国
際
交
流

　

釜
山
広
域
市
は
、
高
麗
時
代
は
蔚
州
東
菜
県
に
属
す
る
漁
村
で
富
山
浦
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
一
三
六
七
年
に
戦
略
的
な
軍
事
要
衝
で
あ

る
こ
と
か
ら
富
山
鎮
が
お
か
れ
、
一
三
九
二
年
に
釜
山
地
域
は
東
莱
府
と
な
っ
た
。
一
四
〇
二
年
の
『
太
宗
実
録
』
に
は
「
富
山
」
と
記

載
さ
れ
て
い
た
が
、
一
四
七
〇
年
の
『
成
宗
実
録
』
に
は
「
釜
山
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
後
は
富
山
と
釜
山
が
混
用
さ
れ

て
き
た
が
、
一
四
八
一
年
の
『
東
国
輿
地
勝
覽
』
以
降
「
釜
山
」
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
五
世

紀
は
じ
め
に
は
富
山
浦
に
も
ど
り
、
日
本
人
居
留
地
で
あ
る
「
倭
館
（
浦
所
倭
館
）」
が
設
置
さ
れ
た
。
一
五
九
九
年
に
は
、
日
本
に
対
す

る
外
交
政
策
遂
行
上
の
重
要
拠
点
的
位
置
の
た
め
、
再
び
東
莱
府
に
昇
格
し
て
い
る
。
一
七
世
紀
に
入
り
、
朝
鮮
王
朝
と
江
戸
幕
府
の
交

渉
が
復
活
す
る
と
、
龍
頭
山
一
帯
に
対
馬
藩
の
草
梁
倭
館
が
設
置
さ
れ
、
釜
山
と
対
馬
は
両
国
の
交
流
と
交
易
の
窓
口
と
な
っ
た
。
一
八

七
六
年
に
国
際
貿
易
港
と
な
り
、
一
八
七
七
年
の
日
朝
修
好
条
規
（
江
華
条
約
）
に
よ
っ
て
、
仁
川
港
や
元
山
港
と
と
も
に
日
本
と
の
交



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
二
七

易
の
拠
点
と
な
っ
た
。
一
八
九
五
年
に
慶
尚
南
道
が
お
か
れ
る
と
そ
の
道
庁
所
在
地
と
な
り
、
一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
に
よ
り
釜
山
府

に
改
称
さ
れ
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
韓
国
に
お
け
る
地
方
自
治
改
革
の
中
で
、
一
九
四
九
年
に
釜
山
府
は
釜
山
市
と
な
り
、
新
た
に
機
張
郡
を
編
入

し
区
域
を
拡
大
し
て
い
る
。
朝
鮮
戦
争
で
ソ
ウ
ル
が
陥
落
し
た
こ
と
か
ら
、
一
九
五
三
年
ま
で
大
韓
民
国
の
臨
時
首
都
で
も
あ
っ
た
。
一

九
五
七
年
に
出
張
所
を
区
に
改
名
し
た
と
き
に
は
六
区
構
成
と
な
っ
た
。
一
九
六
三
年
一
月
一
日
に
釜
山
直
轄
市
と
な
り
数
次
に
わ
た
る

市
域
拡
大
を
行
っ
た
。
一
九
七
五
年
に
七
区
と
な
り
、
一
九
八
九
年
に
は
一
二
区
ま
で
市
域
を
拡
大
し
た
。
一
九
九
五
年
一
月
一
日
に
は

一
二
区
の
ま
ま
で
釜
山
広
域
市
に
な
り
、
そ
の
後
も
市
町
村
合
併
に
よ
り
一
五
区
一
郡
と
な
っ
た
。
釜
山
広
域
市
は
韓
国
第
二
位
の
人
口

を
要
す
る
大
都
市
で
あ
る
。
ソ
ウ
ル
特
別
市
は
面
積
六
〇
五
・
二
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
全
国
の
〇
・
六
％
）
の
な
か
に
一
千
四
四
万
人

強
（
全
国
の
二
〇
・
八
％
）
の
人
々
が
住
ん
で
お
り
、
釜
山
広
域
市
は
面
積
七
六
六
・
一
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
全
国
の
〇
・
七
六
％
）
の

な
か
に
三
四
一
万
人
強
（
〇
・
六
八
％
）
の
人
々
が
住
ん
で
い
る
。
釜
山
広
域
市
は
人
口
で
は
韓
国
第
二
位
の
港
湾
都
市
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
へ
の
一
極
集
中
の
激
し
さ
が
わ
か
る）

（1
（

。

　

最
初
の
直
轄
市
と
し
て
発
展
し
て
き
た
釜
山
広
域
市
は
、
韓
半
島
の
東
南
に
位
置
し
、
天
恵
の
良
港
と
さ
れ
る
釜
山
港
を
母
体
に
発
達

し
て
き
た
、
韓
国
第
一
の
港
湾
都
市
で
あ
り
、
コ
ン
テ
ナ
取
扱
量
で
は
世
界
第
五
位
を
誇
る
大
規
模
な
港
湾
都
市
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う

に
、
鎖
国
政
策
を
と
っ
て
い
た
韓
国
に
あ
っ
て
釜
山
港
は
、
一
八
七
六
年
に
国
際
貿
易
港
と
し
て
開
港
さ
れ
、
翌
年
に
は
日
朝
修
好
条
規

に
よ
っ
て
仁
川
や
元
山
と
と
も
に
日
本
に
む
け
て
開
港
さ
れ
た
三
港
の
一
つ
で
あ
る
。
釜
山
広
域
市
に
は
、
既
存
の
港
と
し
て
、
い
わ
ゆ

る
釜
山
港
で
あ
る
釜
山
国
際
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
が
あ
る
北
港
、
国
内
最
大
の
漁
業
前
進
基
地
で
あ
る
南
港
、
主
に
沿
岸
漁
獲
物
を
扱
う
多

大
浦
港
、
水
産
物
や
沿
岸
貨
物
の
取
扱
い
港
で
あ
る
甘
皮
港
の
四
港
が
あ
る
が
、
現
在
は
ア
ジ
ア
各
地
と
北
米
を
結
ぶ
荷
物
の
積
み
替
え



三
二
八

拠
点
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
延
び
る
と
思
わ
れ
る
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
結
ぶ
北
極
航
路
に
お
け
る
物
流
を
担
う
「
釜
山
新
港
」
が
建
設

さ
れ
、
現
在
も
拡
張
工
事
が
続
い
て
い
る
。
北
港
は
釜
山
駅
前
に
移
設
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
国
際
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
の
更
な
る

発
展
が
見
込
ま
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

こ
う
し
た
釜
山
の
発
展
を
後
押
し
し
た
も
の
が
、「
こ
の
法
律
は
、
経
済
自
由
区
域
の
指
定
及
び
運
営
を
通
じ
て
、
外
資
系
企
業
の
経

営
環
境
と
外
国
人
の
生
活
条
件
を
改
善
す
る
こ
と
で
、
外
国
人
投
資
を
促
進
し
、
さ
ら
に
国
家
経
済
力
を
強
化
し
、
地
域
間
の
均
衡
発
展

を
図
る
こ
と
」（
第
一
条
）
を
目
的
と
し
て
、
二
〇
〇
二
年
に
制
定
さ
れ
た
「
経
済
自
由
区
域
の
指
定
及
び
運
営
に
関
す
る
特
別
法
（
経
済

自
由
区
域
法
）」
で
あ
る
。
同
法
は
金
大
中
大
統
領
の
「
北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ビ
ジ
ネ
ス
ハ
ブ
国
家
実
現
の
た
め
の
基
本
青
写
真
」
を
踏

ま
え
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ビ
ジ
ネ
ス
ハ
ブ
国
家
実
現
案
」
を
土
台
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
制
定
時
の
法
律
に
は
第

五
条
に
「
経
済
自
由
区
域
委
員
会
は
、
経
済
自
由
区
域
の
指
定
に
関
す
る
審
議
と
決
定
に
あ
た
っ
て
、
外
国
人
の
投
資
誘
致
及
び
定
住
の

可
能
性
、
国
際
空
港
・
国
際
港
湾
・
広
域
交
通
網
・
情
報
通
信
網
・
用
水
・
電
力
等
の
基
盤
施
設
、
環
境
的
に
健
全
で
持
続
可
能
な
発
展

の
可
能
性
等
の
事
項
を
考
慮
す
る
」
と
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
初
は
仁
川
と
釜
山
と
光
陽
の
三
ヶ
所
が
候
補
地
と
み
な

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

経
済
自
由
区
域
法
の
目
的
を
受
け
て
「
経
済
自
由
区
域
委
員
会
は
」、
二
〇
〇
三
年
八
月
一
一
日
に
「
仁
川
経
済
自
由
区
域
」（
仁
川
広

域
市
：
延
寿
区
・
中
区
・
西
区
）
を
、
同
年
一
〇
月
二
七
日
に
は
「
釜
山
・
鎮
海
経
済
自
由
区
域
」（
釜
山
広
域
市
：
江
西
区
、
慶
尚
南
道
：
鎮

海
市
）
と
「
光
陽
湾
圏
」（
全
羅
南
道
：
麗
水
市
・
順
天
市
・
光
陽
市
、
慶
尚
南
道
：
河
東
郡
）
を
指
定
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
釜
山
・
鎮
海
経

済
自
由
区
域
は
「
世
界
五
位
の
物
流
量
処
理
を
誇
る
釜
山
港
と
連
携
す
る
、
四
五
の
船
隻
（
席
）
を
有
す
る
新
港
を
建
設
し
、
先
端
産
業

団
地
と
国
際
産
業
団
地
の
造
成
、
外
国
教
育
機
関
と
外
国
病
院
の
設
立
、
観
光
レ
ジ
ャ
ー
団
地
の
建
設
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
労
働
制
度



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
二
九

の
定
着
、
外
国
資
本
市
場
の
先
進
化
、
各
種
の
業
務
処
理
に
対
す
る
外
国
語
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
韓
国
政
府
の
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
経
済

中
心
戦
略
を
推
進
す
る
礎
に
な
り
ま
す）

（1
（

」
と
し
て
、
開
発
の
方
向
性
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
指
定
を
受
け
て
釜
山
広
域
市

は
開
発
計
画
を
推
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
そ
の
後
に
法
改
正
が
あ
り
、
全
国
に
均
等
に
経
済
自
由
区
域
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
概
要
は
表
５
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
経
済
発
展
計
画
を
受
け
て
、
釜
山
広
域
市
は
自
ら
を
「
前
途
洋
々
た
る
都
市
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
菉

山
国
家
工
団
」
や
「
釜
山
新
港
湾
建
設
」
と
巨
大
商
業
娯
楽
施
設
で
あ
る
「
セ
ン
タ
ム
シ
テ
ィ
」
の
開
発
を
中
心
的
な
計
画
を
し
て
掲
げ

て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
釜
山
の
未
来
を
リ
ー
ド
す
る
映
像
、
情
報
、
観
光
な
ど
の
戦
略
産
業
を
育
成
し
世
界
と
交
流
す
る
こ
と
を
通

じ
た
「
21
世
紀
国
際
交
流
拠
点
海
洋
都
市
」
に
む
け
た
発
展
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
釜
山
広
域
市
の
イ
メ
ー
ジ
と
ブ
ラ
ン
ド
価
値

を
更
に
高
揚
し
て
世
界
都
市
へ
と
挑
戦
す
る
こ
と
を
か
か
げ
て
、
二
〇
〇
二
年
に
は
「
釜
山
ア
ジ
ア
競
技
大
会
開
催
」
と
「
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
サ
ッ
カ
ー
大
会
」
を
、
二
〇
〇
三
年
に
は
「
世
界
合
唱
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
」
を
、
二
〇
〇
四
年
に
は
Ｉ
Ｔ
Ｕ
総
会
を
、
二
〇
〇
五
年

に
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
首
脳
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
を
、
二
〇
一
一
年
に
は
「
釜
山
世
界
援
助
開
発
会
議
」
を
開
催
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後

の
行
事
と
し
て
は
、
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
釜
山
国
際
映
画
祭
、
釜
山
ビ
ィ
エ
ン
ナ
ー
レ
、
釜
山
国
際
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
釜
山
世

界
花
火
祝
祭
等
を
開
催
し
て
い
る
。

　

釜
山
広
域
市
は
今
後
の
発
展
の
目
標
と
し
て
、「
釜
山
経
済
発
展
の
た
め
の
十
大
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
が
「
北

東
亜
の
ハ
ブ
港
湾
に
育
成
：
釜
山
港
＝
高
付
加
価
値
物
動
量
創
出
型
先
進
港
湾
へ
と
躍
進
」
で
あ
り
、
開
港
以
来
最
大
事
業
の
新
港
建
設

を
通
じ
た
、
世
界
的
に
競
争
力
を
備
え
た
北
東
亜
の
中
心
港
湾
と
し
た
躍
進
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
港
の
開
発
は
二
〇
一
一
年

ま
で
に
二
二
船
席
の
埠
頭
施
設
を
完
成
さ
せ
、
二
〇
一
五
年
ま
で
に
は
三
〇
船
席
規
模
の
埠
頭
施
設
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る
。
第
二
の



三
三
〇

表
５
　
韓
国
の
経
済
自
由
区
域

仁
川

経
済

自
由

区
域

釜
山

・
鎮

海
経

済
自

由
区

域
光

陽
湾

圏
経

済
自

由
区

域
黄

海
経

済
自

由
区

域

位
　

　
置

仁
川

広
域

市
（

延
寿

区
、

中
区

西
区

）
釜

山
広

域
市

（
江

西
区

）
慶

尚
南

道
（

旧
鎮

海
市

現
：

昌
原

市
鎮

海
区

）

全
羅

南
道

（
麗

水
市

順
天

市
、

光
陽

市
）

慶
尚

南
道

（
河

東
郡

）

忠
清

南
道

（
唐

津
市

、
牙

山
市

、
瑞

山
市

）
京

畿
道

（
平

澤
市

、
華

城
市

）

面
　

　
積

132.91㎢
52.90㎢

77.71㎢
4.39㎢

指
 定

 日
2003.8.11

2003.10.27.
2003.10.27.

2008.4.25.

空
港

・
港

湾
仁

川
空

港
仁

 川
 港

金
海

空
港

釜
山

新
港

光
 陽

 港
麗

水
空

港
平

 澤
 港

唐
 津

 港

基
本

構
想

ビ
ジ

ネ
ス

・
金

融
他

国
際

物
流

・
先

端
産

業
他

国
際

物
流

・
製

造
業

他
自

動
車

部
品

・
半

導
体

他

大
邱

・
慶

北
経

済
自

由
区

域
セ

マ
ン

グ
ム

・
群

山
経

済
自

由
区

域
東

海
岸

圏
経

済
自

由
区

域
忠

北
経

済
自

由
区

域

位
　

　
置

大
邱

広
域

市
、

慶
尚

北
道

（
慶

州
市

、
永

川
市

亀
雄

市
、

浦
項

市
）

セ
マ

ン
グ

ム
干

潟
全

羅
北

道
（

群
山

市
扶

安
郡

）
江

 原
 道

（
東

海
市

、
江

陵
市

）
忠

清
北

道
（

清
原

郡
、

清
須

市
）

面
　

　
積

22.01㎢
28.61㎢

8.25㎢
9.08㎢

指
 定

 日
2008.4.25.

2008.4.25.
2013.2.4.

2013.2.4.

空
港

・
港

湾
大

邱
国

際
空

港
群

 山
 港

セ
マ

ン
グ

ム
新

港
襄

陽
国

際
空

港
東

 海
 港

清
洲

国
際

空
港

基
本

構
想

IT
産

業
・

先
端

輸
送

部
品

他
自

動
車

・
造

船
・

機
械

他
先

端
素

材
部

品
・

物
流

他
バ

イ
オ

産
業

・
航

空
産

業
他

注
：

K
orean Free Econom

ic Zones（
http://w

w
w
.fez.go.kr/jp/w

hat-is-free-econom
ic-zone.jsp）

を
参

照
し

て
作

成
し

た



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
三
一

も
の
が
「
国
際
産
業
物
流
都
市
造
成
：
洛
東
江
下
流
の
江
西
地
域
＝
未
来
型
先
端
産
業
都
市
（
釜
山
経
済
中
興
の
革
新
拠
点
）
に
変
貌
」
で

あ
り
、
釜
山
新
港
、
国
際
空
港
、
釜
山
新
港
の
整
備
や
国
際
複
合
物
流
団
地
な
ど
の
開
発
を
目
指
し
て
い
る
。
第
三
の
も
の
が
先
述
の
「
釜

山
港
（
北
港
）
再
開
発
：
釜
山
港
（
一
三
〇
余
年
の
歴
史
）
の
変
貌
」
で
あ
る
。
第
四
が
「
映
画
・
映
像
タ
ウ
ン
造
成
：
国
際
的
競
争
力
の

あ
る
映
画
・
映
像
産
業
を
集
中
的
に
育
成
」、
第
五
が
「
釜
山
金
融
中
心
市
建
設
：
特
化
金
融
機
能
を
持
つ
金
融
ク
ラ
ス
タ
ー
形
成
」、
第

六
が
「
東
釜
山
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ク
ラ
ス
タ
ー
造
成
」、
第
七
が
「『
釜
山
市
民
公
園
』
造
成
：
駐
韓
米
軍
基
地
（
五
三
万
㎡
：
ハ
ヤ
リ

ヤ
敷
地
）」、
第
八
が
「
東
南
圏
広
域
交
通
網
整
備
：
釜
山
の
位
相
と
役
割
が
広
大
」、
第
九
が
「
金
海
空
港
加
徳
移
転
：
二
四
時
間
空
港

の
建
設
」、
第
十
が
「
夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
誘
致
：
釜
山
の
国
際
ブ
ラ
ン
ド
向
上
＋
世
界
一
流
都
市
跳
躍
の
画
期
的
転
換
点
」
で
あ
る
。

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
を
通
じ
た
国
際
的
な
発
展
が
釜
山
広
域
市
の
目
標
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る）

11
（

。

　

そ
れ
ゆ
え
釜
山
広
域
市
の
国
際
交
流
の
実
態
を
見
る
と
、
日
本
第
二
位
の
都
市
で
あ
る
大
阪
市
と
友
好
協
力
都
市
協
定
を
締
結
し
て
お

り
、
姉
妹
都
市
を
見
る
と
、
高
雄
市
や
シ
カ
ゴ
の
よ
う
に
そ
の
国
の
第
二
位
の
都
市
と
の
交
流
や
、
高
雄
市
も
含
ま
れ
る
が
、
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
や
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
や
上
海
な
ど
の
港
湾
都
市
と
の
交
流
が
盛
ん
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
釜
山
広
域
市
と
日
本
の
諸
都
市
と
の
関

係
を
見
る
と
、
中
心
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
下
関
市
や
福
岡
市
と
の
交
流
で
あ
る
。
下
関
市
と
は
一
九
七
六
年
に
釜
山
市
で
姉
妹
提
携
書

に
署
名
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
一
九
七
〇
年
か
ら
釜
関
フ
ェ
リ
ー
が
運
航
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
一
九
九
二
年

か
ら
は
コ
ン
テ
ナ
船
が
就
航
し
て
い
る
。
両
市
は
一
九
九
二
年
四
月
に
公
務
員
相
互
派
遣
協
定
を
締
結
し
交
流
を
進
め
て
い
る
。
二
〇
〇

六
年
八
月
に
は
姉
妹
提
携
三
〇
周
年
記
念
行
事
を
下
関
で
開
催
し
た
。
福
岡
市
と
は
一
九
八
九
年
一
〇
月
に
福
岡
市
で
行
政
協
定
都
市
交

流
の
た
め
の
協
定
書
に
署
名
し
、
二
〇
〇
七
年
二
月
に
釜
山
市
で
姉
妹
提
携
を
締
結
し
て
い
る
。
福
岡
市
は
韓
半
島
と
中
国
大
陸
に
一
番

近
い
大
都
市
で
あ
り
、
昔
か
ら
大
陸
文
化
の
受
け
入
れ
の
窓
口
で
あ
り
交
流
が
続
い
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
九
月
に
は
公
務
員
相
互
派
遣



三
三
二

協
定
を
締
結
し
、
交
流
の
質
を
高
め
て
い
る
。
ま
さ
に
釜
山
市
と
下
関
市
福
岡
市
を
中
心
と
し
た
地
域
に
大
き
な
交
流
圏
が
形
成
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
対
馬
市
は
こ
の
交
流
圏
域
の
最
西
端
で
釜
山
広
域
市
の
島
影
区
や
蔚
山
広
域
市
の
蔚
州
郡
な
ど
と
小
規
模
な
地
域
交
流

を
継
続
し
て
い
る
地
域
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る）

1（
（

。

５
．
対
馬
市
の
誕
生
と
地
域
発
展
策
お
よ
び
地
域
交
流
策

　

六
八
五
二
の
島
嶼
か
ら
構
成
さ
れ
る
日
本
に
は
、
北
海
道
、
本
州
、
四
国
、
九
州
、
沖
縄
本
島
を
除
い
た
六
八
四
七
の
離
島
が
あ
る
。

日
本
の
総
面
積
三
七
万
八
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
、
本
島
の
面
積
は
三
六
万
二
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
離
島
の
総
面
積

は
一
万
六
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
全
国
土
の
約
四
・
二
％
で
あ
る
。
離
島
の
中
の
有
人
島
は
、
三
一
四
で
国
土
面
積
の
二
％
の
七
五

九
四
平
方
キ
ロ
で
、
平
成
一
七
年
の
国
勢
調
査
で
は
全
人
口
の
約
〇
・
五
％
の
六
九
・
二
万
人
が
住
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
法
定
有
人
島

で
見
る
と
、
そ
れ
は
全
国
で
二
五
四
島
で
あ
り
、
全
国
最
多
の
五
一
（
二
一
％
）
の
離
島
を
有
す
る
長
崎
県
で
は
、
総
面
積
四
一
〇
五
・

三
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
三
八
％
の
一
五
五
〇
・
六
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
離
島
に
、
総
人
口
一
四
二
万
六
七
七
九
人
の
九
・
六
％

に
あ
た
る
一
三
万
六
九
八
三
人
が
住
ん
で
い
る
。
平
成
二
三
年
の
長
崎
県
の
「
し
ま
の
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る
」
と
、
平
成
二
五

年
の
「
長
崎
県
離
島
計
画
」
を
比
較
す
る
と
、
二
島
が
無
人
島
と
な
り
、
離
島
全
体
で
は
一
万
六
一
四
四
人
の
人
口
減
少
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
長
崎
県
の
離
島
の
中
で
最
大
の
面
積
を
有
し
て
い
る
の
が
有
人
島
六
島
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
対
馬
島
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
の
九
州
最
北
端
で
日
本
海
の
西
側
に
位
置
す
る
、
南
北
八
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
東
西
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
対
馬
島
を
中
心
と
す
る

対
馬
市
は
、
島
の
最
北
端
か
ら
計
る
と
博
多
市
と
は
一
四
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
る
が
、
釜
山
広
域
市
と
は
四
九
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
し
か
離
れ
て
い
な
い
。
島
の
端
か
ら
端
ま
で
行
く
よ
り
は
釜
山
広
域
市
が
近
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
対
馬
市
は
韓
国
か
ら
最
も
近



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
三
三

い
外
国
な
の
で
あ
る
。
対
馬
市
は
約
一
〇
〇
の
島
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
有
人
島
は
対
馬
島
・
海
栗
島
・
泊
島
・
赤
島
・
沖
の
島
・

島
山
島
の
六
島
だ
け
で
あ
る
。
最
大
の
対
馬
島
の
面
積
は
七
〇
八
・
六
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
八
五
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

佐
渡
島
、
七
一
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
奄
美
大
島
に
次
ぐ
日
本
で
三
番
目
に
大
き
な
島
で
あ
る
。
ま
た
属
島
を
含
む
面
積
は
約
七
〇
九

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

　

対
馬
市
の
母
体
と
な
っ
た
も
の
は
厳
原
藩
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
の
廃
藩
置
県
に
お
い
て
厳
原
県
と
な
っ
た
が
、

す
ぐ
に
伊
万
里
県
に
合
併
さ
れ
、
翌
年
に
は
長
崎
県
に
移
管
さ
れ
た
。
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
に
は
上
県
郡
に
四
五
村
、
下
県
郡
に

一
〇
町
六
四
村
が
存
在
し
て
い
た
。
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
四
月
一
日
の
「
島
嶼
町
村
制
」
の
施
行
を
う
け
て
、
現
在
の
対
馬
市
に

あ
た
る
各
村
が
発
足
し
た
。
下
県
郡
に
は
厳い

づ

原は
ら

村
・
久く

田た

村
・
豆つ

酘つ

村
・
佐さ

須す

村
・
鶏け

知ち

村
・
竹た

け

敷し
き

村
・
船ふ

な

越こ
し

村
・
仁に

位い

村
・
奴ぬ

か
だ
け

加
岳
村

が
お
か
れ
、
上
県
郡
に
は
峰み

ね

村
・
仁に

田た

村
・
佐さ

須す

奈な

村
・
豊と

よ

崎さ
き

村
・
琴き

ん

村
が
お
か
れ
た
。
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
四
月
一
日
に
は
厳
原

村
に
町
制
が
施
行
さ
れ
厳
原
町
と
な
っ
た
。
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
の
町
村
合
併
で
は
、
当
時
存
在
し
た
一
三
町
村
が
、
厳
原
町
、

上
対
馬
町
・
美
津
島
町
、
豊
玉
村
・
峰
村
・
上
県
町
、
久
田
村
・
豆
酘
村
・
佐
須
村
の
四
町
五
村
の
九
町
村
と
な
っ
た
。
一
九
五
六
（
昭

和
三
一
）
年
に
厳
原
町
・
久
田
村
・
豆
酘
村
・
佐
須
村
が
合
併
し
て
厳
原
町
と
な
り
、
そ
の
後
、
豊
玉
村
が
豊
玉
町
に
峰
村
が
峰
町
と
な
っ

た
。
こ
の
厳
原
町
・
美
津
島
町
・
豊
玉
町
・
峰
町
・
上
県
町
・
上
対
馬
町
の
六
町
は
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
に
合
併
し
対
馬
市
が
誕

生
し
た
。

　

二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
の
人
口
は
三
万
三
千
五
百
五
人
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
現
在
の
産
業
別
人
口
は
、
第
一
次
産

業
従
事
者
が
三
三
五
七
人
で
全
体
の
二
一
・
六
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
農
業
従
事
者
は
五
八
五
人
で
三
・
七
七
％
、
林
業
が

一
七
三
人
で
一
・
一
％
、
水
産
業
が
二
五
五
九
人
で
一
六
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
次
産
業
従
事
者
は
一
九
〇
一
人
で
全
体
の
一
二
・



三
三
四

三
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
鉱
業
従
事
者
は
九
人
で
〇
・
〇
一
％
、
建
設
業
は
一
三
九
一
人
で
八
・
九
七
％
、
製
造
業
が
五
一
〇
人
で
三
・

二
九
％
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
次
産
業
従
事
者
は
一
万
二
二
三
人
で
全
体
の
六
五
・
九
二
％
で
あ
り
、
卸
売
・
小
売
業
に
は
二
二
二
九
人

の
一
四
・
三
七
％
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
は
四
八
〇
一
人
の
三
〇
・
九
六
％
、
公
務
に
は
一
七
二
九
人
の
一
一
・
一
五
％
が
従
事
し
て
い
る
。

そ
の
他
は
七
〇
二
人
の
四
・
五
三
％
、
分
類
不
能
の
産
業
は
一
七
人
の
〇
・
〇
一
％
が
従
事
し
て
い
る）

11
（

。
全
国
平
均
は
、
第
一
次
産
業
が

四
・
〇
％
、
第
二
次
産
業
が
二
三
・
七
％
、
第
三
次
産
業
が
七
三
・
三
％
で
あ
り
、
対
馬
市
の
第
一
次
産
業
従
事
者
比
率
は
全
国
平
均
の

四
倍
強
、
第
二
次
産
業
従
事
者
比
率
は
約
半
分
で
あ
り
、
第
一
次
産
業
の
比
率
の
高
さ
が
わ
か
る
。

　

二
〇
一
三
年
度
の
対
馬
市
の
一
般
会
計
当
初
予
算
を
見
る
と
、
前
年
度
よ
り
一
九
億
四
〇
五
〇
万
円
（
六
・
三
％
）
増
加
し
た
、
三
二

七
億
九
千
万
円
の
総
予
算
額
の
中
で
、
自
主
財
源
で
あ
る
市
税
は
二
七
億
八
八
五
九
万
円
（
八
・
五
％
）、
繰
越
金
は
六
億
八
六
六
一
万
円

（
二
・
一
％
）、
そ
の
他
が
七
億
七
八
八
一
万
円
（
二
・
四
％
）
で
あ
り
、
全
体
の
一
三
％
に
過
ぎ
な
い
。
依
存
財
源
の
う
ち
、
地
方
交
付
税

は
一
五
〇
億
二
八
〇
六
万
円
（
四
五
・
八
％
）、
国
庫
支
出
金
は
三
八
億
一
〇
〇
八
万
円
（
一
一
・
六
％
）
で
あ
り
、
国
か
ら
の
移
転
財
源
は

全
体
の
五
七
・
四
％
で
あ
っ
て
、
全
体
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
長
崎
県
の
支
出
金
は
二
四
億
七
七
八
二
万
円
（
七
・
六
％
）

と
な
っ
て
い
る
。
残
り
は
六
七
億
七
七
〇
〇
万
円
（
二
〇
・
七
％
）
を
占
め
る
市
債
と
そ
の
他
の
四
億
四
三
〇
三
万
円
（
一
・
三
％
）
と
な
っ

て
い
る
。

　

予
算
の
中
の
大
き
な
支
出
項
目
と
し
て
、「
産
業
・
経
済
」、「
環
境
・
自
然
」、「「
国
際
交
流
・
観
光
」、「
教
育
・
生
涯
学
習
・
文
化
」、

「
医
療
・
保
険
・
福
祉
・
健
康
」、「
交
通
・
市
民
協
働
・
住
環
境
・
安
全
」
の
六
項
目
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
半
が
地
域
お
こ
し
や

環
境
保
全
と
い
っ
た
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
後
半
は
住
民
の
日
常
生
活
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。「
産
業
・
経
済
」
は
「
地
場
産

業
の
振
興
と
観
光
の
連
携
」
と
「
商
業
集
積
の
高
度
化
・
魅
力
向
上
」
と
「
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
等   

定
住
化
対
策
の
促
進
」
の
三
項
目
が
掲



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
三
五

げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
国
際
交
流
・
観
光
」
で
は
「
韓
国
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
都
市
と
の
国
際
交
流
の
促
進
」
や
「
独
自
の
観

光
資
源
を
生
か
し
た
交
流
人
口
の
拡
大
」
や
広
域
交
流
を
支
え
る
交
通
ア
ク
セ
ス
の
強
化
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
産
業
・
経
済
」
の
代
表
的
な
地
域
お
こ
し
策
と
し
て
は
、
一
億
一
六
二
五
万
円
の
支
出
が
予
定
さ
れ
て
い
る
、「
農
林
産
物
の
島
外
へ

の
系
統
出
荷
に
か
か
わ
る
輸
送
費
用
に
つ
い
て
三
分
の
二
の
助
成
を
行
う
こ
と
で
、
生
産
者
へ
の
還
元
を
図
る
こ
と
を
」
目
的
と
し
た
「
輸

送
コ
ス
ト
助
成
事
業
」
や
、
四
二
二
八
億
円
を
計
上
し
て
い
る
、「“
対
馬
し
い
た
け
再
生
プ
ラ
ン
”
に
基
づ
き
、
生
産
量
増
加
に
向
け
た

生
産
団
地
の
整
備
や
品
質
向
上
に
向
け
た
機
械
等
の
整
備
及
び
生
産
技
術
向
上
に
向
け
た
各
種
施
策
を
実
施
」
を
目
的
と
し
た
「
対
馬
し

い
た
け
再
生
プ
ラ
ン
事
業
」
な
ど
が
あ
る
。「
商
業
集
積
の
高
度
化
・
魅
力
向
上
」
で
は
二
億
二
〇
九
万
円
を
計
上
し
て
い
る
「
し
ま
共

通
地
域
通
貨
発
行
事
業
」
が
目
を
引
く
。
さ
ら
に
地
域
活
性
化
策
の
一
つ
と
し
て
ま
た
「
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
等   

定
住
化
対
策
の
促
進
」
に

は
、「
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
推
進
事
業
」
や
「
21
世
紀
の
漁
業
担
い
手
確
保
推
進
事
業
」、「
新
規
就
業
者
定
着
促
進
事
業
」
が
あ
り
、
若
者
の

定
住
促
進
に
よ
る
地
域
活
性
化
に
腐
心
し
て
い
る
状
況
が
伝
わ
っ
て
く
る）
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。

　

韓
国
と
対
馬
の
観
光
を
中
心
と
し
た
交
流
が
活
発
化
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
が
、
一
九
八
八
―
八
九
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
竹

下
内
閣
の
「
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
」
で
あ
っ
た
。
合
併
前
の
上
対
馬
町
で
は
、
政
府
か
ら
の
交
付
金
一
億
円
に
地
元
の
経
済
人
の
寄
付
を

加
え
て
「
あ
を
し
お
号
」
を
建
造
し
、
一
九
八
九
年
に
上
対
馬
町
の
日
田
勝
港
と
韓
国
釜
山
港
を
結
ぶ
不
定
期
航
路
を
就
航
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
一
九
九
一
年
に
は
「
平
成
通
信
使
交
流
」
と
し
て
釜
山
広
域
市
島
影
区
と
友
好
交
流
事
業
に
着
手
し
て
い
る
。
一
九
九
九
年
に
は

厳
原
と
釜
山
を
、
二
〇
〇
一
年
に
は
比
田
勝
と
釜
山
を
結
ぶ
国
際
定
期
高
速
船
が
就
航
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
〇
〇
二
年
に
は
厳
原
に
韓

国
資
本
の
ホ
テ
ル
二
軒
が
営
業
を
開
始
し
た
。
対
馬
と
韓
国
の
交
流
に
お
け
る
質
的
な
変
質
の
流
れ
が
み
て
と
れ
る
。

　

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
二
〇
〇
三
年
に
対
馬
は
「
し
ま
交
流
拡
大
特
区
」
と
し
て
構
造
改
革
特
区
の
一
つ
と
な
っ
た
。
特
区
の
概
要



三
三
六

は
「
対
馬
は
、
韓
国
と
は
地
理
的
に
も
歴
史
的
に
も
関
係
が
深
く
、
ま
た
壱
岐
対
馬
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ
る
な
ど
豊
か
な
自
然
に
恵
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
地
域
特
性
を
生
か
し
、
現
在
韓
国
釜
山
と
の
定
期
航
路
の
開
設
を
行
う
な
ど
、
韓
国
と
の
国
際
交
流
を
柱
に
地
域
振
興

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
今
回
、
韓
国
人
観
光
客
の
短
期
滞
在
査
証
の
発
給
手
続
の
簡
素
化
や
、
長
崎
県
立
対
島
高
校
に
お
け
る
韓
国
学
に

重
点
を
置
い
た
構
造
改
革
特
区
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
の
規
制
の
特
例
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
な
る
交
流
人
口
の
拡
大
と
、

受
け
入
れ
態
勢
の
整
備
を
可
能
と
し
、
観
光
振
興
な
ど
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
対
馬

の
韓
国
と
の
交
流
に
か
け
る
期
待
の
大
き
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る）
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二
〇
〇
四
年
の
対
馬
市
誕
生
に
先
立
っ
て
、
特
区
構
想
と
並
行
す
る
形
で
考
え
ら
れ
て
き
た
、
対
馬
六
町
合
併
協
議
会
の
「
新
市
建
設

計
画
」
の
基
本
的
な
構
想
は
、「
ア
ジ
ア
に
発
信
す
る
歴
史
海
道
都
市
対
馬
―
創
造
と
交
流
の
ニ
ュ
ー
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
ア
イ
ラ
ン
ド
を

目
指
し
て
―
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、
二
〇
〇
六
年
作
成
の
『
第
一
次
対
馬
市
総
合
計
画
』「
対
馬
市
基
本
構
想
」

の
第
一
章
「
対
馬
市
の
新
し
い
姿
」
の
第
二
節
「
理
想
の
町
［
将
来
像
］」
に
お
い
て
も
、
二
〇
一
一
年
の
『
第
一
次
対
馬
市
総
合
計
画
』

（
後
期
計
画
）
に
お
い
て
も
、
二
〇
一
三
年
の
『
長
崎
県
離
島
振
興
計
画
』
に
お
い
て
も
活
用
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
こ
と
は
、
対
馬
市
の
地

域
発
展
構
想
の
一
つ
に
、
ア
ジ
ア
と
の
交
流
が
す
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

対
馬
市
は
二
〇
〇
七
年
の
「
頑
張
る
地
方
応
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
参
画
し
、「
島
の
元
気
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
た
。
そ

の
「
目
的
、
概
要
」
に
は
「
対
馬
市
の
地
域
経
済
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
水
産
業
と
公
共
事
業
に
支
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が   

…
略
…   

水

産
業
の
現
状
は
き
わ
め
て
憂
慮
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
こ
と
」
や
、「
離
島
振
興
法
等
に
よ
り
公
共
事
業
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
、
そ
の
結

果
島
内
の
建
設
事
業
は
、
多
く
の
市
民
が
生
活
の
糧
を
得
る
産
業
と
し
て
」
成
り
立
っ
て
き
ま
し
た
が
、「
国
の
三
位
一
体
の
改
革
や
公

共
事
業
の
抑
制
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
り   

…
略
…   

多
く
の
市
民
が
職
を
求
め
て
島
外
に
流
出
」
し
て
い
る
現
状
を
強
調
し
、「
具



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
三
七

体
的
な
成
果
目
標
」
を
、
地
域
経
済
の
振
興
策
で
は
「
し
い
た
け
生
産
ト
ン
数
」
な
ど
を
、
観
光
交
流
の
推
進
で
は
「
イ
ベ
ン
ト
集
客
数
」

を
、
定
住
環
境
の
整
備
で
は
「
市
民
協
働
事
業
参
加
市
民
数
」
と
し
、
自
立
と
交
流
の
地
域
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
構
成
す
る
具
体
的
な
事
業
・
施
設
と
し
て
、「
地
域
経
済
の
振
興
（
一
次
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
推
進
・
企
業
誘
致
及
び
起
業
支

援
の
推
進
）」
と
「
観
光
交
流
の
推
進
（
国
際
交
流
イ
ベ
ン
ト
開
催
支
援
）」
と
「
定
住
環
境
の
整
備
」
を
か
か
げ
て
い
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

三
年
で
終
了
し
た
が
、
事
業
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
対
馬
市
の
予
算
か
ら
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
対
馬
市
は
、
合
併
前
後
か
ら

国
際
交
流
を
前
提
と
し
た
地
域
経
営
策
を
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
韓
国
と
の
交
流
を
重
視
し
て
い
る
姿
勢
を
強
調
し
て
い
る）
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の
で
あ

る
。

６
．
対
馬
市
の
地
域
お
こ
し
と
国
際
交
流

　

対
馬
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
三
本
の
柱
は
、
二
〇
〇
三
年
の
「
新
市
建
設
計
画
」
か
ら
表
現
こ
そ
違
っ
て
い
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
変
わ
り

は
な
い
。『
第
一
次
対
馬
市
総
合
計
画
』
で
強
調
さ
れ
た
も
の
は
、「
多
彩
な
自
然
を
生
か
し
た
元
気
産
業
づ
く
り
」、「
東
ア
ジ
ア
に
輝
く

交
流
の
島
づ
く
り
」、「
快
適
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
づ
く
り
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
前
述
の
「
頑
張
る
地
方
応
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

で
も
受
け
つ
が
れ
、
同
様
の
趣
旨
が
強
調
さ
れ
て
い
た
も
の
で
も
あ
る
。
第
一
の
元
気
産
業
づ
く
り
で
は
、
島
の
主
力
産
物
で
あ
る
水
産

業
の
振
興
策
が
中
心
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
現
在
進
行
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
が
、「
対
馬
し
い
た
け
再
生
プ
ラ
ン
総
合
対
策
支
援

事
業
」
で
あ
る
。
対
馬
に
は
一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
の
全
国
し
い
た
け
品
評
会
で
一
位
・
二
位
を
含
む
一
七
点
が
入
選
、
一
九
八
六
（
昭

和
六
一
）
年
に
は
天
皇
杯
を
受
賞
し
た
歴
史
が
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
二
〇
〇
五
年
か
ら
五
年
計
画
の
「
対
馬
し
い
た
け
と
こ
と
ん
復
活

プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
、
二
〇
一
一
年
か
ら
は
「
対
馬
し
い
た
け
や
ん
こ
も
再
生
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
島
の
産
品



三
三
八

の
ブ
ラ
ン
ド
化
の
一
つ
で
あ
る）
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と
い
え
る
。

　

林
業
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
二
九
日
に
、「
対
馬
木
材
、
韓
国
へ
売
り
込
み
本
格
化
」
と
題
し
た
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、「
県
、
県
林
業
公
社
、
対
馬
林
業
組
合
は
二
八
日
、
県
営
林
と
林
業
公
社
の
対
馬
産
ヒ
ノ
キ
の
韓
国
へ
の
輸
出
を
始
め
た
。

県
営
林
か
ら
の
輸
出
は
初
め
て
で
、
こ
の
日
は
同
市
の
峰
港
か
ら
五
一
二
〇
本
が
送
り
出
さ
れ
た
。
三
月
ご
ろ
に
も
第
二
弾
を
輸
出
す
る

予
定
で
、
韓
国
へ
の
木
材
売
り
込
み
を
本
格
化
さ
せ
る
方
針
だ
。   

…
略
…   

県
は
木
材
の
約
九
割
を
輸
入
し
て
い
る
韓
国
に
着
目
。
市

場
調
査
で
、
韓
国
で
は
曲
が
っ
た
木
材
も
内
装
材
と
し
て
需
要
が
あ
り
、
円
高
で
あ
っ
て
も
国
内
に
比
べ
て
販
売
価
格
が
高
く
設
定
で
き

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
距
離
も
近
く
、
輸
送
コ
ス
ト
が
他
の
地
域
よ
り
安
く
抑
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
本
格
的
な
輸
出
に
踏
み
切
っ
た
」

と
の
記
載
が
あ
り
、
島
の
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

実
際
に
は
対
馬
島
内
の
木
材
は
、
平
成
二
二
年
に
ス
ギ
が
、
二
三
年
と
二
四
年
に
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
が
韓
国
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
今
後
の
発
展
が
望
ま
れ
る
産
業
と
し
て
育
成
し
て
い
く
計
画
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
対
馬
市
は
韓
国
へ
の
木
材
輸
出
に
興
味

を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
韓
国
人
の
富
裕
層
は
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に
戸
建
を
望
ん
で
お
り
、
一
部
で
は
日
本
式
家
屋
希
望

者
も
多
い
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
四
年
に
ソ
ウ
ル
特
別
市
の
板
橋
（
パ
ン
ギ
ョ
）
地
区
に
木
材
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
建
設
を
計
画
し
て
い
る
こ
と

を
あ
げ
、
韓
国
で
の
木
材
ハ
ウ
ス
の
需
要
が
増
加
す
れ
ば
対
馬
の
木
材
輸
出
の
販
路
が
拓
け
、
対
馬
の
林
業
と
関
連
産
業
の
発
展
が
見
込

め
る
と
の
期
待
が
あ
る）
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こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。

　

た
だ
し
、
現
在
の
対
馬
市
が
韓
国
と
の
交
流
で
最
も
期
待
し
て
い
る
も
の
は
観
光
客
の
増
加
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
の
対
馬
国
際
ラ
イ

ン
「
あ
お
し
お
号
」
の
比
田
勝
港
と
釜
山
港
の
不
定
期
航
路
の
就
航
に
は
じ
ま
る
対
馬
市
と
釜
山
の
交
流
は
急
速
に
拡
大
し
て
い
る
。
韓

国
人
の
対
馬
へ
の
興
味
も
、
一
九
九
九
年
の
韓
国
人
来
島
者
が
二
千
人
台
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
〇
八
年
に
は
そ
の
後
若
干
減
少
に
転



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
三
九

じ
た
が
、
二
〇
一
二
年
に
は
前
年
の
五
万
人
台
か
ら
一
挙
に
一
五
万
人
台
ま
で
急
増
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

　

二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
一
二
月
の
「
長
崎
県
統
計
課
分
析
資
料
」
の
平
成
一
九
年
の
韓
国
人
観
光
客
の
経
済
効
果
を
見
る
と
、
韓

国
人
観
光
客
数
は
六
万
五
千
人
強
で
、
二
一
億
六
千
万
円
強
の
島
内
消
費
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
長
崎
県
の
県
内
生
産
誘

発
額
は
二
八
億
九
千
万
円
強
と
な
っ
て
お
り
、
就
業
誘
発
数
は
三
四
二
人
で
雇
用
誘
発
数
は
二
六
六
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
二
〇
一

二
年
に
は
韓
国
人
観
光
客
数
が
一
五
万
人
強
で
、
日
帰
り
来
島
者
は
三
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
三
三
億
三
千
万
円
強
の
島
内
消
費
を
う
み

だ
し
て
い
る
。
県
内
の
生
産
誘
発
額
は
約
三
九
億
八
千
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
就
業
誘
発
数
は
五
二
五
人
で
雇
用
誘
発
数
は
三
九
三
人
強

と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
の
予
算
を
見
る
と
、
一
般
会
計
は
二
八
六
億
円
強
で
あ
る
が
、
市
税
収
入
は
二
七
億
五
千
万
円
強
で
あ
り
、

地
方
交
付
税
は
一
五
一
億
五
千
万
円
強
で
あ
り
、
自
主
財
源
は
一
割
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
自
主
財
源
額
を
超
え
る
韓
国
人
観
光
客
の
消

費
は
島
の
大
き
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る）
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。

　

韓
国
人
観
光
客
は
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
釣
り
客
が
多
く
、
日
帰
り
客
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
対
馬
市
は
、
韓
国
と
も
国
際
交
流

拡
大
策
と
し
て
、
厳
原
港
祭
り
（
ア
リ
ラ
ン
祭
）、
チ
ン
グ
音
楽
祭
、
国
境
マ
ラ
ソ
ン
in
対
馬
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、

宿
泊
客
の
増
加
に
力
を
そ
そ
い
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
〇
一
二
年
の
長
崎
県
の
観
光
統
計
を
見
る
と
、「
平
成
二
四
年
は
、
震
災
の

影
響
か
ら
の
回
復
に
加
え
、『
光
と
灯
り
』
を
テ
ー
マ
に
し
た
誘
客
が
奏
功
し
た
こ
と
や
、
全
国
和
牛
能
力
共
進
会
長
崎
大
会
が
開
催
さ

れ
た
こ
と
、
対
馬
を
訪
れ
る
韓
国
人
を
中
心
に
外
国
人
観
光
客
の
増
加
が
み
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
過
去
一
〇
年
間
で
最
も
高
い
伸
び
率

と
な
っ
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
対
馬
市
は
も
と
よ
り
長
崎
県
全
体
の
観
光
客
数
か
ら
見
て
も
、
対
馬
市
と
釜
山
市
を
中
心
と

し
た
観
光
交
流
の
大
き
さ
が
分
か
る
。
具
体
的
に
は
、「
対
馬
の
二
〇
一
二
年
の
観
光
客
数
は
八
七
万
人
、
前
年
比
プ
ラ
ス
三
二
・
一
％

で
二
一
万
人
の
増
加
」
と
な
っ
て
い
る
。
観
光
客
延
数
は
八
六
万
五
八
六
九
人
で
、
日
帰
り
客
数
が
二
二
万
二
九
一
二
人
、
宿
泊
客
延
滞



三
四
〇

在
数
が
六
四
万
二
九
五
七
人
で
あ
り
、
平
均
宿
泊
数
は
一
・
八
七
日
で
あ
る）

1（
（

。

　

対
馬
へ
の
出
入
国
者
数
を
法
務
省
統
計
か
ら
見
る
と
、
比
田
勝
港
は
一
六
万
三
九
一
七
人
（
空
港
・
港
湾
で
は
全
国
一
五
位
、
空
港
を
除
く

と
全
国
三
位
、
厳
原
港
は
一
四
万
四
七
九
一
人
（
同
一
七
位
・
四
位
）
で
あ
り
、
対
馬
空
港
は
二
二
九
八
人
で
全
国
六
三
位
と
な
っ
て
い
る
。
合

計
三
一
万
五
六
五
八
人
の
中
の
九
六
％
の
三
〇
万
五
〇
六
九
人
は
外
国
人
の
出
入
国
者
数
で
あ
る
。
対
馬
市
の
人
口
の
約
九
倍
の
外
国
人

（
主
と
し
て
韓
国
人
）
が
対
馬
を
出
入
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
韓
国
人
観
光
客
の
五
八
％
は
日
帰
り
客
で
あ
る
が
、
一
泊
二
日
と
二
泊
三

日
が
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
％
、
三
泊
四
日
が
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
韓
国
人
観
光
客
の
延
べ
人
数
は
五
〇
万
六
四
一
五
人
で
、
全
体
の
旅
行
客

の
約
六
〇
％
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
人
観
光
客
の
増
加
も
大
き
な
課
題
で
は
あ
る
が
、
現
実
的
に
は
韓
国
人
観
光
客
を
い
か
に

し
て
取
り
組
む
か
も
大
き
な
課
題
と
い
え
る
。
韓
国
人
観
光
客
の
消
費
行
動
を
見
る
と
、
支
出
予
定
は
一
〇
万
円
以
上
が
一
〇
％
、
三
万

円
以
上
が
一
三
％
、
一
万
円
以
上
が
二
三
％
、
一
万
円
未
満
が
五
四
％
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
の
支
出
は
平
均
一
万
六
千
円
で
あ
り
、

最
高
で
五
万
円
で
あ
っ
た
。
消
費
額
が
低
い
理
由
の
第
一
は
「
お
金
を
持
っ
て
き
て
も
買
う
も
の
が
な
い
」
で
あ
っ
た）
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。

　

こ
う
し
た
状
況
へ
の
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
二
〇
一
四
年
に
計
画
さ
れ
た
も
の
が
「
き
ら
め
き
で
繋
ぐ
国
際
交
流
」
を
か
か
げ
た
「
対

馬
国
境
花
火
大
会
」
で
あ
っ
た
。
大
会
は
一
〇
月
二
六
日
に
実
施
さ
れ
、
対
馬
市
上
対
馬
町
西
泊
に
あ
る
三
宇
田
海
水
浴
場
周
辺
の
会
場

か
ら
花
火
が
打
ち
上
げ
ら
れ
、
釜
山
広
域
市
の
市
民
も
日
本
の
花
火
を
楽
し
ん
だ
。
こ
れ
は
対
馬
か
ら
見
え
る
釜
山
大
花
火
大
会
の
翌
日

に
、
日
を
ま
た
い
で
双
方
で
花
火
を
楽
し
む
こ
と
で
交
友
を
深
め
よ
う
と
す
る
企
画
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
〇
万
円
の
予
算
の
う
ち
半
分
は

国
の
離
島
活
性
化
交
付
金
を
活
用
し
た
。
花
火
大
会
に
は
地
域
グ
ル
メ
店
で
あ
る
、「
富
士
宮
焼
き
そ
ば
学
会
」（
静
岡
県
富
士
宮
市
）、「
備

後
府
中
焼
き
を
広
め
る
会
」（
広
島
県
府
中
市
）、「
田
川
ホ
ル
モ
ン
喰
楽
部
」（
福
岡
県
田
川
市
）、「
小
倉
焼
う
ど
ん
研
究
所
」（
福
岡
県
北
九

州
市
）、「
大
村
あ
ま
辛
カ
レ
ー
う
ま
か
隊
」（
長
崎
県
大
村
市
）、「
小
浜
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
愛
好
会
」（
長
崎
県
雲
仙
市
）、「
対
馬
と
ん
ち
ゃ
ん
部
隊
」



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
四
一

（
長
崎
県
対
馬
市
）
も
参
加
し
た）
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（

。

　

対
馬
で
は
五
年
前
か
ら
「
当
地
グ
ル
メ
」
を
紹
介
す
る
こ
と
で
観
光
客
誘
致
を
は
か
っ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
と
し
て
ご
当
地
グ
ル
メ
の

交
流
を
行
っ
て
お
り
、
今
回
の
花
火
大
会
で
は
二
つ
の
イ
ベ
ン
ト
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
花
を
飾
っ
た
。
韓
国
人
に
も
楽
し
ん
で
も
ら

え
る
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
今
回
の
出
展
団
体
を
見
る
と
、
九
州
（
長
崎
県
と
福
岡
県
）
が
中
心
で
は
あ
る
が
、
静
岡
県
や
広
島

県
の
参
加
も
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
を
結
び
付
け
る
も
の
の
一
つ
に
、
朝
鮮
通
信
使
が
た
ど
っ
た
経
路
が
あ
る
。
こ
う
し
た
活
動
と

朝
鮮
通
信
使
の
史
跡
め
ぐ
り
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
馬
の
広
域
観
光
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
高
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

さ
に
朝
鮮
通
信
使
を
通
じ
た
地
域
お
こ
し
こ
そ
対
馬
市
の
今
後
の
発
展
の
一
つ
の
起
爆
剤
に
な
る
も
の
と
い
え
る
。

　

そ
う
し
た
交
流
の
中
で
、
現
在
対
馬
市
が
韓
国
の
み
な
ら
ず
国
内
・
国
外
の
観
光
客
誘
致
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る

も
の
の
一
つ
が
、「
朝
鮮
通
信
使
の
歴
史
を
通
じ
た
国
際
交
流
」
で
あ
る
。
そ
の
最
終
目
的
は
「
朝
鮮
通
信
使
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
計

画
」
で
あ
る
。
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
は
対
馬
藩
を
韓
国
と
の
交
流
拠
点
と
し
て
お
り
、
韓
国
側
も
釜
山
に
倭
館
の
設
置
を
認
め
交
流
の

拠
点
と
し
て
い
た
。
両
地
域
そ
し
て
両
国
の
交
流
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
わ
が
国
に
も
た
ら
し
た
。
そ
う
し
た
歴
史
的
・
文
化
的
交
流
の

足
跡
を
一
大
観
光
資
源
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
対
馬
市
の
計
画
で
あ
り
、
一
九
九
五
年
に
対
馬
市
は
「
朝
鮮
通
信
使
縁
地
連
絡
協
議
会
（
縁

地
連
）」
を
、「
日
韓
親
善
友
好
の
歴
史
的
資
産
で
あ
る
「
朝
鮮
通
信
使
」
を
支
え
た
“
誠
信
の
交
隣
”
を
基
本
姿
勢
に
し
て
、
21
世
紀
の

“
ア
ジ
ア
太
平
洋
時
代
”
と
り
わ
け
“
日
韓
新
時
代
”
の
重
要
性
を
見
据
え
、
朝
鮮
通
信
使
に
関
わ
り
の
あ
る
縁
地
で
結
成
す
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
各
地
に
残
る
歴
史
史
料
等
に
つ
い
て
研
究
を
重
ね
る
と
と
も
に
、
各
地
域
の
振
興
を
は
か
り
な
が
ら
広
域
縁
地
間
の
連
携
を
強

め
る
と
と
も
に
“
ア
ジ
ア
の
共
生
”
の
理
念
か
ら
韓
国
内
縁
地
と
の
交
流
を
促
進
し
、
ひ
い
て
は
日
韓
の
友
好
親
善
に
寄
与
す
る
こ
と
」

を
目
的
と
し
て
結
成
し
た
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
は
韓
国
の
「
朝
鮮
通
信
使
文
化
事
業
推
進
委
員
会
」
と
「
共
同
推
進
協
定
書
」
を



三
四
二

締
結
し
、
二
〇
一
一
年
の
「
最
後
の
通
信
使
（
対
馬
聘
礼
）
二
〇
〇
周
年
」
の
年
に
、「
釜
山
文
化
財
団
」
と
「
共
同
推
進
協
定
書
」
を
再

締
結
し
て
い
る
。
両
国
の
協
力
体
制
が
整
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
二
年
か
ら
両
国
で
協
力
し
て
、
朝
鮮
通
信
使
を
世
界
記
憶
遺
産
に
登

録
す
る
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

対
馬
市
は
、
歴
史
と
文
化
遺
産
を
活
用
し
た
国
際
的
取
り
組
み
を
地
域
お
こ
し
の
柱
の
一
つ
と
し
て
認
識
し
実
践
し
て
い
る
。
対
馬
市

は
二
〇
一
二
年
（
平
成
二
四
）
年
一
〇
月
一
日
に
「
朝
鮮
通
信
使
特
別
講
演
会
～
ユ
ネ
ス
コ
登
録
へ
の
道
～
開
催
（
対
馬
）」
を
開
催
し
、

同
年
一
〇
月
に
は
釜
山
市
に
お
い
て
世
界
記
憶
遺
産
登
録
の
た
め
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
一
一
月
に
は
京
都
市

に
お
い
て
縁
地
連
臨
時
総
会
を
開
催
し
て
世
界
記
憶
遺
産
登
録
推
進
を
確
認
し
て
い
る
。
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
一
月
三
〇
日
に

は
日
韓
議
連
合
同
総
会
が
開
催
さ
れ
、「
両
国
議
員
連
盟
は
、
朝
鮮
通
信
使
の
世
界
遺
産
登
録
お
よ
び
日
韓
交
流
の
共
同
チ
ャ
ン
ネ
ル
の

実
現
に
向
け
て
協
働
す
る
」
と
の
共
同
声
明
文
を
採
択
し
た
。
朝
鮮
通
信
使
の
日
韓
共
同
で
の
世
界
記
憶
遺
産
と
し
て
の
ユ
ネ
ス
コ
登
録

は
、
二
〇
一
五
年
の
日
韓
国
交
正
常
化
五
〇
周
年
に
お
け
る
友
好
関
係
修
復
の
象
徴
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
も
い
る）

11
（

。

　

ま
た
対
馬
市
の
国
際
交
流
を
支
え
て
い
る
も
う
一
つ
の
も
の
が
、
Ｊ
Ｅ
Ｔ
（T

he Japan Exchange and T
eaching Program

m
e

）
の
導

入
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
方
自
治
体
が
総
務
省
、
外
務
省
、
文
部
科
学
省
及
び
一
般
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
（CLA

IR

）
の
協
力

の
下
に
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
希
望
す
る
地
方
公
共
団
体
に
、
外
国
語
指
導
助
手
（
Ａ
Ｌ
Ｔ
）
や
国
際
交
流
員
（
Ｃ
Ｉ
Ｒ
）
あ
る
い

は
ス
ポ
ー
ツ
国
際
交
流
員
（
Ｓ
Ｅ
Ａ
）
を
派
遣
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
交
流
員
（
Ｃ
Ｉ
Ｒ
：Coordinator for International Relations

）
は
、

主
に
地
方
公
共
団
体
の
国
際
交
流
担
当
部
局
等
に
配
属
さ
れ
、
国
際
交
流
活
動
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
職
務
内
容
か
ら
高
い
日

本
語
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
対
馬
市
に
は
三
名
の
国
際
交
流
員
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
人
二
名
は
厳
原

の
観
光
物
産
推
進
本
部
と
上
対
馬
観
光
物
産
事
務
所
（
比
田
勝
港
が
あ
る
）
に
、
中
国
人
一
名
が
観
光
物
産
推
進
本
部
で
仕
事
を
し
て
い
る
。



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
四
三

彼
女
た
ち
の
主
な
任
務
は
、
文
書
等
の
翻
訳
、
イ
ベ
ン
ト
等
の
通
訳
業
務
、
市
民
対
象
の
語
学
講
座
の
開
催
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
対
馬
市

の
国
際
交
流
や
交
易
を
背
後
か
ら
支
え
る
仕
事
を
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
韓
国
・
中
国
の
文
化
や
習
慣
な
ど
国
際
理
解
講
座
の
開
催

を
計
画
し
て
い
る
学
校
や
団
体
で
の
要
請
に
応
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
対
馬
市
は
釜
山
広
域
市
を
中
心
と
し
た
韓
国
と
の
経
済
交
流
や
観
光
を
中
心
と
し
た
人
的
交
流
を
中
心
に
し
た
地
域
発
展

策
を
考
案
し
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
馬
市
と
定
期
便
が
就
航
し
て
い
る
韓
国
の
釜
山
広
域
市
と
博
多
市
の
相
互
交
流
か
ら
見
れ
ば
、

そ
の
傍
流
に
位
置
す
る
よ
う
な
、
サ
ブ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
地
域
相
互
交
流
の
一
断
面
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
側
面
も
み
ら
れ
る
が
、

国
境
周
辺
に
位
置
す
る
過
疎
の
離
島
に
お
け
る
相
互
交
流
と
し
て
は
か
な
り
期
待
の
持
て
る
地
域
発
展
の
一
つ
の
成
功
し
つ
つ
あ
る
例
と

し
て
、
そ
の
今
後
に
期
待
し
た
い
。

　

本
論
分
は
縦
書
き
の
た
め
、
各
種
資
料
の
数
字
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
漢
数
字
に
変
更
し
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め

に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）　

李
憲
模
「
比
較
研
究
へ
の
一
試
論
（
Ⅱ
）
―
日
韓
の
大
都
市
制
度
を
中
心
に
―
」『
中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢
』
中
央
学
院
大
学
法
学
部
第
一

八
巻
、
二
〇
〇
四
年

（
２
）　

尹
誠
國
『
韓
国
に
お
け
る
地
方
分
権
改
革
の
分
析
』
公
人
の
友
社

（
３
）　

新
藤
宗
之
『
教
育
委
員
会
』
岩
波
新
書
、
一
四
四
五
文
部
科
学
省
Ｈ
Ｐ
参
照

（
４
）　CLA

IR

『
韓
国
の
概
要
』「
第
八
章　

地
方
自
治
」
参
照

（
５
）　

拙
編
『
地
方
自
治
論
』
弘
文
堂
、
八
―
一
〇
頁
参
照

（
６
）　

地
方
財
政
情
報
館
『
財
政
用
語
小
辞
典
』「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」（kw

w
w
3.koshigaya. bunkyo.ac.jp/w

iki/index.php

）



三
四
四

（
７
）　

妹
尾
克
敏
『
地
方
自
治
法
の
解
説　

九
訂
版
』
一
ツ
橋
出
版
、
一
八
五
頁

（
８
）　

北
村　

亘
『
政
令
指
定
都
市
』
中
公
新
書
二
二
二
四
、
中
央
公
論
社
、
二
三
―
三
三
頁
参
照

（
９
）　

総
務
省
Ｈ
Ｐ
「
地
方
自
治
制
度
の
歴
史
」「
市
町
村
数
の
変
遷
と
明
治
・
昭
和
の
大
合
併
の
特
徴
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosi-

ki/jichi_gyousei/bunken/index.htm
l

）
や
、
妹
尾
・
前
掲
書
、
拙
著
「
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政
」『
政
経
研
究
』
第
四
十
六
巻
第
三
号
六
四

頁
表
４
参
照

（
10
）　

東
京
都
Ｈ
Ｐ
「
東
京
都
の
統
計
」（http://w

w
w
.toukei.m

etro.tokyo.jp/jsuikei/js-index4.htm

）、
総
務
省
Ｈ
Ｐ
「
都
道
府
県
別
人
口
と

人
口
増
減
率
」（
前
掲
）
な
ど
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
11
）　

日
本
の
市
町
村
の
人
口
と
面
積
に
つ
い
て
は
「
今
日
は
悠
々
・
都
道
府
県
市
町
村
」（http://uub.jp/

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
12
）　

尹
・
前
掲
書

（
13
）　CLA

IR

『
韓
国
の
地
方
自
治
』、
申
龍
徹
『
韓
国
行
政
。
自
治
入
門
』
公
人
社
、
尹
・
前
掲
書
、
李
・
前
掲
論
文
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
14
）　CLA

IR

「
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
二
〇
一
二
年
一
月
」
や
「
世
宗
特
別
市
」（http://w

w
w
.sejong.go.kr/global/jp/H

appySejong/FO
RSe-

jongH
istory.jsp;jsessionid

）
参
照

（
15
）　

韓
国
の
地
方
自
治
団
体
に
関
す
る
数
字
に
つ
い
て
は
、CLA

IR

前
掲
書
、（
参
考
資
料
）
広
域
自
治
団
体
の
概
要
と
、（
基
礎
資
料
）
基
礎
自

治
団
体
の
概
要
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
16
）　

ソ
ウ
ル
特
別
市H
P

（http://japanese.seoul.go.kr/
）
や
釜
山
広
域
市H

P

（http://japanese.busan.go.kr/H
om

eM
ain.do

）、
外
務
省

「
大
韓
民
国
」（http://w

w
w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/area/korea/

）、
釜
山
広
域
市
庁
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
内
容
な
ど
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
17
）　

釜
山
広
域
市
庁
や
釜
山
港
灣
公
社
（Busan Port A

uthority
）
で
の
聞
き
取
り
調
査
や
そ
の
と
き
の
配
布
資
料
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
18
）　

小
川
昌
代
「
経
済
自
由
区
域
法
」
国
立
国
会
図
書
館
『
外
国
の
立
法　

二
一
五
』（http://w

w
w
.ndl.go.jp/jp/diet/publication/le-

gis/215/21510.pd

）
参
照
’。
な
お
法
律
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
周
藤
利
一
訳
［
韓
国
の
法
令
］「
経
済
自
由
区
域
の
指
定
及
び
運
営
に
関
す
る
特

別
法
」（http://w

w
w
.lij.jp/info/hourei/kankoku/kei/kei023.pdf

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
）　K

orean Free Econom
ic Zones

（http://w
w
w
.fez.go.kr/jp/w

hat-is-free-econom
ic-zone.jsp

）
を
参
照
し
て
作
成
し
た
。



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
四
五

（
20
）　

釜
山
広
域
市H

P

や
釜
山
広
域
市
庁
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
内
容
な
ど
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
21
）　

釜
山
広
域
市H

P

（
日
本
語
版
）参
照

（
22
）　

国
土
交
通
調
査
室
・
山
口
広
文
「
離
島
振
興
の
現
状
と
課
題
」
国
立
国
会
図
書
館
『
調
査
と
情
報
』
二
〇
〇
九
年
二
月
二
六
日
、
一
―
二
頁
と
、

長
崎
県
『
し
ま
の
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る　

～
あ
ら
た
な
離
島
振
興
策
の
提
言
～
』
平
成
二
三
年
九
月
、
長
崎
県
企
画
振
興
部
『
長
崎
県
離

島
振
興
計
画
』
平
成
二
五
年
五
月
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
全
国
の
数
字
は
『
離
島
振
興
の
現
状
と
課
題
』
を
、
長
崎
県
の
離
島
の
数
字
は
『
長
崎

県
離
島
振
興
計
画
』
を
用
い
た
。
こ
れ
は
両
者
の
数
字
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
長
崎
県
内
の
数
字
は
長
崎
県
の
資
料
を
対
比
す
る

必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る

（
23
）　

対
馬
市
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.city.tsushim

a.nagasaki.jp/

）
や
聞
き
取
り
調
査
で
の
配
布
資
料
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
24
）　

対
馬
市
Ｈ
Ｐ
［
平
成
二
五
年
度
予
算
］

（
25
）　

対
馬
観
光
物
産
協
会H

P

、「
対
馬
の
歴
史
一
覧
」（http://w

w
w
.tsushim

a-net.org/history/chronicle.php

）、「
し
ま
交
流
拡
大
特
区
」

（http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/kouhyou/031128/68.pdf

）、「
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
」（http://w

w
w
.kantei.go.

jp/jp/singi/tiiki//kouzou2/kouhyou/031222/066.pdf

）
参
照

（
26
）　

対
馬
合
併
六
町
協
議
会
「
新
市
建
設
計
画
」（http://w

w
w
.gappei-archive.soum

u.go.jp/db/42naga/176-tusim
a/kkeikaku.pdf

）、

長
崎
県
離
島
振
興
計
画
」（http://w

w
w
.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2013/09/1378117744.pdf

）
参
照

（
27
）　
「
頑
張
る
地
方
応
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（http://w

arp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/w
w
w
.soum

u.go.jp/ganbaru/

）
参
照

（
28
）　

慶
應
義
塾
大
学
Ｓ
Ｆ
Ｃ
研
究
所
『
対
馬
市
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（https://w

w
w
.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2013/08/1375316176.

pdf

）、
対
馬
市
Ｈ
Ｐ
「
平
成
二
三
年
度
［
農
林
水
産
部
］
組
織
目
標N

o22

」
参
照

（
29
）　

西
日
本
新
聞
二
〇
一
二
年
一
月
二
九
日
朝
刊
。
実
績
は
対
馬
市
『
対
馬
市
森
林
づ
く
り
基
本
計
画
（
修
正
案
）
平
成
二
五
年
（http://w

w
w
.

city.tsushim
a.nagasaki.jp/policy/im

ages/m
oridukuri_iinnkai/m

orisyuuseiann6.pd

）、
現
状
は
対
馬
市
で
の
聞
き
取
り
調
査
で
得
た
も

の
で
あ
る
。

（
30
）　

対
馬
市
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.city.tsushim

a.nagasaki.jp/

）
や
聞
き
取
り
調
査
で
の
配
布
資
料
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。



三
四
六

（
31
）　

長
崎
県
観
光
振
興
課
『
長
崎
県
観
光
統
計
平
成
二
四
年
（
一
月
～
一
二
月
）』
観
光
振
興
課
平
成
二
五
年
六
月
一
三
日
（http://w

w
w
.pref.

nagasaki.jp/koho/hodo/upfile/20130613152954.pdf

）

（
32
）　

内
容
は
『
対
馬
の
歴
史
紹
介
』「
対
馬
の
出
入
国
者
の
現
状
と
課
題
」（http://tsushim

a-tokusan.com
/shiseki

）/

を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

数
字
は
法
務
省H

P

「
二
〇
一
二
年
法
務
省　

港
別
出
入
国
者
数
統
計　
（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_nyukan.
htm

l

」
を
参
照
し
た
。

（
33
）　

花
火
大
会
に
つ
い
て
は
対
馬
市
Ｈ
Ｐ
「
平
成
二
六
年
度
対
馬
花
火
大
会
の
お
知
ら
せ
」、
日
本
経
済
新
聞
「『
国
境
の
島
』
対
馬
、
花
火
で
日
韓

親
善   

一
〇
月
に
釜
山
か
ら
見
え
る
大
会
」（
二
〇
一
四
年
九
月
一
三
日
朝
刊
）、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
『
地
方
発
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
『
対
馬
と
プ
サ
ン   

国
境

を
超
え
た
花
火
』（
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
一
日
放
送
）
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
34
）　

対
馬
市
Ｈ
Ｐ
や
対
馬
観
光
協
会
Ｈ
Ｐ
「
対
馬
の
歴
史
一
覧
」
や
朝
鮮
通
信
使
縁
地
連
絡
協
議
会H

P

（http://enchiren.exblog.jp/

）
等
を

参
照
し
て
整
理
し
た
。
な
お
「『
通
信
』
と
は
、
お
互
い
に
信
（
よ
し
み
）
を
通
わ
し
あ
う
と
い
う
意
味
」
で
あ
り
、「
朝
鮮
王
朝
は
こ
の
外
交
使
節

の
こ
と
を
『
日
本
通
信
使
』
と
呼
ん
だ
」
の
で
あ
る
（
中
尾
宏
『
朝
鮮
通
信
使
―
江
戸
日
本
の
誠
信
外
交
』
岩
波
新
書
一
〇
九
三
、
ⅱ
頁
。

（
35
）　

対
馬
市
Ｈ
Ｐ
や
「
Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
う
こ
そ
」（http://w

w
w
.jetprogram

m
e.org/j/introduction/positions.htm

l

）
参
照



釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
の
地
域
間
交
流
（
崔
）

三
四
七

一
．
は
じ
め
に

　

今
日
中
央
政
府
間
の
外
交
関
係
が
行
き
詰
っ
て
い
る
最
中
で
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
釜
山
と
福
岡
の
間
に
お
け
る
地
方
自
治
レ
ベ
ル
と
民

間
レ
ベ
ル
で
の
交
流
は
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
何
よ
り
も
地
理
的
隣
接
性
と
経
済
的
必
要
の
た
め
、
地
域
間
交
流
の
伝

統
を
維
持
し
て
お
り
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
様
な
行
事
と
構
想
が
ニ
ュ
ー
ス
で
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
最
近
に
な
っ
て

観
光
客
な
ど
の
短
期
訪
問
者
の
数
は
減
っ
て
い
る
も
の
の
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
両
市
の
間
で
行
わ
れ
て
き
た
公
務
員
の
相
互
派
遣
は
現

在
も
相
変
わ
ら
ず
続
い
て
お
り
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
は
「
超
広
域
経
済
圏 m

ega-regional econom
ic area

」
構
想
の
実
現
に
向
け
経

済
協
力
協
議
会
が
設
け
ら
れ
今
も
健
全
に
活
動
し
て
い
る
。
ま
た
両
市
の
間
に
は
、
企
業
間
の
ビ
ジ
ネ
ス
交
流
の
み
な
ら
ず
市
民
団
体
や

大
学
に
よ
る
民
間
交
流
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　

釜
山
と
福
岡
と
の
交
流
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
多
様
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
大
別
す
る
と
⑴
船
舶

と
航
空
に
よ
る
人
的
交
流
に
つ
い
て
の
研
究
、
⑵
文
化
行
事
な
ど
の
文
化
交
流
に
つ
い
て
の
研
究
、
そ
れ
か
ら
⑶
超
広
域
経
済
圏
の
構
想
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と
主
に
物
的
交
流
に
つ
い
て
の
研
究
に
、
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
注
目
に
値
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
⑴

人
的
交
流
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、Park, Jong-H

yun

（
一
九
九
五

（
１
））

を
筆
頭
と
し
て
、
樗
木
武
ら
（
二
〇
〇
九

（
２
））・

福
岡
ア
ジ
ア
都

市
研
究
所
（
二
〇
一
〇

（
３
））・

成
恩
希
（
二
〇
一
〇

（
４
））

な
ど
で
あ
ろ
う
。
⑵
両
都
市
間
の
文
化
交
流
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど

目
立
た
な
い
が
、
二
〇
〇
六
年
の
次
世
代
育
成
を
テ
ー
マ
と
し
た
張
済
国
の
研
究

（
５
）と

二
〇
〇
九
年
の
文
化
交
流
を
扱
っ
た
福
岡
市
教
育
委

員
会
の
研
究

（
６
）が

あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
経
済
的
交
流
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、
一
九
九
五
年
朴
仁
鎬
が
「
日
韓
海
峡
経
済
圏
」
と
い
う

構
想
を
提
唱
し
て
以
来

（
７
）、

様
々
な
分
野
に
お
い
て
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
特
に
経
済
的
交
流
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
韓
国
語
に
よ

る
研
究
が
多
く
み
ら
れ
る

（
８
）。

ま
た
日
本
語
の
研
究
も
少
な
く
な
い
が
、
九
州
大
学
の
韓
国
経
済
研
究
会
編
集
の
論
文
集
に
発
表
さ
れ
た
高

木
直
人
（
二
〇
〇
九

（
９
））

と
加
峯
隆
義
（
二
〇
一
二）

（1
（

）
の
研
究
は
、
釜
山
と
福
岡
の
地
域
間
経
済
交
流
の
実
体
を
み
る
上
で
、
豊
富
な
情
報
を

与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
文
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
第
一
に
、
最
近
の
統
計
に
基
づ
き
両
都
市
間
の
交
流
の
現
況
を
総
体
的
に
把
握
す
る
と
と

も
に
、
地
域
間
交
流
の
現
況
と
限
界
に
つ
い
て
概
略
的
に
述
べ
た
い
。
第
二
に
は
、
両
市
の
行
政
機
関
ど
う
し
の
交
流
を
紹
介
す
る
。
特

に
協
力
事
業
推
進
委
員
会
の
会
議
資
料
の
中
で
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
事
業
を
中
心
に
、
行
政
交
流
の
実
態
を
紹
介
し
た
い
。
第
三
に
は
、

釜
山
韓
日
文
化
交
流
協
会
を
実
例
に
、
釜
山
か
ら
の
市
民
団
体
レ
ベ
ル
で
の
交
流
の
実
例
を
紹
介
す
る
。
同
協
会
は
一
九
八
七
年
一
一
月

結
成
さ
れ
て
以
来
、
福
岡
市
と
の
青
少
年
交
流
・「
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ａ
Ｎ　

Ｆ
Ｒ
Ｉ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
」
の
発
行
・
文
化
行
事
の
共
催
な
ど
、
多
彩
な
民
間

交
流
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
。
今
年
日
本
大
学
法
学
部
の
研
究
グ
ル
ー
プ
も
同
協
会
を
一
度
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
研
究
者
は
再
び

同
協
会
を
訪
れ
役
員
と
の
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
釜
山
と
福
岡
と
の
民
間
交
流
の
現
況
と
問
題
点
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
の
結
果

を
記
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
第
四
に
は
霊
山
大
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
学
期
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
例
に
、
大
学
レ
ベ
ル
で
の
交
流
を
紹
介
す
る
。
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私
の
所
属
大
学
は
、
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
学
生
を
主
な
対
象
に
し
て
、
二
〇
一
三
年
春
か
ら
二
ヶ
月
間
福
岡
に
滞
在
さ
せ
、
授
業
の
一

環
と
し
て
市
場
調
査
と
民
間
交
流
と
を
推
し
進
め
て
い
る
。
学
内
の
学
生
か
ら
の
反
響
も
よ
く
、
教
育
の
効
果
も
優
れ
て
い
る
。
時
折
、

発
表
者
が
今
年
四
月
か
ら
六
月
ま
で
、
引
率
教
授
と
し
て
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
携
わ
っ
た
経
験
も
あ
り
、
青
少
年
の
国
際
交
流
の
意
義
や

限
界
に
つ
い
て
、
肌
で
感
じ
た
も
の
を
報
告
し
た
い
。

二
．
釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
に
お
け
る
人
的
・
物
的
交
流
の
実
態

　

地
理
的
隣
接
性
に
よ
り
釜
山
と
福
岡
の
間
に
お
い
て
は
、
人
々
の
交
流
の
始
点
を
確
定
で
き
な
い
ほ
ど
、
そ
の
交
流
の
歴
史
は
非
常
に

深
い
も
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
が
正
式
に
姉
妹
都
市
と
し
て
協
定
を
結
ん
だ
の
は
、
二
〇
〇
七
年
二
月
二
日

の
こ
と
で
あ
る
。
釜
山
広
域
市
国
際
協
力
課
の
資
料
に
よ
る
と
、
一
九
八
七
年
福
岡
市
の
市
長
（
桑
原
敬
一
）
が
釜
山
市
を
訪
れ
た
際
、

は
じ
め
に
両
市
の
姉
妹
都
市
結
縁
の
意
向
を
明
ら
か
に
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
も
一
九
八
九
年
ま
で
、
七
回
に
わ
た
っ
て

福
岡
市
の
副
市
長
・
市
議
会
議
長
・
議
員
団
に
よ
っ
て
姉
妹
都
市
結
縁
の
要
請
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
釜
山
広
域
市
は
一
九
八

九
年
韓
国
政
府
（
内
務
部
）
に
承
認
を
要
請
し
た
が
、
外
国
と
の
姉
妹
都
市
の
協
定
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
行
政
交
流
の
た
め

の
相
互
合
意
文
の
交
換
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
回
答
を
得
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
一
九
八
九
年
釜
山
広
域
市
の
市
長
（
安
サ
ン
ヨ
ン
）

が
福
岡
市
を
訪
れ
合
意
文
を
渡
し
た
。
そ
の
後
韓
国
政
治
の
民
主
化
と
地
方
自
治
の
発
達
に
よ
り
、
韓
国
に
お
い
て
も
国
際
姉
妹
都
市
の

協
定
締
結
に
妨
げ
に
な
る
も
の
が
な
く
な
り
、
二
〇
〇
七
年
両
市
の
間
で
姉
妹
都
市
結
縁
協
定
が
結
ば
れ
た
と
い
う
。

　

協
定
の
締
結
後
、
両
市
の
間
で
は
実
際
の
人
的
・
物
的
交
流
を
活
か
し
た
い
と
い
う
行
政
側
の
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
。
も
っ
と

も
典
型
的
な
動
き
と
し
て
現
れ
た
の
は
、
二
〇
〇
八
年
三
月
釜
山
広
域
市
の
市
長
か
ら
釜
山
・
福
岡
市
と
の
間
で
超
広
域
経
済
圏
形
成
を



三
五
〇

推
進
し
よ
う
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
、
同
年
一
〇
月
に
福
岡
市
で
、
両
市
の
行
政
機
関
・
商
工
会
議
所
・
経
済
界
に
よ
る
「
経
済
協
力
協

議
会
」
が
設
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
釜
山
広
域
市
は
、
そ
の
直
後
か
ら
釜
山
発
展
研
究
院
と
九
州
経
済
調
査
協
会
と
の
共
同

研
究
を
は
じ
め
と
し
た
、
様
々
な
分
野
で
の
専
門
家
会
議
と
実
務
者
会
議
と
を
主
導
し
て
い
く
ほ
か
、
二
〇
〇
九
年
八
月
に
は
超
広
域
経

済
圏
形
成
の
た
め
の
四
つ
の
基
本
方
向
、
九
つ
の
戦
略
、
そ
れ
か
ら
二
三
の
細
部
推
進
事
業
と
六
四
の
当
面
課
題
を
ま
と
め
た
。
こ
の
よ

う
な
行
政
側
の
動
き
と
と
も
に
、
釜
山
広
域
市
は
二
〇
〇
八
年
一
二
月
企
画
研
究
チ
ー
ム
を
起
こ
し
、
二
〇
一
〇
年
二
月
『
釜
山
・
福
岡

超
広
域
経
済
圏
形
成
促
進
に
関
す
る
研
究
』
と
そ
の
『
要
約
報
告
書
』
を
、
両
方
韓
国
語
の
資
料
と
し
て
発
表
し
た
。
こ
の
『
研
究
』
の

序
文
に
は
、
釜
山
発
展
研
究
院
の
先
任
研
究
委
員
を
責
任
者
と
し
て
、
同
研
究
院
内
部
の
研
究
者
五
人
と
外
部
か
ら
の
共
同
研
究
者
一
〇

人
に
よ
る
、
一
年
余
り
の
短
期
間
で
大
規
模
の
基
礎
研
究
で
あ
っ
た
と
い
う
、
研
究
チ
ー
ム
・
推
進
経
過
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

な
お
『
要
約
報
告
書
』
は
、
両
市
の
経
済
現
況
に
関
す
る
統
計
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
韓
国
と
日
本
に
占
め
る
両
市
の
経
済
規

模
と
し
て
、
両
市
の
人
口
は
両
国
の
二
・
九
％
で
あ
る
が
、
生
産
高
は
一
・
九
％
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
統
計
作
成
の
た
め
に

は
、
日
本
語
に
よ
る
資
料
と
し
て
、
日
本
内
閣
府
の
『
県
民
経
済
計
算
年
報
』・
経
済
産
業
省
の
『
工
業
統
計
表
』・
門
司
税
関
の
『
九
州

経
済
圏
の
貿
易
』・
総
務
省
の
『
日
本
統
計
年
鑑
』・
九
州
経
済
調
査
協
会
の
『
図
説
九
州
経
済
』、
そ
れ
か
ら
韓
国
語
の
資
料
と
し
て
、

韓
国
統
計
庁
の
『
韓
国
統
計
年
鑑
』
な
ど
が
参
考
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。『
要
約
報
告
書
』（
二
〇
一
〇
）
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
二
〇
〇

五
年
と
二
〇
〇
六
年
の
間
の
両
市
の
経
済
現
況
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
の
統
計
は
、
二
〇
〇
五
年
と
二
〇
〇
六
年
に
限
っ
て
の
統
計
で
あ
る
が
、
そ
ろ
そ
ろ
一
〇
年
近
く
経
過
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
も
、

韓
国
・
日
本
に
占
め
る
釜
山
・
福
岡
の
経
済
規
模
の
比
率
は
、
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
が
手

を
組
ん
で
「
超
広
域
経
済
圏
構
想
」
云
々
し
て
い
る
の
は
、
韓
国
・
日
本
の
全
体
に
占
め
る
経
済
規
模
の
大
き
さ
か
ら
で
は
な
く
、
両
国
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の
経
済
規
模
が
首
都
圏
に
集
中
し
て
い
る
反
面
、
地
方
の
経
済
が
疎
外
さ
れ
て
い
る
と

い
う
、
地
域
経
済
の
危
機
状
況
の
認
識
及
び
中
央
経
済
圏
に
よ
る
コ
厶
プ
レ
ク
ス
か
ら

脱
却
し
た
い
、
と
い
う
両
市
と
も
の
念
願
か
ら
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

現
実
に
中
央
政
府
か
ら
の
支
援
や
補
助
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
地
方
政
府
の
立
場
と
し

て
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
厶
プ
レ
ク
ス
を
あ
り
の
ま
ま
積
極
的
に
表
に
出
す
わ
け
に
は
行

か
ず
、
た
だ
相
手
の
都
市
に
対
し
て
協
力
に
よ
る
経
済
規
模
の
拡
張
を
訴
え
る
‘
慰
め

合
い
’
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
思
う
。
つ
ま
り
、
地
域
経
済
の
置

か
れ
た
危
機
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
認
識
し
合
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
中
央
政
府
と

の
鎖
も
断
ち
切
れ
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
ど
う
も
国
内
中
心
の
経
済
運
営

を
優
先
せ
ざ
る
を
え
な
く
、
超
広
域
経
済
圏
構
想
は
必
死
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
は
な
れ

な
い
と
い
う
、「
積
極
性
の
乏
し
い
」
限
界
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
で
は
、
い
く
ら
両
市
の
間
で
地
域
的
交
流
の
重
要
性
が
頻
繁
に
主
張
さ
れ
て
い
て

も
、
両
国
の
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
て
い
る
外
交
関
係
に
風
穴
を
開
け
る
ほ
ど
の
突
破
口
を
見

出
す
こ
と
は
期
待
で
き
ず
、
韓
国
・
日
本
の
交
流
に
追
従
し
て
い
る
形
で
の
両
市
の
地

域
間
交
流
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　

現
在
に
お
け
る
両
国
の
人
的
・
物
的
交
流
の
実
態
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
は
、
駐
日

本
大
韓
民
国
大
使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
在
韓
国
日
本
国
大
使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

〈表－１〉　釜山広域市と福岡市の経済現況（2005年と2006年）

面積
（㎢）

2005年
人口

2005年
総生産額

2006年
工業出荷額

2006年
貿易額

規模
（千人）

構成
（％）

規模
（億ドル）

構成
（％）

規模
（億ドル）

構成
（％）

規模
（億ドル）

構成
（％）

輸出額
（％）

輸出額
（％）

韓国＋
日本 477,601 176,550 100 57,232 100 36,236 100 18,331 100 9,578 8,753

　韓国 99,678 48,782 27.6 8.073 14.1 9,779 27.0 6,348 34.6 3,255 3,094

　日本 377,923 127,768 72.4 49,159 85.9 26,457 73.0 11,982 65.4 6,323 5,659

釜山＋
福岡 1,106 5,039 2.9 1.090 1.9 376 1.0 449 2.4 248 201

　釜山 765 3,638 2.1 457 0.8 326 0.9 167 0.9 81 86

　福岡 341 1,401 0.8 633 1.1 50 0.1 281 1.5 167 114
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資
料
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
応
資
料
の
性
格
が
公
式
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
割
り
と
新
し
い
統
計
を
即
応
に
引
用
し
有

効
性
と
適
時
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
資
料
か
ら
、
地
域
間
の
交
流
の
実
体
は
直
接
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
報
告
で
は
、
釜
山
発
展
研
究
院
の
二
〇
〇
五
年
二
〇
〇
六
年
の
統
計
か
ら
、
釜
山
・
福
岡
の
地
域
間
交
流
の

構
成
を
大
体
の
目
処
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

二
〇
一
三
年
の
韓
国
の
対
日
輸
出
額
は
三
四
七
億
ド
ル
で
あ
り
、
対
日
輸
入
額
は
、
六
〇
〇
億
ド
ル
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る）

（（
（

。
合
わ

せ
て
両
国
間
の
二
〇
一
三
年
の
交
易
額
は
、
九
四
七
億
ド
ル
で
あ
っ
た
。
釜
山
・
福
岡
の
地
域
間
交
易
の
構
成
が
、
二
・
四
％
前
後
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
二
〇
一
三
年
に
お
け
る
釜
山
・
福
岡
の
地
域
間
交
易
は
、
約
二
三
億
ド
ル
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
つ
い
最
近
韓
国
と

日
本
の
交
易
量
が
徐
々
に
減
っ
て
い
る
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
当
然
な
が
ら
釜
山
・
福
岡
の
地
域
間
交
易
の
量
も
減
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

二
〇
一
四
年
に
入
っ
て
八
月
ま
で
の
韓
国
・
日
本
の
交
易
額
は
、
去
年
同
期
と
比
べ
一
六
％
も
減
っ
た
五
七
三
億
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
両
国
間
交
易
の
減
少
は
、
ま
さ
に
釜
山
・
福
岡
の
地
域
間
交
易
に
も
赤
信
号
に
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
一
〇
年
前
に
出

さ
れ
た
「
超
広
域
経
済
圏
構
想
」
の
現
実
は
、
な
か
な
か
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
経
済
的
・
物
的
交
流
と
は
違
っ
て
、
人
的
交
流
の
面
で
は
や
や
異
な
っ
た
様
子
が
見
ら
れ
て
い
る
。
人
的
交
流
の
規
模
を

地
域
間
レ
ベ
ル
に
絞
る
と
い
う
こ
と
は
、
難
し
い
こ
と
で
も
あ
り
、
あ
ま
り
意
味
を
も
も
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
韓
国
観
光
公
社
と
日

本
政
府
観
光
局
が
出
し
て
い
る
両
国
の
旅
行
者
統
計
か
ら
、
地
域
間
の
人
的
交
流
の
規
模
に
つ
い
て
推
論
し
て
み
た
い
。
二
〇
一
三
年
の

韓
国
人
の
日
本
旅
行
は
二
〇
一
二
年
に
比
べ
二
〇
％
伸
び
た
二
四
六
万
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
二
〇
一
三
年
の
日
本
人
の
韓
国
旅
行

は
二
〇
一
二
年
に
比
べ
二
二
％
減
っ
た
二
七
五
万
人
で
あ
っ
た）

（1
（

。
人
的
交
流
は
、
歴
史
認
識
・
領
土
問
題
を
原
因
と
し
た
国
民
ど
う
し
の

反
感
に
影
響
さ
れ
や
す
い
。
だ
か
ら
国
家
レ
ベ
ル
や
地
域
レ
ベ
ル
で
の
長
期
滞
在
と
か
行
事
の
た
め
の
人
的
交
流
は
非
常
に
減
っ
て
い
る
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と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
反
面
韓
国
人
の
日
本
旅
行
の
増

加
の
よ
う
に
、
為
替
率
の
変
動
な
ど
に
よ
る
短
期
滞
在
の
動
き
は

歴
史
認
識
・
領
土
問
題
に
そ
れ
ほ
ど
影
響
さ
れ
な
い
と
い
う
側
面

も
あ
る
。
二
〇
一
三
年
の
旅
行
者
統
計
か
ら
見
る
と
、
大
体
一
月

か
ら
七
月
ま
で
の
前
半
期
に
は
韓
国
人
の
日
本
旅
行
者
が
日
本
人

よ
り
多
か
っ
た
し
、
八
月
か
ら
一
二
月
ま
で
は
日
本
人
の
韓
国
旅

行
者
が
相
対
的
に
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う

な
流
れ
で
行
く
な
ら
ば
、
一
年
全
体
の
規
模
か
ら
も
も
う
じ
き
韓

国
人
の
日
本
旅
行
者
が
日
本
人
の
韓
国
旅
行
者
を
上
回
る
よ
う
な

こ
と
が
起
こ
り
う
る
と
、
私
は
思
う
。

　

次
は
、
釜
山
と
福
岡
の
人
的
・
物
的
交
流
を
可
能
に
す
る
飛
行

機
と
船
舶
の
運
行
現
況
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
二
〇
一
四
年
一
〇

月
現
在
、
釜
山
（
金
海
）
と
福
岡
を
繋
ぐ
飛
行
便
は
、
ア
ジ
ア
ナ

航
空
と
エ
ア
釜
山
が
一
日
三
便
ず
つ
毎
日
往
復
運
行
し
て
お
り
、

日
本
航
空
・
大
韓
航
空
は
一
日
二
便
ず
つ
毎
日
往
復
運
行
し
て

い
る）

（1
（

。
所
要
時
間
は
一
応
五
五
分
と
な
っ
て
い
る
が
、
離
陸
か
ら

着
陸
ま
で
は
三
〇
分
足
ら
ず
の
近
距
離
で
あ
る
。

〈表－２〉　釜山発、福岡着飛行便（2014年10月）

便名 / 航空会社 出発 到着 所要時間 運行日

JL5264　日本航空
09:15 10:05 50分 毎日
09:00 09:50 50分 毎日

KE783　大韓航空
09:15 10:05 50分 毎日
09:00 09:50 50分 毎日

OZ9732　アシアナ航空 10:00 10:50 50分 毎日

BX142　エアプサン
10:00 10:50 50分 毎日
10:00 10:50 50分 毎日

OZ9736　アシアナ航空 14:20 15:15 55分 毎日
BX146　エアプサン 14:20 15:15 55分 毎日

JL5266　日本航空
17:55 18:45 50分 毎日
17:50 18:40 50分 毎日

KE797　大韓航空
17:55 18:45 50分 毎日
17:50 18:40 50分 毎日

OZ9734　アシアナ航空 18:00 18:50 50分 毎日
BX144　エアプサン 18:00 18:50 50分 毎日
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ま
た
、
釜
山
広
域
市
の
国
際
協
力
課
か
ら
提
供
し
て
も
ら
っ
た

「
釜
山
港
国
際
旅
客
船
運
行
現
況
」
か
ら
、
釜
山
・
福
岡
間
の
船

舶
運
行
の
現
況
を
調
べ
て
み
た
。
二
〇
一
四
年
一
〇
月
現
在
、
釜

山
港
か
ら
は
国
際
船
舶
と
し
て
現
在
五
つ
の
航
路
が
あ
り
、
六
つ

の
船
舶
会
社
に
よ
る
一
三
隻
の
船
が
乗
客
を
運
ん
で
い
る
。
そ
の

な
か
で
釜
山
と
福
岡
の
間
の
航
路
は
、
四
つ
の
船
舶
会
社
に
よ
る

九
隻
の
船
が
運
航
中
で
あ
る
。
主
に
韓
国
の
未
来
高
速
と
日
本
の

九
州
高
速
船
会
社
が
共
同
運
行
し
、
旅
客
専
用
の
快
速
船
を
も
っ

て
旅
客
の
需
要
を
賄
っ
て
い
る
。
現
在
、
未
来
高
速
は
三
隻
の
船

を
、
九
州
高
速
船
会
社
は
四
隻
の
船
を
各
々
出
し
て
い
る
。
三
月

か
ら
一
〇
月
ま
で
の
乗
客
の
多
い
時
期
に
は
、
両
社
は
共
同
の
配

船
で
増
便
も
行
っ
て
お
り
、
そ
の
都
度
ダ
イ
ヤ
を
変
え
て
運
行
す

る
と
い
う
柔
軟
性
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
他
こ
の
航
路
に
は
、
早

く
も
一
九
九
〇
年
か
ら
運
行
し
始
め
た
貨
客
船N

ew
-Cam

ellia

号
（
定
員
五
二
二
名
）
が
現
在
も
週
七
回
往
復
運
行
し
て
お
り
、

一
九
九
九
年
か
ら
運
行
し
始
め
た
旅
客
専
用
船D

ream

号
（
定

員
二
七
九
名
）
が
週
六
回
運
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
対
馬
の
厳
原

〈表－３〉　福岡発、釜山着飛行便（2014年10月）

便名 / 航空会社 出発 到着 所要時間 運行日

JL5265　日本航空
11:05 12:00 55分 毎日
10:50 11:45 55分 毎日

KE784　大韓航空
11:05 12:00 55分 毎日
10:50 11:45 55分 毎日

OZ9731　アシアナ航空 11:40 12:35 55分 毎日

BX141　エアプサン
11:40 12:35 55分 毎日
11:40 12:35 55分 毎日

OZ9735　アシアナ航空 16:10 17:05 55分 毎日
BX145　エアプサン 16:10 17:05 55分 毎日
OZ9733　アシアナ航空 19:40 20:30 50分 毎日
BX143　エアプサン 19:40 20:30 50分 毎日

JL5267　日本航空
19:45 20:40 55分 毎日
19:40 20:35 55分 毎日

KE798　大韓航空
19:45 20:40 55分 毎日
19:40 20:35 55分 毎日
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経
由
の
快
速
船K

obee

（
定
員
二
二
二
名
）
と
比
田
勝
経
由
の
快
速
船Beetle

（
定
員

二
〇
〇
名
）
が
一
日
一
回
か
二
回
走
っ
て
い
る
。

三
．
釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
に
お
け
る
行
政
交
流
の
実
例

　

二
〇
〇
七
年
二
月
姉
妹
都
市
結
縁
協
定
を
締
結
し
て
以
来
、
釜
山
広
域
市
と
福
岡

市
と
の
間
で
は
行
政
交
流
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
き
た
。
行
政
交
流
と
い
え
ば
、
公
務

員
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
を
指
し
て
お
り
、
両
市
の
間
で
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多

く
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
釜
山
広
域
市
国
際
協
力
課
の
資
料
「
国
際
姉
妹
結
縁
都
市

間
交
流
推
進
状
況
」
に
よ
る
と
、
行
政
交
流
と
し
て
二
〇
〇
八
年
に
二
五
件
、
二
〇

〇
九
年
に
三
五
件
、
二
〇
一
〇
年
に
二
二
件
、
二
〇
一
一
年
に
二
五
件
、
二
〇
一
二

年
に
二
一
件
、
二
〇
一
三
年
に
二
九
件
、
実
施
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
者

は
、
日
本
大
学
法
学
部
の
山
田
光
矢
教
授
の
率
い
る
研
究
チ
ー
ム
（
四
人
）
の
一
員

と
し
て
、
二
〇
一
四
年
一
月
一
三
日
午
前
中
に
釜
山
広
域
市
の
国
際
協
力
課
を
訪
問

し
、
国
際
交
流
の
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
を
聞
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
日
本
大
学
で
の

発
表
を
前
に
、
九
月
一
六
日
の
午
後
再
び
国
際
協
力
課
を
個
別
的
に
訪
れ
、
最
も
紹

介
す
べ
く
事
業
に
つ
い
て
の
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
を
行
い
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
交
流
に

関
す
る
資
料
を
提
供
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
時
同
課
は
、
今
年
に
入
っ
て
行
わ
れ
て

〈表－４〉　釜山港・福岡港往来の船舶（2013年11月）

船舶会社 船舶名 船籍 船種 運行形態 就航年 運行時間

高麗フェリー New Camellia 日本 貨客船 週７回、月１
回土曜休航 1990 14時間

JR九州高速船

Beetle 日本 快速船
１日４回、盛
需期増船（比
田勝経由あり）

2001 ２時間55分

Beetle 2 日本 快速船 1991 ２時間55分

Beetle 3 日本 快速船 1998 ２時間55分

Beetle 5 日本 快速船 2003 ２時間55分

未来高速

Kobee 韓国 快速船 １日３回、盛
需期増船（厳
原経由あり）

2002 ２時間55分

Kobee 3 韓国 快速船 2002 ２時間55分

Kobee 5 韓国 快速船 2004 ２時間55分

大亜高速海運 Dream 韓国 快速船 週６回 1999 ３時間15分



三
五
六

〈表－５〉　釜山広域市と福岡市との行政交流（2014年年1月～ 9月）

行事名 期間 開催地 行事内容

釜山・福岡超広域経
済圏形成事業 １月 釜山 釜山国際ゲーム・IT Symposium など

釜山・福岡超広域経
済圏形成事業 １－３月 福岡 韓国映画２編の福岡上映

釜山市民公園内福岡
庭園造成 ２月 釜山 福岡市民代表団の釜山訪問

第４回ビジネス CEO 
Forum ５月 福岡 両市の CEO など140人参加

福岡市行政副市長の
釜山訪問 ５月 釜山 市民公園開所式参加

福岡市国際交流関係
者の釜山訪問 ５月 釜山 国際課長と担当者

東アジア経済交流推
進機構会議 ７月 釜山 韓国・日本・中国９都市から製造部会員

40人参加

釜山・福岡大学生イ
ンターンシップ ７月 福岡 釜山の大学生12人、福岡に派遣

福岡市へ17次公務員
派遣 ８月 福岡 国際協力課所属の公務員一人派遣

韓・日・中国姉妹都
市青年キャンプ ８月 釜山 三国の姉妹友好都市から２人ずつ10人

キャンプ参加

姉妹都市次世代リー
ダーキャンプ ８月 釜山 姉妹都市からの大学生20人を招く

釜山・福岡超広域経
済圏形成事業 ８月 釜山 Global 人材育成分野、学生教師100人夏

季キャンプ参加

第２回韓日中姉妹都
市児童絵画展示会 ８月－10月 釜山 釜山・上海・福岡など、絵画300点を巡

回展示

釜山・福岡大学生イ
ンターンシップ ９月 釜山 日本人学生10人を招き、インターンシッ

プ交流

釜山・福岡超広域経
済圏形成事業 ９月 福岡 第６回協力事業推進委員会、2015年事業

協議

釜山・福岡超広域経
済圏形成事業 ８月－12月 福岡 釜山の大学生６人、インターンシップ交

流

釜 山・ 福 岡 Forum
第９次会議 ９月 釜山 釜山広域市長・福岡市長など27人参加

福岡市長ら釜山訪問 ９月 釜山 高島宗一郎市長ら５人、釜山訪問
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き
た
福
岡
市
と
の
行
政
交
流
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
行
事
を
取
り
上
げ
紹
介
し
て
い
た
。

　
〈
表

－

５
〉
か
ら
も
読
み
取
ら
れ
る
よ
う
に
、
両
市
の
行
政
交
流
の
中
で
も
釜
山
・
福
岡
超
広
域
経
済
圏
形
成
事
業
は
、
ア
ジ
ェ
ン
ダ
ー

を
一
つ
一
つ
実
行
し
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
、
韓
国
と
日
本
の
間
の
他
の
地
域
で
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
着
実
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
交

流
に
な
っ
て
い
る
。
時
折
今
年
九
月
二
日
に
は
、
福
岡
市
に
お
い
て
第
六
回
協
力
事
業
推
進
委
員
会
の
合
同
会
議
が
開
か
れ
た
。
本
研
究

者
は
、
九
月
一
六
日
の
午
後
釜
山
広
域
市
の
市
役
所
の
中
に
あ
る
「
釜
山
・
福
岡
経
済
協
力
事
務
所
」
を
訪
れ
、
上
原
里
美
所
長
か
ら
九

月
二
日
の
会
議
資
料
を
提
供
し
て
も
ら
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
資
料
に
基
づ
い
て
釜
山
・
福
岡
間
の
行
政
交
流
に
つ
い
て
重
要
と
思
わ

れ
る
事
業
を
中
心
に
、
紹
介
し
て
み
た
い
。

　

両
市
の
経
済
協
力
推
進
体
系
と
し
て
は
、「
釜
山
・
福
岡
経
済
協
力
協
議
会
」
と
「
釜
山
・
福
岡
協
力
事
業
推
進
委
員
会
」
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。「
釜
山
・
福
岡
経
済
協
力
協
議
会
」
は
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
福
岡
市
に
お
い
て
設
立
総
会
を
開
き
、
翌
年
八
月
に
は

釜
山
広
域
市
に
お
い
て
第
二
回
協
議
会
を
開
い
た
。
こ
の
よ
う
な
協
議
会
の
集
ま
り
が
、
両
市
の
経
済
協
力
推
進
体
系
の
基
礎
を
築
い
た

も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
か
ら
「
釜
山
・
福
岡
協
力
事
業
推
進
委
員
会
」
は
、
実
務
の
推
進
組
織
と
し
て
、
協
力
事
業
推
進
状
況
の
把
握
、

評
価
、
事
業
計
画
の
策
定
な
ど
に
当
た
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
委
員
会
に
は
、
両
市
の
行
政
機
関
は
じ
め
関
連
団
体
や
機
関
な
ど
、
五
機

関
六
人
を
も
っ
て
、
両
市
に
各
々
構
成
さ
れ
て
い
る
。
委
員
会
は
、
二
〇
一
〇
年
二
月
釜
山
広
域
市
で
第
一
回
合
同
会
議
が
開
か
れ
て
以

来
、
第
二
回
会
議
は
同
年
八
月
福
岡
市
で
開
か
れ
、
第
三
回
会
議
は
二
〇
一
一
年
八
月
釜
山
で
、
第
四
回
会
議
は
二
〇
一
二
年
八
月
福
岡

で
、
第
五
回
会
議
は
二
〇
一
三
年
八
月
釜
山
で
、
そ
れ
か
ら
第
六
回
会
議
は
今
年
九
月
福
岡
で
、
そ
れ
ぞ
れ
開
か
れ
た
。
推
進
組
織
に
お

い
て
最
も
注
目
に
値
す
る
も
の
と
し
て
は
、
二
〇
一
〇
年
八
月
を
も
っ
て
両
市
の
市
役
所
に
「
経
済
協
力
事
務
所
」
を
設
け
た
こ
と
で
あ

る
。
現
在
の
時
点
に
お
い
て
「
経
済
協
力
事
務
所
」
は
、
室
内
に
Ｔ
Ｖ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
設
置
し
て
い
る
ほ
か
、
職
員
二
人
で
協
力
事
業
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の
総
合
的
な
支
援
の
機
能
を
遂
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

両
市
の
協
力
事
業
の
課
題
と
し
て
は
、
二
〇
〇
九
年
の
第
二
回
協
議
会
の
時
、
四
大
基
本
方
向
・
九
戦
略
・
二
三
細
部
推
進
事
業
・
六

四
課
題
が
確
定
さ
れ
、
合
意
書
に
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
推
進
課
題
に
つ
い
て
は
、
担
当
部
署
並
び
に
担
当
者
を
指
定
し
事
業

を
遂
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
二
月
の
第
二
回
委
員
会
で
一
二
の
重
点
課
題
が
確
定
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
八
月
の
第
三
回
委

員
会
で
は
一
四
の
重
点
課
題
が
確
定
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
二
〇
一
二
年
八
月
の
第
四
回
委
員
会
で
は
重
点
分
野
と
し
て
五
つ
の
分
野
が
選

定
さ
れ
た
。
両
市
の
協
力
事
業
の
中
で
、
毎
年
続
け
て
行
わ
れ
て
い
る
継
続
推
進
課
題
と
し
て
は
、
⑴
産
業
支
援
機
関
及
び
研
究
機
関
の

交
流
、
⑵
経
済
協
力
事
務
所
の
相
互
運
営
、
⑶
ビ
ジ
ネ
ス
Ｃ
Ｅ
Ｏ　

Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｕ
Ｍ
の
開
催
、
⑷
貿
易
相
談
会
の
開
催
、
⑸
釜
山
・
九
州
投

資
支
援
会
と
の
連
携
・
協
力
の
強
化
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
四
回
委
員
会
で
選
定
さ
れ
た
五
つ
の
重
点
分
野
の
遂
行
状
況
を
概
略
的

に
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

⑴
展
示
・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
分
野

　
　
　

共
同
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
実
施
（
二
〇
一
三
年
六
月
仁
川
・
春
川
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
下
関
、
二
〇
一
四
年
五
月
ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
四
年
七

月
大
阪
）

　
　
　

香
港
発
着
で
福
岡
・
釜
山
を
同
時
に
巡
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
商
品
の
完
成
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
）

　
　
　

共
同
観
光
説
明
会
の
実
施
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
、
香
港
で
実
施
）

　

⑵
ゲ
ー
ム
・
映
像
分
野

　
　
　

シ
ネ
マ
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
の
推
進
（
二
〇
一
三
年
一
二
月
釜
山
で
四
編
上
映
、
二
〇
一
四
年
一
月
か
ら
福
岡
で
三
編
上
映
）
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⑶
水
産
分
野

　
　
　

Ｔ
Ｖ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
情
報
の
交
換
（
二
〇
一
三
年
一
二
月
）

　
　
　

両
市
の
水
産
市
場
の
現
状
に
つ
い
て
意
見
交
換

　

⑷
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
分
野

　
　
　

釜
山
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
レ
ッ
ジ
夏
季
キ
ャ
ン
プ
に
、
福
岡
市
の
中
学
生
一
〇
〇
人
が
参
加
（
二
〇
一
三
年
八
月
）

　
　
　

釜
山
市
の
大
学
生
が
福
岡
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
参
加
（
二
〇
一
三
年
一
〇
人
）

　
　
　

釜
山
の
生
徒
・
教
師
が
福
岡
を
訪
問
、
授
業
参
加
、
生
活
体
験
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

　
　
　

福
岡
の
生
徒
・
教
師
が
釜
山
を
訪
問
、
授
業
参
加
、
文
化
施
設
な
ど
見
学
（
二
〇
一
四
年
八
月
）

　

⑸
デ
ザ
イ
ン
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
分
野

　
　
　

第
五
回
福
岡
ア
ジ
ア
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
参
加
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

　
　
　

第
六
回
福
岡
ア
ジ
ア
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
参
加
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

　
　
　

FA
Co in BU

SA
N

 FA
SH

IO
N

 W
EEK

開
催
（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）

　
　
　

福
岡
・
釜
山
デ
ザ
イ
ン
商
談
会 

in 

福
岡
の
開
催
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
）

　
　
　

福
岡
・
釜
山
デ
ザ
イ
ン
商
談
会 

in 

釜
山
の
開
催
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

　
　
　

福
岡
・
釜
山
デ
ザ
イ
ン
交
流
事
業
（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）
の
開
催
（
二
〇
一
四
年
五
月
）

　

つ
い
最
近
、
九
月
一
二
日
か
ら
一
三
日
に
か
け
て
釜
山
で
開
か
れ
た
「
第
九
次
釜
山
・
福
岡
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｕ
Ｍ
」
の
資
料
で
は
、
現
時
点
で



三
六
〇

の
両
市
の
行
政
交
流
に
お
け
る
主
役
の
面
々
が
表
わ
れ
て
い
る）

（1
（

。
最
初
の
日
に
行
わ
れ
た
歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
は
、
李
㙊
鎬
Ｂ
Ｓ
金
融

の
顧
問
が
釜
山
市
側
の
世
話
人
と
し
て
「
歓
迎
の
辞
」
を
の
べ
た
後
、
釜
山
側
の
来
賓
と
し
て
徐
秉
洙
釜
山
広
域
市
長
と
李
海
東
釜
山
広

域
市
議
会
議
長
、
福
岡
側
の
来
賓
と
し
て
松
井
貞
夫
在
釜
山
日
本
国
総
領
事
と
石
原
進
九
州
旅
客
鉄
道
相
談
役
が
、
そ
れ
ぞ
れ
祝
辞
を
述

べ
た
。
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｕ
Ｍ
で
は
主
に
経
過
報
告
や
発
表
が
出
さ
れ
た
が
、
基
調
演
説
と
し
て
申
珏
秀
前
駐
日
韓
国
大
使
が
「
韓
日
国
交
正
常
化

五
〇
周
年
と
韓
日
関
係
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
発
題
し
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
一
で
は
、
金
晳
煥
Ｋ
Ｎ
Ｎ
社
長
が
「
日
韓
国
交
正
常
化
五
〇
周
年
、

釜
山
と
福
岡
を
考
え
る
」
を
、
久
保
田
勇
夫
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行
取
締
役
が
「
日
韓
国
交
正
常
化
五
〇
周
年
に
向
け
た
釜
山
・
福
岡
の
役

割
」
を
発
表
し
た
。
そ
れ
か
ら
セ
ッ
シ
ョ
ン
二
で
は
、
南
松
裕
東
北
ア
ジ
ア
文
化
学
会
会
長
が
「
朝
鮮
通
信
使
記
録
遺
産
ユ
ネ
ス
コ
日
韓

共
同
登
載
を
す
る
た
め
の
推
進
現
状
と
課
題
」
に
つ
い
て
、
松
原
孝
俊
九
州
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
長
が
「
近
世
東
ア

ジ
ア
と
朝
鮮
通
信
使
：
江
戸
に
朝
鮮
通
信
使
パ
レ
ー
ド
が
や
っ
て
き
た
」
に
つ
い
て
発
表
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
行
事
の
他
に
、
こ
の
こ
ろ
福
岡
市
と
釜
山
広
域
市
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
の
発
信
に
念
を
入
れ
て
い
る
こ
と
も
、
地
域

間
交
流
の
模
範
的
事
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
福
岡
市
を
発
信
地
に
し
て
、
釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
の
交
流
状
況
を
に
つ

い
て
韓
国
語
と
日
本
語
を
つ
か
っ
て
両
国
の
人
々
に
知
ら
せ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
カ
フ
ェ
ー
、FU

K
U

O
K

A
 BU

SA
N

 CA
FÉ

は
、

非
常
に
多
彩
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
将
来
に
お
け
る
国
際
交
流
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
ト
レ
ン

ド
ペ
ー
ジ
は
、
両
市
の
交
流
と
関
連
す
る
最
新
の
情
報
を
発
信
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
カ
フ
ェ
ー
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
情
報
に
関
し
て
は
別
に
設
け

ら
れ
て
い
る
ビ
ジ
ネ
ス
ペ
ー
ジ
で
扱
っ
て
お
り）

（1
（

、facebook

ペ
ー
ジ
を
も
設
け
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
、
両
市
と
も
相
手
国
の
言
語
を
も
っ
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
、
地
域
の
情
報
を
積
極
的
に
発
信
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
二
〇
一
〇
年
七
月
か
ら
釜
山
市
に
よ
っ
て
毎
月
日
本
語

で
発
信
さ
れ
て
い
る
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
釜
山 D

ynam
ic Busan

」
と
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
か
ら
福
岡
市
に
よ
っ
て
毎
週
韓
国
語
で
発



釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
の
地
域
間
交
流
（
崔
）

三
六
一

信
さ
れ
て
い
る
「
福
岡
市
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン　
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」
は
、
地
域
間
情
報
の
交
流
に
行
政
側
が

介
入
し
て
い
る
事
例
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
．
釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
に
お
け
る

　
　

民
間
団
体
交
流
の
実
例

　

韓
国
国
内
の
他
の
地
域
と
比
べ
、
釜
山
広
域
市
に
は
、
近

距
離
の
日
本
と
の
民
間
交
流
を
押
し
進
め
る
団
体
が
よ
り
多

く
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
韓
国
政
府
（
外
交
部
）
の

承
認
の
下
で
の
国
際
交
流
目
的
の
社
団
法
人
と
し
て
、
規
模

や
事
業
の
面
で
活
発
に
活
動
し
て
い
る
団
体
は
、「
釜
山
韓

日
文
化
交
流
協
会
」
で
あ
る
。
こ
の
団
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
よ
る
と
、
こ
の
団
体
は
一
九
八
七
年
一
一
月
の
発
足
さ
れ
、

二
〇
〇
〇
年
六
月
に
正
式
に
社
団
法
人
に
な
っ
た
と
し
て
い

る
。
現
在
で
も
こ
の
団
体
は
、
日
本
と
の
交
流
を
目
的
と
し

た
様
々
な
事
業
を
行
っ
て
お
り
、
人
的
交
流
・
文
化
交
流
・

学
術
教
育
・
文
化
講
座
・
通
訳
翻
訳
・
日
本
語
能
力
試
験
の

FUKUOKA BUSAN CAFÉ
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三
六
二

代
行
な
ど
で
豊
富
な
経
験
と
実
績
を
育
ん
で
い
る）

（1
（

。

　

本
研
究
者
は
、
東
京
か
ら
釜
山
を
訪
れ
た
日
本
大
学
法
学
部
の
研
究
チ
ー
ム
と
一
緒
に
、
二
〇
一
四
年
七
月
二
五
日
午
後
釜
山
韓
日
文

化
交
流
協
会
を
訪
問
し
、
国
際
交
流
事
業
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
報
告
を
聞
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
日
本
大
学
で
の
発
表
を
前
に
、
九
月
一

二
日
の
午
後
再
び
こ
の
団
体
を
個
別
的
に
訪
れ
、
こ
れ
ま
で
福
岡
地
域
と
の
交
流
の
中
で
最
も
国
際
交
流
の
趣
に
適
合
し
た
事
業
は
何
で

あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
を
行
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
事
業
に
関
す
る
資
料
を
も
提
供
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の

時
、
同
協
会
は
今
ま
で
の
福
岡
と
の
人
的
交
流
の
中
で
最
も
成
果
の
大
き
か
っ
た
事
業
と
し
て
、「
日
韓
子
供
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
取
り

上
げ
て
い
た
。
以
下
、
簡
単
に
そ
の
民
間
交
流
事
業
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　
「
日
韓
子
供
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
は
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
一
〇
年
間
に
限
定
し
、
団
体
を
挙
げ
て
運
営
し
て
き
た
事

業
で
あ
る
。
協
会
の
担
当
者
の
話
に
よ
る
と
、
二
〇
一
五
年
に
は
韓
国
と
日
本
の
国
交
樹
立
五
〇
年
を
記
念
し
、
す
で
に
参
加
し
た
こ
と

の
あ
る
人
々
か
ら
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
同
じ
事
業
を
再
開
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
去
る
一
〇
年
間
は
、
釜
山
と
福
岡
と
も
に
毎

年
小
学
四
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
の
生
徒
一
〇
人
か
ら
一
五
人
、
そ
し
て
彼
ら
の
指
導
に
あ
た
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
教
師
を
集
め
、
事
前
学

習
会
や
共
同
学
習
会
（
八
月
）、
そ
れ
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
一
〇
月
）
を
行
っ
て
き
た
と
い
う
。
参
加
者
の
募
集
に
あ
た
っ
て
は
、
釜
山

で
は
私
立
小
学
校
四
～
五
校
か
ら
参
加
者
を
選
抜
し
て
き
た
が
、
福
岡
で
は
幅
広
く
一
般
募
集
を
通
じ
て
参
加
者
を
選
抜
す
る
方
式
を
取
っ

た
と
い
う
。
こ
の
事
業
の
た
め
の
経
費
は
、
年
平
均
二
五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
程
度
か
か
っ
た
が
、
助
成
金
・
団
体
支
援
金
・
参
加
費
な
ど
で

賄
っ
て
き
た
と
い
う
。
子
供
を
主
な
対
象
と
し
た
事
業
で
あ
っ
た
た
め
雑
務
が
多
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
韓
関
係
の
悪
化

と
と
も
に
助
成
金
の
減
少
が
起
こ
り
一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
事
業
を
続
け
る
の
は
大
変
だ
っ
た
と
、
担
当
者
は
回
顧
し
て
い
た
。
そ
の
反

面
、
一
〇
年
間
の
事
業
の
成
果
と
し
て
、
参
加
者
の
子
供
が
青
少
年
に
な
っ
て
国
際
交
流
を
続
け
て
お
り
、
こ
の
事
業
の
効
果
は
十
分
で
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あ
っ
た
と
、
こ
の
事
業
の
効
果
に
つ
い
て
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
た
。

　

毎
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
、
韓
国
語
と
日
本
語
で
資
料
集
が
出
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
三

年
一
〇
月
の
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
福
岡
市
役
所
の
講
堂
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
行
事
に
は
釜
山

韓
日
文
化
交
流
協
会
・
福
岡
国
際
交
流
協
会
・
日
本
コ
リ
ア
市
民
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
福
岡
・
福
岡
市

が
共
同
主
催
に
あ
た
っ
た
。
そ
の
時
は
日
本
国
際
交
流
基
金
と
西
日
本
銀
行
国
際
財
団
か
ら
の
助
成
を

受
け
た
ほ
か
、
福
岡
市
教
育
委
員
会
・
朝
日
新
聞
・
西
日
本
新
聞
・
毎
日
新
聞
・
読
売
新
聞
か
ら
も
支

援
を
受
け
た）

（1
（

。
二
〇
一
二
年
一
〇
月
の
第
一
〇
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
出
会
い
、
か
か
わ
り
、
築
く

未
来
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
釜
山
芸
術
会
館
で
行
わ
れ
、
そ
の
行
事
に
は
釜
山
韓
日
文
化
交
流

協
会
・
釜
山
韓
日
子
供
教
育
研
究
会
・「
地
球
市
民
を
育
て
る
会
」
が
共
同
主
催
に
あ
た
っ
た
。
そ
の

時
は
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
か
ら
の
助
成
が
あ
り
、
在
釜
山
日
本
国
総
領
事
館
・
福
岡
市
・
福
岡
国
際

交
流
協
会
・
福
岡
市
教
育
委
員
会
・
駐
福
岡
大
韓
民
国
総
領
事
館
か
ら
支
援
を
受
け
た）

11
（

。
二
〇
一
二
年

の
資
料
集
に
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
と
し
て
、「
君
に
出
会
え
て
気
づ
い
た
も
の
」

が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
二
〇
〇
八
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
者
た
ち
が
互
い
の
友
情
の
気
持
ち
を
込

め
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
、
こ
の
事
業
の
和
や
か
な
雰
囲
気
を
後
世
に
も
伝
え
て
い
る）

1（
（

。

五
．
釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
に
お
け
る
学
生
交
流
の
実
例

　

つ
い
最
近
日
韓
関
係
の
悪
化
と
と
も
に
、
韓
国
の
大
学
に
お
い
て
も
日
本
語
・
日
本
学
な
ど
の
日
本
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関
連
の
科
目
の
受
講
性
が
減
り
つ
つ
あ
る
。
釜
山
所
在
の
大
学
も
当
然
な
が
ら
こ
の
流
れ
か
ら
影
響
を
う
け
て
い
る
。
釜
山
の
大
学
の
中

で
は
、
東
西
大
学
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
学
の
危
機
に
も
屈
せ
ず
、
日
韓
次
世
代
研
究
・
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
大
学
生
交
流
な
ど
で
、

大
学
を
あ
げ
て
日
本
学
の
振
興
を
主
導
し
て
お
り
、
韓
国
の
大
学
や
日
本
の
大
学
に
肯
定
的
な
刺
激
を
与
え
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
日

韓
関
係
の
停
滞
と
い
う
悪
条
件
こ
そ
、
東
西
大
学
の
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
の
活
躍
ぶ
り
は
、
日
本
学
関
係
者
に
は
大
き
な
励
ま
し
に
な
っ

た
い
る
の
で
あ
る
。
同
セ
ン
タ
ー
が
出
し
て
い
る
『
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
Ｌ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
』
の
最
新
版
は
、
東
西
大
学
が
今
年
五
月
に
慶
應
大
学
や

中
国
社
会
科
学
院
と
と
も
に
「
韓
中
日
関
係
の
現
況
と
東
ア
ジ
ア
協
力
の
将
来
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
い
た
こ
と

を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
日
本
で
五
〇
年
間
ほ
ど
日
韓
関
係
を
研
究
し
て
き
た
崔
ソ
ミ
ョ
ン
の
特
別
講
演
（
四
月
）
と
、
韓
日
次
世
代

学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
六
月
）
の
内
容
も
知
ら
せ
て
い
る）

11
（

。

　

現
在
韓
国
の
社
会
も
少
子
化
が
急
速
に
進
ん
で
お
り
、
地
方
の
大
学
は
ま
さ
に
危
機
の
津
波
を
目
の
前
に
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
立

た
れ
て
い
る
。
し
か
も
日
韓
関
係
の
悪
化
と
と
も
に
日
本
へ
の
国
民
的
関
心
の
低
下
は
、
地
方
大
学
の
日
本
学
専
攻
の
学
科
に
と
っ
て
は
、

そ
の
存
立
を
も
脅
か
す
悪
条
件
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
中
で
、
本
研
究
者
の
属
し
て
い
る
霊
山
大
学
日
本
語
学
科
で
は
、

学
科
の
競
争
力
向
上
を
目
的
に
二
〇
一
三
年
の
春
か
ら
福
岡
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
授
業
を
始
め
た
。
本
研
究
者
の
企
画
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ

た
福
岡
フ
ィ
ー
ル
ド
授
業
は
、
学
科
の
四
年
生
の
希
望
者
を
対
象
に
し
て
、
四
月
か
ら
六
月
ま
で
福
岡
に
滞
在
し
な
が
ら
、
市
場
調
査
・

企
業
訪
問
・
文
化
施
設
訪
問
な
ど
を
行
う
授
業
の
こ
と
で
あ
る
。
時
折
、
本
研
究
者
は
今
年
四
月
か
ら
六
月
ま
で
二
ヶ
月
間
引
率
教
授
と

し
て
福
岡
フ
ィ
ー
ル
ド
授
業
に
直
接
携
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
今
年
は
、
大
体
次
の
よ
う
な
日
程
で
福
岡
フ
ィ
ー
ル
ド
授
業
を
行
っ
た
。
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○ 

調
査
の
内
容

　
－ 

韓
国
と
日
本
で
の
海
苔
商
品
販
売
状
況
と
需
要

　

－ 

商
品
の
価
格
と
等
級

　

－ 

日
本
の
売
り
場
に
お
け
る
海
苔
商
品
デ
ザ
イ
ン
の

特
徴

　

－ 

商
品
デ
ザ
イ
ン
試
案
に
対
す
る
日
本
人
の
好
感
度

○ 

教
育
時
間
（
月
曜
日
～
木
曜
日
）

　

 

一
〇
：
〇
〇

－

一
二
：
〇
〇
、
ビ
ジ
ネ
ス
日
本
語
及

び
個
人
指
導

　

 

一
二
：
〇
〇

－

一
三
：
〇
〇
、
昼
食

　

 

一
三
：
〇
〇

－

一
八
：
〇
〇
、
チ
ー
ム
別
調
査
活
動

（
釜
山
、
福
岡
）

○ 

教
育
時
間
（
金
曜
日
）

　
 

一
〇
：
〇
〇

－

一
二
：
〇
〇
、
ビ
ジ
ネ
ス
日
本
語
及

び
個
人
指
導

福岡フィールド授業の日程（2014年度）

週 期間 授業内容 備考

１ 国内調査 ３月３日～
７日 開講、履修申請確定

２ 国内調査 ３月10日～
14日

チームの構成、父兄への
案内
地域企業及び市場調査の
開始

アイテム確定
調査方法の指
導

３～５ 国内調査 ３月17日～
４月７日

チーム別調査活動
出国の準備、出発式

現地訪問調査
インターネッ
ト調査

６ 福岡での調査 ４月８日
（火） 出国、福岡滞在 中間報告

６～13 福岡での調査 ４月８日～
５月30日 日本市場及び意見調査 福岡市内

14 福岡での調査 ６月２日～
６月５日

調査結果の整理、帰国の
準備 福岡市内

14 結果報告 ６月６日
（金） 福岡出港、釜山入港

15～16 結果報告 ６月９日～
20日

チーム別結果報告書作成
学生への評価 企業評価
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一
二
：
〇
〇

－

一
三
：
〇
〇
、
昼
食

　

 
一
三
：
〇
〇

－

一
八
：
〇
〇
、
企
業
訪
問
〈
団
体
〉（
釜
山
、
福
岡
）

○ 

主
な
指
導
協
力
企
業
及
び
機
関

　
　
　

韓
国
釜
山
ジ
イ
ェ
・
フ
ー
ド

　
　
　

在
釜
山
日
本
国
総
領
事
館

　
　
　

福
岡
Ｈ
株
式
会
社

　
　
　

福
岡
Ｒ
Ｋ
Ｂ
毎
日
放
送
局

　
　
　

福
岡
レ
ガ
ネ
ッ
ト
天
神

　
　
　

ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
博
多
工
場

　
　
　

福
岡
ホ
ス
ピ
タ
ブ
ル
株
式
会
社

　
　
　

在
日
本
大
韓
民
国
民
団
福
岡
本
部

　
　
　

在
福
岡
大
韓
民
国
総
領
事
館

　
　
　

福
岡
韓
国
語
教
室
「
チ
ン
ダ
レ
」

　
　
　

レ
オ
パ
レ
ス
21
福
岡
店
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六
．
お
わ
り
に

　

以
上
、
最
近
の
釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
と
の
地
域
間
国
際
交
流
の
実
体
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
・
民
間
団
体
・
大
学
の
レ
ベ
ル
に
分
け

て
、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
な
動
き
を
紹
介
し
て
み
た
。
現
在
の
日
韓
関
係
は
、
ま
さ
に
暗
く
て
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
通
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況

に
あ
る
。
地
方
レ
ベ
ル
で
の
交
流
に
は
、
中
央
政
府
間
の
外
交
関
係
に
敏
感
に
影
響
さ
れ
る
側
面
も
あ
れ
ば
、
外
交
関
係
の
枠
で
は
捉
え

ら
れ
な
い
地
域
間
交
流
の
側
面
も
あ
る
。
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
燐
国
と
の
外
交
関
係
か
ら
ま
っ
た
く
自
由
に
な
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

国
境
地
帯
の
住
民
生
活
の
向
上
や
地
域
経
済
の
活
性
化
の
要
因
さ
え
あ
れ
ば
、
地
域
間
の
国
際
交
流
は
外
交
関
係
と
は
別
の
次
元
で
続
け

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
主
に
釜
山
か
ら
の
調
査
が
中
心
に
な
っ
た
が
、
こ
の
報
告
を
通
じ
て
も
、
そ
う
い
う
地
域
間
国
際
交
流
の
要
因
と

現
状
が
、
あ
る
程
度
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

　

終
り
に
、
本
研
究
者
の
調
査
に
あ
た
っ
て
お
世
話
に
な
っ
た
機
関
に
対
し
て
、
感
謝
の
意
を
述
べ
た
い
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
去
年

の
秋
日
本
大
学
法
学
部
か
ら
研
究
調
査
の
提
案
が
あ
っ
た
時
、
平
素
の
研
究
関
心
事
で
あ
っ
た
た
め
気
軽
に
応
じ
て
し
ま
っ
た
が
、
実
際

の
交
流
現
場
と
実
態
を
調
べ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
研
究
調
査
の
期
間
も
長
く
な
か
っ
た
。
関
係
機
関
の
協
力
が
な

か
っ
た
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
報
告
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
特
に
日
常
の
業
務
の
中
で
、
本
報
告
の
た
め
の
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
や

資
料
の
提
供
に
快
く
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
、
釜
山
広
域
市
の
国
際
協
力
課
、
釜
山
・
福
岡
経
済
協
力
事
務
所
、
釜
山
韓
日
文
化
交
流
協
会

の
関
係
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
感
謝
し
特
記
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）　Park, Jong-H

yun

、「
航
空
旅
客
の
流
動
か
ら
み
た
国
際
的
都
市
シ
ス
テ
ム
：
日
本
の
地
方
都
市
と
ア
ジ
ア
諸
都
市
と
の
結
合
関
係
、
福
岡
に
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注
目
し
て
」『
経
済
地
理
学
年
報
』
四
一
巻
二
号
、
一
九
九
五
年
（
日
本
語
）。

（
２
）　

樗
木
武
、
野
口
誠
、
小
牧
重
己
、「
博
多
・
釜
山
間
に
お
け
る
国
際
船
舶
利
用
客
の
変
動
構
造
に
つ
い
て
：
福
岡
・
釜
山
日
常
交
流
圏
の
形
成

に
関
す
る
研
究
（
一
）（
小
特
集　

博
多
港
の
物
流
と
人
流
）」『
都
市
政
策
研
究
』
六
号
、
二
〇
〇
八
年
（
日
本
語
）。

（
３
）　

福
岡
ア
ジ
ア
都
市
研
究
所
、『
福
岡
・
釜
山
間
高
速
船
利
用
客
観
光
動
向
調
査
：
福
岡
・
釜
山
を
中
心
と
す
る
日
韓
連
携
社
会
の
形
成
に
関
す

る
調
査
研
究
』、
福
岡
ア
ジ
ア
都
市
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
（
日
本
語
）

（
４
）　

成
恩
希
、「
日
韓Cruise

産
業
発
展
の
た
め
の
共
同
協
力
方
案
：
福
岡
・
釜
山
を
中
心
と
し
て
」『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
一
一
号
、
二
〇
一
〇
年

（
日
本
語
）。

（
５
）　

張
済
国
、「
釜
山-
福
岡
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
を
通
じ
た
次
世
代
育
成
：
釜
山
の
人
材
流
出
防
止
の
側
面
を
中
心
に
」『
地
域
社
会
』

五
四
巻
、
二
〇
〇
六
年
（
韓
国
語
）。

（
６
）　

福
岡
市
教
育
委
員
会
、『
も
っ
と
知
り
た
い
福
岡
・
釜
山
：
福
岡
市
と
釜
山
広
域
市
の
交
流
誌
』、
福
岡
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
九
年
（
日
本

語
）。

（
７
）　

朴
仁
鎬
、「‘
韓
日
海
峡
経
済
圏
’
と
釜
山
・
九
州
」『
九
州
経
済
調
査
月
報
』
四
九
巻
二
号
、
一
九
九
五
年
（
日
本
語
）。

（
８
）　K

im
, H

ong-Ryul

、「
釜
山
―
福
岡
超
広
域
経
済
圏
の
形
成
を
通
じ
た
地
域
経
済
協
力
の
方
案
」『
日
本
近
代
学
研
究
』
二
三
号
、
二
〇
〇
九

年
（
韓
国
語
）；Lim

, Jung-D
uk

な
ど
、「
東
南
圏
（
釜
山
）
―
九
州
（
福
岡
）
超
広
域
圏
経
済
協
力
の
可
能
性
と
方
向
」『
地
域
社
会
研
究
』
一

八
号
、
二
〇
一
〇
年
（
韓
国
語
）；

釜
山
発
展
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
集
部
、「
釜
山
―
福
岡
超
広
域
経
済
圏
の
形
成
促
進
に
関
す
る
研
究
」『
釜
山
発
展

フ
ォ
ー
ラ
ム
』
一
二
四
号
、
二
〇
一
〇
年
（
韓
国
語
）：K

w
on, Soo-M

i

、「
釜
山
―
福
岡
超
広
域
経
済
圏
、
交
流
か
ら
協
力
へ
」『
東
北
ア
ジ
ア
文

化
学
会
』
一
〇
号
、
二
〇
一
二
年
（
韓
国
語
）。

（
９
）　

高
木
直
人
、「
福
岡
・
釜
山
連
携
と
超
広
域
経
済
圏
」『
韓
国
経
済
研
究
』
八
号
、
二
〇
〇
九
年
（
日
本
語
）。

（
10
）　

加
峯
隆
義
、「
福
岡
・
釜
山
と
英
仏
ド
ー
バ
ー
海
峡
：
海
峡
を
越
え
た
地
域
間
交
流
」『
韓
国
経
済
研
究
』
一
一
号
、
二
〇
一
二
年
（
日
本
語
）。

（
11
）　

駐
日
本
大
韓
民
国
大
使
館
。http://jpn-tokyo.m

ofa.go.kr/korean/as/jpn-tokyo/trade/tradecondition/index.jsp

（
12
）　

同
じ
駐
日
本
大
韓
民
国
大
使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。



釜
山
広
域
市
と
福
岡
市
の
地
域
間
交
流
（
崔
）

三
六
九

（
13
）　Fly T

eam

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。http://flyteam

.jp/airline_route/fuk_pus/flight_schedule
（
14
）　
「
釜
山
―
福
岡
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｕ
Ｍ
第
九
次
釜
山
会
議
」（
二
〇
一
四
年
九
月
一
二
日
～
一
三
日
、Park H

yatt Busan

）

（
15
）　http://cafe.city.fukuoka.lg.jp

（
16
）　http://cafe.city.fukuoka.lg.jp/business

（
17
）　w

w
w

.facebook.com
/fukuokabusancafe

（
18
）　

釜
山
韓
日
文
化
交
流
協
会
。http://w

w
w

.kojac.or.kr

（
19
）　

二
〇
〇
三
日
韓
子
供
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
韓
国
文
三
五
ペ
ー
ジ
と
日
本
文
三
八
ペ
ー
ジ
の
も
の
。

（
20
）　

二
〇
一
二
日
韓
子
供
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
韓
国
文
三
二
ペ
ー
ジ
と
日
本
文
三
二
ペ
ー
ジ
の
も
の
。

（
21
）　

二
〇
一
二
日
韓
子
供
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
韓
国
文
三
一
ペ
ー
ジ
、
日
本
文
三
一
ペ
ー
ジ
。

（
22
）　

Ｄ
Ｓ
Ｕ
東
西
大
学
、『Japan Center N
EW

SLET
T

ER

』、
第
二
七
号
、
二
〇
一
四
年
七
月
一
五
日
。



対
馬
市
と
影
島
区
、
対
馬
市
と
尉
州
郡
と
の
交
流
に
関
す
る
研
究
報
告
（
孔
）

は
じ
め
に

　

対
馬
と
釜
山
と
の
最
短
距
離
は
四
九
・
五
㎞
（
対
馬
と
福
岡
と
の
距
離
：
一
三
八
㎞
）
に
す
ぎ
ず
、『
魏
志
倭
人
伝
』
に
も
記
載
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
古
代
か
ら
頻
繁
な
交
流
が
行
わ
れ
て
い
た
。
対
馬
は
日
本
に
と
っ
て
は
大
陸
と
の
文
化
的
・
経
済
的
交
流
の
窓
口
の
役
割
を

果
た
し
て
き
た
。

　

現
在
も
対
馬
は
こ
う
し
た
地
理
的
条
件
を
活
か
し
、
一
九
八
三
年
に
は
釜
山
広
域
市
影
島
区
と
姉
妹
縁
組
結
縁
を
締
結
し
、
二
〇
〇
五

年
に
は
尉
山
広
域
市
尉
州
郡
と
文
化
交
流
協
力
に
関
す
る
意
向
書
を
交
換
し
て
様
々
形
で
交
流
を
行
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
対
馬
を
訪
れ
て
い
る
観
光
客
は
二
〇
万
人
を
上
回
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
九
五
％
を
韓
国
か
ら
の
観
光
客
が
占
め
て
い
る
。

過
疎
化
や
経
済
の
不
振
に
悩
む
対
馬
市
は
、
韓
国
か
ら
多
く
の
観
光
客
を
誘
致
し
て
地
域
経
済
の
活
路
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

以
下
で
は
対
馬
市
と
釜
山
広
域
市
影
島
区
、
尉
山
広
域
市
尉
州
郡
と
の
交
流
に
対
す
る
調
査
研
究
の
結
果
を
踏
ま
え
、
自
治
団
体
間
の

三
七
一

　

対
馬
市
と
影
島
区
、
対
馬
市
と
尉
州
郡
と
の

交
流
に
関
す
る
研
究
報
告

孔
　
　
　
　
　
義
　
　
植



交
流
の
実
態
や
問
題
点
、
課
題
な
ど
を
中
心
に
報
告
を
ま
と
め
る
。

１
．
朝
鮮
半
島
と
対
馬
と
の
交
流
の
歴
史

⑴　

古
代
か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で

　

対
馬
で
は
紀
元
前
の
朝
鮮
系
土
器
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
朝
鮮
半
島
と
紀
元
前
か
ら
の
交
流
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
縄
文
時
代
か
ら
朝

鮮
半
島
・
九
州
本
土
と
交
流
・
交
易
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
も
記
さ
れ
て
い
て
、
一
二
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
朝
鮮

最
古
の
歴
史
書
『
三
国
史
記
』
に
は
西
暦
四
〇
八
年
に
倭
人
が
新
羅
を
襲
撃
す
る
た
め
対
馬
島
内
に
軍
営
を
設
置
し
て
い
た
と
の
記
録
が

あ
る
。
六
六
三
年
、
大
和
政
権
は
百
済
を
支
援
す
る
た
め
兵
力
を
送
る
と
き
に
対
馬
を
通
し
て
出
兵
し
て
い
て
、
対
馬
は
朝
鮮
半
島
出
兵

の
中
継
地
と
し
て
使
わ
れ
た
。
八
世
紀
に
は
遣
新
羅
使
船
が
停
泊
し
た
記
録
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
対
馬
は
大
陸
と
の
政
治
的
、

文
化
的
、
経
済
的
交
流
の
窓
口
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

一
四
世
紀
の
半
ば
か
ら
始
ま
っ
た
日
本
国
内
の
政
治
の
混
乱
は
、
対
馬
の
経
済
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
困
窮
し
た
対
馬
の
貿
易

商
や
漁
民
の
一
部
が
海
賊
化
し
朝
鮮
や
中
国
の
沿
岸
を
略
奪
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
倭
寇
の
出
現
で
あ
る
。
倭
寇
に
悩
ま

さ
れ
た
高
麗
は
一
三
六
六
年
に
対
馬
島
主
に
倭
寇
の
取
締
を
要
請
す
る
な
ど
倭
寇
の
活
動
を
き
っ
か
け
に
高
麗
と
対
馬
の
公
式
的
な
交
流

が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
三
九
二
年
に
成
立
し
た
朝
鮮
王
朝
は
、
倭
寇
活
動
を
抑
制
す
る
目
的
で
一
四
〇
七
年
に
対
馬
と
の
公
式
貿
易
を
認
め
、
貿
易
港
と
し

て
富
山
浦
（
釜
山
市
）、
薺
浦
（
乃
而
浦
：
馬
山
市
）
を
指
定
し
て
、
日
本
人
の
居
留
地
と
し
て
倭
館
を
設
置
し
た
。
さ
ら
に
、
朝
鮮
の
首
都

漢
城
（
ソ
ウ
ル
）
に
は
日
本
の
大
名
や
商
人
を
接
待
す
る
首
都
倭
館
の
東
平
館
が
設
置
さ
れ
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
閉
鎖
さ
れ
た
。
当
時
、

三
七
二



対
馬
市
と
影
島
区
、
対
馬
市
と
尉
州
郡
と
の
交
流
に
関
す
る
研
究
報
告
（
孔
）

朝
鮮
王
朝
は
倭
寇
の
活
動
に
悩
み
、
対
馬
は
朝
鮮
貿
易
が
生
命
線
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
が
朝
鮮
と
対
馬
の
交
流
を
活
発
化
し
た
。

　

対
馬
と
の
貿
易
量
が
増
加
し
、
倭
館
に
居
住
す
る
日
本
人
が
増
え
る
と
、
朝
鮮
王
朝
は
一
四
一
八
年
に
既
存
の
二
ヶ
所
の
倭
館
に
加
え

塩
浦
倭
館
（
蔚
山
市
）
と
加
背
梁
倭
館
（
個
城
郡
）
を
設
置
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
四
一
九
年
、
朝
鮮
の
海
岸
を
略
奪
し
た
倭
寇
が
対
馬
島

主
宗
貞
盛
の
黙
認
下
で
行
わ
れ
た
と
見
た
朝
鮮
王
朝
は
す
べ
て
の
倭
館
を
閉
鎖
し
、
対
馬
征
伐
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
朝
鮮
王
朝
は
対
馬

の
倭
館
再
開
の
要
請
を
受
け
入
れ
、
一
四
二
三
年
に
富
山
浦
、
薺
浦
、
塩
浦
倭
館
を
再
開
し
、
一
四
四
三
年
に
は
宗
家
に
朝
鮮
貿
易
の
独

占
的
な
地
位
を
認
め
る
な
ど
宥
和
政
策
を
続
け
た
。
一
五
一
〇
年
、
三
浦
で
起
き
た
日
本
人
居
留
民
の
暴
動
事
件
（
三
浦
倭
乱
）
が
起
き
、

朝
鮮
王
朝
は
再
び
倭
館
を
閉
鎖
し
て
日
本
人
に
対
す
る
規
制
を
厳
し
く
す
る
と
と
も
に
一
五
一
四
年
に
は
倭
館
を
薺
浦
、
富
山
浦
に
制
限

し
た
。
そ
の
後
、
一
五
四
四
年
に
起
き
た
蛇
梁
鎭
倭
変
（
倭
寇
が
蛇
梁
鎭
、
現
在
の
統
營
市
を
略
奪
し
た
事
件
）
を
き
っ
か
け
に
薺
浦
を
閉
鎖

し
て
富
山
浦
倭
館
に
併
合
す
る
処
置
を
取
っ
た
。

　

一
五
九
二
年
の
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
（
文
禄
慶
長
の
役
、
韓
国
で
は
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
）
は
、
対
馬
と
朝
鮮
関
係
を
大
き
く
変
え
た
。
日

本
の
朝
鮮
出
兵
に
よ
り
倭
館
が
閉
鎖
さ
れ
、
国
交
が
断
絶
し
た
の
で
あ
る
。
一
六
〇
七
年
、
朝
鮮
王
朝
は
捕
虜
送
還
の
た
め
に
徳
川
幕
府

の
国
交
修
復
の
要
請
に
応
じ
て
、
日
本
と
の
国
交
再
開
を
決
断
し
た
。
こ
の
過
程
で
対
朝
鮮
貿
易
の
復
活
が
死
活
問
題
で
あ
っ
た
対
馬
藩

主
宗
義
智
は
国
書
を
偽
造
し
て
ま
で
朝
鮮
王
朝
と
徳
川
政
権
の
講
和
に
尽
力
し
た
の
で
あ
る
。
一
六
〇
七
年
、
朝
鮮
王
朝
は
第
一
回
朝
鮮

通
信
使
（
回
答
兼
刷
還
使
）
を
派
遣
す
る
と
同
時
に
釜
山
に
新
設
さ
れ
た
豆
毛
浦
（
釜
山
）
倭
館
に
朝
鮮
交
易
の
独
占
権
を
与
え
た
。
そ
の
後
、

朝
鮮
王
朝
で
は
一
八
一
一
年
ま
で
合
計
一
二
回
の
朝
鮮
通
信
使
を
派
遣
し
た
。

　

長
く
日
本
と
朝
鮮
王
朝
の
外
交
や
貿
易
な
ど
を
担
当
し
て
い
た
草
梁
倭
館
は
明
治
維
新
に
よ
り
発
足
し
た
新
政
府
に
よ
り
一
八
七
三
年

に
日
本
外
務
省
に
接
収
さ
れ
、
一
八
七
六
年
の
日
朝
江
華
島
条
約
締
結
に
よ
り
居
留
地
に
変
更
さ
れ
た
後
、
閉
鎖
さ
れ
た
。三

七
三



⑵　

一
九
六
五
年
か
ら
現
在

　

戦
後
、
長
ら
く
公
式
の
交
流
が
な
か
っ
た
対
馬
と
韓
国
は
、
一
九
八
三
年
に
上
対
馬
町
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
成
立
し
た
釜
山
広
域
市

影
島
区
と
の
姉
妹
縁
組
み
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
新
し
い
時
代
を
迎
え
た
。
一
九
八
五
年
に
は
対
馬
厳
原
港
ま
つ
り
に
「
対
馬
ア
リ

ラ
ン
際
」
の
記
述
が
追
加
さ
れ
、
釜
山
な
ど
韓
国
か
ら
多
く
の
人
々
が
こ
の
祭
り
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
、
対
馬
と
韓
国
の
交
流
は
盛

ん
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
八
六
年
に
は
対
馬
六
町
（
厳
原
町
、
美
津
島
町
、
豊
玉
町
、
峰
町
、
上
県
町
、
上
対
馬
町
）
と
釜
山
広

域
市
影
島
区
と
の
姉
妹
縁
組
が
締
結
さ
れ
、
交
流
の
輪
が
拡
大
さ
れ
た
。
一
九
九
一
年
か
ら
は
対
馬
と
影
島
区
の
友
好
交
流
事
業
の
一
環

と
し
て
朝
鮮
通
信
使
行
列
の
再
現
パ
レ
ー
ド
が
厳
原
港
ま
つ
り
の
行
事
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
一
九
九
四
年
に
は
対
馬
六
町
と
影
島

区
と
の
間
に
「
行
政
交
流
に
関
す
る
協
定
」
が
締
結
さ
れ
、
行
政
交
流
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
対
馬
と
影
島
区
で
相
互
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
二
〇
一
三
年
に
は
一
七
回
目
の
行
政
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
対
馬
市
で
開
催
さ
れ
た
。
一
九
九
六
年
に
は
「
チ
ン
グ
音
楽
祭
」
が
、
一
九
九

七
年
に
は
「
国
際
マ
ラ
ソ
ン
Ｉ
Ｎ
対
馬
」
が
友
好
交
流
事
業
に
追
加
さ
れ
、
一
九
九
九
年
七
月
の
厳
原
～
釜
山
間
の
高
速
船
就
航
（
シ
ー

フ
ラ
ワ
ー
号
：
不
定
期
、
二
〇
〇
〇
年
に
国
際
定
期
高
速
船
と
な
る
）
を
境
に
韓
国
か
ら
の
旅
行
者
が
大
幅
に
増
加
し
た
。
二
〇
〇
一
年
に
は
比

田
勝
～
釜
山
間
の
就
航
も
決
ま
っ
た
。

　

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
サ
ッ
カ
ー
が
日
韓
共
催
で
開
催
さ
れ
た
二
〇
〇
二
年
は
「
日
韓
国
民
交
流
年
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
対
馬
市
内
に
お

い
て
も
「
対
馬
コ
リ
ア
マ
ン
ス
」
や
「JA

PA
N

-K
O

REA

市
民
交
流
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
二
〇
〇
二
Ｉ
Ｎ
対
馬
」
な
ど
、
日
韓
交
流
イ
ベ

ン
ト
が
大
々
的
に
行
わ
れ
た
。
二
〇
〇
三
年
に
は
、
対
馬
六
町
の
共
同
出
資
で
「
対
馬
釜
山
事
務
所
」
が
開
設
さ
れ
、
情
報
発
信
、
情
報

収
集
、
文
化
交
流
や
観
光
事
業
の
推
進
な
ど
、
釜
山
と
の
総
合
窓
口
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
（
詳
細
は
後
述
）。

三
七
四



対
馬
市
と
影
島
区
、
対
馬
市
と
尉
州
郡
と
の
交
流
に
関
す
る
研
究
報
告
（
孔
）

　

二
〇
〇
五
年
に
は
、
蔚
山
広
域
市
蔚
州
郡
と
「
文
化
交
流
協
力
に
関
す
る
意
向
書
」
を
交
換
し
て
韓
国
と
の
交
流
の
幅
を
拡
大
し
た
。

同
年
七
月
に
は
、
対
馬
六
町
の
合
併
に
よ
り
誕
生
し
た
対
馬
市
と
影
島
区
が
新
た
に
姉
妹
縁
組
を
締
結
し
た
。

　

韓
国
か
ら
の
観
光
客
の
増
大
に
伴
い
、
空
路
で
の
対
馬
訪
問
が
可
能
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
二
〇
〇
九
年
七
月
か
ら
Ｋ
Ｅ
Ａ
（K

orea Ex-

press A
ir

）
に
よ
る
韓
国
・
対
馬
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
チ
ャ
ー
タ
ー
便
の
運
行
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
韓
国
大
邱
・
対
馬
間
を
週
三
便
、

約
四
五
分
で
結
ぶ
も
の
で
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
か
ら
は
、
韓
国
ソ
ウ
ル
金
浦
空
港
・
対
馬
間
に
切
り
替
え
運
行
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

二
〇
一
一
年
に
は
、
Ｊ
Ｒ
九
州
高
速
船
ビ
ー
ト
ル
号
が
就
航
し
、
未
来
高
速
船
コ
ピ
ー
も
投
入
さ
れ
、
釜
山
か
ら
二
時
間
あ
ま
り
で
来
島

が
可
能
に
な
り
、
多
く
の
韓
国
人
観
光
客
が
対
馬
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
三
年
に
起
き
た
仏
像
盗
難
事
件
（
後
述
）
で
厳
原
港
ま
つ
り
で
の
朝
鮮
通
信
使
行
列
再
現
パ
レ
ー
ド
が
中
止
、
厳

原
港
ま
つ
り
か
ら
「
対
馬
ア
リ
ラ
ン
際
」
の
記
述
が
削
除
さ
れ
る
な
ど
関
係
悪
化
が
憂
慮
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
四
年
の
厳
原
港
ま
つ
り
で

は
再
び
朝
鮮
通
信
使
行
列
再
現
パ
レ
ー
ド
が
再
開
（
台
風
の
た
め
大
幅
に
縮
小
）
さ
れ
、
関
係
回
復
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
。

２
．
対
馬
と
釜
山
の
交
通
便
と
韓
国
人
観
光
客
数
の
推
移

⑴　

対
馬
と
釜
山
の
航
路

　

一
九
九
九
年
七
月
一
四
日
か
ら
厳
原
～
釜
山
間
で
大
亜
高
速
海
運
が
高
速
船
シ
ー
フ
ラ
ワ
ー
号
を
不
定
期
で
運
行
し
、
二
〇
〇
〇
年
四

月
か
ら
定
期
航
路
と
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
四
月
か
ら
は
比
田
勝
～
釜
山
間
も
運
行
を
始
め
た
。
毎
週
火
曜
日
は
運
休
日
と
な
っ

て
い
た
が
、
二
〇
一
〇
年
四
月
よ
り
毎
日
運
行
し
て
い
る
。
釜
山
―
比
田
勝
港
間
の
所
要
時
間
は
一
時
間
二
〇
～
四
〇
分
、
釜
山
―
厳
原

港
間
は
二
時
間
二
〇
～
四
〇
分
で
あ
る
。

三
七
五



　

Ｊ
Ｒ
九
州
高
速
船
ビ
ー
ト
ル
は
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
日
に
「
対
馬
・
比
田
勝

～
釜
山
」
航
路
へ
新
規
就
航
し
、
対
馬
か
ら
韓
国
釜
山
ま
で
の
七
六
㎞
を
約
一
時
間

一
〇
分
で
結
び
、
毎
日
一
～
二
便
を
運
航
し
て
い
る
。

⑵　

国
際
空
路

　

二
〇
〇
九
年
年
七
月
二
七
日
よ
り
、
Ｋ
Ｅ
Ａ
に
よ
る
韓
国
・
対
馬
間
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
チ
ャ
ー
タ
ー
便
の
運
行
が
始
ま
っ
た
。
韓
国
大
邱
・
対
馬
間
を
週
三
便
、
約
四
五

分
で
結
ぶ
も
の
で
、
使
用
す
る
航
空
機
は
Ｂ
一
九
〇
座
席
数
一
九
の
小
型
機
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
九
日
か
ら
は
、
韓
国
ソ
ウ
ル
金
浦
空
港
・
対
馬
間
に
切
り
替

え
運
行
と
な
っ
た
。

⑶　

対
馬
を
訪
れ
る
韓
国
人
観
光
客

　

二
〇
一
三
年
一
年
間
に
、
対
馬
市
を
訪
れ
た
韓
国
人
観
光
客
は
約
一
八
万
に
の
ぼ

り
、
対
馬
市
の
人
口
約
三
万
三
千
人
の
五
倍
以
上
が
流
入
し
て
い
る
。
一
九
九
五
年
、

韓
国
人
の
対
馬
旅
行
が
始
ま
っ
た
当
時
の
三
〇
〇
人
に
比
べ
て
実
に
六
〇
〇
倍
も
増

え
た
の
で
あ
る
。
円
安
も
追
い
風
に
な
っ
て
二
〇
一
四
年
に
は
二
〇
万
人
ま
で
増
加

す
る
見
込
み
で
あ
る
。

三
七
六

図１　釜山と対馬を運行するビートル号の航路図

出処：http://www.jrbeetle.co.jp/Internet/tsushima/index.html



対
馬
市
と
影
島
区
、
対
馬
市
と
尉
州
郡
と
の
交
流
に
関
す
る
研
究
報
告
（
孔
）

　

多
く
の
韓
国
人
観
光
客
が
対
馬
を
訪
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
釜
山
か
ら
船
便
で
一
、

二
時
間
し
か
か
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
日
帰
り
観
光
が
で
き
る
う
え
、
運
賃
も
安
く
（
釜

山
―
比
田
勝
：
七
五
〇
〇
円
、
釜
山
―
厳
原
港
：
八
五
〇
〇
円
）
異
国
の
風
景
を
楽
し
み
な

が
ら
釣
り
や
サ
イ
ク
リ
ン
グ
、
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
、
海
水
浴
な
ど
が
で
き
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
免
税
店
で
の
安
い
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
狙
う
観
光
客
に
、
寿
司
な
ど
本
場
の
日

本
の
味
を
味
わ
い
た
い
人
も
い
て
、
年
に
数
回
訪
れ
る
観
光
客
も
多
い
。

　

こ
う
し
た
事
情
か
ら
こ
れ
か
ら
も
対
馬
を
訪
れ
る
韓
国
人
観
光
客
は
増
え
続
け
る
と

見
込
ま
れ
て
い
る
。

３
．
自
治
体
交
流
の
実
態

⑴　

対
馬
市
と
釜
山
広
域
市
影
島
区
、
尉
山
広
域
市
尉
州
郡
の
基
本
デ
ー
タ
ー

表
１　

基
本
デ
ー
タ
ー

人　
　

口

面　
　

積

予　
　

算
（
一
般
）

対
馬
市

三
三
、
一
二
九
人

（
二
〇
一
四
・
七
）

七
〇
八
・
二
五
㎢

三
四
四
・
五
億
円

影
島
区

一
三
三
、
六
三
五
人

（
二
〇
一
四
・
七
）

一
四
・
一
㎢

一
、
七
六
七
億
ウ
ォ
ン

（
約
一
七
六
億
円
）

尉
州
郡

二
一
二
、
二
一
九
人

（
二
〇
一
四
・
七
）

七
五
四
・
九
三
㎢

五
、
六
七
一
億
ウ
ォ
ン

（
約
五
六
七
億
円
）

三
七
七

図２　対馬を訪れる韓国人観光客数の推移
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

0
１
９
９
９

２
０
０
０

２
０
０
１

２
０
０
２

２
０
０
３

２
０
０
４

２
０
０
５

２
０
０
６

２
０
０
７

２
０
０
８

２
０
０
９

２
０
１
０

２
０
１
１

２
０
１
２

２
０
１
３

対馬釜山事務所の資料と法務省統計資料を元に筆者作成



⑵　

対
馬
市
と
影
島
区
と
の
交
流
形
態
と
実
績

交
流
形
態

　

両
自
治
体
は
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
行
事
へ
の
自
治
体
首
長
や
職
員
の
相
互
訪
問
を
は
じ
め
、
職
員
の
相
互
交
換
研
修
（
現
在
は
行
っ

て
い
な
い
）、
職
員
の
ス
ポ
ー
ツ
・
趣
味
ク
ラ
ブ
の
交
流
な
ど
の
人
的
交
流
と
、
両
地
域
の
行
政
に
関
す
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
事
例
発
表
や

質
疑
応
答
を
行
う
「
行
政
交
流
セ
ミ
ナ
ー
」
を
行
っ
て
い
る
。
相
互
訪
問
す
る
メ
ン
バ
ー
は
主
に
市
長
、
区
庁
長
、
副
市
長
、
副
区
庁
長
、

局
長
、
担
当
公
務
員
、
対
馬
市
国
際
交
流
協
会
の
会
員
な
ど
で
あ
り
、
職
員
の
相
互
交
換
研
修
に
は
主
に
平
職
員
が
派
遣
さ
れ
る
。
行
政

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
は
関
連
部
署
の
局
長
あ
る
い
は
課
長
を
は
じ
め
毎
回
約
一
五
人
前
後
の
職
員
が
参
加
し
て
い
る
。

交
流
実
績

人
的
交
流
：
職
員
の
相
互
訪
問
は
、
市
長
や
区
庁
長
な
ど
を
は
じ
め
一
九
八
六
年
以
降
、
延
べ
一
〇
〇
人
以
上
に
達
し
て
い
る
。
職
員
ス

ポ
ー
ツ
・
趣
味
ク
ラ
ブ
の
交
流
が
三
回
行
わ
れ
、
一
〇
〇
名
（
対
馬
市
五
〇
名
、
影
島
区
五
〇
名
）
が
参
加
し
た
。

行
政
交
流
：
職
員
の
相
互
交
換
研
修
を
行
い
、
合
計
一
二
回
一
二
名
（
対
馬
市
六
名
、
影
島
区
六
名
、
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
）
が
参
加
し
た
。

　

行
政
交
流
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
一
七
回
開
催
し
、
五
三
一
人
が
参
加
し
た
。
行
政
交
流
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
年
度
別
テ
ー
マ
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

表
２　

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
テ
ー
マ
別
の
状
況

区
分

計

国
際

交
流

経
済

観
光

保
健

環
境

社
会

福
祉

災
難

地
方

行
政

件
数

三
四

三

六

四

八

七

二

四

資
料
：
影
島
区
提
供

三
七
八



対
馬
市
と
影
島
区
、
対
馬
市
と
尉
州
郡
と
の
交
流
に
関
す
る
研
究
報
告
（
孔
）

三
七
九

表３　年度別ゼミナールテーマ

年　度 影　島　区 対　馬　市 開催地
1995 地方行政に関して 対馬市

1996
地方自治団体の国際化対応
方案

影島区

1997
影島区・対馬島との産業・
経済交流

影島区・対馬島との産業・経
済交流

対馬市

1998
地方自治時代の経営収益事
業

地方自治団体振興に関する事
業の展開

影島区

1999
低所得住民のための公的扶
助研究

低所得層の社会福祉状況 対馬市

2000
影島の海洋観光資源開発方
向

新しい日韓交流方案 影島区

2001
顧客満足の奉仕行政の改善
方案

行政サービス向上方案 対馬市

2002
21C 影島区保健行政の増進
方案

豊玉町保健行政の住民健康診
療

影島区

2003
影島区のごみの効率的な管
理

対馬島のごみの現状と対策 対馬市

2004
地域住民のための図書館運
営

韓国と対馬韓の物的交流 影島区

2006
老人介護制度の導入に関す
る考察

対馬市の社会福祉行政 影島区

2007 効率的な災難管理方案 対馬市の防災計画 対馬市

2009
自治村実現のための未来世
代の育成方案

地域住民の生涯学習に関する
事例

影島区

2010
EM を活用した環境にやさ
しい影島の造成

環境実践モデル都市の実現に
向けて

対馬市

2011
海洋環境の改善と漁民の所
得増大方案

資源管理型漁業の確立と海洋
保存区域設定のための目標

影島区

2012
影島区の地域祭りの活性化
方案

対馬市の地域行事 影島区

2013
東三革新都市のビジョンと
未来

新病院・観光交流センター建
立計画

対馬市

資料：影島区提供



⑶　

官
民
の
連
携
交
流

官
・
産
・
学
の
国
際
交
流
協
定

　

二
〇
〇
三
年
七
月
に
、
旧
上
県
町
、
㈱
大
亞
高
速
海
運
、
釜
山
外
国
語
大
学
校
の
三
者
で
締
結
し
た
。
三
者
に
よ
る
国
際
交
流
の
活
性

化
を
図
り
、
国
際
化
・
地
方
化
時
代
に
添
い
地
域
社
会
の
相
互
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
結
ば
れ
た
。
二
〇
〇
七
年
一
一
月

に
対
馬
市
と
し
て
再
締
結
し
、
毎
年
、
釜
山
外
国
語
大
学
校
学
生
に
よ
る
海
岸
漂
着
ご
み
清
掃
を
実
施
し
て
い
る
。

韓
日
の
朝
鮮
通
信
使
ユ
ネ
ス
コ
世
界
記
憶
遺
産
共
同
登
録
の
推
進

　

対
馬
市
と
釜
山
広
域
市
が
中
心
に
な
っ
て
江
戸
時
代
な
ど
に
来
日
し
た
使
節
団
「
朝
鮮
通
信
使
」
の
関
連
資
料
を
、
日
韓
共
同
で
国
連

教
育
科
学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
記
憶
遺
産
に
登
録
す
べ
く
、
日
韓
両
国
の
関
係
自
治
体
や
民
間
団
体
が
取
り
組
ん
で
い
る
民
官
合

同
作
業
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
八
月
二
五
日
、
下
関
豊
前
田
町
の
海
峡
メ
ッ
セ
下
関
国
際
会
議
場
で
長
崎
県
対
馬
市
や
滋
賀
県
長
浜
市
、

静
岡
市
な
ど
の
職
員
と
韓
国
側
の
研
究
者
ら
約
三
〇
人
が
参
加
し
た
日
韓
共
同
推
進
会
議
を
開
い
た
。
そ
こ
で
申
請
対
象
を
江
戸
時
代
に

行
わ
れ
た
一
二
回
の
朝
鮮
通
信
使
に
絞
り
、
用
語
の
統
一
な
ど
共
同
申
請
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い
る
。

　

朝
鮮
通
信
使
は
朝
鮮
王
朝
が
日
本
に
送
っ
た
外
交
使
節
団
で
あ
っ
て
、
起
源
は
室
町
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
江
戸
時
代
に
は
四
〇

〇
～
五
〇
〇
人
規
模
の
通
信
使
が
一
二
回
来
訪
し
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
で
悪
化
し
た
両
国
関
係
の
修
復
や
交
流
の
役
割
を
担
っ
た
。

　

朝
鮮
通
信
使
関
連
の
文
化
財
に
は
「
対
馬
宗
家
倭
館
関
係
資
料
」（
重
要
文
化
財
）
や
「
雨
森
芳
洲
関
係
資
料
」（
同
）
な
ど
が
あ
る
。

　

朝
鮮
通
信
使
は
一
九
七
八
年
、
対
馬
が
観
光
客
向
け
の
朝
鮮
通
信
使
行
列
の
再
現
パ
レ
ー
ド
と
し
て
復
活
し
て
か
ら
、「
厳
原
港
ま
つ

り
（
対
馬
ア
リ
ラ
ン
祭
）」
の
形
で
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
三
年
は
仏
像
盗
難
事
件
に
よ
り
中
止
、
二
〇
一
四
年
か
ら
復
活
）。 三
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対
馬
市
と
影
島
区
、
対
馬
市
と
尉
州
郡
と
の
交
流
に
関
す
る
研
究
報
告
（
孔
）

　

朝
鮮
通
信
使
の
記
憶
遺
産
共
同
登
録
は
当
初
、
日
韓
両
国
政
府
の
主
導
で
進
め
て
い
く
計
画
だ
っ
た
が
、
歴
史
問
題
や
領
土
問
題
を
め

ぐ
る
関
係
悪
化
の
た
め
計
画
が
宙
に
浮
い
た
形
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
両
国
の
自
治
体
や
民
間
団
体
な
ど
の
関
係
者
が
二
〇
一
四
年

三
月
、
民
間
機
関
を
設
立
し
申
請
を
進
め
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

　

日
本
側
は
七
月
、
朝
鮮
通
信
使
ユ
ネ
ス
コ
記
憶
遺
産
日
本
推
進
部
会
を
発
足
さ
せ
、
朝
鮮
通
信
使
ゆ
か
り
の
一
五
の
自
治
体
を
は
じ
め

四
〇
の
民
間
団
体
な
ど
が
加
盟
す
る
「
朝
鮮
通
信
使
縁
地
連
絡
協
議
会
（
略
称
・
縁
地
連
、
事
務
局
・
対
馬
市
）」
を
設
立
し
た
。
こ
の
協
議

会
に
は
江
戸
時
代
に
朝
鮮
王
朝
が
江
戸
へ
使
節
を
送
っ
た
朝
鮮
通
信
使
ゆ
か
り
の
全
国
の
一
五
自
治
体
な
ど
が
参
加
し
、
京
都
市
、
長
浜

市
、
彦
根
市
、
近
江
八
幡
市
が
加
盟
し
て
い
る
。

　

韓
国
側
は
、
釜
山
広
域
市
の
支
援
を
受
け
る
「
釜
山
文
化
財
団
」
が
二
〇
一
四
年
三
月
、
民
間
機
関
を
設
立
し
、
申
請
を
進
め
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
。
釜
山
文
化
財
団
は
、
朝
鮮
通
信
使
を
「
争
い
の
後
に
平
和
な
時
代
を
開
い
た
平
和
の
象
徴
で
あ
り
、
誠
意
と
信
義
を
基

本
と
し
た
交
流
の
お
手
本
で
あ
る
」
こ
と
を
強
調
し
、
日
韓
共
同
登
録
に
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
い
る
。

　

双
方
は
二
〇
一
六
年
春
の
共
同
申
請
、
一
七
年
の
遺
産
登
録
を
め
ざ
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
て
い
る
。

朝
鮮
通
信
使
縁
地
連
絡
協
議
会

　

朝
鮮
通
信
使
と
縁
の
あ
る
自
治
体
・
民
間
団
体
な
ど
が
参
加
し
て
一
九
九
五
年
に
対
馬
で
結
成
さ
れ
た
。
対
馬
市
が
会
長
と
事
務

局
を
担
当
し
て
お
り
、
現
在
は
一
七
自
治
体
（
対
馬
市
、
日
光
市
、
静
岡
市
、
大
垣
市
、
長
浜
市
、
近
江
八
幡
市
、
彦
根
市
、
京
都
市
、
神
戸

市
兵
庫
区
、
た
つ
の
市
、
瀬
戸
内
市
、
福
山
市
、
呉
市
、
上
関
町
、
下
関
市
、
新
宮
町
、
壱
岐
市
）、
三
三
団
体
、
一
〇
個
人
の
加
入
に
よ
り

運
営
し
て
い
る
。
年
一
回
持
ち
回
り
で
全
国
交
流
会
を
開
催
し
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
九
月
に
韓
国
の
「
朝
鮮
通
信
使
文
化
事
業
推
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進
委
員
会
」
と
「
共
同
推
進
協
定
書
」
を
締
結
し
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
朝
鮮
通
信
使
四
〇
〇
周
年
（
朝
鮮
通
信
使
が
江
戸
時
代
に
な
っ

て
初
め
て
訪
れ
た
年
が
一
六
〇
七
年
）
に
あ
た
り
、
対
馬
市
を
は
じ
め
、
静
岡
市
、
下
関
市
、
彦
根
市
、
呉
市
、
千
代
田
区
、
瀬
戸
内

市
な
ど
で
記
念
事
業
が
行
わ
れ
た
。

⑷　

民
間
の
交
流

交
流
イ
ベ
ン
ト

　

対
馬
市
と
影
島
区
・
釜
山
広
域
市
と
の
間
に
は
様
々
な
形
の
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

イ
ベ
ン
ト
の
種
類
や
内
容
、
開
始
年
度
な
ど
を
簡
単
に
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

①
厳
原
港
ま
つ
り
対
馬
ア
リ
ラ
ン
祭
（
八
月
第
一
土
・
日
開
催
）：
一
九
六
四
年
か
ら
始
ま
っ
た
厳
原
港
ま
つ
り
は
対
馬
最
大
の
夏
祭
り
で
、

一
九
八
八
年
よ
り
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
対
馬
ア
リ
ラ
ン
祭
」
を
追
加
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
夏
祭
り
と
し
て
定
着
し
て
い
る
「
厳
原
港
ま

つ
り
・
対
馬
ア
リ
ラ
ン
祭
」
は
、
商
工
会
青
年
部
が
中
心
と
な
り
運
営
し
、
島
内
外
を
問
わ
ず
老
若
男
女
誰
も
が
楽
し
め
る
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
定
着
し
て
お
り
、
毎
年
三
万
人
を
超
え
る
見
物
客
を
動
員
し
て
い
る
。
中
で
も
メ
ー
ン
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
朝
鮮
通
信
使
行
列
パ
レ
ー

ド
に
は
、
国
内
外
か
ら
の
参
加
希
望
者
や
見
物
客
が
あ
ふ
れ
日
本
や
韓
国
メ
デ
ィ
ア
か
ら
も
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
日
は
、

韓
国
か
ら
の
国
際
航
路
も
一
日
二
～
三
便
体
制
で
運
行
さ
れ
る
な
ど
韓
国
か
ら
の
観
光
客
も
多
数
来
島
し
て
い
る
。
朝
鮮
通
信
使
行
列
以

外
に
も
舟
グ
ロ
ー
、
演
芸
の
夕
べ
、
花
火
大
会
な
ど
、
対
馬
市
民
誰
も
が
参
加
し
或
い
は
楽
し
く
見
学
で
き
る
祭
り
で
、
国
内
外
か
ら
も

多
数
の
観
光
客
を
誘
致
し
て
い
る
。
か
つ
て
の
朝
鮮
通
信
使
が
日
韓
交
流
の
礎
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
よ
り
対
馬
が
日
韓
交

流
の
島
と
し
て
国
内
外
に
広
く
認
識
さ
れ
、
国
内
外
か
ら
の
観
光
客
を
誘
致
す
る
こ
と
に
よ
り
、
交
流
人
口
の
拡
大
、
地
域
の
活
性
化
を
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対
馬
市
と
影
島
区
、
対
馬
市
と
尉
州
郡
と
の
交
流
に
関
す
る
研
究
報
告
（
孔
）

図
っ
て
い
る
。

　

②
対
馬
ち
ん
ぐ
音
楽
祭
（
八
月
下
旬
土
曜
日
）
：
日
本
と
韓
国
の
有
名
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
よ
る
合
同
音
楽
祭
で
あ
る
。「
ち
ん
ぐ
」
と

は
韓
国
語
で
「
友
達
・
仲
良
し
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
、
対
馬
で
も
方
言
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
一
九
九
六
年
か
ら
韓
国
に
近
い
と
い

う
地
理
的
条
件
を
最
大
限
に
生
か
し
た
、
対
馬
な
ら
で
は
の
国
際
交
流
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
国
内
外
か
ら
多
数
の
参
加
者
、
観
光
客
を
集
め

て
い
る
。

　

③
国
境
マ
ラ
ソ
ン
Ｉ
Ｎ
対
馬
（
七
月
上
旬
日
曜
日
）
：
韓
国
ま
で
四
九
・
五
㎞
の
距
離
に
あ
る
上
対
馬
町
で
、
日
韓
の
ラ
ン
ナ
ー
約
千
人

が
参
加
し
て
、
マ
ラ
ソ
ン
を
通
じ
て
友
好
交
流
を
図
っ
て
い
る
。
一
九
九
七
年
か
ら
開
催
し
て
お
り
、
二
〇
〇
一
年
四
月
に
「
慶
州
さ
く

ら
マ
ラ
ソ
ン
」
と
姉
妹
縁
組
を
締
結
し
た
。
国
境
マ
ラ
ソ
ン
Ｉ
Ｎ
対
馬
は
、
島
内
の
小
学
生
か
ら
老
人
ま
で
、
さ
ら
に
国
内
は
も
と
よ
り

韓
国
か
ら
も
多
数
の
ラ
ン
ナ
ー
が
参
加
し
、
テ
レ
ビ
・
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
日
韓
交
流
の
島
・
対
馬
」
を
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
る
。

　

④
日
本
歌
謡
大
会
：
在
釜
山
日
本
国
総
領
事
館
と
社
団
法
人
韓
日
文
化
交
流
協
会
と
対
馬
市
の
三
者
共
催
で
開
催
し
て
い
る
。
日
本
の

歌
を
日
本
語
で
歌
う
第
一
回
「
日
本
歌
謡
大
会
」
を
釜
山
市
で
開
催
、
以
後
、
毎
年
開
催
し
て
い
る
。
予
選
・
本
選
が
あ
り
、
銀
賞
授
賞

者
は
、
対
馬
ち
ん
ぐ
音
楽
祭
に
ゲ
ス
ト
と
し
て
出
演
し
て
い
る
。
日
本
文
化
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
韓
国
人
の
若
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。 

　

⑤
日
韓
交
流
写
真
美
術
展
：
釜
山
と
対
馬
の
芸
術
家
が
出
展
し
て
い
る
展
示
会
で
あ
る
。
会
場
は
釜
山
と
対
馬
で
交
互
に
開
催
さ
れ
、

約
一
五
〇
点
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　

⑥
青
少
年
等
国
際
交
流
体
験
事
業
（
上
対
馬
町
国
際
交
流
協
会
主
催
）
：
日
本
の
食
文
化
や
舞
踊
な
ど
の
伝
統
芸
能
を
披
露
し
、
日
本
文

化
の
理
解
を
図
っ
て
い
る
。

三
八
三



　

⑦
県
立
対
馬
高
等
学
校
の
国
際
文
化
交
流
コ
ー
ス
：
二
〇
〇
三
年
、
対
馬
高
校
は
韓
国
語
や
韓
国
の
歴
史
や
文
化
を
学
ぶ
「
国
際
文
化

交
流
コ
ー
ス
」
を
開
設
。
第
一
期
生
は
平
成
二
〇
〇
六
年
三
月
に
卒
業
。
う
ち
五
人
が
釜
山
の
釜
慶
大
学
校
、
東
亞
大
学
校
、
釜
山
外
国

語
大
学
に
進
学
し
た
。
釜
山
情
報
観
光
高
等
学
校
と
姉
妹
校
縁
組
（2007

）
を
結
ん
だ
。

　

⑧
姉
妹
校
縁
組
：
鶏
知
中
学
校
と
韓
国
釜
山
広
域
市
影
島
区
の
新
仙
（
シ
ン
ソ
ン
）
中
学
校
（
一
九
九
四
年
）、
今
里
中
学
校
と
韓
国
任

實
郡
只
沙
面
に
あ
る
只
沙
（
チ
サ
）
中
学
校
（
二
〇
〇
〇
年
）、
浅
海
中
学
校
と
韓
国
蔚
山
広
域
市
の
熊
村
（
ウ
ン
チ
ョ
ン
）
中
学
校
（
二
〇

〇
三
年
）
が
結
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
学
校
訪
問
や
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
な
ど
、
双
方
の
文
化
や
習
慣
を
学
ん
で
い
る
。

　

⑨
民
間
団
体
の
姉
妹
縁
組
締
結
：
つ
し
ま
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
と
釜
山
東
洋
ラ
イ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
（
一
九
八
三
年
）、
対
馬
ロ
ー
タ
リ
ー
ク

ラ
ブ
と
巨
済
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
（
一
九
九
二
年
）、
つ
し
ま
ハ
ム
ク
ラ
ブ
と
釜
山
ハ
ム
ク
ラ
ブ
（
一
九
八
四
年
）
が
姉
妹
縁
組
を
締
結
し
て

定
期
的
な
交
流
を
行
っ
て
い
る
。

　

⑩
ス
ポ
ー
ツ
交
流
：
上
県
町
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
ク
ラ
ブ
と
影
島
区
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
ク
ラ
ブ
（
一
九
九
八
年
～
）、
つ
し
ま
や
ま
ね
こ
ク
ラ
ブ

と
釜
山
大
学
Ｏ
Ｂ
ラ
グ
ビ
ー
ク
ラ
ブ
（
二
〇
〇
二
年
～
）、
慶
州
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
合
会
と
対
馬
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟
（
二
〇
〇
三
年
～
）
が

交
流
し
て
い
る
。

　

⑪
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
事
業
：
厳
原
町
は
釜
慶
大
学
校
、
上
対
馬
町
は
釜
山
韓
日
文
化
交
流
協
会
と
そ
れ
ぞ
れ
提
携
し
、
毎
年
、
学
生
や
社

会
人
を
対
馬
に
招
き
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
実
施
し
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
度
か
ら
は
、
ソ
ウ
ル
の
韓
国
航
空
専
門
学
校
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
・

日
本
文
化
体
験
事
業
も
受
け
入
れ
て
い
る
。（
二
〇
名
程
度
）
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対
馬
市
と
影
島
区
、
対
馬
市
と
尉
州
郡
と
の
交
流
に
関
す
る
研
究
報
告
（
孔
）

釜
山
韓
日
文
化
交
流
協
会

　

こ
の
協
会
は
、
民
間
レ
ベ
ル
で
の
韓
日
両
国
間
の
人
的
・
文
化
的
交
流
を
通
じ
た
相
互
理
解
と
友
好
協
力
を
目
的
に
一
九
八
七
年
に
設

立
さ
れ
た
。
こ
の
協
会
は
、
釜
山
地
域
を
中
心
に
日
本
各
団
体
と
の
各
種
文
化
交
流
事
業
及
び
教
育
事
業
な
ど
相
互
理
解
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

活
発
に
行
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
事
業
と
し
て
は
、
対
馬
市
と
釜
山
広
域
市
で
の
学
生
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の
斡
旋
、
文
化
体
験
行
事
の
企

画
、
日
韓
関
連
の
遺
跡
の
探
訪
、
日
韓
共
同
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、
日
本
語
講
座
の
開
設
、
釜
山
圏
域
の
日
本
語
能
力

試
験
（
Ｊ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
）
の
実
施
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

一
九
九
四
年
か
ら
始
ま
っ
た
大
学
生
の
上
対
馬
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
延
べ
二
七
六
人
の
韓
国
人
大
学
生
が
参
加
し
た
。
二

〇
〇
四
年
か
ら
は
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
な
が
ら
「
国
境
マ
ラ
ソ
ン
Ｉ
Ｎ
対
馬
」
に
て
ラ
ン
ナ
ー
の
た
め
の
行
事
進
行
や
通
訳
な
ど
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
兼
ね
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
年
か
ら
始
ま
っ
た
上
対
馬
と
釜
山
広
域
市
の
中
高
生
の
相
互
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
は
二
八
四
人
が
参
加
し
た
。
二
〇
〇
一
年
か
ら
は
上
対
馬
高
校
生
の
韓
国
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
が
始
ま
り
、
二
〇
一
四
年
八
月
ま
で
七
七
人

が
参
加
し
た
。
そ
の
他
、
韓
日
子
供
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
、
釜
山-

対
馬
中
学
生
交
流
、
日
本
語
弁
論
大
会
共
同
主
催
、
日
本
歌
謡
大
会

な
ど
を
行
い
、
対
馬
と
釜
山
地
域
の
青
少
年
交
流
や
文
化
交
流
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
こ
う
し
た
民
間
団
体
の
日
韓
交
流
の
た
め
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
近
の
日
韓
関
係
の
悪
化
や
中
国
の
台
頭
に
伴
う
日
本
の

相
対
的
な
国
力
の
低
下
の
影
響
を
受
け
、
韓
国
で
の
日
本
語
学
習
者
の
数
が
急
激
に
減
っ
て
い
る
こ
と
が
今
回
の
調
査
で
分
か
っ
た
。
こ

の
協
会
の
事
務
局
長
の
話
に
よ
る
と
日
本
語
能
力
試
験
の
受
験
者
が
毎
年
約
一
〇
％
ず
つ
減
少
し
て
Ｊ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
受
験
者
数
が
最
盛
期
の
六

万
人
か
ら
二
万
人
に
減
っ
た
と
い
う
。
中
小
都
市
で
は
日
本
語
学
習
の
基
盤
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
っ
て
、
日
本
語
学
校
の
閉
鎖
、
専
門
学
校

で
の
日
本
語
学
科
廃
止
、
高
校
で
の
第
二
外
国
語
と
し
て
の
機
能
消
失
な
ど
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
。
大
学
で
は
日
本
語
や
日
本
関
連
学
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科
の
学
科
名
を
国
際
学
科
と
か
東
北
ア
ジ
ア
学
科
な
ど
に
変
更
し
て
い
く
。
そ
れ
に
伴
い
日
本
語
関
連
の
出
版
社
も
打
撃
を
受
け
、
日
本

に
留
学
生
を
送
っ
て
い
る
留
学
院
な
ど
も
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
か
つ
て
日
本
政
府
は
日
本
語
教
育
の
た
め
教
材
や
ネ

イ
テ
ィ
ヴ
ス
ピ
ー
カ
ー
を
送
る
な
ど
の
支
援
を
し
て
い
た
が
、
今
は
途
絶
え
て
い
る
。
一
方
、
中
国
は
教
材
や
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ス
ピ
ー
カ
ー

を
提
供
し
、
中
国
語
学
習
を
支
援
し
て
い
る
と
い
う
。

　

国
際
交
流
の
た
め
に
は
語
学
能
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
国
際
交
流
の
基
盤
た
る
語
学
、
と
り
わ
け
日
韓
交
流
に
欠
か
せ
な
い
日
本
語
学

習
者
の
激
減
は
こ
れ
か
ら
の
日
韓
交
流
に
陰
り
を
落
と
し
か
ね
な
い
と
思
わ
れ
る
。

４
．
交
流
に
対
す
る
自
治
体
の
対
応
と
思
惑

⑴　

対
馬
市

　

対
馬
市
は
、
過
疎
化
が
進
む
中
、
停
滞
し
つ
つ
あ
る
対
馬
市
の
経
済
や
産
業
の
活
性
化
に
つ
な
げ
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
影
島
区
を
始

め
釜
山
広
域
市
と
の
交
流
を
積
極
的
に
推
し
進
め
て
い
る
。

　

韓
国
か
ら
の
観
光
客
誘
致
の
た
め
朝
鮮
通
信
使
な
ど
、
韓
国
に
関
わ
る
遺
跡
や
記
念
物
を
整
備
す
る
一
方
、
対
馬
の
水
産
物
や
林
産
物

の
韓
国
へ
の
輸
出
を
試
み
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
釜
山
ベ
ク
ス
コ
に
て
開
か
れ
た
「
釜
山
国
際
水
産
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
」
で
は
初
め
て
個
別
ブ
ー

ス
を
設
け
て
参
加
し
、
対
馬
の
水
産
物
の
韓
国
販
売
に
努
め
（
韓
国
の
通
営
市
で
は
対
馬
の
ぬ
た
う
な
ぎ
を
輸
入
し
て
い
る
）、
ヒ
ノ
キ
や
杉
の

木
な
ど
林
産
物
を
利
用
し
た
韓
国
進
出
を
試
み
て
、
ソ
ウ
ル
近
郊
に
あ
る
パ
ン
ギ
ョ
に
ヒ
ノ
キ
の
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
を
展
示
し
て
い
る
。

　

対
馬
市
の
観
光
物
産
推
進
本
部
と
い
う
部
署
で
は
国
際
交
流
員
制
度
を
設
け
、
韓
国
や
中
国
と
の
交
流
の
活
性
化
、
市
の
国
際
化
を
推

進
し
て
い
る
。
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対
馬
市
と
影
島
区
、
対
馬
市
と
尉
州
郡
と
の
交
流
に
関
す
る
研
究
報
告
（
孔
）

国
際
交
流
員
制
度

　

こ
の
制
度
は
、
市
内
の
学
校
、
企
業
及
び
各
種
団
体
等
が
実
施
す
る
国
際
交
流
・
国
際
理
解
促
進
事
業
等
へ
の
国
際
交
流
員
の
派

遣
協
力
に
係
る
必
要
な
事
項
を
定
め
、
対
馬
市
の
国
際
化
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

　

国
際
交
流
員
の
派
遣
対
象
事
業
は
、
①
外
国
の
文
化
及
び
生
活
の
紹
介
の
た
め
の
講
演
等　

②
異
文
化
理
解
の
た
め
の
交
流
活
動

へ
の
協
力　

③
簡
易
な
外
国
語
日
常
会
話
指
導　

④
そ
の
他
、
対
馬
市
の
国
際
化
推
進
に
資
す
る
業
務
で
あ
る
。

　

現
在
、
対
馬
市
に
は
三
名
の
国
際
交
流
員
（
韓
国
人
二
名
、
中
国
人
一
名
）
が
勤
務
し
、
二
名
の
韓
国
人
は
、
本
庁
観
光
物
産
推
進

本
部
に
一
名
、
上
対
馬
事
務
所
に
一
名
配
置
し
て
い
る
。
二
名
の
内
一
名
は
、
国
が
薦
め
る
国
際
交
流
員
の
受
入
事
業
「
Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

　

国
際
交
流
員
は
、
市
の
国
際
交
流
関
係
事
務
の
補
助
（
文
書
等
の
翻
訳
、
国
際
交
流
事
業
の
協
力
、
韓
国
訪
問
客
の
接
遇
、
イ
ベ
ン
ト
で

の
通
訳
、
市
民
対
象
の
韓
国
語
講
座
）
も
行
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
対
馬
市
は
二
〇
〇
三
年
か
ら
釜
山
広
域
市
に
対
馬
釜
山
事
務
所
を
設
置
し
、
現
地
で
の
対
馬
の
観
光
Ｐ
Ｒ
と
日
韓
交
流
の
拠

点
と
し
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
九
月
、
対
馬
六
自
治
体
の
合
意
形
成
を
ま
と
め
る
対
馬
総
町
村
組
合
に
よ
り
、
財
団
法
人
対
馬
国
際
交
流

協
会
を
設
立
し
、
二
〇
〇
三
年
四
月
に
釜
山
に
対
馬
釜
山
事
務
所
を
設
置
し
た
。
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対
馬
釜
山
事
務
所

　

業
務
と
し
て
は
、
①
国
際
交
流
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
提
供　

②
国
際
協
力
及
び
国
際
交
流
の
促
進　

③
韓
国
内
の
対
馬
宣
伝

事
業　

④
韓
国
訪
問
団
の
連
絡
調
整
及
び
通
訳　

⑤
イ
ベ
ン
ト
等
の
連
絡
調
整
及
び
通
訳　

⑥
釜
山
～
対
馬
航
路
利
用
促
進
に
係
る

支
援　

⑦
貿
易
関
係
事
業
の
調
査
（
対
馬
特
産
品
の
市
場
調
査
）
⑧
そ
の
他
業
務
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業
な
ど
で
あ
る
。

　

釜
山
事
務
所
は
、
Ｈ
Ｐ
開
設
、
メ
ル
マ
ガ
の
発
信
、
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
ポ
ス
タ
ー
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
韓
国
内
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
へ
配

付
し
た
り
、
対
馬
観
光
へ
の
問
い
合
わ
せ
等
に
対
す
る
総
合
窓
口
と
し
て
い
る
。

　

所
長
は
観
光
物
産
推
進
本
部
副
本
部
長
が
兼
務
し
、
現
地
職
員
は
副
所
長
と
主
任
の
二
名
が
常
住
す
る
。
い
ず
れ
も
韓
国
人
で
あ

る
。

　

釜
山
事
務
所
設
置
に
よ
る
韓
国
人
観
光
客
の
誘
致
に
は
、
成
果
が
見
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
今
後
貿
易
な
ど
の
経
済
交
流
に
対
す

る
支
援
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
現
体
制
（
職
員
二
名
の
雇
用
）
は
、
観
光
物
産
推
進
本
部
副
本
部
長
が
所
長
を
兼
務
し
て
い

る
こ
と
か
ら
現
地
で
の
責
任
者
が
不
在
の
状
態
で
あ
り
、
迅
速
な
対
応
が
困
難
な
場
合
も
あ
り
改
善
の
必
要
性
が
あ
る
と
の
指
摘
も

あ
る
。

国
際
交
流
協
会
の
年
間
予
算
額
：
約
九
〇
〇
万
円
（
全
額
市
補
助
金
）（
二
〇
〇
九
年
度
）

問
い
合
わ
せ
件
数
：
約
四
七
、
五
〇
〇
件
（
二
〇
一
三
年
）

　

対
馬
市
の
国
祭
交
流
都
市
は
、
韓
国
と
米
国
だ
け
で
あ
り
、
現
実
的
な
必
要
性
か
ら
韓
国
と
の
交
流
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
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対
馬
市
と
影
島
区
、
対
馬
市
と
尉
州
郡
と
の
交
流
に
関
す
る
研
究
報
告
（
孔
）

表
４　

対
馬
市
の
国
祭
交
流
都
市

国　
　

家

都　
　

市

締
結
年
度

関　
　

係

ア
メ
リ
カ

グ
ア
ム
島

一
九
七
七
年

姉
妹
島
縁
組

韓
国

影
島
区

一
九
八
六
年

姉
妹
島
縁
組

韓
国

尉
州
郡

二
〇
〇
五
年

友
好
協
力
都
市

参
照
：
対
馬
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

⑵　

影
島
区

　

影
島
区
は
、
対
馬
市
と
の
交
流
を
経
済
的
な
利
益
を
図
る
よ
り
は
行
政
・
文
化
中
心
に
行
い
、
影
島
区
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
や
対
馬
市

と
の
職
員
の
相
互
訪
問
な
ど
に
よ
る
友
好
関
係
の
維
持
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
職
員
の
交
流
や
ま
つ
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
へ
の

参
加
な
ど
が
主
な
交
流
形
態
と
な
っ
て
い
る
。

　

六
年
間
ほ
ど
職
員
の
派
遣
研
修
が
行
わ
れ
た
が
、
現
在
は
職
員
派
遣
を
行
っ
て
い
な
い
。
代
わ
り
に
影
島
区
は
中
国
と
職
員
の
派
遣
研

修
を
行
っ
て
い
る
。
影
島
区
は
生
涯
学
習
課
に
国
際
協
力
担
当
係
が
設
置
さ
れ
て
い
て
係
長
と
一
名
の
職
員
が
国
際
交
流
業
務
を
担
当
し

て
い
る
。
釜
山
広
域
市
の
他
の
区
で
は
国
際
交
流
を
担
当
し
て
い
る
部
署
は
な
く
、
釜
山
広
域
市
で
担
当
係
長
が
あ
る
の
は
影
島
区
だ
け

で
あ
る
。
影
島
区
は
五
つ
の
国
家
の
都
市
と
交
流
を
し
て
お
り
、
最
近
、
中
国
と
の
交
流
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
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表
５　

影
島
区
の
国
祭
交
流
都
市

国　
　

家

都　
　

市

締
結
年
度

関　
　

係

日
本

対
馬
市

一
九
八
六
年

姉
妹
島
縁
組

中
国

上
海
市
黄
浦
区

一
九
九
六
年

姉
妹
都
市
縁
組

フ
ィ
リ
ピ
ン

M
arikina

市

二
〇
〇
八
年

友
好
協
力
都
市

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

M
anly

市

二
〇
〇
九
年

友
好
協
力
都
市

ベ
ト
ナ
ム

ベ
ッ
カ
ン
県

二
〇
一
一
年

友
好
協
力
都
市

参
照
：
影
島
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

⑶　

蔚
州
郡

　

蔚
州
郡
は
、
釜
山
広
域
市
の
東
側
に
隣
接
す
る
蔚
山
広
域
市
の
管
轄
下
に
あ
る
基
礎
自
治
団
体
の
郡
で
、
広
い
面
積
を
有
す
る
都
農
複

合
型
自
治
体
で
あ
る
。
蔚
山
広
域
市
に
は
韓
国
の
大
手
自
動
車
メ
ー
カ
ー
現
代
自
動
車
の
工
場
が
あ
り
、
韓
国
で
一
番
高
い
個
人
所
得
を

誇
る
自
治
体
で
あ
る
。
海
に
面
し
、
山
に
囲
ま
れ
た
地
形
の
た
め
農
業
や
水
産
業
な
ど
の
一
次
産
業
か
ら
先
端
産
業
ま
で
が
栄
え
る
産
業

都
市
で
も
あ
る
。

　

対
馬
市
と
蔚
州
郡
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た
の
は
、
朝
鮮
王
朝
時
代
に
対
馬
と
の
外
交
に
生
涯
を
捧
げ
た
蔚
州
郡
出
身
の
外
交
官
李
藝
先

生
の
功
績
を
顕
彰
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　

二
〇
〇
五
年
二
月
一
日
に
対
馬
市
と
蔚
山
広
域
市
蔚
州
郡
と
の
間
で
『
文
化
交
流
協
力
に
関
す
る
意
向
書
』
を
交
換
し
、
同
年
一
一
月

一
五
日
、『
友
好
協
力
了
解
書
』
を
締
結
し
て
か
ら
年
間
二
回
の
職
員
の
相
互
訪
問
（
主
に
副
郡
守
、
副
市
長
、
担
当
公
務
員
、
地
方
議
員
）
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を
行
っ
て
お
り
、
相
互
訪
問
は
主
に
ま
つ
り
期
間
中
に
招
待
す
る
形
で
行
っ
て
い
る
。
交
流
の
目
的
は
経
済
や
文
化
交
流
で
あ
る
が
、
実

際
に
経
済
交
流
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
影
島
区
と
同
様
に
人
的
交
流
と
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
が
主
で
あ
る
。
国
祭
交
流
の
業
務

は
総
務
課
の
一
人
の
職
員
が
兼
務
の
形
で
行
っ
て
お
り
、
意
欲
的
に
交
流
事
業
を
展
開
で
き
る
ほ
ど
の
環
境
で
は
な
い
。
国
祭
交
流
予
算

も
職
員
の
交
流
都
市
へ
の
訪
問
経
費
の
二
、
三
〇
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
（
約
二
、
三
〇
〇
万
円
）
ぐ
ら
い
で
、
全
体
予
算
五
、
〇
〇
〇
億
ウ
ォ
ン

に
占
め
る
割
合
は
ご
く
僅
か
す
ぎ
な
い
。

　

中
国
か
ら
は
投
資
誘
致
や
営
農
関
連
の
見
学
（
梨
や
欄
の
栽
培
技
術
な
ど
）
な
ど
経
済
的
な
目
的
の
訪
問
や
要
請
が
あ
る
も
の
の
、
活
発

に
交
流
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

表
６　

蔚
州
郡
の
国
祭
交
流
都
市

国　

家

都　
　

市

締
結
年
度

関　
　

係

中
国

山
東
省
青
島
市
来
西
市

一
九
九
九
年

友
好
協
力
都
市

中
国

山
東
省
文
登
市

二
〇
〇
一
年

友
好
協
力
都
市

中
国

山
東
省
膠
州
市

二
〇
〇
二
年

友
好
協
力
都
市

中
国

遼
寧
省
盤
錦
市

二
〇
〇
三
年

友
好
協
力
都
市

中
国

瀋
陽
市
沈
北
新
区

二
〇
〇
三
年

友
好
協
力
都
市

中
国

黒
竜
江
省
海
林
市

二
〇
〇
四
年

友
好
協
力
都
市

日
本

対
馬
市

二
〇
〇
五
年

友
好
協
力
都
市

中
国

江
蘇
省
無
錫
市
恵
山
区

二
〇
一
三
年

友
好
協
力
都
市

参
照
：
蔚
州
郡
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
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李
藝
（
一
三
七
三
年
～
一
四
四
五
年
）

　

韓
国
南
東
部
に
あ
る
蔚
山
（
ウ
ル
サ
ン
）
出
身
の
朝
鮮
王
朝
前
期
の
官
人
、
外
交
官
で
あ
る
。
元
々
は
蔚
山
郡
の
役
人
で
あ
っ
た
が
、

四
代
国
王
、
世
宗
（
セ
ジ
ョ
ン
）
か
ら
厚
く
信
頼
さ
れ
、
外
交
官
と
な
り
、
足
利
将
軍
と
の
交
渉
と
倭
寇
対
策
な
ど
に
生
涯
を
捧
げ
た
。

通
信
使
・
回
礼
使
な
ど
で
京
都
（
四
回
）・
対
馬
・
壱
岐
・
九
州
・
琉
球
へ
使
行
す
る
こ
と
四
〇
数
回
を
数
え
る
。
彼
は
倭
寇
に
よ

り
日
本
に
連
れ
去
ら
れ
た
母
国
人
六
六
七
名
を
送
還
し
た
。
一
四
三
八
年
に
対
馬
島
主
と
の
間
で
締
結
し
た
文
引
制
度
（
日
本
か
ら

朝
鮮
へ
通
交
す
る
も
の
へ
文
引
・
ビ
ザ
を
発
行
す
る
こ
と
）
と
癸
亥
約
条
（
一
種
の
貿
易
条
約
）
な
ど
を
締
結
す
る
な
ど
、
江
戸
時
代
の
朝

鮮
通
信
使
の
さ
き
が
け
と
し
て
、
中
世
日
朝
外
交
史
上
注
目
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。

　

近
年
改
め
て
李
藝
の
功
績
が
注
目
さ
れ
、
韓
国
政
府
よ
り
二
〇
〇
五
年
に
「
文
化
人
物
」
に
、
二
〇
一
〇
年
に
は
「
外
交
人
物
」

に
選
定
さ
れ
た
。
日
本
で
は
二
〇
〇
五
年
に
李
藝
を
顕
彰
す
る
「
通
信
使
李
芸
功
績
碑
」
が
長
崎
県
対
馬
市
峯
町
の
円
通
寺
に
完
成

し
た
。

５
．
対
馬
市
と
影
島
区
・
尉
州
郡
の
国
際
交
流
を
妨
げ
る
問
題

⑴　

仏
像
盗
難
事
件

　

二
〇
一
二
年
一
〇
月
、
海
神
神
社
の
国
指
定
重
要
文
化
財
「
銅
造
如
来
立
像
」
や
、
観
音
寺
の
県
指
定
有
形
文
化
財
「
金
銅
観
世
音
菩

薩
坐
像
」
な
ど
が
韓
国
人
窃
盗
団
に
盗
ま
れ
、
韓
国
内
で
押
収
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
韓
国
仏
教
界
な
ど
が
「
倭
寇
に
略
奪
さ
れ
た
も
の
だ
」
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と
主
張
し
、
韓
国
・
大
田
地
裁
が
こ
の
主
張
を
認
め
、
返
還
を
差
し
止
め
る
仮
処
分
を
出
し
た
。
こ
の
事
件
で
、
島
民
の
対
韓
感
情
は
悪

化
し
た
。
祭
り
の
主
催
団
体
は
抗
議
の
意
を
示
す
た
め
、
日
韓
交
流
行
事
「
朝
鮮
通
信
使
行
列
再
現
パ
レ
ー
ド
」
を
中
止
し
た
上
、
厳
原

港
ま
つ
り
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
で
る
「
対
馬
ア
リ
ラ
ン
祭
」
を
削
除
し
た
。

　

二
〇
一
四
年
に
は
引
き
続
き
、
ア
リ
ラ
ン
祭
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
使
わ
な
か
っ
た
が
、
朝
鮮
通
信
使
行
列
再
現
パ
レ
ー
ド
は
わ
ず
か
一

年
で
復
活
さ
せ
た
（
台
風
の
影
響
で
室
内
で
の
外
交
文
書
交
換
の
形
で
行
わ
れ
た
）。
仏
像
が
返
還
さ
れ
な
い
状
態
で
「
再
開
す
べ
き
で
な
い
」

と
の
批
判
も
多
か
っ
た
が
、
行
列
開
催
で
協
力
し
て
い
る
韓
国
の
団
体
「
釜
山
文
化
財
団
」
が
韓
国
政
府
に
仏
像
返
還
を
働
き
か
け
て
く

れ
た
こ
と
に
応
え
、
同
財
団
と
の
友
好
関
係
を
続
け
る
た
め
、
再
開
を
決
め
た
。
厳
原
港
ま
つ
り
で
仏
像
盗
難
事
件
に
よ
り
中
断
さ
れ
た

朝
鮮
通
信
使
行
列
の
再
現
パ
レ
ー
ド
を
二
〇
一
四
年
か
ら
復
活
し
た
の
は
、
韓
国
か
ら

の
観
光
客
の
減
少
を
懸
念
し
た
対
馬
市
の
立
場
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

⑵　

韓
国
人
観
光
客
の
マ
ナ
ー
問
題

　

韓
国
人
旅
行
者
の
急
増
に
、
受
け
入
れ
態
勢
の
整
備
が
追
い
つ
か
な
い
対
馬
市
の
問

題
に
加
え
て
、
韓
国
と
日
本
と
の
習
慣
の
違
い
や
韓
国
人
旅
行
者
の
マ
ナ
ー
の
悪
さ
が

問
題
視
さ
れ
て
い
る
。

　

一
部
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
韓
国
人
の
出
入
り
を
断
る
な
ど
、
韓
国
人
の
こ
れ
以
上
の

流
入
に
否
定
的
な
住
民
も
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
韓
国
人
の
対
馬
観
光
が
始
ま
っ
た

一
九
九
五
年
以
降
一
五
年
間
、
韓
国
で
は
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
マ
ナ
ー
を
守
る
よ
う
呼
び

対馬市から盗まれた仏像
出処：http://mews1.kr/articles/?1851062
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か
け
た
こ
と
や
対
馬
の
人
々
は
韓
国
の
習
慣
や
文
化
な
ど
を
理
解
す
る
よ
う
な
努
力
を
積
み
重
ね
、
最
近
は
文
化
や
マ
ナ
ー
を
巡
る
摩
擦

が
だ
い
ぶ
減
っ
て
い
る
。

⑶　

土
地
買
い
上
げ
の
問
題
（
自
衛
隊
の
防
衛
施
設
と
の
関
連
）

　

韓
国
か
ら
の
観
光
客
の
急
増
に
伴
い
、
韓
国
の
リ
ゾ
ー
ト
業
者
に
よ
る
島
内
の
土
地
の
買
い
占
め
問
題
が
浮
上
し
た
。
二
〇
〇
八
年
一

〇
月
頃
よ
り
産
経
新
聞
が
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
韓
国
の
一
部
の
人
々
の
「
対
馬
は
韓
国
の
領
土
で
あ
る
」
と
の
主
張
と
結
び
つ
け
、

こ
う
し
た
土
地
の
買
い
上
げ
は
韓
国
に
よ
る
実
質
的
な
対
馬
支
配
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
と
警
告
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
衛

隊
施
設
の
周
辺
の
土
地
が
韓
国
資
本
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
る
の
を
国
防
上
の
観
点
か
ら
問
題
視
す
る
主
張
も
出
さ
れ
、
国
会
の
超
党
派
議

員
グ
ル
ー
プ
が
「
国
境
対
馬
振
興
特
別
措
置
法
案
」
の
制
定
を
試
み
る
動
き
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
政
府
と
し
て
は
土
地
の
購
入

規
制
を
含
む
措
置
に
対
し
て
慎
重
な
姿
勢
を
表
明
し
て
お
り
、
現
状
で
韓
国
資
本
な
ら
び
に
韓
国
人
個
人
が
持
つ
土
地
は
、
対
馬
全
島
の

〇
・
〇
三
六
％
に
過
ぎ
な
く
、
大
き
な
問
題
に
ま
で
は
拡
大
し
て
い
な
い
。

６
．
対
馬
市
と
の
国
際
交
流
に
お
け
る
影
島
区
と
尉
州
郡
の
問
題

⑴　

国
際
交
流
に
対
す
る
住
民
の
認
知
度
の
問
題

　

影
島
区
と
対
馬
市
と
の
交
流
の
歴
史
は
す
で
に
三
〇
年
を
超
え
、
尉
州
郡
と
の
交
流
も
来
年
で
一
〇
年
を
迎
え
て
い
る
が
、
両
自
治
体

の
ほ
と
ん
ど
の
住
民
は
対
馬
市
と
の
交
流
に
関
心
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
か
交
流
自
体
も
知
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
住
民
の
無
関
心
は
両
自
治

体
が
国
際
交
流
を
住
民
が
参
加
す
る
区
や
郡
を
挙
げ
て
の
事
業
で
は
な
く
自
治
体
間
の
職
員
同
士
の
交
流
や
親
睦
行
事
と
し
て
認
識
し
て
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い
る
か
ら
で
あ
る
。

⑵　

経
済
協
力
関
係
に
対
す
る
関
心
の
低
さ

　

国
際
交
流
を
経
済
の
活
性
化
に
生
か
し
た
い
と
い
う
対
馬
市
と
は
違
っ
て
影
島
区
や
尉
州
郡
は
国
際
交
流
を
自
治
体
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ

プ
に
活
用
し
た
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
影
島
区
や
尉
州
郡
の
担
当
職
員
や
幹
部
職
員
も
国
際
交
流
の
経
済
的
な

効
果
に
関
し
て
は
あ
ま
り
関
心
が
な
い
。
そ
の
た
め
影
島
区
も
尉
州
郡
も
対
馬
市
と
の
交
流
に
あ
ま
り
力
を
入
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。

⑶　

職
員
の
国
際
交
流
に
対
す
る
知
識
や
語
学
能
力
の
問
題

　

対
馬
市
の
場
合
は
韓
国
語
が
堪
能
な
職
員
が
持
続
的
に
韓
国
と
の
国
際
交
流
業
務
を
担
当
し
て
い
る
。
一
方
、
影
島
区
や
尉
州
郡
に
は

国
際
交
流
を
担
当
す
る
職
員
が
二
、
三
年
ご
と
に
交
代
さ
れ
、
専
門
性
や
語
学
の
面
で
国
際
交
流
事
務
を
担
う
に
は
限
界
が
あ
り
、
国
際

交
流
を
積
極
的
に
推
し
進
め
ら
れ
な
い
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
際
交
流
を
担
当
し
て
い
る
職
員
は
、
総
務
（
尉
州
郡
）

や
生
涯
学
習
（
影
島
区
）
な
ど
の
事
務
を
担
当
し
て
い
て
、
国
際
交
流
事
務
は
兼
務
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。

⑷　

交
流
都
市
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
網
の
不
備

　

対
馬
市
も
影
島
区
や
尉
州
郡
も
国
内
外
に
い
く
つ
か
の
姉
妹
都
市
や
友
好
協
力
都
市
を
持
ち
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
国
内
外
の
都
市
が

複
合
的
な
形
で
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
自
治
体
交
流
の
相
乗
効
果
を
高
め
ら
れ
る
交
流
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
（
こ
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れ
に
関
し
て
は
課
題
の
と
こ
ろ
で
後
述
す
る
）。

⑸　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
の
不
在

　

自
治
体
間
の
国
際
交
流
は
、
自
治
体
の
幹
部
や
職
員
の
交
流
だ
け
で
は
交
流
の
輪
を
拡
大
し
て
自
治
体
に
利
益
を
も
た
ら
す
に
は
限
界

が
あ
る
。
国
際
交
流
に
住
民
の
自
発
的
な
参
加
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
組
織
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
、
自
治
体
が
立
体
的
に
協
力
し
て
交
流
を
深
め
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
影
島
区
や
尉
州
郡
で
は
こ
の
よ

う
な
組
織
や
団
体
が
存
在
し
な
い
。
対
馬
市
で
の
イ
ベ
ン
ト
参
加
に
し
て
も
影
島
区
で
は
な
く
釜
山
広
域
市
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
や
文

化
交
流
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
が
主
役
を
務
め
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

⑹　

国
際
交
流
の
制
度
化
・
体
系
化
の
欠
如

　

国
際
交
流
を
担
当
し
て
い
る
専
門
の
職
員
が
い
な
い
こ
と
や
、
対
馬
市
と
影
島
区
と
の
行
政
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
以
外
の
交
流
行
事
は
定
例
化
・

制
度
化
が
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
交
流
の
積
み
重
ね
に
よ
る
更
な
る
進
展
や
成
果
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
自
治
体
首
長
の
交

代
に
よ
り
国
際
交
流
が
影
響
さ
れ
る
問
題
点
も
出
て
く
る
。
つ
ま
り
国
際
交
流
に
関
心
が
あ
る
首
長
と
そ
う
で
な
い
首
長
に
よ
っ
て
交
流

の
頻
度
や
コ
ン
テ
ン
ツ
が
異
な
り
、
一
貫
性
を
欠
け
た
交
流
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

⑺　

国
際
交
流
予
算
の
制
約

　

影
島
区
も
尉
州
郡
も
国
際
交
流
予
算
が
限
ら
れ
て
い
て
、
蔚
州
郡
の
場
合
、
自
治
体
職
員
の
訪
日
経
費
を
賄
う
程
度
に
過
ぎ
な
い
こ
と
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が
分
か
っ
た
。
影
島
区
の
場
合
は
具
体
的
な
数
字
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
事
情
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

７
．
対
馬
市
と
影
島
区
、
尉
州
郡
と
の
交
流
の
課
題

⑴　

人
的
交
流
か
ら
経
済
交
流
へ

　

対
馬
市
と
影
島
区
が
姉
妹
都
市
の
縁
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
両
方
と
も
島
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
尉
州
郡
と
は
朝
鮮
王
朝
時
代
に
対
馬
と
の
外
交
に
貢
献
し
た
李
藝
と
い
う
尉
州
郡
出
身
の
外
交

官
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
対
馬
市
と
影
島
区
、
対
馬
市
と
尉
州
郡
と
の
交
流
は
最
初
か
ら
経
済

的
な
メ
リ
ッ
ト
を
念
頭
に
置
い
た
交
流
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
影
島
区
と
尉
州
郡
は
、
対
馬
と
の

交
流
を
経
済
的
な
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
側
面
よ
り
は
人
的
交
流
に
重
点
を
置
い
て
行
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

人
的
交
流
、
特
に
職
員
中
心
の
国
際
交
流
は
、
交
流
の
内
容
や
規
模
を
拡
大
、
深
化
さ
せ
て
い
く
上
で
は

限
界
が
あ
る
。
自
治
体
間
の
交
流
を
よ
り
深
く
、
広
く
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
自
治
体
や
住
民
に
利
益
を

も
た
ら
す
実
利
的
な
交
流
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
各
分
野
で
収
益
に
つ
な
が
る
経
済
面
で
の

協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
影
島
区
や
尉
州
郡
は
対
馬
市
と
の
経
済
交
流
に
消
極
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は

対
馬
市
と
の
交
流
で
実
質
的
な
利
益
が
得
ら
れ
る
分
野
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

農
業
や
水
産
業
中
心
の
対
馬
市
と
都
会
化
し
た
影
島
区
と
の
間
、
ま
た
同
じ
く
農
業
や
水
産
業
、
先
端
産

業
が
混
在
す
る
尉
州
郡
と
の
間
に
は
必
ず
ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
で
き
る
協
力
分
野
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
人
的

交
流
に
お
い
て
も
職
員
だ
け
の
交
流
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
住
民
、
と
り
わ
け
企
業
家
や
商
工
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業
人
、
貿
易
な
ど
を
目
指
し
て
い
る
若
者
な
ど
が
参
加
で
き
る
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
開
催
し
て
民
間
レ
ベ
ル
で
商
売
に

な
る
分
野
や
品
目
を
探
し
出
す
場
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
、
影
島
区
が
影
島
区
だ
け
で
な
く
釜
山
圏
域
の
自

治
体
と
対
馬
市
と
の
経
済
協
力
が
で
き
る
よ
う
に
仲
介
役
を
担
う

こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
対
馬
市
と
韓
国
の
自
治
体

の
経
済
協
力
の
窓
口
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
で
あ
る
。

　

影
島
区
や
尉
州
郡
に
は
人
的
交
流
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
相
互

に
利
害
関
係
が
絡
み
合
う
経
済
交
流
へ
と
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
さ
せ

る
た
め
の
体
制
作
り
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
影
島
区
や

尉
州
郡
の
国
際
交
流
に
対
す
る
認
識
の
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

⑵　

線
の
交
流
か
ら
面
の
交
流
へ

　

対
馬
市
、
影
島
区
、
尉
州
郡
の
交
流
は
、
線
の
形
で
の
交
流
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
対
馬
市
―
影
島
区
、
対
馬
市
―
尉
州
郡
、
対

馬
市
―
中
津
川
市
（
国
内
）、
影
島
区
―
長
興
郡
と
い
っ
た
形
の
交
流
で
あ
る
。
こ
れ
を
面
の
交
流
へ
と
拡
大
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
対
馬
市
―
影
島
区
―
尉
州
郡
、
対
馬
市
―
中
津
川
市
―
影
島
区
―
尉
州
郡
と
い
っ
た
三
角
や
四
角
の
形
で
中
層
的
に
絡
み
合
う

自
治
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
内
の
姉
妹
都
市
や
海
外
の
姉
妹
都
市
を
繋
げ
る
形
で
姉
妹
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
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拡
大
し
て
い
け
ば
自
治
体
間
で
の
協
力
し
合
う
分
野
も
多
様
化
さ
れ
、
規
模
も
大
き
く
な
り
、
交
流
の
相
乗
効
果
が
得
ら
れ
る
と
思
う
。

ま
た
、
日
韓
だ
け
で
は
な
く
中
国
な
ど
近
隣
諸
国
に
あ
る
交
流
都
市
や
民
間
団
体
も
加
え
れ
ば
そ
の
効
果
は
さ
ら
に
増
す
だ
ろ
う
。
そ
の

た
め
に
は
日
韓
の
各
自
治
体
が
他
国
や
他
の
自
治
体
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
開
発

や
発
掘
に
力
を
入
れ
る
必
要
で
あ
る
。

⑶　

自
治
体
交
流
か
ら
自
治
体
外
交
へ

　

自
治
体
の
交
流
は
、
中
央
政
府
間
の
対
立
や
葛
藤
を
緩
和
す
る
緩
衝
地
帯
と
し
て
の
役
割
を

も
求
め
ら
れ
る
。
今
回
の
調
査
で
、
影
島
区
や
尉
州
郡
と
の
交
流
に
歴
史
問
題
や
領
土
問
題
に

よ
る
日
韓
関
係
の
悪
化
が
影
響
を
与
え
て
い
る
か
と
の
質
問
に
対
し
て
、
対
馬
市
は
、「
影
響

を
受
け
て
い
な
い
」、
む
し
ろ
中
央
政
府
間
の
対
立
よ
り
仏
像
盗
難
事
件
の
よ
う
な
住
民
と
身

近
な
問
題
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
答
え
た
。
影
島
区
と
尉
州
郡
は
同
じ
質
問
に
対
し
て
「
直

接
的
な
影
響
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
心
理
的
に
自
粛
モ
ー
ド
に
な
っ
た
」
と
答
え

た
。
政
府
間
の
関
係
が
現
在
の
よ
う
な
膠
着
状
態
に
陥
っ
て
い
る
場
合
、
自
治
体
間
の
交
流
は

形
式
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
様
々
な
形
の
交
流
を
活
発
化
さ
せ
、
関
係
悪
化
を
解
き
ほ
ぐ
す

き
っ
か
け
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
自
治
体
外
交
で
あ
る
。

　

当
初
、
日
韓
両
国
政
府
の
主
導
で
推
し
進
め
ら
れ
た
朝
鮮
通
信
使
の
記
憶
遺
産
共
同
登
録
が

日
韓
の
関
係
悪
化
に
よ
り
頓
挫
し
た
こ
と
を
受
け
、
両
国
の
自
治
体
や
民
間
団
体
な
ど
が
中
心
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に
な
っ
て
推
進
し
て
い
る
の
は
自
治
体
外
交
の
よ
い
例
で
あ
る
。

　

日
韓
関
係
が
中
央
政
府
の
意
思
に
よ
り
独
占
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
治
体
が
各
方
面
か
ら
自
主
的
に
国
家
間
の
葛
藤
を
牽
制
す
る
シ
ス

テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

今
後
の
課
題

　

今
回
の
対
馬
市
、
影
島
区
、
蔚
州
郡
で
の
現
地
調
査
で
は
国
際
交
流
に
対
す
る
対
馬
市
の
積
極
的
な
姿
勢
に
比
べ
て
影
島
区
や
蔚
州
郡

は
消
極
的
で
、
受
身
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
主
な
原
因
は
両
自
治
体
が
対
馬
市
と
の
交
流
を
通
じ
て
経
済
的
な
メ
リ
ッ
ト
を

得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
地
方
公
務
員
の
対
外
認
識
、
受
身
的
な
仕
事
の
や
り
方
、
住
民
や
自
治
体

首
長
の
国
際
交
流
に
対
す
る
認
識
な
ど
、
も
っ
と
複
合
的
な
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
今
回
の
調
査
で
は
時
間

的
な
制
約
も
あ
っ
て
主
に
担
当
職
員
と
の
面
談
に
頼
り
、
住
民
や
自
治
体
長
と
の
面
談
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
こ
う
し
た
こ
と
を
解
明

で
き
る
立
体
的
な
調
査
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
、
影
島
区
を
訪
れ
た
時
は
あ
い
に
く
人
事
異
動
で
国
際
交
流
の
担
当
者
が
変
わ

り
、
具
体
的
な
事
情
聴
取
に
も
限
界
が
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
調
査
対
象
や
範
囲
を
広
め
、
住
民
や
自
治
体
首
長
、
商
工
業
者
、
農
業
や

漁
業
従
事
者
ら
と
の
面
談
を
通
じ
て
多
面
的
な
調
査
研
究
を
行
い
た
い
。
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光
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概
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湾
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岩
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国
内　

金ギ
ム

海ヘ

、
馬マ

山サ
ン

、
光

グ
ァ
ン

州ジ
ュ

　
　
　
　
　
　
　

国
外　

東
京
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
、
バ
グ
ダ
ッ
ド
、
ア
テ
ネ

面
積　

七
六
六
・
一
二
㎢

人
口　

三
、四
一
四
、九
五
〇
人

　
　
　

男　

一
、六
七
六
、六
八
九
人

　
　
　

女　

一
、七
三
八
、二
六
一
人

「
釜
山
」
の
由
来

一
四
〇
二
年
（
太
宗
二
年
）
一
月
二
八
日　
『
太
宗
実
録
』

　

富
山
…
世
に
現
れ
た
最
初

　
『
慶
尚
道
地
理
志
（
一
四
二
五
年
）』『
世
宗
実
録
地
理
志
（
一
四
五
四

年
）』『
慶
尚
道
續
撰
地
理
志
（
一
四
六
九
年
）』

　
「
東
莱
富
山
浦
」
と
記
述　

こ
の
時
代
の
漢
字
表
記
＝「
富
」。
…「
釜
」

で
は
な
い

一
四
七
〇
年
（
成
宗
一
年
）
一
二
月
一
五
日
付
け
の
『
成
宗
実
録
』

　

釜
山
と
い
う
名
称
を
使
用

一
四
七
一
年　
『
海
東
諸
国
記
』＝「
東
之
富
山
浦
」

　
　
　
　
　
　

同
誌
の
「
三
浦
倭
館
圖
」＝「
東
縣
富
山
浦
」

一
四
七
四
年
四
月　
「
富
山
浦
地
図
」＝
富
山

　

こ
の
時
期　

富
山
と
釜
山
を
混
用
…
そ
の
後
「
釜
山
浦
」

一
四
八
一
年　
『
東
国
輿
地
勝
覽
（
一
四
八
一
年
）』
完
成
＝「
釜
山
」

　

一
五
世
紀
末
期
か
ら
釜
山
が
一
般
化

　
『
東
国
輿
地
勝
覽
』
編
纂
以
前　

富
山
…
そ
れ
以
降
釜
山
に
替
わ
っ
た

市
の
歴
史

任
那
（
伽
耶
）　

→　

新
羅
に
合
併
…
居
漆
山
郡

七
五
七
年　

統
一
新
羅
時
代
＝
東
莱
郡
…
金
海
：
地
域
の
中
心

九
一
八
～
一
三
九
二
年　

高
麗
時
代

　

富
山
浦
（
蔚
州
東
莱
県
に
所
属
す
る
漁
村
）

一
三
六
七
（
太
祖
六
）
年　

富
山
鎮
（
戦
略
的
な
軍
事
要
衝
）
設
置
…
三

港
（
釜
山
浦
、
塩
浦
、
薺
浦
）
存
在

一
三
九
二
年　

李
氏
朝
鮮
（
朝
鮮
王
朝　

一
三
九
三
―
一
九
一
〇
年
）

　

釜
山
地
域
…
東
莱
県
→
東
莱
府
（
東
莱
都
護
府
）
設
置

一
五
世
紀
始　

富
山
浦
＝
日
本
人
居
留
地
「
倭
館
」
設
置
（
浦
所
倭
館
）

一
四
四
三
年　

嘉
吉
条
約
（
発
亥
約
定
）

　

李
氏
朝
鮮
と
の
通
交
条
約
…
歳
遣
船
の
定
数
決
定

一
五
一
〇
年　

三
浦
の
乱

　

朝
鮮
半
島
三
港
の
倭
館
居
留
日
本
人
の
暴
動

　

対
馬
と
の
国
交
断
絶

一
五
一
二
年　

永
正
条
約
締
結

　

国
交
回
復
…
歳
遣
船
定
数
三
〇
隻

一
五
九

－

九
八
年　

壬
辰
倭
乱
（
文
禄
・
慶
長
の
役
）

　

日
本　

一
五
九
八
年
＝
秀
吉
の
死
に
よ
っ
て
撤
兵

四
〇
四
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一
五
九
九
年　

再
び
東
莱
府
に
昇
格

　

日
本
に
対
す
る
外
交
政
策
遂
行
上
の
重
要
拠
点
的
位
置
の
た
め

一
七
世
紀　

朝
鮮
王
朝
と
江
戸
幕
府
の
交
渉
復
活

　

龍
頭
山
一
帯
に
対
馬
藩
の
草
梁
倭
館
設
置

一
八
七
六
年　

国
際
貿
易
港
と
し
て
開
港

一
八
七
七
年　

日
朝
修
好
条
規
＝
朝
鮮
開
国

　

三
ヶ
所
の
開
港
地
の
一
つ
（
仁
川
・
元
山
）

　

倭
館
：
継
続

一
八
九
五
年　

慶
尚
道
廃
止

　

東
莱
府
（
二
十
三
府
制
）

　

翌
年　

慶
尚
南
道
…
釜
山
に
道
庁
設
置

一
九
一
〇
年
一
〇
月
一
日　

日
本
併
合

　

慶
尚
南
道
東
莱
府　

→　

釜
山
府
に
改
称
（
）

一
九
一
四
年
（
日
本
統
治
時
代
）　

行
政
区
画
整
理
…
釜
山
府
設
置

一
九
四
九
年　

八
月
一
五
日
＝
釜
山
府
は
釜
山
市
と
な
る

一
九
五
〇
年　

朝
鮮
戦
争
勃
発
＝
ソ
ウ
ル
陥
落

　

一
九
五
三
年
ま
で
臨
時
首
都
と
な
る

一
九
五
七
年　

出
張
所
を
区
に
改
名

　

中
区
・
西
区
・
東
区
・
影
島
区
・
釜
山
鎮
区
・
東
莱
区
を
設
置
（
六

区
）

一
九
六
三
年
一
月
一
日

　

釜
山
直
轄
市
に
昇
格

　

朝
鮮
戦
争
後　

金
海
郡
の
一
部
（
現
・
江
西
区
一
帯
）
編
入

一
九
九
五
年
一
月
一
日　

釜
山
直
轄
市
は
釜
山
広
域
市
に
改
称（
一
二
区
）

　

三
月
一
日
（
一
五
区
一
郡
）

釜
山　

イ
メ
ー
ジ
と
ブ
ラ
ン
ド
価
値
を
更
に
高
揚
し
て
世
界
都
市
へ
と
挑
戦

　

二
〇
〇
二
年　

釜
山
ア
ジ
ア
競
技
大
会
開
催　

＋　

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

サ
ッ
カ
ー
大
会
開
催

　

二
〇
〇
三
年　

世
界
合
唱
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
開
催

　

二
〇
〇
四
年　

Ｉ
Ｔ
Ｕ
総
会
開
催

　

二
〇
〇
五
年　

ア
ジ
ア
太
平
洋
首
脳
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
開
催

　

二
〇
一
一
年　

釜
山
世
界
援
助
開
発
会
議
開
催

そ
の
後
の
行
事　

ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
釜
山
国
際
映
画
祭
、
釜
山
ビ
ィ
エ

ン
ナ
ー
レ
、
釜
山
国
際
ロ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
釜
山
世
界
花
火
祝
祭
等
を
開
催

釜
山
市　

前
途
洋
々
た
る
都
市

　
菉
山
国
家
工
団
、
釜
山
新
港
湾
建
設
と
セ
ン
タ
ム
シ
テ
ィ
開
発

　

釜
山
の
未
来
を
リ
ー
ド
す
る
映
像
、
情
報
、
観
光
な
ど
の
戦
略
産
業
を

育
成
し
世
界
と
交
流
す
る

　

二
一
世
紀
国
際
交
流
拠
点
海
洋
都
市
に
発
展

四
〇
五



四
〇
六

姉妹都市（24都市）

都　　市 国 提携年月日 備　　考

高　雄 台湾 66.6.30 台湾第２の都市であると同時に、最大の
港湾都市

ロサンゼルス アメリカ 67.12.18 北米・太平洋沿岸の最大港湾都市、宇宙
航空の中心地

下　関 日本 76.10.11 水産業が発達した西日本の交通中心都市

バルセロナ スペイン 83.10.25 文化芸術都市であると同時に商工業の中
心都市

リオデジャネイロ ブラジル 85.9.23 世界３大美港の一つ、輸出入高ブラジル
第２の都市

ウラジオストック ロシア連邦 92.6.30 ロシア連邦極東地域最大の港湾都市

上　海 中国 93.8.24 中国第１の港湾都市、商業・金融・貿易
の中心地

スラバヤ インドネシア 94.8.29 ジャワ州の中北東の海岸都市、海洋産
業、貿易等発達

ビクトリア オーストラリア 94.10.17 エネルギー産業が主産業、交通・港湾の
中心地

ティファナ メキシコ 95.1.17 NAFTA 圏メキシコの工業、貿易の中
心都市

ホーチミン ベトナム 95.11.3 ベトナム３大特別市の一つ、最大の港湾
都市

オークランド ニュージーランド 96.4.22 第１の港湾都市、産業・経済の中枢都市
バルパライソ チリ 99.1.27 チリ最大の港湾都市、チリの立法首都

ウエスタン・ケープ州 南ア共和国 00.6.5 港湾都市、ケープタウンが中心の南ア和
国第２の州

モントリオール カナダ 00.9.19 カナダ第２の貿易中心都市、パリに次ぐ
仏語圏最大

イスタンブール トルコ 02.6.04 第一の経済中心都市、EU・東欧への再
輸出の前進基地

ドバイ UAE 06.11.13 中東の港湾・物流・観光の中心都市

福　岡 日本 07.2.2 九州の北東端に位置する西日本の拠点都
市

シカゴ アメリカ 07.5.7 米カ第２の都市で展示・コンベンション
都市

サンクトペテルブルグ ロシア 08.6.11 露第２の都市、港湾・観光都市としては
第１

プノンペン Cambodia 09.6.11 首都・経済、産業、商業、文化、観光、
歴史の中心地

ムンバイ インド共和国 09.11 インド最大の金融 / 産業都市
シーサルオニキ ギリシア 10.03 由緒深い 文化都市

カサブランカ モロッコ 11.4.26 最大都市、重要な港を有するアフリカ６
番目の大都市
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国
際
交
流

姉
妹
都
市
と
の
関
係

下
関
市　

一
九
七
六
年
一
〇
月
一
一
日
に
釜
山
市
で
姉
妹
提
携
書
に
署
名

　

本
州
の
最
西
端

　
　

一
九
七
〇
年
か
ら
釜
関
フ
ェ
リ
ー
運
航

　
　

一
九
九
二
年
か
ら
コ
ン
テ
ナ
船
が
就
航

　

一
九
九
二
年
四
月
二
八
日　

公
務
員
相
互
派
遣
協
定

　
　

釜
山
市
は
毎
年
、
日
本
側
は
二
年
毎
に
各
一
名
ず
つ
派
遣

　

観
光
展
、
国
際
会
議
の
共
同
参
加
、
職
員
研
修
団
の
訪
問
等
を
毎
年
実
施

　

二
〇
〇
六
年
八
月　

姉
妹
提
携
三
〇
周
年
記
念
行
事
を
下
関
で
開
催

福
岡
市　

一
九
八
九
年
一
〇
月
二
四
日
に
福
岡
市
で
行
政
協
定
都
市
交
流

の
た
め
の
協
定
書
に
署
名

　
　
　
　

二
〇
〇
七
年
二
月
二
日
＝
釜
山
市
で
姉
妹
提
携
を
締
結

　

日
本
の
西
南
部
（
九
州
北
部
）

　
　

行
政
、
情
報
、
経
済
、
教
育
の
中
枢
都
市

　
　

九
州
最
大
の
ビ
ジ
ネ
ス
拠
点
都
市

　

福
岡
市
は
韓
半
島
と
中
国
大
陸
に
一
番
近
い

　
　

昔
か
ら
大
陸
文
化
の
受
け
入
れ
の
窓
口

　

一
九
九
〇
年
九
月
二
七
日　

公
務
員
相
互
派
遣
協
定

　
　

釜
山
市
は
毎
年
、
福
岡
側
は
二
年
毎
に
各
一
名
ず
つ
派
遣

四
〇
七

友好協力都市（６都市）
友好協力都市の現況

都　市 国 提携年月日 備　　考

深　圳 中国 07.5.17 中国南東部に位置した中国最初の経済特区

天　津 中国 07.7.23 中国４大直轄市の一つ、北方地方最大の商
業貿易中心地

重　慶 中国 10.12.02
世界で最大の面積、人口を抱えた都市（韓
国より若干小さい）中国西部大開発の中心
地

大　阪 日本 08.5.21 日本第２の都市であり、関西の中枢都市ま
た、世界主要都市・サミット議長都市

バンコク タイ 11.7.11 タイの首都であり、政治、経済、文化、交
通の中心地

北　京 中国 13.8.14 中国の首都、政治、文化、国際交流の中心
地
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中
国　

上
海
や
寧
波　

⇒

　

採
算
性
：
上
海
の
ほ
う
が
安
い

　

→　

北
極
航
路
は
釜
山
が
近
い

国
際
交
流　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
（
釜
山
市
民
＋
在
釜
外
国
人
）

を
結
成

釜
山
国
際
交
流
財
団　

姉
妹
都
市
委
員
会
＝
名
誉
領
事
三
〇
名
を
任
命　

日
本
人
は
い
な
い

　

事
務
局
が
な
い
…
市
職
員
も
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
協
力
し
て
い
る

釜
山
広
域
市
の
今
後
：
釜
山
経
済
の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
の
十
大
ビ

ジ
ョ
ン

〇
一　

北
東
亜
の
ハ
ブ
港
湾
に
育
成
：
釜
山
港
＝
高
付
加
価
値
物
動
量
創

出
型
先
進
港
湾
へ
と
躍
進

釜
山
港　

開
港
以
来
最
大
事
業
の
新
港
建
設

　
　
　
　

世
界
的
に
競
争
力
を
備
え
た
北
東
亜
の
中
心
港
湾
に
躍
進

　

北
東
亜
地
域　

世
界
物
流
の
中
心
地
に
浮
上

　
　
　
　
　
　
　

隣
接
国
家
間
の
ハ
ブ
港
湾
育
成
競
争
が
熾
烈

　

二
〇
一
一
年
ま
で　

二
二
船
席
の
埠
頭
施
設
の
完
成

　

二
〇
一
五
年
ま
で　

三
〇
船
席
規
模
の
埠
頭
施
設
の
完
成

加
徳
島
沿
岸
（
江
西
）
等
コ
ン
テ
ナ
ー
埠
頭

　

三
〇
船
席
＋
港
湾
背
後
道
路
、
鉄
道
等
の
背
後
交
通
網
建
設

　

連
関
産
業　

背
後
物
流
団
地
（
六
八
八
万
㎡
、
背
後
鉄
道
網
及
び
港
湾

日
韓
関
係

政
府
レ
ベ
ル
＝
若
干
問
題
が
あ
る

　
　

⇔　

民
間
及
び
地
域
交
流
は
進
ん
で
い
る

釜
山　

日
本
と
最
も
近
い
都
市
＝
交
流
は
必
然

　
　
　

九
州
と
の
交
流
は
活
発

国
際
交
流
の
基
本
的
な
方
向　

グ
ロ
ー
バ
ル　

　

今
年　

Ｍ
Ｏ
Ｕ
（
？
）　

二
〇
一
四
・
四　

中
西
部

　

日
本
：
長
崎
県　

ア
メ
リ
カ
：
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン

近
距
離　

福
岡
市　

超
広
域
経
済
圏

　
　
　
　

日
本　

人
的
交
流
が
中
心

　
　
　
　

中
国　

青
島
他

　
　
　
　

東
南
ア
ジ
ア　

開
発
途
上
国

　
　
　
　
　

開
発
援
助
・
医
療
・
教
育
・
市
政
・
文
化
交
流

　
　
　
　
　

医
療　

医
師
が
現
地
で
診
療
＝
医
師
団
派
遣

　
　
　
　
　

教
育　

教
育
団
派
遣

釜
山　

民
間
交
流
＝
活
発
化　

Ｂ
ｕ
ｔ 

小
規
模
：
姉
妹
（
友
好
）
都
市

中
心

韓
国　

国
際
交
流
予
算
＝
議
会
は
協
力
的

　

→　

Ｋ
Ｏ
Ｉ
Ｋ
Ａ　

韓
国
外
交
部
の
下
部
機
関
は
大
規
模
な
活
動

釜
山　

コ
ン
テ
ナ
取
り
扱
い
＝
世
界
第
五
位　

ア
ジ
ア

　
⇔　

北
米　

積
み
替
え
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背
後
道
路
［
二
箇
所
］）
開
設

〇
二　

国
際
産
業
物
流
都
市
造
成
：
洛
東
江
下
流
の
江
西
地
域
＝
未
来
型

先
端
産
業
都
市
（
釜
山
経
済
中
興
の
革
新
拠
点
）
に
変
貌

江
西
地
域　

釜
山
新
港
と
国
際
空
港
、
東
南
経
済
圏
の
地
理
的
中
心

　
　
　
　
　

釜
山
新
港
（
世
界
有
数
の
港
湾
の
背
後
）
圏
域

　
　
　
　
　

環
黄
海
、
大
韓
海
峡
圏
を
結
ぶ
超
広
域
経
済
圏
形
成
の
戦
略

的
要
衝
地

国
際
複
合
物
流
団
地

　

先
端
産
業
団
地
及
び
天
恵
の
自
然
環
境
…
名
品
ビ
ジ
ネ
ス
都
市
造
成

　

釜
山
経
済
の
新
た
な
る
成
長
動
力
拠
点
浮
上
計
画

洛
東
江
下
流
の
江
西
地
域
一
円
（
約
三
三
㎢
）

　

広
域
産
業
団
地　

東
南
圏
戦
略
産
業
融
複
合 

海
洋
複
合
産
業
等

　

複
合
物
流
団
地　

組
立
加
工 

部
品
素
材 

供
給
基
地
等

　

知
識
創
造
都
市　

国
際
業
務
、
Ｒ
＆
Ｄ
、
教
育
、
住
居
な
ど

〇
三　

釜
山
港
（
北
港
）
再
開
発
：
釜
山
港
（
一
三
〇
余
年
の
歴
史
）
の

変
貌

北
港
港
湾
機
能
の
釜
山
新
港
へ
の
移
行

釜
山
北
港　

開
港
以
来
韓
国
国
際
交
易
の
前
哨
基
地

　
　
　
　
　

ユ
ー
ラ
シ
ア
の
関
門
へ

第
一
段
階　

先
端
ビ
ジ
ネ
ス
、
海
洋
文
化
観
光
、
市
民
の
休
息
機
能
を
備

え
持
つ
国
際
的
な
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
空
間
の
造
成

　

釜
山
駅
鉄
道
敷
地
の
追
加
確
保　

北
港
と
連
携
開
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
都
心
の
画
期
的
な
転
機

　

釜
山
港
一
般
埠
頭
（
沿
岸
埠
頭
～
第
四
埠
頭　

一
五
三
万
㎡
）

　
　

導
入
施
設　

海
洋
親
水
施
設
、
港
湾
施
設
、
商
業
・
業
務
施
設
等
の

複
合
機
能

　
　

連
関
事
業　

釜
山
駅
Ｋ
Ｔ
Ｘ
施
設
の
地
下
化
（
操
車
施
設
、
一
般
列

車　

釜
田
駅
移
転
を
含
む
）

〇
四　

映
画
・
映
像
タ
ウ
ン
造
成
：
国
際
的
競
争
力
の
あ
る
映
画
・
映
像

産
業
を
集
中
的
に
育
成

釜
山　

ア
ジ
ア
最
高
の
映
画
祭
に
成
長
し
た
釜
山
国
際
映
画
祭
開
催
都
市

　
　
　
　

→　

ア
ジ
ア
に
お
け
る
映
画
・
映
像
の
メ
ッ
カ
に
育
て
る

　
　
　

映
像
関
連
施
設
物
建
立

　
　
　
　

映
画
の
殿
堂
、
釜
山
文
化
コ
ン
テ
ン
ツ
、
釜
山
映
画
撮
影
ス
タ

ジ
オ
、
釜
山
映
像
後
方
作
業
施
設
、
釜
山
映
画
体
験
博
物
館
等

　
　
　

映
画
関
公
共
機
関
移
転

　
　
　
　

映
画
振
興
委
員
会
、
像
物
等
級
委
員
会
、
ゲ
ー
ム
物
管
理
委
員

会
な
ど

四
〇
九



〇
五　

釜
山
金
融
中
心
市
建
設
：
特
化
金
融
機
能
を
持
つ
金
融
ク
ラ
ス

タ
ー
形
成

特
化
金
融
機
能
：
港
湾
物
流
、
船
舶
、
水
産
等
に
差
別
化
し
た
も
の

釜
山　
「
金
融
中
心
市
」
指
定
（
二
〇
〇
九
・
一
〇
）

　
　
　

金
融
ハ
ブ
の
役
割
付
与

　
　
　

東
北
亜
海
洋
首
都
＝
国
際
金
融
・
ビ
ジ
ネ
ス
機
能
の
一
層
の
強
化

釜
山
金
融
中
心
地
造
成

　

国
際
金
融
中
心
店
釜
山
の
新
た
な
る
成
長
を
象
徴
す
る
事
業

釜
山
国
際
金
融
セ
ン
タ
ー

　

釜
山
の
主
要
金
融
機
関
・
釜
山
に
移
る
金
融
関
連
公
共
機
関
の
移
転

　

ホ
テ
ル
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
等
の
付
帯
施
設
の
移
転

釜
山
国
際
金
融
セ
ン
タ
ー
（
Ｂ
Ｉ
Ｆ
Ｃ
）
造
成
、
派
生
商
品
（
Ｒ
＆
Ｄ
）

セ
ン
タ
ー
設
立
、
炭
素
排
出
権
取
引
所
・
商
品
取
引
所
誘
致
、
韓
国
船
舶

金
融
公
社
設
立
、
主
要
金
融
機
関
・
船
舶
金
融
部
署
誘
致
等
の
推
進

〇
六　

東
釜
山
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ク
ラ
ス
タ
ー
造
成
：
海
雲
台
・
機

張
地
域
の
優
れ
た
自
然
景
観
活
用

東
釜
山　

世
界
水
準
観
光
資
源
開
発
＋
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
施
設
拡
充

　
　
　
　
　

ア
ジ
ア
観
光
・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ハ
ブ

東
釜
山
観
光
団
地　

機
張
機
域

　

世
界
的
水
準
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
と
四
季
観
光
休
養
施
設
な
ど
を
造
成

海
雲
台
海
水
浴
場　

国
内
屈
指
の
観
光
地
（
観
光
特
区
）

　

超
大
型
複
合
観
光
リ
ゾ
ー
ト
造
成

海
雲
台
セ
カ
ン
ド
べ
ク
ス
コ
（
Ｂ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
）
建
設

　

展
示
・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
事
業
の
飛
躍
が
目
的

　

展
示
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
事
業
：
釜
山
の
未
来
成
長
事
業

　

Ｂ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
＝
釜
山
（Busan

）
広
域
市
海
雲
台
区
展
示
（Exhibition

）

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
（Convention

）
セ
ン
タ
ー

　

東
釜
山
観
光
団
地
（
三
六
六
万
㎡
）

　
　

テ
ー
マ
パ
ー
ク
、
運
動
休
養
施
設
、
ホ
テ
ル
、
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
な
ど

　

海
雲
台
観
光
リ
ゾ
ー
ト

　
　

規
模
八
四
階
（
洞
）、
一
〇
一
階
（
洞
）＝
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
、
コ
ン

ド
ミ
ニ
ア
ム
等

　

Ｂ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
施
設
拡
充

　
　

展
示
場
（
二
万
㎡
）、
オ
ー
デ
ト
リ
ア
ム
（
四
千
席
）、
駐
車
場
な
ど

　

原
子
力
医
学
院

　
　

三
〇
四
病
床
、
放
射
線
医
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
放
射
線
非
常
診
療
セ

ン
タ
ー
な
ど

〇
七　
「
釜
山
市
民
公
園
」
造
成
：
駐
韓
米
軍
基
地
（
五
三
万
㎡
：
ハ
ヤ

リ
ヤ
敷
地
）

軍
部
隊
の
施
設　

釜
山
鎮
区
楊
亭
蓮
池
・
凡
田
洞
一
円
の
キ
ャ
ン
プ　

ハ

四
一
〇



政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料

ヤ
リ
ヤ
敷
地
五
三
万
㎡

　

人
間
と
自
然
が
相
生
す
る
生
命
の
空
間
（「
釜
山
市
民
公
園
」　

自
然
と

文
化
、
美
麗
が
一
団
）
に
変
貌

秀
麗
な
平
地
公
園

　

釜
山
の
発
展
と
希
望
を
象
徴

　

市
民
の
自
負
心
と
暮
ら
し
の
質
を
向
上

　

釜
山
の
躍
動
性
を
生
か
し
た
五
つ
の
波
浪
模
様
型
テ
ー
マ
林
道
と
広
闊

な
芝
生
、
清
冽
に
流
れ
る
河
川
、
各
種
公
演
と
家
族
連
れ
が
施
設
と
相

俟
っ
た
綺
麗
な
都
市
公
園
を
造
成

　

主
要
事
業　

記
憶
、
文
化
、
喜
び
、
自
然
、
参
与
等
の
五
大
林
道
造
成

　

関
連
事
業　

公
園
周
辺
に
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
造
成

〇
八　

東
南
圏
広
域
交
通
網
整
備
：
釜
山
の
位
相
と
役
割
が
広
大

釜
山
の
拡
大　

東
南
圏
広
域
交
通
網
拡
充

　
　
　
　
　
　

釜
山
・
蔚
山
・
慶
南
の
一
つ
の
生
活
圏
化

大
釜
山
圏
外
郭
循
環
高
速
道
路
（
他
の
広
域
道
路
）・
東
海
南
部
線
複
線

電
鉄
化
・
釜
山
～
海
軽
電
鉄
建
設
等

　

⇒

　

釜
山
を
中
心
に
す
る
広
域
交
通
網
の
完
成

東
南
圏
八
〇
〇
万
住
民

　

更
な
る
緊
密
な
連
係
交
通
環
境
内
で
一
つ
の
広
域
経
済
圏
を
形
成

　

多
様
な
広
域
交
通
手
段
を
拡
張
（
鉄
道
、
道
路
、
都
市
鉄
道
等
）
と
物

流
費
用
の
減
少

　

交
通
便
宜
拡
張
・
釜
山
（
東
南
広
域
経
済
圏
の
中
軸
管
理
都
市
）
の
機

能
と
競
争
力
の
一
層
の
向
上

　
　

広
域
高
速
道
路
（
三
） 

釜
山
外
郭
循
環
道
路
、
釜
山-

蔚
山
高
速 

道
路
、
南
海
高
速
道
路

　
　

広　
域　
道　
路
（
五
） 

華
明-

梁
山
、
萇
山-

駕
洛
、
華
明-

草
亭
、

金
海
府
院-

駕
洛
、
巨
加
大
橋

　
　

広　
域　
鉄　
道
（
三
） 

東
海
南
部
線
、
釜
山-

金
海
軽
電
鉄
、
慶
全

線　

直
・
複
線
事
業

〇
九　

金
海
空
港
加
徳
移
転
：
二
四
時
間
空
港
の
建
設

東
南
圏
の
大
き
な
メ
ガ
シ
テ
ィ
ー
リ
ジ
ョ
ン
へ
の
発
展

　

国
際
ハ
ブ
空
港
が
必
要

現
在
の
金
海
空
港　

安
全
性
と
騒
音
問
題
＝
二
四
時
間
運
航
不
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　

国
際
ハ
ブ
空
港
の
機
能
遂
行
不
可
能

加
徳
島
移
転

　

港
湾
、
鉄
道
、
航
空
を
連
係
す
る
複
合
物
流
ハ
ブ
構
築
が
必
要

　

人
間
・
資
本
が
集
中
す
る
名
実
相
伴
う
ア
ジ
ア
の
関
門
都
市
へ
の
発
展

が
不
可
欠

一
、五
〇
〇
万
南
部
圏
住
民　

現
在
＝
首
都
圏
空
港
…
不
便
の
解
消

年
間
五
、〇
〇
〇
億
ウ
ォ
ン
の
経
済
的
損
失
と
莫
大
な
物
流
費
用
減
少

四
一
一



外
国
人
観
光
客
と
外
国
人
投
資
増
加

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
機
会
の
増
加
＝
釜
山
の
世
界
化

　

韓
国
の
国
家
競
争
力
一
層
強
化

釜
山
江
西
区
加
徳
沿
岸　

滑
走
路
一
本
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
な
ど

一
〇　

夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
誘
致
：
釜
山
の
国
際
ブ
ラ
ン
ド
向
上
＋
世
界

一
流
都
市
跳
躍
の
画
期
的
転
換
点

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク　

世
界
の
耳
目
を
集
め
る
地
球
村
最
大
の
祝
祭
＝
世
界
の

都
市
が
挙
っ
て
誘
致
を
希
望

釜
山　

二
〇
〇
二
年
の
ア
ジ
ア
大
会
を
成
功
さ
せ
た

　
　
　

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
と
、
第
六
回
Ｉ
Ｏ
Ｃ
世
界
体
育
文
フ
ォ
ー
ラ
ム

等
、
豊
富
な
国
際
行
事
を
経
験

　
　
　

行
事
の
運
営
能
力
、
競
技
施
設
等
を
活
用
で
き
る

　
　
　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
向
け
た
能
力
と
条
件
を
十
分
に
兼
ね
備
え

た
都
市

　
　
　

市
民
の
熱
望
と
意
志
を
一
つ
に
集
中
：
政
府
に
早
期
承
認
を
促
す

　
　
　

世
界
社
会
体
育
大
会
等
の
国
際
ス
ポ
ー
ツ
交
流

　
　
　
　

釜
山
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
誘
致
に
対
す
る
国
際
的
支
持
基
盤
を
着

実
に
構
築
す
る

 

作
成　

山
田
光
矢

二
．
釜
山
港
灣
公
社
（B

usan P
ort A

uthority

）
で
の

　
　
聞
き
取
り
調
査
報
告
書

釜
山
港
灣
公
社
広
報
館　

広
報
担
当
者

参
加
者　

山
田
光
矢
、
佐
渡
友
哲
、
孔　

義
植
、
崔　

永
鎬

釜
山
港
灣
公
社
（
Ｂ
Ｐ
Ａ
）

二
〇
〇
四
年
一
月
に
韓
国
初
の
港
湾
公
社
と
し
て
ス
タ
ー
ト

　

釜
山
広
域
市
江
西
区
加
徳
島
北
岸
、
鎭
海
市
龍
院
洞
及
び
安
骨
洞
、
熊

東
湾

世
界
第
五
位
の
コ
ン
テ
ナ
港
湾

　
　
　

北
東
ア
ジ
ア
最
大
の
ト
ラ
ン
シ
ッ
プ
港
…
世
界
の
主
要
幹
線
航
路

と
結
束

　　

　

年
間
一
七
〇
〇
万
ｔ
以
上
の
貨
物
取
扱
量
を
誇
る
ス
ー
パ
ー
ハ
ブ

港
湾

　
　
　

世
界
約
一
〇
〇
カ
国
五
〇
〇
の
港
湾
と
交
流

中
国
、
日
本
、
ロ
シ
ア
を
結
ぶ
各
種
フ
ィ
ー
ダ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築

　

よ
り
多
く
の
ト
ラ
ン
シ
ッ
プ
貨
物
の
誘
致

四
一
二



政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料

　

ト
ラ
ン
シ
ッ
プ
貨
物
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
を
施
行

通
関
・
検
疫
の
迅
速
な
検
査
シ
ス
テ
ム
の
構
築

未
来
型
先
端U

-Port

シ
ス
テ
ム
の
構
築

　

釜
山
港
の
国
際
競
争
力
の
一
層
の
強
化
を
は
か
る

「
釜
山
港
第
二
の
開
港
」

　
　

新
港
開
発
事
業
と
新
港
背
後
物
流
団
地
建
設
を
推
進

開
発
方
向

二
一
世
紀
に
備
え
た
北
東
ア
ジ
ア
国
際
物
流
中
心
港
湾
の
開
発

　

国
際
コ
ン
テ
ナ
主
航
路
上
の
中
心
港
（H

ub-Port

）
と
し
て
の
地
位

の
確
保

　

北
東
ア
ジ
ア
経
済
圏
の
関
門
港
と
し
て
国
際
積
換
港
と
し
て
の
機
能
向

上

　

釜
山
港
の
慢
性
的
な
貨
物
滞
留
解
消
に
よ
る
国
家
競
争
力
向
上

　

港
湾
と
都
市
機
能
が
調
和
さ
れ
た
総
合
物
流

事
業
期
間　

一
九
九
五
～
二
〇
一
一
年
（
一
六
年
）

　

総
事
業
費　

九
兆
一
、五
四
二
億
ウ
ォ
ン
（
政
府
・
四
兆
一
、七
三
九
億

ウ
ォ
ン
、
民
間
資
本
・
四
兆
九
、八
〇
三
億
ウ
ォ
ン
）

　

事
業
内
容
（
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
三
〇
船
席
、
港
湾
及
び
背
後
敷
地
三
二
四

万
坪
）

事
業
内
容

政
府
施
行
分

　

防
波
堤
・
一
、四
九
〇
ｍ

　

多
目
的
埠
頭
・
一
船
席
〇
・
四
㎞

　

投
棄
場
護
岸　

二
〇
八
㎞

　

コ
ン
テ
ナ
埠
頭　

三
・
六
㎞
（
一
一
船
席
）

民
間
資
本
施
行
分

　

コ
ン
テ
ナ
埠
頭　

六
・
〇
五
㎞
（
一
八
船
席
）

　

港
湾
敷
地　

一
、〇
七
一
万
㎡
（
三
二
四
万
坪
）

　

埠
頭
用
地　

六
〇
七
万
㎡
（
二
〇
四
万
坪
）

　

港
湾
関
連
敷
地　

三
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル
（
一
二
〇
万
坪
）

事
業
概
要

事
業
目
標

　

海
陸
交
通
の
要
衝
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
国
際
海
洋
観
光
拠
点

の
育
成

　

環
境
に
優
し
い
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
の
開
発
を
通
じ
た
市
民
へ
の
水

辺
空
間
の
提
供

事
業
期
間　

二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
二
〇
年

総
事
業
費　

約
八
兆
五
、一
九
〇
億
ウ
ォ
ン

　
　
　
　
　
　

敷
地
造
成　

二
兆
三
九
〇
億
ウ
ォ
ン

　
　
　
　
　
　

上
部
施
設　

六
兆
四
、八
〇
〇
億
ウ
ォ
ン四

一
三



四
一
四

コンテナ埠頭

鳥瞰図

北港再開発事業



政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料

四
一
五

　
　
　

施
設
利
用
段
階（
商
業
・
観
光
部
門
従
事
者
）　

約
三
万
八
千
人

南
港　

国
最
大
の
漁
業
前
進
基
地
…
水
産
物
流
通
の
重
要
な
役
割

　

釜
山
共
同
市
場　

全
国
の
水
産
物
セ
リ
市
場
の
一
日
の
取
扱
量
の
三

〇
％
（
一
日
約
八
〇
〇
ｔ
）
を
水
揚

　

チ
ャ
ガ
ル
チ
市
場
（
水
産
物
卸
売
り
市
場
）、
水
産
物
冷
凍
及
び
加
工

業
者
な
ど
が
集
中

多
大
浦
港　

釜
山
港
の
西
側

　

現
在　

主
に
沿
岸
漁
獲
物
を
扱
う

　

将
来　

釜
山
港
の
施
設
不
足
を
解
消
＝
海
洋
環
境
の
保
全
に
向
け
た
環

境
に
優
し
い
港
湾
開
発
を
計
画

　
　

規
模　

岸
壁
九
バ
ー
ス
、
防
波
堤
一
・
二
㎞
、
護
岸
五
九
三
ｍ

　
　

事
業
費　

五
、二
五
四
億
ウ
ォ
ン

甘
皮
港　

水
産
物
、
沿
岸
貨
物
な
ど
、
産
業
貨
物
専
用
埠
頭
処
理
機
能
が

複
合
さ
れ
た
多
目
的
港
湾
開
発

　
　

⇒

　

遠
洋
漁
業
基
地
及
び
中
小
造
船
団
地
と
し
て
開
発
す
る
計
画

 

作
成　

山
田
光
矢

事
業
範
囲　

北
港
一
～
四
埠
頭
、
沿
岸
及
び
国
際
旅
客
埠
頭
（
一
、五
一

一
千
hr
）

導
入
機
能
及
び
対
象
地
の
規
模

　

基
本
コ
ン
セ
プ
ト

　
　

市
民
が
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
美
し
い
水
辺
空
間
の
提
供

　
　
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
式
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
及
び
歩
行
デ
ッ
キ
を
導
入
）

　
　

複
合
機
能
を
備
え
た
国
際
海
洋
観
光
拠
点
の
開
発

　

導
入
機
能

　
　

商
業
・
業
務
地
区
、
複
合
都
心
地
区
、
港
湾
施
設
地
区
、
複
合
港
湾

地
区
、
Ｉ
Ｔ
・
映
像
・
展
示
地
区
、
海
洋
文
化
地
区

　
　

＊
海
洋
公
園
、
市
民
の
水
辺
空
間
な
ど
の
公
共
施
設
面
積
を
全
事
業

面
積
の
約
七
七
％
確
保
し
て
事
業
の
公
共
性
を
最
大
限
図
る

土
地
利
用
計
画　

再
開
発
事
業
の
規
模
：
約
一
五
一
万
㎡
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

導
入
施
設
：
約
三
二
万
㎡
（
二
三
％
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
共
施
設
：
約
一
一
六
万
㎡
（
七
七
％
）

経
済
的
波
及
効
果

　

一
．
約
三
一
兆
五
千
億
ウ
ォ
ン
の
地
域
経
済
へ
の
波
及
効
果

　
　
　

敷
地
造
成
段
階　

約
四
兆
五
千
億
ウ
ォ
ン

　
　
　

建
築
工
事
段
階　

約
二
七
兆
ウ
ォ
ン

　

二
．
約
一
二
万
人
の
雇
用
創
出

　
　
　
　

事
業
施
行
段
階（
敷
地
造
成
及
び
建
築
工
事
）　

約
八
万
三
千
人



四
一
六

面
積　

対
馬
島
＝
七
〇
八
・
六
六
㎢
（
日
本
で
三
番
目
に
大
き
な
島
）
属

島
を
含
む
と
七
〇
九
・
〇
一
㎢

　
　
　

佐
渡
島
（
八
五
四
㎢
）・
奄
美
大
島
（
七
一
二
㎢
）
に
次
ぐ

　
　
　
　

東
京
二
三
区
（
六
二
一
㎢
）
よ
り
大
き
い
。

人
口　

三
三
、五
〇
五
人

　
　
　

男　

一
六
、三
三
四
人

　
　
　

女　

一
七
、一
七
一
人

　
　
　

世
帯
数　

一
八
、二
八
五
世
帯
（
二
〇
一
四
．
一
．
現
在
）

産
業
別
人
口
（
平
成
二
二
年
）

　

第
一
次
産
業　

三
、三
五
七
人
（
二
一
・
六
五
％
）

　
　

農　

業　

五
八
五
人
（
三
・
七
七
％
）…
米
＝
自
給
率
向
上
可
能

　
　

林　

業　

一
七
三
人
（
一
・
一
二
％
）…
韓
国
輸
出
の
可
能
性
有

　
　

水
産
業　

二
、五
五
九
人
（
一
六
・
七
六
％
）

　

第
二
次
産
業　

一
、九
一
〇
人
（
一
二
・
三
二
％
）

　
　

鉱　

業　

九
人
（
〇
・
〇
一
％
）

　
　

建
設
業　

一
、三
九
一
人
（
八
・
九
七
％
）

　
　

製
造
業　

五
一
〇
人
（
三
・
二
九
％
）

　

第
三
次
産
業　

一
〇
、二
二
三
人
（
六
五
・
九
二
％
）

　
　

卸
売
・
小
売
業　

二
、二
二
九
人
（
一
四
・
三
七
％
）

三
．
対
馬
市
役
所
で
の
聞
き
取
り
調
査
報
告
書

会　

場　

対
馬
市
交
流
セ
ン
タ
ー
三
Ｆ
会
議
室

日　

時　

二
〇
一
四
年
一
月
一
四
日　

午
後
二
時
～
午
後
四
時

参
加
者　

対
馬
市
観
光
物
産
推
進
本
部　

阿
比
留
正
臣
係
長

　
　
　
　

山
田
光
矢
、
佐
渡
友
哲
、
孔　

義
植
、
崔　

ヨ
ン
ホ
（
研
究

員
）

対
馬
市
の
概
況

位
置　

東
経
一
二
九
度
三
〇
分　

↕　

東
経
一
二
九
度
一
〇
分

　
　
　

北
緯
三
四
度
四
二
分
（
大
阪
と
同
）　

↕　

北
緯
三
四
度
五
分

（
和
歌
山
と
同
）

　
　
　

九
州
最
北
端
：
日
本
海
の
西
側
＝
南
北
八
二
㎞
、
東
西
一
八
㎞

　
　
　

博
多 

↑ 

一
四
七
㎞ 

↓ 

島
の
最
北
端

　
　
　

釜
山 

↑ 

四
九
・
五
㎞ 

↓ 

島
の
最
北
端

　
　
　

博
多 

↑ 

一
三
八
㎞ 

↓ 

厳
原
港

構
成　

対
馬
島
（
上
島
・
下
島
）、
泊
島
、
赤
島
、
沖
の
島
、
島
山
島
、

黒
島
、
三
ッ
島
、
海
栗
島
他
約
一
〇
〇

　
　
　

有
人
島
：
対
馬
島
・
海
栗
島
・
泊
島
・
赤
島
・
沖
の
島
・
島
山
島



■産業別人口

政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料

四
一
七

　
　

サ
ー
ビ
ス
業　

四
、八
〇
一
人
（
三
〇
・
九
六
％
）

　
　

公　

務　

一
、七
二
九
人
（
一
一
・
一
五
％
）

　
　

そ
の
他　

七
〇
二
人
（
四
・
五
三
％
）

　

分
類
不
能
の
産
業　

一
七
人
（
〇
・
〇
一
％
）

■
産
業
別
人
口

分類別事業所数・従業者数

分類 事業所数 従業員数
（人） 分類 事業所数 従業員数

（人）
農林・漁業 37 574 金融・保険業 31 245

建設業 316 2,303 飲食店、宿泊業 290 1,066
製造業 127 821 不動産業 111 135
運輸業 53 630 その他（サービス業） 631 2,816

卸売・小売業 778 3,204 （平成16年事業所・企業統計調査）

分類別事業所数 分類別従業者数



四
一
八

一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年　

対
馬
支
庁
設
置

　

対
馬
島
庁
と
各
郡
の
役
所
を
廃
止

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
四
月
一
日　

鶏
知
村
竹
敷
村
を
編
入

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
一
〇
月
一
七
日

　

鶏
知
村
が
町
制
施
行
…
鶏
知
町
と
な
る

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
一
二
月
一
日

　

豊
崎
村
町
制
施
行
…
豊
崎
町
と
な
る
。

一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年　

対
馬
開
発
五
ヵ
年
計
画
決
定

　

転
県
運
動
中
止
…
対
馬
開
発
計
画
実
現
の
た
め

一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年　

町
村
合
併

　

一
三
町
村
が
九
町
村
に
…
上
対
馬
・
美
津
島
・
豊
玉
・
上
県
で
の
合
併

　
　

一
月
一
日
：
豊
崎
町
・
琴
村
合
併
…
上か

み

対つ
し
ま馬

町
発
足

　
　

三
月
一
日
：
鶏
知
町
・
船
越
村
合
併
…
美み

津つ

島し
ま

町
発
足

　
　

三
月
二
〇
日
：
仁
位
村
・
奴
加
岳
村
合
併
…
豊と

よ

玉た
ま

村
発
足

　
　

四
月
一
五
日
：
仁
田
村
・
佐
須
奈
村
合
併
…
上か

み

県あ
が
た

町
発
足

一
九
五
六
年
（
昭
和
三
一
年
）
九
月
三
〇
日

　

厳
原
町
・
久
田
村
・
豆
酘
村
・
佐
須
村
合
併
…
厳
原
町
発
足

一
九
七
五
年
（
昭
和
五
〇
年
）
四
月
一
日

　

豊
玉
村
町
制
施
行
…
豊
玉
町
と
な
る
。

一
九
七
六
年
（
昭
和
五
一
年
）
四
月
一
日

　

峰
村
町
制
施
行
…
峰
町
と
な
る
。

行
政
史

一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
六
月
一
九
日　

版
籍
奉
還

　

宗
義
達
（
最
後
の
藩
主
）［
二
〇
七
一
年
ま
で
藩
知
事
］
が
実
施
…
府

中
を
厳
原
と
改
称　

一
八
七
一
（
明
治
四
）
年　

廃
藩
置
県

　

八
月
七
日　

厳
原
藩
を
厳
原
県
と
改
称

　

九
月
四
日　

伊
万
里
県
に
合
併

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年

　

五
月
二
九
日　

伊
万
里
県
は
佐
賀
県
と
改
称

　

八
月
一
七
日　

旧
厳
原
県
を
長
崎
県
移
管

一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年　

町
村
数
＝
上
県
郡
四
五
村
、
下
県
郡
一
〇

町
六
四
村

一
八
八
六
（
明
治
二
八
）
年　

対
馬
島
庁
設
置
＝
厳
原
支
庁
を
対
馬
島
庁

と
改
称

一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
四
月
一
日　

島
嶼
町
村
制
施
行

　

現
在
の
対
馬
市
に
あ
た
る
各
村
発
足

　
　

下
県
郡　

厳い
づ

原は
ら

村
・
久く

田た

村
・
豆つ

酘つ

村
・
佐さ

須す

村
・
鶏け

知ち

村
・
竹た

け

敷し
き

村
・
船ふ

な

越こ
し

村
・
仁に

位い

村
・
奴ぬ

加か

岳だ
け

村

　
　

上
県
郡　

峰み
ね

村
・
仁に

田た

村
・
佐さ

須す

奈な

村
・
豊と

よ

崎さ
き

村
・
琴き

ん

村

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
四
月
一
日

　

厳
原
村
が
町
制
施
行
…
厳
原
町
と
な
る



政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料

四
一
九

　
　
　
　
　
　

一
一
月
『
友
好
協
力
了
解
書
』
を
交
換

　
　
　
　
　
　

蔚
山　

室
町
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
「
李
藝
」
の
出
身
地

二
〇
一
二
年
七
月　

中
国
上
海
市
宗
明
県
と
「
友
好
関
係
覚
え
書
き
」
を

締
結
…
交
流
事
業
実
施

　

上
海
市
宗
明
県　

人
口
約
七
〇
万
人
＝
中
国
で
三
番
目
に
大
き
な
島

　
　

尖
閣
諸
島
問
題
に
よ
る
日
中
関
係
の
冷
え
込
み

　
　

交
流
事
業
休
止
状
態

　
　
　

中
国
政
府
の
命
令
？

二
〇
一
三
年　

韓
国
と
の
間
で
仏
像
盗
難
問
題
発
生

　
　
　
　
　
　

い
ま
だ
返
還
さ
れ
ず

　

韓
国　

廃
仏
毀
釈
を
実
施　

→　

一
部
の
仏
像
が
日
本
に
流
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
買
取
等
の
正
当
な
取
引
）

対
馬
釜
山
事
務
所

二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
四
月

　

旧
六
町　

財
団
法
人
対
馬
国
際
交
流
協
会
設
立

　
　
　
　
　

対
馬
釜
山
事
務
所
開
設

　
　

所
長　

観
光
物
産
推
進
本
部
副
本
部
長
が
兼
務

　
　
　
　
　

現
地
職
員
二
名
（
韓
国
人
）
を
雇
用

　

平
成
二
四
年
度
問
い
合
わ
せ
件
数
等

 

※
（　

）
は
、
平
成
二
三
年
度
実
績

二
〇
〇
四
年
（
平
成
一
六
年
）
三
月
一
日

　

対
馬
市
誕
生
…
六
町
合
併

　
　

厳
原
・
美
津
島
・
豊
玉
・
峰
・
上
県
・
上
対
馬

国
際
交
流

国
際
交
流
事
業
の
体
制

観
光
物
産
推
進
本
部

…

国
際
交
流
員
３
名

┌
―
―

―
―

―
―

―
―
―
┼

―
―
―

―
―
―

―
―

―
―

┐

対
馬
国
際
交
流
協
会

朝
鮮
通
信
使
行
列
振
興
会

朝
鮮
通
信
使
縁
地
連
絡
協
議
会

|

対
馬
釜
山
事
務
所

国
際
交
流
史

一
九
七
七
年　

グ
ア
ム
と
姉
妹
島
結
縁

一
九
八
六
年　

六
町
が
釜
山
広
域
市
影
島
区
と
姉
妹
縁
組
締
結

　
　
　
　
　
　
　

→　

二
〇
〇
七
年
対
馬
市
と
し
て
再
締
結

　
　
　
　
　
　

一
九
九
五
年
か
ら
「
行
政
交
流
セ
ミ
ナ
ー
」
開
催

二
〇
〇
三
年　

対
馬
釜
山
事
務
所
開
設
（
国
際
交
流
協
会
）

　
　
　
　
　
　

し
ま
交
流
人
口
拡
大
特
区
認
定

二
〇
〇
五
年　

蔚
山
広
域
市
蔚
州
郡
と
『
文
化
交
流
協
力
に
関
す
る
意
向

書
』
を
締
結
（
二
月
）



四
二
〇

一
九
七
八
年　

フ
ェ
リ
ー
あ
が
た
就
航
＝
比
田
勝
～
小
倉
航
路

　
　
　
　
　
　

一
九
九
八
年　

比
田
勝
～
博
多
航
路
に
変
更

一
九
八
九
年　

対
馬
国
際
ラ
イ
ン
「
あ
お
し
お
号
」
就
航

　
　
　
　
　
　

比
田
勝
港
～
韓
国
釜
山
港
…
不
定
期
航
路

一
九
九
一
年　
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」（
ジ
ェ
ッ
ト
フ
ォ
イ
ル
・
水
中
翼
高
速

船
）
就
航
＝
対
馬
～
博
多
航
路

一
九
九
九
年　

シ
ー
フ
ラ
ワ
ー
就
航
＝
厳
原
～
釜
山
（
大
亜
高
速
海
運
：

韓
国
資
本
）…
不
定
期

二
〇
〇
一
年　

シ
ー
フ
ラ
ワ
ー
＝
比
田
勝
～
釜
山
間
定
期
就
航

　
　
　
　
　
　

現
在
は
オ
ー
シ
ャ
ン
フ
ラ
ワ
ー
号

二
〇
〇
二
年　

対
馬
大
亜
ホ
テ
ル
開
業
（
韓
国
資
本
の
ホ
テ
ル
＝
厳
原
に

二
軒
）

二
〇
〇
九
年　

Ｋ
Ｅ
Ａ
（K

orea Express A
ir

）＝
大
邱
～
対
馬
（
プ

ロ
グ
ラ
ム
チ
ャ
ー
タ
ー
便
運
行
開
始
…
七
月
）

　
　
　
　
　
　

一
〇
月
九
日
か
ら
＝
ソ
ウ
ル
金
浦
空
港
～
対
馬
間
も
就
航

二
〇
一
一
年　

Ｊ
Ｒ
九
州
＝
ビ
ー
ト
ル
（
ジ
ェ
ッ
ト
フ
ォ
イ
ル:

比
田
勝

～
釜
山　

博
多
～
釜
山
：
臨
時
に
対
馬
寄
港
）
就
航

　
　
　
　
　
　

未
来
高
速
船
株
式
会
社
（
韓
国
資
本
）＝
コ
ピ
ー
（
ジ
ェ
ッ

ト
フ
ォ
イ
ル
）
就
航
…
厳
原
～
釜
山

二
〇
一
二
年　

二
月
四
日
＝
対
馬
発
ソ
ウ
ル
便
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
チ
ャ
ー

タ
ー
（
土
曜
出
国
・
日
曜
帰
国
）
開
始

　
　

問
い
合
わ
せ
件
数　

七
、四
六
七
（
四
、九
〇
九
）
件

　
　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配
布
数　

三
九
、〇
〇
六
（
二
一
、六
八
四
）
部

　
　

Ｈ
Ｐ
ア
ク
セ
ス
数　

四
八
、三
八
四
（
三
二
、七
〇
二
）
件

影
島
区
と
の
交
流

　「
行
政
交
流
セ
ミ
ナ
ー
」
開
催
…
毎
年
交
互
に
訪
問
し
実
施

二
〇
一
〇
年　

対
馬
＝
テ
ー
マ
「
環
境
施
策
」

　
　
　
　
　
　
　

参
加
者　

影
島
区
一
六
名
、
対
馬
市
一
八
名

二
〇
一
〇
年　

対
馬
＝
テ
ー
マ
「
水
産
業
施
策
」

　
　
　
　
　
　
　

参
加
者　

影
島
区
一
八
名
、
対
馬
市
一
四
名

二
〇
一
〇
年　

対
馬
＝
テ
ー
マ
「
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
や
祭
り
」

　
　
　
　
　
　
　

参
加
者　

影
島
区
一
七
名
、
対
馬
市
一
五
名

二
〇
一
〇
年　

対
馬
＝
テ
ー
マ
「
開
発
計
画
等
」

　
　
　
　
　
　
　

参
加
者　

影
島
区
一
二
名
、
対
馬
市
一
九
名

観
　
光

交
通
網
の
拡
充

一
九
七
二
年　

フ
ェ
リ
ー
つ
し
ま
就
航
＝
厳
原
～
博
多
航
路
開
設

一
九
七
五
年　

対
馬
空
港
開
港
＝
対
馬
～
博
多

　
　
　
　
　
　

七
六
年　

対
馬
～
長
崎

　
　
　
　
　
　

八
三
年　

ジ
ェ
ッ
ト
機
就
航



政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料

四
二
一

　
　
　

対
馬
市　

対
馬
市
交
流
セ
ン
タ
ー
で
日
本
各
地
の
物
産
を
販
売

　

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
関
連　

施
設
整
備
や
地
図
等
の
作
成

韓
国
人
入
国
者
数
の
推
移

　

Ｈ
二
〇　

六
五
、四
九
〇
人

　

Ｈ
二
一　

四
五
、二
六
六
人

　

Ｈ
二
二　

六
〇
、二
七
八
人

　

Ｈ
二
三　

四
七
、六
九
六
人

　

Ｈ
二
四　

一
五
〇
、八
三
六
人

　

Ｈ
二
五　

一
三
八
、二
八
六
人

 

Ｈ
二
五
年
九
月
末
現
在

観
光
客
の
動
向

日
本
人
観
光
客　

一
時
歴
女
が
急
増
＝
辻
原
登
『
韃
靼
の
馬
』
が
き
っ
か

け
…
現
在
は
激
減

　
　
　
　
　
　
　

日
本
人
の
離
島
観
光
を
促
進
す
る
対
策
が
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　

長
崎
県
：「
し
ま
共
通
地
域
通
貨
」（
愛
称
「
し
ま
と

く
通
貨
」）
発
行

　

対
馬
市　

韃
靼
の
馬
の
ド
ラ
マ
化
や
演
劇
化
を
企
画
（
辻
原
氏
も
承
諾
）

　
　
　
　
　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
興
味
を
示
す
が
竹
島
問
題
に
よ
り
中
断

　
　
　
　
　

長
崎
大
学
に
脚
本
作
成
と
演
劇
化
を
要
請
…
進
展
せ
ず

　
（
聞
き
取
り
調
査
の
中
で
日
本
大
学
で
の
実
現
可
能
性
を
打
診
さ
れ
る
）

韓
国
人
観
光
客　

年
々
増

　

こ
こ
数
年
急
増
…
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
客
と
釣
り
客
が
中
心

　
　

一
番
近
い
外
国

　

対
馬
市
の
経
済　

韓
国
か
ら
の
観
光
客
に
依
存
し
て
い
る
部
分
が
高
い

　
　

マ
ナ
ー
の
問
題
に
よ
る
対
立
が
発
生
…
徐
々
に
改
善
が
進
ん
で
い
る

　
　
　

漁
業
権
違
反
へ
の
警
告　

港
等
に
掲
示

　
　
　

飲
食
店
等　

入
店
お
断
り
の
張
り
紙

　

一
部
の
観
光
客　

釜
山
港
の
免
税
店
で
買
い
物

　
　

対
馬
に
短
時
間
上
陸　

→　

帰
国
後
受
取

　
　
　

免
税
で
の
ブ
ラ
ン
ド
品
の
購
入
等
で
対
馬
観
光
を
利
用



四
二
二

韓
国
人
観
光
客
の
経
済
効
果
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
長
崎
県
統
計
課
分
析

資
料
抜
粋
…
Ｈ
一
九
）

　

Ｈ
一
九　

韓
国
人
観
光
客
数　

六
五
、四
九
〇
人

　
　
　

島
内
消
費
額　

二
、一
六
四
、七
〇
四
千
円

　
　
　
　

主
な
消
費
額

　
　
　
　
　

交
通
費　

一
六
九
、九
三
八
千
円

　
　
　
　
　

宿
泊
費　

四
九
四
、九
三
五
千
円

　
　
　
　
　

飲
食
・
娯
楽
費　

六
八
一
、二
〇
六
千
円

　
　
　
　
　

土
産
品
代　

八
一
八
、六
二
五
千
円

　
　
　
　
　

県
内
の
生
産
誘
発
額　

二
、八
九
四
、四
四
三
千
円

　
　
　
　
　

就
業
誘
発
数　

三
四
二
人
（
う
ち
雇
用
誘
発
数
…
二
六
六
人
）

　

Ｈ
二
四　

韓
国
人
観
光
客
数　

一
五
〇
、八
三
六
人
（
日
帰
り
割
合
三

二
％
）

　
　
　

島
内
消
費
額　

約
三
、三
三
一
、〇
〇
〇
千
円

　
　
　
　

主
な
消
費
額

　
　
　
　
　

交
通
費　

二
三
〇
、〇
〇
〇
千
円

　
　
　
　
　

宿
泊
費　

三
九
〇
、〇
〇
〇
千
円

　
　
　
　
　

飲
食
・
娯
楽
費　

五
九
六
、〇
〇
〇
千
円

　
　
　
　
　

土
産
品
代　

二
、一
一
五
、〇
〇
〇
千
円

　
　
　
　
　

県
内
の
生
産
誘
発
額　

約
三
、九
八
一
、〇
〇
〇
千
円

韓国人観光客数の推移



政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料

四
二
三

　
　
　
　
　
　

Ｈ
二
四　

二
九
、〇
〇
〇
人
（
う
ち
韓
国
人　

未
集
計
）

　
　
　
　
　
　

Ｈ
二
五　

三
〇
、〇
〇
〇
人
（
う
ち
韓
国
人　

未
集
計
）

ち
ん
ぐ
音
楽
祭　

旧
美
津
島
町
が
平
成
八
年
か
ら
始
め
る

　

毎
年
八
月
最
終
日
曜
日

　

日
本
と
韓
国
の
有
名
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
よ
る
合
同
音
楽
祭

　
　

ち
ん
ぐ　

対
馬
地
方
の
方
言
・
韓
国
語

　
　
　
　
　
　

大
変
仲
の
良
い
友
達
（
親
友
）
の
意

　

二
〇
一
三
年　

仏
像
盗
難
問
題
発
生
…
一
一
月
一
七
日
に
開
催

　
　

観
客
数　

Ｈ
二
一　

一
、〇
〇
〇
人
（
う
ち
韓
国
人
五
〇
人
）

　
　
　
　
　
　

Ｈ
二
二　

一
、〇
〇
〇
人
（
う
ち
韓
国
人
四
〇
人
）

　
　
　
　
　
　

Ｈ
二
三　

一
、二
〇
〇
人
（
う
ち
韓
国
人
五
〇
人
）

　
　
　
　
　
　

Ｈ
二
四　

八
〇
〇
人
（
う
ち
韓
国
人
六
〇
人
）

　
　
　
　
　
　

Ｈ
二
五　

一
一
／
一
七
開
催

国
境
マ
ラ
ソ
ン
Ｉ
Ｎ
対
馬　

旧
上
対
馬
町
が
始
め
る

　

日
韓
約
一
、〇
〇
〇
人
（
韓
国
か
ら
約
二
五
〇
人
）
参
加

　

二
〇
〇
一
年　

韓
国
「
慶
州
さ
く
ら
マ
ラ
ソ
ン
」
と
姉
妹
縁
組
締
結

　
　

種
目　

ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
、
一
〇
㎞
、
五
・
五
㎞
、
三
㎞
、
二
㎞
、

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
（
六
㎞
）

　
　

参
加
者
数　

Ｈ
二
一　

一
、一
六
五
人
（
う
ち
韓
国
人
一
二
八
人
）

　
　
　
　
　

就
業
誘
発
数　

五
二
五
人
（
う
ち
雇
用
誘
発
数
…
三
九
三
＋

人
）

韓
国
と
の
国
際
交
流
イ
ベ
ン
ト

対
馬　

←　

四
九
・
五
㎞　

→　

韓
国
…
日
本
と
大
陸
交
流
の
窓
口

厳
原
港
祭
り
対
馬
ア
リ
ラ
ン
祭
…
対
馬
最
大
の
夏
祭
り

　

一
九
六
四
年
の
対
馬
厳
原
港
ま
つ
り
が
原
型

　

一
九
八
八
年　
「
対
馬
ア
リ
ラ
ン
祭
」
追
加

　
　
　
　
　
　
　
　

朝
鮮
通
信
使
行
列
再
現
…
四
〇
〇
人
規
模

　

一
九
九
一
年　

平
成
通
信
使
交
流
＝
影
島
区
と
の
友
好
交
流
事
業
実
施

　

二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
八
月

　
　

釜
山
文
化
財
団
、
厳
原
港
ま
つ
り
対
馬
ア
リ
ラ
ン
祭
振
興
会
、
朝
鮮

通
信
使
行
列
振
興
会
の
三
者
で
「
友
好
交
流
協
約
書
」
締
結

　
　

韓
国
の
「
朝
鮮
通
信
使
祝
祭
」
と
対
馬
の
「
厳
原
港
ま
つ
り
対
馬
ア

リ
ラ
ン
祭
」
相
互
発
展
の
た
め

　
　

舟
グ
ロ
ー
大
会
、
演
芸
の
夕
べ
、
花
火
大
会
な
ど
も
開
催

　
　

二
〇
一
三
年　

仏
像
盗
難
問
題
発
生　

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
列
再
現
中
止

　
　

観
客
数　

Ｈ
二
一　

三
二
、〇
〇
〇
人
（
う
ち
韓
国
人
一
、九
〇
〇
人
）

　
　
　
　
　
　

Ｈ
二
二　

三
五
、〇
〇
〇
人
（
う
ち
韓
国
人
二
、〇
〇
〇
人
）

　
　
　
　
　
　

Ｈ
二
三　

三
一
、〇
〇
〇
人
（
う
ち
韓
国
人　

未
集
計
）



四
二
四

韓
国
と
の
経
済
交
流

木
材
、
水
産
資
源
、
水
等
の
輸
出
に
可
能
性
が
あ
る

韓
国
人　

富
裕
層
＝
戸
建
を
望
む
…
日
本
式
家
屋
希
望
者
も
多
い

　

二
〇
一
四
年　

ソ
ウ
ル
・
板パ

ン

橋ギ
ョ

地
区
に
木
材
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
建
設
を
計
画

　

木
材
ハ
ウ
ス
の
需
要
が
増
加
す
れ
ば
対
馬
の
木
材
輸
出
の
販
路
が
拓
け
る

　

対
馬
の
林
業
と
関
連
産
業
の
発
展
が
見
込
め
る

朝
鮮
通
信
使
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
計
画

朝
鮮
通
信
使
の
歴
史
を
通
じ
た
国
際
交
流

一
九
九
五
年　

朝
鮮
通
信
使
縁
地
連
絡
協
議
会
（
縁
地
連
）
結
成

　

目
的　

日
韓
親
善
友
好
の
歴
史
的
資
産
で
あ
る
「
朝
鮮
通
信
使
」
を
支

え
た
“
誠
信
の
交
隣
”
を
基
本
姿
勢
に
し
て
、
二
一
世
紀
の

“
ア
ジ
ア
太
平
洋
時
代
”
と
り
わ
け
“
日
韓
新
時
代
”
の
重
要

性
を
見
据
え
、
朝
鮮
通
信
使
に
関
わ
り
の
あ
る
縁
地
で
結
成
す

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
各
地
に
残
る
歴
史
史
料
等
に
つ
い
て
研
究

を
重
ね
る
と
と
も
に
、
各
地
域
の
振
興
を
は
か
り
な
が
ら
広
域

縁
地
間
の
連
携
を
強
め
る
と
と
も
に
“
ア
ジ
ア
の
共
生
”
の
理

念
か
ら
韓
国
内
縁
地
と
の
交
流
を
促
進
し
、
ひ
い
て
は
日
韓
の

友
好
親
善
に
寄
与
す
る
こ
と

　

参
加
団
体　

自
治
体
＝
一
七　

民
間
団
体
＝
三
七　

個
人
＝
一
二
人

　
　

対
馬
市
（
長
崎
県
）、
壱
岐
市
（
長
崎
県
）、
新
宮
町
（
福
岡
県
糟
屋

　
　
　
　
　
　
　

Ｈ
二
二　

一
、一
八
〇
人
（
う
ち
韓
国
人
一
二
二
人
）

　
　
　
　
　
　
　

Ｈ
二
三　

一
、一
〇
八
人
（
う
ち
韓
国
人
八
二
人
）

　
　
　
　
　
　
　

Ｈ
二
四　

一
、三
一
一
人
（
う
ち
韓
国
人
一
七
三
人
）

　
　
　
　
　
　
　

Ｈ
二
五　

一
、三
八
八
人
（
う
ち
韓
国
人
二
五
五
人
）

日
本
歌
謡
大
会

　

対
馬
市
・
在
韓
日
本
総
領
事
館
・
釜
山
韓
国
文
化
交
流
協
会
共
催

　

一
九
九
八
年　

韓
国
政
府
＝
日
本
大
衆
文
化
開
放

　
　

日
本
歌
謡
を
通
じ
た
日
韓
相
互
交
流

　

二
〇
〇
四
年　

日
本
の
歌
を
日
本
語
で
歌
う
第
一
回
「
日
本
歌
謡
大
会
」

　
　

釜
山
市
で
開
催
…
以
後
毎
年
開
催

　
　

銀
賞
授
賞
者
は
、
対
馬
ち
ん
ぐ
・
音
楽
祭
に
ゲ
ス
ト
と
し
て
出
演

　
　

日
本
文
化
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
韓
国
人
の
若
者
を
対
象

　
　

過
去
の
（
予
選
）
参
加
者
（
チ
ー
ム
）
数

　
　
　

①
二
〇
〇
四
年　

四
四
組　
　
　

②
二
〇
〇
五
年　

四
二
組

　
　
　

③
二
〇
〇
六
年　

六
二
組　
　
　

④
二
〇
〇
七
年　

八
〇
組

　
　
　

⑤
二
〇
〇
八
年　

七
二
組　
　
　

⑥
二
〇
〇
九
年　

一
三
六
組

　
　
　

⑦
二
〇
一
〇
年　

一
一
〇
組　
　

⑧
二
〇
一
一
年　

五
〇
組

　
　
　

⑨
二
〇
一
二
年　

四
五
組　
　
　

⑩
二
〇
一
三
年　

六
六
組
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四
二
五

二
〇
一
二
年　

朝
鮮
通
信
使
を
世
界
記
憶
遺
産
に
登
録
す
る
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
る

　
　

朝
鮮
通
信
使
を
日
韓
共
同
で
世
界
ユ
ネ
ス
コ
登
録
へ

　
　

な
ぜ
日
韓
共
同
で
ユ
ネ
ス
コ
登
録
に
取
り
組
む
の
か
？

　
　
　

朝
鮮
通
信
使
は
日
韓
・
東
ア
ジ
ア
・
世
界
平
和
を
志
向
し
た
平
和

遺
産
で
あ
る
か
ら

　
　

二
〇
一
五
年
は
日
韓
国
交
正
常
化
五
〇
周
年

　
　
　

友
好
関
係
修
復
の
象
徴
と
な
る
た
め

　
　

日
本
政
府
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

　
　
　

取
り
ま
と
め　

関
係
団
体
＝
一
都
二
府
一
二
県

　
　
　
　

政
府
に
よ
る
取
り
ま
と
め
が
不
可
欠

　
　
　

政
府
主
導
に
よ
る
体
制
固
め

　
　
　
　

日
韓
共
同
登
録
の
意
義
を
理
解
し
、
政
府
が
登
録
に
必
要
な
体

制
の
構
築
を
も
と
め
る

　
　

こ
れ
ま
で
の
活
動

　
　
　

二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
一
〇
月
一
日

　
　
　
　

朝
鮮
通
信
使
特
別
講
演
会
～
ユ
ネ
ス
コ
登
録
へ
の
道
～
開
催

（
対
馬
）

　
　
　

二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
一
〇
月
一
九
日

　
　
　
　

釜
山
市
で
世
界
記
憶
遺
産
登
録
の
た
め
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

開
催

郡
）、
下
関
市
（
山
口
県
）、
上
関
町
（
山
口
県
）、
呉
市
（
広
島
県
）、

福
山
市
（
広
島
県
）、
瀬
戸
内
市
（
岡
山
県
）、
た
つ
の
市
（
兵
庫

県
）、
神
戸
市
兵
庫
区
（
兵
庫
県
）、
京
都
市
（
京
都
府
）、
長
浜
市

（
滋
賀
県
）、
近
江
八
幡
市
（
滋
賀
県
）、
彦
根
市
（
滋
賀
県
）、
大
垣

市
（
岐
阜
県
）、
静
岡
市
（
静
岡
県
）、
日
光
市
（
栃
木
県
）

　

活
動
・
業
務　

毎
年
、
朝
鮮
通
信
使
ゆ
か
り
の
ま
ち
全
国
交
流
会
を
開

催
（
本
年
は
第
二
一
回
）

　
　
　
　
　
　
　

各
縁
地
に
お
け
る
朝
鮮
通
信
使
関
連
の
お
祭
り
等
に
参

加
・
支
援

　
　
　
　
　
　
　

朝
鮮
通
信
使
を
記
憶
遺
産
に
登
録
す
る
た
め
の
活
動

（
平
成
二
四
年
よ
り
）

　
　
　
　
　
　
　

機
関
誌
の
発
行

　
　
　
　
　
　
　

釜
山
文
化
財
団
と
の
連
絡
交
流

　
　
　
　
　
　
　

国
会
議
員
連
盟
で
あ
る
朝
鮮
通
信
使
交
流
議
員
の
会
と

の
連
携

二
〇
〇
三
年　

韓
国
の
「
朝
鮮
通
信
使
文
化
事
業
推
進
委
員
会
」
と
「
共

同
推
進
協
定
書
」
締
結

二
〇
〇
七
年　

朝
鮮
通
信
使
四
〇
〇
周
年
＝
各
地
で
記
念
事
業
開
催

二
〇
一
一
年　

最
後
の
通
信
使
（
対
馬
聘
礼
）
二
〇
〇
周
年
＝
対
馬
で
全

国
交
流
会
開
催

　
　
　
　
　
　
「
釜
山
文
化
財
団
」
と
「
共
同
推
進
協
定
書
」
を
再
締
結



四
二
六

　
　
　

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
九
月
五
日

　
　
　
　

長
崎
県
の
行
っ
た
世
界
記
憶
遺
産
登
録
の
視
察
内
容
の
説
明

　
　
　
　

宮
城
県
の
慶
長
遣
欧
使
節
団
と
田
川
市
の
福
岡
県
・
山
本
作
兵

衛
の
世
界
記
憶
遺
産
登
録
を
確
認

　
　
　

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
文
科
省
及
び
朝
鮮
通
信
使
交
流
議
員
の

会
訪
問

　
　
　

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
〇
月
一
八
日

　
　
　
　

長
崎
県
庁
に
て
長
崎
県
と
協
議

　
　
　
　

松
原
理
事
長
、
中
尾
研
究
会
会
長
、
阿
比
留
事
務
局
長

　
　
　

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
一
月
三
〇
日

　
　
　
　

日
韓
議
連
合
同
総
会
＝
共
同
声
明
文
採
択

　
　
　
　
「
両
国
議
員
連
盟
は
、
朝
鮮
通
信
使
の
世
界
遺
産
登
録
お
よ
び

日
韓
交
流
の
共
同
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
実
現
に
向
け
て
協
働
す
る
」

今
後
の
活
動
予
定

　

世
界
記
憶
遺
産
登
録
推
進
部
会
（
仮
称
）
の
設
立
及
び
開
催

　

世
界
記
憶
遺
産
構
成
検
討
学
術
委
員
会
（
仮
称
）
の
設
立
及
び
開
催

　

文
化
資
料
調
査
及
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
入
力
作
業

　

文
化
庁
へ
の
訪
問
と
協
議

　

朝
鮮
通
信
使
交
流
議
員
の
会
へ
の
陳
情
活
動

　

日
韓
合
同
遺
産
構
成
リ
ス
ト
検
討
会
議
の
開
催

　

日
韓
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

　
　
　

二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
一
一
月
二
一
日

　
　
　
　

縁
地
連
臨
時
総
会
（
京
都
）

　
　
　
　

世
界
記
憶
遺
産
登
録
推
進
を
確
認

　
　
　

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
月
八
日

　
　
　
　

釜
山
文
化
財
団
と
の
協
議
（
釜
山　

南
松
祐
代
表
理
事
、
車
載

根
室
長
）

　
　
　

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
月
二
二
日

　
　
　
　

朝
鮮
通
信
使
交
流
議
員
の
会
（
河
村
会
長
、
谷
川
幹
事
長
）
へ

陳
情

　
　
　

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
月
二
三
日

　
　
　
　

国
立
国
会
図
書
館
・
韓
国
文
化
院

　
　
　
　

使
行
録
・
筆
談
唱
和
集
で
の
登
録
断
念
を
確
認

　
　
　
　

文
科
省
訪
問
＝
記
憶
遺
産
に
つ
い
て
の
詳
細
説
明
を
受
け
る

　
　
　

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
二
月
二
四
日

　
　
　
　

広
島
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
福
山
市
、
主
催　

Ｎ
Ｇ
Ｏ
ひ
ろ
し
ま
）

　
　
　

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
三
月
二
一
日

　
　
　
　

文
科
省
訪
問
協
議
（
仏
像
問
題
と
の
関
係
）

　
　
　

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
六
月
一
二
日

　
　
　
　

文
科
省
訪
問
（
縁
地
連
・
長
崎
県
）

　
　
　
　

長
崎
県
か
ら
世
界
記
憶
遺
産
登
録
に
関
す
る
政
府
施
策
要
望
書

を
提
出
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四
二
七

　
　

李　

敏
貞
（
イ　

ミ
ョ
ン
ジ
ョ
ン
：
ソ
ウ
ル
出
身
）（
観
光
物
産
推

進
本
部
）

　
　

朴　

瑂
慧
（
パ
ク　

ミ
ヘ
：
京
畿
道
水
原
市
出
身
）（
上
対
馬
観
光

物
産
事
務
所
）

　

中
国
人
一
名

　
　

羅　

斉
慧
（
ロ
ー　

チ
ー
フ
ェ
イ
：
安
徽
省
出
身
）（
観
光
物
産
推

進
本
部
）

　

主
な
任
務　

文
書
等
の
翻
訳
、
イ
ベ
ン
ト
等
の
通
訳
業
務
、
市
民
対
象

の
語
学
講
座
の
開
催

官
・
産
・
学
の
国
際
交
流
協
定

二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
七
月　

国
際
交
流
協
定
締
結

　

旧
上
県
町
、
㈱
大
亞
高
速
海
運
、
釜
山
外
国
語
大
学

　

目
的　

三
者
に
よ
る
国
際
交
流
の
活
性
化
を
図
り
国
際
化
・
地
方
化
時

代
に
添
い
地
域
社
会
の
相
互
発
展
に
寄
与
す
る

二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年　

対
馬
市
と
し
て
再
締
結

釜
山
外
国
語
大
学
校
学
生　

毎
年
、
海
岸
漂
着
ご
み
清
掃
を
実
施

県
立
対
馬
高
等
学
校
の
国
際
文
化
交
流
コ
ー
ス

二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年　
「
国
際
交
流
コ
ー
ス
」
開
設

　

韓
国
語
や
韓
国
の
歴
史
を
学
ぶ

二
〇
一
五
年　

日
韓
国
交
回
復
五
〇
周
年

国
際
交
流
員　

国
際
交
流
事
業
全
般
で
活
躍
中

一
九
九
一
年　

美
津
島
町
等
＝
交
流
員
の
招
聘
事
業
ス
タ
ー
ト

一
九
九
六
年　

自
治
体
国
際
化
協
会
（
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｒ
）＝
Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
よ
る
招
聘
開
始

　

Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
（「
語
学
指
導
等
を
行
う
外
国
青
年
招
致
事
業
」

T
he Japan Exchange and T

eaching Program

）

　
　

外
国
語
教
育
の
充
実
や
地
域
レ
ベ
ル
で
の
国
際
交
流
を
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
世
界
各
国
の
外
国
青
年
を
各
地
域
に
招
致
す
る
、

世
界
最
大
級
の
国
際
交
流
事
業

　
　
　

Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｒ　

総
務
省
、
外
務
省
、
文
部
科
学
省
と
連
携
し
Ｊ
Ｅ

Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
推
進

　
　

Ｊ
Ｅ
Ｔ
参
加
者　

全
国
各
地
の
学
校
で
の
外
国
語
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
国
際
交
流
活
動
に
参
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
域
住
民
と
様
々
な
形
で
交
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
〇
年
度　

三
六
カ
国
か
ら
四
、〇
〇
〇
名

超
が
参
加
（
こ
れ
ま
で
の
参
加
者　

五
六
カ
国
五

四
、〇
〇
〇
人
超
）

現
在
の
交
流
員

　

韓
国
人
二
名



四
二
八

　
　

対
馬
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ　

⇔　

巨
済
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ

長
崎
県
の
離
島
政
策

「
し
ま
共
通
地
域
通
貨
」（
愛
称
「
し
ま
と
く
通
貨
」）
発
行

　

長
崎
県
の
離
島
行
政
の
一
つ

　
　

平
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
七
年
度
ま
で
の
三
年
間

　
　

発
行
額　

毎
年
度
三
六
億
円
…
合
計
一
〇
八
億
円

一
．
し
ま
と
く
通
貨

　

長
崎
県
内
の
五
島
、
壱
岐
、
対
馬
、
小
値
賀
、
宇
久
の
各
し
ま
（
島
）

に
お
い
て
、
共
通
し
て
使
用
で
き
る
「
二
〇
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品

券
」

二
．
し
ま
と
く
通
貨
の
発
行
目
的
（
最
大
の
目
的
）

　

全
国
か
ら
の
観
光
客
を
五
島
、
壱
岐
、
対
馬
、
小
値
賀
、
宇
久
の
各
し

ま
に
誘
致
す
る
こ
と

　

し
ま
の
地
域
経
済
の
活
性
化
や
交
流
人
口
の
増
加
が
目
的

　

し
ま
の
人
口
減
少
へ
の
歯
止
策
の
一
つ

三
．
し
ま
と
く
通
貨
の
発
行
形
態

　

千
円
券
六
枚
を
一
セ
ッ
ト
と
し
て
六
、〇
〇
〇
円
相
当
分
を
五
、〇
〇
〇

円
で
販
売

　

一
回
の
渡
航
に
つ
き
一
人
六
セ
ッ
ト
（
三
万
円
）
ま
で

　
　

有
効
期
限　

六
カ
月
以
内

二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年　

第
一
期
生
卒
業

　

五
人
が
釜
山
の
釜
慶
大
学
校
（
三
名
）、
東
亞
大
学
校
（
一
名
）、
釜
山

大
学
校
（
一
名
）
へ
進
学

二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年　

釜
山
情
報
観
光
高
等
学
校
と
姉
妹
校
縁
組

姉
妹
校
縁
組

学
校
訪
問
や
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
な
ど
を
通
じ
て
相
互
の
文
化
や
慣
習
を
学
ん

で
い
る

　

一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
一
一
月
一
日

　
　

鶏
知
中
学
校　

⇔　

新シ
ン

仙ソ
ン

中
学
校
（
釜
山
広
域
市
影
島
区
）

　

二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
七
月
二
七
日

　
　

今
里
中
学
校　

⇔　

只チ

沙サ

中
学
校
（
任
寶
郡
只
沙
面
）

　

二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
三
月
二
七
日

　
　

浅
海
中
学
校　

⇔　

熊ウ
ン

村チ
ョ
ン

中
学
校
（
蔚
山
広
域
市
）

民
間
団
体
の
姉
妹
縁
組
締
結

一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
二
月
二
一
日

　
　

対
馬
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ　

⇔　

釜
山
東
洋
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
一
一
月
一
七
日

　
　

つ
し
ま
ハ
ム
ク
ラ
ブ　

⇔　

釜
山
ハ
ム
ク
ラ
ブ

一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
一
一
月
二
六
日



政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料

四
二
九

四
．
し
ま
と
く
通
貨
の
発
行
団
体

　

し
ま
共
通
地
域
通
貨
発
行
委
員
会
（
事
務
局
：
長
崎
県
離
島
振
興
協
議

会
内
）

 

作
成　

山
田
光
矢



社
会
関
係
資
本
と
社
会
（
稲
葉
・
佐
藤
・
三
隅
・
瀧
川
・
竹
ノ
下
）

は
じ
め
に

　

本
稿
は
日
本
大
学
法
学
部
稲
葉
陽
二
研
究
室
が
、
科
学
研
究
費
補
助
金

を
得
て
二
〇
一
四
年
三
月
十
三
日
に
実
施
し
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ

ル
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
講
演
録
で
あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
六
本
の

報
告
の
後
に
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
開
催
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は

「
社
会
学
か
ら
み
た
社
会
関
係
資
本
」
を
テ
ー
マ
に
四
報
告
の
講
演
録
を

採
録
し
て
い
る
。
原
稿
は
す
べ
て
講
師
の
先
生
方
自
ら
二
度
に
わ
た
り
校

正
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
細
部
の
表
記
の
誤
り
な
ど
は
全
体
を
取
り
ま
と

め
た
稲
葉
の
責
に
帰
す
も
の
で
あ
る
。
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
初
め
て
公

表
さ
れ
た
部
分
も
あ
り
、
論
文
と
し
て
の
公
表
が
な
さ
れ
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
を
ご
承
認
い
た
だ
い
た
講
師
の
先
生
方
に
篤
く
御
礼

を
申
し
上
げ
た
い
。

　

社
会
関
係
資
本
（social capital

）
は
、
協
調
的
な
行
動
を
生
む
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
や
互
酬
性
規
範
、
信
頼
な
ど
を
含
ん
だ
広
い
概
念
で
あ
る
。
稲

葉
は
信
頼
・
規
範
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
一
体
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
付

加
価
値
が
あ
る
と
し
、「
心
の
外
部
性
を
も
つ
信
頼
・
規
範
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」（
稲
葉
二
〇
〇
五
）
と
広
義
に
定
義
し
て
い
る
。
経
済
学
で
は

一
九
七
〇
年
代
に
グ
レ
ン
・
ロ
ー
リ
ー
が
用
い
、
ゲ
ー
リ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー

や
エ
リ
ノ
ア
・
オ
ス
ト
ロ
ム
な
ど
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
の
受
賞
者
も
有
用

な
概
念
と
し
て
論
じ
た
。
日
本
で
も
青
木
昌
彦
ら
比
較
制
度
学
派
、
山
内

直
人
ら
の
非
営
利
団
体
の
研
究
、
速
水
佑
次
郎
、
澤
田
康
幸
ら
開
発
経
済

学
で
有
用
な
概
念
と
さ
れ
て
い
る
。

　

政
治
学
の
分
野
で
は
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
（
一
九
九
三
）
が
イ
タ
リ
ア
に
お

け
る
研
究
で
、
社
会
関
係
資
本
の
概
念
を
用
い
、
さ
ら
に
パ
ッ
ト
ナ
ム

（
二
〇
〇
〇
）
が
、
米
国
で
二
〇
世
紀
後
半
社
会
関
係
資
本
が
損
な
わ
れ

て
い
る
と
論
じ
大
き
な
議
論
を
呼
ん
だ
。
日
本
で
も
猪
口
孝
、
辻
中
豊
、

四
三
一

　

社
会
関
係
資
本
と
社
会

稲
　
　
葉
　
　
陽
　
　
二



坂
本
治
也
な
ど
多
数
の
政
治
学
者
が
社
会
関
係
資
本
を
論
じ
て
き
た
。

　

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
は
健
康
、
災
害
対
応
、
公
共
財
の
供
給
、

孤
立
・
自
殺
対
策
等
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
有
効
に
機
能
し
な
い
分
野
や
貧

困
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（
生
活
満
足
度
な
ど
）
に
重
要
で
あ
る
と
多
く
の
研
究
者
が

論
じ
て
お
り
、
当
然
社
会
学
か
ら
の
探
求
も
行
わ
れ
て
き
た
。
社
会
関
係

資
本
の
構
成
要
素
で
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
し
て
い
え
ば
、
す
で
に
六

〇
年
の
歴
史
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
政
治
学
で
も
、
経
済
学
で
も
扱
わ
れ

て
き
た
学
際
的
概
念
で
あ
る
社
会
関
係
資
本
を
、
わ
が
国
の
社
会
学
の
碩

学
、
気
鋭
の
論
者
が
社
会
学
の
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
を

み
る
と
、
政
治
学
、
経
済
学
に
お
け
る
議
論
と
重
な
る
部
分
も
多
く
、
社

会
関
係
資
本
が
学
際
的
概
念
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
本
稿
の
冒
頭
の
佐
藤
嘉
倫
は
効
用
関
数
を
導
入
し
て
社
会
関

係
資
本
の
特
徴
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
三
隅
一
人
は
「
関
係
基
盤
」
と

い
う
新
た
な
概
念
を
導
入
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
辻
中
（
一
九
八
八
）
が

利
益
集
団
の
研
究
に
用
い
て
い
た
手
法
と
相
通
じ
る
部
分
が
あ
る
。
本
稿

が
社
会
関
係
資
本
に
つ
い
て
の
学
際
的
議
論
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。

　

な
お
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
【（
基

盤
研
究
（
Ａ
））
課
題
番
号24243040　

研
究
代
表
者
稲
葉
陽
二
】
を
受

け
て
実
施
し
九
五
名
の
参
加
を
得
た
。
ま
た
、
本
稿
の
編
集
・
校
正
で
は
、

草
ヶ
谷
明
日
美
氏
、
小
笠
原
宜
子
氏
、
緒
方
淳
子
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。

講
演
録
の
公
刊
に
ご
承
諾
い
た
だ
い
た
佐
藤
嘉
倫
先
生
、
三
隅
一
人
先
生
、

瀧
川
裕
貴
先
生
、
竹
ノ
下
弘
久
先
生
に
改
め
深
謝
す
る
と
と
も
に
、
文
部

科
学
省
と
研
究
室
の
ス
タ
ッ
フ
に
も
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

参
考
文
献

稲
葉
陽
二
（
二
〇
〇
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）「
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含
意
―
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外
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ど
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向
き
合
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」『
計
画
行
政
』
第
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八
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四
号
、
日
本
計
画
行

政
学
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一
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―
二
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。
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, R.D
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哲
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民
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市
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造
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河
田
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一
訳
、
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一
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孤
独
な
ボ
ウ
リ
ン
グ
―

米
国
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
と
再
生
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柴
内
康
文
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〇
〇
六
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柏
書
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辻
中
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一
九
八
八
）『
利
益
集
団
』
東
京
大
学
出
版
会
。

四
三
二



社
会
関
係
資
本
と
社
会
（
稲
葉
・
佐
藤
・
三
隅
・
瀧
川
・
竹
ノ
下
）

基
調
講
演
「
社
会
学
か
ら
み
た
社
会
関
係
資
本

�

─
合
理
的
選
択
理
論
に
よ
る
概
念
の
再
構
築
─
」

�

東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
　
教
授
　
佐
藤
　
嘉
倫

一
．
社
会
学
か
ら
み
た
社
会
関
係
資
本

　

タ
イ
ト
ル
は
「
社
会
学
か
ら
み
た
社
会
関
係
資
本
」
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
私
は
社
会
学
の
な
か
で
も
合
理
的
選
択
理
論
と
い
う
か
な
り
経
済
学

に
近
い
と
こ
ろ
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
の
で
、「
社
会
学
及
び
経
済
学
か

ら
み
た
社
会
関
係
資
本
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
近
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

去
年
「Social Capital

」
と
い
う
論
文
を
書
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
国
際

社
会
学
会
の
オ
ン
ラ
イ
ン
の
社
会
学
辞
典
、Sociopedia

に
収
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
日
は
、
こ
の
論
文
の
一
部
に
基
づ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

二
．
報
告
の
背
景

　

社
会
関
係
資
本
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
）
の
効
果
に
関
し
て
は
、

い
ろ
ん
な
知
見
が
混
在
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
を

取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
バ
ー
ト
は
構
造
的
間
隙
、structure holes

と

い
う
も
の
が
多
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
よ
い
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
と

で
詳
し
く
ご
説
明
し
ま
す
。
一
方
、
コ
ー
ル
マ
ン
の
ほ
う
は
、
社
会
的
閉

包
、
ま
た
社
会
的
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
と
い
う
方
が
よ
い
と
い
う
話
を
し
て
い

ま
す
。
そ
も
そ
も
こ
の
二
人
は
師
弟
関
係
に
あ
り
、
バ
ー
ト
は
コ
ー
ル
マ

ン
の
学
生
で
し
た
。
私
は
一
九
九
二
年
か
ら
九
四
年
ま
で
シ
カ
ゴ
大
学
で

客
員
研
究
員
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
九
四
年
に
バ
ー
ト
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
大

学
か
ら
シ
カ
ゴ
大
学
に
移
っ
て
き
て
、
二
人
の
授
業
な
ど
を
取
っ
て
い
ま

し
た
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
ま
っ
た
く

違
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
も
の
だ
ろ
う
と

思
い
な
が
ら
日
本
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
多
少
、
そ
う
い
う
混
乱
が
あ
り

ま
す
。

　

パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
ま
ず
は
北
イ
タ
リ
ア
と
南
イ
タ
リ
ア
の
比
較
を
し
て
、

北
イ
タ
リ
ア
の
ほ
う
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
高
い
か
ら
市
民

活
動
も
盛
ん
で
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
よ
い
と
い
う
『M

aking 
D

em
ocracy W

ork

』
と
い
う
本
を
出
し
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
に
出
し
た

本
で
、
橋
渡
し
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
結
束
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
を
出
し
て
き
て
、
橋
渡
し
型
の
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
よ
う
な
話
を
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
こ
の
あ
と
お
見
せ
し
ま
す
が
、

必
ず
し
も
そ
う
と
も
い
え
な
い
と
い
う
部
分
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
あ
た
り
の
元
に
な
る
よ
う
な
古
典
的
な
議
論
と
し
て
、
マ
ー
ク
・

四
三
三



四
三
四

タ
リ
ア
の
ほ
う
が
家
族
主
義
で
家
族
を
大
切
に
す
る
わ
け
で
す
。
と
な
る

と
、
家
族
の
な
か
で
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
い
う
の
は
結
構
強

い
の
で
す
。
そ
う
い
う
家
族
の
な
か
で
は
、
局
所
的
な
効
果
と
全
域
的
な

効
果
の
関
係
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
社
会
関
係
資
本
の
勉
強
と
い
う
の
は
、
や
れ
ば
や
る

ほ
ど
泥
沼
に
は
ま
っ
て
い
っ
て
、
何
が
何
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
数
年
、
こ
れ
を
な
ん
と
か
し
た
い
な

と
、
自
己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
自
身
を
救
い
出
し

た
い
た
め
に
い
ろ
い
ろ
考
え
て
き
ま
し
た
。

　

一
つ
の
導
き
の
糸
と
し
て
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
私
は
合

理
的
選
択
理
論
の
専
門
家
な
の
で
、
社
会
関
係
資
本
の
合
理
的
基
盤
と
い

う
も
の
を
も
う
少
し
理
論
的
に
整
備
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
効
用
関
数
と
い
う
の
を
明

示
的
に
導
入
す
る
こ
と
で
、
議
論
が
も
っ
と
す
っ
き
り
す
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
に
至
り
ま
し
た
。
ま
ず
は
問
題
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
い

く
つ
か
の
概
念
的
な
混
乱
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
お
話
し
ま
す
。

三
．
橋
渡
し
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル 

vs. 

結
束
型
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル

　

橋
渡
し
型
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
よ
い
の
か
、
結
束
型
の

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
似
た

グ
ラ
ノ
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
に
よ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
の
初
め
こ
ろ
に
出
さ
れ

た
弱
い
紐
帯
と
強
い
紐
帯
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
彼
が
、
ボ

ス
ト
ン
郊
外
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
転
職
に
つ
い
て
の
調
査
を
し
た
と
こ

ろ
、
弱
い
紐
帯
、
た
と
え
ば
パ
ー
テ
ィ
で
会
っ
た
人
と
か
、
年
に
何
回
し

か
会
わ
な
い
人
か
ら
、
今
の
仕
事
の
情
報
を
も
ら
っ
て
、
職
に
つ
い
た
と

い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
渡
辺
深
さ
ん

と
い
う
上
智
大
学
の
先
生
が
、
同
じ
よ
う
な
調
査
を
首
都
圏
で
や
り
ま
し

た
。
渡
辺
さ
ん
は
グ
ラ
ノ
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
の
学
生
だ
っ
た
人
な
の
で
す
が
、

や
っ
て
み
た
ら
、
日
本
の
場
合
は
、
強
い
紐
帯
の
ほ
う
が
効
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
、
ま
た
話
が
違
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

次
に
ポ
ル
テ
ス
は
、
移
民
の
研
究
の
第
一
人
者
で
す
が
、
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
た
と
え
ば
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
中
華
街
と
か
、

ま
た
は
シ
カ
ゴ
の
メ
キ
シ
コ
街
と
か
、
ま
た
彼
は
、
も
と
も
と
南
米
か
ら

の
移
民
に
関
心
が
あ
り
ま
す
の
で
、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
い
く
つ
か
の
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
を
み
る
と
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
い
う
の
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
し
て
正
の
効
果
を
持
っ

て
い
ま
す
が
、
負
の
効
果
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
で
は
ど
ち
ら
が
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
北
イ
タ
リ
ア
と
南
イ
タ
リ

ア
の
比
較
を
し
て
い
ま
す
。
南
イ
タ
リ
ア
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ

ル
の
レ
ベ
ル
が
北
イ
タ
リ
ア
に
比
べ
て
低
い
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
南
イ
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よ
う
な
概
念
と
し
て
は
、
弱
い
紐
帯
と
か
構
造
的
間
隙
、
こ
れ
は
先
ほ
ど

申
し
上
げ
た
バ
ー
ト
の
提
示
し
て
い
る
概
念
で
す
が
、
ま
た
は
橋
渡
し
型

の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
よ
い
と
。
こ
う
い
う
の
が
よ
い
の
か
、

そ
れ
と
も
強
い
紐
帯
、
社
会
的
閉
包
、
結
束
型
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ

タ
ル
と
い
う
の
が
よ
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
議
論
は
わ
か
れ
る
わ
け
で

す
。

　

バ
ー
ト
が
想
定
し
て
い
る
の
は
図
表
１
の
左
側
の
よ
う
な
状
況
で
、
左

下
が
起
業
家
で
す
。
ク
ラ
ス
タ
ー
ａ
と
ク
ラ
ス
タ
ー
ｂ
が
あ
っ
て
、
ａ
と

ｂ
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
な
ぜ
つ

な
が
っ
て
な
い
と
よ
い
か
と
い
う
と
、
彼
は
二
つ
の
論
点
を
出
し
ま
す
。

一
つ
は
情
報
、
も
う
一
つ
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
す
。
情
報
と
い
う
の
は
ど

う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
新
し
い
情
報
が
、
ａ
か

ら
入
っ
て
く
る
の
と
ｂ
か
ら
入
っ
て
く
る
の
と
で
は
、
違
う
情
報
が
入
っ

て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
だ
け
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
に
触
れ
る
こ
と
で
、
ビ

ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
高
ま
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
利
用
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
も
し
ａ
と
ｂ
が
起
業
家
を
挟
ま
ず
、
別
の
場
所
で
つ
な
が
っ

て
い
る
と
、
同
じ
情
報
が
共
有
さ
れ
て
、
別
の
ル
ー
ト
か
ら
単
に
同
じ
情

報
が
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
話
は
も
う
聞
い
た
よ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
っ
て
、
せ
っ
か
く
取
引
相
手
を
接
待
し
て
も
、
同
じ
話
し
か
聞
け
ま
せ

ん
。
時
間
と
カ
ネ
の
無
駄
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
一

つ
。
そ
う
い
う
の
を
彼
は
情
報
の
冗
長
性
と
呼
ん
で
い
ま
す
。



四
三
六

い
う
閉
包
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
親
に
と
っ
て
望
ま
し
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
よ
う
に
親
同
士
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
で
、

親
同
士
で
自
分
た
ち
の
子
ど
も
に
対
す
る
情
報
交
換
で
き
る
。
今
度
は
情

報
が
共
有
で
き
る
こ
と
で
、
二
人
で
こ
の
子
ど
も
た
ち
を
監
視
、
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す
。
も
し
こ
こ
の
間
に
そ
れ

が
な
い
と
な
る
と
、
そ
の
情
報
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
こ
の
親
は
、
自
分

の
子
ど
も
の
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
た
い
て
い
高
校
生
な
ん
て
自
分
の

友
達
の
こ
と
を
あ
ま
り
親
に
い
い
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
子
の
こ
と
は
何

や
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
親
も
、
こ
こ
の
紐
帯
（
二
人
の
親
）

が
な
い
と
、
自
分
の
子
供
の
こ
と
は
わ
か
る
け
ど
、
こ
の
子
の
こ
と
は
わ

か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
う
ち
の
子
は
誰
と
遊
ん
で
い
る
の
か
な
、
た

ば
こ
吸
っ
て
な
い
か
な
、
お
酒
飲
ん
で
な
い
か
な
と
い
う
心
配
が
出
て
く

る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
紐
帯
が
あ
る
と
、
た
と

え
ば
電
話
し
合
っ
て
、
ま
た
今
で
は
メ
ー
ル
を
し
合
っ
て
、
う
ち
の
子
は
、

あ
な
た
の
と
こ
ろ
の
お
子
さ
ん
と
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
し
た
よ
と

か
い
う
よ
う
な
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
親
は
効
率
的
に
自
分
た
ち
の
子
ど
も
の
行
動
を
監
視
し
て
、

悪
い
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ

こ
で
大
き
く
、
ど
っ
ち
が
い
い
の
か
。
構
造
的
間
隙
の
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
い
い
の
か
、
社
会
的
閉
包
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
い
い
の
か
と
い
う
話

で
、
話
が
ぜ
ん
ぜ
ん
違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

　

も
う
一
つ
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
の
は
、
ａ
と
ｂ
と
の
間
に
情
報

が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
ａ
は
ａ
で
こ
の
人
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、

ｂ
も
ｂ
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
。
一
番
よ
い
の
は
二
つ
の
納
入
業
者
が

あ
っ
て
、
た
と
え
ば
あ
る
機
械
を
納
入
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
時
に
、
こ
の

人
は
、
ａ
と
い
う
グ
ル
ー
プ
と
ｂ
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
出
て
、
ａ
社
に
対

し
て
「
ｂ
社
は
こ
れ
だ
け
の
値
段
で
や
る
よ
」
と
伝
え
、
ｂ
社
に
対
し
て

は
「
ａ
社
は
こ
れ
だ
け
の
値
段
で
納
入
し
ま
す
、
サ
ー
ビ
ス
も
こ
れ
だ
け

つ
け
ま
す
よ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
け
ど
」
と
い
っ
て
、
交
渉
に
お
い
て
非

常
に
有
利
な
状
況
に
立
つ
わ
け
で
す
。
簡
単
に
い
え
ば
、
漁
夫
の
利
を
得

る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
す
ね
。
で
す
の
で
、
両
社
が
つ
な
が
っ
て
い
る

と
ａ
社
と
ｂ
社
が
情
報
を
共
有
し
合
っ
て
、
あ
ん
な
こ
と
を
い
わ
れ
て
い

る
け
れ
ど
、
こ
こ
は
一
発
結
託
し
て
や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
こ
の
起
業
家
は
、
ａ
グ
ル
ー
プ
と
ｂ
グ
ル
ー
プ

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
情
報
の
冗
長
性
を

回
避
し
て
、
か
つ
、
取
引
相
手
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
状
況
に
あ
る
た

め
に
は
、
こ
こ
に
つ
な
が
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
と
。
こ
こ
に
構
造
的
な

間
隙
、structure hole

と
彼
は
い
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
存
在
す
る

こ
と
が
重
要
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
度
の
コ
ー
ル
マ
ン
が
出
し
て
く
る
例
は
、
高
校
生
と
そ

の
親
で
す
。
こ
こ
（
図
表
１
の
右
側
の
下
）
の
高
校
生
二
人
が
い
て
、
こ

こ
（
高
校
生
の
上
二
つ
）
が
親
だ
と
し
ま
し
ょ
う
。
コ
ー
ル
マ
ン
は
こ
う
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ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
な
と
思
い
ま
し
た
。
東

北
地
方
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
東
京　
　

私
は
も
と
も
と
東
京
の
出
身

で
、
三
十
年
近
く
、
東
京
と
横
浜
に
住
ん
で
い
た
の
で
す
が　
　

に
比
べ

て
閉
鎖
的
な
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
だ
か
ら
東
日
本
大
震
災
後
に

多
く
の
人
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
来
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
な
か
な
か
受
け

入
れ
よ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
余
所
者
が
入
っ

て
来
ら
れ
て
は
困
る
、
と
い
う
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
も
、
そ
う
は

い
っ
て
も
、
結
束
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

非
常
に
秩
序
立
っ
た
行
動
が
み
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
避
難
所
で
は
、
別
に

略
奪
と
か
暴
行
と
か
起
き
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
秩
序
正
し
い
生
活
パ

タ
ー
ン
が
み
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
同
じ
地
域
の
人
た
ち
が
、
避
難

所
に
集
ま
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
結
束
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と

い
う
基
盤
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

仙
台
の
一
番
町
と
い
う
繁
華
街
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
み
た
い
な
と

こ
ろ
で
は
、
大
き
な
ス
ー
パ
ー
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
大
体
三
時
間
、
四
時

間
待
っ
て
入
っ
て
い
く
。
買
え
る
も
の
の
数
も
決
ま
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

こ
れ
も
ズ
ル
し
て
入
る
人
間
も
い
な
い
し
、
み
ん
な
で
ワ
ー
ッ
と
い
っ
て

食
べ
物
を
略
奪
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
世
界

的
に
称
賛
さ
れ
た
の
で
す
が
、
私
の
考
え
で
は
、
結
束
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
、
同
じ
地
域
の
人
間
な
の
だ
か
ら
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
正

の
効
果
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す

　

ち
ょ
っ
と
論
点
は
ず
れ
ま
す
が
、
山
岸
俊
男
さ
ん
と
い
う
一
般
的
信
頼

の
研
究
の
第
一
人
者
は
、
ご
自
分
の
調
査
や
実
験
室
実
験
に
基
づ
い
て
、

あ
る
意
味
で
の
政
策
的
な
提
言
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ

と
か
と
い
う
と
、
日
本
と
い
う
の
は
非
常
に
内
向
き
の
社
会
で
、
社
会
的

閉
包
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
結
束
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
い
っ

ぱ
い
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
す
る
と
、
自
分
た
ち
の
外
に
あ
る
機
会
を
ど

ん
ど
ん
見
過
ご
し
て
し
ま
う
と
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か

で
そ
ん
な
こ
と
や
っ
て
い
て
は
駄
目
な
の
で
、
や
っ
ぱ
り
こ
れ
か
ら
は
日

本
人
も
橋
渡
し
型
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
、
な
い
し
は
一
般
的
信

頼
を
醸
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
よ
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は

そ
う
だ
な
あ
と
思
う
の
で
す
が
、
山
岸
さ
ん
の
本
を
読
ん
だ
時
に
第
一
に

持
っ
た
印
象
は
、
日
本
人
な
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
印
象
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
は

い
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
の
が
何
も
書
い

て
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
が
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
東
日
本
大
震
災
が

起
き
た
わ
け
で
す
。

四
．
東
日
本
大
震
災
後
に
は
結
束
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ

ル
の
正
の
効
果
が
顕
著
に
み
ら
れ
た

　

今
ま
で
橋
渡
し
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
大
切
で
あ
る
と
い
っ

て
き
ま
し
た
が
、
私
は
仙
台
で
地
震
に
直
撃
さ
れ
ま
し
た
が
、
結
束
型
の
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ウ
ン
に
い
け
ば
中
国
語
が
話
せ
る
お
医
者
さ
ん
が
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
の
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
し
よ
う
と
い
う
時
も
、
移
民
は
そ
ん
な
に

金
融
機
関
に
対
す
る
信
用
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
な
か
な
か
借
り
る
こ
と

が
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
で
も
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン
の
同
じ
中
華
系

の
銀
行
だ
っ
た
ら
も
っ
と
借
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
正
の
効
果
と
い
う
の
は
あ
る
の
で
す
が
、
負
の
効
果
と
い

う
の
も
あ
っ
て
、
そ
れ
で
い
っ
た
ん
う
ま
く
い
っ
て
、
し
ば
ら
く
生
活
し

て
、
今
度
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン
か
ら
離
れ
て
ビ
ジ
ネ
ス
を
す
る
。

も
っ
と
展
開
し
て
い
こ
う
と
い
う
時
に
な
る
と
、
な
か
な
か
離
脱
す
る
の

が
難
し
く
な
り
ま
す
。

　

ポ
ル
テ
ス
と
セ
ン
セ
ン
ブ
レ
ナ
ー
の
有
名
な
論
文
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
な
か
で
非
常
に
面
白
い
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
人
の
移
民
で
工
場
を
持
つ
ほ

ど
成
功
し
た
人
が
、
自
分
の
名
前
を
変
え
て
ア
メ
リ
カ
人
の
よ
う
な
名
前

に
し
た
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ず
っ
と
ベ

ト
ナ
ム
人
の
名
前
だ
と
、
ベ
ト
ナ
ム
の
同
郷
の
人
た
ち
が
彼
を
頼
っ
て
、

カ
ネ
を
貸
し
て
く
れ
と
か
仕
事
探
し
て
く
れ
と
か
い
う
ふ
う
に
来
て
、
非

常
に
迷
惑
に
な
る
と
い
う
の
で
、
ア
メ
リ
カ
人
の
よ
う
な
名
前
に
し
て
、

あ
た
か
も
自
分
は
ベ
ト
ナ
ム
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
と
い
う
よ
う
な
ふ
り

を
し
は
じ
め
る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
ま
で
や
ら
な
い
と
な
か
な

か
離
脱
す
る
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

る
と
、
ま
ず
は
じ
め
の
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
と
し
て
、
な
ぜ
同
じ

社
会
関
係
資
本
と
い
う
の
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
正
の
効
果
を
持
っ
た
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
負
の
効
果
を
持
っ
た
り
す
る
の
か
と
い
う
謎
が
一
つ
出

て
き
ま
す
。

五
．
正
の
効
果 
VS. 
負
の
効
果

　

次
に
正
の
効
果
・
負
の
効
果
と
、
移
民
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
ア
メ
リ

カ
だ
け
に
限
ら
ず
世
界
中
に
い
ろ
い
ろ
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
正
の
効
果
と
負
の
効
果
を
持
つ
と
い
う
の
が
ポ
ル
テ
ス
の

議
論
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

正
の
効
果
と
い
う
の
は
、
移
民
が
ホ
ス
ト
国
に
入
っ
て
い
っ
て
、
ス

ム
ー
ズ
に
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
で
き
る
、
ス
ム
ー
ズ
に
定
着
で
き
る
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
中
国
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
に
親
戚
と
か
友
達
を
頼
っ
て
行
っ
た
ら
何
が
い
い
こ

と
あ
る
か
と
い
う
と
、
英
語
が
で
き
な
く
て
も
生
活
が
で
き
る
。
と
く
に

医
療
英
語
は
す
ご
く
難
し
い
わ
け
で
す
。
私
も
一
度
ア
メ
リ
カ
で
、
体
調

が
悪
く
て
お
医
者
さ
ん
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
ま

ず
病
歴
を
聞
か
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
病
気
に
か
か
っ
た
こ
と
は
な
い
と
。

病
気
の
英
語
っ
て
す
ご
く
難
し
く
て
、
こ
っ
ち
は
頭
が
ガ
ン
ガ
ン
し
て
い

る
時
に
、
電
子
辞
書
を
叩
き
な
か
ら
、
あ
、
こ
れ
か
と
い
う
ふ
う
な
、
誰

か
助
け
て
く
だ
さ
い
と
い
う
ぐ
ら
い
辛
か
っ
た
わ
け
で
す
。
チ
ャ
イ
ナ
タ
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こ
れ
は
先
ほ
ど
の
南
イ
タ
リ
ア
の
家
族
の
問
題
も
そ
う
で
す
。
別
に
南

イ
タ
リ
ア
で
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
て
、
家

族
の
な
か
で
は
非
常
に
強
い
社
会
関
係
資
本
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が

家
族
を
超
え
て
い
か
な
い
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
議
論
で
は
、
家
族
経
営
が
南

イ
タ
リ
ア
で
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
超
え
て
い
か
な

い
と
い
う
と
こ
ろ
が
問
題
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
だ
け
で
み

れ
ば
、
非
常
に
高
い
レ
ベ
ル
の
結
束
型
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が

あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
同
じ
社
会
関
係
資
本
が
局
所

レ
ベ
ル
で
正
の
効
果
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
全
域
レ
ベ
ル
で
は
負
の

効
果
を
持
つ
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
き
ま
す
。

七
．
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン

　

も
う
一
回
復
習
し
ま
す
と
、
今
日
、
私
が
取
り
上
げ
た
い
三
つ
の
リ

サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
は
こ
れ
で
す
。

①
な
ぜ
同
じ
社
会
関
係
資
本
が
、
場
合
に
よ
っ
て
正
の
効
果
を
持
っ
た
り

負
の
効
果
を
持
っ
た
り
す
る
の
か
。

②
な
ぜ
同
じ
社
会
関
係
資
本
が
同
じ
人
に
正
の
効
果
だ
け
で
な
く
負
の
効

果
を
も
た
ら
す
の
か
。

③
な
ぜ
同
じ
社
会
関
係
資
本
が
局
所
レ
ベ
ル
で
正
の
効
果
を
持
ち
全
域
レ

ベ
ル
で
負
の
効
果
を
持
つ
の
か
。

　

こ
こ
で
ま
た
、
二
番
目
の
リ
サ
ー
チ
ク
エ
ス
シ
ョ
ン
と
し
て
、
そ
れ
で

は
な
ぜ
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン
が
持
っ
て
い
る
同
じ
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ

ピ
タ
ル
が
、
同
じ
人
に
正
の
効
果
だ
け
で
は
な
く
負
の
効
果
を
も
た
ら
す

の
か
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

六
．
局
所
的
効
果 
VS. 
全
域
的
効
果

　

次
に
三
番
目
と
し
ま
し
て
、
今
度
は
局
所
的
な
効
果
と
全
域
的
な
効
果

と
い
う
こ
と
で
す
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
議
論
で
い
え
ば
、
マ
フ
ィ
ア
の
話
に

な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
た
と
え
ば
日
本
の
や
く
ざ
で
も
そ
う
で
す
。
や

く
ざ
は
す
ご
い
結
束
型
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
持
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
組
に
対
す
る
忠
誠
と
い
う
の
が
非
常
に
あ
る
し
、
仲
間
意
識
も

強
い
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
高
い
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
あ
る

と
い
え
ま
す
。
そ
れ
が
や
く
ざ
の
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
は
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
や
く
ざ
組
織
の
持
っ
て

い
る
非
常
に
高
い
局
所
レ
ベ
ル
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
い
う
も

の
が
、
日
本
全
体
に
対
し
て
は
負
の
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。
や
く

ざ
同
士
の
抗
争
も
そ
う
だ
し
、
一
般
的
な
市
民
に
対
す
る
色
々
な
行
動
を

取
る
こ
と
で
カ
ネ
を
巻
き
上
げ
る
と
か
暴
力
行
為
に
走
る
と
か
。
で
す
の

で
、
や
く
ざ
組
織
の
な
か
だ
け
は
非
常
に
高
い
結
束
型
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
と
か
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
外
部
に
対
し
て
負
の
効
果

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。



四
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れ
ば
、
高
校
生
の
親
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
わ
け
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う

と
、
親
の
目
的
と
い
う
の
は
、
自
分
の
子
供
た
ち
を
監
督
す
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
社
会
的
閉
包
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
特
性
は
、
子
供
た
ち
に

対
す
る
情
報
交
換
す
る
機
会
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ

た
よ
う
に
、
親
の
関
係
が
な
い
と
自
分
の
子
ど
も
の
こ
と
し
か
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
親
の
間
に
関
係
が
あ
る
と
、
情
報
が
交
換
で
き
て
、
ほ
か
の
子

ど
も
の
こ
と
も
わ
か
る
と
。
ほ
か
の
子
ど
も
と
自
分
の
子
ど
も
が
何
を
し

て
い
る
の
か
が
わ
か
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
親
同
士
の
つ
な
が
り
は
高
校
生
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
望
ま

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
が
た
ば
こ
を
吸
っ
た
り
酒
を
飲
ん
だ
り
す

る
こ
と
が
ば
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
、
親
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
け
れ

ど
、
子
供
に
取
っ
て
は
ぜ
ん
ぜ
ん
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
、
バ
ー
ト
が
例
に
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
、

起
業
家
に
と
っ
て
も
望
ま
し
く
な
い
わ
け
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
起

業
家
と
い
う
の
は
、
利
潤
最
大
化
の
た
め
に
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン

ス
の
情
報
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
社
会
的
閉
包
だ
と
、

情
報
の
冗
長
性
が
高
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
に

関
す
る
情
報
を
得
る
こ
と
な
ど
を
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
場
合
が
あ

る
と
い
え
ま
す
。
で
す
の
で
、
目
的
が
違
う
か
ら
同
じ
社
会
関
係
資
本
が
、

あ
る
人
た
ち
に
は
プ
ラ
ス
の
効
果
を
持
つ
の
で
す
が
、
あ
る
人
た
ち
に
は

八
．
一
つ
の
解
答

　

話
は
非
常
に
単
純
で
、
効
用
関
数U

i

（SC, x

）
を
ち
ゃ
ん
と
考
え
ま

し
ょ
う
、
ま
た
は
行
為
者
の
目
的
を
考
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
効
果
と
い
う
の
は
、
最
終
的
に
は
個
人
に
対
す
る
効
果
に
な
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
を
き
ち
ん
と
と
ら
え
な
い
と
話
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
、
先
ほ
ど
の
よ
う
な
混
乱
が
起
き
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

当
該
行
為
者
の
目
的
の
違
い
と
い
う
の
は
、
経
済
学
的
に
考
え
れ
ば
、

効
用
関
数
の
形
が
違
う
と
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
の
を
明
確

に
す
れ
ば
、
議
論
は
も
う
少
し
す
っ
き
り
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
い

う
の
は
ｉ
さ
ん
の
持
っ
て
い
る
色
々
な
財
Ｘ
と
一
緒
に
そ
の
人
の
効
用
関

数
に
よ
っ
て
変
換
さ
れ
て
い
っ
て
、
プ
ラ
ス
の
効
果
を
持
っ
た
り
マ
イ
ナ

ス
効
果
を
持
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

九
．
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
①
に
対
す
る
解
答

　

話
は
非
常
に
単
純
で
す
。
ま
ず
は
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
①
と
い

う
の
は
な
ぜ
同
じ
社
会
関
係
資
本
が
場
合
に
よ
っ
て
正
の
効
果
を
持
っ
た

り
負
の
効
果
を
持
っ
た
り
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
答
え
は
身
も

蓋
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
要
す
る
に
、
人
々
は
違
う
目
的
を
持
っ
て
い
る
か

ら
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

先
ほ
ど
の
結
束
型
の
社
会
関
係
資
本
、
社
会
的
閉
包
を
例
に
あ
げ
て
み
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足
枷
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
た
め
に
、
初

め
は
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
、
だ
ん
だ
ん
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
タ
ウ

ン
の
社
会
関
係
資
本
が
負
の
効
果
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ

と
が
起
き
る
わ
け
で
す
。

十
一
．
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
③
に
対
す
る
解
答

　

三
番
目
の
話
は
、
な
ぜ
同
じ
社
会
関
係
資
本
が
局
所
レ
ベ
ル
で
正
の
効

果
を
持
つ
の
に
、
全
域
レ
ベ
ル
で
は
負
の
効
果
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
の
解
答
も
単
純
で
し
て
、
ロ
ー
カ
ル
な
組
織
や
集
団
、
や
く
ざ

組
織
と
か
マ
フ
ィ
ア
と
か
家
族
と
か
、
ま
た
企
業
で
も
い
い
で
す
。
と
く

に
日
本
の
企
業
の
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
企
業
犯
罪
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
別
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
な
い
わ
け

じ
ゃ
な
く
て
、
逆
に
、
企
業
の
な
か
で
非
常
に
強
い
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ

ピ
タ
ル
が
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
で
罪
を
犯
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
結
束
型
の
社
会
関
係
資
本
の
あ
る
よ
う
な
企

業
だ
と
、
な
か
な
か
反
対
の
声
が
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ

の
ま
ま
組
織
と
し
て
の
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で

す
。
そ
う
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
集
団
や
組
織
の
人
々
は
、
外
部
の
人
々
と
は

異
な
る
目
的
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
や
く
ざ
組
織
で
い
え

ば
、
や
く
ざ
組
織
の
目
的
と
い
う
の
は
、
や
く
ざ
組
織
の
メ
ン
バ
ー
間
の

相
互
扶
助
と
組
織
へ
の
貢
献
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
や
く
ざ
組
織
も
維

マ
イ
ナ
ス
の
効
果
を
持
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

十
．
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
②
に
対
す
る
解
答

　

二
番
目
の
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
は
、
な
ぜ
同
じ
社
会
関
係
資
本

が
同
じ
人
に
正
の
効
果
だ
け
で
は
な
く
て
負
の
効
果
を
も
た
ら
す
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
話
は
単
純
で
、
行
為
者
と
い
う
の
は
、
時
間
と

と
も
に
効
用
関
数
の
形
状
が
変
化
し
て
い
く
と
考
え
れ
ば
、
先
ほ
ど
の
混

乱
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
ホ
ス
ト
国

へ
の
移
民
と
い
う
も
の
を
考
え
た
時
に
、
も
と
も
と
は
そ
の
ホ
ス
ト
国
の

言
葉
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン
に
入
る
こ
と
で

い
ろ
ん
な
便
宜
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
初
め
は
、
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
タ
ウ
ン
の
人
た
ち
か
ら
サ
ポ
ー
ト
を
得
ら
れ
る
の
で
、
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
タ
ウ
ン
に
住
む
と
い
う
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

　

と
こ
ろ
が
、
何
年
か
住
ん
で
い
る
と
、
次
の
目
的
が
出
て
く
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
な
か
に
い
る
だ
け
で
は
よ
り
大
き
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
そ
の
外
へ
出
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
な

る
と
、
次
の
目
的
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン
の
外
に
あ
る
よ
り
よ
い
機

会
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
何
年
か
住
ん
で
い
て
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
と
、
な

か
な
か
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン
に
住
む
と
い
う
こ
と
で
、
逆
に
社
会
関
係
資
本
が
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つ
ま
り
、
な
ぜ
今
ま
で
効
用
関
数
と
い
う
こ
と
を
社
会
関
係
資
本
の
研
究

者
は
い
わ
な
か
っ
た
の
か
な
と
い
う
く
ら
い
単
純
な
話
で
、
コ
ロ
ン
ブ
ス

の
卵
み
た
い
な
も
の
な
の
で
す
が
、
唯
一
、
一
本
だ
け
あ
る
論
文
が
、
リ

ン
の
論
文
で
す
。
リ
ン
は
行
為
者
の
効
用
と
か
目
的
を
は
っ
き
り
さ
せ
な

い
と
、
社
会
関
係
資
本
の
概
念
と
い
う
の
は
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
話
を

し
て
い
ま
し
た
が
、
私
の
知
る
限
り
、
彼
以
外
、
そ
の
効
用
関
数
を
明
確

に
議
論
の
中
に
組
み
入
れ
て
い
る
人
は
お
ら
ず
、
も
と
も
と
は
社
会
関
係

資
本
と
い
う
の
が
、
方
法
論
的
個
人
主
義
を
超
え
る
形
で
出
て
き
た
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
ま
た
別
の
話
で
す
が
、
私
が
こ
の
概
念
に
接
し
た
時
に
、
な
ぜ

ア
ジ
ア
の
社
会
学
者
が
、
こ
れ
を
考
え
つ
か
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
思
い

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
人
間
関
係
が
す
ご
く
リ
ッ
チ
な
ア
ジ
ア
で
の
研
究
者
が
そ
れ
を
思

い
つ
か
な
い
で
、
欧
米
の
研
究
者
、
個
人
主
義
的
な
国
の
人
た
ち
の
中
で

社
会
関
係
資
本
と
い
う
の
が
出
て
き
た
の
か
と
い
う
と
、
や
っ
ぱ
り
そ
こ

に
は
個
人
主
義
で
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
出
て
き
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

　

そ
こ
ま
で
は
よ
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を
も
う
一
回
考
え
直
す
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
個
人
主
義
的
な
基
盤
を
つ
く
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
議
論
で
す
。
そ
の
た
め
に
効
用
関

数
と
い
う
の
を
出
し
て
き
た
の
で
す
が
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
の
は
、
社
会

持
さ
れ
て
、
自
分
も
上
に
上
が
っ
て
い
く
わ
け
で
、
下
か
ら
だ
ん
だ
ん
、

や
く
ざ
組
織
の
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
ー
の
上
に
上
が
っ
て
い
け
る
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
そ
こ
で
は
非
常
に
強
い
結
束
型
の
社
会
関
係
資
本
が
醸
成
さ

れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
や
く
ざ
組
織
の
外
に
い
る
一
般
的
な
市
民
と
い
う
も
の
の

目
的
は
何
か
と
い
う
と
、
ご
く
平
和
な
社
会
生
活
を
送
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

や
く
ざ
組
織
が
ど
ん
ど
ん
結
束
型
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
高
め
て

い
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
犯
罪
行
動
を
行
っ
て
い
く
と
、
非
常
に
外
部
の
人
々

の
迷
惑
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
負
の
効
果
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
の
で

す
。
つ
ま
り
、
や
く
ざ
組
織
の
高
い
レ
ベ
ル
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ

ル
が
、
そ
の
外
に
い
る
人
た
ち
に
は
負
の
効
果
を
も
た
ら
す
と
い
え
ま
す
。

　

こ
れ
を
別
の
と
こ
ろ
で
発
表
し
た
時
に
、
経
済
学
の
外
部
性
の
問
題
と

つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
中
で
は
正
の

効
果
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
外
で
は
負
の
外
部
性
を
持
っ
て
い
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
今
、
局
所
的
、
全
域
的
と
い

う
言
葉
よ
り
も
、
外
部
性
が
正
な
の
か
負
な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
整
理

し
た
ほ
う
が
い
い
か
な
と
少
し
思
い
始
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
日

は
こ
の
レ
ベ
ル
で
お
話
を
し
て
い
ま
す
。

十
二
．
結
論

　

最
後
に
ま
と
め
で
す
が
、
私
の
理
論
的
な
枠
組
は
、
非
常
に
単
純
で
す
。
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書
と
い
う
の
は
、
社
会
学
者
に
と
っ
て
は
資
源
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ

を
読
む
こ
と
で
社
会
関
係
資
本
の
こ
と
が
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
の
で
、

重
要
な
資
源
で
す
が
、
量
子
物
理
学
者
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
話
で
、

そ
ん
な
も
の
読
ん
で
も
量
子
物
理
学
の
こ
と
を
も
っ
と
わ
か
る
わ
け
は
な

い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
客
観
的
な
資
源
と
い
う
の
は
な
く
て
、
あ
る
も
の

が
資
源
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
の
目
的
と
か
効
用
関
数

に
よ
る
わ
け
で
す
。
で
す
の
で
、
こ
の
リ
ン
の
議
論
と
い
う
の
は
、
実
は

も
う
一
歩
根
本
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
る
こ
と
が
行
為
者
の
効
用

関
数
を
経
て
、
そ
の
行
為
者
の
資
源
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
構
造
的

間
隙
の
多
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
起
業
家
に
は
資
源
に
な
り
ま
す
が
、
親

に
は
資
源
に
な
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
社
会
的
な
閉
包
（
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
）

の
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
高
校
生
の
親
に
は
資
源
に
な
り
ま
す
が
、
起

業
家
に
は
資
源
に
な
ら
な
い
と
い
う
形
で
論
点
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
最
近
興
味
深
い
研
究
と
し
て
、
社
会
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
考
え
る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば

バ
ー
ト
が
『Structure H

oles

』
と
い
う
本
を
出
し
た
時
は
、
非
常
に

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
、
静
的
な
議
論
を
し
て
い
て
、
こ
の
起
業
家
は
こ
う
い

う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
る
か
ら
リ
タ
ー
ン
が
高
い
と
か
、
リ
タ
ー

ン
が
低
い
と
な
る
わ
け
で
す
。
で
も
、
起
業
家
だ
っ
て
そ
ん
な
バ
カ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
れ
は
ま
ず
い
な
と
思
っ
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
変
え

関
係
資
本
を
全
域
的
と
局
所
的
と
い
う
の
に
わ
け
て
、
も
う
一
つ
は
結
束

型
・
橋
渡
し
型
に
な
り
ま
す
と
、
経
験
的
に
は
全
域
的
で
結
束
的
と
い
う

の
は
ま
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
社
会
に
お
い
て
、
み
ん
な
が
み
ん
な
、

が
っ
ち
り
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
。
逆
に
局
所

的
な
橋
渡
し
型
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
な
い
な
と
思
い
ま
す
。
全
域
的
で

橋
渡
し
型
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
、
こ
れ
は
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
い
っ

た
北
イ
タ
リ
ア
が
典
型
例
で
す
。
局
所
的
で
結
束
型
と
い
う
の
は
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン
と
か
や
く
ざ
と
か
、
ま
た
は
山
岸
俊
男
さ
ん
の
視
点
か

ら
み
た
日
本
な
ど
で
す
。

　

た
だ
、
こ
れ
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
な
る
か
ど
う
か
と
い

う
の
は
、
や
は
り
行
為
者
の
目
的
、
つ
ま
り
、
効
用
関
数
に
よ
っ
て
変
換

さ
れ
て
い
か
な
い
と
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
ど
う
い
う
こ
と
が
応
用
と
し
て
使
え
る
か
と
い
う
と
、
先
ほ

ど
か
ら
何
回
も
申
し
上
げ
て
い
ま
す
が
、
社
会
関
係
資
本
と
い
う
も
の
の

概
念
を
よ
り
明
確
な
形
で
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
は
リ

ン
の
著
書
の
有
名
な
定
義
を
取
り
上
げ
ま
す
が
、
ま
ず
、
彼
は
社
会
関
係

資
本
を
資
源
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
い
い
ま
す
。
そ
れ
が
社
会
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
っ
て
、
行
為
者
に
よ
っ
て
あ
る
行
為
の

た
め
に
ア
ク
セ
ス
さ
れ
て
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
あ
る
も
の
が
資
源
に
な
る
か
ど
う
か
と
い

う
の
は
、
そ
の
人
の
効
用
関
数
に
よ
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
リ
ン
の
著
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な
っ
て
い
っ
た
ら
、
こ
れ
で
は
も
う
や
っ
て
い
け
な
い
か
ら
、
外
か
ら
人

を
引
っ
張
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
い
ろ
ん
な
専
門
家
を
引
っ
張
っ
て
き
て
、

か
つ
、
い
ろ
ん
な
企
業
と
取
引
を
す
る
こ
と
で
大
き
な
会
社
に
な
っ
て
い

く
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
造

そ
の
も
の
が
、
ど
ん
ど
ん
、
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
く
こ
と
で
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
高
ま
っ
て
い
っ
て
、
リ
タ
ー
ン
も
高
く
な
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
動
的
な
変
化
、
社
会
関
係
資
本
と
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

め
ぐ
る
動
的
変
化
も
分
析
の
対
象
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
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が
開
か
れ
る
の
か
と
い
う
疑
念
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

二
．
社
会
関
係
資
本
と
社
会
学
の
因
縁

　

こ
れ
に
は
、
根
拠
が
あ
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
意
義
が

あ
る
と
い
う
の
が
、
基
本
的
に
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
因
縁
と
い
う

言
い
方
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
根
拠
を
い
く
つ
か
み
て
み
ま
す
と
、
社

会
関
係
資
本
の
議
論
で
、
や
は
り
従
来
の
社
会
学
が
ず
っ
と
脈
々
と
行
っ

て
き
た
議
論
と
重
複
し
て
い
る
部
分
と
い
う
の
は
、
確
実
に
あ
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
そ
れ
を
三
つ
に
わ
け
て
み
ま
し
た
。

（
一
）
都
市
化
の
中
で
形
態
を
変
え
て
存
続
す
る
共
同
性
（
連
帯
）
と
そ

の
機
能

・
都
市
化
す
る
現
代
社
会
、
流
動
性
を
増
す
社
会
構
造

　

地
位
＝
役
割
概
念
図
式
へ
の
疑
問
、
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
の
も
と
で
の
有
機

的
連
帯
の
課
題
。

・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
パ
ラ
ダ
イ
ム

　

パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
不
定
形
な
社
会
構
造
の
把
握
。

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
社
会
人
類
学
的
都
市
研
究
（
ア
フ
リ

カ
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
研
究
が
中
心
）。

・W
ellm

an

（
一
九
七
九
）
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
解
放
論

・Fischer
（
一
九
七
五
）
の
下
位
文
化
論

「
社
会
関
係
資
本
を
う
み
だ
す
社
会
構
造
の
し
く
み
」

�

九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
　
教
授
　
三
隅
　
一
人

一
．
社
会
関
係
資
本
と
社
会
学
の
微
妙
な
関
係

　

社
会
関
係
資
本
は
、
そ
の
出
自
、
そ
し
て
展
開
に
お
い
て
、
社
会
学
と

深
い
関
係
に
あ
り
、
お
そ
ら
く
個
人
的
な
体
験
の
み
で
は
な
い
で
す
が
、

社
会
学
内
部
の
疑
問
や
反
発
と
い
う
の
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
社
会
関
係
資
本
で
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
何
か
新
し
い
こ
と

が
な
い
と
い
い
ま
す
か
、
社
会
学
が
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
議
論
し
て
き
た
こ

と
を
、
表
看
板
を
か
え
て
議
論
し
て
い
る
だ
け
に
み
え
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う
。「
意
味
の
あ
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
。
し
か
も
、

わ
ざ
わ
ざ
資
本
と
い
う
経
済
学
に
寄
り
添
う
よ
う
な
概
念
を
使
う
メ
リ
ッ

ト
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
隣
接
領
域
で
社
会
関
係

資
本
と
い
う
こ
と
で
や
れ
ば
、
社
会
学
観
点
と
い
う
の
を
満
た
し
た
よ
う

な
、
そ
う
い
っ
た
取
り
扱
い
す
ら
あ
る
の
で
は
な
い
か
」。
つ
ま
り
、
社

会
学
の
自
ら
の
学
問
的
な
足
場
を
危
う
く
し
か
ね
な
い
、
そ
う
い
う
概
念

を
あ
え
て
用
い
る
こ
と
で
、
社
会
学
に
ど
の
よ
う
な
新
し
い
理
論
的
領
域
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四
四
七

ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
次
に
み
る
、
い
わ
ゆ
る
ソ
シ
オ
セ
ン
ト

リ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
焦
点
を
置
い
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
溝
の
問

題
が
重
要
な
こ
と
と
し
て
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
、
細
か
く
は
い
い
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ

の
着
目
と
い
う
こ
と
が
、
ウ
ェ
ル
マ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
解
放
論
と
か
、

あ
る
い
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
下
位
文
化
論
、
都
市
化
す
な
わ
ち
社
会
解
体

と
い
い
ま
す
が
、
異
質
性
が
都
市
の
活
力
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
で
す
。
共
同
性
は
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ

る
と
い
う
解
体
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
都
市
と
い
う
全
体
性
に
も
っ
て

持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
り
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
と
ら
え

か
た
を
し
て
い
っ
た
り
、
流
動
性
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
抑
圧
的
な
側
面
か

ら
個
人
を
解
放
す
る
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
た
り
と
い
う
、
そ
う
い
う

少
し
大
き
な
議
論
も
関
係
し
て
き
ま
す
。

　

こ
の
あ
た
り
は
「
問
題
系
一
」
と
し
て
い
ま
す
が
、「
都
市
化
の
中
で

形
態
を
替
え
て
存
続
す
る
共
同
性
（
連
帯
）」
は
、
ど
う
い
う
社
会
的
機

能
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
よ
う
な
課
題
と
す
る
と
、
お
そ
ら
く
は

パ
ッ
ト
ナ
ム
の
議
論
、
個
人
に
落
と
し
て
い
う
と
、
先
ほ
ど
も
出
て
き
ま

し
た
が
、
リ
ン
の
地
位
達
成
に
お
い
て
人
と
の
関
係
が
、
あ
る
種
の
共
同

性
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
ブ
ル
デ
ュ
ー
の

階
級
と
い
う
こ
と
も
関
連
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
問
題
か
と
思
わ

れ
ま
す
。

問
題
系
一
：
都
市
化
の
中
で
形
態
を
変
え
て
存
続
す
る
共
同
性
（
連

帯
）
と
そ
の
機
能 

→ 

市
民
社
会
の
条
件
（
パ
ッ
ト
ナ
ム
）、
地
位

達
成
の
可
能
性
（
リ
ン
）、
階
級
へ
の
組
み
込
み
（
ブ
ル
デ
ュ
ー
）

　

一
つ
は
、
ざ
っ
く
り
い
え
ば
、
現
代
社
会
論
と
い
い
ま
す
か
、
と
り
わ

け
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
急
速
な
都
市
化
で
あ
り
産
業
化
で
あ
り
、
そ
の

な
か
で
流
動
性
を
増
す
社
会
構
造
の
現
状
で
す
。
従
来
的
な
社
会
構
造
の

把
握
と
し
て
は
、
地
位
と
役
割
の
セ
ッ
ト
の
よ
う
な
こ
と
で
、
人
類
学
か

ら
移
入
し
て
き
た
概
念
セ
ッ
ト
で
深
く
み
て
い
く
と
い
う
、
先
ほ
ど
出
た

パ
ー
ソ
ン
ズ
な
ど
が
そ
の
一
つ
の
集
大
成
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ

で
は
ど
う
も
と
ら
え
き
れ
な
い
現
実
の
動
き
で
す
。
都
市
化
と
い
う
点
で

は
、
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
論
と
い
う
の
が
社
会
学
の
な
か
で
は
あ
り
ま
す
が
、

基
本
的
に
は
、
都
市
、
す
な
わ
ち
社
会
解
体
と
い
う
枠
組
で
み
よ
う
と
し

ま
す
。
そ
こ
で
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
に
い
え
ば
、
有
機
的
連
帯
と
い
う
の
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
と
い
っ
た
課
題
を
背
負
っ
て
き

た
こ
と
は
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
な
か
で
、
社
会
関
係
資
本
に
直
接
つ
な
が
っ
て
く
る
も
の
と
し
て

出
て
き
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
で

す
。
こ
れ
が
後
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
に
つ
な
が
っ
て
い
く
流
れ
で
あ
り
、

重
要
な
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
基
本
的
に
パ
ー
ソ
ナ
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析
が
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
社
会
関
係
資
本
で
は
、
コ
ー
ル
マ

ン
の
議
論
あ
る
い
は
バ
ー
ト
の
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ラ
ル
ホ
ー
ル
ズ
の
議
論
が

も
ち
ろ
ん
直
接
関
係
し
て
き
ま
す
。「
問
題
系
二
」
と
し
て
い
え
ば
、
人

び
と
の
集
ま
り
、
と
り
わ
け
関
係
の
形
式
的
な
集
積
が
生
み
出
す
創
発
的

効
果
、
機
能
と
い
う
と
ら
え
か
た
も
あ
り
得
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

う
い
っ
た
し
く
み
の
観
点
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
ブ
ラ
ウ
の
引
用
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
こ
の
文
脈
で
は
わ

り
と
す
っ
ぽ
り
抜
け
落
ち
が
ち
な
こ
と
で
、
こ
れ
は
後
の
話
に
、
少
し
伏

線
的
に
つ
な
が
り
ま
す
。

（
三
）
社
会
関
係
の
意
味
的
な
し
く
み

・
社
会
関
係
の
意
味
根
拠
、「
社
会
（
有
意
味
他
者
）」
の
発
現

　

直
接
観
察
で
き
な
い
類
型
的
認
識
と
し
て
の
社
会
関
係
、
そ
の
制
度
化
。

・
役
割
と
そ
の
制
度
化

・〈
わ
れ
わ
れ
〉
関
係
（Schutz 1962

）

　

シ
ン
ボ
ル
（
間
接
呈
示
関
係
）
の
働
き
に
よ
る
、
対
面
関
係
（
日
常
生

活
の
現
実
）
を
越
え
る
仲
間
の
把
握
。

・
社
会
（
資
本
主
義
）
の
身
体
化

　

界
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
（Bourdieu and W

acquant 1992

）

（
二
）
人
び
と
の
集
ま
り
が
生
み
だ
す
創
発
的
効
果
の
し
く
み

・
社
会
的
磁
場
の
働
き
（
場
の
理
論
）
を
と
ら
え
る
ソ
シ
オ
メ
ト
リ
ー

・
ホ
ー
ソ
ン
実
験
：
第
一
次
集
団
の
再
発
見

・
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析

　

選
択
や
相
互
作
用
に
も
と
づ
く
ソ
シ
オ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
分
析
、
そ
れ
に
よ
る
集
団
内
（
な
い
し
集
団
間
）
関
係
構
造
の
把

握
。

・Blau

（
一
九
七
七
）
の
マ
ク
ロ
社
会
構
造
論

問
題
系
二
：
人
び
と
の
集
ま
り
（
関
係
の
形
式
的
集
積
）
が
生
み
だ

す
創
発
的
効
果
（
な
い
し
機
能
）
の
し
く
み 

↔ Colem
an

の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
閉
包
、Burt

の
構
造
的
空
隙
（

↔ 

抜
け
落
ち
る

Blau

）

　

次
に
、
も
う
少
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
は
、

レ
ヴ
ィ
ン
の
場
の
理
論
を
前
提
に
し
て
、
ソ
シ
オ
メ
ト
リ
ー
と
い
う
手
法

の
展
開
が
あ
り
、
そ
れ
も
使
い
な
が
ら
の
ホ
ー
ソ
ン
実
験
と
い
う
非
常
に

著
名
な
実
験
研
究
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
の
第
一
次
集
団
の
再
発

見
と
い
う
こ
と
で
、
先
ほ
ど
も
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
ソ
シ
オ
セ
ン
ト

リ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
注
目
し
て
、
そ
の
集
団
内
あ
る
い
は
集
団
間

の
関
係
構
造
を
み
て
い
こ
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
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四
四
九

も
の
と
理
解
し
て
い
ま
す
が
、
社
会
関
係
資
本
と
し
て
連
帯
の
よ
う
な
も

の
を
考
え
て
い
く
と
き
に
は
、
や
は
り
こ
う
し
た
論
点
と
い
う
の
が
無
視

し
が
た
い
も
の
と
し
て
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
い
は
逆
に
、
社
会
の
身
体
化
の
よ
う
な
側
面
。
こ
れ
は
ブ
ル

デ
ュ
ー
が
社
会
関
係
資
本
の
な
か
で
も
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
、
社
会
関

係
が
あ
る
資
本
の
獲
得
と
い
う
と
き
に
意
味
を
も
つ
と
い
う
の
が
ど
う
い

う
界
と
い
い
ま
す
か
、
ど
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
そ
う
な
の
か
。
あ
る
い

は
ど
の
よ
う
な
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
い
う
あ
る
種
の
感
性
を
も
っ
て
い
る
と
き

に
パ
ッ
と
つ
か
ん
で
、
そ
れ
を
資
本
と
し
て
使
え
る
力
に
な
る
の
か
と
い

う
直
接
的
な
関
係
性
を
も
っ
て
い
る
話
と
し
て
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

三
．
社
会
関
係
資
本
の
理
論
的
焦
点

　

今
み
て
き
た
よ
う
な
因
縁
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
総
合
的
に
考
え

る
と
「
連
帯
と
階
層
の
視
点
か
ら
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ソ

シ
オ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
統
合
的
に
と
ら
え
る
枠
組
み
の

可
能
性
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
最
初
に
出
し
た
理
論
的
な
可
能
性
、
社

会
学
に
お
け
る
そ
の
可
能
性
と
い
う
の
は
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
焦

点
を
一
言
で
い
う
と
「
創
発
価
値
を
生
む
社
会
構
造
の
し
く
み
」
と
な
る

の
で
は
な
い
か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

た
だ
社
会
関
係
資
本
は
、
焦
点
が
こ
の
あ
た
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

指
し
示
す
だ
け
の
比
喩
的
な
概
念
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
私
の
基
本
的
な
と

問
題
系
三
：
社
会
関
係
の
意
味
的
な
し
く
み
（
マ
イ
ク
ロ
・
マ
ク

ロ
・
リ
ン
ク
） 

↔ 

文
化
資
本
を
中
心
と
し
たBourdieu

の
議
論

は
あ
る
が
、
全
体
的
に
弱
い
論
点
。

　

最
後
に
、
こ
れ
は
今
回
と
り
わ
け
や
や
軽
め
に
ふ
れ
て
と
思
っ
て
き
た

と
こ
ろ
で
、
い
ち
お
う
ま
と
め
て
お
り
ま
す
。
も
う
少
し
意
味
論
的
と
い

い
ま
す
か
、
社
会
関
係
の
意
味
根
拠
と
か
あ
る
い
は
社
会
の
発
現
の
よ
う

な
わ
り
と
根
源
的
な
問
題
と
、
社
会
関
係
資
本
と
社
会
学
と
い
う
の
は
、

や
は
り
因
縁
を
も
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

友
人
関
係
と
か
夫
婦
関
係
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
に
つ
い
て
わ
れ
わ

れ
は
概
念
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
友
人
関
係
を
直
接
観
察
す
る

と
い
う
の
は
、
実
は
非
常
に
難
し
い
で
し
ょ
う
。
本
来
的
に
観
念
的
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
ど
こ
か
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ

を
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
関
係
の
制
度
化
と
い
う
も
の
を

ど
の
よ
う
に
概
念
化
し
て
い
く
の
か
、
分
析
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と

が
か
か
わ
っ
て
き
ま
す
。
先
ほ
ど
の
役
割
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
う
一
つ

の
試
み
で
は
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
。
そ
こ
に
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
現
象

学
の
シ
ュ
ッ
ツ
の
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
関
係
。
こ
れ
は
友
人
と
い
う
非
常
に

具
体
的
に
わ
か
る
も
の
の
類
推
で
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
よ
う
な
抽
象
的
な

連
帯
関
係
と
い
う
の
を
築
い
て
い
け
る
と
い
う
能
力
を
論
じ
よ
う
と
し
た
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こ
の
社
会
関
係
資
本
の
も
と
で
の
多
様
な
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う

形
で
も
、
こ
う
し
た
方
法
論
的
課
題
に
挑
戦
し
な
が
ら
、
先
ほ
ど
の
よ
う

な
理
論
的
可
能
性
を
伸
ば
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

五
．
社
会
関
係
資
本
と
関
係
基
盤

・
類
型
的
認
識
を
基
礎
づ
け
て
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
・

維
持
を
効
率
化
す
る
コ
ネ
ク
タ
と
し
て
、
ま
た
、
社
会
関
係
資
本
の
蓄

積
場
で
あ
る
ソ
シ
オ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
指
標
と
し
て
。

定
義
一　
　

関
係
基
盤
と
は
、
紐
帯
の
形
成
・
維
持
の
基
盤
と
な
る
共
有

さ
れ
た
属
性
で
あ
る
。

公
理
一
ａ　

関
係
基
盤
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
一
つ
の
ソ
シ
オ
セ
ン
ト

リ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
つ
。

公
理
一
ｂ　

関
係
基
盤
は
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
関
係
を
間

接
呈
示
す
る
。

定
義
二　
　

社
会
関
係
資
本
と
は
、
行
為
者
に
収
益
を
生
み
だ
す
よ
う
な

す
べ
て
の
社
会
構
造
資
源
で
あ
る
。（Colem

an 1990,　

三

隅　

二
〇
一
三
）

公
理
二　
　

社
会
関
係
資
本
は
、
社
会
構
造
内
の
ソ
シ
オ
セ
ン
ト
リ
ッ

ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
る
。

ら
え
か
た
で
、
で
は
具
体
的
に
そ
の
し
く
み
と
い
う
の
は
ど
う
な
の
だ
ろ

う
、
と
い
う
と
き
に
、
社
会
学
の
い
ろ
い
ろ
な
議
論
の
な
か
に
そ
う
し
た

ヒ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
あ
る
い
は
実
際
の
枠
組
と
い
う
の
は
散
在
し
て
い

る
よ
う
な
と
こ
ろ
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

ど
こ
に
ど
う
注
目
す
る
か
で
、
い
ろ
い
ろ
な
使
わ
れ
方
を
す
る
が
ゆ
え

に
、
概
念
的
な
多
義
性
と
い
う
の
が
つ
い
て
回
る
わ
け
で
す
が
、
逆
に
そ

こ
を
う
ま
く
使
え
ば
、
理
論
統
合
の
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
比
喩
的
概
念
に
頼
っ
て
は
し
か
た
が
な
い
の
で
、
何
か
資
本
と

し
て
の
蓄
積
の
し
く
み
に
、
も
う
少
し
実
証
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く

た
め
の
補
助
概
念
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

四
．
関
連
す
る
方
法
論
的
課
題

　

パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
と
ソ
シ
オ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
・
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
分
析
と
の
間
に
は
溝
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
私
は
連
帯
と
い

う
こ
と
を
考
え
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
わ
り
と
大
規
模
社
会
で
、
や
っ

ぱ
り
ソ
シ
オ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
の
を
考
え
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
計
測
が
非
常
に
困
難
だ
と
い
う
問
題
が
あ
り
、

こ
れ
は
個
人
デ
ー
タ
か
ら
も
直
接
的
に
は
な
か
な
か
正
確
な
意
味
で
は
描

き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

一
つ
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
の
研
究
と
い
う
の
が
出
て

き
て
お
り
、
こ
の
あ
た
り
が
突
破
口
に
な
る
の
か
な
と
思
う
の
で
す
が
、
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者
に
収
益
を
生
み
だ
す
よ
う
な
す
べ
て
の
社
会
構
造
資
源
」
と
い
う
、

コ
ー
ル
マ
ン
に
準
じ
た
定
義
で
あ
っ
さ
り
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で

も
重
要
な
仮
定
と
し
て
「
社
会
関
係
資
本
は
、
社
会
構
造
内
の
ソ
シ
オ
セ

ン
ト
リ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
る
」
と
い
う
、
こ
れ

も
仮
定
と
し
て
置
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
概
念
枠
組

を
整
え
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
の
話
を
も
と
に
、
こ
の
関
係
資
本
と
関
係
基
盤
の
関
係
を
い
く
つ

か
整
理
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
個
人
が
個
々
の
紐
帯
を
形
成
し
た
り
維
持

し
た
り
す
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
資
源
を
投
入
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
基

本
的
に
は
関
係
基
盤
へ
の
投
資
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
同
窓
生
と
親
し

く
つ
き
あ
う
と
い
う
の
は
、
同
窓
関
係
基
盤
と
い
う
基
盤
へ
の
投
資
と
し

て
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
関
係
基
盤
に
対
応
す
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
で
は
、
そ
う
し
た
投
資
に
よ
っ
て
、
何
か
の
相
互
行
為
が
刺
激

さ
れ
た
り
し
な
が
ら
、
あ
る
種
の
価
値
蓄
積
を
促
進
す
る
よ
う
な
効
果
を

も
つ
で
し
ょ
う
し
、
投
資
者
自
身
の
流
通
価
値
へ
の
到
達
可
能
性
を
高
め

る
と
い
う
意
味
合
い
を
も
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

絵
的
に
は
図
表
２
の
よ
う
な
感
じ
で
す
。
Ｚ
と
い
う
人
が
自
分
だ
と
す

る
と
、
関
係
に
何
か
資
源
投
入
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
基
盤
Ａ
と
い
う
、

こ
こ
に
実
際
は
投
資
を
し
て
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
ず
っ
と
何
か
情

報
が
欲
し
い
と
い
う
と
き
に
伝
わ
っ
て
い
っ
て
、
Ｘ
３
と
い
う
人
か
ら
何

か
有
益
な
情
報
が
流
れ
て
く
る
と
か
、
こ
う
い
っ
た
感
じ
で
価
値
の
創
出

　

そ
れ
で
私
な
り
の
一
つ
の
試
み
を
お
示
し
す
る
と
い
う
の
が
後
半
の
話

で
す
。
関
係
基
盤
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
類
型
的
な
認

識
、
関
係
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
し
た
が
、

こ
れ
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
形
成
・
維
持
を
効
率
化
す
る
コ
ネ
ク
タ
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

ま
た
、
社
会
関
係
資
本
の
蓄
積
場
で
あ
る
ソ
シ
オ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
・
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
指
標
と
し
て
も
考
え
得
る
よ
う
な
概
念
と
し
て
。
定
義
と
し

て
は
、
紐
帯
の
形
成
・
維
持
の
基
盤
と
な
る
共
有
属
性
と
い
う
形
で
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
公
理
と
い
う
と
ち
ょ
っ
と
大
げ
さ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
二

つ
ほ
ど
あ
げ
て
い
ま
す
。
と
く
に
公
理
一
ａ
の
ほ
う
が
重
要
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
関
係
基
盤
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
一
つ
の
ソ
シ
オ

セ
ン
ト
リ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
理
論
的
仮
定
と

し
て
考
え
る
と
い
う
の
が
私
の
フ
レ
ー
ム
の
特
徴
に
な
り
ま
す
。
た
と
え

ば
小
学
校
の
同
窓
と
い
う
の
が
一
つ
の
関
係
基
盤
に
な
り
ま
す
。
Ａ
小
学

校
と
い
う
同
窓
生
に
つ
い
て
は
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
わ
り
と
は
っ
き
り

す
る
わ
け
で
、
そ
の
全
員
か
ら
な
る
ソ
シ
オ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
い
う
の
を
定
義
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
対
応
す
る
一
つ
の
ソ
シ
オ

セ
ン
ト
リ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
つ
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味

で
す
。
極
端
な
話
、
日
本
人
と
い
う
一
つ
の
ソ
シ
オ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
社
会
関
係
資
本
は
「
行
為
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二

を
刺
激
し
つ
つ
、
そ
れ
の
ア
ク
セ
ス
を
高
め
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う

イ
メ
ー
ジ
で
お
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
関
係
基
盤
が
社
会
関
係
資
本
の
投
資
を
効
率
化
す
る
側
面

に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
関
係
基
盤
の
代
表
団

体
、
同
窓
会
の
よ
う
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
へ
の
参
加
等
を
通
じ
て
、

そ
こ
に
関
係
す
る
紐
帯
を
ひ
と
か
ら
げ
に
維
持
・
管
理
し
や
す
く
な
る
よ

う
な
、
あ
る
種
の
効
率
性
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
と
、
投
資
と
い
っ
て
も
、
あ
る
種
の
時
間
リ
ズ
ム
が
非
常
に
重
要

で
、
た
く
さ
ん
の
人
間
関
係
を
い
つ
も
活
性
化
し
て
保
つ
と
い
う
こ
と
は

大
変
な
こ
と
で
す
。
必
要
な
と
き
に
必
要
な
関
係
を
引
っ
張
り
出
し
て
き

て
リ
ズ
ム
を
う
ま
く
つ
く
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

関
係
基
盤
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
や
す
く
な

り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
も
や
は
り
紐
帯
の
貯
蔵
と
か
蘇
生
と
い
う
言
い
方

を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
効
率
化
が
図
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
と
個
人
が
多
様
な
関
係
基
盤
に
関
与
す
る
と
い
う
、
と
り
わ
け
現

代
社
会
で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
多
様
性
が

あ
り
ま
す
の
で
、
特
定
の
関
係
基
盤
に
投
資
を
し
て
も
、
別
の
人
が
、
ど

こ
か
で
い
ろ
い
ろ
な
基
盤
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
生
じ
ま
す

の
で
、
機
会
費
用
、
オ
ポ
チ
ュ
ニ
テ
ィ
コ
ス
ト
が
削
減
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
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六
．
個
人
を
起
点
と
し
た
関
係
基
盤
の
多
様
性

　

こ
の
多
様
性
と
い
う
概
念
は
重
要
な
の
で
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
説
明
し

て
い
ま
す
。
個
人
が
関
与
す
る
関
係
基
盤
の
多
様
性
と
い
う
の
は
、
図
表

３
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
人
自
身
が
弱
い
紐
帯
と
な
っ
て
、
あ
る
意
味
の

橋
渡
し
的
な
資
本
蓄
積
に
関
わ
る
蓋
然
性
を
表
す
指
標
と
な
り
得
る
と
と

ら
え
て
い
ま
す
。
私
の
図
式
で
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
い
っ
て
い
ま
す

が
、
実
際
は
こ
の
関
係
基
盤
が
分
析
焦
点
な
の
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
こ

の
上
に
あ
る
と
い
う
想
定
が
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
な
お
か
つ
、
こ
の

な
か
で
社
会
関
係
資
本
が
蓄
積
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
想
定
を
し
て
い

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
Ｘ
さ
ん
を
起
点
と
し
て
、
二
つ
の
基
盤
が
重

な
る
時
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
描
け
ば
こ
ん
な
絵
に
な
り
ま
す
か
ら
、
ブ

リ
ッ
ジ
と
い
う
概
念
、
若
干
使
い
づ
ら
い
の
で
す
が
、
少
し
拡
大
解
釈
し

て
、
ど
の
よ
う
な
関
係
基
盤
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
か
と
い
う
問

題
も
あ
る
の
で
。
Ａ
の
ほ
う
で
流
通
し
て
い
る
結
束
型
の
社
会
関
係
資
本

と
、
Ｂ
の
ほ
う
の
資
本
が
あ
る
と
き
に
、
こ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
か
ど
う
か

と
い
う
と
き
に
は
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
別
の
世
界
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
と
パ

ブ
リ
ッ
ク
な
の
で
、
自
分
の
な
か
で
つ
な
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

や
は
り
起
こ
り
得
ま
す
。
し
た
が
っ
て
自
分
の
な
か
の
二
つ
エ
ゴ
（
図
表

３
の
左
上
）、
こ
の
間
を
、
こ
こ
は
つ
な
い
で
も
い
い
と
思
う
か
ど
う
か

と
い
う
と
こ
ろ
に
ブ
リ
ッ
ジ
の
概
念
を
少
し
拡
張
し
て
持
ち
込
め
ば
、
関

係
基
盤
の
間
の
ブ
リ
ッ
ジ
の
よ
う
な
使
い
方
と
い
う
の
も
、
あ
な
が
ち
で
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「
主
要
変
数
」

・
関
係
基
盤
の
多
様
性
：
友
人
の
関
係
基
盤
数
、
お
よ
び
、
参
加
団
体
数
。

全
般
的
な
結
束
型
お
よ
び
橋
渡
し
型
投
資
の
指
標

・
近
隣
投
資
：
五
項
目
の
近
隣
活
動
頻
度
の
合
計
点
。
近
隣
関
係
基
盤
の

結
束
型
投
資
の
指
標

・
金
銭
リ
タ
ー
ン
：
金
銭
の
被
助
力
経
験
（
お
金
の
貸
借
や
保
証
人
：
家

族
以
外
、
五
年
以
内
）

・
情
報
リ
タ
ー
ン
：
情
報
の
被
助
力
経
験
（
仕
事
・
進
学
・
健
康
・
生
活

設
計
に
関
わ
る
情
報
や
助
言
：
家
族
以
外
、
五
年
以
内
）

　

以
上
の
よ
う
な
枠
組
で
、
分
析
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
と

こ
ろ
ま
で
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査
で
す
か
ら
、

あ
ま
り
厳
密
に
は
科
学
的
デ
ー
タ
と
し
て
は
使
え
ま
せ
ん
が
、
い
ち
お
う

モ
ニ
タ
ー
さ
ん
か
ら
ラ
ン
ダ
ム
で
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
た
調
査
デ
ー
タ
で
す
。

細
か
く
は
い
い
ま
せ
ん
が
、
主
要
変
数
と
し
て
関
係
基
盤
の
多
様
性
と
い

う
ふ
う
に
、
さ
っ
き
い
っ
た
も
の
は
、
実
際
に
は
友
人
の
関
係
基
盤
。
で

す
か
ら
先
ほ
ど
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
の
話
、
あ
れ
は
職
業
と

い
う
こ
と
に
限
定
し
て
い
ま
す
け
ど
、
そ
れ
を
い
わ
ば
も
う
少
し
一
般
化

し
た
概
念
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
け
ば
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
い

う
縁
で
知
り
合
い
ま
し
た
か
と
い
う
、
結
局
、
そ
う
い
う
質
問
を
し
て
、

そ
こ
で
出
て
き
た
縁
、
こ
れ
が
何
種
類
あ
っ
た
か
と
い
う
、
そ
の
数
が
こ

き
な
く
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
そ
の
ま
ま
言
葉
と
し
て
使
っ
て
お
り

ま
す
。

　

結
束
型
の
社
会
関
係
資
本
は
第
一
義
的
に
、
単
一
の
関
係
基
盤
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
内
の
ク
リ
ー
ク
で
蓄
積
さ
れ
る
で
し
ょ
う
し
、
橋
渡
し
と
い
う
の

は
、
そ
の
ク
リ
ー
ク
間
で
蓄
積
さ
れ
る
と
考
え
て
い
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
よ
り
抽
象
度
の
高
い
（
高
次
の
）
関
係
基
盤
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
よ
り

具
体
的
な
（
低
次
の
）
関
係
基
盤
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
包
含
す
る
」
よ
う
な

関
係
に
な
り
ま
す
。
社
会
構
造
と
い
う
の
は
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、

「
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
と
レ
ベ
ル
の
関
係
基
盤
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
重
層
・
複

合
」
が
つ
く
る
姿
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
ま
す
。

　

一
つ
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
高
次
の
関
係
基
盤
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け

る
連
帯
の
よ
う
な
結
束
型
蓄
積
を
考
え
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
自
ず
と
結

束
型
と
橋
渡
し
型
の
調
整
問
題
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
具
体
的
な
レ

ベ
ル
の
結
束
型
の
社
会
関
係
資
本
を
つ
な
い
で
い
く
と
い
う
の
が
橋
渡
し

の
課
題
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

七
．
例
解
│
デ
ー
タ
検
証

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査
：
楽
天
リ
サ
ー
チ
の
九
州
在
住
二
五
～
五
五
歳

モ
ニ
タ
ー
か
ら
無
作
為
抽
出
（
計
画
標
本
六
〇
〇
〇
、
性
別
均
等
割
当
）。

二
〇
一
二
年
十
一
～
十
二
月
実
施
。
有
効
回
答
九
七
〇
（
回
収
率
十
六
・

二
％
）。
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こ
で
の
多
様
性
で
す
。

　

そ
れ
と
、
参
加
団
体
の
数
を
み
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
と
く
に
橋
渡
し
を

と
ら
え
る
か
な
と
思
う
の
で
す
が
、
さ
っ
き
い
っ
た
よ
う
な
意
味
で
。
結

束
型
の
面
も
含
ま
れ
ま
す
が
、
あ
る
種
の
投
資
の
指
標
の
一
つ
で
す
。
ま

た
、
近
隣
投
資
と
い
う
の
を
つ
く
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
も
み
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
近
隣
の
活
動
を
五
項
目
示
し
て
、
そ
の
合
計
点
を
使
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
リ
タ
ー
ン
と
呼
べ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
金
銭
の
被
助
力
経
験
、

こ
れ
は
お
金
の
貸
借
や
保
証
人
と
し
て
何
か
を
得
た
こ
と
は
あ
る
か
。
家

族
以
外
の
人
か
ら
五
年
以
内
に
そ
う
い
う
経
験
が
あ
る
か
ど
う
か
。
情
報

に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
、
こ
の
二
つ
を
み
て
い
ま
す
。

（
一
）
友
人
関
係
基
盤
の
投
資
率
と
リ
タ
ー
ン
率

　

こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
基
盤
の
友
人
保
有
率
、
団
体
の
ほ
う
は
み
て

い
ま
せ
ん
が
、
友
人
の
あ
る
種
の
投
資
傾
向
、
そ
れ
と
非
助
力
率
、
こ
れ

が
リ
タ
ー
ン
に
相
当
し
ま
す
。
投
資
の
高
い
ほ
う
か
ら
左
、
ず
っ
と
並
べ

て
き
て
い
ま
す
。

　

実
質
的
な
こ
と
よ
り
は
、
当
該
の
社
会
構
造
に
お
い
て
、
社
会
関
係
資

本
の
観
点
か
ら
、
顕
在
的
な
関
係
基
盤
は
何
な
の
か
。
こ
こ
で
い
え
ば
、

や
は
り
親
戚
と
い
う
血
縁
が
非
常
に
セ
イ
リ
ア
ン
ト
に
み
え
ま
す
し
、
ま

た
、
職
場
関
係
と
い
う
の
も
意
外
と
投
資
率
も
高
い
し
、
リ
タ
ー
ン
率
も

高
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
い
く
つ
か
、
と
く
に
情
報
の
ほ
う
は
出
て
き
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て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
少
し
セ
イ
リ
ア

ン
ト
な
基
盤
の
布
置
連
関
の
よ
う
な
も
の
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
け
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
二
）
友
人
関
係
基
盤
の
投
資
効
率

　

こ
れ
が
投
資
効
率
と
い
う
、
つ
ま
り
、
各
関
係
基
盤
の
友
人
保
有
者

（
投
資
者
）
の
な
か
の
、
被
助
力
と
い
う
比
率
で
み
た
場
合
と
い
う
、
単

純
な
割
り
算
で
す
が
、
そ
れ
で
み
る
と
ど
の
よ
う
な
具
合
か
と
い
う
こ
と

を
み
て
い
ま
す
。
や
は
り
セ
イ
リ
ア
ン
ト
と
い
う
点
で
も
、
と
り
わ
け
あ

る
種
の
投
資
効
率
と
い
う
こ
と
を
加
味
し
た
と
き
の
様
子
を
、
こ
ん
な
ふ

う
に
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
わ
け
で
す
。

（
三
）
リ
タ
ー
ン
の
規
定
因

　

そ
れ
と
リ
タ
ー
ン
の
規
定
因
と
し
て
、
社
会
構
造
の
ど
の
よ
う
な
関
係

基
盤
特
性
が
、
社
会
関
係
資
本
の
リ
タ
ー
ン
を
規
定
し
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
で
、
さ
き
ほ
ど
導
入
し
た
関
係
基
盤
の
多
様
性
、
友
人
、
団
体
、
近

隣
投
資
と
、
ひ
と
ま
ず
こ
う
い
っ
た
も
の
と
年
齢
、
教
育
、
性
別
を
入
れ

た
も
の
で
、
二
項
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
す
が
、
簡
単
な
分
析
を
試
み
た
も

の
で
す
。
つ
ま
り
、
多
様
性
と
い
う
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
金
銭
の
ほ
う
は

友
人
だ
け
で
す
が
、
リ
タ
ー
ン
率
を
高
め
る
方
向
で
効
果
を
も
っ
て
い
ま

す
。
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近
隣
投
資
で
も
、
と
く
に
金
銭
の
ほ
う
が
出
て
い
ま
す
。
近
隣
か
ら
お

金
を
借
り
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
ケ
ー
ス
数
が
少
な
い
の
で
す
が
、

や
は
り
何
か
独
立
の
効
果
を
も
つ
と
い
う
の
は
、
な
に
か
し
ら
地
域
社
会

の
あ
る
種
の
信
頼
の
水
準
の
よ
う
な
も
の
が
、
親
戚
か
ら
の
金
銭
リ
タ
ー

ン
に
、
関
係
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
か
な
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ

る
よ
う
な
結
果
で
す
。

八
．
社
会
関
係
資
本
の
関
係
基
盤
論
の
特
徴

　

以
上
の
よ
う
な
形
で
、
い
わ
ゆ
る
社
会
関
係
資
本
の
関
係
基
盤
論
と
い

う
言
い
方
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
特
徴
を
お
さ
ら
い
し
ま

す
。

　

ソ
シ
オ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
社
会
関
係
資
本
の
蓄
積
場

を
想
定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
関
係
基
盤
に
則
し
て
、
複

合
的
、
重
層
的
に
構
成
す
る
社
会
構
造
を
想
定
し
ま
す
。
こ
の
大
枠
の
理

論
的
な
想
定
の
も
と
に
、
関
係
基
盤
の
多
様
性
、
投
資
リ
タ
ー
ン
の
よ
う

な
、
経
験
的
操
作
化
が
可
能
な
概
念
で
、
資
本
蓄
積
に
か
か
わ
る
社
会
構

造
の
し
く
み
を
特
定
し
ま
す
。
そ
し
て
今
の
よ
う
な
分
析
を
進
め
て
い
く

よ
う
な
こ
と
で
す
。
た
だ
、
こ
こ
で
い
え
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
社
会
関

係
資
本
の
存
在
を
前
提
に
す
る
と
、
一
貫
し
て
デ
ー
タ
を
説
明
で
き
る
、

あ
る
い
は
一
貫
し
て
説
明
で
き
る
デ
ー
タ
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
、

そ
の
意
味
で
も
社
会
関
係
資
本
そ
の
も
の
の
研
究
と
い
う
の
は
非
常
に
難
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ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
ど
う
い
う
補
助
概
念
を
つ
く
っ
て
蓄
積
プ
ロ
セ
ス
を

よ
り
具
体
的
に
実
証
的
に
扱
え
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
き
出
し
て
い
く

か
と
い
う
競
合
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
関
係
基
盤
と
い
う
の
は
、

そ
の
一
つ
の
例
解
と
し
て
、
何
か
刺
激
に
な
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
お
示
し

を
い
た
し
ま
し
た
。
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三
隅
一
人
（
二
〇
一
三
）『
社
会
関
係
資
本
―
理
論
統
合
の
挑
戦
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
。

し
い
と
私
は
考
え
て
い
て
、
そ
れ
を
生
み
出
す
社
会
構
造
の
し
く
み
に
主

眼
を
置
く
ほ
う
が
生
産
的
で
は
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
で
す
。

九
．
お
わ
り
に

　

社
会
学
視
点
の
重
要
性
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
領
域
で
こ
れ
ま
で

も
認
識
さ
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
社
会
学
の
外
か
ら
み
た

社
会
関
係
資
本
の
魅
力
と
い
う
の
は
、
そ
の
需
要
に
一
定
の
計
測
性
を

も
っ
て
応
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
何

を
測
定
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
や
っ
ぱ
り
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
で
問

わ
れ
て
い
る
の
は
、
今
ま
で
い
っ
て
き
た
よ
う
な
社
会
構
造
の
し
く
み
と

し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
留
意
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
社
会
学
の
役
割
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に

何
を
ど
う
い
う
メ
ニ
ュ
ー
を
出
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
現
在
の
メ

ニ
ュ
ー
と
い
う
の
は
、
そ
う
豊
富
な
も
の
は
出
し
得
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

社
会
関
係
資
本
が
も
し
貧
困
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
学
理
論
の
貧
困

さ
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
最
初
に
ず
っ
と
示
し
ま
し
た
よ
う
に
、
関
連
す
る
議
論
と
い
う

の
は
、
ま
だ
ま
だ
豊
富
に
、
け
れ
ど
も
ば
ら
ば
ら
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら

を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
焦
点
と
し
て
、
社
会
関
係
資
本
と
い
う
の
は
、
そ

れ
な
り
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
し
、
一
言
で
い
え
ば
、
社
会
構
造
研
究
プ
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学
に
お
け
る
社
会
統
合
論
に
関
す
る
関
心
の
「
復
活
」
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
こ
で
復
活
と
い
う
の
は
、
社
会
学
に
お
け
る
社
会
統
合
論
と
い
う
の
は
、

七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
ぐ
ら
い
に
お
い
て
、
い
っ
た
ん
か
な
り
下
火
に

な
り
ま
し
た
が
、
ま
た
こ
こ
十
年
来
、
社
会
統
合
あ
る
い
は
そ
の
機
能
不

全
と
し
て
の
分
断
・
分
極
化
、
隔
離
、
孤
立
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、

再
び
活
発
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
日
本

に
お
い
て
で
も
、
社
会
統
合
と
い
う
概
念
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
使
わ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
関
連
す
る
よ
う
な
諸
問
題
が
こ
こ
数
年
で
盛
ん
に
議

論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
み
な
さ
ん
、
ご
存
じ
か
と
思
い

ま
す
。

（
二
）
社
会
関
係
資
本
の
問
題

　

こ
う
し
た
社
会
統
合
の
問
題
に
対
す
る
一
種
の
解
決
策
的
な
位
置
づ
け

が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
、
社
会
関
係
資
本

の
概
念
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
近
の
論
者
で
い
う
と
、
デ
ィ
プ

リ
ー
ト
と
か
バ
ル
ダ
ッ
サ
リ
ー
と
い
っ
た
論
者
が
明
示
的
に
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
言
及
し
て
い
ま
す
し
、
そ
も
そ
も
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
最

初
の
議
論
も
、
社
会
統
合
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
社
会
統
合
に
か
か
わ
る
社
会
関
係
資
本
と
い
う
の
は
、
い
わ

ゆ
る
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
社
会
関
係
資
本
の
典
型
と
も
い
え
る
も
の

で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
批
判

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
社
会
統
合
」

�
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
　
助
教
　
瀧
川
　
裕
貴

　

全
体
の
構
成
に
つ
い
て
で
す
が
、
今
回
、
大
き
く
、
前
半
と
後
半
に
わ

か
れ
ま
す
。
ま
ず
、
前
半
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
め
ぐ
る

社
会
理
論
の
学
説
を
、
社
会
統
合
論
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
い

き
ま
す
。
こ
こ
で
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
の
構
図
や
問
題
を
検
討

す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
社
会
統
合
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
い
う

テ
ー
マ
に
関
す
る
新
た
な
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
案
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
後
半
で
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
例

と
し
て
、
現
在
、
私
自
身
が
取
り
組
ん
で
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
隔
離
に
関

す
る
実
証
研
究
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
．
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

（
一
）
社
会
学
に
お
け
る
最
近
の
研
究
動
向

　

今
回
の
議
論
の
テ
ー
マ
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
社
会
統
合
で

す
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
最
近
の
社
会
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れ
か
ら
第
二
に
、
あ
と
で
取
り
上
げ
る
コ
ー
ル
マ
ン
の
社
会
関
係
資
本
は
、

実
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
の
問
題
構
成
を
か
な
り
強
く
引
き
継
い
で
お
り
、

社
会
統
合
と
社
会
関
係
資
本
と
い
う
テ
ー
マ
を
議
論
す
る
時
に
は
、
パ
ー

ソ
ン
ズ
理
論
の
批
判
的
継
承
と
い
う
文
脈
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル

の
理
論
を
置
き
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
で
は
そ
の
パ
ー
ソ
ン
ズ
社
会
理
論
と
い
う
の
が
ど
う
い
っ
た
も
の

で
あ
る
か
、
こ
こ
で
少
し
簡
単
に
復
習
し
た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
社
会
統
合
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に　
　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
社
会
学
の
人
し

か
知
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が　
　

パ
ー
ソ
ン
ズ
の
中
期
以
後
の
社
会

理
論
と
い
う
の
は
、
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｌ
と
い
っ
て
、A

daptation

（
適
応
）、Goal 

attainm
ent

（
目
標
達
成
）、Integration

（
統
合
）、Latent pattern 

m
aintenance

（
潜
在
的
パ
タ
ー
ン
の
維
持
・
緊
張
処
理
）
と
い
う
四
機

能
要
件
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
狭
い
意
味

で
の
社
会
的
シ
ス
テ
ム
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
用
語
で
い
う
とsocietal com

-
m

unity

がsocial integration

の
機
能
を
担
う
と
い
う
ふ
う
に
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
。

　

パ
ー
ソ
ン
ズ
の
問
題
意
識
と
い
う
の
は
、
地
縁
や
血
縁
と
い
っ
た
ゲ
マ

イ
ン
シ
ャ
フ
ト
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
た
近
代
社
会
に
お
い
て
、
な
お
社
会

統
合
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
題
を
問
う
て
い
る
と
い
う
点
に
あ

り
ま
す
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
理
論
の
な
か
で
、societal com

m
unity

の
統
合

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
有
名
な
ポ
ル
テ
ス
の
批
判
に
よ
る
と
、

マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
社
会
関
係
資
本
の
概
念
化
と
い
う
の
は
、
多
く
の
場
合
、

論
理
的
な
循
環
を
は
ら
む
非
生
産
的
な
定
式
化
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
批
判
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
批
判
の
是
非
に
つ
い

て
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
社
会
関
係
資
本

と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
個
人
的
な
定
式
化
に
比
べ
る
と
問
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
理
論
的
問
題
を
多
く
は
ら
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
確
か
で
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
ま
ず
、
改
め
て
社
会
関
係
資
本
と
社
会
統
合
に
関
す

る
社
会
学
理
論
を
学
説
史
的
に
整
理
し
て
い
く
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
理

論
の
構
造
や
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
．
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
社
会
理
論

　

こ
れ
か
ら
学
説
の
検
討
に
入
り
た
い
の
で
す
が
、
ま
ず
出
発
点
と
し
て

パ
ー
ソ
ン
ズ
の
社
会
理
論
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
一
）
パ
ー
ソ
ン
ズ
社
会
理
論
と
社
会
関
係
資
本

普
通
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
つ
い
て
語
る
時
に
パ
ー
ソ
ン
ズ

の
社
会
理
論
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
あ

え
て
取
り
上
げ
た
の
は
二
つ
の
理
由
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
一
つ
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
社
会
理
論
と
い
う
の
が
ま
さ
に
社
会
統

合
と
い
う
概
念
を
中
心
的
な
問
題
に
据
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
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こ
う
し
て
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
社
会
統
合
論
と
い
う
の
は
、
自
発
的
結
社
に

よ
る
媒
介
構
造
を
考
え
て
い
る
点
で
、
あ
る
意
味
で
社
会
構
造
論
的
な
側

面
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
基
本
的
に
は
規
範
的
な
レ
ベ
ル
で
の
統

合
を
強
調
す
る
と
い
う
意
味
で
、
規
範
主
義
的
な
色
彩
が
強
い
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
二
）
コ
ー
ル
マ
ン
社
会
理
論
と
社
会
関
係
資
本

　

以
上
の
パ
ー
ソ
ン
ズ
理
論
構
造
と
い
う
の
は
、
一
九
六
三
年
に
パ
ブ

リ
ッ
ク
オ
ピ
ニ
オ
ン
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
誌
と
い
う
と
こ
ろ
に
発
表
さ
れ
ま
し

た
が
、
実
は
、
こ
こ
で
同
じ
誌
面
上
で
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
論
文
に
対
す
る
コ

メ
ン
タ
リ
ー
を
執
筆
し
た
の
が
、
コ
ー
ル
マ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
検
討
を
通
じ
て
、
コ
ー
ル
マ
ン
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
理

論
の
何
を
批
判
し
て
何
を
継
承
し
た
か
と
い
う
の
を
み
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

ま
ず
、
コ
ー
ル
マ
ン
の
批
判
し
た
点
に
つ
い
て
い
う
と
、
そ
れ
は
パ
ー

ソ
ン
ズ
理
論
の
マ
イ
ク
ロ
な
基
礎
づ
け
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
す
。
コ
ー
ル

マ
ン
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
考
え
る
べ
き
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
よ
う
に
影
響

そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
人
が
な
ぜ
他
者
に
影
響
力
を
委
ね
る
の
か
、
そ

の
条
件
を
問
う
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
、
こ

こ
で
コ
ー
ル
マ
ン
が
問
題
に
す
る
の
は
、
他
者
を
信
頼
す
る
側
の
合
理
性

と
い
う
の
を
理
論
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
問

を
担
う
一
般
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
影
響
力
で
す
。
パ
ー

ソ
ン
ズ
用
語
で
い
う
と
影
響
メ
デ
ィ
ア
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
影
響

力
と
は
、
大
雑
把
に
い
う
と
、
他
者
を
動
員
す
る
能
力
と
し
て
よ
い
と
思

い
ま
す
が
、
重
要
な
の
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
理
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
影
響

力
と
い
う
概
念
が
、
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
貨
幣
と
の
類
比
に
お
い
て

概
念
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
が
な
ぜ
重
要
か
と
い
う
と
、
こ
の
発
想
が
の
ち
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
理
論
に
つ
な
が
っ
て
い
く
か
ら
で
す
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
メ

デ
ィ
ア
論
を
み
て
い
き
た
い
の
で
す
が
、
非
常
に
込
み
入
っ
て
い
ま
す
の

で
、
ポ
イ
ン
ト
だ
け
述
べ
ま
す
。
ま
ず
、
近
代
社
会
に
お
い
て
、
貨
幣
が
、

い
わ
ゆ
る
地
金
と
の
兌
換
と
い
う
特
殊
主
義
的
、
実
物
資
産
的
保
証
を
超

え
て
、
一
般
的
な
通
用
力
を
高
め
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
制
度
、
と
く

に
銀
行
に
よ
る
信
用
創
造
と
い
う
の
を
媒
介
と
し
て
、
貨
幣
・
一
般
的
交

換
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
能
力
を
高
め
て
い
く
の
と
、
ち
ょ
う
ど
パ
ラ
レ
ル

に
こ
の
影
響
力
と
い
う
概
念
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い

う
と
、
影
響
力
と
い
う
の
は
、
地
縁
や
血
縁
に
裏
打
ち
さ
れ
た
ゲ
マ
イ
ン

シ
ャ
フ
ト
関
係
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、

と
く
に
自
発
的
結
社
に
対
す
る
影
響
力
を
媒
介
と
し
な
が
ら
、
こ
の
結
社

が
典
型
的
な
圧
力
政
治
の
形
で
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、

社
会
全
体
の
統
合
が
果
た
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
よ
う
な
図
式
を
パ
ー
ソ

ン
ズ
は
提
示
し
て
い
ま
す
。
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創
出
を
説
明
す
る
こ
と
、
そ
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

あ
く
ま
で
コ
ー
ル
マ
ン
の
関
心
は
、
個
人
に
と
っ
て
の
利
益
だ
け
で
は
な

く
て
、
や
は
り
集
合
的
な
、
社
会
的
な
最
適
性
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
す
。

　

次
に
社
会
統
合
の
構
造
的
理
解
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
い
う
と
、
コ
ー

ル
マ
ン
は
明
示
的
に
は
あ
ま
り
議
論
を
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
社
会
関
係
の

閉
鎖
性
、
閉
鎖
的
な
社
会
関
係
に
よ
っ
て
社
会
統
合
を
構
造
的
に
特
徴
づ

け
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

コ
ー
ル
マ
ン
の
こ
の
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
、
ど
の
く
ら
い
成
功
し
て
い

る
か
と
い
う
点
で
す
。
ま
ず
、
マ
イ
ク
ロ
な
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
、
結
論

的
に
い
え
ば
、
コ
ー
ル
マ
ン
の
個
人
合
理
性
か
ら
の
集
合
的
、
社
会
的
最

適
性
の
導
出
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
い
う
の
は
破
綻
し
て
い
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
的

に
述
べ
る
と
、
コ
ー
ル
マ
ン
の
議
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
閉
鎖
的
な
社
会

構
造
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
公
共
財
提
供
に
対
す
る
違
背
者
の
Ｃ
と
い

う
人
が
い
る
と
し
ま
す
。
こ
う
い
う
人
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
構

造
の
も
と
で
は
、
Ａ
と
Ｂ
が
連
携
し
て
、
彼
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
与
え
る

こ
と
で
、
効
率
的
な
社
会
状
態
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
話
を
す
る

わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
、
こ
の
Ａ
と
Ｂ
が
結
託
し
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
与
え

る
と
い
う
こ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
自
体
は
、
個
人
的
な
合
理
性
と
い
う
か
、

利
己
的
な
個
人
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
導
出
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
が
、

さ
ら
に
強
調
し
た
い
の
は
、
個
人
合
理
性
と
社
会
的
最
適
性
と
の
ジ
レ
ン

い
を
か
え
る
わ
け
で
す
。
他
方
で
、
継
承
関
係
で
い
う
と
、
コ
ー
ル
マ
ン

は
明
ら
か
に
、
経
済
シ
ス
テ
ム
と
の
比
較
と
い
う
観
点
と
、
マ
ク
ロ
的
、

シ
ス
テ
ム
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う
こ
の
二
点
に
つ
い
て
は
パ
ー

ソ
ン
ズ
か
ら
引
き
継
い
で
い
ま
す
。
こ
の
時
点
で
は
コ
ー
ル
マ
ン
は
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
い
う
用
語
は
使
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
パ
ー
ソ
ン

ズ
の
理
論
を
受
け
て
、
信
頼
を
一
種
の
他
者
に
対
す
る
投
資
と
し
て
概
念

化
し
て
、
そ
し
て
ま
た
自
発
的
結
社
と
い
う
の
を
一
種
の
信
頼
銀
行
と
し

て
と
ら
え
、
こ
れ
を
介
し
て
効
率
的
な
シ
ス
テ
ム
が
達
成
さ
れ
て
い
く
と

い
う
よ
う
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
実
質
的
に

後
の
キ
ャ
リ
ア
で
展
開
さ
れ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
を
先
取
り

し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

他
方
で
、
マ
ク
ロ
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い

う
と
、
コ
ー
ル
マ
ン
の
関
心
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
と
同
様
に
、
社
会
統
合
の

条
件
の
同
定
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
批
判

的
な
モ
メ
ン
ト
と
し
て
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
多
分
に
規
範
主
義
的
な
統
合
論

を
よ
り
社
会
構
造
的
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
も
の
に
と
ら
え
て
い
こ
う
と

い
う
方
向
性
を
提
示
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
学
説
の
流
れ
か
ら
、
コ
ー
ル
マ
ン
の
晩
年
の
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

マ
イ
ク
ロ
な
基
礎
づ
け
と
し
て
は
、
コ
ー
ル
マ
ン
の
目
的
と
い
う
の
は
、

個
人
合
理
性
に
基
づ
く
社
会
的
に
最
適
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
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ん
こ
の
文
脈
を
離
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
個
人
主
義
的
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ

タ
ル
論
と
わ
れ
る
リ
ン
と
バ
ー
ト
の
理
論
に
目
を
向
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
三
）
リ
ン
の
社
会
理
論
と
社
会
関
係
資
本

　

こ
ち
ら
は
リ
ン
の
社
会
関
係
資
本
論
で
す
が
、
き
わ
め
て
単
純
で
す
。

彼
の
定
義
は
、
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
た
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
が

社
会
関
係
資
本
論
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
が
、
実
際
の
実
証
研
究
で
は
、

と
く
に
高
階
に
あ
る
職
業
的
地
位
の
ア
ク
セ
ス
や
、
そ
の
ア
ク
セ
ス
の
多

様
性
を
も
っ
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
い
う
ふ
う
に
同
定
し
て
い

ま
す
。
こ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
測
定
す
る
測
定
法
と
し
て
、

ポ
ジ
シ
ョ
ン
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

先
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
」

　

ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
と
、
ま
ず
サ
ー
ベ
イ
調
査
の
中
で
、
あ
る
特

定
の
職
業
リ
ス
ト
を
回
答
者
に
提
示
し
ま
す
。
そ
の
上
で
回
答
者
に
対
し

て
、
家
族
や
知
り
合
い
に
、
こ
う
し
た
職
業
に
つ
い
て
い
る
人
が
い
る
か

ど
う
か
を
尋
ね
ま
す
。
そ
の
結
果
、
回
答
者
ご
と
に
エ
ゴ
と
職
業
的
地
位

の
紐
帯
か
ら
な
る
二
部
グ
ラ
フ
、
エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

生
成
さ
れ
て
、
こ
れ
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
大
き
さ
を
示
す
と

い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

マ
の
解
決
に
失
敗
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
種
の
誤
っ
た
解
決
を

与
え
る
こ
と
で
、
閉
鎖
的
な
社
会
関
係
内
で
の
個
人
の
利
害
対
立
や
権
力

の
不
均
衡
、
一
般
的
に
は
社
会
的
不
平
等
の
問
題
と
い
う
も
の
を
理
論
的

に
問
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
統
合
の
構
造
的
な
把
握
に
つ
い
て
で
す
が
、
端
的
に
い
っ
て
、
初

期
に
、
六
〇
年
代
に
提
示
さ
れ
た
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
完
全
に
実
現
さ
れ

な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
の
み
た
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、
閉
鎖
的
な
社
会
関
係
と
い
う
、
こ
の
コ
ー
ル
マ
ン
が
提
示

し
て
き
た
理
論
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
図
式
の
な
か
で
い
う
と
、
せ
い
ぜ
い

疑
似
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
関
係
の
部
分
に
の
み
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

信
頼
が
一
般
化
し
て
社
会
大
に
拡
大
し
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
造
的
に

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
だ
、
も
ち
ろ
ん
、

コ
ー
ル
マ
ン
自
身
も
社
会
理
論
の
基
礎
の
な
か
で
、
た
と
え
ば
仲
介
者
に

よ
る
信
頼
仲
介
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
た
り
、
あ
る
い

は
仲
介
者
と
し
て
の
団
体
的
行
為
者
と
い
う
概
念
に
相
当
な
紙
幅
を
割
い

た
り
し
て
議
論
し
て
い
る
の
で
す
が
、
結
果
的
に
は
、
有
名
な
閉
鎖
的
な

社
会
関
係
論
に
比
し
て
十
分
に
定
式
化
さ
れ
て
い
な
い
し
、
の
ち
の
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
で
も
あ
ま
り
受
け
継
が
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
コ
ー
ル
マ
ン
の
社
会
関
係
資
本
を
パ
ー
ソ
ン
ズ
理
論
の

批
判
的
継
承
か
ら
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
い
っ
た
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ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
行
使
が
も
た
ら
す
マ
ク
ロ
な
構
造
的
帰
結
と
し
て
の

不
平
等
と
か
社
会
統
合
へ
の
影
響
、
と
い
う
よ
う
な
論
点
は
、
主
題
化
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
く
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
個

人
的
な
行
使
が
、
社
会
全
体
の
不
平
等
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
自
己
強

化
し
て
い
く
よ
う
な
具
体
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
分

析
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
ま
す
。

（
四
）
バ
ー
ト
の
社
会
理
論
と
社
会
関
係
資
本

　

次
は
バ
ー
ト
の
議
論
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
時
間
が
な
い
の
で
飛
ば
し
ま

す
が
、
基
本
的
な
構
図
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
リ
ン
の
理
論
と
パ
ラ
レ
ル
だ
と

い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

三
．
中
間
ま
と
め

　

こ
こ
ま
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
社
会
統
合
を
め
ぐ
る
社
会

理
論
の
学
説
史
を
概
観
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、
こ
こ

で
一
つ
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
方
向
性
に
つ
い
て
提
案
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

ま
ず
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
問
題
設
定
を
受
け
継
い
だ
コ
ー
ル
マ
ン
の
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
の
主
た
る
焦
点
は
、
マ
ク
ロ
の
社
会
統
合
に
対

す
る
構
造
的
な
帰
結
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
コ
ー
ル
マ
ン
は
、

パ
ー
ソ
ン
ズ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
自
体
を
批
判
し
て
、
統
合
論
を
マ
イ
ク
ロ
な

　

戻
り
ま
し
て
、
リ
ン
の
社
会
関
係
資
本
論
の
特
徴
は
、
や
は
り
個
人
主

義
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
て
、
と
く
に
彼
の
場
合
は
、
個
人
の
地
位

達
成
に
対
す
る
帰
結
と
い
う
点
か
ら
こ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を

概
念
化
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
問
題
設
定
を
引
き

受
け
て
コ
ー
ル
マ
ン
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
社
会
的
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る

構
造
的
帰
結
と
い
う
観
点
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
注
意
し
た
い
の
は
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
自
体
に
は
そ
う
い
う
観
点
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
の
背
景
を
成
す
リ
ン
の
社
会
理
論
の
な
か
で
は
、
マ
ク
ロ
の
社
会

の
作
動
に
つ
い
て
特
定
の
理
論
的
前
提
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。

具
体
的
に
い
う
と
、
マ
ク
ロ
の
社
会
が
と
く
に
職
業
的
地
位
を
中
心
と
し

た
、
階
層
的
社
会
構
造
を
成
し
て
い
る
よ
う
な
理
論
的
前
提
を
こ
こ
で
置

い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
職
業
的
地
位
の
ア
ク
セ
ス
を

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
し
て
同
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
わ
け

で
す
。

　

面
白
い
の
は
、
こ
の
地
位
達
成
論
の
文
脈
に
お
け
る
個
人
主
義
的
な

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
と
い
う
の
は
、
個
人
主
義
的
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
か
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ゆ
え
に
、
社
会
関
係
資
本
の

行
使
と
、
マ
ク
ロ
な
社
会
階
層
な
い
し
不
平
等
の
再
生
産
と
を
結
び
つ
け

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
枠
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
と

い
っ
て
も
、
や
は
り
リ
ン
の
理
論
の
主
眼
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ

ル
に
よ
る
個
人
の
地
位
達
成
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
、
個
人
の
ソ
ー
シ
ャ
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第
二
に
、
こ
う
し
た
構
造
の
生
成
・
維
持
に
対
し
て
、
マ
イ
ク
ロ
な
レ

ベ
ル
で
説
明
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ

ピ
タ
ル
と
い
う
概
念
が
お
そ
ら
く
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
際
に

は
、
理
想
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
投
資
す
る
側
の
個
人
的
合
理
性
が
結
果

と
し
て
集
合
的
最
適
性
を
実
現
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
両
者
が
連

続
す
る
よ
う
な
定
式
化
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

第
三
に
、
最
終
的
に
は
、
い
か
な
る
社
会
統
合
の
形
態
が
望
ま
し
い
か

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
規
範
理
論
的
な
探
究
も
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
も
っ
と
も
望
ま
し
い
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
提
示
し
た
も

の
で
す
が
、
実
際
に
具
体
的
な
タ
ス
ク
を
取
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
か

な
り
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
研
究
目
標
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
研
究
の
現
段
階

で
は
、
こ
れ
ら
を
実
行
す
る
の
は
か
な
り
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
今
回
、
も
う
少
し
実
行
可
能
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
以
下
を
提
案

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
ポ
イ
ン
ト
は
、
社
会
統
合
は
何
か
と
い
う
の
を
い
き
な
り
扱
う
と

大
変
な
の
で
、
社
会
統
合
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
社
会

「
不
」
統
合
の
問
題
、
こ
れ
を
分
離
や
隔
離
、
こ
れ
を
構
造
的
に
ま
ず
定

式
化
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
マ
イ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
構
造
的
生
成

の
説
明
を
与
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
場
合
に
は
、
お
そ
ら
く
個

人
的
合
理
性
と
集
合
的
合
理
性
の
調
和
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
ジ
レ
ン
マ
の

ほ
う
に
積
極
的
に
注
目
し
て
、
た
と
え
ば
個
人
的
な
社
会
関
係
資
本
の
投

水
準
で
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
造
的
定
式
化
を
与
え
よ
う
と
し

ま
し
た
が
、
そ
れ
は
成
功
し
て
お
ら
ず
、
せ
い
ぜ
い
部
分
的
な
理
論
化
に

と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
関
連
し
て
彼
の
社
会
理
論
で
は
、
結
果
的

に
で
す
が
、
社
会
統
合
の
機
能
不
全
と
し
て
の
分
断
と
か
不
平
等
の
問
題

と
い
う
も
の
を
理
論
的
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
リ
ン
と
バ
ー
ト
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
は
、
そ
も
そ

も
マ
ク
ロ
構
造
へ
の
注
目
と
、
社
会
統
合
の
帰
結
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り

考
え
て
い
ま
せ
ん
。
マ
イ
ク
ロ
な
基
礎
づ
け
と
し
て
は
、
地
位
達
成
論
に

焦
点
を
当
て
て
い
て
、
こ
れ
が
逆
説
的
に
社
会
的
不
平
等
の
再
生
産
過
程

と
接
点
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
あ
く
ま
で
社
会
統
合
の
問
題
は
主
題

化
さ
れ
な
い
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

四
．
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
案

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
追
求
す
べ
き
新
規
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
次
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
社
会
統
合
論
に
マ
イ
ク
ロ
な
基
礎
づ
け
を
与
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
統
合
を
構
造
的
水
準
で
定
式
化
し
得
る
分
析
学
を

構
築
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
た
実
証
研
究
を
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
よ
り
具
体
的
に
は
三
つ
ぐ
ら
い
の
タ
ス
ク
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

第
一
に
社
会
統
合
と
い
う
昔
か
ら
あ
る
抽
象
的
な
概
念
を
、
文
化
的
、

規
範
的
な
水
準
で
は
な
く
て
、
構
造
的
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
レ
ベ
ル
で

も
定
式
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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ワ
ー
ク
の
隔
離
の
実
態
を
解
明
す
る
と
い
う
研
究
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

（
二
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
隔
離
の
実
証
研
究
（T

akikaw
a 2014

）

　

い
ち
お
う
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
だ
現
在
進
行
中
の
研

究
で
す
の
で
、
言
及
を
引
用
す
る
際
に
は
私
の
ほ
う
に
連
絡
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、
ま
ず
こ
の
研
究
で
用
い
ら
れ
る
方
法
論
の
概
要

を
あ
ら
か
じ
め
説
明
し
ま
す
。

（
三
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
構
造
の
析
出
方
法
に
関
す
る
見
取
図

　

私
の
方
法
で
は
、
ま
ず
、
マ
イ
ク
ロ
な
社
会
関
係
資
本
の
蓄
積
プ
ロ
セ

ス
、
選
択
過
程
か
ら
出
発
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
リ

ン
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
に
よ
っ
て
測
定
可
能
な
エ
ゴ
セ
ン
ト

リ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
こ
こ
か
ら
出
発
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
選
択
過

程
に
対
し
て
、
あ
る
種
の
理
論
的
な
過
程
を
置
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

全
体
構
造
を
抽
出
し
て
い
く
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
こ
こ
で
注
意
し

た
い
の
は
、
こ
こ
で
得
ら
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
と
い
う
の
は
、
こ
の

エ
ゴ
達
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
な
く
て
、
エ
ゴ
が
選
択
し
た
地
位
に
つ
い

て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
四
）
現
代
日
本
の
中
高
年
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
隔
離

　

方
法
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
み
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
と

資
が
も
た
ら
す
負
の
構
造
的
帰
結
を
検
討
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
方
向

性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
後
半
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

ど
ち
ら
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
て
も
、
や
は
り
こ
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
す
る
上
で
、
非
常
に
重
要
な
き
わ
め
て
大
き
な
難
問
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
い
か
に
し
て
大
規
模
な
社
会
な
社
会
的
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
全
体
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。

こ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
社
会
統
合
な
り
社
会
的
隔
離
な
り
を
構
造
的
に

定
式
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

五
．
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
遂
行
上
の
難
問

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
社
会
統
合
論
と
い
う
の
が
抽
象
的
な
話
に
な
っ
て
、

構
造
的
な
定
式
化
が
で
き
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
実
は
、
こ
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
構
造
の
実
証
に
係
わ
る
こ
の
難
問
の
存
在
の
た
め
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
一
）
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践　
　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
隔
離
の
実
証
研
究

　

実
証
的
な
問
題
の
解
決
を
試
み
た
私
の
研
究
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

具
体
的
な
サ
ー
ベ
イ
調
査
を
用
い
て
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
全
体
構
造

を
解
明
す
る
方
法
を
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
方
法
に
基
づ
い
て
、

現
実
の
実
際
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
現
代
日
本
に
お
け
る
社
会
的
ネ
ッ
ト
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思
い
ま
す
の
で
、
さ
っ
そ
く
実
際
の
デ
ー
タ
へ
の
応
用
に
入
り
ま
す
。
用

い
る
デ
ー
タ
は
「
中
高
年
者
の
生
活
実
態
に
関
す
る
全
国
調
査
」（【
謝

辞
】　

本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金　

基
盤
研
究
（
Ｓ
）（20223004

）

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。「
中
高
年
の
生
活
実
態
に
関
す
る
全
国

調
査
」
デ
ー
タ
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
中
高
年
者
の
社
会
階
層
研
究
委

員
会
の
許
可
を
受
け
た
。）
と
い
う
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
調
査
で

は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
を
用
い
て
、
人
々
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
ま
す
。

（
五
）
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ

　

先
に
説
明
し
た
通
り
で
す
が
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
で
は
、
こ

う
い
う
職
業
リ
ス
ト
を
掲
げ
て
「
あ
な
た
は
、
次
に
あ
げ
る
職
業
に
就
い

て
い
る
知
り
合
い
が
い
ま
す
か
。」
と
い
う
ふ
う
に
問
う
こ
と
で
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
測
定
し
ま
す
が
、
実
際
に
使
っ
た
の
は
、
十
五

の
職
業
で
す
。

　

こ
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
エ
ゴ
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
こ
う
い
っ

た
地
位
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
造
を
見
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
私
の
方

法
で
す
。
基
本
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
は
シ
ン
プ
ル
、
非
常
に
簡
単
で
す
。
た

と
え
ば
あ
る
エ
ゴ
に
医
者
と
会
計
士
の
知
り
合
い
が
い
る
と
し
た
ら
、
そ

の
医
者
と
会
計
士
の
間
に
、
職
業
的
な
類
似
関
係
と
い
う
意
味
で
の
リ
ン

ク
を
張
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
個
人
の
ネ
ッ
ト



四
六
八

六
．
ま
と
め
と
課
題

　

議
論
を
ま
と
め
ま
す
と
、
今
回
の
研
究
で
私
が
試
み
た
の
は
、
エ
ゴ
セ

ン
ト
リ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
個
人
デ
ー

タ
か
ら
出
発
を
し
て
、
現
代
日
本
に
お
け
る
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構

造
上
の
隔
離
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
は
前

半
で
定
式
化
し
た
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
社
会
的
不
統
合
の
構
造
的

定
式
化
お
よ
び
マ
イ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
の
構
造
的
説
明
、
生
成
性
の
説
明
に

相
当
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
お
話
し
し
た
研
究
は
、

ま
だ
ほ
ん
の
第
一
歩
に
す
ぎ
ず
、
検
討
す
べ
き
問
題
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
の

で
す
が
、
た
と
え
ば
今
回
明
ら
か
に
し
た
隔
離
の
構
造
が
、
個
人
な
い
し

社
会
の
福
利
厚
生
が
与
え
る
影
響
と
い
う
の
は
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
最
終
的
に
は
、
新
し
い
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
理
論
を

定
式
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
隔
離
の
構

造
を
解
消
す
る
よ
う
な
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
が
ど
う
い
っ
た

も
の
で
あ
り
得
る
か
、
つ
ま
り
、
社
会
統
合
を
も
た
ら
す
よ
う
な
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
し
て
構
想
し
得
る
か
と

い
う
こ
と
も
最
終
的
に
は
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
で
時
間
を
か
け
て
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

ワ
ー
ク
形
成
と
い
う
の
は
、
か
な
り
ラ
ン
ダ
ム
な
要
因
に
左
右
さ
れ
る
の

で
、
集
計
し
て
、
ラ
ン
ダ
ム
要
因
を
取
り
去
っ
て
、
集
計
レ
ベ
ル
で
統
計

的
な
解
析
を
し
て
、
職
業
的
な
類
似
関
係
の
一
般
的
傾
向
を
同
定
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

（
六
）
現
代
日
本
の
社
会
的
地
位
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
全
体
構
造

　

そ
の
結
果
、
現
代
日
本
の
地
位
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
造
は
大
き
く
二
つ

に
わ
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
厳
密
に
分
析
す
る
た
め
に
、Gir-

van-N
ew

m
an

法
と
い
う
の
を
使
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
析
出
を
し
ま

す
。
こ
れ
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
二
つ
の
異
な
る
グ
ル
ー
プ
に
わ
か
れ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
一
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
会
計
士
、

裁
判
官
、
大
学
教
授
、
作
家
、
学
校
教
師
、
医
師
、
経
営
者
、
国
会
議
員

か
ら
な
っ
て
い
て
、
他
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
地
方
議
員
、
農
民
、
銀

行
の
窓
口
係
、
大
工
、
バ
ス
運
転
手
、
料
理
人
、
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
か

ら
な
っ
て
い
ま
す
。
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
分
断
が
何
を
特
徴
づ
け

て
い
る
か
と
い
う
と
、
職
業
威
信
に
よ
っ
て
大
き
く
わ
か
れ
て
い
ま
す
。

一
方
が
威
信
の
高
い
職
業
で
、
他
方
が
威
信
の
低
い
職
業
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
今
回
の
分
析
法
を
使
う
と
、
現
代

日
本
の
職
業
的
地
位
に
基
づ
く
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
セ
グ
レ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い

う
の
が
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
取
り
出
さ
れ
た
と
い
え
ま
す
。
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「
移
民
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル

�

　
　

日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
を
事
例
に　
　

」

�

上
智
大
学
総
合
人
間
科
学
部
社
会
学
科
　
准
教
授
　
竹
ノ
下
　
弘
久

　

は
じ
め
に
、
今
回
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
内
容
に
つ
い
て
ご
説
明
す

る
と
、
す
で
に
英
語
で
論
文
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
も
の
で
す
が
、
静
岡

県
庁
や
浜
松
市
役
所
と
共
同
で
主
に
移
民
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
、

な
か
で
も
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
を
対
象
に
し
た
調
査
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
と
く
に
社
会
階
層
論
と
い
う
分
野
を
専
門
と
し
て
い
る
関
係
で
、
主

に
仕
事
に
関
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
転
職
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ

ピ
タ
ル
の
活
用
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
置
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
活
用
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
海
外
か
ら
の
移
民

労
働
者
は
非
正
規
雇
用
の
労
働
市
場
で
働
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
、
ど
の
よ
う
な
人
が
非
正
規
雇
用
か
ら
正
規
雇
用
へ
の
移
動
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル

を
活
用
し
た
人
が
実
際
に
賃
金
の
上
昇
を
経
験
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
二

つ
の
従
属
変
数
に
注
目
し
ま
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
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私
自
身
階
層
と
か
不
平
等
の
国
際
比
較
の
研
究
を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

主
に
国
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
制
度
的
な
状
況
の
違
い
が
存
在
す
る
の
か
、

こ
の
制
度
的
な
状
況
の
違
い
に
よ
っ
て
、
マ
イ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
の
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
や
労
働
市
場
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン

の
効
果
が
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
く
る
の
か
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に

注
目
し
て
研
究
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
な
か
で
も
、
今
回
の
論
文
を
書
く

に
あ
た
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
と
移
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
参
考
に
し
て
い

る
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ

ル
に
対
す
る
考
え
方
が
違
い
ま
す
。
そ
れ
も
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ど
の
よ

う
な
制
度
的
な
文
脈
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
ほ
か
の
資
源
の

動
員
へ
の
影
響
の
仕
方
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ

と
も
、
こ
れ
は
統
計
的
に
は
分
析
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
あ
わ
せ
て
考
え

て
み
ま
す
。

二
．
移
民
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル

　

海
外
か
ら
の
移
民
の
人
た
ち
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
活
用
す

る
と
い
う
こ
と
に
は
、
や
は
り
多
く
の
こ
れ
ま
で
研
究
の
蓄
積
も
あ
り
ま

す
し
、
移
民
の
人
た
ち
が
こ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
活
用
す
る

こ
と
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
と
く
に
国
境
を
越
え

る
移
動
を
経
た
移
民
の
人
た
ち
は
、
言
語
や
文
化
の
異
な
る
地
域
へ
の
移

ピ
タ
ル
の
効
果
に
焦
点
を
置
き
調
査
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

ほ
か
に
も
い
ま
準
備
中
の
論
文
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
、
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
に
着
目
し
た
研
究
も
や
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
し
て

か
と
い
い
ま
す
と
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ

タ
ル
の
効
果
と
、
レ
イ
バ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
労
働
市
場
）
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン

や
賃
金
に
関
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
効
果
で
、
や
は
り
影
響

の
仕
方
が
全
然
違
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
最
後

に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
結
果
と
今
回
レ
イ
バ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
ポ
ジ
シ
ョ
ン

に
関
す
る
結
果
で
は
ど
の
よ
う
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
効
果
が

違
う
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
わ
せ
て
ご
紹
介
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

一
．
目
的
と
概
要

　

目
的
と
概
要
で
す
が
、
主
に
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
人
た
ち
を
対
象
に

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
労
働
市
場
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル

と
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
と
の
関
係
を
み
て
い
く
時
に
、
私
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
は
、
決
し
て
万
能
な
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
取
り
巻
く
社
会
の
状
況
に
よ
っ

て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
転
職
に
対
す
る
効
果
で
も
そ
う
で
す

し
、
あ
る
い
は
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
対
す
る
効
果
に
対
し
て
も
や
は
り
影

響
の
仕
方
が
か
な
り
違
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
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非
常
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
合
い
で
も
語
ら
れ
て
き
た
言
葉
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
社
会
の
な
か
の
一
員
と
な
っ
て
い
く
、

そ
の
社
会
へ
と
社
会
的
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
含
意
し
た
言

葉
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

同
化
理
論
に
は
大
き
く
二
つ
の
立
場
が
あ
り
ま
す
。
一
九
六
〇
年
代
ま

で
主
流
と
さ
れ
て
き
た
古
典
的
な
同
化
理
論
と
六
〇
年
代
以
降
の
移
民
の

多
様
化
を
背
景
に
出
て
き
た
分
節
化
さ
れ
た
同
化
理
論
と
い
う
二
つ
の
考

え
方
に
大
き
く
わ
か
れ
ま
す
。

　

古
典
的
な
同
化
理
論
の
特
徴
は
、
単
純
に
滞
在
年
数
が
長
く
な
っ
て
、

あ
る
い
は
世
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
自
動
的
に
移
民
は
そ
の
社
会
へ
と

適
応
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
、
あ
る
意
味
非
常
に
楽
観
的
な
考
え
方

で
は
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
〇
年
代
以
降
の
ア
ジ
ア

系
移
民
や
中
南
米
か
ら
の
移
民
労
働
者
の
増
加
を
背
景
に
、
移
民
は
滞
在

年
数
が
長
期
化
し
て
世
代
が
二
世
、
三
世
と
移
る
に
し
た
が
っ
て
、
単
純

に
主
流
社
会
へ
と
適
応
し
て
、
み
ん
な
が
み
ん
な
中
流
階
級
へ
と
包
摂
さ

れ
て
い
く
と
は
必
ず
し
も
限
ら
な
い
と
い
う
議
論
が
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
移
民
の
ホ
ス
ト
社
会
へ
の
組
み
込
ま

れ
方
や
そ
の
適
応
の
経
路
の
多
様
性
と
い
う
の
を
い
か
に
説
明
し
て
い
く

の
か
と
い
う
考
え
方
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

動
を
経
験
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
な

障
壁
に
直
面
す
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
か
と
思
い
ま
す
。
移
民
は
同
じ

地
域
か
ら
や
っ
て
き
た
人
た
ち
で
結
束
し
て
お
互
い
の
助
け
合
い
と
い
う

も
の
を
活
用
し
て
い
く
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
を
乗
り
越
え
て
い
こ

う
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
く
に
言
語
や
文
化
や
、
あ
る
い
は
そ
の
言
語
や

文
化
が
違
う
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
的
な
処
遇
に
直
面
す
る
可
能
性
も

高
い
と
思
い
ま
す
。
言
語
、
文
化
の
違
い
、
そ
し
て
差
別
と
い
う
も
の
を

乗
り
越
え
る
た
め
に
移
民
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
活
用
す
る
と

い
う
こ
と
が
非
常
に
注
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

三
．
ア
メ
リ
カ
の
移
民
研
究
：
古
典
的
な
同
化
理
論
と
分
節
化

さ
れ
た
同
化
理
論

　

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
移
民
研
究
で
非
常
に
注
目
さ
れ
て
き
た
領
域
で
は

な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
移
民
研
究
に
お
い
て
は
、
ア
シ
ミ

レ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
オ
リ
ー
、
同
化
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
非
常
に
強
い
関

心
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
が
移
民
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
移
民
国
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
そ
の
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

ア
シ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
英
語
の
言
葉
と
い
う
の
は
、
日
本
で
は
同
化

と
い
う
と
非
常
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
英
語
で
は
ア
シ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
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会
関
係
資
本
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
し
ば
し
ば
二
つ
の
類
型
で
と
ら
え
ら

れ
て
き
た
か
と
思
い
ま
す
。
一
つ
が
い
わ
ゆ
る
結
束
型
の
社
会
関
係
資
本
、

も
う
一
つ
が
橋
渡
し
型
の
社
会
関
係
資
本
で
す
。
こ
れ
は
結
束
型
を
強
調

す
る
コ
ー
ル
マ
ン
と
橋
渡
し
型
を
強
調
す
る
グ
ラ
ノ
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
、
こ
の

両
者
と
の
論
争
に
大
き
く
発
展
し
て
い
た
議
論
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま

す
。

　

橋
渡
し
型
の
社
会
関
係
資
本
と
い
う
の
は
、
移
民
の
文
脈
で
い
え
ば
、

た
と
え
ば
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
人
た
ち
が
ブ
ラ
ジ
ル
人
同
士
で
交
わ
る
の

で
は
な
く
て
、
広
く
ほ
か
の
出
身
地
域
の
移
民
と
か
か
わ
り
を
持
つ
で
あ

る
と
か
、
あ
る
い
は
日
本
人
と
か
か
わ
り
を
持
つ
。
そ
う
い
っ
た
か
か
わ

り
の
な
か
で
社
会
経
済
的
な
上
昇
移
動
を
遂
げ
た
り
、
あ
る
い
は
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
を
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
に
必
要
な
リ
ソ
ー
ス
を
動
員
す
る

と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

結
束
型
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
今
い
っ
た
民
族
と
い
う
観
点
で
と
ら

え
れ
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
同
士
で
相
互
に
結
束
す
る
と
い
う
こ
と
が
い
わ
ゆ

る
結
束
型
に
該
当
す
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
移
民
研
究
で
は
こ
の
橋
渡
し
型
と
結
束
型
、
ど
ち
ら
が
よ
り
強

調
さ
れ
て
き
た
の
か
。
移
民
研
究
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
で
非
常
に
有
名
な

ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
・
ポ
ル
テ
ス
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
議
論
で
は
非
常
に
有
名
な
方
で
す
。
彼
は
と
く

に
移
民
に
着
目
す
る
な
か
で
、
結
束
型
と
い
う
も
の
が
非
常
に
さ
ま
ざ
ま

四
．
編
入
様
式
論

　

そ
の
な
か
で
出
て
き
た
の
が
編
入
様
式
論
と
い
う
考
え
方
、M

odes 
of incorporation

で
す
が
、
こ
れ
は
、
移
民
の
そ
の
社
会
に
お
け
る
受

入
れ
の
文
脈
の
あ
り
方
と
い
う
の
が
、
移
民
の
そ
の
後
の
社
会
経
済
的
な

上
昇
移
動
の
あ
り
方
に
影
響
す
る
と
考
え
ま
す
。
移
民
の
社
会
に
お
け
る

受
入
れ
の
あ
り
方
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
が
三
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
目

が
政
府
の
移
民
に
対
す
る
政
策
の
あ
り
方
、
移
民
政
策
で
す
。
二
つ
目
が

社
会
の
な
か
で
の
移
民
の
受
入
れ
の
あ
り
方
。
と
く
に
労
働
市
場
の
構
造

と
あ
る
い
は
移
民
に
対
す
る
差
別
の
状
況
を
大
き
く
念
頭
に
置
い
て
い
ま

す
。
三
つ
目
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
着
目
す
る
観
点
で
、
い

わ
ゆ
る
同
じ
出
身
地
域
か
ら
や
っ
て
き
た
人
同
士
の
民
族
的
な
つ
な
が
り

や
結
束
で
す
。
あ
る
い
は
移
民
相
互
の
お
互
い
の
助
け
合
い
、
移
民
相
互

の
社
会
関
係
資
本
に
注
目
し
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
移
民
の
社
会
関
係
資
本
に
着
目
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
の

移
民
の
社
会
に
お
け
る
受
入
れ
の
文
脈
の
あ
り
方
の
、
三
点
目
に
着
目
す

る
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
す
。

五
．
社
会
関
係
資
本
と
ア
メ
リ
カ
の
移
民
研
究

　

社
会
関
係
資
本
が
ア
メ
リ
カ
の
移
民
研
究
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て

き
た
の
か
と
い
う
と
、
非
常
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
と

し
て
扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
、
社
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か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
労
働
市
場
の
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
あ
り

方
に
お
い
て
市
場
原
理
と
い
う
の
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
国
が
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
法
制
を
通
じ
て
労
働
者
に
対
す
る
サ

ポ
ー
ト
と
い
う
の
は
一
貫
し
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
個
人
が
自
助
努
力
で

も
っ
て
そ
う
い
っ
た
人
間
関
係
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
転
職
に
有
利
な
情

報
を
活
用
し
な
い
と
、
結
局
よ
い
転
職
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
関
係
資
本
の
研
究
に
な
ぜ
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
効
果
が
こ
ん
な
に
強
い
の
か
と
い
う
の
は
、
こ

れ
は
あ
く
ま
で
も
転
職
に
限
っ
た
話
で
す
が
、
や
は
り
そ
う
い
う
労
働
市

場
の
制
度
的
状
況
と
い
う
の
は
す
ご
く
大
き
く
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
メ
リ
カ
の
移
民
研
究
で
は
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
影
響
力
が
強
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
強

調
さ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
目
を
転
じ
る
と
、
と
く
に
市

場
の
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
あ
り
方
が
や
は
り
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
か
な
り
違
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
で
も
か
な
り
多
様
性
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

七
．
制
度
編
成
と
社
会
関
係
資
本

　

一
例
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
職
探
し
に
お
け
る
社
会
関
係
資
本
の
有

効
性
と
い
う
も
の
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
っ
た
市
場
メ
カ
ニ
ズ

な
資
源
を
動
員
し
て
社
会
経
済
的
に
上
昇
移
動
を
遂
げ
て
い
く
と
き
に
は

非
常
に
重
要
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

六
．
制
度
編
成
と
移
民
の
適
応
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
か
ら
の

示
唆

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
移
民
研
究
と
比
べ
る
と
同
じ

よ
う
な
こ
と
が
必
ず
し
も
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
が
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
移

民
研
究
で
は
ア
メ
リ
カ
の
制
度
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
前
提
に
し
た
う
え

で
、
異
な
る
出
身
国
や
異
な
る
地
域
の
移
民
の
適
用
の
あ
り
方
に
ど
の
よ

う
な
違
い
が
存
在
す
る
の
か
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
非
常
に
多
く

あ
り
ま
す
。
逆
に
い
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
移
民
研
究
と
い
う
の
は
国
に

よ
っ
て
異
な
る
制
度
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
い
う
の
は
十
分
考
慮
で
き
て

い
な
い
わ
け
で
す
。
ア
メ
リ
カ
は
、
非
常
に
特
殊
な
国
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
よ
く
国
と
国
の
違
い
を
考
え
る
と
き
に
、
労
働
市
場
の
構
造
と
福
祉

の
あ
り
方
に
着
目
し
、
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
エ
ス
ピ
ン
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の

福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
と
か
か
わ
ら
せ
な
が
ら
考
え
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、

た
と
え
ば
転
職
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
社
会
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効

果
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
で
非
常
に
強
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
ア
メ
リ
カ
で
転
職
に
お
い
て
コ
ネ
と
か
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
用
が
重

要
な
の
か
。
そ
れ
は
労
働
市
場
に
お
け
る
国
家
の
サ
ポ
ー
ト
が
全
然
な
い



四
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士
で
職
探
し
を
し
て
転
職
を
す
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
種
有
利
な
情
報
と
い

う
の
は
職
安
に
あ
ふ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ

ピ
タ
ル
の
機
能
的
な
代
替
物
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

社
会
関
係
資
本
が
職
探
し
に
お
い
て
有
用
な
効
果
を
持
つ
か
ど
う
か
は
、

そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
的
な
状
況
の
な
か
で
決
ま
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
日
本
の
事
例
を
考
え
る
と
き
に
重
視
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
研
究
を
比
べ
た
と
き
に
考
え
て
き
た
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
移
民
が
相
互
に
お
互
い
に
助
け
合
っ
て
社
会

経
済
的
に
上
昇
移
動
を
遂
げ
て
い
く
時
と
い
う
の
は
、
自
営
業
に
着
目
し

た
議
論
で
多
い
で
す
。
つ
ま
り
、
移
民
が
そ
も
そ
も
自
営
業
を
始
め
ら
れ

る
状
況
に
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
も
、
と
て
も
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
に

な
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
必
ず
し
も
ア

メ
リ
カ
ほ
ど
移
民
の
規
模
、
も
ち
ろ
ん
移
民
の
規
模
は
大
き
い
の
で
す
が
、

絶
対
的
な
人
口
の
規
模
も
大
き
く
な
い
し
、
あ
る
い
は
特
定
の
地
域
に
も

の
す
ご
く
集
住
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
確
か
に
そ
う
い
う
地
域
も
あ
る

の
で
す
が
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
な
か

で
は
、
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
移
民
に
関
し
て
い
え
ば
、
必
ず
し
も
結
束
型
、

同
じ
出
身
地
の
人
同
士
で
つ
な
が
っ
て
、
そ
こ
で
有
利
な
転
職
を
し
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
な
ら
ド
イ
ツ
人
と
つ
な
が
っ
て
、

そ
こ
で
有
用
な
情
報
を
得
て
い
い
転
職
を
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
ス

ム
を
重
視
す
る
国
で
は
す
ご
く
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
ほ
か
の
レ

ジ
ー
ム
を
採
用
し
て
い
る
国
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、

社
会
関
係
資
本
の
強
い
一
貫
し
た
効
果
は
必
ず
し
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
ド
イ
ツ
で
は
な
ぜ
移
民
が
社
会
関
係
資
本
を
活
用
し
て
も
転
職
に
必

ず
し
も
有
利
に
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
一
つ
は
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
が
関

係
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
教
育
と
労
働
市
場
の
結
び
つ

き
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
に
は
特
有
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
ド
イ
ツ
で
は
、
非
熟
練
の
労
働
者
が
熟
練
労
働
者
に
な
る
た
め
に

は
、
中
等
教
育
の
段
階
、
日
本
で
い
う
と
高
校
に
該
当
し
ま
す
が
、
後
期

中
等
教
育
の
段
階
で
、
職
業
系
の
中
等
教
育
機
関
を
卒
業
し
て
い
な
い
と

熟
練
労
働
者
に
は
非
常
に
な
り
に
く
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
教
育
と
労

働
市
場
の
結
び
つ
き
が
ド
イ
ツ
で
は
非
常
に
強
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ド
イ
ツ
で
は
、
単
純
に
コ
ネ
で
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
を
活

用
し
て
そ
の
情
報
を
得
る
だ
け
で
は
、
よ
い
転
職
が
で
き
る
と
は
必
ず
し

も
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
場
合
は
、
転
職
で
は
コ
ネ
と
か
あ
る
い
は
人
と
の
つ

な
が
り
の
な
か
で
情
報
を
活
用
す
る
こ
と
よ
り
も
、
実
は
日
本
で
い
う
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
、
公
共
職
業
安
定
所
が
極
め
て
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
逆
に
移
民
の
人
で
職
安
に
行
か
な
い
人
は
、
ス
ウ
ェ

デ
ィ
ッ
シ
ュ
と
か
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
が
で
き
な
い
人
が
そ
う
い
っ
た
と
こ

ろ
に
行
か
な
い
で
、
言
葉
が
で
き
な
い
た
め
に
同
じ
出
身
地
域
の
仲
間
同
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七
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位
置
づ
け
を
み
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
日
本
で
は
正
社
員
に
対
し
て
非
常

に
高
い
解
雇
規
制
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
結
果
と
し
て
組

織
の
柔
軟
性
を
喪
失
す
る
観
点
か
ら
非
正
規
雇
用
が
活
用
さ
れ
て
い
る
と

い
う
状
況
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
他
方
で
、
非
正
規
雇
用
の
セ
ク
タ
ー

は
、
職
種
と
い
う
点
で
み
て
も
ど
こ
に
集
中
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
こ

れ
は
非
熟
練
の
分
野
の
労
働
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
結
果
と
し
て

非
熟
練
の
労
働
に
従
事
し
て
い
た
の
で
は
な
か
な
か
上
に
上
が
る
チ
ャ
ン

ス
を
見
出
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
非
正
規
雇
用
で
非
熟
練
の
労
働
に
従
事
し

て
い
た
の
で
は
、
や
は
り
そ
こ
で
上
に
上
が
る
た
め
に
必
要
な
経
験
と
か

技
能
を
身
に
つ
け
る
チ
ャ
ン
ス
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
か
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
結
果
的
に
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
と
の
高
い
移
動
障

壁
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
の
で
す
。

九
．
国
境
を
越
え
る
ジ
ョ
ブ
・
マ
ッ
チ
ン
グ

　

も
う
一
つ
、
移
民
受
け
入
れ
の
文
脈
で
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と

は
、
国
境
を
超
え
て
形
成
さ
れ
る
ブ
ラ
ジ
ル
人
労
働
者
の
ジ
ョ
ブ
・
マ
ッ

チ
ン
グ
で
す
。
つ
ま
り
、
企
業
と
労
働
者
が
ど
う
い
う
形
で
仲
介
さ
れ
て

い
る
の
か
、
そ
の
ジ
ョ
ブ
・
マ
ッ
チ
ン
グ
の
仕
組
み
も
念
頭
に
置
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
人
と
、
労
働
者
と
ジ
ョ
ブ
と
を
結
び
つ
け
る

制
度
と
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
人
材
紹
介
事
業
と
日
本
の
業
務
請
負

業
者
が
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
場
合
に
は
あ
ま
り
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
は
き
か
な

い
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
結
束
型
よ
り

も
逆
に
橋
渡
し
型
の
ほ
う
が
、
自
営
業
以
外
で
は
有
効
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
実
証
的
な
研
究
の
知
見
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。

八
．
日
本
の
移
民
受
け
入
れ
の
文
脈
と
労
働
市
場
構
造

　

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
社
会

関
係
資
本
の
活
用
の
あ
り
方
も
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か

な
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
移
民
の
受
け
入
れ
の
文
脈
の
あ
り
方
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ

タ
ル
の
活
用
に
も
影
響
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
に
、
そ
れ
で
は
、

日
本
に
お
け
る
移
民
受
け
入
れ
の
文
脈
と
は
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
を
少

し
整
理
し
ま
し
た
。
ま
ず
一
つ
が
、
日
本
の
移
民
政
策
の
な
か
で
日
系
人

が
ど
う
い
う
形
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
み
た
と
き
に
、
彼
ら
は

血
統
に
基
づ
く
特
別
な
法
的
地
位
を
享
受
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
彼

ら
は
自
分
た
ち
が
少
な
く
と
も
日
本
人
の
子
孫
の
三
世
代
目
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
何
ら
か
の
形
で
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
比
較
的
自
由
に

日
本
と
出
身
国
を
行
き
来
す
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
ほ
か
の
日
系
移
民
で
な
い
人
た
ち
と
比
べ
る
と
、
法
的
滞
在
地

位
と
い
う
点
で
は
非
常
に
恵
ま
れ
た
状
況
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
日
本
に
お
け
る
労
働
市
場
の
な
か
で
の



四
七
六

の
両
者
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
労
働
者
は
日
本
の
非
正
規
雇
用

へ
と
包
摂
、
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。

十
．
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
従
業
上
の
地
位
（
二
〇
〇
七
年
の
静
岡
調

査
と
二
〇
〇
五
年
の
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
）

　

ブ
ラ
ジ
ル
人
労
働
者
の
社
会
経
済
的
な
上
昇
移
動
を
考
え
る
時
に
重
要

な
の
が
、
自
営
業
者
が
非
常
に
少
な
い
と
い
う
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
は
佐
藤
（
嘉
倫
）
先
生
が
主
た
る
研
究
者
と
し
て
実
施
さ
れ
た
社
会
階

層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
デ
ー
タ
と
、
静
岡
県
庁
が
実

施
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
を
対
象
に
し
た
調
査
と
を
比
較
し
た
も
の
な
の
で
す

が
、Standard em

ploym
ent

と
い
う
の
は
正
規
雇
用
で
す
ね
。N

on-
standard

が
非
正
規
でSelf-em

ploym
ent

が
自
営
業
で
す
。
図
表
８

右
の
対
象
者
を
み
る
と
、
上
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
人
労
働
者
で
、
真
ん
中
が
日

本
人
男
性
、
一
番
下
が
日
本
人
の
女
性
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
み
て
も
わ

か
る
よ
う
に
圧
倒
的
に
ブ
ラ
ジ
ル
人
労
働
者
の
非
正
規
雇
用
の
比
率
が
高

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ほ
ぼ
九
割
、
八
五
％
の
労
働
者
が
非
正
規
雇
用

に
集
中
し
て
い
て
、
自
営
業
者
が
わ
ず
か
一
％
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
状
況

で
す
。
一
般
的
に
移
民
は
主
流
社
会
の
労
働
市
場
に
お
い
て
は
非
常
に
不

利
な
状
況
に
直
面
し
が
ち
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
や
は
り
一

つ
は
そ
の
国
の
教
育
を
受
け
て
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
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労
働
者
、M

anual w
orkers

に
集
中
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
が
、
ブ
ル
ー

カ
ラ
ー
の
労
働
市
場
に
大
き
く
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

日
本
人
の
場
合
に
は
、
こ
れ
は
日
本
全
体
で
は
な
く
て
、
静
岡
県
だ
け
に

限
定
し
た
国
勢
調
査
の
結
果
で
す
。
明
ら
か
に
職
業
分
布
と
い
う
点
で
も

特
定
の
セ
ク
タ
ー
に
、
特
定
の
職
業
分
野
に
大
き
く
偏
っ
て
い
る
こ
と
が

理
解
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

十
二
．
先
行
研
究
か
ら
の
予
測

　

先
行
研
究
や
こ
う
い
っ
た
マ
ク
ロ
統
計
デ
ー
タ
か
ら
予
測
し
ま
す
と
、

や
は
り
日
本
の
制
度
的
な
文
脈
に
お
い
て
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
地
位
達

成
を
図
る
た
め
に
社
会
関
係
資
本
を
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は

非
常
に
大
き
な
制
約
条
件
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
と
の
間
で
自
由
に
動
こ
う
に
も
動
け

な
い
。
移
動
の
障
壁
が
大
き
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
す
と
か
、
あ
る
い

は
自
営
業
に
移
動
し
よ
う
に
も
自
営
セ
ク
タ
ー
に
移
動
す
る
こ
と
自
体
も

非
常
に
難
し
い
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
地
位
を
上
げ
よ
う
に
も
あ
く
ま
で
も
非
正
規
の
な
か
で
し

か
動
け
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
な
か
で

は
ブ
ラ
ジ
ル
人
相
互
の
関
係
よ
り
も
日
本
人
と
の
関
係
の
ほ
う
が
地
位
達

成
に
有
効
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
一
つ
仮
説
と
し
て
定
義
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
な
か
で
は
、
彼
ら
は
し
ば
し
ば
社
会

関
係
資
本
を
活
用
し
て
自
分
で
会
社
を
始
め
る
。
つ
ま
り
自
営
業
者
に
な

る
と
い
う
道
を
選
ぶ
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
い
わ
け
で
す
が
、
現
実
に
は
こ

の
自
営
業
者
に
な
れ
て
い
る
人
は
わ
ず
か
一
％
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、em

ploym
ent

セ
ク
タ
ー
か
らSelf-em

ploym
ent

セ
ク
タ
ー
に
移

動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
上
昇
移
動
す
る
機
会
と
い
う
の
は
ほ
ぼ
閉
ざ
さ
れ

て
い
る
。
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

他
方
で
、
こ
のStandard em

ploym
ent

と
い
う
の
も
、
い
わ
ゆ
る

日
本
人
の
正
社
員
雇
用
と
は
か
な
り
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
労
働
者
の
多
く
は
直
接
雇
用
で
は
な

く
て
、
間
に
派
遣
業
者
や
請
負
業
者
を
介
し
た
間
接
雇
用
と
い
う
形
で
雇

用
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
、
こ
の
直
接
雇
用
と
い
う
の
は
、
基

本
的
に
は
フ
ル
タ
イ
ム
の
直
接
雇
用
と
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
か
と

思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
人
は
少
な
く
と
も
全
体
の
一
割
程

度
、
存
在
し
て
い
る
の
で
、
今
回
の
研
究
で
は
自
営
業
で
は
な
く
て
、
非

正
規
か
ら
正
規
に
移
動
で
き
て
い
る
人
が
ど
の
程
度
い
て
、
そ
こ
に
社
会

関
係
資
本
が
ど
う
活
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

十
一
．
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
日
本
人
の
職
業
分
布
（
国
勢
調
査
）

　

図
表
９
は
国
勢
調
査
だ
け
の
結
果
で
す
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
は
圧
倒
的
に
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そ
の
際
、
二
つ
の
従
属
変
数
に
着
目
し
て
い
ま
し
て
、
一
つ
目
が
日
本

で
初
め
て
つ
い
た
仕
事
が
非
正
規
だ
っ
た
人
が
現
職
に
お
い
て
正
規
に
移

動
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
着
目
し
て
い
ま
す
。
二
つ
目

が
対
数
所
得
、
対
数
の
所
得
に
着
目
し
て
い
ま
す
。

（
一
）
仮
説

　

こ
の
二
つ
の
従
属
変
数
に
対
す
る
制
度
的
状
況
や
社
会
関
係
資
本
の
効

果
を
推
定
し
て
い
ま
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
要
因
と
し
て
社

会
関
係
資
本
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
労
働
市
場
の
流
動
性
が
ど
の
く
ら
い

進
展
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
効
果
は
、
単
純
な
日
本
に
入
っ
た
時
期
の
違

い
の
効
果
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
転
職
の
時
期
の
違
い
の
効
果
に
着
目

し
て
い
て
、
最
近
で
あ
る
ほ
ど
労
働
市
場
の
流
動
性
が
よ
り
進
ん
で
い
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
日
本
に
や
っ
て
く
る
と
き
に

さ
ま
ざ
ま
な
派
遣
業
者
と
か
人
材
紹
介
事
業
を
活
用
し
て
日
本
に
来
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
の
も
着
目
し
ま
す
。
人
材
紹
介
事
業
は
、
労
働
者
を

非
正
規
雇
用
へ
と
大
き
く
橋
渡
し
す
る
制
度
な
の
で
、
人
材
紹
介
事
業
を

活
用
す
る
こ
と
で
、
労
働
者
の
非
正
規
へ
の
移
動
確
率
を
高
め
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
の
他
の
要
因
と
し
て
は
、
人
的
資
本
で
あ

る
と
か
、
日
本
社
会
の
同
化
適
応
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
日
系
ブ
ラ
ジ

ル
人
と
し
て
の
世
代
の
地
位
と
い
う
こ
と
で
、
人
に
よ
っ
て
は
た
と
え
ば

戦
後
日
本
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
に
移
動
し
て
、
ま
た
日
本
に
戻
っ
て
き
て
い
る
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と
い
う
人
も
結
構
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
は
し
ば
し

ば
一
世
と
い
う
ふ
う
に
呼
び
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
一
世
で
あ
る
か
、
あ

る
い
は
二
世
、
三
世
で
あ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
要
因

と
し
て
は
着
目
し
て
い
ま
す
。

（
二
）
デ
ー
タ

　

デ
ー
タ
は
、
二
〇
〇
七
年
に
静
岡
県
庁
が
行
っ
た
静
岡
県
外
国
人
労
働

実
態
調
査
の
個
票
デ
ー
タ
を
使
用
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
外
国
人
登
録
か
ら

の
無
作
為
抽
出
で
、
回
収
率
は
二
九
．
五
％
、
調
査
結
果
は
標
本
と
母
集

団
と
の
か
い
離
を
小
さ
く
す
る
た
め
、
重
み
を
乗
じ
て
推
定
い
た
し
ま
し

た
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

（
三
）
初
職
と
現
職
の
就
業
経
路

　

ま
ず
、
初
職
と
現
職
に
お
い
て
ど
う
い
う
社
会
関
係
資
本
を
活
用
し
て

転
職
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
上
側
が
初
職
、
下
が
現
在
の

仕
事
に
お
い
て
ど
う
い
っ
た
社
会
関
係
資
本
を
活
用
し
て
い
る
の
か
の
単

純
な
分
布
で
す
。
上
側
を
み
て
み
る
と
、
回
答
者
の
四
四
％
が
基
本
的
に

は
人
材
派
遣
事
業
、
派
遣
業
者
を
活
用
し
て
日
本
で
初
め
て
の
仕
事
を
み

つ
け
ま
し
た
よ
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
十
四
％
の
人
が
親
戚
や
友
人
を
通

じ
て
日
本
で
初
め
て
就
く
仕
事
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
現
職
、
日
本
で
の
現
在
の
仕
事
に
、
二
〇
〇
七
年
時
点
で
の
仕
事
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に
関
し
て
い
え
ば
、
親
戚
を
通
じ
て
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
人
が
約

二
割
。
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
お
友
達
を
通
じ
て
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
人
が
約
三

割
で
、
日
本
人
の
お
友
達
か
ら
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
人
は
わ
ず
か
二
％
し

か
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
は
あ
る
種
彼
ら
が
日

本
社
会
か
ら
大
き
く
隔
絶
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
日
本
人
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
活
用
で
き
た

方
が
、
転
職
に
お
い
て
有
利
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
ま
し
た
が
、

活
用
で
き
て
い
る
人
は
ご
く
ご
く
限
ら
れ
た
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い

え
ま
す
。
多
く
は
同
胞
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
て
転
職
を
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
四
）
日
本
で
の
初
職
に
つ
い
て
の
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析

　

ま
ず
、
日
本
で
初
め
て
就
い
た
仕
事
に
つ
い
て
、
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回

帰
分
析
を
行
っ
た
結
果
を
紹
介
し
ま
す
。
疑
似
決
定
係
数
の
値
は
そ
ん
な

に
高
く
な
く
て
、
全
体
的
に
効
い
て
い
る
変
数
も
す
ご
く
少
な
い
で
す
。

ま
ず
大
き
い
の
が
、
い
わ
ゆ
る
日
本
に
入
国
し
た
時
期
に
お
い
て
、
以
前

よ
り
も
最
近
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
初
職
に
お
い
て
、
従
属
変
数
が
１
を

正
規
、
０
を
非
正
規
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
こ
と

は
、
つ
ま
り
最
近
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
正
規
雇
用
の
仕
事
に
就
く
の
が
難

し
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
労
働
市
場

の
流
動
性
の
増
大
が
、
初
め
て
就
く
仕
事
に
関
し
て
正
規
雇
用
の
仕
事
に
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就
く
と
い
う
こ
と
が
ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

続
き
ま
し
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
近
い
制
度
化
さ
れ
た

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
効
果
を
み
て
み
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
人
材

派
遣
業
者
を
通
じ
て
日
本
で
初
め
て
就
く
仕
事
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
と

い
う
人
は
明
ら
か
に
マ
イ
ナ
ス
の
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人

材
派
遣
事
業
の
紹
介
で
日
本
に
来
た
人
は
、
初
め
て
就
く
仕
事
は
非
正
規

の
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
正
規
に
就
く
の
は
難
し
い
と
い
う
結
果
に

な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
仮
説
と
ほ
ぼ
一
貫
す
る
内
容
か
と

思
い
ま
す
。

（
五
）
間
接
雇
用
か
ら
フ
ル
タ
イ
ム
の
直
接
雇
用
へ
の
移
行
の
ロ
ジ
ス

テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析

　

次
に
、
今
度
は
日
本
に
初
め
て
来
た
と
き
に
は
非
正
規
だ
っ
た
人
が
、

ど
ん
な
人
が
非
正
規
か
ら
正
規
雇
用
に
移
動
で
き
た
か
を
こ
れ
も
ロ
ジ
ス

テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
で
み
て
み
ま
し
た
。
今
回
の
分
析
で
は
初
め
て
日
本

に
来
た
時
に
就
い
た
仕
事
が
非
正
規
の
人
だ
け
に
限
定
し
て
分
析
を
行
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
現
職
に
お
い
て
も
非
正
規
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
０
、
現

職
に
お
い
て
正
規
に
移
動
で
き
た
人
は
１
と
い
う
ふ
う
に
値
を
割
り
当
て

て
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
を
行
い
ま
し
た
。
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

は
、
や
は
り
社
会
関
係
資
本
の
効
果
で
す
。
親
戚
を
通
じ
て
転
職
し
た
、

ブ
ラ
ジ
ル
人
の
お
友
達
を
通
じ
て
転
職
し
た
人
は
基
本
的
に
正
規
雇
用
へ
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の
移
動
の
オ
ッ
ズ
に
何
の
影
響
も
与
え
て
い
ま
せ
ん
。
他
方
で
わ
ず
か

二
％
の
人
し
か
日
本
人
の
紹
介
で
転
職
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
非
常
に
高
い
オ
ッ
ズ
で
す
。
オ
ッ
ズ
か
ら
は
、
日
本
人

の
コ
ネ
で
転
職
し
た
人
は
日
本
人
の
そ
う
い
っ
た
コ
ネ
を
活
用
し
な
か
っ

た
人
と
比
べ
て
九
倍
正
規
雇
用
へ
の
移
動
確
率
が
高
い
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
非
常
に
数
は
少
な
い
の
で
す
が
、
日
本
人
に
よ
る
橋
渡

し
型
の
社
会
関
係
資
本
の
有
用
性
が
こ
の
結
果
か
ら
も
い
え
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
ア
メ
リ
カ
の
移
民
研
究
の
知
見
と

は
矛
盾
し
ま
す
。
他
方
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
移
民
研
究
の
知
見
と
一
貫
す
る

結
果
で
は
な
い
か
な
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

（
六
）
対
数
所
得
（
年
収
）
の
回
帰
分
析

　

次
に
、
今
度
は
対
数
所
得
の
回
帰
分
析
を
行
い
ま
し
て
、
モ
デ
ル
を
二

つ
に
わ
け
て
推
定
を
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
年
収
の
対
数
値
を
従
属
変
数

に
し
て
、
労
働
時
間
を
入
れ
る
前
と
入
れ
る
後
で
こ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
の
効
果
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ

に
着
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
お
友
達
を
通
じ
て

転
職
し
た
人
は
、
一
〇
％
水
準
で
す
が
、
所
得
が
若
干
高
い
と
い
う
結
果

が
得
ら
れ
ま
し
た
。
他
方
で
、
週
当
た
り
の
労
働
時
間
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
た
場
合
に
そ
の
効
果
は
消
え
ま
し
た
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
こ
れ

は
週
当
た
り
の
労
働
時
間
を
従
属
変
数
と
し
た
分
析
を
行
っ
て
み
る
と
、
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ブ
ラ
ジ
ル
人
の
お
友
達
を
通
じ
て
転
職
し
た
人
は
、
現
在
の
仕
事
に
お
け

る
労
働
時
間
が
比
較
的
長
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
お
友
達

か
ら
は
非
正
規
の
仕
事
し
か
回
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
が
、
労
働
時
間
が
比

較
的
長
い
仕
事
、
つ
ま
り
仕
事
の
量
が
比
較
的
多
い
仕
事
を
紹
介
し
て
も

ら
え
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
長
時
間
働
け
る
職
場
を
紹
介
し
て

も
ら
う
こ
と
で
、
少
し
だ
け
れ
ど
も
年
収
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
非
常
に
限
ら
れ
た
枠
の
な
か
で
し
か
結
局
ブ
ラ

ジ
ル
人
の
お
友
達
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
の
は
活
用
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
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平
成
二
十
五
年
度
・
二
十
六
年
度
研
究
会
報
告

法
学
研
究
所

憲
法
・
行
政
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
二
月
十
五
日（
土
）午
前
十
時
四
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

（
判
例
研
究
）

嫡
出
で
な
い
子
の
法
定
相
続
分
を
嫡
出
子
の
二
分
の
一
と
定
め
る
民

法
九
〇
〇
条
四
号
但
書
前
段
が
憲
法
十
四
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し

た
事
例（
最
大
決
平
成
二
十
五
・
九
・
五
）

�

大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程　

小
関　

康
平

憲
法
・
行
政
法
・
商
事
法
合
同
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
七
月
五
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
株
式
会
社
監
査
の
公
監
査
的
再
構

成
」【
研
究
代
表
者
：
教
授���

池
村
正
道
】（
課
題
番
号
二
六
三
八

〇
一
三
一
）���

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
制
度
の
概
要

�

商
学
部
助
教　

鬼
頭　

俊
泰

②
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
株
式
会
社
監
査
の
公
監
査
的
再
構

成
」【
研
究
代
表
者
：
教
授���

池
村
正
道
】（
課
題
番
号
二
六
三
八

〇
一
三
一
）���

「
地
方
公
共
団
体
の
監
査
制
度
に
関
す
る
研
究
会
報

告
書
」
の
概
要���

～
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
株
式
会
社
監

査
の
公
監
査
的
再
構
成
」（
課
題
番
号
二
六
三
八
〇
一
三
一
）
の

序
論
的
考
察
～

�

教
授　

松
嶋　

隆
弘

刑
事
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
三
月
六
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

三
・
一
一
原
発
過
酷
事
故
に
対
す
る
不
起
訴
処
分
に
つ
い
て

�

弁
護
士　

古
川　

元
晴

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
四
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

四
八
七



一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

（
判
例
評
釈
）

飲
酒
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た
被
告
人
が
直
進
道
路
に
お
い
て
高
速
で
自

動
車
を
運
転
中
、
先
行
車
両
に
追
突
し
、
死
傷
の
結
果
を
生
じ
さ
せ

た
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注

視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
、
危
険
運
転
致
死
傷
が
成
立
す
る
と

さ
れ
た
事
例（
最
決
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
・
刑
集
六
十
五

巻
七
号
一
一
三
八
頁
）

�

通
信
教
育
部
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー　

西
島　

裕
行

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
二
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

（
判
例
研
究
）

電
気
通
信
の
送
信
に
よ
る
わ
い
せ
つ
な
電
磁
的
記
録
等
の
「
頒
布
」

に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例（
東
京
高
判
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二

日
・
高
刑
集
六
十
六
巻
一
号
六
頁
・
判
時
二
一
九
四
号
一
四
四
頁
）

�

本
学
法
学
部
教
授　

南
部　

篤

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
六
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査

�

大
学
院
法
務
研
究
科
客
員
教
授　

加
藤　

康
榮

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
四
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

（
判
例
研
究
）

柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
（
長
野
地
判
平
成
二
十
六
年
四
月
三

十
日（
判
例
集
未
登
載
））

�

教
授　

船
山　

泰
範

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
七
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

累
犯
性
性
犯
罪
者
に
対
す
る
特
別
法
の
制
定
に
関
す
る
研
究

　
　
　
　
　
　

大
学
院
法
学
研
究
科

�

公
法
学
専
攻
博
士
後
期
過
程　

西
山　

智
之

（
第
七
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
月
十
八
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

四
八
八
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一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

外
国
で
入
手
さ
れ
た
証
拠
の
許
容
性

�

助
教　

三
明　

翔

（
第
八
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

企
業
・
組
織
犯
罪
に
お
け
る
正
犯
行
為
と
共
犯
行
為

　

―
共
同
正
犯
、
間
接
正
犯
、

　
　

中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
に
つ
い
て
―

�
教
授　

設
楽　

裕
文

（
第
九
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

（
判
例
研
究
）

強
要
さ
れ
た
覚
せ
い
剤
使
用
に
緊
急
避
難
が
認
め
ら
れ
た
事
例（
東

京
高
判
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
八
日
・
判
時
二
二
一
二
号
一
二
三

頁
）

�

大
学
院
修
士
課
程
修
了
者　

原
田　

久
直

（
第
十
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
四
日（
土
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

Ｉ
Ｐ
Ｓ
等
の
情
報
媒
介
者
の
刑
事
責
任

�

非
常
勤
講
師　

上
野　

幸
彦

民
事
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
六
月
十
四
日（
土
）午
後
一
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
（
判
例
研
究
）

ク
レ
ー
ン
車
の
運
転
中
に
て
ん
か
ん
の
発
作
で
意
識
を
喪
失
し

児
童
六
名
を
死
亡
さ
せ
た
事
故
に
つ
い
て
、
運
転
手（
当
時
二

十
六
歳
）と
同
居
し
て
い
た
母
親
が
運
転
手
に
よ
る
運
転
を
回

避
す
る
た
め
の
措
置
を
執
る
べ
き
法
的
義
務
を
負
っ
て
い
た
と

認
め
ら
れ
た
事
例（
宇
都
宮
地
判
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
四

日
・
判
時
二
一
九
三
号
六
十
七
頁
、
判
夕
一
三
九
一
号
二
二
四

頁
）

�

大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程　

松
本　

幸
治

四
八
九



②
（
判
例
研
究
）

名
古
屋
高
裁
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
四
日
判
決（
平
成
二
十

五
年（
ネ
）第
七
五
二
号
損
害
賠
償
請
求
控
訴
事
件
）に
つ
い
て

�

教
授　

清
水　

恵
介

民
事
法
・
商
事
法
合
同
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
五
月
十
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
消
費
者
契
約
法
九
条
一
号
に
お
け
る
「
平
均
的
な
損
害
」
に
つ
い

て
の
一
考
察

�

沖
縄
国
際
大
学
法
学
部
専
任
講
師　

山
下　

良

②
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
ス
ワ
ッ
プ

　

―
日
本
法
と
の
比
較
を
中
心
に
―

�

教
授　

松
嶋　

隆
弘

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
つ
い
て

�

専
修
大
学
法
学
部
専
任
講
師　

萬
澤　

陽
子

②
医
療
施
設
の
組
織
責
任

　

―
ア
メ
リ
カ
法
の
議
論
を
参
考
に
し
て

�

常
葉
大
学
法
学
部
准
教
授　

峯
川　

浩
子

商
事
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日（
土
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
八
二
Ａ
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
現
代
契
約
条
項
の
法
学
・
言
語
学
的

考
察　

～
英
文
契
約
書
と
の
対
比
を
通
し
て
～
」【
研
究
代
表
者
：

教
授　

松
嶋　

隆
弘
】（
課
題
番
号
二
六
三
八
〇
一
三
二
）　

完
全
合

意
条
項
の
意
義
と
そ
の
英
語
表
現

�

国
際
関
係
学
部
助
教　

熊
木　

秀
行

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
現
代
契
約
条
項
の
法
学
・
言
語
学

的
考
察
～
英
文
契
約
書
と
の
対
比
を
通
し
て
～
」【
研
究
代
表

四
九
〇
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者
：
教
授　

松
嶋
隆
弘
】（
課
題
番
号
二
六
三
八
〇
一
三
二
）　

要

件
事
実
論
の
考
え
方
に
関
す
る
一
考
察
～
説
明
責
任
と
の
関
係
に

お
い
て
～

�

弁
護
士　

永
島　

賢
也

②
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
現
代
契
約
条
項
の
法
学
・
言
語
学

的
考
察
～
英
文
契
約
書
と
の
対
比
を
通
し
て
～
」【
研
究
代
表

者
：
教
授　

松
嶋
隆
弘
】（
課
題
番
号
二
六
三
八
〇
一
三
二
）　

英

国
保
険
法
案
に
つ
い
て

�

弁
護
士
法
人
中
央
総
合
法
律
事
務
所
・
弁
護
士　

稲
田　

行
祐

経
営
法
学
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
一
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
四
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
政
府
会
計
の
発
生
主
義
・
複
式
簿
記
化
の
提
言

�

税
理
士　

福
重　

利
夫

②
相
続
税
法
十
二
条
及
び
縄
伸
び
が
相
続
税
の
課
税
に
与
え
る
問
題

点

�

非
常
勤
講
師
・
税
理
士　

武
石　

鉄
昭

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
日（
土
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
四
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

消
費
税
の
複
数
税
率
化
と
仕
入
税
額
控
除

　

―
逆
心
対
策
を
め
ぐ
る
主
な
論
点
の
検
証
―

�

白
鴎
大
学
教
授　

石
村　

耕
治

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
月
十
八
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
韓
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要

�

教
授　

阿
部　

徳
幸

②
国
税
犯
則
取
締
法
の
違
法
な
参
考
人
調
査
鑑
定
例

　

―
倉
敷
民
商
事
件
―

�

立
正
大
学
法
学
部
客
員
教
授
・
税
理
士　

浦
野　

広
明

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日（
火
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

国
際
企
業
に
お
け
る
法
務
の
課
題
と
展
望

四
九
一



　
　
　
　
　
　

㈱
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
経
営
監
査
部
嘱
託

�

（
前
法
務
管
理
室
長
）　

北　

博
行

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
不
公
平
な
税
制
を
た
だ
す
会
二
〇
一
四
年
度
の
財
源
資
産
の
報
告

　
　
　
　
　
　

税
理
士
・
不
公
平
な
税
制
を
た
だ
す
会

�

運
営
委
員　

荒
川　

俊
之

②
法
人
事
業
税
の
外
形
標
準
課
税
拡
大
と
憲
法
原
則

�

税
理
士
・
元
静
岡
大
学
教
授　

湖
東　

京
至

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日（
火
）午
後
三
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

競
争
政
策
と
知
的
財
産
政
策
の
交
錯
領
域
の
現
状
と
問
題
点（
二
〇
一

四
年
Ｅ
Ｕ
・
Ｉ
Ｐ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
考
え
方
）

　
　
　
　
　

マ
ク
ダ
ー
モ
ッ
ト
・
ウ
ィ
ル
・
エ
メ
リ
ー
法
律
事
務
所

�

パ
ー
ト
ナ
ー　

ヴ
ィ
ル
コ
・
フ
ァ
ン
・
ヴ
ィ
ー
ル
ト

（
第
七
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
八
日（
木
）午
後
五
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

企
業
法
務
部
の
課
題
と
展
望

　
　
　
　
　
　

花
王
株
式
会
社
法
務
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門

�

法
務
部
法
務
課
長　

皆
川　

要

保
険
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
二
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
（
判
例
研
究
）

駐
車
車
両
の
持
ち
去
り
に
つ
き
「
盗
難
の
外
形
的
事
実
」
が
存

在
し
、
故
意
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
事
故
と
も
認
定
で
き
な
い
と

し
て
、
車
両
保
険
金
請
求
が
認
容
さ
れ
た
事
例（
東
京
地
判
平

成
二
十
五
年
一
月
三
十
日
・
判
夕
一
三
九
四
号
二
八
九
頁
）

�

准
教
授　

梅
村　

悠

②
（
判
例
研
究
）

Ｎ
Ｗ
Ａ
搭
乗
拒
否
事
件（
千
葉
地
判
平
成
二
十
二
年
十
二
月
七

日
・
判
例
集
未
登
載
）

�

教
授　

工
藤　

聡
一

四
九
二



事
　
業

　
報

　
告

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
一
月
十
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
（
判
例
研
究
）

保
険
契
約
者
等
が
訴
訟
提
起
に
か
か
る
通
知
義
務
に
違
反
し
た

場
合
、
保
険
会
社
の
免
責
を
認
め
た
事
例（
宇
都
宮
地
判
平
成

二
十
三
年
十
月
七
日
・
判
時
二
一
三
一
号
一
三
八
頁
、
判
夕
一

三
六
九
号
二
三
六
頁
）

　
　
　
　
　
　

明
治
大
学
法
科
大
学
院
教
育
補
助
講
師
・

�

明
海
大
学
不
動
産
学
部
非
常
勤
講
師　

板
垣　

太
郎

②
（
判
例
研
究
）

「
被
保
険
者
の
告
知
義
務
違
反
」
と
「
保
険
会
社
の
過
失
」
と

の
関
係
が
争
点
と
な
っ
た
裁
判
例（
東
京
地
判
平
成
二
十
四
年

八
月
七
日
・
判
夕
一
三
九
一
号
二
八
七
頁
）

�

非
常
勤
講
師　

井
口　

浩
信

政
経
研
究
所

政
治
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
七
月
三
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
三
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

イ
ン
ド
の
新
政
権
に
お
け
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
経
済
政
策

　
　
　
　
　
　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
リ
ー
ク
ア
ン
ユ
ー

�

公
共
政
策
大
学
院　

ム
ク
ル
・
ア
シ
ャ
ー

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
月
二
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

終
戦
直
後
の
博
多
港
援
護
体
制

�

政
経
研
究
所
研
究
員
・
霊
山
大
学
校
教
授　

崔　

永
鎬

経
済
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
六
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
五
五
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

国
際
貿
易
の
拡
大
に
お
け
る
国
際
制
度
の
役
割

　

―
Ａ
Ｅ
Ｏ
制
度
を
中
心
に
―

�

経
済
学
部
助
手　

前
野　

高
章

四
九
三



（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
七
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
五
五
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

連
続
時
間
均
衡
モ
デ
ル
に
お
け
る
貨
幣
量
の
実
質
効
果
と
株
価
の
バ

ブ
ル

�

嘉
悦
大
学
経
営
経
済
学
部
専
任
講
師　

加
藤　

寛
之

公
共
政
策
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
四
二
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

障
害
者
雇
用
と
合
理
的
配
慮

　

―
わ
が
国
に
お
け
る
運
用
の
課
題
と
可
能
性

�

助
教　

山
村　

り
つ

比
較
法
研
究
所

ド
イ
ツ
法
研
究
会
私
法
部
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
五
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

大
正
民
事
訴
訟
法
改
正
と
手
続
集
中
理
念

　

―
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
事
訴
訟
法
の
わ
が
国
へ
の
影
響
―

�

早
稲
田
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授　

松
村　

和
徳

英
米
法
研
究
会
私
法
部
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日（
金
）午
後
一
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
九
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

株
主
総
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

�

弁
護
士　

長
谷
川　

俊
明

Ｅ
Ｕ
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日（
月
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
八
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

二
〇
一
二
年
ス
ペ
イ
ン
労
働
改
革

　

―
労
働
法
の
再
整
備
と
労
働
市
場
へ
の
影
響
―

四
九
四



事
　
業

　
報

　
告

�

創
価
大
学
法
学
部
教
授　

岡
部　

史
信

現
代
空
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
六
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
六
三
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
航
空
法
研
究
の
一
里
塚

�

大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授　

藤
田　

勝
利

②
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
に
基
づ
く
航
空
運
送
人
の
責
任
に
関
す
る

考
察

　
　
　
　
　
　

Ａ
Ｎ
Ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

�

グ
ル
ー
プ
法
務
部　

中
島　

智
之

�

（
※
平
成
二
十
六
年
二
月
～
平
成
二
十
七
年
一
月
末
日
現
在
）

平
成
二
十
五
年
度
学
内
学
会
・
研
究
所
合
同
研
究
会

一
、
日
時　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
三
日（
木
）午
前
十
時
四
十
分
開
会

一
、
場
所　

法
学
部
十
号
館　

一
〇
一
一
講
堂

�

司
会
・
進
行　

水
野　
　

正
・
太
田　

晴
美

�

岡
西　

賢
治
・
中
静　

未
知

�

福
木　

滋
久　
　
　
　
　
　

一
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
課
題
と
展
望
」

①
セ
メ
ス
タ
ー
制
に
お
け
る
教
育
の
あ
り
方�

坂
本　

力
也

②
初
年
次
教
育
に
求
め
ら
れ
る
も
の

―
そ
の
実
施
方
法
と
留
意
点
―�

佐
渡
友　

哲

③
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
導
入
と
今
後
の
可
能
性�

池
田　
　

実

進　

行�

岡
西　

賢
治

二
、
自
由
論
題

①
大
学
に
お
け
る
産
学
連
携
の
現
状
及
び
課
題�

金
澤　

良
弘

②
盗
難
車
に
よ
る
事
故
と
責
任�

藤
村　

和
夫

三
、
退
任
記
念
講
演

①
三
島
由
紀
夫
の
死
を
軸
に
語
る

「
幻
想
」
と
「
現
実
」
の
狭
間
の
生�

栗
栖　

眞
人

②
私
と
政
治
学

―
出
会
い
、
付
き
合
い
、
慰
め
合
い
―�

秋
山　

和
宏

③
過
失
相
殺
に
お
け
る
「
被
害
者
側
の
過
失
」
を
め
ぐ
っ
て

�

伊
藤　

文
夫

四
九
五



平
成
二
十
六
年
度
学
内
学
会
・
研
究
所
合
同
研
究
会

一
、
日
時　

平
成
二
十
六
年
十
月
四
日（
土
）午
前
九
時
開
会

一
、
場
所　

法
学
部
十
号
館　

一
〇
一
一
講
堂
・
一
〇
三
一
講
堂

�
司
会
・
進
行　

松
島　

雪
江
・
梅
村　
　

悠

�

田
邉　

陽
子
・
野
口　

恵
子

�

米
倉　
　

律　
　
　
　
　
　

一
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

他

①
法
学
研
究
所
ポ
ス
タ
ー
展
示　
【
十
号
館
二
階
ロ
ビ
ー
】

『
山
岡
萬
之
助
先
生
と
日
本
大
学
法
学
部
の
一
二
五
年
』

②
政
経
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
【
一
〇
一
一
講
堂
】

『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
政
治
―
日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地

域
間
交
流
を
中
心
に
し
て
―
』

③
比
較
法
研
究
所
企
画　
【
一
〇
一
一
講
堂
】

『
比
較
法
と
憲
法
理
論
―
い
わ
ゆ
る
裁
判
員
制
度
合
憲
判
決
に
お

け
る
解
釈
方
法
論
を
契
機
と
し
て
―
』

④
新
聞
学
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
【
一
〇
三
一
講
堂
】

『
国
家
・
メ
デ
ィ
ア
・
辺
境
～
変
貌
す
る
ア
ジ
ア
』

二
、
退
任
記
念
講
演

①
第
三
の
教
育
改
革
と
し
て
の
「
教
育
基
本
法
」
の
改
正

�

安
藤　
　

忠

　
　

②
Ｔ
ｈ
・
マ
ン
―
日
記
は
文
学
的
価
値
皆
無
か
―�

丹
羽　

正
信

　
　

③
価
値
権
と
し
て
の
抵
当
権�

山
川　

一
陽

平
成
二
十
五
年
度
・
二
十
六
年
度
定
期
無
料
法
律

相
談
会

　

平
成
二
十
五
年
度
・
二
十
六
年
度
定
期
無
料
法
律
相
談
会
は
、
校
友
弁

護
士
の
協
力
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
定

期
無
料
法
律
相
談
会
の
趣
旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生

達
の
法
学
の
実
践
教
育
を
行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時

【
平
成
二
十
五
年
度
】

（
第
七
回
）平
成
二
十
六
年
二
月
八
日（
土
）

（
第
八
回
）平
成
二
十
六
年
三
月
十
五
日（
土
）

【
平
成
二
十
六
度
】

（
第
一
回
）
平
成
二
十
六
年
五
月
十
七
日（
土
）

（
第
二
回
）
平
成
二
十
六
年
六
月
十
四
日（
土
）

（
第
三
回
）
平
成
二
十
六
年
七
月
十
二
日（
土
）

（
第
四
回
）
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
七
日（
土
）

（
第
五
回
）
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
五
日（
土
）

四
九
六



事
　
業

　
報

　
告

（
第
六
回
）
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
三
日（
土
）

※
い
ず
れ
も
時
間
は
、
午
後
一
時
～
午
後
三
時

二
、
場
所　

法
学
部
三
号
館

三
、
参
加
者
（
敬
称
略
）

（
専
任
教
員
）

岡
島　

芳
伸
・
内
山　

忠
明
・
清
水　

恵
介
・
関　
　

正
晴

松
嶋　

隆
弘
・
山
川　

一
陽

（
校
友
弁
護
士
）

揚
野　

一
夫
・
石
川　

利
男
・
木
下　

淳
一
・
神
頭　

正
光

田
原　

直
樹
・
廣
瀬　

正
剛
・
和
田　

光
史

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生　

各
回
四
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数�
六
十
五
件

②
内
容

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
）�
十
五
件

貸
金
、
そ
の
ほ
か
の
債
権
回
収�

二
件

借
地
借
家�

九
件

不
法
行
為（
名
誉
毀
損
・
器
物
損
壊
な
ど
）�

二
件

近
隣
問
題（
道
路
・
境
界
な
ど
）�

九
件

労
働
関
係（
従
業
員
の
ト
ラ
ブ
ル
・
解
雇
な
ど
）�

三
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
）�

四
件

借
金
、
保
証
そ
の
ほ
か
の
金
銭
債
務（
含
む
破
産
）�

二
件

売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係�

五
件

そ
の
他（
消
費
者
問
題
な
ど
）�

十
四
件

�

（
※
平
成
二
十
六
年
二
月
～
平
成
二
十
七
年
一
月
末
日
現
在
）

平
成
二
十
六
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会

　

平
成
二
十
六
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
は
、
茨
城
県
水
戸
市
の
茨
城

県
水
戸
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
市
当
局
並
び
に
地
元
校
友
会
・

校
友
弁
護
士
等
の
協
力
を
得
て
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
三
日（
日
）

に
開
催
さ
れ
た
。

　

開
催
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
の
趣

旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生
達
の
法
学
の
実
践
教
育
を

行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
三
日（
日
）

　
　
　
　
　

午
前
十
時
三
十
分
～
午
後
三
時

二
、
場
所　

茨
城
県
水
戸
市　

茨
城
県
水
戸
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

三
、
参
加
者（
敬
称
略
）

（
専
任
教
職
員
）

池
村　

正
道
・
内
山　

忠
明
・
清
水　

恵
介
・
石
川　
　

登

四
九
七



現
代
行
政
を
理
解
す
る
機
会
を
提
供
し
、
そ
こ
に
あ
る
問
題
点
及
び
そ
の

解
決
方
法
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
実
施
し
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日（
土
）～
十
一
月
三
日（
月
）

　
　
　
　
　

※
い
ず
れ
も
時
間
は
、
午
前
十
時
～
午
後
三
時

二
、
場
所　

法
学
部
十
号
館
二
階　

学
生
ホ
ー
ル

三
、
主
催　

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

四
、
後
援　

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会

五
、
協
力　

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所

六
、
相
談
員

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会
行
政
相
談
委
員

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所
行
政
相
談
官

七
、
補
助
学
生　

�

行
政
科
研
究
室
所
属
学
生
及
び
公
募
に
て
募
集
の
法
学

部
生

八
、
相
談
項
目

　
　
　

・
近
隣
問
題
に
つ
い
て

　
　
　

・
地
域
防
犯
に
つ
い
て

　
　
　

・
交
通
の
便
に
つ
い
て　
　
　
　
　

等
々

九
、
相
談
件
数　

二
十
七
件

加
藤　

朱
実
・
戸
塚　

浩
行
・
吉
田　
　

翼
・
平
塚　

孝
典

（
校
友
弁
護
士
）

齋
藤
晴
太
郎
・
入
澤　

武
久
・
今
井　

勇
太
・
坂
井　
　

愛

早
乙
女
宜
宏
・
末
次　

茂
雄
・
作
井　
　

崇
・
上
畠　

佳
子

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
等
十
六
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数�

十
六
件

②
内
容

借
地
借
家�

二
件

近
隣
問
題（
道
路
・
境
界
な
ど
）�

三
件

売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係�

四
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
）�

二
件

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
）�

一
件

そ
の
他（
貸
金
・
交
通
事
故
な
ど
）�
四
件

平
成
二
十
六
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談

　

平
成
二
十
六
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談
は
、
法
桜
祭
期
間
に
合
わ
せ
て

開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
専
門
の
相
談
員
に
よ
る

行
政
相
談
に
本
学
部
の
学
生
を
陪
席
さ
せ
、
行
政
相
談
を
通
じ
て
日
本
の

四
九
八



事
　
業

　
報

　
告

四
九
九

た
。

　

Ａ
及
び
Ｃ
は
、
Ｖ
に
対
す
る
殺
意
を
抱
き
、
平
成
二
十
五
年
十
月
頃
、

Ｂ
と
共
に
、
Ｃ
が
実
行
役
と
な
っ
て
Ｖ
を
殺
害
し
た
後
、
Ａ
及
び
Ｂ
が
Ｖ

の
死
体
を
処
理
し
て
完
全
犯
罪
を
目
指
す
旨
話
し
合
っ
た
。

　

そ
の
後
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
は
、
同
年
十
一
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
に
、
拳

銃
を
入
手
す
る
な
ど
し
て
、
Ｖ
殺
害
の
準
備
を
進
め
た
。
Ｃ
は
、
遅
く
と

も
、
同
日
ま
で
に
は
、
Ｆ
に
対
し
て
、
Ｖ
殺
害
及
び
死
体
完
全
処
理
の
計

画
を
伝
え
て
い
た
。

　

同
年
十
一
月
二
十
四
日
、
Ａ
は
、
Ｃ
に
対
し
て
、
翌
二
十
五
日
に
Ｖ
を

ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
に
呼
び
出
し
て
殺
害
す
る
旨
提
案
し
、
Ｃ
は
、
こ
れ
を
承

諾
し
た
。
そ
し
て
、
Ｃ
は
、
同
月
二
十
四
日
深
夜
、
Ｆ
に
対
し
て
、
翌
二

十
五
日
に
Ｖ
を
殺
害
す
る
予
定
で
あ
る
旨
を
伝
え
た
。

　

同
年
十
一
月
二
十
五
日
朝
、
Ｃ
は
、
同
棲
相
手
の
Ｄ
に
対
し
て
、
Ｖ
を

殺
害
す
る
旨
伝
え
た
上
、
同
棲
先
か
ら
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
ま
で
の
車
の
運
転

を
依
頼
し
、
Ｄ
は
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。
そ
の
後
、
同
日
午
後
０
時
頃
、

Ｃ
は
、
車
両
に
Ｖ
の
死
体
を
入
れ
る
収
納
ボ
ッ
ク
ス
を
積
載
し
、
Ｄ
の
運

転
す
る
車
両
で
、
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
の
前
ま
で
向
か
っ
た
。
そ
し
て
、
Ｃ
は
、

ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
前
路
上
に
お
い
て
、
Ｄ
に
対
し
て
、
車
両
に
積
載
し
て
い

る
収
納
ボ
ッ
ク
ス
に
Ｖ
の
死
体
を
入
れ
る
旨
告
げ
た
上
、
同
所
で
待
機
す

る
よ
う
命
じ
、
一
人
で
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
店
内
に
入
っ
た
。

　

同
日
午
後
一
時
過
ぎ
頃
、
Ｃ
は
、
同
店
内
で
待
機
し
て
い
た
Ａ
か
ら
拳

平
成
二
十
六
年
度
法
律
討
論
会

　

第
三
十
七
回
法
律
討
論
会
は
、
日
本
大
学
法
学
会
と
日
本
大
学
法
曹
会

に
よ
る
共
同
開
催
、
並
び
に
日
本
大
学
法
学
部
校
友
会
と
日
本
大
学
法
学

部
法
学
研
究
所
の
後
援
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
十
月
十
八
日（
土
）十
二

時
三
十
分
か
ら
法
学
部
十
号
館
一
階
一
〇
一
一
講
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
。（

出
題
者
）

志
村
敬
検
察
官

（
審
査
員
）

遠
山　

敦
士
裁
判
官
・
中
島　

義
則
弁
護
士

濱
田
左
千
子
弁
護
士

（
進
行
・
時
計
）

今
井　

勇
太
弁
護
士
・
星
野　

裕
香
弁
護
士

◆
問
題（
刑
法
）

　

Ａ
は
、
Ｖ
が
経
営
す
る
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
の
共
同
経
営
者
、
Ｂ
は
、
Ｖ
が

経
営
す
る
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
の
副
店
長
、
Ｃ
は
、
Ｖ
が
経
営
す
る
ホ
ス
ト
ク

ラ
ブ
の
店
員
、
Ｄ
は
、
Ｃ
の
同
棲
相
手
、
Ｅ
は
、
Ｃ
の
実
父
、
Ｆ
は
、
Ｖ

が
経
営
す
る
キ
ャ
バ
ク
ラ
の
店
長
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
が
、
Ａ
、
Ｃ
、

Ｆ
は
、
か
ね
て
か
ら
、
Ｖ
か
ら
の
理
不
尽
な
要
求
等
に
不
満
を
抱
い
て
い



五
〇
〇

て
る
作
業
を
手
伝
っ
て
ほ
し
い
旨
依
頼
し
、
Ｆ
は
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

　

翌
二
十
八
日
、
Ｆ
は
、
Ｃ
に
対
し
て
、
自
分
も
Ｖ
の
死
体
溶
解
作
業
等

を
手
伝
う
旨
申
し
出
て
、
Ｃ
は
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。
そ
し
て
、
Ｃ
は
、

Ａ
か
ら
溶
解
作
業
に
使
用
す
る
寸
胴
鍋
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
、
強
ア
ル
カ
リ
性

薬
剤
等
を
受
け
取
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｃ
は
、
Ｄ
と
共
に
、
車
両
に
Ｖ
の
死

体
が
入
っ
た
収
納
ボ
ッ
ク
ス
を
載
せ
て
、
Ｅ
宅
に
向
か
い
、
Ｅ
に
内
緒
で

Ｅ
宅
敷
地
内
に
Ｖ
の
死
体
が
入
っ
た
収
納
ボ
ッ
ク
ス
を
置
い
た
。
そ
し
て
、

Ｄ
は
、
Ｅ
と
共
に
、
居
酒
屋
に
行
き
、
Ｃ
は
、
車
両
に
乗
っ
て
、
Ｆ
を
迎

え
に
行
き
、
Ｃ
宅
に
置
い
て
い
た
前
記
寸
胴
鍋
、
強
ア
ル
カ
リ
性
薬
剤
、

コ
ン
ロ
等
を
車
両
に
積
み
込
み
、
Ｆ
と
共
に
、
Ｅ
宅
に
向
か
っ
た
。

　

同
日
午
後
六
時
頃
、
Ｃ
及
び
Ｆ
は
、
順
次
、
Ｅ
宅
内
に
Ｖ
の
死
体
が

入
っ
た
収
納
ボ
ッ
ク
ス
、
寸
胴
鍋
等
を
運
び
入
れ
た
上
、
同
寸
胴
鍋
内
に

Ｖ
の
死
体
を
入
れ
て
、
水
及
び
強
ア
ル
カ
リ
性
薬
剤
を
同
寸
胴
鍋
内
に
入

れ
て
、
コ
ン
ロ
の
熱
で
加
熱
し
、
Ｖ
の
死
体
の
溶
解
作
業
を
始
め
た
。
そ

し
て
、
Ｃ
及
び
Ｆ
は
、
同
日
午
後
九
時
頃
ま
で
、
Ｖ
の
死
体
が
入
っ
た
寸

胴
鍋
内
を
か
き
混
ぜ
る
な
ど
し
て
、
Ｖ
の
死
体
の
溶
解
作
業
を
続
け
て
い

た
が
、
突
如
、
Ｆ
は
、
Ｃ
に
対
し
て
、「
も
う
、
帰
る
。」
と
だ
け
告
げ
て
、

Ｅ
宅
か
ら
出
て
行
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｃ
は
、
Ｅ
宅
内
に
お
け
る
Ｖ
の
死
体

溶
解
作
業
を
続
け
て
い
た
が
、
翌
二
十
九
日
朝
、
帰
宅
し
た
Ｅ
に
Ｖ
の
死

体
溶
解
作
業
の
現
場
を
発
見
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
Ｅ
に
死
体
溶
解
作

業
等
を
手
伝
っ
て
ほ
し
い
旨
告
げ
て
、
Ｅ
も
こ
れ
を
了
承
し
た
。

銃
を
受
け
取
り
、
同
店
に
や
っ
て
き
た
Ｖ
を
拳
銃
で
射
殺
し
た
。

　

そ
の
後
、
Ｃ
は
、
Ａ
及
び
Ｂ
か
ら
Ｖ
の
死
体
を
す
ぐ
に
店
外
に
搬
出
す

る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
た
め
、
Ｄ
が
待
機
す
る
車
両
ま
で
行
っ
て
収
納

ボ
ッ
ク
ス
を
取
り
に
行
っ
て
、
同
ボ
ッ
ク
ス
を
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
店
内
に
搬

入
し
、
同
ボ
ッ
ク
ス
内
に
Ｖ
の
死
体
を
入
れ
て
、
こ
れ
を
店
外
に
搬
出
し

た
。
そ
し
て
、
Ｃ
及
び
Ｄ
は
、
Ｖ
の
死
体
が
入
っ
た
収
納
ボ
ッ
ク
ス
を
車

両
に
積
み
込
み
、
Ｃ
宅
ま
で
同
ボ
ッ
ク
ス
を
搬
送
し
た
。

　

同
日
夕
方
頃
、
Ｃ
は
、
Ａ
か
ら
Ｖ
の
携
帯
電
話
機
等
の
処
分
を
指
示
さ

れ
た
た
め
、
Ｄ
と
共
に
、
Ｖ
の
携
帯
電
話
機
等
を
山
中
に
埋
め
に
行
っ
た
。

Ｖ
の
携
帯
電
話
機
等
を
山
中
に
埋
め
に
行
く
途
中
、
Ｃ
は
、
Ｆ
か
ら
電
話

が
あ
っ
た
際
、
Ｆ
に
対
し
て
、
Ｖ
を
殺
害
し
て
こ
れ
か
ら
Ｖ
の
携
帯
電
話

機
等
を
投
棄
し
に
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
旨
伝
え
た
。

　

翌
二
十
六
日
、
Ｃ
は
、
Ａ
か
ら
、
Ａ
が
用
意
す
る
強
ア
ル
カ
リ
性
薬
剤

を
使
用
し
て
、
Ｖ
の
死
体
を
溶
解
し
、
残
っ
た
骨
等
を
砕
い
て
河
川
に
捨

て
る
よ
う
に
と
の
指
示
を
受
け
て
、
こ
れ
を
了
承
し
、
Ｖ
の
死
体
溶
解
作

業
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
宅
で
行
う
こ
と
と
し
、
Ｃ
に
事
情
を
説
明
し
た
上
、

Ｃ
に
対
し
て
、
Ｅ
宅
で
の
死
体
溶
解
作
業
中
、
Ｅ
を
Ｅ
宅
外
で
足
止
め
す

る
こ
と
を
依
頼
し
た
。

　

翌
二
十
七
日
、
Ｄ
は
、
同
棲
相
手
で
あ
る
Ｃ
一
人
が
汚
れ
役
を
や
ら
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
感
じ
、
Ａ
に
対
し
て
、
文
句
を
言
う
と
共
に
、

Ｆ
と
連
絡
を
取
っ
て
、
Ｆ
に
Ｖ
の
死
体
溶
解
作
業
や
Ｖ
の
骨
を
河
川
に
捨



事
　
業

　
報

　
告

五
〇
一

メ
ダ
ル
及
び
図
書
カ
ー
ド
、
優
秀
質
問
者
に
は
法
学
部
校
友
会
か
ら
図
書

カ
ー
ド
が
そ
れ
ぞ
れ
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
来
場
者
全
員
に
法
学
部
並
び

に
法
学
部
校
友
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
記
念
品
を
贈
呈
し
た
。

　

な
お
、
法
律
討
論
会
終
了
後
、
ホ
テ
ル
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
エ
ド
モ
ン
ト

に
お
い
て
出
場
者
・
関
係
者
全
員
に
よ
る
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

成
績
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。（
括
弧
内
は
学
科
・
学
年
）

優　

勝（
第
六
組
）

石
月　
　

卓（
経
営
法
・
三
年
）・
村
上　

綾
菜（
法
律
・
三
年
）

後
藤　

洋
平（
法
律
・
三
年
）

準
優
勝（
第
十
組
）

三
浦　
　

惠（
通
信
教
育
部
法
律
・
二
年
）

濱
田　
　

潤（
通
信
教
育
部
法
律
・
二
年
）

加
藤　

天
宇（
通
信
教
育
部
法
律
・
二
年
）

第
三
位（
第
七
組
）

森　
　
　

悠（
法
律
・
三
年
）・
川
股　

芽
生（
公
共
政
策
・
三
年
）

山
口　

瑞
葵（
法
律
・
三
年
）

参
加
賞（
順
不
同
）

山
崎　

隆
寛（
法
律
・
四
年
）・
二
川　

裕
莉（
法
律
・
四
年
）

桒
井　

陽
子（
法
律
・
四
年
）・
古
知
谷
將
矩（
法
律
・
三
年
）

齋
藤　
　

隆（
法
律
・
三
年
）・
根
本　

聖
大（
政
治
経
済
・
三
年
）

青
木
悠
一
郎（
法
律
・
一
年
）・
古
田　

雅
記（
第
二
部
法
律
・
一
年
）

　

そ
し
て
、
Ｃ
及
び
Ｅ
は
、
翌
三
十
日
未
明
頃
ま
で
、
Ｅ
宅
に
お
い
て
、

Ｖ
の
死
体
溶
解
作
業
を
続
け
、
寸
胴
鍋
内
に
残
っ
て
い
た
Ｖ
の
骨
を
ハ
ン

マ
ー
等
で
砕
い
た
上
、
同
日
昼
頃
、
車
両
に
乗
っ
て
河
川
に
向
か
い
、
Ｖ

の
骨
片
を
河
川
に
流
し
た
。

　

以
上
の
事
案
に
お
け
る
Ｆ
の
罪
責
を
論
ぜ
よ（
な
お
、
特
別
法
の
検
討

は
不
要
で
あ
る
。）。

　

討
論
会
は
三
人
一
組
で
十
組
が
出
場
し
、
各
チ
ー
ム
一
人
の
立
論
者
が

十
分
以
内
の
論
旨
を
発
表
し
、
他
の
二
人
が
他
の
出
場
チ
ー
ム
や
傍
聴
者

の
質
疑
に
対
し
て
五
分
間
で
応
答
す
る
方
法
で
行
わ
れ
た
。

　

討
論
に
先
だ
ち
、
日
本
大
学
法
学
部
司
法
科
研
究
室
副
委
員
長
で
あ
る

関
正
晴
教
授
並
び
に
日
本
大
学
法
曹
会
会
長
鈴
木
三
郎
弁
護
士
の
挨
拶
が

あ
り
、
続
い
て
進
行
の
今
井
勇
太
弁
護
士
か
ら
発
表
の
手
順
と
審
査
基
準

（
論
旨
内
容
六
十
点
、
発
表
態
度
十
点
、
質
疑
応
答
内
容
・
態
度
三
十
点
）

等
の
説
明
が
な
さ
れ
た
あ
と
討
論
会
が
開
始
さ
れ
た
。

　

討
論
終
了
後
、
審
査
員
を
代
表
し
て
濱
田
左
千
子
弁
護
士
か
ら
審
査
結

果
が
発
表
さ
れ
、
遠
山
敦
士
裁
判
官
、
中
島
義
則
弁
護
士
に
も
講
評
い
た

だ
い
た
。
続
い
て
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
法
曹
会
、
法
学
部
校
友
会
か
ら
優

勝
チ
ー
ム
に
法
曹
杯
・
法
学
部
校
友
会
杯
、
法
曹
会
か
ら
優
勝
、
準
優
勝
、

第
三
位
の
各
チ
ー
ム
に
盾
、
並
び
に
法
学
部
校
友
会
か
ら
副
賞
と
し
て
図

書
カ
ー
ド
が
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
法
学
部
校
友
会
か
ら
出
場
者
全
員
に



五
〇
二

平
成
二
十
六
年
度
国
家
試
験
合
格
者

◆
司
法
試
験
予
備
試
験　

一
名

田
中　

淳
史（
平
成
二
十
七
・
法
律
学
科
法
職
課
程
卒
業
予
定
）

◆
司
法
書
士
試
験　

一
名

田
村　

俊
輔（
平
成
二
十
六
・
法
律
学
科
卒
業
）

◆
弁
理
士
試
験　

三
名

星　
　

俊
輔（
経
営
法
学
科
三
年
在
籍
中
）

古
田
土
拓
也（
平
成
二
七
・
経
営
法
学
科
卒
業
予
定
）

林　
　

哲
彦（
平
成
二
十
六
・
大
学
院
知
的
財
産
研
究
科
修
了
）

◆
税
理
士
試
験　

一
名

滝
澤　

大
貴（
平
成
二
十
六
・
大
学
院
法
学
研
究
科
修
了
）

◆
公
認
会
計
士
試
験　

二
名

山
下　

能
央（
平
成
二
十
六
・
経
営
法
学
科
卒
業
）

松
本　

貴
之（
平
成
二
十
三
・
法
律
学
科
卒
業
）

◆
社
会
保
険
労
務
士
試
験　

二
名

遠
藤　

雅
仁（
平
成
二
十
七
・
公
共
政
策
学
科
卒
業
予
定
）

市
川　

達
尋（
大
学
院
法
学
研
究
科
一
年
在
籍
中
）

�

（
平
成
二
十
七
年
一
月
末
日
判
明
分
）

佐
々
木
文
香（
法
律
・
一
年
）・
大
沼　

光
貴（
法
律
・
一
年
）

沖　

潤
一
郎（
法
律
・
一
年
）・
關
口　

奈
楠（
法
律
・
一
年
）

松
島　

裕
樹（
法
律
・
三
年
）・
飯
島　
　

亘（
法
律
・
三
年
）

山
田　

奈
楠（
法
律
・
三
年
）・
石
月　
　

卓（
経
営
法
・
三
年
）

村
上　

綾
菜（
法
律
・
三
年
）・
後
藤　

洋
平（
法
律
・
三
年
）

森　
　
　

悠（
法
律
・
三
年
）・
川
股　

芽
生（
公
共
政
策
・
三
年
）

山
口　

瑞
葵（
法
律
・
三
年
）・
猪
瀬　

智
啓（
法
律
・
四
年
）

松
本　

有
広（
法
律
・
四
年
）・
小
林　

智
則（
法
律
・
四
年
）

峯
岸　
　

舞（
法
律
・
四
年
）・
柴
山　

卓
巳（
法
律
・
三
年
）

鈴
木
花
奈
美（
法
律
・
三
年
）

三
浦　
　

惠（
通
信
教
育
部
法
律
・
二
年
）

濱
田　
　

潤（
通
信
教
育
部
法
律
・
二
年
）

加
藤　

天
宇（
通
信
教
育
部
法
律
・
二
年
）

優
秀
質
問
賞
（
五
十
音
順
）

大
谷　

健
太（
平
成
二
十
六
年
法
律
卒
）・
大
沼　

光
貴（
法
律
・
一
年
）

桒
井　

陽
子（
法
律
・
四
年
）・
最
首　

菜
摘（
法
律
・
四
年
）

鈴
木
花
奈
美（
法
律
・
三
年
）・
高
井　

里
菜（
法
律
・
四
年
）

髙
倉　

悠
甫（
法
律
・
四
年
）・
古
尾
谷
弘
文（
法
律
・
四
年
）

峯
岸　
　

舞（
法
律
・
四
年
）・
宮
下　

貴
裕（
法
律
・
四
年
）
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